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は

じ

め

に

一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
の
結
果
、
十
七
世
紀
中
葉
よ
り
中
国
を
支
配
し
た
清
朝
は
終
正
局
す
る
。
一
九
一
二
年
二
月
に
は
清
朝
最
後
の

皇
帝
の
薄
儀
が
退
位
し
た
。
こ
の
あ
と
一
二
年
か
ら
二
二
年
の
聞
に
は
、
北
京
を
首
都
に
臨
時
約
法
（
暫
定
憲
法
）
、
臨
時
大
総
統
（
暫
定

的
大
統
領
）
、
国
務
総
理
（
首
相
）
を
筆
頭
と
す
る
内
閣
制
度
、
さ
ら
に
制
限
選
挙
に
よ
る
参
議
院
と
衆
議
院
の
二
院
制
の
議
会
を
備
え
た

共
和
国
体
制
が
出
現
し
、
中
華
民
国
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
衆
参
両
院
の
合
同
に
よ
り
臨
時
約
法
に
か
わ
る
正
式
の
憲
法
が
制
定
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
臨
時
大
総
統
に
か
わ
る
正
式
の
大
総
統
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
議
院
内
閣
制
の
樹
立
を
焦
点

に
、
臨
時
大
総
統
と
議
会
と
の
権
限
争
い
を
軸
と
す
る
政
治
抗
争
が
、
早
く
も
議
会
開
会
以
前
か
ら
当
事
者
聞
に
発
生
し
て
い
た
。
そ
し

て
清
朝
末
期
か
ら
進
行
し
て
い
た
地
方
分
権
の
趨
勢
の
中
で
各
地
に
軍
人
指
導
者
（
軍
閥
）
た
ち
が
出
現
し
、
中
央
の
政
治
抗
争
に
加
担
し

て
互
い
に
戦
闘
を
繰
り
返
す
と
い
う
収
拾
の
つ
か
な
い
大
混
乱
が
発
生
す
る
。

はじめに

第
一
次
国
共
合
作
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
一
九
二
四
年
に
樹
立
さ
れ
た
政
治
合
作
で
あ
り
、
孫
文
の
率
い
る
中
国
国
民
党
と
成

立
し
た
ば
か
り
の
中
国
共
産
党
ご
九
一
二
年
成
立
）
が
、
ソ
連
を
仲
介
に
樹
立
し
た
協
力
関
係
を
い
う
。
ち
な
み
に
中
国
国
民
党
と
中
国

共
産
党
の
聞
に
は
、
一
九
三
七
年
に
も
日
本
の
侵
略
に
抵
抗
す
る
二
度
目
の
合
作
が
成
立
し
第
二
次
国
共
合
作
と
呼
ば
れ
る
。

第
一
次
国
共
合
作
は
わ
ず
か
三
年
余
り
し
か
存
続
せ
ず
、
二
七
年
の
夏
に
は
終
正
一
周
し
た
。
し
か
し
合
作
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い

政
治
勢
力
は
短
時
日
の
う
ち
に
南
中
国
の
一
角
か
ら
中
国
政
治
史
の
表
舞
台
に
躍
り
出
で
、
中
国
近
現
代
史
の
形
成
に
決
定
的
役
割
を
果

た
し
た
。

一
九
二
五
年
に
国
民
党
に
よ
り
樹
立
さ
れ
、
一
九
二
七
年
に
は
南
京
に
首
都
を
定
め
た
国
民
党
の
中
華
民
国
国
民
政
府
（
い
わ

ゆ
る
南
京
国
民
政
府
）
は
、
た
ち
ま
ち
中
国
を
代
表
す
る
政
権
と
な
る
。
そ
し
て
新
し
い
国
民
国
家
建
設
の
方
法
を
め
ぐ
り
、
国
共
合
作

破
綻
後
に
共
産
党
が
組
織
し
た
辺
境
の
ゲ
リ
ラ
勢
力
と
の
聞
に
激
し
い
内
戦
を
展
開
し
た
。
内
戦
は
一
九
三
七
年
か
ら
本
格
化
し
た
日
本

V 



の
軍
事
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
一
時
的
に
中
断
さ
れ
る
。
し
か
し
日
本
敗
戦
後
の
一
九
四
六
年
か
ら
は
大
規
模
に
再
開
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

v
 

中
国
大
陸
に
は
共
産
党
の
指
導
す
る
中
華
人
民
共
和
国
が
出
現
し
、
敗
北
し
た
国
民
政
府
は
台
湾
に
移
転
し
両
者
は
現
在
も
対
峠
し
て
い

。
る

以
上
の
歴
史
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
第
一
次
国
共
合
作
は
中
園
、
が
清
朝
崩
壊
の
あ
と
新
た
な
統
一
に
向
け
歴
史
を
形
成
し
は
じ
め
る
出

発
点
と
な
り
、
そ
の
後
の
歴
史
動
向
を
決
定
し
た
重
大
事
件
で
あ
っ
た
。
本
書
の
目
的
は
、
成
立
か
ら
終
鳶
に
い
た
る
第
一
次
国
共
合
作

の
推
移
を
、
主
と
し
て
政
治
史
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
共
両
党
の
関
係
そ
の
も
の
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
同
時
に
、
第

一
次
国
共
合
作
に
よ
り
出
現
し
た
新
生
の
政
治
勢
力
が
、
当
時
の
政
治
的
、
社
会
的
状
況
と
の
聞
に
繰
り
広
げ
た
葛
藤
を
詳
し
く
あ
と
寺
つ

け
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
国
共
合
作
が
国
民
党
と
共
産
党
に
あ
れ
ほ
ど
急
速
な
勢
力
拡
大
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
国
共
合
作
に
は
ど
の
よ
う

な
矛
盾
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
に
し
て
合
作
は
破
綻
し
国
共
両
党
は
内
戦
を
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

第
一
次
国
共
合
作
の
経
緯
と
そ
の
後
の
歴
史
展
開
に
関
し
て
は
、
当
事
者
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
共
産
党
、
中
国
共
産
党
、
中
国
国
民
党
の

三
者
に
よ
り
、
政
策
の
「
正
当
性
」
を
主
張
す
る
政
治
的
立
場
か
ら
の
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
中
国
共
産
党
の
政
治

マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
想
的
権
威
を
背
景
に
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
で
は
中
国
近
現
代
史
研
究
の
指
針
と
な
っ
て

一
方
こ
れ
ら
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
研
究
と
は
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
個
々
の
歴
史
事
象
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
事
実
関

係
を
忠
実
に
追
求
し
て
き
た
研
究
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
香
港
、
韓
国

に
お
け
る
研
究
も
ふ
く
ま
れ
る
。
同
様
の
実
証
的
研
究
は
日
本
で
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

主
張
に
基
づ
く
研
究
は
、

し
た

一
九
八

0
年
代
以
前
の
欧
米
圏
の
実
証
的
研
究
の
代
表
的
著
作
と
し
て
、
筆
者
は
冨
m
E
Z
d司
5
R
w
め
ど

3
5
2
S一
司
、

S
H
S司

会
民

可
ミ
ス
ミ
（
noEBσ
紅
白
包

5
3
5司
『

gω
－
H
U
斗
白
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
香
港
で
は
、
司
馬
瀦
編
著
『
第
一
次
国
共
合
作
』
（
《
中
共
党
史
壁

文
献
選
粋
第
三
部
》
、
自
聯
出
版
社
、

一
九
七
五
年
）
、

日
本
で
は
、
石
川
忠
雄
『
中
国
共
産
党
史
研
究
』
（
慶
応
通
信
、

一
九
五
九
年
）
、
衛
藤
藩



一
九
六
八
年
）
、
波
多
野
善
大
『
国
共
合
作
』
（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
三
年
）
を
あ
げ
て
お

吉
『
東
ア
ジ
ア
政
治
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

き
た
い
。
山
田
辰
雄
『
中
国
国
民
党
左
派
の
研
究
』
（
慶
応
通
信
、

一
九
八
O
年
）
や
横
山
宏
章
『
孫
中
山
の
革
命
と
政
治
指
導
』
（
研
文
出
版
、

一
九
八
三
年
）
は
こ
れ
ら
の
研
究
の
系
譜
を
引
く
。
少
し
時
代
が
く
だ
る
が
韓
国
に
閲
斗
基
『
中
国
国
民
革
命

4
分
析
的
研
究
』
（
知
識
産
業

社

一
九
八
五
年
）
や
表
京
漢
『
蒋
介
石
研
究
』
（
一
潮
閣
、

一
九
九
五
年
）
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
（
八
0
年
代
以
降
の
日
本
で
の
研
究
状
況
の
変

化
に
つ
い
て
は
「
結
び
に
か
え
て
」
を
参
照
）
。

本
書
も
右
の
実
証
的
研
究
の
系
譜
の
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
第
一
次
国
共
合
作
の
全
期
間
を
包
括
し
て
「
会
議
記
録
」

な
ど
の
一
次
資
料
を
丹
念
に
検
討
し
、
現
在
の
問
題
も
含
め
前
後
の
歴
史
状
況
を
「
客
観
的
」
に
ふ
ま
え
た
長
期
的
視
座
か
ら
合
作
の
経

緯
を
詳
細
に
論
じ
た
研
究
は
、
本
書
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
野
沢
豊
編
『
日
本
の
中
華
民
国
史
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
）
は
そ
れ
ぞ

れ
の
研
究
領
域
の
動
向
を
詳
し
く
論
じ
る
が
、
第
一
章
「
北
京
政
府
論
」
と
第
二
章
「
中
国
国
民
政
府
研
究
」
の
聞
に
置
か
れ
る
べ
き
第

一
次
国
共
合
作
時
期
の
研
究
動
向
の
記
述
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
本
書
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
、
ま
た
政

治
的
立
場
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
た
「
通
説
」
の
誤
り
を
数
多
く
正
し
た
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。
本
書
が
、
中
国
近
現
代
史
の
理
解
に

新
た
な
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

はじめに

vu 





目

次

は
じ
め
に

序

章

中
国
近
現
代
史
と
第
一
次
国
共
合
作

1 

第
一
節

第
一
次
国
共
合
作
成
立
の
背
景

1 

1 

圏
内
の
混
乱

2 

ソ

ヴ
イ

ニ乙

ト

ロ

：／ 

ア
の
出
現

3 

第
二
節

急
速
な
発
展
と
そ
の
破
綻

中
国
近
現
代
史
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
第
一
次
国
共
合
作

4 

1 

4 

2 

国
共
内
戦
と
中
国
現
代
史

5 

第
三
節

第
一
次
国
共
合
作
の
光
と
影
｜
｜
政
治
的
効
果
と
内
包
さ
れ
て
い
た
矛
盾

l
l－－－

j
i－－－
j

i－
－
：

j

i－－－

6

1

国
民
党
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム

6 

2

新
し
い
革
命
組
織
を
支
え
た
人
材

8 

3

階
級
闘
争
の
是
非
を
め
ぐ
る
国
共
聞
の
矛
盾

10 

次

4 

合
作
方
式
と
国
民
党
の
政
治
戦
略

12 

5 

蒋
介
石
｜
｜
国
共
合
作
の
継
続
を
最
後
ま
で
試
み
た
人
物
｜
｜

13 

目

lX 

第
四
節

第
一
次
国
共
合
作
の
歴
史
的
意
義
付
け
を
め
ぐ
る
論
争

14 



第
一
章

第
二
章

第
一
節

当
事
者
た
ち
の
異
な
る
見
解

（

1
）
ソ
連

（

2
）
中
国
共
産
党

17 

15 

16 

（

3
）
中
国
国
民
党

2 

新
た
な
状
況
の
出
現

第
一
節

第
一
次
国
共
合
作
の
成
立

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
連
政
府
に
よ
る
中
国
へ
の
働
き
か
け

1 

マ
l
リ
ン
グ
の
準
備
工
作

2 

ヨ
ッ
フ
ェ
を
通
じ
た
ソ
連
政
府
の
働
き
か
け

難
航
す
る
合
作
の
船
出

第
二
節

1 

ボ
ロ
ジ
ン
の
努
力

2 

中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
：
：
・

第
一
次
国
共
合
作
の
展
開

1 

新
生
の
政
治
勢
力
の
実
態

旧
態
依
然
と
し
た
軍
閥
の
集
合
体

2 

労
農
運
動
と
国
民
党
の
矛
盾

国
民
党
内
の
国
民
党
員
と
共
産
党
員
の
軌
際

3 
第
二
節
国
内
政
局
の
変
化
と
国
民
党
の
対
応

1

北
伐
の
敢
行

2 

商
団
事
件
の
勃
発

15 

X 

17 

19 19 

19 21 

24 

24 28 

35 35 

35 39 42 

44 

45 45 



3

北
京
政
変
と
国
民
会
議

1 

国
民
革
命
勢
力
の
台
頭

黄
捕
軍
官
学
校
と
蒋
介
石

共
産
党
と
黄
捕
軍
官
学
校

第
三
節

2 3 

第
一
次
東
征
の
勝
利

4 

粛
軍
と
国
民
政
府
の
成
立

第
三
章

広
東
国
民
政
府
に
お
け
る
政
治
抗
争
と
蒋
介
石
の
台
頭

第
一
節

財
政
統
一
と
整
軍
の
進
展

1 

摩
仲
慢
の
暗
殺

反
動
勢
力
の
一
掃

2 3

第
二
次
東
征
の
勝
利

第
二
節

国
共
合
作
の
動
揺

1 

戴
季
陶
の
「
孫
文
主
義
」
提
唱
と
西
山
会
議
派

2 

国
民
党
第
二
次
全
国
代
表
大
会
と
西
山
会
議
派

3 

中
国
青
年
軍
人
連
合
会
と
孫
文
主
義
学
会

次

4 

孤
立
す
る
蒋
介
石

第
三
節

中
山
艦
事
件
の
勃
発

目

1 

事
件
の
展
開
と
蒋
介
石
「
計
画
説
」

51 

54 

54 57 59 60 

65 65 

65 68 71 

72 

72 75 77 78 

81 

Xl 

81 



2 

中
山
艦
事
件
突
発
説

3 

国
共
合
作
の
軌
道
修
正
を
狙
っ
た
蒋
介
石

87 90 

Xll 

第
四
節

蒋
介
石
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
確
立

90 

90 92 97 

第
四
章

北
伐
開
始
後
の
第
一
次
国
共
合
作
の
実
態
：
：
－
J

J
・－

第
一
節

m

1 

、
在
精
衛
の
追
い
落
と
し

2

反
共
派
の
排
除

3 

国
民
,ill. 

凡

期

中
全
A 
Zミ

の
開
催

4 

党
組
織
の
再
編

蒋
介
石
の
独
裁
権
力

1 

国
民
革
命
軍
総
司
令

指
揮
、
軍
需
、
後
方
の
確
保

2 3 

戦
略
と
政
治
工
作

第
二
節

蒋
介
石
独
裁
と
共
産
党
お
よ
び
国
民
党
各
派
と
の
確
執

1 

共
産
党
に
よ
る
対
抗
と
譲
歩

注
精
衛
の
復
帰
を
め
ぐ
っ
て

事
態
収
拾
を
め
ざ
し
た
国
民
党
聯
席
会
議
の
開
催

2 3 4 

蒋
介
石
の
巧
み
な
対
処
と
独
裁
の
継
続

第
三
節

蒋
介
石
独
裁
体
制
の
動
揺

104 103 101 

106 

116 112 109 106 

119 



1 

0
3
 

歪
め
ら
れ
た
テ
ル
ニ

l
報
告
：
・
：
：
：

唐生智への異なる評価－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

m

独
裁
維
持
へ
の
蒋
介
石
の
努
力
｜
｜
ソ
連
へ
の
働
き
か
け
：
：
：
：

j
i－－－
j
i
－－：・：

j
i－－：：

m

塵山会議の開催－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

m

暗闘から公然の闘争へ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

m

国民党二期三中全会の開催－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

m

国
民
政
府
の
所
在
地
を
め
ぐ
る
争
い

2 3 4 5 6 7 

空襲
次石
上と
海共
暴産
雷h 』 ι
場。 n,

の
全
面
衝
n h  

大

第
五
章

第
一
節

革
命
工
作
の
開
始

1 2 

暴
動
計
画
の
進
行

3

虞
沿
卿
に
つ
い
て

4 

暴
動
の
決
行

第
二
節

再
開
さ
れ
た
暴
動
計
画

1

軍
事
偏
重
か
ら
民
衆
運
動
の
重
視
へ

次

2 

上
海
自
治
運
動
と
の
連
合

3 

第
二
次
上
海
暴
動
の
決
行

目

第
三
節

蒋
介
石
と
共
産
党
の
衝
突

150 148 145 143 

151 

154 153 151 

Xlll 

158 



第
六
章

第
三
節

1 

共
産
党
と
会
党
勢
力
の
連
携
｜
｜
ゼ
ネ
ス
ト
の
決
行
：
：
・
：
：

XlV 

2 

共
産
党
弾
圧
を
決
意
し
た
蒋
介
石

楽
観
的
な
見
通
し
を
抱
く
共
産
党

衝
突
の
発
生
｜
｜
四
月
十
二
日
事
件
の
実
態

3 4 5 

武
漢
国
民
政
府
側
の
対
応

第
一
節

武
漢
国
民
政
府
の
崩
壊
と
第
一
次
国
共
合
作
の
終
駕
：
：
：

武
漢
国
民
政
府
へ
の
異
な
る
視
点

1 

政

治

的

価

値

判

断

に

左

右

さ

れ

る

研

究

瑚

寄
り
あ
い
所
帯
の
脆
弱
な
政
権
・
．

2 
第
二
節

武
漢
国
民
政
府
の
財
政
破

綻

1 

情

現
金
集
中
条
例
の
実
施
と
そ
の
反
動

178 176 174 172 171 

実

2 3 

「
戦
略
的
退
却
政
策
」
の
実
施

4 

「
戦
略
的
退
却
政
策
」
の
破
綻

5 

逆
産
没
収
と
労
働
運
動

武
漢
国
民
政
府
下
の
農
民
運
動
の
展
開

181 

1 

農
民
運
動
と
北
伐

湖
南
農
民
運
動
と
土
豪
劣
紳
の
粛
清

182 181 

2 



第
四
節

第
五
節

3 

土
豪
劣
紳
粛
清
の
実
態

国
共
合
作
崩
壊
へ
の
道

1

反
乱
の
前
奏

2 

馬
日
事
変
の
発
生

3 

馬
日
事
変
の
真
相

4 

軍
用
米
の
確
保
と
武
漢
国
民
政
府

国
共
合
作
崩
壊
の
開
始

1 

nu 
nu 

q
A
 

O
L
 

A
U
 

0
4
 

4
告

白

U
0
4
 

共産党との平和裡の分離をめざした国民党－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

m

合
作
継
続
へ
の
最
後
の
努
力

2 

悪
化
す
る
食
糧
事
情

3 

各
省
の
状
況

4 
第
六
節
南
昌
暴
動

結
び
に
か
え
て

次目

1 

暴
動
計
画

216 213 

2 

暴
動
の
決
行

1 

異
な
っ
た
「
中
国
」
を
追
求
し
た
共
産
党
と
国
民
党
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
－

j
i－
－
－
－
－

m

2 

国
共
内
戦
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
日
中
戦
争

3 

一
党
独
裁
を
め
ぐ
る
異
な
っ
た
状
況

184 

189 

196 191 190 189 

200 213 219 

xv 



＊ 
人吉名 事項宗 ー第 注 あ主と

本書

お
し、

て

史料中

の
〆戸『、

、』，〆

料史要

注の

で

あり

r一、

」」

筆者』主

よ

注る

で

ある

227 

XVI 



序
章
中
国
近
現
代
史
と
第
一
次
国
共
合
作

第
一
節

第
一
次
国
共
合
作
成
立
の
背
景

1

圏
内
の
混
乱

中国近現代史と第一次国共合作

中
華
民
国
の
政
治
体
制
を
構
成
し
た
の
は
、
清
朝
打
倒
を
め
ざ
し
た
孫
文
ら
の
中
国
同
盟
会
（
以
後
、
同
盟
会
と
記
す
）
、
清
末
に
育
成
さ

れ
た
新
軍
の
中
核
で
あ
っ
た
衰
世
凱
の
北
洋
軍
、
清
末
の
政
治
体
制
改
革
で
勢
力
を
増
大
さ
せ
た
各
省
の
紳
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
同
盟
会

は
他
の
政
党
を
吸
収
合
併
し
て
公
開
政
党
の
国
民
党
へ
と
改
組
さ
れ
、
一
九
一
二
年
末
か
ら
一
九
二
ニ
年
に
か
け
て
の
選
挙
の
結
果
、
参

議
院
と
衆
議
院
を
通
じ
議
会
の
第
一
党
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
国
民
党
代
理
理
事
長
の
宋
教
仁
は
、
こ
の
勢
力
を
背
景
に
議

院
内
閣
制
の
確
立
を
主
張
し
た
。
し
か
し
中
華
民
国
の
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
て
い
た
衰
世
凱
は
、
自
ら
の
権
限
を
無
力
化
す
る
も
の
と

し
て
こ
の
事
態
に
反
発
し
、
衰
世
凱
側
と
国
民
党
と
の
対
立
が
激
化
す
る
。
そ
し
て
一
九
一
三
年
三
月
に
発
生
し
た
宋
教
仁
の
暗
殺
を
き

っ
か
け
に
両
者
の
あ
い
だ
に
は
武
力
衝
突
が
発
生
す
る
。
実
世
凱
は
一
九
一
三
年
十
月
に
議
会
で
大
総
統
に
選
出
さ
れ
た
あ
と
、
十
一
月

に
は
国
民
党
に
解
散
命
令
を
だ
し
、
一
九
一
四
年
一
月
に
は
議
会
を
解
散
す
る
。

こ
の
間
、
清
末
の
新
軍
の
士
官
ら
を
中
心
に
各
地
に
軍
人
の
支
配
が
出
現
し
た
。
い
わ
ゆ
る
軍
閥
の
誕
生
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
量
の
私

兵
を
養
い
、
在
地
の
紳
士
を
支
配
下
に
置
き
自
ら
の
権
力
地
盤
を
築
き
あ
げ
る
。
そ
し
て
中
央
の
政
権
抗
争
に
加
担
し
、
支
配
地
域
の
拡

張
を
め
ざ
し
て
互
い
に
内
戦
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

日
本
に
亡
命
し
た
孫
文
は
、
国
民
党
内
の
同
盟
会
以
来
の
人
員
を
糾
合
し
て
一
九
一
四
年
七
月
に
東
京
で
中
華
革
命
党
を
組
織
し
た
が
、

大
き
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
北
京
の
情
勢
も
変
化
し
、
実
世
凱
は
一
九
一
五
年
の
末
に
は
皇
帝
に
即
位
す
る
準
備

1 
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一
九
一
六
年
一
月
一
日
よ
り
民
国
の
年
号
を
廃
し
洪
憲
と
改
め
た
。
し
か
し
配
下
の
軍
人
た
ち
か
ら
も
支
持
さ
れ
ず
、
一
九
一

六
年
三
月
に
は
再
び
大
総
統
を
名
乗
り
民
国
の
年
号
を
復
活
さ
せ
た
。
そ
し
て
六
月
に
は
失
意
の
う
ち
に
死
去
し
た
。
蓑
世
凱
の
死
去
後
、

副
総
統
の
駒
栄
元
洪
が
大
総
統
に
就
任
し
国
会
が
再
開
さ
れ
た
が
、
第
一
次
大
戦
勃
発
後
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
宣
戦
布
告
を
め
ぐ
り
、
日
本

の
支
持
を
背
景
に
即
時
参
戦
を
主
張
す
る
国
務
総
理
の
段
棋
瑞
と
慎
重
を
期
す
る
繋
元
洪
の
争
い
が
発
生
し
た
。

家
元
洪
は
段
棋
瑞
を
一
九
一
七
年
五
月
に
罷
免
す
る
が
六
月
に
は
国
会
が
解
散
さ
れ
、
混
乱
す
る
政
局
の
中
で
七
月
に
は
清
朝
最
後
の

皇
帝
の
薄
儀
が
十
日
余
り
皇
帝
に
復
位
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
し
か
し
家
元
洪
に
よ
り
再
び
国
務
総
理
に
任
命
さ
れ
た
段
棋
瑞
は
た
だ

ち
に
こ
れ
を
鎮
圧
し
、
家
元
洪
に
か
わ
り
代
理
大
総
統
に
就
任
し
た
鴻
国
嘩
を
擁
し
、
国
会
を
復
活
せ
ぬ
ま
ま
に
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ

ア
に
宣
戦
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
百
五
十
名
余
り
の
旧
国
会
議
員
（
衆
参
両
院
の
議
席
数
は
八
百
七
十
名
）
と
南
方
の
諸
軍
閥
お
よ
び
孫
文

の
中
華
革
命
党
を
中
心
に
反
段
棋
瑞
の
政
治
諸
派
が
団
結
し
、
一
九
一
七
年
九
月
に
広
東
省
の
広
州
に
孫
文
を
大
元
帥
と
す
る
中
華
民
国

軍
政
府
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
し
て
臨
時
約
法
の
遵
守
と
旧
国
会
の
回
復
を
掲
げ
、
不
法
な
北
京
の
政
府
（
以
後
、
北
京
政
府
と
記
す
）
の
打
倒

を
目
指
す
政
治
行
動
と
軍
事
行
動
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
、
北
京
政
府
と
広
州
を
拠
点
と
す
る
南
方
の
政
府
と
の
抗
争
が
圏
内
政
治

の
動
向
を
決
定
し
た
。
孫
文
は
一
九
一
二
年
五
月
と
二
三
年
三
月
に
そ
れ
ぞ
れ
広
州
を
拠
点
に
樹
立
さ
れ
た
政
府
の
非
常
大
総
統
や
大
元

帥
に
就
任
し
、
北
京
政
府
打
倒
の
軍
事
行
動
で
あ
る
北
伐
を
敢
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
四
年
に
成
立
す
る
第
一
次
国
共
合
作
も
こ

の
南
北
対
立
の
構
図
の
中
に
お
か
れ
、
北
伐
は
国
民
党
の
最
大
の
政
治
課
題
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
。
孫
文
逝
去
後
の
二
五
年
七
月
に
広

州
に
新
た
に
国
民
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
が
、
国
民
政
府
は
二
六
年
七
月
か
ら
大
規
模
な
北
伐
を
開
始
し
、
や
が
て
南
北
の
対
立
に
終
止
符

を
う
つ
。

を
整
え
、

南
方
の
政
府
と
北
の
北
京
政
府
と
の
間
で
は
一
九
一
九
年
に
上
海
で
和
平
会
談
が
行
わ
れ
た
が
、
物
別
れ
に
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て

南
北
の
両
政
府
内
部
で
も
新
た
な
主
導
権
争
い
が
発
生
し
た
。
南
方
の
政
府
で
は
孫
文
派
、
政
学
系
、
雲
南
系
お
よ
び
広
西
系
の
軍
閥
が
、

北
京
政
府
で
は
北
洋
軍
が
分
裂
し
て
軍
閥
化
し
、
段
棋
瑞
の
安
徽
派
、
鴻
国
嘩
（
鴻
の
死
後
、
曹
銀
、
呉
侃
字
）
の
直
隷
派
、
張
作
震
の
奉

2 



天
派
が
主
導
権
を
争
う
。
そ
し
て
南
と
北
の
各
派
は
、
時
に
対
立
す
る
相
手
政
府
内
の
各
派
と
の
連
合
を
画
策
し
抗
争
を
繰
り
返
す
。

孫
文
は
軍
政
府
内
の
争
い
か
ら
上
海
に
去
っ
て
い
た
一
九
一
九
年
に
、
中
華
革
命
党
を
改
組
し
て
中
国
国
民
党
を
組
織
し
た
。
中
国
の

か
つ
て
の
国
民
党
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
、
中
国
共
産
党
と
の
あ
い
だ
に
協
力
関
係
が
打

名
を
冠
し
た
の
は
、

ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2 

ソ
ヴ
ィ
エ
卜
・
ロ
シ
ア
の
出
現

第
一
次
国
共
合
作
の
成
立
に
は
、
国
際
的
な
政
治
力
学
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
y
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
ロ
シ
ア
で
一
九
一
七
年
三

月
に
勃
発
し
た
革
命
は
、
帝
政
ロ
シ
ア
を
崩
壊
さ
せ
た
。
政
治
的
、
社
会
的
な
大
混
乱
の
な
か
で
、
十
一
月
に
は
レ

l
ニ
ン
の
率
い
る
ボ

ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（
一
九
一
八
年
に
は
ロ
シ
ア
共
産
党
と
改
称
）
が
権
力
を
奪
取
し
、

一
九
一
八
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
を
首
都
と
す
る
ロ
シ
ア
社

会
主
義
連
邦
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
（
以
後
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
記
す
）
が
形
成
さ
れ
た
。

ロ
シ
ア
社
会
主
義
連
邦
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
は
周
辺
の

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
と
合
併
し
て
、

一
九
二
二
年
に
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
以
後
、
ソ
連
と
記
す
）
へ
と
発
展
す
る
。

ロ
シ

中国近現代史と第一次国共合作

ア
の
社
会
主
義
政
権
の
出
現
は
、
列
強
諸
国
の
敵
視
を
招
い
た
。

ロ
シ
ア
共
産
党
は
、

一
九
一
九
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
）
を
樹
立
し
、
世
界
共
産
主
義
運
動
の
中
央
機
関
と
し
た
。
そ
し
て
、

エ
ト
政
府
さ
ら
に
は
ソ
連
政
府
を
指
揮
し
て
世
界
各
地
で
活
発
な
外
交
活
動
を
展
開
し
、
自
ら
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
列
強
諸
国
に
対
抗

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
ヴ
ィ

一
九
一
二
年
に
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
工
作
に
よ
り
中
国
に
も
共
産
党
が
成
立
す
る
。

ロ
シ
ア
共
産
党
は
中
国
内
の
親
ソ

し
よ
う
と
し
た
。

連
勢
力
の
獲
得
に
も
努
力
し
、
中
国
国
民
党
に
着
目
し
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
指
揮
下
の
中
国
共
産
党
と
の
合
作
を
推
進
し
、
第
一
次
国
共
合

作
を
成
立
に
導
く
。

序章

第
一
次
国
共
合
作
は
、
中
国
内
に
親
ソ
連
勢
力
を
築
き
列
強
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
ロ
シ
ア
共
産
党
支
配
下
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
お
よ
び

3 

ソ
連
政
府
の
極
東
戦
略
と
、
中
華
民
国
に
お
け
る
政
治
権
力
の
復
活
を
め
ざ
す
中
国
国
民
党
の
政
治
戦
略
の
合
体
で
あ
っ
た
。

コ
ミ
ン
一
ア



ル
ン
指
揮
下
の
中
国
共
産
《
岳
民
た
ち
は
、
独
自
の
展
開
を
志
向
し
つ
つ
も
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
連
政
府
の
極
東
戦
略
の
も
と
に
行
動
す
る
。

4 

第
二
節

中
国
近
現
代
史
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
第
一
次
国
共
合
作

1 

急
速
な
発
展
と
そ
の
破
綻

第
一
次
国
共
合
作
は
三
年
余
り
で
終
正
局
し
た
が
、
短
期
間
の
う
ち
に
そ
の
政
治
勢
力
を
南
中
国
の
片
隅
か
ら
揚
子
江
以
北
の
広
大
な
地

域
に
拡
大
さ
せ
た
。
本
書
で
は
四
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
考
察
す
る
。

〈
第
一
期
〉
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
、
ソ
連
政
府
、
中
国
国
民
党
、
中
国
共
産
党
の
間
で
の
二
年
に
わ
た
る
協
議
を
経
て
、
一
九
二
四
年
一
月

に
広
東
省
広
州
市
で
聞
か
れ
た
中
国
国
民
党
（
以
後
、
国
民
党
と
記
す
）
第
一
次
全
国
代
表
大
会
は
、
ソ
連
と
の
連
携
、
労
働
者
と
農
民
へ
の

新
政
策
、
共
産
党
員
の
国
民
党
へ
の
加
入
を
承
認
し
、
第
一
次
国
共
合
作
が
成
立
す
る
。
共
通
の
目
標
は
、
軍
閥
の
割
拠
を
終
駕
さ
せ
中

国
に
自
立
と
富
強
を
も
た
ら
す
「
国
民
革
命
」
（
注
9
参
照
）
の
実
現
で
あ
っ
た
。
数
カ
月
後
に
は
広
州
南
方
の
珠
江
中
の
小
島
の
黄
捕
島
に
、

ソ
連
か
ら
の
軍
事
顧
問
を
加
え
た
陸
軍
軍
官
学
校
（
開
設
場
所
に
ち
な
み
黄
捕
軍
官
学
校
と
称
さ
れ
る
）
が
開
設
さ
れ
、
ソ
連
赤
軍
に
範
を

と
る
国
民
党
直
属
の
軍
事
力
の
養
成
が
開
始
さ
れ
た
。
校
長
に
は
孫
文
側
近
の
軍
人
で
あ
る
蒋
介
石
が
就
任
し
た
。

一
九
二
四
年
当
初
、
孫
文
は
広
州
に
陸
海
軍
大
元
帥
大
本
営
（
以
後
、
大
元
帥
府
と
記
す
）
を
組
織
し
、
西
南
の
諸
軍
闘
を
動
員
し
北
伐
を

実
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
孫
文
の
大
元
帥
は
名
ば
か
り
で
広
州
は
軍
閥
割
拠
の
縮
図
で
あ
っ
た
。
国
民
党
は
広
州
市
の
一
角
を

支
配
す
る
の
み
で
、
共
産
党
も
全
国
で
数
百
人
を
数
え
る
だ
け
の
弱
小
団
体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
国
共
合
作
後
に
は
国
民
党
は
短
時
日
の

う
ち
に
強
大
な
政
治
勢
力
へ
と
発
展
し
、
国
民
党
の
発
展
に
と
も
な
い
共
産
党
も
勢
力
を
増
大
さ
せ
た
。
国
民
党
に
飛
躍
的
発
展
を
も
た

ら
し
た
の
は
、
黄
捕
軍
官
学
校
で
養
成
さ
れ
党
軍
と
呼
ば
れ
た
国
民
党
直
属
の
軍
事
力
で
あ
っ
た
。
国
民
党
は
党
軍
を
基
礎
に
一
九
二
五

年
六
月
に
国
民
党
支
配
の
確
立
に
抵
抗
し
た
雲
南
系
と
広
西
系
の
軍
閥
を
粛
清
し
、
七
月
に
は
大
元
帥
府
を
廃
止
し
国
民
政
府
を
組
織
し

た
。
さ
ら
に
八
月
に
は
、
党
軍
を
第
一
軍
と
し
て
第
七
軍
ま
で
で
構
成
さ
れ
る
国
民
革
命
軍
が
成
立
す
る
。



一
九
二
六
年
初
め
に
は
、
広
東
省
全
土
が
国
民
政
府
に
よ
り
統
一
さ
れ
る
。
国
共
合
作
は
わ
ず
か
一
年
余
り
で
目
ざ
ま
し
い
効
果
を
発

揮
し
た
。
孫
文
は
こ
の
成
果
を
見
る
こ
と
な
く
一
九
二
五
年
の
三
月
に
北
京
で
客
死
し
て
い
た
。
し
か
し
新
生
の
政
治
勢
力
の
め
ざ
ま
し

い
発
展
の
一
方
で
は
国
民
革
命
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
内
部
対
立
が
進
行
し
、
蒋
介
石
が
台
頭
す
る
。

以
上
の
経
緯
は
第
一
、
二
、
三
章
で
論
じ
る
。

〈
第
二
期
〉
一
九
二
六
年
七
月
か
ら
蒋
介
石
を
国
民
革
命
軍
総
司
令
と
す
る
北
伐
が
開
始
さ
れ
、
国
民
革
命
軍
は
半
年
で
南
中
国
を
席

巻
し
た
。
し
か
し
大
き
な
権
力
を
掌
握
す
る
蒋
介
石
と
、
蒋
介
石
の
権
力
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
国
民
党
員
お
よ
び
共
産
党
員
と
の
対
立

が
顕
在
化
し
、
国
民
政
府
が
広
州
か
ら
武
漢
に
移
転
し
た
一
九
二
七
年
一
月
か
ら
対
立
は
一
挙
に
激
化
す
る
。
以
上
の
経
緯
は
第
四
章
で

論
じ
る
。

国
民
党
内
の
対
立
は
、
国
民
革
命
軍
が
占
領
し
た
上
海
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
北
伐
途
中
の
一
九
二
七
年
四
月

に
は
、
上
海
を
舞
台
に
蒋
介
石
を
中
心
に
国
共
合
作
の
破
棄
が
断
行
さ
れ
、
南
京
を
首
都
と
す
る
別
の
国
民
政
府
が
組
織
さ
れ
た
。
以
上

〈
第
三
期
〉

に
つ
い
て
は
第
五
章
で
論
じ
る
。

中国近現代史と第一次国共合作

武
漢
の
国
民
政
府
は
国
共
合
作
を
継
続
し
、
二
つ
の
国
民
政
府
が
出
現
す
る
。
し
か
し
武
漢
国
民
政
府
も
二
七
年
八
月
に

は
国
共
合
作
の
破
棄
に
踏
み
切
り
、
第
一
次
国
共
合
作
は
終
草
局
し
た
。
以
上
は
第
六
章
で
論
じ
る
。
武
漢
の
国
民
政
府
は
二
七
年
の
九
月

に
は
南
京
の
国
民
政
府
に
合
流
し
、
体
制
を
一
新
し
た
国
民
政
府
が
成
立
す
る
。

〈
第
四
期
〉

2 

国
共
内
戦
と
中
国
現
代
史

南
京
の
国
民
政
府
に
統
一
さ
れ
た
国
民
党
は
蒋
介
石
を
総
司
令
官
に
北
伐
を
再
開
し
、
二
八
年
六
月
に
北
京
を
占
領
し
て
一
九
一
七
年

以
来
の
南
北
政
府
の
対
立
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
北
京
は
北
平
と
改
名
さ
れ
南
京
が
首
都
と
明
示
さ
れ
（
国
民
党
は
、
今
日
も
北
京
を

北
平
と
称
す
る
）
、
一
九
二
八
年
の
末
に
は
東
北
（
満
州
）
の
張
学
良
も
国
民
政
府
か
ら
東
北
辺
防
軍
総
司
令
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
一

5 

序章



九
一
二
年
制
定
の
中
華
民
国
国
旗
の
五
色
旗
に
か
え
、
国
民
政
府
制
定
の
青
天
白
日
満
地
紅
旗
を
掲
げ
た
。
中
国
は
名
目
上
は
国
民
党
の

も
と
に
統
一
さ
れ
、
南
京
の
国
民
政
府
は
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
。

6 

国
共
合
作
が
破
綻
す
る
と
、
共
産
党
は
都
市
部
で
地
下
活
動
を
続
け
た
。
農
村
部
で
は
毛
沢
東
ら
が
共
産
党
の
軍
隊
で
あ
る
紅
軍
を
組

織
し
、
地
主
の
土
地
を
没
収
し
て
各
地
に
農
村
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
を
樹
立
し
、
共
産
党
の
支
配
地
域
を
拡
大
し
た
。
一
九
一
三
年
に
は
江
西
省

の
瑞
金
に
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
、
毛
沢
東
が
主
席
に
選
出
さ
れ
た
。

国
民
政
府
は
一
九
二
八
年
以
降
、
共
産
党
の
支
配
地
域
に
対
し
五
回
の
包
囲
攻
撃
を
加
え
、
激
し
い
内
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
国
民
政
府

軍
は
一
九
三
四
年
に
は
瑞
金
を
占
領
し
紅
軍
は
逃
避
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
九
三
七
年
に
な
り
日
本
の
軍
事
侵
略
に
抵
抗
す
る
た
め

内
戦
は
停
止
さ
れ
、
国
共
聞
に
抗
日
民
族
統
一
戦
線
が
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
両
党
の
抗
争
は
続
き
、
日
本
敗
戦
後
に
再
開
さ
れ
た
内
戦

の
結
果
、
共
産
党
は
一
九
四
九
年
十
月
に
中
国
大
陸
に
中
華
人
民
共
和
国
を
樹
立
し
、
国
民
党
は
一
九
四
九
年
十
二
月
に
は
国
民
政
府
の

首
都
を
台
湾
の
台
北
に
移
転
さ
せ
た
。

第
三
節

第
一
次
国
共
合
作
の
光
と
影
｜
政
治
的
効
果
と
内
包
さ
れ
て
い
た
矛
盾
｜

国
民
党
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム

合
作
成
立
後
、
国
共
両
党
が
飛
躍
的
に
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
の
は
何
故
か
。
筆
者
は
国
民
党
が
ロ
シ
ア
共
産
党
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム

の
組
織
論
を
採
用
し
、
党
組
織
を
一
新
し
た
事
実
に
注
目
し
た
い
。

政
治
変
動
は
、
社
会
内
部
に
発
生
し
た
諸
矛
盾
や
、
外
圧
と
そ
の
社
会
と
の
矛
盾
が
要
因
と
な
る
。
社
会
内
部
の
諸
矛
盾
は
外
圧
に
よ

り
先
鋭
化
し
、
時
に
は
緩
和
さ
れ
る
。
一
九
三
七
年
か
ら
四
五
年
ま
で
の
抗
日
の
た
め
の
国
共
内
戦
の
停
止
は
、
後
者
の
典
型
で
あ
る
。

第
一
、
次
国
共
合
作
成
立
当
時
の
中
国
社
会
の
最
大
矛
盾
は
、
軍
閥
割
拠
と
圏
内
生
産
活
動
の
矛
盾
で
あ
る
。
清
朝
時
代
か
ら
慢
性
的
に

続
く
、
限
ら
れ
た
農
地
と
過
剰
人
口
の
矛
盾
も
あ
げ
ら
れ
る
。
外
圧
と
中
国
社
会
の
矛
盾
に
は
、
列
強
諸
国
の
経
済
侵
略
と
中
国
ナ
シ
ョ

1 



ナ
リ
ズ
ム
（
学
生
、
商
人
、
労
働
者
を
中
核
と
す
る
）
と
の
矛
盾
が
あ
る
。
し
か
し
矛
盾
の
存
在
だ
け
で
は
、
大
き
な
政
治
変
動
は
発
生
し

な
い
。
諸
矛
盾
の
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
一
定
の
政
治
方
向
を
も
っ
運
動
へ
と
集
約
し
、
こ
の
運
動
を
持
続
的
に
発
展
さ
せ
る
強
固

な
政
治
組
織
が
必
要
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
諸
矛
盾
の
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
方
向
性
を
も
た
な
い
単
発
的
な
力
と
し
て
拡

散
す
る
だ
け
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
後
の
中
国
の
混
乱
は
、
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
う
る
政
治
集
団
の
欠
如
に
よ
り
も
た
ら
さ

れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
国
民
党
と
共
産
党
が
他
の
政
治
集
団
や
軍
閥
諸
派
に
比
べ
際
立
っ
て
い
た
特
徴
は
何
か
。
そ
れ
は
、
共

産
党
は
も
と
よ
り
国
民
党
も
ま
た
、
第
一
次
国
共
合
作
に
際
し
ロ
シ
ア
共
産
党
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
を
採
用
し
党
組
織
を
一

新
し
た
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
に
明
ら
か
な
通
り
、
こ
れ
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
政
治
と
軍
事
の
一
体
化
し
た
力
が
中
国
史
を
新
た

な
方
向
に
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
結
び
に
か
え
て
」
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
後
の
中
国
史
に
お
け
る
政
治
権
力
の
あ
り
方
を

も
規
定
す
る
。

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
は
十
九
世
紀
末
か
ら
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
革
命
運
動
の
中
で
、
革
命
運
動
の
実
践
理
論
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を

中国近現代史と第一次国共合作

基
礎
に
レ

l
ニ
ン
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
一
七
年
に
始
ま
る
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
革
命
の
過
程
で
、
政
治
組
織
（
ボ
ル
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
）
の
直
接
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
新
し
い
型
の
革
命
軍
（
労
農
赤
軍
）
が
創
出
さ
れ
、
政
治
運
動
と
軍
事
運
動
を
一
体
化
さ
せ
た
新

し
い
革
命
理
論
と
し
て
、
内
容
を
い
っ
そ
う
深
化
さ
せ
た
。
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
は
、
政
治
権
力
の
奪
取
と
こ
の
権
力
を
維
持
す
る
た

め
の
戦
略
と
戦
術
を
高
度
に
発
展
さ
せ
た
、

い
え
よ
う
か
。

ロ
シ
ア
化
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ロ
シ
ア
型
変
種
で
あ
っ
た
と

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
特
色
は
組
織
論
に
あ
り
、
強
い
変
革
の
意
思
を
有
す
る
革
命
者
た
ち
が
、
厳
格
な
規
律
を
も
っ
た
中
央
集
権
の

党
組
織
を
構
築
す
る
。
こ
の
党
組
織
は
政
治
権
力
奪
取
の
明
確
な
計
画
を
有
し
、
奪
取
し
た
政
治
権
力
を
一
党
独
裁
に
よ
り
維
持
す
る
。

そ
し
て
こ
の
政
治
目
的
を
完
遂
す
る
た
め
、
党
に
直
属
す
る
軍
事
力
を
軍
隊
内
の
党
代
表
制
度
を
通
じ
て
維
持
す
る
。
さ
ら
に
種
々
の
メ

7 
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デ
ィ
ア
を
通
じ
て
広
範
な
宣
伝
活
動
を
行
い
、
民
衆
を
革
命
に
動
員
す
べ
く
教
育
し
組
織
化
す
る
。

8 

辛
亥
革
命
後
に
革
命
組
織
の
改
変
を
繰
り
返
し
た
孫
文
は
、

イ
ズ
ム
の
組
織
論
に
よ
る
国
民
党
改
組
の
決
意
を
固
め
、

ロ
シ
ア
共
産
党
や
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
数
年
の
接
触
の
あ
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ

ロ
シ
ア
共
産
党
派
遣
の
ボ
ロ
ジ
ン
を
顧
問
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
国
民
党
直
属

ロ
シ
ア
か
ら
軍
事
顧
問
が
派
遣
さ
れ
蒋
介
石
を
校
長
に
黄
捕
軍
官
学
校
が
開
設
さ
れ
る
。
孫
文
は
二
四
年
三
月
に

発
し
た
二
つ
の
文
書
で
、
強
い
変
革
の
意
志
を
有
す
る
革
命
家
集
団
が
党
に
権
力
を
集
中
し
厳
格
な
主
義
の
も
と
に
民
衆
を
指
導
す
る
政

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
神
髄
の
表
現
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。

の
軍
隊
の
創
出
に
は
、

治
姿
勢
を
明
瞭
に
す
る
が
、

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
に
基
づ
く
強
固
な
政
治
組
織
と
軍
事
組
織
が
、
当
時
の
中
国
で
状
況
を
切
り
開
く
決
定
的
作
用
を
発
揮

す
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
た
。
政
治
的
、
社
会
的
に
混
乱
の
極
み
に
あ
っ
た
一
九
一
七
年
三
月
の
革
命
後
の
ロ
シ
ア
で
、
決
し
て
大

き
な
勢
力
で
は
な
か
っ
た
レ
l
ニ
ン
の
率
い
る
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
、
強
固
な
組
織
と
強
固
な
政
治
変
革
の
意
志
に
基
づ
い
て
政
治
権
力

を
奪
取
し
、
そ
の
権
力
を
確
立
し
て
い
っ
た
過
程
は
前
例
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
後
の
混
乱
し
た
中
国
の
状
況
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム

の
組
織
論
が
有
効
性
を
発
揮
で
き
る
恰
好
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
は
、
日
本
に
も
コ
、
、
、
ン
テ
ル
ン
経
由
で
中
国
と
同
時

期
に
移
入
さ
れ
共
産
党
が
結
成
さ
れ
た
。
し
か
し
強
固
な
国
家
組
織
と
整
備
さ
れ
た
社
会
機
構
が
存
在
し
、
労
働
者
と
農
民
の
意
志
が
選

挙
に
よ
り
曲
が
り
な
り
に
も
国
会
の
議
論
に
反
映
さ
れ
る
相
対
的
安
定
下
で
は
、
混
乱
の
中
で
こ
そ
本
領
を
発
揮
す
る
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ

ム
の
組
織
論
は
何
ら
の
効
力
を
現
す
こ
と
な
く
、

た
ち
ま
ち
封
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

2

新
し
い
革
命
組
織
を
支
え
た
人
材

中
国
に
は
、

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
に
基
づ
く
党
組
織
と
軍
事
組
織
の
担
い
手
と
な
る
新
し
い
人
材
が
出
現
し
て
い
た
。
第
一

一
九
一
九
年
五
月
四
日
に
は
北
京
で
折
か
ら
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
で
ド
イ
ツ
の
山
東
権
益
が
日
本
に
引
き

渡
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
大
規
模
な
学
生
デ
モ
が
発
生
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
全
国
的
な
反
日
運
動
が
起
こ
る
。
よ
く
知

次
国
共
合
作
よ
り
先
、



ら
れ
る
五
四
運
動
で
あ
る
。
五
四
運
動
を
担
っ
た
の
は
、
清
末
以
来
の
学
制
改
革
の
中
で
小
学
校
に
は
じ
ま
る
西
洋
式
の
学
校
教
育
を
受

け
て
き
た
新
し
い
世
代
の
若
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
先
鋭
部
分
は
、
ロ
シ
ア
社
会
主
義
革
命
の
国
際
的
影
響
力
を
背
景
に
ボ
ル
シ
ェ

ヴ
イ
ズ
ム
と
一
体
と
な
っ
て
流
入
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
奉
し
、
共
産
党
員
と
な
っ
た
。
そ
し
て
国
共
合
作
の
成
立
後
に
は
国
民
党
に

加
入
し
、
国
民
革
命
遂
行
の
第
一
線
の
戦
力
と
な
る
。
国
民
党
は
新
し
い
組
織
論
を
ロ
シ
ア
か
ら
取
り
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
人

材
を
共
産
党
員
の
中
か
ら
取
り
入
れ
た
。
孫
文
が
国
民
党
内
の
反
対
派
を
な
だ
め
つ
つ
共
産
党
と
の
党
外
合
作
で
は
な
く
共
産
党
員
の
国

民
党
へ
の
加
入
を
敢
え
て
要
求
し
た
理
由
は
、
人
的
戦
力
の
確
保
に
こ
そ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
改
組
さ
れ
た
国
民
党
の
中
央
部
門
の
秘

書
や
第
一
線
の
責
任
あ
る
ポ
ス
ト
に
は
、
多
く
の
共
産
党
員
が
登
用
さ
れ
る
。

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
が
国
民
党
に
も
た
ら
し
た
最
大
の
成
果
は
、
党
直
属
の
軍
隊
（
党
軍
）
の
出
現
で
あ
っ
た
。
黄
捕
軍
官
学
校
に
入
校

中国近現代史と第一次国共合作

し
党
軍
の
下
級
士
官
と
な
る
若
者
た
ち
は
、
西
洋
式
の
中
等
教
育
を
受
け
五
四
運
動
に
象
徴
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け
て

い
た
。
彼
ら
は
国
民
党
員
で
あ
れ
共
産
党
員
で
あ
れ
新
し
い
党
軍
の
第
一
線
で
働
き
、
党
勢
の
拡
大
に
貢
献
し
た
。

国
民
党
が
打
倒
し
よ
う
と
し
た
軍
閥
は
、
国
家
防
衛
と
い
う
近
代
国
家
の
軍
隊
本
来
の
職
務
と
は
、
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
。
軍
閥
は

中
華
民
国
体
制
下
で
の
自
ら
の
存
在
を
正
当
化
す
る
種
々
の
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
が
、
実
態
は
私
兵
を
増
や
し
て
軍
事
力
を
増
大

さ
せ
軍
費
の
名
目
で
社
会
か
ら
資
金
を
収
奪
す
る
一
種
の
企
業
で
あ
り
、
士
官
は
蓄
財
に
専
念
し
兵
士
も
生
活
資
金
稼
ぎ
の
傭
兵
で
あ
っ

た
。
特
定
の
政
治
主
張
の
た
め
命
が
け
で
戦
闘
す
る
こ
と
は
な
く
、
頻
繁
に
発
生
し
た
軍
閥
聞
の
戦
闘
の
死
傷
率
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
黄
捕
で
養
成
さ
れ
た
軍
隊
は
、
全
国
か
ら
募
集
し
た
若
者
に
国
民
革
命
実
現
と
い
う
思
想
教
育
を
施
し
て
下
級
士
官
と
な
し
、

彼
ら
を
戦
力
の
核
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
黄
捕
軍
官
学
校
の
教
育
は
成
功
し
、
厳
し
い
規
律
と
国
民
革
命
達
成
と
い
う
高
い
士
気
を
備
え

た
党
軍
が
成
立
す
る
。
党
軍
の
兵
士
は
軍
閥
同
様
に
生
活
資
金
稼
ぎ
の
傭
兵
で
は
あ
っ
た
が
、
下
級
士
官
の
高
い
士
気
が
兵
士
の
質
を
向

上
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
か
。
党
軍
の
下
級
士
官
の
死
傷
率
は
、
第
二
章
で
述
べ
る
広
東
省
統
一
の
最
初
の
関
円
で
あ
っ
た
陳
畑
明
に
対
す

る
第
一
次
東
征
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
と
し
て
は
異
常
に
高
い
。
彼
ら
が
死
を
賭
し
て
戦
い
、
国
民
党
の
発
展
を
支
え
た
こ
と
が
わ

序章
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か
る
。
そ
し
て
こ
の
軍
事
力
が
党
の
手
足
と
な
り
、
周
り
の
軍
闘
を
倒
す
か
自
ら
の
傘
下
に
引
き
寄
せ
、
共
産
党
員
を
内
部
に
含
む
国
民

10 

党
の
指
導
下
に
、

し
だ
い
に
大
き
な
政
治
勢
力
が
形
成
さ
れ
た
。

階
級
闘
争
の
是
非
を
め
ぐ
る
国
共
同
の
矛
盾

国
共
合
作
は
大
き
な
効
力
を
発
揮
し
た
反
面
、
当
初
か
ら
深
刻
な
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
。
孫
文
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
は

無
条
件
で
採
用
し
た
が
、
革
命
後
の
国
家
制
度
と
革
命
の
遂
行
方
法
に
関
し
て
は
、
従
来
の
考
え
を
踏
襲
し
た
。
し
た
が
っ
て
ボ
ル
シ
ェ

3 
ヴ
イ
ズ
ム
の
革
命
理
論
で
あ
る
、
労
農
同
盟
を
基
礎
に
階
級
闘
争
を
推
進
し
て
社
会
主
義
革
命
の
完
成
を
め
ざ
す
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ

を
留
保
し
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
共
産
党
は
、
中
国
革
命
の
当
面
の
課
題
を
社
会
主
義
革
命
で
は
な
く
、
反
帝
・
反
封
建
の
民
主
主
義
革
命
で
あ

る
と
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
国
民
諸
階
層
か
ら
構
成
さ
れ
る
国
民
党
が
、
民
主
主
義
革
命
の
中
心
勢
力
で
あ
る
と
承
認
す
る
。
国
民
党

の
目
指
す
共
和
体
制
の
復
活
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
従
え
ば
民
主
主
義
革
命
の
遂
行
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
中
国
革
命
の
基
本
的
性

格
に
関
し
て
は
、
国
共
聞
に
共
通
の
理
解
が
成
立
し
「
国
民
革
命
」
と
定
義
さ
れ
た
。

問
題
は
革
命
の
遂
行
方
法
で
あ
っ
た
。
孫
文
は
、
階
級
闘
争
に
よ
り
社
会
変
革
を
推
進
す
る
観
点
に
対
し
、
当
初
は
留
保
し
や
が
て
否

定
的
態
度
を
明
確
に
す
る
。
国
民
党
の
政
策
原
理
は
、
民
族
主
義
・
民
権
主
義
・
民
生
主
義
か
ら
成
る
孫
文
の
三
民
主
義
で
あ
っ
た
。
こ

の
う
ち
民
族
主
義
・
民
権
主
義
は
反
帝
・
反
封
建
を
目
的
と
す
る
民
主
主
義
革
命
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

し
か
し
民
生
主
義
は
、
将
来
の
産
業
化
に
伴
い
発
生
す
る
社
会
矛
盾
の
激
化
を
、
国
家
権
力
が
行
う
社
会
政
策
に
よ
り
未
然
に
防
ぐ
こ
と

を
眼
目
と
し
た
。
要
す
る
に
、
階
級
闘
争
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
民
生
主
義
は
、
階
級
闘
争

が
社
会
の
進
歩
を
促
す
と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
異
な
る
政
策
原
理
で
あ
っ
た
。

階
級
闘
争
に
否
定
的
な
孫
文
に
は
、
政
治
権
力
の
確
立
過
程
で
民
衆
運
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
利
用
す
る
考
え
は
な
か
っ
た
。
孫
文
は



新
国
家
建
設
の
原
動
力
を
、
統
制
さ
れ
た
軍
事
力
の
発
動
に
求
め
た
。
こ
れ
は
、
孫
文
が
新
し
い
「
国
民
政
府
」
を
樹
立
し
て
こ
の
政
府

が
指
導
す
る
新
国
家
建
設
の
方
法
を
示
し
た
「
国
民
政
府
建
国
大
綱
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
国
民
政
府
建
国
大
綱
」
（
以
下
、
建
国
大
綱
）

は
同
盟
会
以
来
の
国
家
建
設
計
画
を
集
大
成
し
て
お
り
、
一
九
二
四
年
一
月
の
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
に
孫
文
が
提
出
し
て
可
決

さ
れ
、
一
九
二
四
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
。
「
国
民
政
府
」
の
も
と
で
の
「
軍
政
時
期
」
、
「
訓
政
時
期
」
、
「
憲
政
時
期
」
の
三
段
階
か
ら

な
る
新
国
家
建
設
の
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ
れ
、
国
民
党
が
推
進
す
る
国
家
建
設
計
画
の
原
点
と
な
っ
た
。
全
二
十
五
条
の
要
点
は
以
下
の
と

お
り
。「

軍
政
時
期
」
は
新
国
家
建
設
の
た
め
の
地
な
ら
し
の
時
期
で
あ
り
、
武
力
の
行
使
と
主
義
の
宣
伝
に
よ
り
「
国
民
政
府
」
の
支
配
下

に
置
か
れ
る
国
家
領
域
の
統
合
が
完
成
さ
れ
る
。

「
訓
政
時
期
」
は
こ
の
領
域
の
上
に
新
国
家
の
骨
組
み
を
作
る
時
期
で
あ
り
、
省
単
位
の
自
治
を
実
現
す
ベ
く
民
衆
へ
の
教
育
と
訓
練

が
行
わ
れ
る
。

中国近現代史と第一次国共合作

「
憲
政
時
期
」
は
骨
組
み
へ
の
肉
付
け
の
時
期
で
あ
り
、
全
国
の
過
半
数
以
上
の
省
に
お
け
る
自
治
の
完
成
の
の
ち
国
民
大
会
が
開
催

さ
れ
て
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
憲
法
に
基
づ
く
全
国
選
挙
に
よ
り
新
し
い
民
選
の
政
府
が
成
立
し
、
「
国
民
政
府
」
は
そ
の
使
命
を

終
え
る
。

い
ず
れ
の
「
時
期
」
に
お
い
て
も
、
民
衆
運
動
の
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
利
用
す
る
考
え
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
孫
文
は
国
共
合
作
成

立
後
、
建
国
大
綱
の
第
一
段
階
を
め
ざ
し
北
伐
を
た
だ
ち
に
実
行
し
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
共
産
党
員
た
ち
は
階
級
闘
争
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
国
民
革
命
遂
行
の
基
礎
に
据
え
よ
う
と
し
、
労
働
運
動
と
農
民
運
動
を
中
心
と
す
る
民
衆
運
動
の
発
展
を
重
視
し
た
。
そ
し
て
国
民

党
の
目
指
す
軍
事
優
先
の
政
治
路
線
を
民
衆
無
視
の
軍
事
偏
重
だ
と
批
判
し
続
け
る
。

階
級
闘
争
へ
の
観
点
の
不
一
致
と
、
こ
の
不
一
致
か
ら
導
か
れ
る
民
衆
運
動
を
め
ぐ
る
国
共
間
の
対
立
は
、
国
共
合
作
の
内
部
に
存
在

序章
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し
た
重
大
な
矛
盾
で
あ
っ
た
。
孫
文
は
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
で
「
民
生
主
義
は
共
産
主
義
を
包
括
す
る
」
と
い
う
議
論
を
展
開



し
、
階
級
闘
争
観
の
相
違
お
よ
び
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
国
共
聞
の
矛
盾
を
封
じ
込
め
た
。
し
か
し
二
四
年
八
月
の
民
生
主
義
に
つ
い
て
の

広
東
大
学
で
の
講
演
で
は
階
級
闘
争
を
未
然
に
防
ぐ
意
義
を
力
説
し
、
階
級
闘
争
理
論
へ
の
否
定
的
見
解
を
明
確
に
し
た
。
し
か
し
階
級

闘
争
の
是
非
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
そ
れ
以
上
の
判
断
を
示
さ
ず
、
二
五
年
の
三
月
に
は
逝
去
す
る
。

階
級
闘
争
を
め
ぐ
る
国
共
聞
の
矛
盾
が
先
鋭
に
現
れ
た
の
は
、
農
民
運
動
で
あ
っ
た
。
国
共
合
作
後
、
国
民
党
内
の
共
産
党
員
は
国
民

党
の
名
の
も
と
に
農
民
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
農
民
運
動
は
た
ち
ま
ち
階
級
闘
争
の
色
彩
を
帯
び
る
。
こ
れ
に
対
し
大
部
分
の
国
民

党
員
は
、
社
会
不
安
を
助
長
し
国
民
党
の
政
治
支
配
を
動
揺
さ
せ
る
と
反
発
す
る
。
し
か
し
こ
の
反
発
は
、
共
産
党
員
に
は
国
民
党
員
の

反
動
化
で
あ
る
と
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
国
民
党
員
と
共
産
党
員
の
あ
い
だ
に
は
、
常
に
緊
張
関
係
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

12 
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合
作
方
式
と
国
民
党
の
政
治
戦
略

共
産
党
員
が
国
民
党
に
加
入
す
る
合
作
方
式
も
、
大
き
な
矛
盾
を
苧
ん
で
い
た
。
こ
の
方
式
は
国
民
党
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

事
実
が
示
す
通
り
国
民
革
命
勢
力
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
し
か
し
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
国
民
党
内
の
共
産
党
員
た
ち
の
活
動
を
分

派
活
動
化
さ
せ
る
危
険
を
苧
ん
で
い
た
。
当
初
、
多
く
の
共
産
党
員
は
国
民
党
へ
の
加
入
に
、
共
産
党
の
独
自
性
を
失
わ
せ
る
と
い
う
理

由
で
反
対
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
共
産
党
員
た
ち
が
国
民
党
内
で
、
自
ら
の
政
治
理
念
に
基
づ
き
分
派
活
動
を
行
う
の
は
避
け
ら
れ
ぬ
所
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
党
員
と
し
て
ふ
る
ま
う
共
産
党
員
の
行
動
と
勢
力
伸
長
に
対
す
る
国
民
党
員
の
疑
心
暗
鬼
を
助
長
し
、
国
共
合

作
継
続
の
不
安
定
要
因
と
も
な
り
続
け
た
。

国
民
党
が
、
ソ
連
以
外
の
列
強
諸
国
さ
ら
に
は
国
内
の
軍
閥
各
派
や
各
種
の
政
治
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携
を
常
に
模
索
し
た
こ
と
も
問
題

と
な
る
。
国
民
党
は
ソ
連
と
の
連
携
お
よ
び
共
産
党
と
の
合
作
を
新
政
策
と
し
て
採
用
し
た
が
、
孫
文
は
自
ら
の
政
治
理
念
を
実
現
さ
せ

る
手
段
と
し
て
、
国
内
外
を
問
わ
ず
多
方
面
外
交
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。
共
産
党
員
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
対
し
、
政
略
的
で
投

機
的
な
行
動
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
展
開
す
る
。



国
共
合
作
は
、
以
上
の
矛
盾
を
内
包
し
た
ま
ま
進
行
す
る
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
は
、
国
共
両
党
が
弱
小
勢
力
に
と
ど
ま
り
、
外
か
ら
の
大

き
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
聞
は
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
国
共
両
党
が
急
速
に
強
大
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
論
理
に
従
っ

て
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
は
じ
め
る
と
、
内
包
さ
れ
て
い
た
矛
盾
は
し
だ
い
に
深
刻
さ
を
露
呈
し
、
合
作
は
破
綻
に
導
か
れ
る
。

そ
し
て
共
産
党
員
た
ち
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令
に
基
づ
き
、
都
市
と
農
村
で
反
国
民
党
の
武
装
暴
動
を
敢
行
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

両
者
の
聞
に
は
蛾
烈
な
内
戦
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

中国近現代史と第一次国共合作

蒋
介
石
l
｜
国
共
合
作
の
継
続
を
最
後
ま
で
試
み
た
人
物

蒋
介
石
は
国
民
党
直
属
の
軍
事
力
を
養
成
し
国
民
革
命
勢
力
の
飛
躍
的
発
展
の
原
動
力
を
築
い
た
が
、
そ
の
役
割
は
単
な
る
軍
人
に
止

ま
ら
な
い
。
蒋
介
石
は
孫
文
が
提
示
し
た
「
民
生
主
義
は
共
産
主
義
を
包
括
す
る
」
と
い
う
テ
l
ゼ
を
拠
り
所
に
、
国
共
合
作
が
内
包
す

る
矛
盾
を
押
さ
え
込
み
、
国
共
合
作
を
継
続
さ
せ
国
民
革
命
勢
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
払
っ
た
。
そ
し
て
頻
繁
に
行

っ
た
演
説
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
民
革
命
の
実
現
を
至
上
視
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク
な
姿
勢
を
、
自
他
と
も
に
課
し
て
い
た
。
蒋
介
石
は
第

一
次
国
共
合
作
期
を
通
じ
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
に
基
づ
く
新
組
織
の
有
効
性
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
蒋
介
石
と
と
も
に
国
共
合
作
を
維
持
し
、
そ
の
発
展
を
支
え
た
屡
仲
慢
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
摩
仲
憧
は
党
に
よ
る

軍
の
支
配
を
実
現
す
る
べ
く
黄
楠
軍
官
学
校
の
党
代
表
に
就
任
し
、
蒋
介
石
と
の
緊
密
な
連
絡
の
も
と
に
新
し
い
革
命
軍
の
教
育
を
財
政

面
と
政
策
面
か
ら
支
え
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
社
会
主
義
思
想
に
基
づ
き
労
働
運
動
と
農
民
運
動
に
お
け
る
共
産
党
員
と
国
民
党
と
の
軌
礁

を
緩
和
す
る
な
ど
、
国
共
聞
の
協
力
関
係
を
維
持
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

国
共
合
作
開
始
後
一
年
余
り
で
孫
文
と
摩
仲
慢
が
死
去
し
、
蒋
介
石
は
孤
立
す
る
。
孫
文
と
摩
仲
慢
は
蒋
介
石
を
抜
擢
し
支
持
し
た
だ

け
で
な
く
、
蒋
介
石
が
養
成
し
た
軍
事
力
を
政
治
面
か
ら
制
御
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
強
大
化
す
る
蒋
介
石
の
軍
事
力
に
共
産
党
員
や
国

民
党
員
の
あ
い
だ
に
危
倶
が
発
生
し
、
蒋
介
石
を
批
判
し
そ
の
行
動
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
在
精
衛
が
指
導
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者
と
し
て
の
権
威
を
確
立
し
は
じ
め
る
。

以
上
の
状
況
下
に
、
一
九
二
六
年
三
月
二
十
日
に
中
山
艦
事
件
が
発
生
す
る
。
蒋
介
石
は
中
山
艦
（
艦
長
は
共
産
党
員
）
の
不
審
な
動
き

を
理
由
に
、
語
桐
衛
を
無
視
し
て
広
州
市
内
に
戒
厳
令
を
し
き
、
一
時
的
に
共
産
党
員
た
ち
を
逮
捕
監
禁
し
ソ
連
顧
問
の
住
宅
を
包
囲
し
た
。

蒋
介
石
の
指
揮
す
る
国
民
党
直
属
の
軍
事
力
の
支
え
無
し
に
国
民
革
命
を
前
進
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国

民
党
員
は
も
と
よ
り
ソ
連
政
府
も
共
産
党
員
も
蒋
介
石
の
行
動
を
容
認
し
、
蒋
介
石
の
大
権
掌
握
を
承
認
し
た
。
、
在
精
衛
は
政
権
の
中
枢

か
ら
退
き
、
国
外
に
去
る
。
一
方
、
蒋
介
石
は
共
産
党
員
の
活
動
を
抑
制
す
る
が
、
反
共
を
唱
え
る
国
民
党
員
は
退
け
自
己
の
統
制
の
も

と
で
の
国
共
合
作
の
継
続
を
は
か
っ
た
。
そ
し
て
二
六
年
七
月
に
は
国
民
革
命
軍
総
司
令
と
し
て
党
、
行
政
、
軍
事
の
全
権
を
掌
握
し
、

全
国
統
一
を
め
ざ
し
北
伐
に
出
発
す
る
。
こ
れ
よ
り
第
一
次
国
共
合
作
は
蒋
介
石
を
軸
に
展
開
す
る
。

蒋
介
石
に
譲
歩
し
た
国
民
党
員
や
共
産
党
員
は
、
北
伐
開
始
後
に
は
在
精
衛
の
復
帰
を
要
求
し
、
広
州
か
ら
武
漢
に
移
転
し
た
国
民
政

府
を
拠
点
に
蒋
介
石
と
対
立
し
は
じ
め
る
。
こ
の
対
立
は
極
点
に
達
し
、
国
民
革
命
軍
の
上
海
占
領
直
後
の
一
九
二
七
年
四
月
十
二
日
、

武
漢
の
国
民
政
府
が
容
認
し
共
産
党
員
の
指
揮
す
る
上
海
の
労
働
者
糾
察
隊
が
、
蒋
介
石
の
命
令
で
武
装
解
除
さ
れ
た
。
共
産
党
員
の
身

柄
も
拘
束
さ
れ
た
。
四
月
十
八
日
に
は
、
武
漢
の
国
民
政
府
に
対
抗
し
、
蒋
介
石
を
中
心
に
新
た
な
国
民
政
府
が
南
京
に
樹
立
さ
れ
た
。

し
か
し
蒋
介
石
に
は
国
共
合
作
の
破
棄
を
一
方
的
に
宣
言
し
、
直
ち
に
共
産
党
員
に
極
刑
を
も
っ
て
臨
む
な
ど
と
い
う
考
え
は
全
く
な
か

っ
た
。
上
海
の
四
月
十
二
日
事
件
の
直
前
ま
で
、
蒋
介
石
と
共
産
党
は
、
労
働
者
糾
察
隊
の
武
装
解
除
を
め
ぐ
る
折
衝
を
行
っ
て
い
た
。

蒋
介
石
は
自
己
の
統
制
下
の
国
共
合
作
の
継
続
に
期
待
を
つ
な
ぎ
、
国
共
合
作
の
事
実
上
の
破
綻
後
も
、
多
数
の
軍
事
顧
問
を
派
遣
し
て

い
る
ソ
連
政
府
と
の
関
係
維
持
を
望
ん
で
い
た
。
以
上
の
状
況
下
に
お
い
て
は
、
「
通
説
」
と
な
っ
て
い
る
四
月
十
二
日
事
件
に
さ
い
し

上
海
街
頭
で
の
共
産
党
員
の
公
開
処
刑
な
ど
行
わ
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
章
第
三
節
で
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
節

第
一
次
国
共
合
作
の
歴
史
的
意
義
付
け
を
め
ぐ
る
論
争
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当
事
者
た
ち
の
異
な
る
見
解

第
一
次
国
共
合
作
の
当
事
者
で
あ
っ
た
国
民
党
、
共
産
党
、

ソ
連
政
府
の
三
者
は
、
合
作
の
終
駕
後
に
対
立
と
接
近
を
く
り
か
え
し
た

が
、
第
一
次
国
共
合
作
に
対
し
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
す
る
の
か
。

ソ
連
、
共
産
党
、
国
民
党
の
順
に
見
て
い
こ
う
。

－
｝
ソ
連

ソ
連
共
産
党
（
一
九
五
二
年
に
改
称
）
も
一
九
九
一
年
八
月
に
は
解
体
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

ソ
連
を
支
配
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
指
導
的
地
位
も
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
も
崩
壊
し
た
。
現
在
の
ロ
シ
ア
で
は
価
値

ソ
連
は
一
九
九
一
年
十
二
月
に
解
体
し
、

の
多
様
化
が
進
行
し
、
多
様
な
角
度
か
ら
の
第
一
次
国
共
合
作
研
究
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ソ
連
解
体
後
の
混
乱

に
よ
り
、
活
発
な
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
様
子
は
見
い
だ
し
に
く
い
。
以
下
の
ソ
連
の
研
究
は
、

一
九
九

O
年
ま
で
の
動
向
で
あ
る
。

第
一
次
国
共
合
作
は
、

ロ
シ
ア
革
命
に
よ
り
出
現
し
た
国
際
政
治
力
学
の
も
と
で
誕
生
し
、
合
作
の
シ
ナ
リ
オ
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
二

回
大
会
の
「
民
族
お
よ
び
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
の
テ
l
ゼ
」
（
一
九
二

O
年
七
月
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。
中
国
を
ふ
く
む
植
民
地
・
半
植

民
地
で
反
帝
国
主
義
と
反
封
建
を
目
的
と
す
る
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
統
一
戦
線
を
作
る
必
要
が
確
認
さ
れ
、

中国近現代史と第一次国共合作

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
党
で
あ
る
中
国
共
産
党
の
結
成
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
よ
り
推
進
さ
れ
、
中
国
国
民
党
と
中
国
共
産
党
と
の
合
作

が
ソ
連
政
府
と
コ
ミ
ン
一
ア
ル
ン
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
。

以
来
、

ソ
連
で
は
ソ
連
政
府
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
極
東
戦
略
の
無
謬
性
が
擁
護
さ
れ
、

ソ
連
政
府
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
を
強
調
す

る
研
究
が
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
基
礎
に
党
や
国
家
の
研
究
機
関
で
進
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、
第
一
次
国
共
合
作
中
に
顕
在
化

し
て
い
た
革
命
戦
略
を
め
ぐ
る
ト
ロ
ッ
キ
ー
派
と
の
理
論
抗
争
や
、
六

0
年
代
に
発
生
し
た
中
華
人
民
共
和
国
と
の
対
立
（
中
ソ
対
立
）
が

強
く
反
映
さ
れ
た
。
と
く
に
後
者
の
影
響
の
も
と
に
、
中
国
共
産
党
員
の
合
作
中
の
役
割
が
過
小
評
価
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
偏
向
が
あ

序章

る
に
せ
よ
、

ソ
連
の
研
究
で
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
ソ
連
政
府
の
原
史
料
が
駆
使
さ
れ
、
国
民
党
や
共
産
党
の
研
究
で
は
窺
い
知
れ
な
い
多

一
九
六

0
年
代
後
半
か
ら
は
、
第
一
次
国
共
合
作
時
期
に
国
民
党
の
顧
問
と
し
て
中
国
を

15 

く
の
興
味
ぶ
か
い
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。



訪
れ
た
人
々
の
回
想
録
が
数
多
く
出
版
さ
れ
、
国
共
合
作
の
実
態
を
知
る
貴
重
な
資
料
が
提
供
さ
れ
た
。
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中
国
共
産
党

中
国
共
産
党
の
見
解
は
、
国
共
合
作
成
立
当
初
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
定
義
を
踏
襲
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
次
国
共
合
作
は
反
帝
国

主
義
と
反
封
建
を
目
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
代
表
す
る
中
国
共
産
党
が
国
民
党
と
結
ん
だ
統
一
戦
線
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

き
た
。
そ
し
て
こ
の
定
義
を
基
礎
に
、
中
国
共
産
党
の
中
国
近
現
代
史
上
に
お
け
る
指
導
性
を
主
張
す
る
新
し
い
歴
史
理
論
が
、
合
作
破

綻
後
の
国
民
党
と
の
内
戦
の
過
程
で
樹
立
さ
れ
た
。

／
第
二
次
国
共
合
作
で
表
面
的
に
は
国
共
内
戦
侍
ー
止
中
の
一
九
四

O
年
、
毛
沢
東
は
「
新
民
主
主
義
論
」
を
発
表
し
、
共
産
党
が
主
導
す

（
時
）
「
ぷ

る
新
し
い
共
和
国
建
設
の
理
論
を
提
示
し
た
。
「
新
民
主
主
義
論
」
は
清
末
以
来
の
中
国
史
と
ロ
シ
ア
革
命
後
の
世
界
史
の
動
向
を
マ
ル

ク
ス
主
義
を
基
礎
に
分
析
し
、
中
国
は
一
九
一
九
年
の
五
四
運
動
を
境
に
「
新
民
主
主
義
革
命
期
」
（
新
し
い
民
主
主
義
革
命
の
時
期
）
に

入
り
、
中
国
革
命
の
指
導
勢
力
も
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
移
行
し
た
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
国
共
合
作
破
綻

後
の
孫
文
に
対
す
る
批
判
的
立
場
を
一
変
さ
せ
、
孫
文
を
新
し
い
歴
史
段
階
へ
の
橋
渡
し
を
演
じ
た
人
物
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
た
。

す
な
わ
ち
孫
文
は
、
ソ
連
と
の
連
携
、
共
産
党
員
と
の
協
力
、
労
働
者
と
農
民
に
対
す
る
援
助
（
連
ソ
・
容
共
・
扶
助
農
工
）
と
い
う
三
大

政
策
を
基
礎
に
第
一
次
国
共
合
作
を
決
意
し
た
が
、
こ
れ
は
旧
来
の
政
治
主
張
の
「
旧
三
民
主
義
」
（
旧
い
三
民
主
義
）
を
、
新
民
主
主
義

革
命
期
の
「
新
三
民
主
義
」
（
新
し
い
三
民
主
義
）
に
変
化
さ
せ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
主
張
し
年
。

「
新
民
主
主
義
論
」
は
巧
み
な
政
治
理
論
で
あ
っ
た
。
国
民
党
の
政
治
原
理
で
あ
る
孫
文
の
三
民
主
義
を
新
旧
の
三
民
主
義
に
分
断
し
、

蒋
介
石
ら
国
民
党
指
導
部
は
旧
三
民
主
義
に
止
ま
る
存
在
に
過
ぎ
ず
、
共
産
党
こ
そ
が
孫
文
の
新
三
民
主
義
を
継
承
し
発
展
さ
せ
る
存
在

だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
共
産
党
は
こ
れ
に
よ
り
、
十
九
世
紀
末
か
ら
の
中
国
に
お
け
る
革
命
運
動
の
「
正
統
」
を
受
け
継
ぐ
存
在
だ

と
主
張
し
た
こ
と
に
な
る
。
共
産
党
は
こ
の
あ
と
「
新
民
主
主
義
論
」
を
掲
げ
て
中
国
国
民
党
と
の
内
戦
に
勝
利
し
、
中
華
人
民
共
和
国

を
樹
立
し
た
。
「
新
民
主
主
義
論
」
は
強
大
な
政
治
権
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
正
統
な
歴
史
理
論
の
地
位
を
獲
得
し
、
中
国
近
代
史
研
究
の



公
理
と
な
っ
た
。
そ
し
て
中
華
人
民
共
和
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、

国
近
現
代
史
理
解
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
の
大
き
か
っ
た
日
本
な
ど
で
大
方
の
研
究
者
の
中

3 

中
国
国
民
党

中国近現代史と第一次国共合作

中
国
国
民
党
の
見
解
で
は
、
第
一
次
国
共
合
作
は
共
産
党
と
の
対
等
の
協
力
関
係
で
は
な
く
、
孫
文
が
諸
階
層
連
合
の
国
民
革
命
実
現

を
め
ざ
し
共
産
党
員
の
国
民
党
へ
の
加
入
を
容
認
し
た
結
果
（
容
共
）
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
る
。
平
等
な
協
力
関
係
を
意
味
す
る
「
合

作
」
と
い
う
言
葉
は
使
用
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
「
容
共
」
と
称
さ
れ
る
。
国
共
合
作
の
破
綻
に
対
し
て
は
、
共
産
党
員
が
階
級
闘
争
理
論

に
基
づ
き
国
民
諸
階
層
の
対
立
を
惹
起
さ
せ
国
民
革
命
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
国
民
党
は
共
産
党
員
を
国
民
党
内
か
ら
排
除
（
清

党
）
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
観
点
が
貫
か
れ
る
。
三
民
主
義
を
新
旧
に
分
け
て
論
じ
孫
文
を
自
家
薬
寵
中
の
物
と
す
る
共
産
党
の

「
新
民
主
主
義
論
」
に
対
し
、
す
で
に
一
九
四
三
年
に
蒋
介
石
が
「
中
国
の
命
運
」
を
発
表
し
、
三
民
主
義
は
孫
文
が
清
末
に
確
立
し
て

以
来
不
変
で
あ
り
、
国
民
党
が
一
貫
し
て
革
命
の
指
導
勢
力
で
あ
り
今
後
も
新
国
家
の
中
核
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
反
駁
し
て
い
た
。

国
民
党
の
研
究
は
党
の
歴
史
編
纂
機
関
で
あ
る
党
史
委
員
会
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
党
務
関
係
の
内
部
資
料
が
駆
使
さ
れ
た
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
資
料
が
長
ら
く
非
公
開
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
研
究
の
追
随
を
許
さ
な
い
部
分
が
あ
る
。

2 

新
た
な
状
況
の
出
現

ソ
連
、
共
産
山
奥
国
民
党
の
聞
に
は
新
た
な
状
況
が
出
現
し
た
。
ソ
連
が
解
体
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
が
出
現
し
、

ソ
連
共
産
党
も
解
体
し
旧
ソ
連
時
代
の
画
一
化
さ
れ
た
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
多
様
化
し
た
。
中
ソ
対
立
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、
ロ
シ

ア
連
邦
と
中
華
人
民
共
和
国
の
聞
に
良
好
な
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
。
一
九
八

0
年
代
以
降
、
中
華
人
民
共
和
国
と
台
湾
の
間
で
は
文
化

と
経
済
の
分
野
で
の
接
近
が
進
行
し
た
。
国
共
合
作
研
究
を
と
り
ま
い
て
い
た
政
治
的
緊
張
感
は
次
第
に
薄
れ
、
第
一
次
国
共
合
作
研
究

に
は
変
化
が
生
じ
は
じ
め
た
。

一
九
九

0
年
代
に
入
り
、

序章
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変
化
は
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
出
現
し
た
。
一
九
八

0
年
代
以
降
、
第
一
次
国
共
合
作
当
時
の
国
共
聞
の
緊
密
な
関
係
を
伝
え
る
中
国

共
産
党
の
内
部
文
書
や
、
国
民
党
が
公
開
し
て
い
な
い
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
議
事
録
な
ど
の
資
料
が
公
刊
さ
れ
は
じ
め
た
。
台
湾
に

対
す
る
共
産
党
の
統
一
戦
線
工
作
の
一
環
で
あ
り
、
国
民
党
に
か
つ
て
の
緊
密
な
協
力
関
係
を
確
認
さ
せ
三
度
目
の
合
作
に
目
を
聞
か
せ

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
九
月
に
は
葉
剣
英
全
国
人
民
代
表
大
会
委
員
長
が
第
三
次
国
共
合
作
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
一
九

九
一
年
に
は
活
発
化
し
て
い
た
国
共
合
作
研
究
を
集
大
成
す
る
『
国
共
両
党
関
係
通
史
』
全
五
巻
が
武
漢
大
学
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

同
書
は
第
一
次
国
共
合
作
お
よ
び
第
二
次
国
共
合
作
に
お
け
る
国
共
両
党
の
動
向
を
、
可
能
な
限
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
を
排
し
た

「
歴
史
事
実
」
と
し
て
記
述
し
、
第
三
次
国
共
合
作
へ
の
展
望
を
論
じ
て
い
る
。

中
国
共
産
党
側
の
新
た
な
動
き
に
対
し
、
国
民
党
は
国
民
革
命
の
正
統
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
従
来
の
政
治
主
張
を
い
さ
さ
か
も
ゆ
る

が
せ
に
せ
ぬ
と
い
う
姿
勢
を
保
っ
た
。
一
九
九
四
年
に
は
、
孫
文
の
興
中
会
結
成
二
八
九
四
年
）
を
起
点
と
し
て
国
民
党
百
年
を
記
念
す

る
様
々
な
論
考
が
出
現
し
た
が
、
第
一
次
国
共
合
作
に
関
し
て
は
従
来
の
観
点
が
踏
襲
さ
れ
が
）
。
し
か
し
台
湾
独
立
を
唱
え
る
台
湾
人
の

政
党
で
あ
る
民
主
進
歩
党
（
民
進
党
）
が
躍
進
し
、
国
民
党
の
主
席
に
台
湾
人
の
李
登
輝
が
就
任
し
党
員
の
八

O
%が
台
湾
人
で
占
め
ら
れ

る
と
い
う
国
民
党
の
台
湾
化
に
よ
り
、
国
民
党
に
は
中
国
国
民
革
命
の
正
統
な
継
承
者
を
主
張
す
る
必
要
性
は
減
少
し
た
。
ま
た
、
将
来

の
統
一
は
肯
定
す
る
が
、
長
期
に
わ
た
り
中
華
人
民
共
和
国
と
台
湾
の
関
係
を
「
二
つ
の
対
等
な
政
治
実
体
」
と
し
て
固
定
化
し
よ
う
と

す
る
中
華
民
国
国
民
政
府
の
方
針
か
ら
も
、
国
民
革
命
の
正
統
を
中
国
共
産
党
と
争
う
こ
と
は
得
策
で
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の

問
題
を
「
過
去
の
歴
史
」
と
し
て
隔
離
す
る
姿
勢
が
導
か
れ
た
。
国
民
党
百
年
を
祝
っ
た
翌
年
の
一
九
九
五
年
に
は
、
国
民
党
は
非
公
開

で
あ
っ
た
党
中
央
諸
会
議
の
資
料
公
開
に
ふ
み
き
っ
た
（
公
開
の
時
点
か
ら
五
十
年
以
上
遡
る
資
料
に
限
る
）
。
公
文
書
公
開
と
い
う
世
界

の
潮
流
に
な
ら
う
態
度
を
と
り
つ
つ
も
、
現
在
の
国
民
党
は
か
つ
て
の
国
民
党
と
は
質
的
に
変
化
し
た
こ
と
を
ス
マ
ー
ト
に
示
す
行
為
で

あ
る
。
筆
者
も
本
書
執
筆
の
締
め
く
く
り
と
し
て
九
六
年
の
夏
に
国
民
党
党
史
委
員
会
を
訪
問
し
、
資
料
公
開
の
実
態
を
確
認
し
た
。
そ

の
「
成
果
」
は
、
本
書
に
書
き
込
ん
で
あ
る
。
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第
一
章
第
一
次
国
共
合
作
の
成
立

第
一
節

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
連
政
府
に
よ
る
中
国
へ
の
働
き
か
け

1 

マ
I
リ
ン
グ
の
準
備
工
作

一
九
二

O
年
の
四
月
に
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
を
中
国
に
派
遣
し
、
中
国
共
産
党
の
建
設
に
着
手
し
た
。
ヴ
ォ
イ
チ

ン
ス
キ
ー
は
北
京
大
学
教
授
の
李
大
剣
と
接
触
し
、
続
い
て
上
海
で
陳
独
秀
と
協
議
し
た
。
李
大
剣
と
陳
独
秀
は
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
研
究

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
代
表
的
人
物
で
あ
り
、
そ
の
影
響
下
に
各
地
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
奉
す
る
若
者
た
ち
が
出
現
し
て
い
た
。
こ
の

あ
と
一
九
一
二
年
七
月
に
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
民
族
植
民
地
委
員
会
書
記
の
マ

l
リ
ン
グ
（
冨
包
括
・
中
国
語
表
記
は
馬
林
。
マ
l
リ
ン
と
も
記

す
が
本
書
で
は
マ
l
リ
ン
グ
に
統
二
の
出
席
の
も
と
に
、
上
海
の
フ
ラ
ン
ス
租
界
で
中
国
共
産
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
が
開
か
れ
た
。
各

第一次国共合作の成立

地
の
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら
代
表
が
出
席
し
た
が
、
湖
南
代
表
の
毛
沢
東
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
中
国
共
産
党
の
中
央
局

書
記
に
は
陳
独
秀
が
就
任
し
、
党
員
数
は
五
十
名
余
り
で
あ
っ
た
。

一
方
で
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
一
九
二

O
年
七
月
の
第
二
回
大
会
の
「
民
族
お
よ
び
植
民
地
問
題
に
つ
い
て
の
テ
l
ゼ
」
と
そ
の
「
補
足

テ
l
ゼ
」
に
基
づ
き
、
中
国
国
民
党
を
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
代
表
す
る
政
党
と
見
な
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
前
衛
と
し
て
作
ら

一
九
二

O
年
の
秋
に
上
海
で
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
！
と
孫
文
と
の
会
見
が
行
わ
れ
、

れ
る
中
国
共
産
党
と
の
合
作
を
追
求
し
て
い
た
。

こ
の

あ
と
一
九
一
二
年
の
十
月
に
マ

l
リ
ン
グ
が
上
海
で
国
民
党
員
の
張
継
と
会
見
し
、
十
二
月
に
は
広
西
省
の
桂
林
に
孫
文
を
訪
問
し
た
。

マ
l
リ
ン
グ
は
国
共
合
作
を
提
議
し
た
。
こ
の

第 1章

マ
l
リ
ン
グ
と
孫
文
は
国
民
党
と
ソ
ビ
エ
ト
政
府
と
の
提
携
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
、

と
き
国
民
党
側
は
、
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
を
示
唆
し
た
と
い
う
。
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国
民
党
が
共
産
党
員
の
加
入
を
示
唆
し
た
の
は
、
五
十
名
余
り
の
共
産
党
と
対
等
の
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
へ
の
跨
踏
だ
け
で
な
く
、
人
材

を
確
保
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
民
党
内
に
は
無
政
府
主
義
者
を
は
じ
め
種
々
の
思
想
の
持
ち
主
が
存
在
し
、
当
時
の
国

民
党
員
と
共
産
党
員
の
聞
に
は
、
変
革
を
志
向
す
る
知
識
人
と
い
う
共
通
基
盤
の
も
と
に
、
多
く
の
親
密
な
思
想
交
流
や
人
間
関
係
が
存

在
し
た
。
後
に
反
共
理
論
の
旗
手
と
な
る
国
民
党
員
の
戴
季
陶
と
共
産
党
の
中
央
局
書
記
に
就
任
し
た
陳
独
秀
の
関
係
や
、
陳
独
秀
と
国

民
党
員
で
は
あ
る
が
孫
文
に
対
し
て
独
自
の
政
治
路
線
を
歩
ん
で
い
た
陳
畑
明
と
の
関
係
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事

実
が
、
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
に
現
実
味
を
帯
び
さ
せ
た
。
マ

l
リ
ン
グ
の
工
作
の
結
果
、
列
強
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
対
抗
す
る
た

め
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
し
た
一
九
二
二
年
一
月
の
極
東
民
族
大
会
に
は
、
国
民
党
は
共
産
党
と
と
も
に
代
表
を
送
っ
た
。

以
上
の
状
況
を
第
一
段
階
に
、
第
一
次
国
共
合
作
成
立
に
向
け
て
の
動
き
が
進
行
す
る
。
二
二
年
四
月
初
め
に
桂
林
や
広
州
で
の
国
民

党
と
の
折
衝
を
終
え
て
上
海
に
戻
っ
た
マ
l
リ
ン
グ
は
、
陳
独
秀
ら
に
国
民
党
へ
の
加
入
に
よ
る
国
共
合
作
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し

陳
独
秀
を
は
じ
め
共
産
党
員
と
社
会
主
義
青
年
団
員
（
共
産
党
の
下
部
組
織
）
は
激
し
く
反
発
し
た
。
国
民
党
員
と
の
間
の
人
間
関
係
は
さ

て
お
き
、
新
し
く
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
信
奉
し
そ
の
実
践
に
遜
進
し
て
い
た
共
産
党
員
に
は
、
国
民
党
へ
の
加
入
は
独
自
の
活
動
を
制

限
し
活
動
の
意
義
を
失
わ
せ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
さ
ら
に
孫
文
の
率
い
る
国
民
党
と
共
産
党
の
聞
に
は
、
政
治
活
動
で
共
闘
で
き
る
基
盤

が
存
在
し
な
か
っ
た
。
孫
文
は
臨
時
約
法
と
旧
国
会
の
回
復
を
旗
印
に
広
州
に
政
府
を
組
織
し
、
西
南
の
諸
軍
閥
を
動
員
し
北
伐
を
敢
行

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
共
産
党
は
労
働
運
動
や
各
種
の
社
会
活
動
に
遁
進
し
、
新
し
い
政
治
路
線
を
展
開
す
る
基
盤
作
り
に
懸
命
に
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
活
動
は
、
や
が
て
孫
文
と
敵
対
関
係
に
お
ち
い
る
国
民
党
員
の
陳
畑
明
や
、
北
京
政
府
内
の
直
隷
派
の
呉
侃
字
と

の
協
力
関
係
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
た
。

広
東
省
で
の
共
産
党
員
と
陳
畑
明
の
協
力
関
係
は
、
共
産
党
成
立
以
前
か
ら
の
陳
独
秀
と
陳
畑
明
の
関
係
を
基
礎
に
し
て
お
り
、
共
産

党
成
立
後
も
両
者
の
聞
に
は
緊
密
な
関
係
が
保
た
れ
て
い
た
。
旦
〈
侃
字
と
共
産
党
員
の
協
力
関
係
は
、
呉
侃
字
の
政
治
処
長
で
あ
っ
た
白

竪
武
と
李
大
剣
と
の
友
人
関
係
を
通
じ
て
進
行
し
た
。
呉
侃
学
に
は
、
予
想
さ
れ
る
北
京
政
府
内
で
の
奉
天
派
と
の
抗
争
に
際
し
、
地
盤
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で
あ
る
河
南
省
の
鄭
州
と
北
京
を
結
ぶ
京
漢
鉄
路
の
確
保
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
京
漢
鉄
路
で
労
働
者
の
組
織
化
に
着

手
し
て
い
た
共
産
党
と
の
協
力
関
係
が
成
立
し
た
。

以
上
の
状
況
で
は
、
共
産
党
員
が
孫
文
の
率
い
る
国
民
党
に
加
入
す
る
必
然
性
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
マ

l
リ
ン
グ
は
、
共
産

党
員
の
国
民
党
加
入
に
よ
る
国
共
合
作
を
推
進
し
よ
う
と
し
、
四
月
下
旬
に
中
国
を
離
れ
て
モ
ス
ク
ワ
に
戻
り
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
執
行

委
員
会
に
承
認
を
求
め
た
。
そ
し
て
七
月
末
に
は
承
認
を
得
る
。
こ
の
間
、
広
州
で
は
状
況
が
激
変
し
た
。
陳
畑
明
が
孫
文
を
広
州
か
ら

放
逐
し
た
の
で
あ
る
。
孫
文
は
陳
畑
明
の
広
州
占
領
後
の
一
九
二

O
年
の
十
一
月
に
広
州
に
復
帰
し
、
二
一
年
十
月
に
は
北
伐
開
始
を
決

定
す
る
。
し
か
し
陳
畑
明
は
、
広
東
省
内
の
自
治
完
成
を
第
一
の
政
治
課
題
に
掲
げ
、
多
額
の
軍
費
を
要
し
中
央
の
政
争
に
巻
き
込
ま
れ

る
北
伐
に
反
対
し
た
。
北
伐
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
立
は
極
点
に
達
し
、
陳
畑
明
は
二
二
年
六
月
十
六
日
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
敢
行
し
た
。

こ
の
事
件
で
共
産
党
は
窮
地
に
立
ち
、
上
海
に
い
た
陳
独
秀
は
陳
畑
明
と
の
関
係
断
絶
を
国
民
党
に
表
明
し
た
。
そ
し
て
共
産
党
は
二

二
年
七
月
の
第
二
次
全
国
代
表
大
会
で
「
民
主
的
連
合
戦
線
に
関
す
る
決
議
」
を
採
択
し
、
国
民
党
と
の
合
作
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
国

民
党
へ
の
加
入
に
よ
る
合
作
で
は
な
く
、
対
等
の
同
盟
の
提
起
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
八
月
に
、

第一次国共合作の成立

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
承
認
を
得
た
マ

i
リ

マ
l
リ
ン
グ
の
要
請
で
杭
州
の
西
湖
で
聞
か
れ
た
共
産
党
中
央
の
会
議
で
国
民
党
へ
の
加
入
が
決
定
さ
れ
る
。
マ

l
リ
ン
グ
は
反
対
す
る
陳
独
秀
た
ち
に
対
し
、
国
民
党
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
党
で
は
な
く
国
民
各
階
級
の
連
合
し
た
政
党
で
あ
り
、

ン
グ
が
上
海
に
戻
り
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
の
党
に
加
入
し
、
こ
の
党
を
改
造
し
て
革
命
を
お
し
す
す
め
る
べ
き
だ
と
力
説
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
、

ミ
ン
テ
ル
ン
の
決
議
で
あ
る
と
述
べ
承
認
さ
せ
た
と
い
う
。
し
か
し
共
産
党
内
に
は
根
強
い
反
発
が
存
在
し
、
国
共
合
作
は
進
展
す
る
状

況
に
は
な
か
っ
た
。

コ

第 1章

2

ヨ
ッ
フ
ェ
を
通
じ
た
ソ
連
政
府
の
働
き
か
け
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連
政
府
か
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、
国
共
合
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具
体
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し
は
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る
。
北
京
政
府
と
の
条
約
交



渉
の
た
め
、

一
九
二
二
年
八
月
に
北
京
に
到
着
し
た
ソ
連
政
府
代
表
の
ヨ
ッ
フ
ェ
は
、
陳
畑
明
の
反
乱
で
上
海
に
ひ
き
あ
げ
て
い
た
孫
文

の
も
と
に
マ

l
リ
ン
グ
を
派
遣
し
、
八
月
二
十
五
日
に
軍
事
援
助
を
含
む
会
談
が
行
わ
れ
た
。
陳
畑
明
の
反
乱
で
忠
実
な
軍
隊
の
必
要
を

痛
感
し
た
は
ず
の
孫
文
は
、
軍
事
援
助
を
約
束
す
る
ソ
連
政
府
の
接
近
に
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
応
じ
た
。
マ

l
リ
ン
グ
は
こ
の
時
、
孫

文
の
も
と
に
国
民
党
加
入
に
積
極
的
で
あ
っ
た
李
大
剣
ら
を
と
も
な
っ
た
。
ま
た
陳
独
秀
も
ほ
ど
な
く
孫
文
を
た
ず
ね
、
組
織
改
革
を
条

件
に
国
民
党
へ
の
加
入
を
提
案
し
孫
文
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。
こ
の
あ
と
陳
独
秀
や
李
大
剣
は
国
民
党
に
加
入
し
た
が
、
一
般
党
員
の
加

入
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
九
月
六
日
に
は
、
陳
独
秀
を
含
む
国
民
党
改
進
方
略
起
草
委
員
が
孫
文
に
よ
り
指
名
さ
れ
、
国
民
党
の
新

し
い
組
織
規
約
や
政
治
綱
領
寺
つ
く
り
が
は
じ
め
ら
れ
る
。
陳
独
秀
は
九
月
二
十
日
に
共
産
党
機
関
紙
『
饗
導
週
報
』
誌
上
に
「
国
民
党
と

は
な
に
か
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
国
民
党
は
国
民
運
動
を
代
表
す
る
革
命
党
で
あ
り
階
級
政
党
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
明
ら
か

に
し
、
マ

l
リ
ン
グ
が
示
し
た
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
を
正
当
化
す
る
理
論
を
承
認
し
た
。

こ
の
あ
と
一
九
二
三
年
一
月
一
日
に
、
国
民
党
改
進
方
略
起
草
委
員
ら
に
よ
る
草
案
を
孫
文
が
批
准
し
た
国
民
党
改
進
の
「
宣
言
」
が

発
表
さ
れ
る
。
「
宣
言
」
に
は
、
普
通
選
挙
実
施
や
労
働
者
保
護
と
農
民
生
活
の
向
上
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
続
く
一
月
二
日
に
国
民
党

党
務
改
進
会
議
が
招
集
さ
れ
新
し
い
党
綱
（
政
治
綱
領
）
と
総
章
（
組
織
規
約
）
が
最
終
審
議
を
経
て
発
表
さ
れ
、
国
民
党
組
織
は
文
字
の
上

で
新
体
制
に
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
国
民
党
組
織
が
実
際
に
改
変
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
者
・
農
民
寄
り
の
政
策
が
具
体
化
さ
れ

た
わ
け
で
も
な
い
。
国
民
党
は
旧
態
依
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
共
産
党
員
が
加
入
し
活
動
を
展
開
で
き
る
体
制
は
い
ま
だ
出
現
し
て
い

な
か
っ
た
。
国
民
党
の
党
綱
と
総
章
を
新
し
く
規
程
し
な
お
し
、
国
民
党
と
の
折
衝
に
よ
り
国
共
合
作
の
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
、

連
共
産
党
か
ら
国
民
党
顧
問
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
く
る
ボ
ロ
ジ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
国
民
党
改
進
の
「
官
言
」
が
出
た
こ
と
で
、

コ
ミ
ン

テ
ル
ン
と
ソ
連
政
府
の
国
民
党
へ
の
援
助
に
は
レ

l
ル
が
し
か
れ
た
。

一
月
十
二
日
、

決
定
さ
れ
て
い
た
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
に
関
し
具
体
的
決
議
を
採
択
し
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
執
行
委
員
会
は
前
年
七
月
に

一
月
二
十
六
日
に
は
、
孫
文
と
ヨ
ッ
フ
ェ
の
あ
い
だ
で
、

中
国
の
統
一
と
独
立
達
成
を
ソ
連
が
援
助
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
英
文
の
「
孫
・
ヨ
ッ
フ
ェ
共
同
宣
言
」
が
出
る
。
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一
月
十
二
日
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
執
行
委
員
会
の
決
議
は
、
共
産
党
は
「
厳
格
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
機
構
を
も
っ
そ
の
固
有
の
組

織
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
そ
れ
自
身
の
旗
の
も
と
に
、
ま
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
グ
ル
ー
プ
か
ら
独
立
し
て
、
行
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
国
民
党
へ
の
加
入
後
も
共
産
党
の
組
織
面
と
運
動
面
で
の
主
体
性
保
持
を
確
認
し
て
い
る
。

コ
ミ
ン
－
ア
ル

ン
に
は
二

O
年
七
月
の
第
二
回
大
会
で
の
論
争
の
末
に
確
認
さ
れ
た
、
植
民
地
の
民
族
解
放
闘
争
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
独
立
性
堅

持
の
原
則
を
歪
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
孫
・
ヨ
ッ
フ
ェ
共
同
宣
言
」
は
回
目
頭
で
、
「
孫
逸
仙
博
士
は
共
産
主
義
組
織

あ
る
い
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
制
度
で
さ
え
、
中
国
に
移
入
す
る
こ
と
は
事
実
上
で
き
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
中
国
に
は
共
産
主
義
と
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
主
義
が
樹
立
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
ヨ
ッ
フ
ェ
氏
に
よ
り
完
全
に
共
有
さ
れ
る
」
と

述
べ
、
共
産
党
員
の
活
動
の
可
能
性
を
否
定
す
る
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ソ
連
と
の
接
近
に
対
す
る
列
強
諸
国
の
反
発
を
緩
和
す
る
狙

い
か
ら
、
孫
文
が
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
連
と
の
接
近
は
、
国
民
党
の
「
赤
化
」
を
意
味
し
な
い
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
ヨ
ッ
フ
ェ
は
、
中
ソ
聞
の
外
交
上
の
懸
案
で
あ
っ
た
中
東
鉄
路
（
東
清
鉄
道
）
の
管
理
問
題
と
外
モ
ン
ゴ
ル
の
ソ
連
軍
の
存
在
に
孫

文
が
理
解
を
示
し
た
こ
と
を
評
価
し
、
こ
の
文
言
に
了
承
し
た
と
思
わ
れ
る
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
は
異
な
り
ソ
連
政
府
は
必
ず
し
も
世
界

共
産
主
義
運
動
の
原
則
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
中
国
内
に
親
ソ
連
勢
力
を
つ
く
る
と
い
う
外
交
戦
略
を
最
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
初
。

第一次国共合作の成立

孫
文
と
ヨ
ッ
フ
ェ
の
共
産
党
員
の
活
動
を
否
定
す
る
確
認
に
対
し
、
共
産
党
員
た
ち
に
は
表
立
っ
た
反
応
は
見
ら
れ
な
い
。
内
心
は
穏
や

か
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
無
視
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
構
導
週
報
』
誌
上
に
は
、
「
孫
・
ヨ
ッ
フ
ェ
共
同
宣
言
」
を
論
評
し

た
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。

ソ
連
政
府
、
国
民
党
、
共
産
党
の
立
場
と
思
惑
の
相
違
を
、

日
本
に
赴
い
た
ヨ
ッ
フ
ェ
と
同
行
し
た
国
民
党
員
の
彦
仲
憧
と
の
あ
い
だ
で
、

ソ
連
政
府
か
ら
の
国
民
党
へ
の
援
助
の
具
体
的
取
決
め
が
行
わ
れ
た
。

以
上
の
事
実
は
、
来
る
べ
き
第
一
次
国
共
合
作
に
お
け
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
、

象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
二
三
年
の
二
月
に
、
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一
九
二
三
年
の
二
月
に
は
国
共
合
作
を
さ
ら
に
促
す
事
件
が
発
生
し
た
。
京
漢
鉄
路
の
労
働
者
ス
ト
ラ
イ
キ
を
呉
侃
学
が
武
力
で
弾
圧



し
、
共
産
党
員
と
呉
侃
字
の
協
力
関
係
は
終
正
一
周
し
た
。
そ
し
て
新
た
な
労
働
運
動
の
拠
点
を
求
め
る
共
産
党
は
、
雲
南
軍
の
力
に
よ
り
陳

畑
明
を
追
い
三
月
に
広
州
に
復
帰
し
て
陸
海
軍
大
元
帥
大
本
営
を
組
織
し
て
い
た
孫
文
か
ら
、
支
配
地
域
で
の
活
動
の
許
可
を
得
た
。
こ

の
結
果
、
二
三
年
六
月
の
共
産
党
第
三
次
全
国
代
表
大
会
は
国
民
党
へ
の
個
人
加
入
を
決
議
し
た
。
陳
独
秀
や
李
大
剣
だ
け
で
な
く
一
般

の
党
員
も
国
民
党
に
加
入
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
合
作
が
軌
道
に
乗
っ
た
形
跡
は
な
い
。

一
方
、
孫
文
は
広
州
に
復
帰
す
る
と
、
対
外
的
に
は
ソ
連
と
の
提
携
計
画
を
進
行
さ
せ
、
対
内
的
に
は
北
京
政
府
内
の
直
隷
派
に
対
抗

す
る
た
め
奉
天
派
や
安
徽
派
と
の
接
近
を
強
め
、
既
定
の
政
治
路
線
で
あ
る
北
伐
の
準
備
を
進
行
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
孫
文
と
も
親
し
く

国
民
党
の
情
報
通
で
あ
っ
た
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
秘
密
裡
に
使
者
を
派
遣
し
軍
事
要
員
の
派
遣
を
打
診

し
て
い
問
。
孫
文
が
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
の
外
交
関
係
の
改
善
を
画
策
し
た
の
は
、
多
く
の
資
料
に
あ
き
ら
か
で
あ
問
。
そ
れ
ゆ
え

軍
事
援
助
の
打
診
も
、
十
分
に
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
共
産
党
員
た
ち
は
国
民
党
の
欧
米
諸
国
へ
の
軍
事
要
員
派
遣
の
打
診
は
知

る
よ
し
も
な
か
っ
た
が
、
奉
天
派
や
安
徽
派
へ
の
接
近
に
対
し
て
は
強
く
批
判
し
た
。
孫
文
は
こ
の
あ
と
、
国
共
合
作
成
立
の
直
前
に
も

ア
メ
リ
カ
政
府
と
の
接
触
を
試
み
る
。

以
上
の
状
況
下
で
孫
文
は
、
二
三
年
八
月
に
蒋
介
石
を
団
長
と
す
る
孫
逸
仙
博
士
代
表
団
を
ソ
連
に
派
遣
し
た
。
折
り
返
し
ロ
シ
ア
共

産
党
か
ら
は
、
海
外
で
の
豊
富
な
活
動
経
験
を
も
っ
ボ
ロ
ジ
ン
が
国
民
党
顧
問
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
国
民
党
の
組
織
と
政

策
を
一
新
し
、
ソ
連
政
府
に
も
共
産
党
員
た
ち
に
も
納
得
の
い
く
か
た
ち
で
合
作
を
成
立
さ
せ
る
に
は
、
解
決
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
横

た
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ボ
ロ
ジ
ン
と
国
民
党
の
あ
い
だ
で
は
、
緊
迫
し
た
折
衝
が
展
開
さ
れ
る
。

第
二
節

難
航
す
る
合
作
の
船
出

1 

ボ
ロ
ジ
ン
の
努
力

ボ
ロ
ジ
ン
は
一
九
二
三
年
十
月
六
日
に
広
州
に
到
着
し
、
国
民
党
の
組
織
改
革
に
着
手
す
る
。
孫
文
は
十
月
十
一
日
に
開
か
れ
た
国
民
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党
党
務
討
論
会
の
席
上
で
、
革
命
を
成
功
さ
せ
る
に
は
ロ
シ
ア
革
命
の
例
に
鑑
み
て
、
厳
格
な
党
組
織
と
党
直
属
の
軍
隊
が
不
可
欠
の
要

素
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
。
孫
文
は
十
月
十
五
日
の
国
民
党
懇
親
大
会
の
席
上
で
は
、
革
命
の
た
め
に
国
民
党
の
主
義
を
宣
伝
す
る
必

要
と
、
党
員
一
人
一
人
が
一
身
の
犠
牲
を
い
と
わ
ぬ
強
い
意
志
を
持
つ
よ
う
訴
え
が
）
。
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
理
論
に
基
づ
き
、
国

民
党
を
改
組
す
る
方
針
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
十
月
二
十
五
日
に
は
、
国
民
党
改
組
の
た
め
の
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
の
委
員
が
孫
文

に
よ
り
任
命
さ
れ
た
。
彦
仲
憧
や
共
産
党
員
の
語
平
山
を
含
む
九
名
が
中
央
執
行
委
員
に
、
在
精
衛
や
共
産
党
員
の
李
大
釧
を
含
む
五
名

が
中
央
執
行
委
員
候
補
に
任
命
さ
れ
、
ボ
ロ
ジ
ン
が
顧
問
に
就
任
し
た
。
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
は
翌
年
一
月
の
中
国
国
民
党
第
一
次
全

国
代
表
大
会
最
終
日
に
中
央
執
行
委
員
会
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
機
能
し
、
通
算
二
十
八
回
の
会
議
が
開
催
さ
れ
る
。

十
月
二
十
八
日
に
第
一
回
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
が
聞
か
れ
、
広
州
市
内
の
国
民
党
員
の
再
登
録
が
決
定
さ
れ
た
。
ル
ー
ズ
な
党
組
織

を
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
理
論
に
よ
り
一
新
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
上
海
に
も
臨
時
執
行
部
を
作
る
こ
と
が
討
議
さ
れ
、

摩
仲
慢
が
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
広
州
市
内
の
国
民
党
組
織
の
改
革
は
直
ち
に
実
施
さ
れ
、
十
一
月
八
日
に
は
完
了
し
た
。
十
二

の
支
部
が
設
置
さ
れ
て
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
の
指
揮
下
に
お
か
れ
、
党
員
三
万
人
を
擁
し
た
ル
ー
ズ
な
広
州
の
国
民
党
組
織
は
、
三
千

人
の
精
鋭
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
い
う
。
摩
仲
慢
が
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
の
議
事
を
リ
ー
ド
し
、
国
民
党
改
組
の
実
務
を
担
当
し
て

い
た
。
組
織
刷
新
は
国
民
党
に
依
存
は
な
く
混
乱
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
新
し
い
政
治
路
線
の
採
用
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
最

大
の
眼
目
で
あ
る
労
働
者
政
策
と
農
民
政
策
が
決
定
さ
れ
る
経
緯
を
見
て
み
よ
う
。

労
働
者
政
策
の
決
定
に
大
き
な
問
題
は
発
生
し
な
か
っ
た
。
国
民
党
は
傘
下
に
労
働
者
組
織
を
擁
し
、
一
九
二
二
年
の
一
月
か
ら
開
始

さ
れ
た
香
港
の
海
員
ス
ト
ラ
イ
キ
を
積
極
的
に
支
援
し
、
「
暫
行
新
刑
律
」
中
の
労
働
運
動
弾
圧
条
文
で
あ
る
第
一
二
二
条
以
下
を
廃
止

し
て
い
た
。
二
三
年
二
月
の
京
漢
鉄
路
労
働
者
へ
の
呉
細
川
字
の
武
力
弾
圧
後
に
は
、
孫
文
は
広
州
で
の
共
産
党
員
の
労
働
運
動
を
許
可
し

て
い
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
労
働
者
問
題
は
い
ま
だ
中
国
全
体
か
ら
見
れ
ば
局
部
的
問
題
で
あ
り
、
社
会
の
根
本
に
か
か
わ
る
重
大

問
題
に
は
発
展
し
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
。
労
働
運
動
は
多
く
の
場
合
、
外
国
企
業
に
対
す
る
中
国
人
労
働
者
の
争
議
と
い
う
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対
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
揚
と
し
て
展
開
さ
れ
、
中
国
人
社
会
で
の
労
資
間
の
階
級
対
立
を
惹
起
す
る
側
面
は
小
さ
か
っ
た
。

こ
れ
に
比
べ
農
民
政
策
は
農
業
国
中
国
の
根
本
に
係
わ
る
重
大
問
題
で
あ
り
、
直
ち
に
地
主
と
農
民
の
階
級
対
立
を
惹
起
す
る
危
険
性

を
苧
ん
で
お
り
、
政
策
決
定
を
め
ぐ
り
紛
糾
す
る
。

広
州
に
い
た
国
民
党
員
の
越
志
割
に
よ
れ
ば
、
到
着
早
々
の
ボ
ロ
ジ
ン
は
孫
文
を
交
え
た
第
二
固
め
の
非
公
式
会
議
の
席
上
で
、
「
耕

地
農
有
」
（
耕
地
は
農
民
が
所
有
す
る
）
の
宣
言
を
出
す
よ
う
に
要
求
し
た
と
い
う
。
当
初
は
筆
者
は
ボ
ロ
ジ
ン
が
こ
の
要
求
を
国
民
党
臨

時
中
央
執
行
委
員
会
第
二
回
会
議
で
提
起
し
た
と
考
え
、
公
表
し
た
論
文
に
も
そ
の
よ
う
に
記
し
た
。
し
か
し
公
開
さ
れ
た
国
民
党
臨
時

中
央
執
行
委
員
会
第
二
回
会
議
の
議
事
録
を
見
る
と
、
会
議
に
は
孫
文
も
ボ
ロ
ジ
ン
も
出
席
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ロ
ジ
ン
の
提
案

は
別
の
会
議
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
越
志
観
は
、
「
耕
地
農
有
」
の
宣
言
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
し

か
し
こ
の
あ
と
ボ
ロ
ジ
ン
と
国
民
党
の
あ
い
だ
で
推
移
す
る
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
耕
地
農
有
」
は
土
地
の
再
分
配
を
含
む
急
進
的
内

容
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宣
言
は
多
か
れ
少
な
か
れ
土
地
に
投
資
し
地
主
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
有
産
階
級
の
全

て
を
敵
に
回
す
こ
と
を
意
味
し
、
国
民
党
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
孫
文
は
一
九
二
四
年
八
月
の
講
演
で
「
耕
者
有
其
田
」
（
耕
す
者
は
其

の
田
を
有
す
）
と
い
う
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
将
来
の
展
望
と
し
て
示
さ
れ
た
政
治
権
力
の
調
停
に
よ
る
土
地
問
題
の
漸
進
的
解
決

策
で
あ
り
、
過
激
な
方
策
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
共
合
作
の
成
立
後
に
、
国
民
党
の
名
の
も
と
に
農
民

運
動
が
開
始
さ
れ
、
地
主
と
の
衝
突
必
至
の
減
租
運
動
さ
え
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
民
党
が
譲
歩
し
た
結
果
で
あ
り
、
ボ
ロ
ジ
ン
に
よ

る
と
経
緯
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

ボ
ロ
ジ
ン
が
到
着
し
て
間
も
な
い
二
三
年
十
一
月
十
二
日
に
、
広
州
奪
回
を
図
る
陳
畑
明
軍
が
東
方
の
前
線
を
突
破
し
、
広
州
は
危
険

な
状
態
に
お
ち
い
っ
た
。
十
一
月
十
三
日
に
国
民
党
の
緊
急
会
議
が
聞
か
れ
、
ボ
ロ
ジ
ン
は
民
衆
を
動
員
し
て
陳
畑
明
軍
を
く
い
と
め
る

こ
と
を
提
案
し
、
労
働
者
、
農
民
、
小
市
民
を
優
遇
す
る
宣
言
を
出
す
よ
う
要
求
し
た
。
宣
言
は
、
労
働
者
に
は
最
低
賃
金
制
や
八
時
間

労
働
制
を
、
農
民
に
は
有
償
や
無
償
に
よ
る
土
地
の
再
分
配
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
農
民
へ
の
宣
言
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
が
要
求
し
て
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い
た
「
耕
地
農
有
」
の
宣
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
国
民
党
は
宣
言
の
公
布
を
約
束
し
た
が
、
陳
畑
明
が
撃
退
さ
れ
危
機
が
去
る
と
、

労
働
者
と
小
市
民
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
農
民
へ
の
宣
言
公
布
に
難
色
を
示
し
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
孫
文
と
協
議
し
、
妥
協
の
結
果
と
し

て
農
民
協
会
の
樹
立
と
、
実
行
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
小
作
料
の
二
五
%
減
の
合
意
を
見
た
。
以
上
の
経
緯
は
、

ル
イ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ

l

が
ボ
ロ
ジ
ン
か
ら
の
「
聞
き
書
き
」
と
し
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
後
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
が
、
当
時
の
ボ
ロ
ジ
ン
の
報
告
に
基
づ

き
詳
細
に
紹
介
し
た
。

以
上
の
出
来
事
は
『
国
父
年
譜
』
の
記
事
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
『
国
父
年
譜
』
に
は
十
一
月
十
三
日
の
緊
急
会
議
の
記
事
は
な
い
。

し
か
し
前
日
の
十
二
日
に
国
民
党
の
第
五
回
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
が
開
か
れ
、
義
勇
軍
の
編
成
に
つ
い
て
十
三
日
に
会
議
を
開
く
こ
と

が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
孫
文
は
十
二
日
の
午
後
四
時
に
前
線
か
ら
退
却
し
て
き
て
お
り
、
十
三
日
の
会
議
に
は
出
席
し
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
陳
畑
明
軍
の
脅
威
が
去
る
と
、
国
民
党
が
農
民
へ
の
宣
言
に
難
色
を
示
し
た
こ
と
も
、
簡
略
な
記
事
と
そ
の
後
の
状
況
を
考
え
合

わ
せ
れ
ば
推
測
で
き
る
。
陳
畑
明
軍
の
脅
威
が
去
っ
た
十
一
月
十
九
日
の
午
後
七
時
四
十
分
か
ら
、
孫
文
と
ボ
ロ
ジ
ン
の
出
席
の
も
と
に

第
七
回
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
が
聞
か
れ
た
。
そ
し
て
労
働
者
と
農
民
お
よ
び
中
産
階
級
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
、
三
民
主
義
の
解
釈

は
孫
文
の
説
に
従
う
と
い
う
一
項
を
政
治
綱
領
に
書
き
加
え
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
国
民
党
が
労
働
者
と
農
民
の
調
査
を
決
定
し

第一次国共合作の成立

ボ
ロ
ジ
ン
が
要
求
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
三
民
主
義
の
解
釈
は
翌
年
一
月
の
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代

表
大
会
で
民
生
主
義
の
解
釈
を
め
ぐ
り
問
題
と
な
り
、
そ
の
さ
い
農
民
問
題
が
焦
点
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
日
の
会
議
で
決
定
さ
れ

た
の
は
初
め
て
で
あ
り
、

た
三
民
主
義
の
解
釈
の
制
限
も
、
狙
い
は
民
生
主
義
解
釈
の
制
限
で
あ
り
、
直
前
の
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
農
民
問
題
の
解
決
方
法
に
枠
を

は
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

以
上
の
経
緯
は
、
国
民
党
の
名
の
も
と
に
開
始
さ
れ
る
農
民
運
動
が
き
わ
ど
い
政
治
的
駆
け
引
き
の
所
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

国
共
合
作
の
成
立
後
に
は
国
民
党
に
加
入
し
た
共
産
党
員
た
ち
に
よ
り
、
広
東
省
内
で
大
規
模
な
農
民
運
動
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
国
民
党
員
た
ち
は
、
屡
仲
慢
な
ど
の
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
傍
観
す
る
か
行
き
す
ぎ
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
に
な
る
。
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問
題
を
残
し
つ
つ
国
民
党
改
組
は
進
行
す
る
。
十
一
月
二
十
二
日
に
国
民
党
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
に
共
産
党
員
の
謹
平
山
を
加
え
た

秘
書
処
が
設
置
さ
れ
、
翌
二
四
年
一
月
の
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
の
開
催
に
向
け
た
事
務
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
。
十
一
月

二
十
九
日
に
は
孫
文
の
命
を
受
け
た
屡
仲
憧
が
上
海
に
到
着
し
、
幹
部
党
員
た
ち
と
国
民
党
改
組
と
第
一
次
全
国
代
表
大
会
開
催
に
関
し

協
議
を
開
始
し
た
。
し
か
し
広
州
で
は
十
一
月
二
十
九
日
に
、
都
沢
如
ら
国
民
党
員
が
、
国
民
党
改
組
と
共
産
党
員
の
加
入
に
危
倶
を
表

明
す
る
意
見
書
を
孫
文
に
提
出
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
国
民
党
内
に
は
共
産
党
員
の
加
入
に
反
対
す
る
者
た
ち
が
相
当
数
存
在
し
、
彼
ら

は
孫
文
の
死
後
、
公
然
た
る
反
共
派
と
し
て
の
国
民
党
西
山
会
議
派
を
結
成
し
、
上
海
を
拠
点
に
分
派
活
動
を
展
開
す
る
。

孫
文
は
国
民
党
改
組
を
進
行
さ
せ
つ
つ
、
奉
天
派
と
の
反
直
隷
派
連
合
の
結
成
に
も
余
念
が
な
か
っ
た
。
十
一
月
二
十
五
日
に
は
奉
天

に
使
者
を
派
遣
し
張
作
震
と
直
隷
派
討
伐
を
協
議
さ
せ
、
張
作
震
へ
の
手
紙
の
中
で
は
広
東
省
平
定
の
見
込
み
と
北
伐
開
始
の
可
能
性
を

報
告
し
て
い
る
。
孫
文
は
翌
二
四
年
一
月
六
日
に
は
ア
メ
リ
カ
公
使
シ
ュ
l
ア
マ
ン
と
会
見
し
、
圏
内
の
和
平
統
一
を
進
め
る
聯
席
会
議

を
ア
メ
リ
カ
に
主
催
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
一
月
十
二
日
に
も
、
同
様
の
希
望
を
ア
メ
リ
カ
人
記
者
に
語
っ
て
い
る
。

軍
閥
や
列
強
に
接
近
す
る
孫
文
の
態
度
や
国
民
党
内
の
反
共
的
人
物
の
存
在
か
ら
考
え
て
、
進
行
中
の
国
民
党
の
組
織
改
革
は
と
も
か

く
、
来
る
べ
き
第
一
次
全
国
代
表
大
会
で
決
定
さ
れ
る
国
民
党
の
新
政
策
が
ど
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
の
か
は
予
断
を
許
さ
な
か
っ
た
。

中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会

一
九
二
四
年
一
月
二
十
日
、
孫
文
の
開
会
演
説
に
よ
り
延
べ
十
日
間
に
わ
た
る
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
が
聞
か
れ
た
。

「
中
国
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
会
議
録
」
（
以
下
、
「
会
義
一
般
」
）
を
中
心
に
経
過
を
あ
と
守
つ
け
て
見
ょ
う
。

第
一
日
は
午
前
九
時
開
会
。
孫
文
が
議
長
を
つ
と
め
、
議
長
団
と
秘
書
処
の
人
員
を
選
出
し
た
。

午
後
は
二
時
開
会
。
大
会
宣
言
の
原
案
を
審
査
す
る
審
査
委
員
会
委
員
の
選
出
が
討
議
さ
れ
、
国
民
党
の
省
・
区
の
組
織
を
単
位
に
選

出
せ
よ
と
い
う
意
見
を
否
決
し
、
孫
文
の
指
名
に
一
任
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
あ
と
議
事
終
了
時
に
、
九
名
の
大
会
宣
言
審
査
委

2 
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員
が
孫
文
か
ら
発
表
さ
れ
る
。
胡
漢
民
、
戴
季
陶
、
李
大
剣
、
子
樹
徳
、
恩
克
己
図
（
モ
ン
ゴ
ル
代
表
）
、
葉
楚
信
、
黄
季
陸
（
カ
ナ
ダ
支

部
代
表
）
、
王
恒
、
茅
祖
権
で
あ
る
。
李
大
剣
と
子
樹
徳
は
共
産
党
員
で
、
黄
季
陸
は
国
民
党
西
山
会
議
派
の
構
成
員
と
な
る
反
共
の
人

物
で
あ
る
。
他
の
委
員
は
共
産
党
員
の
加
入
に
異
議
を
唱
え
て
い
な
か
っ
た
。
孫
文
が
委
員
の
バ
ラ
ン
ス
に
腐
心
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
会
宣
言
の
原
案
は
、
二
三
年
十
一
月
末
頃
か
ら
ボ
ロ
ジ
ン
に
よ
り
部
分
的
に
作
成
さ
れ
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
広
州
か
ら
上
海
に
運

ば
れ
幹
部
党
員
た
ち
の
修
正
を
経
た
の
ち
再
び
広
州
で
狂
精
衛
、
胡
漢
民
、
彦
仲
慢
、
ボ
ロ
ジ
ン
の
四
人
委
員
会
に
よ
り
骨
子
が
作
成
さ

れ
、
孫
文
の
審
査
を
経
て
成
立
し
て
い
た
。
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
は
、
四
人
委
員
会
の
討
議
で
、
農
民
へ
の
土
地
提
供
の
方
法
を
め
ぐ
り
、

激
し
い
意
見
対
立
が
発
生
し
た
と
述
べ
問
。
そ
し
て
大
会
宣
言
の
原
案
に
は
、
「
大
地
主
の
土
地
で
土
地
基
金
を
つ
く
る
」
こ
と
が
明
記

さ
れ
た
ら
し
け
）
。
こ
れ
は
有
償
に
よ
る
土
地
分
配
を
め
ざ
し
た
と
考
え
ら
れ
、
ボ
ロ
ジ
ン
と
国
民
党
員
と
の
一
定
の
妥
協
が
成
立
し
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

第一次国共合作の成立

こ
の
ほ
か
「
組
織
国
民
政
府
必
要
案
」
が
提
出
さ
れ
、
孫
文
自
身
が
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。
孫
文
は
、
前
年
十
二
月
の
広
東
の
海
関
接

収
の
際
に
、
広
州
の
政
府
が
列
強
諸
国
か
ら
公
式
の
政
府
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
反
省
し
、
臨
時
約
法
と
旧
国
会
の
回
復
と
い
う

従
来
の
路
線
を
放
棄
し
、
新
た
な
「
国
民
政
府
」
樹
立
の
必
要
を
力
説
し
た
。
そ
し
て
「
国
民
政
府
」
に
よ
る
国
家
建
設
の
プ
ロ
セ
ス
を

定
め
た
「
国
民
政
府
建
国
大
綱
」
を
承
認
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
「
組
織
国
民
政
府
必
要
案
」
は
原
案
ど
お
り
通
過
す
る
。

「
国
民
政
府
建
国
大
綱
」
は
す
で
に
見
た
と
お
り
、
こ
の
あ
と
四
月
に
公
布
さ
れ
る
国
家
建
設
計
画
で
あ
っ
た
。

第
二
日
は
一
月
二
十
一
日
午
前
十
時
開
会
。
党
務
審
査
委
員
を
選
出
し
た
。

午
後
は
二
時
開
会
。
大
会
宣
言
原
案
の
審
査
に
関
し
、
審
査
委
員
の
戴
季
陶
と
胡
漢
民
か
ら
報
告
書
が
配
付
さ
れ
経
過
説
明
が
行
わ
れ

た
。
「
会
議
録
」
に
は
、
報
告
書
も
戴
季
陶
と
胡
漢
民
の
説
明
内
容
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
議
長
の
林
森
は
会
議
時
間
を
一
時

間
延
長
し
て
両
人
の
報
告
を
完
了
さ
せ
、
「
本
党
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
な
お
説
明
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
孫
文
が
登
壇
し
民
生
主
義
の
説
明
を
行
っ
た
。
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孫
文
の
演
説
か
ら
は
、
何
が
民
生
主
義
解
釈
の
争
点
か
が
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
あ
と
採
択
さ
れ
る
大
会
宣
言
の
中
の
民
生
主
義
の
中

心
は
、
労
働
者
と
農
民
に
対
す
る
政
策
で
あ
る
。
審
査
過
程
で
の
争
点
も
、
労
働
者
と
農
民
に
対
す
る
政
策
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

民
生
主
義
は
、
労
働
者
問
題
や
農
民
問
題
を
国
家
権
力
の
調
停
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
マ
ル
ク
ス
主

義
は
、
階
級
闘
争
に
よ
る
解
決
を
め
ざ
し
た
。
し
た
が
っ
て
発
生
す
る
議
論
は
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
李
大
剣
や
子
樹
徳
ら
共
産
党
員

の
審
査
委
員
が
、
民
生
主
義
に
階
級
闘
争
論
に
基
づ
く
急
進
的
内
容
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
孫
文
は
そ
の
演

説
で
、
民
生
主
義
と
共
産
主
義
は
衝
突
し
な
い
と
主
張
し
、
民
生
主
義
は
共
産
主
義
を
包
括
す
る
と
い
う
考
え
を
図
解
し
て
説
明
し
て
い

る
。
孫
文
の
態
度
は
、
理
論
的
対
立
を
回
避
す
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
結
局
は
結
論
を
提
示
で
き
ず
宣
言
審
査
委
員
、
臨
時
中

央
執
行
委
員
会
委
員
、
官
一
言
起
草
委
員
に
よ
る
継
続
審
議
に
付
さ
れ
た
。

こ
の
あ
と
修
正
を
経
て
採
択
さ
れ
た
大
会
宣
言
中
の
民
生
主
義
の
項
に
は
、
労
働
者
に
労
働
法
、
養
老
制
度
、
廃
疾
者
救
済
制
度
の
実
現

が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
農
民
に
は
、
土
地
と
資
金
を
提
供
す
る
た
め
努
力
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
率
直
に
い
え
ば
こ

れ
は
農
民
と
労
働
者
の
た
め
に
奮
闘
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
農
民
と
労
働
者
が
自
分
自
身
の
た
め
に
奮
闘
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
、
共
産
党
員
の
意
見
が
通
っ
た
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
労
働
者
へ
の
約
束
は
と
も
か
く
、
農
民
へ
の
土
地
や
資
金
を

ど
の
よ
う
に
準
備
す
る
か
は
、
農
民
銀
行
設
立
な
ど
の
字
句
は
見
ら
れ
る
が
具
体
性
に
乏
し
作
、
妥
協
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。

ボ
ロ
ジ
ン
は
、
原
案
の
「
大
地
主
の
土
地
で
つ
く
ら
れ
る
土
地
基
金
」
な
ど
の
重
要
項
目
が
、
右
派
の
反
対
で
削
除
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

第
三
日
は
一
月
二
十
二
日
午
前
十
時
開
会
。
議
長
の
林
森
に
よ
り
、
国
民
党
章
程
（
組
織
規
約
）
審
査
委
員
が
指
名
さ
れ
た
。
十
九
名
の

委
員
中
、
二
名
が
共
産
党
員
の
李
大
剣
と
毛
沢
東
で
、
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
に
反
対
す
る
意
見
書
を
孫
文
に
上
申
し
た
都
沢
如
も
委

員
に
指
名
さ
れ
た
。

午
後
は
二
時
開
会
。
「
規
律
問
題
決
議
」
が
通
過
し
、
党
義
の
違
反
者
に
戒
告
や
除
名
処
分
を
行
う
規
律
条
項
が
「
国
民
党
章
程
」
に

付
加
さ
れ
た
。
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第
四
日
は
一
月
二
十
三
日
午
前
十
時
開
会
。

午
後
は
二
時
開
会
。
午
後
の
会
議
で
審
議
中
の
大
会
宣
言
が
通
過
す
る
。
宣
言
審
査
委
員
で
あ
っ
た
黄
季
陸
は
、
争
点
は
民
生
主
義
と

対
外
綱
領
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
民
生
主
義
に
関
し
て
は
妥
協
の
結
果
と
し
て
表
現
に
暖
昧
さ
が
残
さ
れ
た
が
、
対
外
綱
領
に
は

海
関
と
租
借
地
の
回
収
お
よ
び
不
平
等
条
約
の
破
棄
が
明
確
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ボ
ロ
ジ
ン
に
よ
れ
ば
大
会
宣
言
の
採
択
に

さ
い
し
、
孫
文
は
海
外
の
国
民
党
組
織
の
古
参
党
員
の
対
外
綱
領
へ
の
反
発
を
危
倶
し
、
採
択
を
臨
時
賭
し
た
。
そ
し
て
以
下
に
述
べ
る
両

者
の
葛
藤
が
展
開
さ
れ
た
。
黄
季
陸
は
、
海
外
支
部
の
代
表
は
列
強
に
対
決
姿
勢
を
示
す
対
外
綱
領
が
原
因
で
在
留
国
の
政
府
か
ら
圧
迫

を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
た
と
述
べ
る
。
海
外
支
部
の
古
参
党
員
と
は
い
わ
ゆ
る
華
僑
で
あ
り
、
国
民
党
に
は
財
源
お
よ
び
活
動
の
拠
点
と

し
て
同
盟
会
以
来
の
重
要
な
支
持
基
盤
で
あ
っ
た
。
孫
文
が
、
華
僑
党
員
の
活
動
に
影
響
す
る
対
外
綱
領
の
採
択
に
過
敏
に
な
っ
て
も
不

思
議
は
な
い
。
孫
文
は
大
会
宣
言
の
採
決
直
前
に
ボ
ロ
ジ
ン
を
大
会
秘
書
処
に
よ
び
、
大
会
宣
言
を
と
り
さ
げ
自
分
の
書
い
た
「
国
民
政

府
の
た
め
の
綱
領
」
を
採
択
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。
こ
の
「
綱
領
」
に
は
、
政
府
は
人
民
の
衣
・
食
・
住
と
輸
送
手
段
へ
の
要
求

を
満
足
さ
せ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
題
目
と
内
容
に
照
ら
し
て
大
会
初
日
に
採
択
さ
れ
た
「
国
民
政
府
建
国
大
綱
」
に
他
な
ら
な
い
。

第一次国共合作の成立

ポ
ロ
ジ
ン
は
孫
文
に
対
し
、
「
国
民
政
府
の
た
め
の
綱
領
」
の
公
布
は
結
構
で
あ
る
が
、
こ
の
「
綱
領
」
と
「
大
会
宣
言
」
を
混
同
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
執
助
に
説
得
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
一
月
六
日
に
行
わ
れ
た
孫
文
と
ア
メ
リ
カ
公
使
シ
ュ

l
ア
マ
ン
と
の
会
見

内
容
が
断
片
的
に
し
か
報
道
さ
れ
ず
、
孫
文
が
中
国
統
一
の
た
め
の
内
政
干
渉
を
ア
メ
リ
カ
に
期
待
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
内
外

に
与
え
、
孫
文
が
こ
の
印
象
を
打
ち
消
そ
う
と
し
て
い
た
好
都
合
な
要
因
も
あ
円
、
説
得
に
成
功
す
る
。
孫
文
は
議
長
席
に
戻
っ
て
議
事

を
進
行
さ
せ
、
大
会
宣
言
は
採
択
さ
れ
た
。

列
強
に
対
立
姿
勢
を
示
す
対
外
綱
領
を
持
つ
大
会
宣
言
の
通
過
は
、
現
地
の
民
族
主
義
団
体
を
支
援
し
て
英
、
米
な
ど
の
勢
力
に
対
抗

さ
せ
る
ソ
連
政
府
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
外
交
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
党
に
は
ソ
連
政
府
か
ら
の
軍
事
援
助
受
入
れ
の
資
格

第1章

が
備
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
国
民
党
改
組
と
国
共
合
作
の
め
ど
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
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第
五
日
は
一
月
二
十
四
日
午
前
十
時
開
会
。
大
会
宣
言
通
過
を
祝
い
、
北
京
の
ソ
連
政
府
代
表
カ
ラ
ハ
ン
か
ら
の
電
報
が
出
席
者
に
配

付
さ
れ
た
。
電
報
は
カ
ラ
ハ
ン
が
一
月
十
五
日
に
国
民
党
代
表
大
会
の
開
会
を
祝
い
、
孫
文
に
打
電
し
て
い
た
。
『
国
父
年
譜
』
は
こ
の

電
報
を
、
「
於
一
月
十
五
日
拍
発
、
二
十
三
日
到
達
」
と
記
す
が
、
ヵ
ラ
ハ
ン
の
一
月
二
十
九
日
の
電
報
は
即
日
受
信
さ
れ
て
い
問
。
一

月
十
五
日
の
電
報
も
、
即
日
受
信
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
大
会
宣
言
が
通
過
す
る
ま
で
伏
せ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
事
実
か
ら
も
大
会
の
成
功
が
楽
観
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
わ
か
る
。
孫
文
が
大
会
中
に
動
揺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
日
は
一
月
二
十
五
日
午
前
十
時
開
会
。
ボ
ロ
ジ
ン
か
ら
レ

l
ニ
ン
死
去
を
知
ら
さ
れ
た
孫
文
が
緊
急
動
議
を
行
い
、
国
民
党
全
国

代
表
大
会
か
ら
モ
ス
ク
ワ
に
弔
電
を
打
つ
こ
と
、
服
喪
の
た
め
三
日
間
休
会
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

第
七
日
は
一
月
二
十
八
日
午
前
十
時
開
会
。
審
査
中
の
国
民
党
の
組
織
規
約
が
通
過
す
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
作
成
の
原
案
に
は
、
国
民
党
総

理
は
選
挙
に
よ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
採
択
さ
れ
た
国
民
党
の
組
織
規
約
で
は
、
孫
文
は
国
民
党
総
理
と
し
て
全
国
代
表
大
会

主
席
お
よ
び
中
央
執
行
委
員
会
主
席
に
指
名
さ
れ
、
全
国
代
表
大
会
決
定
の
差
戻
し
権
や
中
央
執
行
委
員
会
で
の
最
終
決
定
権
な
ど
全
権

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
国
民
党
員
が
要
求
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
原
案
の
修
正
過
程
を
知
る
資
料
は
な
い
。
国
民
党
の
組
織
規
約
の
採

決
に
対
し
、
国
民
党
員
の
方
瑞
麟
が
「
本
党
党
員
不
得
加
入
他
党
」
の
一
条
を
付
加
せ
よ
と
い
う
動
議
を
提
出
し
た
。
「
本
党
の
党
員
は

他
党
に
加
入
で
き
な
い
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
共
産
党
員
が
党
籍
を
そ
の
ま
ま
に
国
民
党
に
加
入
す
る
こ
と
（
二
重
党
籍
）
の
禁
止
で

あ
っ
た
。
黄
季
陸
に
よ
れ
ば
、
動
議
は
黄
季
陸
、
林
森
、
都
沢
如
、
謝
持
ら
が
協
議
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
李
大
剣
は
用
意

し
た
書
面
を
会
場
に
配
付
し
て
登
壇
し
、
国
民
革
命
を
行
う
た
め
国
民
党
に
加
入
す
る
の
で
あ
り
、
孫
文
も
承
認
し
て
い
る
公
明
正
大
の

行
為
で
あ
る
と
訴
え
た
。
詳
細
で
情
を
尽
く
し
た
李
大
剣
の
話
ぶ
り
は
、
会
場
の
人
々
を
動
か
し
た
と
い
円
。
国
民
党
側
か
ら
も
葉
楚
信
、

証
精
衛
、
摩
仲
憧
、
胡
漢
民
ら
が
発
言
し
、
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
は
妥
当
か
つ
必
要
で
あ
る
と
種
々
の
角
度
か
ら
力
説
し
た
。
そ
の

結
果
、
方
瑞
麟
の
動
議
は
否
決
さ
れ
共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
は
承
認
さ
れ
た
。

一
月
二
十
九
日
と
三
十
日
に
は
残
り
の
議
案
が
討
議
さ
れ
た
。
三
十
日
の
午
前
中
に
は
孫
文
の
提
案
で
摩
仲
憧
が
臨
時
動
議
を
行
い
大
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会
宣
言
の
対
外
綱
領
を
修
正
し
、
さ
ら
に
中
央
監
察
委
員
会
委
員
お
よ
び
同
候
補
委
員
、
中
央
執
行
委
員
会
委
員
お
よ
び
同
候
補
委
員
を

選
出
し
た
。
そ
し
て
午
後
の
孫
文
の
閉
会
演
説
に
よ
り
、
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
は
終
了
し
た
。

こ
の
あ
と
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
月
六
日
ま
で
の
聞
に
三
回
の
国
民
党
第
一
期
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
が
ひ
ら
か
れ
、
執
行
部
体

制
が
整
備
さ
れ
が
）
。
一
月
三
十
一
日
の
第
一
回
会
議
で
、
屡
仲
慢
、
戴
季
陶
、
語
平
山
（
共
産
党
員
）
の
三
名
が
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委

員
に
推
挙
さ
れ
秘
書
処
を
構
成
し
た
。
組
織
部
長
に
も
諒
平
山
が
就
任
し
た
。
語
平
山
は
か
つ
て
は
同
盟
会
以
来
の
国
民
党
員
で
あ
っ
た

経
歴
に
よ
り
、
孫
文
や
摩
仲
慢
の
信
任
を
得
て
い
た
。
国
民
党
組
織
部
長
へ
の
就
任
も
摩
仲
慢
の
推
薦
で
あ
っ
問
。
語
平
山
は
国
民
党
第

一
次
全
国
代
表
大
会
で
選
出
さ
れ
た
中
央
執
行
委
員
会
中
、
共
産
党
員
の
中
で
序
列
が
最
高
位
の
中
央
執
行
委
員
で
も
あ
り
、
七
月
十
一

日
に
孫
文
を
主
席
と
し
て
成
立
す
る
政
策
決
定
機
関
の
政
治
委
員
会
に
も
加
え
ら
れ
る
。
謹
平
山
は
そ
の
前
歴
か
ら
、
共
産
党
と
国
民
党

の
パ
イ
プ
役
を
つ
と
め
た
。
こ
の
ほ
か
国
民
党
中
央
の
各
部
の
部
長
と
秘
書
が
選
出
さ
れ
た
が
農
民
部
長
に
は
か
つ
て
は
中
華
革
命
党

員
で
あ
っ
た
共
産
党
員
の
林
祖
、
極
が
推
挙
さ
れ
た
。
各
部
の
実
務
を
担
当
す
る
秘
書
も
、
農
民
部
秘
書
に
彰
済
、
工
人
部
秘
書
に
鴻
菊
披
、

組
織
部
秘
書
に
楊
鞄
安
と
、
そ
れ
ぞ
れ
共
産
党
員
が
就
任
し
た
。
以
上
の
体
制
の
も
と
に
第
一
次
国
共
合
作
は
開
始
さ
れ
た
。

第一次国共合作の成立第 1章
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第
二
章

第
一
次
国
共
合
作
の
展
開

第
一
節

新
生
の
政
治
勢
力
の
実
態

1

旧
態
依
然
と
し
た
軍
閥
の
集
合
体

第2章第一次国共合作の展開

軍
閥
打
倒
を
標
傍
し
て
広
州
に
出
現
し
た
国
共
両
党
を
核
と
す
る
政
治
勢
力
の
性
格
が
、
「
軍
閥
的
」
で
あ
っ
た
の
は
皮
肉
で
あ
る
。

こ
の
軍
閥
的
体
質
が
や
が
て
商
人
た
ち
と
の
衝
突
で
あ
る
「
商
団
事
件
」
を
引
き
起
こ
す
（
四
五
頁
以
下
参
照
）
。
当
時
、
広
東
省
中
央
部

で
は
、
二
二
年
六
月
か
ら
広
州
を
占
領
し
て
い
た
陳
畑
明
が
楊
希
関
磨
下
の
潰
軍
（
雲
南
軍
）
に
敗
退
し
、
潰
軍
の
ほ
か
省
外
か
ら
侵
入
し

た
軍
隊
と
土
着
の
軍
隊
に
よ
る
陸
海
軍
大
元
帥
大
本
営
（
以
下
、
大
元
帥
府
と
記
す
）
が
二
三
年
の
三
月
以
来
組
織
さ
れ
て
い
た
。
孫
文
を
大

元
帥
に
、
潰
軍
、
桂
軍
（
広
西
軍
）
、
湘
軍
（
湖
南
軍
）
、
議
軍
（
河
南
軍
）
、
専
軍
（
広
東
軍
）
、
李
福
林
麿
下
の
福
軍
（
李
福
林
の
名
に
由
来
）
、

呉
鉄
城
の
警
衛
軍
、
朱
培
徳
の
中
央
直
轄
軍
が
各
地
に
駐
屯
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
上
を
、
国
民
党
員
を
省
長
と
す
る
脆
弱
な
行
政
機

構
が
お
お
っ
て
い
た
。

各
軍
は
駐
屯
地
の
財
政
を
掌
握
し
半
独
立
の
状
況
に
あ
り
、
互
い
に
反
目
し
自
己
の
勢
力
拡
大
が
関
心
事
で
あ
り
、
国
民
革
命
な
ど
眼

中
に
な
か
っ
た
。
各
軍
に
と
り
大
元
帥
の
孫
文
は
、
広
東
省
に
駐
屯
す
る
た
め
の
政
治
的
名
分
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
配
下
の
兵
士
を

養
い
自
ら
の
地
位
を
保
全
し
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る
状
態
が
最
善
で
あ
っ
た
。
ソ
連
軍
事
顧
問
団
の
一
員
の
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
云
う
よ

う
に
、
国
民
党
の
仇
敵
で
あ
り
強
固
な
戦
闘
力
を
ほ
こ
る
陳
畑
明
の
軍
隊
な
ど
と
は
、
積
極
的
に
事
を
か
ま
え
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。

彼
ら
は
「
軍
閥
」
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
省
内
の
住
民
、
主
と
し
て
都
市
の
商
人
層
に
大
き
な
負
担
を
与
え
て
い
た
。
国
共
両
党
を
核

と
す
る
広
州
の
政
治
勢
力
が
、
軍
閥
の
打
倒
と
国
家
の
統
一
と
い
う
国
民
革
命
を
実
現
す
る
革
命
勢
力
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
ら
の
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体
制
を
整
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
各
軍
を
統
率
下
に
お
き
同
一
の
政
治
目
標
を
与
え
（
軍
隊
の
整
頓
、
す
な
わ
ち
「
整
軍
」

で
あ
る
）
、
行
政
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
軍
閥
」
を
内
に
か
か
え
た
大
元
帥
府
体
制
は
二
五
年
七
月
の
国
民
政
府
設

立
ま
で
続
く
。
国
共
両
党
と
各
軍
と
は
、
大
元
帥
府
の
も
と
で
相
互
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
広
州
の
大
元
帥
府
に
対

し
、
省
内
東
部
の
東
江
地
域
か
ら
は
陳
畑
明
が
、
東
北
部
の
江
西
省
か
ら
は
呉
侃
学
の
勢
力
が
、
省
内
南
西
部
の
南
路
地
域
か
ら
は
陳
畑

明
と
同
盟
す
る
部
本
殿
が
軍
事
圧
力
を
加
え
、
各
軍
の
存
在
が
な
け
れ
ば
敵
対
勢
力
の
侵
入
を
引
き
起
こ
し
、
国
共
両
党
が
実
質
的
な
政

治
勢
力
と
し
て
存
在
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
軍
閥
的
体
制
は
、
や
が
て
黄
捕
軍
官
学
校
で
育
成
さ
れ
た
軍
事
力
を
中
心
に
整
頓
さ
れ
る
。
同
時
に
国
民
政
府
が
樹
立
さ

れ
て
財
政
統
一
と
行
政
機
構
が
整
備
さ
れ
、
国
民
革
命
勢
力
と
し
て
の
体
制
が
整
う
。
チ
ェ
レ
パ
l
ノ
ブ
の
手
記
な
ど
を
参
考
に
、
大
元

帥
府
体
制
下
の
国
民
党
と
各
軍
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。
「
整
軍
」
の
経
過
を
考
察
す
る
に
は
こ
の
点
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
ず
、
呉
鉄
城
の
警
衛
軍
は
広
州
市
を
地
盤
に
警
察
力
を
兼
ね
、
国
民
党
の
親
衛
隊
的
存
在
で
あ
っ
た
。
呉
鉄
城
は
、
公
安
局
長
お
よ

び
国
民
党
広
州
市
党
部
執
行
委
員
で
あ
っ
た
。

省
北
部
に
駐
屯
す
る
湘
軍
と
省
西
部
に
駐
屯
す
る
専
軍
は
、
国
民
党
の
意
向
を
よ
く
体
す
る
軍
隊
で
あ
っ
た
。
湘
軍
を
率
い
る
謹
延
聞

や
程
潜
は
同
盟
会
以
来
の
革
命
党
員
で
あ
り
、
謹
延
聞
は
大
元
帥
府
の
内
政
部
長
、
程
潜
は
軍
政
部
長
を
つ
と
め
、
国
民
党
の
政
策
決
定

の
中
枢
に
い
た
。
湘
軍
の
念
願
で
あ
る
湖
南
省
へ
の
復
帰
は
孫
文
の
計
画
す
る
北
伐
の
第
一
段
階
に
当
た
り
、
湘
軍
と
国
民
党
の
利
害
は

一
致
し
て
い
た
。
二
四
年
の
九
月
に
開
始
さ
れ
た
北
伐
で
は
謹
延
闘
が
総
指
揮
官
と
な
る
。
許
崇
智
の
率
い
る
専
軍
も
国
民
党
の
仇
敵
と

な
っ
た
陳
畑
明
と
利
害
が
対
立
し
、
国
民
党
に
は
地
盤
確
保
の
上
か
ら
も
運
命
を
と
も
に
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

広
州
近
郊
に
い
た
李
福
林
の
福
軍
は
孫
文
に
服
従
し
、
李
福
林
は
国
民
党
広
州
市
党
部
執
行
委
員
候
補
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
広
州
市
周

辺
の
無
数
の
士
匪
を
抑
え
て
国
民
党
を
支
え
て
い
た
。
濃
軍
の
分
か
れ
で
あ
る
朱
培
徳
の
中
央
直
轄
軍
も
孫
文
の
意
向
に
逆
ら
わ
な
い
存

在
で
あ
っ
た
。
ま
た
二
三
年
十
月
か
ら
二
四
年
九
月
の
北
伐
開
始
ま
で
は
、
林
大
鍾
秀
の
率
い
る
議
軍
が
大
元
帥
府
に
加
わ
っ
て
い
た
が
、
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北
伐
挫
折
後
も
広
東
省
内
に
引
き
上
げ
ず
本
省
へ
の
復
帰
を
目
指
し
て
省
外
に
と
ど
ま
る
。

議
軍
以
外
の
各
軍
は
、
二
五
年
七
月
の
国
民
政
府
設
立
後
に
国
民
革
命
軍
に
編
成
さ
れ
る
。

問
題
は
楊
希
関
磨
下
の
潰
軍
と
劉
震
嚢
麿
下
の
桂
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
軍
が
広
東
に
侵
入
し
て
陳
畑
明
を
追
い
、
国
民
党
の
広
州
復

帰
が
実
現
さ
れ
た
。
し
か
も
潰
軍
は
最
強
の
軍
隊
と
し
て
大
元
帥
府
の
軍
事
力
の
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
部
分
の
徴
税
機
関
を
占
拠
し
、

大
元
帥
府
の
財
政
困
窮
の
最
大
原
因
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
土
着
の
専
軍
や
福
軍
と
収
税
を
め
ぐ
り
対
立
し
て
い
た
。
潰
軍
と
桂
軍
は
本
省

へ
の
復
帰
を
め
ざ
し
て
お
り
北
伐
に
加
わ
る
意
志
は
な
く
、
外
省
人
の
気
安
さ
か
ら
土
着
勢
力
に
気
兼
ね
せ
ず
に
苛
酷
な
収
奪
を
行
い
、

都
市
の
商
人
の
怨
瑳
の
的
で
あ
っ
た
。
潰
軍
内
に
は
楊
希
関
と
氾
石
生
の
対
立
が
み
ら
れ
た
が
、
外
に
対
し
て
は
団
結
を
保
っ
て
い
た
。

孫
文
は
潰
軍
の
主
力
を
陳
畑
明
と
対
峠
さ
せ
る
た
め
東
部
戦
線
に
配
置
し
た
。
西
部
戦
線
に
配
置
し
て
は
、
雲
南
や
広
西
の
軍
閥
と
取
り

引
き
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
元
帥
府
の
存
在
を
支
え
て
い
た
中
心
兵
力
が
住
民
の
反
発
を
招
く
最
大
原
因
と
な
り
、
大
元
帥
府
の
存
在
を
内
部

か
ら
危
う
く
し
て
い
た
。
楊
希
関
は
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
で
中
央
執
行
委
員
に
選
出
さ
れ
、
劉
震
嚢
も
監
察
委
員
候
補
に
選
出

さ
れ
て
い
た
。
国
民
革
命
の
核
で
あ
る
国
民
党
が
住
民
の
怨
瑳
の
的
で
あ
る
「
軍
閥
」
を
党
の
中
枢
に
抱
え
こ
ん
で
い
た
。
共
産
党
側
の

第一次国共合作の展開

研
究
と
国
民
党
側
の
研
究
を
間
わ
ず
、
従
来
は
こ
の
事
実
に
は
注
目
せ
ず
、
楊
希
関
と
劉
震
嚢
の
率
い
た
潰
軍
が
省
外
か
ら
の
軍
隊
（
客

軍
）
で
あ
る
点
を
強
調
し
、
楊
、
劉
両
人
を
、
大
元
帥
府
内
に
は
い
た
が
国
民
党
の
外
側
に
い
た
対
立
物
と
し
て
位
置
づ
け
、
や
が
て
は

粛
清
さ
れ
た
と
し
て
処
理
し
て
い
た
。
国
共
合
作
で
出
現
し
た
新
し
い
政
治
勢
力
の
、
純
潔
性
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
事
実
か
ら
、
省
内
の
住
民
と
く
に
商
人
が
楊
希
関
と
劉
震
賓
の
苛
酷
な
収
奪
を
国
民
党
の
行
為
と
見
な
し
て
も
無
理
は
な
く
、

商
人
た
ち
の
反
発
か
ら
発
生
す
る
商
団
事
件
も
、
大
元
帥
府
体
制
の
「
軍
閥
的
」
性
格
の
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
共
産
党
側
の
研

第2章

究
と
国
民
党
側
の
研
究
を
問
わ
ず
定
説
化
し
て
い
る
「
革
命
的
な
広
州
の
政
権
に
対
す
る
英
帝
国
主
義
者
と
そ
の
手
先
の
中
国
人
商
人
の

挑
戦
」
な
ど
と
い
う
見
方
は
、
国
共
合
作
に
よ
る
新
生
の
政
治
勢
力
の
負
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
矛
盾
を
無
視
し
、
歴
史
の
真
相
を
と
り
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逃
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
英
国
側
に
は
商
人
た
ち
の
反
発
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

ど
と
い
う
意
図
は
な
か
っ
た
。

ソ
連
と
結
び
つ
い
た
「
大
元
帥
府
」
を
倒
そ
う
な

8qo 

国
民
党
も
住
人
の
怨
瑳
の
的
の
ま
ま
留
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
三
年
の
十
月
に
は
直
隷
派
の
曹
錫
が
国
会
議
員
を
買
収
し
て

大
総
統
に
当
選
し
た
事
件
を
契
機
に
奉
天
派
と
安
徽
派
に
反
直
隷
派
の
大
同
団
結
を
呼
び
か
け
、
一
刻
も
早
く
北
伐
を
敢
行
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
孫
文
は
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
終
了
後
の
二
月
二
十
日
に
は
北
伐
に
向
け
て
の
態
勢
立
て
直
し
を
指
示
し
、
四
月
十
二

日
に
は
「
建
国
大
綱
」
を
公
布
し
て
軍
事
力
に
よ
る
全
国
統
一
と
そ
の
後
の
中
華
民
国
建
設
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
六

月
に
は
着
任
早
々
の
ソ
連
首
席
軍
事
顧
問
の
パ
プ
ロ
フ
に
対
し
、
湖
南
省
を
主
要
な
通
過
ル

l
ト
と
す
る
北
伐
計
画
の
作
成
を
依
頼
し
た
。

し
か
し
一
九
二
四
年
前
半
の
北
方
の
情
勢
は
停
滞
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
に
商
団
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。

ソ
連
軍
事
顧
問
た
ち
は
、
広
東
省
内
の
状
況
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
。
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
黄
捕
で
革
命
軍

育
成
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
各
軍
を
「
軍
事
委
員
会
」
の
統
制
の
下
に
編
成
す
る
計
画
を
作
り
上
げ
た
。
計
画
は
、
各
軍
へ
の
国
民
党

か
ら
の
党
代
表
の
派
遣
、
各
軍
に
士
官
再
教
育
の
学
校
を
創
設
し
政
治
教
育
と
統
一
さ
れ
た
戦
術
教
育
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
を
骨
子
と
し
て

い
た
。
そ
し
て
陳
畑
明
の
打
破
に
重
点
を
お
き
、
北
伐
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
計
画
は
七
月
十
五
日
に
「
軍
事
委
員
会
」
の
賛
同
を
え

た
が
、
立
案
者
の
パ
ブ
ロ
フ
が
東
部
戦
線
視
察
中
に
東
江
で
溺
死
す
る
不
測
の
事
態
が
発
生
し
、
頓
挫
す
る
。
パ
ブ
ロ
フ
の
死
後
、
孫
文

は
独
自
に
北
伐
の
開
始
を
決
定
し
（
問
。
か
く
し
て
ソ
連
軍
事
顧
問
た
ち
は
、
当
面
は
黄
捕
で
の
革
命
軍
育
成
に
専
念
す
る
。
な
お
チ
ェ
レ

パ
l
ノ
フ
の
い
う
「
軍
事
委
員
会
」
は
、
一
九
二
三
年
二
月
三
日
に
組
織
さ
れ
二
四
年
七
月
十
一
日
に
改
組
さ
れ
る
中
国
国
民
党
本
部
軍

事
委
員
会
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
委
員
に
は
蒋
介
石
、
摩
仲
慢
を
は
じ
め
各
軍
の
軍
長
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
二
四
年
七
月
十
五
日
に
、

蒋
介
石
は
孫
文
か
ら
各
軍
軍
事
訓
練
準
備
委
員
会
委
員
長
に
任
命
さ
札
初
。
こ
の
あ
と
二
五
年
七
月
の
国
民
政
府
の
成
立
を
ま
ち
、
国
民

党
中
央
と
国
民
政
府
に
新
た
な
軍
事
委
員
会
が
成
立
す
る
。
新
し
い
軍
事
委
員
会
は
、
制
度
上
は
国
民
党
と
国
民
政
府
の
両
方
に
設
置
さ

れ
た
が
、
委
員
は
兼
任
で
機
能
は
一
体
化
さ
れ
て
い
た
。
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労
農
運
動
と
国
民
党
の
矛
盾

第一次国共合作の展開

国
民
党
に
よ
る
新
し
い
労
農
路
線
の
採
用
が
、
反
帝
国
主
義
綱
領
の
採
用
と
と
も
に
国
共
合
作
成
立
の
要
と
な
り
、
共
産
党
員
の
国
民

党
加
入
と
ソ
連
か
ら
の
国
民
党
援
助
に
政
治
的
名
分
を
与
え
た
。
し
か
し
国
民
党
首
脳
に
は
、
労
農
路
線
を
推
し
進
め
て
状
況
を
切
り
開

く
考
え
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
当
面
の
関
心
事
は
、
既
定
路
線
で
あ
る
北
伐
遂
行
で
あ
っ
た
。
孫
文
は
八
月
に
行
う
民
生
主
義
の
連
続
講

演
で
は
、
一
月
の
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
席
上
で
の
理
論
対
立
を
回
避
し
た
態
度
を
一
変
さ
せ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
闘
争
理

論
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
九
月
に
は
、
い
わ
ゆ
る
江
漸
戦
争
の
勃
発
を
き
っ
か
け
に
、
安
徽
派
お
よ
び
奉
天
派
と
の
反
直
隷
派
連
合
の
も

と
に
打
倒
呉
細
川
宇
を
唱
え
て
北
伐
に
出
発
す
る
。
共
産
党
員
た
ち
は
、
国
民
党
改
組
に
よ
る
新
し
い
政
治
原
則
を
棚
上
げ
に
し
た
旧
来
の

軍
事
行
動
政
策
の
復
活
で
あ
る
と
批
判
す
る
が
、
国
民
党
側
は
批
判
を
黙
殺
し
た
ま
ま
既
定
路
線
を
歩
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ
で
は
労
農
運
動

は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
広
東
省
統
一
と
い
う
国
民
革
命
遂
行
の
最
初
の
課
題
に
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
の
か
。

労
働
運
動
の
場
合
、
共
産
党
員
は
二

0
年
代
初
頭
か
ら
北
京
、
漢
口
、
上
海
、
広
州
、
長
沙
、
済
南
な
ど
で
労
働
者
の
組
織
化
を
始
め

て
い
た
。
国
民
党
と
同
様
に
、
共
産
党
員
た
ち
も
広
東
省
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
る
考
え
は
な
く
、
労
働
運
動
を
核
に
全
国
的
規
模
で
の
民

衆
へ
の
宣
伝
と
組
織
化
を
画
策
し
て
い
た
。
共
産
党
員
の
広
州
で
の
労
働
運
動
は
陳
畑
明
と
連
携
し
て
進
行
し
た
が
、
陳
畑
明
と
孫
文
の

分
裂
に
よ
り
運
動
は
一
時
頓
挫
し
、
国
共
合
作
が
成
立
へ
の
軌
道
に
乗
っ
た
一
九
二
三
年
の
春
か
ら
再
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
呉
細
川
学
の

了
解
の
も
と
に
北
方
で
行
わ
れ
て
い
た
鉄
道
労
働
者
の
組
織
化
が
、
二
三
年
二
月
の
呉
侃
字
の
弾
圧
で
挫
折
し
た
あ
と
、
労
働
運
動
回
復

の
期
待
を
に
な
っ
て
再
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

広
州
で
は
、
国
民
党
が
同
盟
会
時
代
か
ら
船
員
の
中
に
影
響
力
を
も
ち
、
大
部
分
の
労
働
者
組
織
も
国
民
党
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
国

共
合
作
後
、
共
産
党
員
た
ち
と
連
携
し
国
民
党
側
か
ら
労
働
者
の
組
織
化
を
推
進
し
た
の
は
、
一
屡
仲
慢
で
あ
る
。
彦
仲
慢
は
北
伐
実
行
の

た
め
大
元
帥
府
軍
需
総
監
と
し
て
軍
費
の
捻
出
に
当
た
る
か
と
思
え
ば
、
黄
捕
軍
官
学
校
の
党
代
表
や
国
民
党
中
央
工
人
部
長
お
よ
び
中

第 2章
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央
農
民
部
長
（
二
四
年
十
一
月
以
降
）
を
兼
ね
、
八
面
六
管
の
活
躍
で
国
共
合
作
を
一
身
に
体
現
し
た
人
物
で
あ
る
。
国
共
両
党
を
つ
な
ぐ

摩
仲
憧
の
存
在
に
よ
り
、
広
州
で
の
労
働
者
の
組
織
化
は
、
国
民
党
の
統
制
下
に
推
進
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
党
は
商
人
の
武
装
自

衛
団
の
商
団
と
衝
突
し
た
際
、
労
働
者
の
一
部
を
武
装
さ
せ
商
団
攻
撃
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
楊
希
関
と
劉
震
嚢
の
粛

清
に
際
し
、
鉄
道
労
働
者
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
打
た
せ
て
潰
・
桂
両
軍
を
広
州
市
内
に
釘
付
け
に
で
き
た
。

こ
の
あ
と
二
五
年
の
六
月
の
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
を
契
機
に
、
労
働
者
組
織
化
の
主
導
権
が
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
を
握
る
共
産
党
側
に
移

り
、
さ
ら
に
摩
仲
憧
が
二
五
年
の
八
月
に
暗
殺
さ
れ
た
あ
と
労
組
の
系
列
化
を
め
ぐ
り
国
共
聞
の
争
い
が
深
刻
化
す
る
。
そ
し
て
広
東
省

が
統
一
さ
れ
た
こ
六
年
初
め
か
ら
は
、
北
伐
遂
行
と
い
う
既
定
方
針
を
推
進
す
る
国
民
政
府
と
、
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
を
継
続
し
よ
う
と
す

る
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
と
の
乳
際
が
発
生
す
る
。

農
民
運
動
の
場
合
、
広
東
省
内
の
農
民
運
動
は
、
国
共
合
作
以
前
か
ら
海
豊
県
で
彰
群
た
ち
共
産
党
員
が
開
始
し
て
い
た
。
国
共
合
作

成
立
後
の
二
四
年
六
月
に
国
民
党
は
農
民
協
会
と
農
民
自
衛
軍
の
設
置
を
承
認
し
、
七
月
か
ら
は
農
民
運
動
の
活
動
家
（
農
民
運
動
特
派

員
）
養
成
の
た
め
に
、
広
州
に
農
民
運
動
講
習
所
を
開
設
す
る
。
そ
し
て
国
民
党
の
名
の
も
と
に
、
主
と
し
て
大
元
帥
府
の
支
配
地
域
内

で
組
織
的
な
農
民
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
農
民
運
動
を
担
当
し
た
彰
弊
ら
の
共
産
党
員
は
、
国
民
党
側
の
懸
念
を
よ
そ
に
最
終
的

に
は
地
主
と
の
抗
争
か
ら
郷
村
に
お
け
る
農
民
に
よ
る
権
力
奪
取
の
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
た
。

農
民
の
最
大
の
敵
対
物
は
郷
村
の
自
衛
組
織
で
あ
る
民
団
で
あ
っ
た
。
民
団
は
中
華
民
国
の
成
立
後
に
出
現
し
政
府
の
許
可
を
得
て
地

主
層
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
経
費
の
現
地
徴
収
と
い
う
原
則
が
乱
用
さ
れ
、
種
々
の
名
目
で
農
民
か
ら
の
収
奪
が
行
わ
れ
た
。
か

く
し
て
郷
村
に
農
民
協
会
や
農
民
自
衛
軍
が
組
織
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
民
団
と
の
聞
に
流
血
を
伴
う
衝
突
が
発
生
し
た
。

農
民
運
動
の
場
合
も
、
国
民
党
側
か
ら
運
動
を
援
助
し
た
の
は
摩
仲
慢
で
あ
る
。
農
民
を
国
民
党
側
に
立
た
せ
る
こ
と
は
国
民
党
支
配

の
確
立
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
農
民
協
会
と
民
団
の
階
級
闘
争
色
を
帯
び
た
衝
突
は
、
階
級
闘
争
を
否
定
す
る
国

民
党
員
に
は
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
。
摩
仲
慢
は
二
四
年
十
二
月
に
発
生
し
た
広
寧
県
で
の
農
民
協
会
と
民
団
の
武
力
衝
突
に
際
し
、
共
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産
党
員
か
ら
軍
隊
派
遣
を
要
請
さ
れ
る
と
国
民
党
内
の
強
い
反
対
を
お
さ
え
て
広
寧
に
甲
車
隊
（
装
甲
車
隊
）
を
派
遣
し
民
団
を
攻
撃
さ
せ

た
。
し
か
し
郷
村
で
の
階
級
闘
争
で
農
民
側
を
支
持
し
た
た
め
で
は
な
く
、
国
民
党
の
調
停
を
該
地
の
民
団
が
拒
否
し
て
一
方
的
に
農
民

協
会
を
攻
撃
し
た
こ
と
へ
の
懲
罰
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
二
カ
月
前
の
十
月
に
発
生
し
た
商
団
事
件
の
際
に
民
団
が
反
大
元
帥
府
行
動
を
と

っ
た
こ
と
へ
の
制
裁
で
も
あ
っ
た
。
要
す
る
に
統
治
者
と
し
て
の
威
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
元
帥
府
の
支
配
力
が
強
化
さ

れ
民
団
が
そ
の
権
威
に
服
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
摩
仲
憧
が
農
民
協
会
と
民
団
の
衝
突
に
際
し
積
極
的
に
農
民
協
会
を
支
持
し
た
事
実
は

な
い
。
民
団
は
や
が
て
大
元
帥
府
所
管
の
民
団
統
率
所
（
所
長
は
李
福
林
）
の
支
配
下
に
入
り
、
行
政
組
織
の
末
端
に
組
み
込
ま
れ
る
。
国

民
党
の
政
治
理
論
で
は
農
民
協
会
と
民
団
を
と
も
に
支
配
下
に
編
入
す
る
こ
と
は
、
「
国
民
統
合
」
の
進
展
で
あ
っ
た
。
孫
文
が
民
生
主

義
に
よ
り
社
会
革
命
を
未
然
に
防
ぎ
平
和
裡
に
土
地
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
民
団
が
肯
定
さ
れ
行
政
組
織

の
末
端
に
編
入
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

第2章第一次国共合作の展開

以
上
の
と
お
り
、
農
民
運
動
の
発
展
は
必
ず
し
も
国
民
党
支
配
の
確
立
に
寄
与
せ
ず
混
乱
を
招
く
こ
と
に
も
な
り
得
た
。
し
た
が
っ
て

国
民
党
は
大
元
帥
府
下
で
も
国
民
政
府
下
で
も
、
支
配
地
域
の
農
民
運
動
に
ほ
と
ん
ど
資
金
を
供
給
し
な
か
っ
た
。
農
民
運
動
が
国
民
党

の
支
配
確
立
に
確
実
に
寄
与
す
る
の
は
、
敵
対
勢
力
と
の
抗
争
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
最
初
の
例
は
一
九
二
五
年
二
月
の
陳
畑
明
へ
の

攻
撃
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
東
征
で
あ
る
。
こ
の
と
き
農
民
運
動
特
派
員
た
ち
は
、
軍
費
調
達
を
行
わ
な
い
、
住
居
に
入
り
込
ま
な
い
、
投

夫
（
人
夫
の
徴
発
）
を
行
わ
な
い
、
を
旗
じ
る
し
に
東
江
一
帯
の
農
民
を
組
織
し
、
兵
姑
、
陣
地
構
築
、
道
案
内
な
ど
で
東
征
軍
に
協
力
さ

せ
勝
利
に
貢
献
さ
せ
た
。
国
民
党
は
第
一
次
東
征
の
実
績
か
ら
、
二
六
年
初
め
に
北
伐
開
始
を
決
定
す
る
と
、
豊
富
な
資
金
を
供
給
し
て

北
伐
の
道
筋
で
あ
る
湖
南
省
の
農
民
運
動
の
発
展
を
計
画
し
た
。
三
月
か
ら
毛
沢
東
が
農
民
運
動
講
習
所
の
所
長
と
な
り
、
毎
月
の
経
費

七
九
八

O
元
、
講
習
生
三

O
O名
、
期
間
四
カ
月
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
規
模
で
講
習
が
行
わ
れ
た
。
毛
沢
東
の
所
長

就
任
と
莫
大
な
経
費
は
、
在
精
衛
の
意
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
広
東
省
内
の
農
民
運
動
は
戦
線
後
方
の
安
寧
を
確
保
す
る
た
め
に
抑
圧
さ

れ
る
。
そ
し
て
湖
南
省
の
農
民
運
動
も
や
が
て
は
国
民
党
支
配
の
確
立
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
引
金
と
な
り
国
共
合
作
は
終
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正
局
す
る
。
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国
民
党
内
の
国
民
党
員
と
共
産
党
員
の
乳
蝶

合
作
は
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
出
発
し
、
国
共
聞
に
制
札
機
が
生
じ
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
合
作
後
ま
も
な
く
顕
在
化
し
た

の
は
、
労
農
運
動
を
め
ぐ
る
政
治
路
線
の
対
立
で
は
な
く
、
共
産
党
員
の
分
派
活
動
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
っ
た
。
労
農
運
動
を
め
ぐ
る
対

立
は
運
動
自
体
が
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
も
よ
る
が
、
摩
仲
憧
が
両
党
聞
の
緩
衝
地
帯
と
な
り
そ
の
激
化
を
防
い
で
い
た
。

共
産
党
員
の
国
民
党
加
入
と
い
う
合
作
形
態
が
、
国
民
党
内
で
の
共
産
党
員
た
ち
の
活
動
を
分
派
活
動
化
さ
せ
る
前
途
を
規
定
し
て
い

た
。
そ
し
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
諸
決
議
は
、
民
族
独
立
運
動
に
お
け
る
共
産
党
組
織
の
独
立
を
無
条
件
に
肯
定
し
て
お
り
、
共
産
党
員
た

ち
が
国
民
党
内
で
分
派
活
動
を
行
う
の
は
避
け
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
加
う
る
に
国
民
党
の
組
織
部
長
に
は
、
共
産
党
員
の
謹
平
山

が
就
任
し
て
い
た
。
謹
平
山
は
一
九
二
六
年
三
月
の
中
山
艦
事
件
発
生
ま
で
は
組
織
部
長
の
職
に
と
ど
ま
る
。

共
産
党
員
の
分
派
活
動
を
め
ぐ
る
最
初
の
対
立
は
、
合
作
の
中
心
で
あ
る
広
州
市
で
発
生
す
る
。
広
州
市
で
は
二
三
年
十
一
月
に
国
民

党
組
織
の
改
組
が
行
わ
れ
、
共
産
党
員
は
各
地
区
の
国
民
党
組
織
に
勢
力
を
扶
植
し
た
。
と
こ
ろ
が
従
来
か
ら
市
の
行
政
部
門
を
掌
握
し

て
い
た
孫
科
ら
の
国
民
党
員
が
国
民
党
広
州
市
党
部
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
り
、
党
規
約
に
基
づ
き
市
内
の
区
党
部
を
統
轄
し
よ
う
と
し

た
こ
と
か
ら
対
立
が
高
ま
っ
た
。
孫
科
ら
は
六
月
一
日
に
国
民
党
中
央
に
共
産
党
員
の
言
動
取
り
締
ま
り
を
要
求
し
た
。
国
共
合
作
後
、

3 
共
産
党
員
は
自
分
た
ち
の
国
民
党
内
で
の
活
動
を
容
認
す
る
か
否
か
で
国
民
党
員
を
「
左
派
」
と
「
右
派
」
さ
ら
に
は
「
中
間
派
」
に
分

類
し
て
呼
ん
だ
が
、
孫
科
ら
は
真
先
に
「
右
派
」
の
名
を
冠
せ
ら
れ
た
。
六
月
十
八
日
に
は
中
央
監
察
委
員
の
都
沢
如
、
張
継
、
謝
持
が
、

国
民
党
内
で
の
組
織
的
独
立
の
必
要
を
確
認
す
る
社
会
主
義
青
年
団
や
共
産
党
の
決
議
文
を
証
拠
に
、
中
央
執
行
委
員
会
に
弾
劾
書
を
提

出
し
た
。
そ
し
て
六
月
二
十
五
日
に
は
、
張
継
と
謝
持
が
孫
科
を
と
も
な
っ
て
ボ
ロ
ジ
ン
を
た
ず
ね
、
孫
科
の
通
訳
に
よ
り
共
産
党
員
の

分
派
活
動
の
是
非
を
問
い
札
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ボ
ロ
ジ
ン
は
、
分
派
活
動
は
国
民
党
を
活
性
化
さ
せ
国
民
党
を
再
生
さ
せ
る
な
ど
と
答



え
た
が
、
謝
持
ら
は
国
民
党
を
死
に
至
ら
す
道
だ
と
反
論
し
、
結
論
は
出
ず
気
ま
ず
く
別
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
あ
と
七
月
七
日
に
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
は
党
務
宣
言
を
発
表
し
、
政
綱
（
政
治
綱
領
）
と
党
章
（
組
織
規
約
）
を
守
る
限
り
党
派

の
別
は
間
わ
な
い
こ
と
、
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
を
開
催
し
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
八
月
十
三
日
の

政
治
委
員
会
、
十
九
日
の
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
、
さ
ら
に
二
十
日
の
政
治
委
員
会
を
経
て
作
成
さ
れ
た
二
つ
の
草
案
が
、
八
月
二

十
一
日
の
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
に
提
出
さ
れ
、
当
面
の
解
決
策
と
し
て
「
国
民
党
内
之
共
産
派
問
題
」
お
よ
び
「
国
民
党
与
世
界

革
命
之
連
絡
問
題
」
の
二
つ
の
決
議
が
可
決
さ
れ
た
。
前
者
は
共
産
党
員
の
国
民
党
規
律
へ
の
専
念
を
骨
子
と
し
、
後
者
は
政
治
委
員
会

を
中
心
に
国
民
党
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
連
絡
機
関
設
置
を
骨
子
と
し
て
い
た
。
し
か
し
決
議
に
基
づ
く
具
体
的
措
置
は
行
わ
れ
ず
、
こ

れ
ら
の
措
置
が
具
体
化
す
る
の
は
二
六
年
三
月
の
中
山
艦
事
件
の
後
で
あ
る
。

表
面
的
に
は
、
孫
文
を
は
じ
め
摩
仲
憧
、
、
在
精
衛
、
胡
漢
民
ら
の
容
共
政
策
の
推
進
者
た
ち
が
状
況
を
懸
念
し
た
様
子
は
な
い
。
国
民

党
の
組
織
規
約
に
よ
る
孫
文
の
権
力
は
絶
大
で
あ
り
、
ソ
連
の
援
助
を
引
き
出
す
た
め
に
も
共
産
党
の
活
動
に
は
目
を
つ
む
っ
て
い
た
の

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
広
東
商
団
と
国
民
党
の
対
立
を
め
ぐ
る
国
共
聞
の
意
見
の
相
違
を
背
景
に
、
以
下
の
状
況
が
存
在
し
た
こ
と

第一次国共合作の展開

も
事
実
で
あ
っ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
一
九
二
四
年
七
月
十
五
日
付
の
報
告
に
い
う
、
「
国
民
党
の
内
部
に
は
共
産
主
義
者
に
対
す
る
態
度
に

つ
い
て
、
右
派
と
孫
文
を
含
め
た
左
派
と
の
間
に
あ
る
程
度
の
連
合
が
生
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
少
々
の
例
外
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
の
も

の
が
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
自
党
が
完
全
に
孤
立
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
く
て
よ
け
れ
ば
共
産
主
義
者
と
一
戦
を
交
え
か
ね
な
い
。
そ
し
て

こ
の
恐
れ
だ
け
が
、
右
派
が
共
産
主
義
者
に
対
し
て
決
定
的
な
手
段
に
出
る
の
を
い
わ
ゆ
る
「
左
派
』
に
手
控
え
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
」
。
い
ず
れ
に
せ
よ
国
民
党
首
脳
は
商
団
と
の
対
立
や
北
伐
準
備
に
い
そ
が
し
く
、
党
内
に
混
乱
を
起
こ
し
た
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

矛
盾
が
表
面
化
し
始
め
た
と
は
い
え
、
両
党
聞
に
は
種
々
の
人
間
関
係
や
思
想
上
の
共
通
点
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
回
り
を
敵
に
包
囲
さ

れ
て
い
る
状
況
か
ら
も
、
合
作
継
続
が
唯
一
の
活
路
で
あ
っ
た
。
し
か
し
状
況
に
納
得
で
き
な
い
張
継
ら
は
、
は
や
く
も
孫
文
の
死
の
直

前
の
二
五
年
三
月
八
日
に
、
共
産
党
員
の
存
在
に
反
対
す
る
国
民
党
員
を
糾
合
し
て
国
民
党
同
志
ク
ラ
ブ
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

第2章
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国
民
党
内
が
容
共
派
と
反
共
派
に
分
か
れ
た
よ
う
に
、
共
産
党
内
も
合
作
継
続
と
国
民
党
へ
の
態
度
を
め
ぐ
り
二
派
に
分
か
れ
た
。

派
は
、
国
民
党
の
軍
事
行
動
や
政
略
に
対
す
る
過
度
の
批
判
は
差
し
控
え
、
合
作
を
継
続
し
つ
つ
労
農
路
線
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
。
も
う
一
派
は
、
合
作
の
継
続
を
脅
か
す
ほ
ど
国
民
党
の
行
動
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
、
労
農
路
線
の
即
時
実
現
を
要
求

す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
前
者
は
広
州
に
い
た
共
産
党
員
で
あ
り
、
国
民
党
と
の
パ
イ
プ
役
の
諌
平
山
、
ソ
連
と
の

つ
な
が
り
か
ら
国
民
党
中
枢
に
参
画
し
政
治
委
員
会
委
員
を
つ
と
め
た
崖
秋
白
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
動
し
た
あ
と
二
四
年
九
月
に
パ
リ
か

ら
海
路
で
香
港
に
到
着
し
十
一
月
に
黄
捕
軍
官
学
校
の
政
治
部
主
任
に
就
任
し
た
周
恩
来
、
農
民
運
動
を
推
進
し
た
彰
稗
な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
背
後
に
ボ
ロ
ジ
ン
が
控
え
て
い
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
現
実
的
政
治
家
と
し
て
の
行
動
と
共
産
主
義
者
と
し
て
の
理
念
に
基
づ
く
行
動

を
巧
み
に
融
合
さ
せ
て
い
た
。
国
民
党
の
軍
事
行
動
や
政
略
を
容
認
し
て
援
助
を
与
え
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
行
動
に
反
帝
国
主
義
と
民
衆

よ
り
の
色
彩
を
も
た
せ
、
更
に
は
共
産
党
員
の
分
派
活
動
や
労
農
路
線
の
発
展
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
国
民
党
を
し
だ
い
に
左
傾
化
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
主
と
し
て
共
産
党
本
部
が
あ
る
上
海
の
共
産
党
員
で
あ
る
。
彼
ら
は
合
作
の
中
心
現
場
で

あ
る
広
州
の
政
治
的
緊
張
や
そ
れ
に
伴
う
不
可
避
の
妥
協
と
は
無
縁
で
、
共
産
党
の
原
則
的
立
場
か
ら
国
民
党
の
路
線
を
批
判
し
た
。
急

先
鋒
は
中
央
執
行
委
員
で
あ
っ
た
察
和
森
で
、
陳
独
秀
も
同
様
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
の
背
後
に
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
駐
華

代
表
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
が
お
り
、
国
共
合
作
の
継
続
を
理
論
面
か
ら
保
全
し
て
い
た
。
国
民
党
に
矛
盾
は
あ
る
が
共
産
党
員
の
努
力
で

左
傾
化
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ボ
ロ
ジ
ン
は
ソ
連
政
府
を
代
表
し
て
内
側
か
ら
合
作
を
維
持
し
、
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
は
コ
、
、
、
ン
テ
ル
ン
を
代
表
し
て
外
側

か
ら
共
産
党
員
た
ち
を
制
御
し
、
両
者
相
侯
っ
て
国
共
合
作
を
継
続
さ
せ
た
。
そ
し
て
国
民
党
側
か
ら
も
時
々
の
状
況
に
応
じ
、
「
左
派
」

と
し
て
容
共
政
策
と
連
ソ
政
策
を
継
続
さ
せ
る
人
聞
が
出
現
す
る
。
以
上
の
図
式
は
国
共
合
作
の
破
綻
ま
で
つ
づ
く
。

第
二
節
国
内
政
局
の
変
化
と
国
民
党
の
対
応
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北
伐
の
敢
行
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し
ば
ら
く
小
康
状
態
が
保
た
れ
て
い
た
国
共
両
党
を
と
り
ま
く
政
治
状
況
に
は
、
や
が
て
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
。
国
民
党
は
安
徽
派

お
よ
び
奉
天
派
と
の
聞
に
反
直
隷
派
の
同
盟
を
形
成
し
て
い
た
が
、
安
徽
派
と
直
隷
派
の
対
立
は
極
点
に
達
し
、
二
四
年
の
九
月
に
は
上

海
を
中
心
に
安
徽
派
の
慮
、
氷
祥
と
直
隷
派
の
斉
捜
元
と
の
い
わ
ゆ
る
江
漸
戦
争
が
勃
発
し
た
。
国
民
党
は
こ
れ
を
機
に
北
伐
開
始
を
宣
言

す
る
。
一
方
、
北
方
で
も
安
徽
派
と
同
盟
す
る
奉
天
派
が
直
隷
派
と
戦
端
を
開
き
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
奉
直
戦
争
が
勃
発
す
る
。
ま
た
国

民
党
と
広
東
の
商
人
た
ち
と
の
対
立
が
、
十
月
初
旬
に
は
武
力
衝
突
へ
と
発
展
す
る
。
更
に
十
月
下
旬
に
北
方
で
発
生
し
た
中
央
政
局
の

変
化
に
応
じ
、
孫
文
が
国
民
会
議
開
催
を
唱
え
て
北
京
に
赴
く
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
軸
に
、
国
共
合
作
の
展
開
を
あ
と
づ
け
て
い
こ
う
。

北
伐
は
首
席
軍
事
顧
問
パ
ブ
ロ
フ
の
不
慮
の
死
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孫
文
の
決
断
で
既
定
方
針
ど
お
り
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
九
月
一
日
に
江
新
戦
争
が
勃
発
し
た
。
国
民
党
は
九
月
三
日
の
政
治
委
員
会
で
北
伐
宣
言
の
発
表
を
決
定
し
、
四
日
に
直
永
祥

か
ら
共
同
作
戦
要
請
の
電
報
が
到
着
し
た
あ
と
、
五
日
の
大
本
営
軍
事
会
議
で
進
軍
計
画
が
作
成
さ
れ
諌
延
闘
が
総
司
令
に
任
命
さ
れ
た
。

九
月
十
二
日
に
は
孫
文
は
大
本
営
を
広
州
の
北
方
百
キ
ロ
の
鉄
道
の
要
所
詔
関
に
移
し
、
各
軍
の
集
結
を
開
始
し
た
。
兵
力
は
主
力
の
湘

軍
が
一
万
人
、
議
軍
五
千
人
、
呉
鉄
城
の
警
衛
軍
二
千
人
、
朱
培
徳
軍
三
千
人
な
ど
で
あ
り
、
湖
南
省
を
通
り
漢
口
を
目
ざ
す
部
隊
と
江

西
省
占
領
を
目
ざ
す
部
隊
の
二
手
に
別
れ
て
進
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
海
の
共
産
党
中
央
は
、
北
伐
は
日
本
帝
国
主
義
と
反
直
隷
派

軍
閥
の
お
先
棒
担
ぎ
で
あ
り
、
自
ら
の
革
命
的
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
と
批
判
し
た
。
し
か
し
北
伐
軍
は
一
向
に
進
発

せ
ず
、
こ
の
間
に
広
州
市
で
は
商
団
事
件
が
発
生
す
る
。

2 

商
団
事
件
の
勃
発

商
団
は
郷
村
の
民
団
と
同
様
の
、
商
人
た
ち
の
組
織
し
た
自
衛
組
織
で
あ
る
。
民
国
成
立
後
の
混
乱
の
中
で
各
地
に
出
現
し
、
上
海
を

皮
切
り
に
広
東
省
内
で
も
二
四
年
当
時
は
九
十
八
の
商
団
が
成
立
し
て
い
問
。
国
民
党
は
商
団
の
武
力
を
評
価
し
支
配
下
に
組
み
込
も
う
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と
す
る
が
、
商
人
の
国
民
党
へ
の
反
発
が
強
く
失
敗
に
終
わ
る
。
国
民
党
と
商
人
た
ち
と
の
対
立
の
き
っ
か
け
は
、
二
四
年
五
月
に
広
州

市
政
府
が
馬
路
統
業
案
と
い
う
新
税
制
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
商
人
の
有
す
る
営
業
権
の
価
格
査
定
を
行
い
、
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そ
の
二
割
を
市
政
府
に
納
入
さ
せ
る
計
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
商
人
た
ち
が
ゼ
ネ
ス
ト
に
訴
え
て
で
も
阻
止
す
る
構
え
を
見
せ
た
た
め
、

新
税
制
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
。

こ
の
こ
ろ
商
人
た
ち
は
か
ね
て
の
計
画
に
基
づ
き
、
全
省
の
商
団
を
連
合
す
る
商
団
総
部
の
設
立
準
備
を
進
め
て
い
た
。
そ
し
て
海
外

に
大
量
の
武
器
を
発
注
し
、
商
団
長
に
は
香
港
上
海
銀
行
広
州
支
店
の
買
弁
（
外
国
企
業
と
契
約
を
結
び
そ
の
業
務
を
全
面
的
に
下
請
け

し
た
中
国
商
人
）
で
広
州
総
商
会
会
長
の
経
歴
を
も
っ
陳
廉
伯
が
就
任
す
る
。
国
民
党
は
商
団
総
部
に
青
天
白
日
旗
（
国
民
党
の
党
旗
）
入

り
の
商
団
旗
を
授
け
て
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
が
拒
絶
さ
れ
る
。
こ
の
あ
と
摩
仲
憧
が
陳
廉
伯
を
尋
ね
国
民
党
へ
の
入
党
を
勧
誘
し
た

が
拒
絶
さ
れ
る
。
陳
廉
伯
は
摩
仲
憧
に
対
し
、
政
治
的
中
立
が
商
人
の
安
全
を
保
障
す
る
道
で
あ
る
と
述
べ
た
と
い
う
が
、
民
国
成
立
以

来
、
数
多
く
の
軍
閥
の
侵
入
で
被
害
を
蒙
っ
て
い
た
広
州
の
商
人
た
ち
に
は
、
北
京
の
中
央
政
府
と
対
立
す
る
国
民
党
に
与
す
る
の
は
危

険
極
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
あ
と
七
月
下
旬
に
商
団
側
は
、
九
江
に
駐
防
し
て
収
奪
を
行
お
う
と
し
た
濃
軍
の
部
隊
に
対
し
、
孫
文
ら
国
民
党
首
脳
を
通
じ
無

条
件
の
撤
退
を
求
め
た
。
そ
し
て
撤
退
を
承
諾
し
な
い
損
軍
部
隊
と
商
団
の
衝
突
が
発
生
し
、
商
団
は
武
力
で
潰
軍
部
隊
を
撃
退
し
た
。

こ
の
事
件
は
商
団
と
国
民
党
と
の
対
決
を
決
定
づ
け
た
。
国
民
党
は
商
団
が
八
月
十
三
日
に
予
定
す
る
広
東
全
省
商
団
総
部
結
成
大
会

の
開
催
を
許
可
せ
ず
、
八
月
十
日
に
は
折
り
か
ら
広
州
に
入
港
中
の
商
団
発
注
の
武
器
を
積
む
出
向

g
E（
略
し
て
国
当
・
中
国
語
表
記

｜
｜
恰
併
）
号
を
拘
留
し
た
。
そ
し
て
八
月
十
四
日
に
は
、
危
険
を
感
じ
八
月
十
一
日
に
香
港
に
逃
れ
た
陳
廉
伯
に
逮
捕
令
を
発
し
た
。
更

に
八
月
十
六
日
の
大
元
帥
府
会
議
は
陳
廉
伯
を
武
器
密
輸
罪
と
内
乱
罪
に
よ
り
処
罰
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
陳
廉
伯
は
八
月
四
日
に
大

元
帥
府
か
ら
武
器
輸
入
の
査
証
を
得
て
い
た
が
、
査
証
の
内
容
と
有
効
期
限
が
問
題
と
な
り
密
輸
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

商
団
総
部
設
立
は
、
香
港
の
英
国
勢
力
と
結
託
し
た
大
元
帥
府
打
倒
の
陰
謀
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
従
来
か
ら
の
定
説
で
あ
る
。
陳
廉



伯
が
英
国
金
融
資
本
の
買
弁
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
く
る
先
入
主
に
よ
る
。
ま
た
孫
文
も
、
陳
廉
伯
を
帝
国
主
義
の
走
狗
と
し
て
断
罪
し
て

い
（
問
。
し
か
し
こ
の
定
説
に
は
無
理
が
あ
る
。
第
一
に
、
英
国
側
に
は
商
団
総
部
設
立
を
支
援
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
。
当
時
、
列
強
聞

に
は
中
国
内
の
各
派
に
武
器
を
供
給
し
な
い
武
器
禁
輸
協
定
が
一
九
一
九
年
以
来
結
ば
れ
て
い
た
。
英
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
世
界
各

地
か
ら
の
中
国
へ
の
武
器
輸
出
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
を
集
め
て
監
視
体
制
を
と
り
、
広
東
商
団
の
発
注
武
器
に
つ
い
て
も
ノ
ル
ウ
ェ
ー

か
ら
国
当
号
で
中
国
に
向
か
っ
た
時
点
か
ら
監
視
を
続
け
、
途
中
で
拘
留
す
る
こ
と
も
考
慮
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
『
国
父
年
譜
』
も
、

孫
文
に
国
当
号
の
拘
留
を
示
唆
し
た
の
は
、
孫
文
と
親
し
か
っ
た
広
州
の
英
国
領
事
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
広
州
で
大
規
模
な

武
力
衝
突
が
起
こ
れ
ば
香
港
・
広
州
聞
の
経
済
活
動
に
被
害
が
出
る
の
は
必
定
で
あ
り
、
英
国
の
目
的
は
衝
突
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
火
種
と
な
る
大
量
の
武
器
が
商
団
側
に
渡
る
の
は
武
器
禁
輸
協
定
か
ら
も
好
ま
し
く
な
く
、
大
元
帥
府
側

に
押
収
を
示
唆
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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英
国
側
の
干
渉
と
し
て
常
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
国
民
党
が
商
団
の
根
拠
地
で
あ
る
広
州
の
西
関
地
区
を
砲
撃
す
れ
ば
、
英
国
は
香
港

の
海
軍
力
に
よ
り
干
渉
す
る
と
英
国
総
領
事
が
警
告
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
孫
文
は
九
月
一
日
に
宣
言
を
発
表
し
、
砲
艦
政
策

に
よ
る
内
政
干
渉
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
当
時
、
商
団
は
押
収
武
器
の
返
還
を
求
め
て
八
月
二
十
五
日
か
ら
広
州
で
ゼ
ネ
ス
ト
に
入
り
、

国
民
党
と
の
緊
張
が
た
か
ま
っ
て
い
た
。

英
国
の
行
動
を
外
交
文
書
で
あ
と

e
つ
け
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
英
国
総
領
事
に
対
し
、
英
国
艦
船
に
よ
る
国
民
党
の
西
関
地

区
砲
撃
の
阻
止
を
求
め
る
商
団
側
か
ら
の
八
月
二
十
五
日
付
の
手
紙
が
届
い
た
。
商
団
側
は
、
一
九
二
二
年
の
陳
畑
明
の
反
乱
の
さ
い
孫

文
が
永
豊
艦
（
後
の
中
山
艦
）
を
指
揮
し
て
広
州
市
内
の
陳
畑
明
軍
と
砲
火
を
交
え
た
事
例
を
思
い
、
同
様
の
砲
撃
が
再
演
さ
れ
る
の
を
恐

れ
て
い
た
。
八
月
二
十
八
日
付
英
国
総
領
事
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
英
国
総
領
事
は
摩
仲
憧
を
尋
ね
て
警
告
し
た
が
、
摩
仲
憧
は
事
前
の
警

第 2章

告
に
感
謝
す
る
と
述
べ
氾
石
生
の
調
停
工
作
で
商
団
と
の
妥
協
が
成
立
し
た
と
伝
え
て
い
た
。
英
国
側
の
態
度
も
決
し
て
高
圧
的
で
は
な
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か
っ
た
。
英
国
側
の
警
告
に
は
、
西
関
地
区
へ
の
砲
撃
が
行
わ
れ
れ
ば
広
州
の
租
界
で
あ
る
沙
面
の
上
空
を
砲
弾
が
飛
び
、
居
留
民
が
危



険
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
香
港
の
英
海
軍
司
令
の
判
断
も
働
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
あ
と
ロ
ン
ド
ン
の
英
国
外
交
当
局
者
は
、
十
月
三
十

一
日
に
北
京
の
公
使
経
由
で
事
件
に
関
す
る
報
告
が
到
着
し
た
際
、
沙
面
は
火
線
の
上
に
は
な
く
英
海
軍
司
令
に
よ
る
判
断
は
紀
憂
で

あ
っ
た
と
述
べ
、
商
団
と
国
民
党
の
争
い
に
介
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
判
断
を
全
く
示
し
て
い
な
い
。
英
国
の
一
連
の
行
動
は
商
団

側
を
支
持
す
る
た
め
で
は
な
く
、
衝
突
に
よ
る
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
な
さ
れ
て
い
た
。
武
器
返
還
交
渉
が
破
綻
し
商
団
と
大
元
帥

府
の
武
力
衝
突
が
発
生
し
た
際
、
英
国
は
商
団
を
援
助
す
る
行
為
を
一
切
行
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
大
元
帥
府
と
の
武
力
衝
突
で
商
団
が
た
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ち
ま
ち
敗
れ
去
っ
た
よ
う
に
、
兵
力
と
装
備
に
お
い
て
商
団
は
大
元
帥
府
の
敵
で
は
な
か
っ
た
。
大
元
帥
府
側
が
大
砲
や
機
関
銃
を
装
備

す
る
二
万
人
の
兵
力
を
投
入
し
た
の
に
対
し
、
商
団
の
実
働
部
隊
は
小
火
器
で
武
装
し
た
三
八

O
O人
余
り
で
あ
っ
た
。

以
上
の
状
況
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
商
団
総
部
設
立
の
目
的
は
、
武
力
を
基
礎
に
政
治
的
中
立
を
確
立
し
て
商
人
の
利
益
を
軍
隊
の
不
当

な
収
奪
か
ら
保
全
す
る
た
め
で
あ
り
、
大
元
帥
府
を
敵
に
し
て
事
を
構
え
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
商
団
に
は
そ
の
実
力
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
従
来
の
態
度
を
一
変
さ
せ
、
一
切
の
妥
協
を
排
し
て
商
団
総
部
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
商
人
た
ち
の
態
度
は
国
民
党
に
は
脅
威
で

あ
っ
た
。
こ
の
脅
威
か
ら
国
民
党
は
商
団
総
部
設
立
大
会
を
禁
止
し
、
密
輸
の
口
実
の
も
と
に
商
団
発
注
の
武
器
を
押
収
し
た
。

商
団
事
件
を
複
雑
に
し
た
の
は
外
部
の
干
渉
で
は
な
く
、
大
元
帥
府
内
部
の
足
並
み
の
乱
れ
で
あ
っ
た
。
孫
文
は
対
立
が
高
ま
る
と
、

譲
歩
し
て
衝
突
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
国
民
党
の
資
金
源
で
あ
る
華
僑
と
緊
密
な
関
係
を
持
つ
広
州
の
商
人
た
ち
と
は
、
決
定
的
衝
突

を
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
べ
、
屡
仲
憧
や
胡
漢
民
ら
は
商
団
総
部
が
国
民
党
の
傘
下
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
感
情
を

害
し
、
当
初
か
ら
対
決
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。
屡
仲
憧
は
押
収
武
器
で
労
働
者
と
農
民
を
工
団
軍
と
農
団
軍
に
編
成
し
、
商
団
に
対
抗
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
共
産
党
員
も
商
団
へ
の
武
力
弾
圧
を
主
張
し
、
商
人
が
ゼ
ネ
ス
ト
を
や
め
な
い
場
合
に
は
政
府
が
商
店
を
管
理
す
る
こ

と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
孫
科
ら
の
反
対
で
実
現
し
な
か
っ
た
。
共
産
党
員
の
目
に
は
、
ス
ト
破
り
に
駆
り
出
さ
れ
る
商
団
を
擁
し
香
港

の
英
国
資
本
と
関
係
を
も
っ
広
州
の
商
人
た
ち
は
、
反
動
と
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
商
業
地
区
の
西
関
を
財
源
に
す
る
潰
軍
の
氾

石
生
や
摩
行
超
、
ま
た
土
着
勢
力
と
結
び
つ
く
福
軍
の
李
福
林
ら
は
、
大
元
帥
府
と
商
団
の
聞
に
立
ち
衝
突
を
避
け
よ
う
と
腐
心
す
る
。



共
産
党
は
彼
ら
の
調
停
を
、
大
元
帥
府
を
英
帝
国
主
義
と
陳
廉
伯
に
売
り
渡
す
も
の
だ
と
批
判
し
、
孫
文
に
こ
れ
ら
「
右
派
」
を
粛
清
し

敢
然
と
英
帝
国
主
義
に
宣
戦
す
る
よ
う
求
め
た
。

以
上
の
状
況
下
に
孫
文
は
動
揺
を
く
り
返
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
北
伐
軍
を
率
い
て
部
関
に
赴
き
、
あ
と
は
摩
仲
慢
や
胡
漢
民
に
ま
か

せ
て
お
く
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。
衝
突
発
生
ま
で
の
経
過
を
あ
と
守
つ
け
て
み
よ
う
。

武
器
の
押
収
に
対
し
商
団
側
は
即
時
返
還
を
要
求
し
た
が
一
蹴
さ
れ
た
た
め
ま
ず
仏
山
市
で
ゼ
ネ
ス
ト
を
実
行
し
、
八
月
二
十
五
日
を

期
し
て
広
州
市
で
ゼ
ネ
ス
ト
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
状
況
下
に
沼
石
生
の
調
停
工
作
が
開
始
さ
れ
る
。
氾
石
生
の
調
停
案
は
八

月
二
十
六
日
に
提
示
さ
れ
た
が
孫
文
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
沙
面
の
外
交
団
が
西
関
へ
の
威
嚇
砲
撃
を
阻
止
す
る
姿
勢
を
示
し
、

国
民
党
も
二
十
九
日
に
は
調
停
案
を
受
け
入
れ
た
。
そ
の
結
果
、
陳
廉
伯
ら
は
大
元
帥
府
擁
護
の
通
電
を
打
つ
、
商
団
は
省
長
の
管
理
下

に
編
入
さ
れ
る
、
銃
器
の
返
還
に
際
し
商
団
は
大
元
帥
府
の
軍
費
と
し
て
五
十
万
元
を
納
付
す
る
、
な
ど
を
条
件
に
押
収
武
器
を
返
還
す

る
こ
と
に
な
り
、
商
団
も
三
十
日
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
解
除
し
た
。
し
か
し
黄
捕
に
保
管
中
の
押
収
武
器
の
相
当
数
が
黄
捕
の
学
生
軍
や

大
元
帥
府
下
の
各
軍
に
分
配
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
当
初
の
数
日
ど
お
り
返
還
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
摩
仲
憧
ら
に
も
、
素
直
に

返
還
す
る
意
志
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
九
月
十
五
日
に
は
陳
廉
伯
が
大
元
帥
府
擁
護
の
通
電
を
発
し
、
国
民
党
側
も
逮
捕
令
を
取
り

第一次国共合作の展開

消
し
た
が
、
新
た
に
二
百
万
元
の
公
債
購
入
な
ど
の
条
件
を
も
ち
だ
し
武
器
の
返
還
を
実
行
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
氾
石
生
は
商
人
に

対
し
て
面
子
を
失
い
、
商
団
側
に
立
っ
て
大
元
帥
府
に
敵
対
す
る
の
で
は
な
い
か
と
噂
さ
れ
た
。
国
民
党
の
真
意
を
見
て
と
っ
た
商
団
側

は
十
月
四
日
に
仏
山
市
で
会
議
を
開
き
、
武
器
の
返
還
交
渉
は
も
は
や
枝
葉
末
節
で
あ
る
と
し
、
重
税
廃
止
と
大
元
帥
府
が
接
収
し
た
公

産
の
返
還
、
全
省
の
人
民
自
治
機
関
の
回
復
な
ど
を
要
求
し
、
十
月
十
日
を
期
し
て
全
省
で
ゼ
ネ
ス
ト
に
突
入
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

ゼ
ネ
ス
ト
が
北
伐
の
兵
姑
に
多
大
の
影
響
を
与
え
る
の
は
必
定
で
あ
っ
た
。
十
月
八
日
に
ゼ
ネ
ス
ト
計
画
を
知
っ
た
詔
関
の
孫
文
は
広

一
切
の
賦
課
と
湘
・
潰
・
桂
三
軍
戦
時
軍
需
響
備
所
の
廃
止
を
約
束
し
た
。
李

ゼ
ネ
ス
ト
は
予
定
通
り
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
孫
文
は
相
当
額
の
北
伐
費

第2章

州
の
李
福
林
に
電
報
で
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
の
調
停
を
命
じ
、
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福
林
は
十
月
九
日
に
広
州
総
商
会
の
代
表
と
協
議
し
た
が
、



の
上
納
と
引
き
換
え
に
、
押
収
武
器
の
中
か
ら
四
千
挺
を
李
福
林
の
監
視
下
で
返
還
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
事
態
収
拾
を
図
ろ
う
と
し
た
。

孫
文
は
蒋
介
石
に
李
福
林
へ
の
銃
器
引
き
渡
し
を
命
じ
、
同
時
に
黄
捕
を
捨
て
北
伐
に
加
わ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ほ
と
ほ
と
広
州
が
い

や
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
十
月
十
日
に
李
福
林
監
視
下
で
銃
の
引
き
渡
し
が
終
わ
り
商
団
側
が
武
器
を
運
搬
し
て
い
る

と
き
、
双
十
節
（
辛
亥
革
命
の
端
緒
と
な
っ
た
武
昌
で
の
新
軍
蜂
起
の
日
。
十
月
十
日
）
の
デ
モ
行
進
中
の
黄
捕
の
学
生
や
工
団
軍
の
労
働

者
が
通
り
か
か
り
、
商
団
と
衝
突
し
て
双
方
の
発
砲
に
よ
り
工
団
軍
に
死
者
が
出
た
。
商
団
側
は
銃
を
奪
い
返
し
に
き
た
と
思
っ
た
ら
し

い
が
、
孫
文
の
命
令
が
出
た
以
上
は
デ
モ
行
進
は
商
団
へ
の
単
な
る
示
威
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
デ
モ
行
進
は
大
元
帥
府
側

が
武
器
奪
還
を
狙
っ
て
仕
向
け
た
と
い
う
見
方
が
当
時
か
ら
あ
り
、
真
相
は
不
明
で
あ
る
。
現
場
の
責
任
者
で
あ
っ
た
李
福
林
は
衝
突
に

工
団
軍
の
労
働
者
を
弾
圧
し
た
。
そ
の
た
め
商
団
と
協
同
し
て
労
働
者
を
惨
殺
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よ
り
面
白
が
つ
ぶ
さ
れ
た
と
激
怒
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
、

し
た
と
共
産
党
か
ら
非
難
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
は
摩
仲
慢
ら
に
商
団
弾
圧
の
恰
好
の
機
会
を
与
え
た
。
一
屡
仲
慢
は
工
団
軍
団
長
の
共
産
党
員
の
施
卜
を
伴
っ
て
詔
関
に
赴
き
、

孫
文
に
商
団
対
策
の
指
示
を
請
う
た
。
一
方
、
商
団
側
も
返
還
さ
れ
た
銃
器
が
予
想
よ
り
も
少
な
か
っ
た
た
め
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
西
関

一
帯
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
い
て
防
備
を
固
め
た
。
か
く
し
て
態
度
を
決
め
か
ね
て
い
た
孫
文
も
武
力
弾
圧
を
決
意
し
、
詔
関
の
北
伐
軍
を

商
団
攻
撃
の
た
め
に
広
州
に
引
き
返
さ
せ
た
。
大
元
帥
代
行
の
胡
漢
民
が
各
軍
の
意
思
統
一
を
図
り
、
商
団
と
の
調
停
に
当
た
っ
て
い
た

活
石
生
や
李
福
林
も
説
得
さ
れ
て
商
団
攻
撃
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
十
三
日
に
沙
面
の
領
事
団
に
商
団
攻
撃
が
通
告
さ
れ

た
あ
と
、
楊
希
関
を
総
司
令
官
に
各
軍
が
攻
撃
部
署
に
つ
き
、
十
五
日
早
朝
に
攻
撃
が
開
始
さ
れ
た
。
戦
闘
で
は
西
関
内
部
で
発
生
し
た

火
災
が
商
団
を
不
利
な
戦
況
に
お
い
や
り
、
二
十
四
時
間
の
激
戦
の
末
に
商
団
は
敗
退
し
た
。
火
災
は
、
西
関
に
潜
入
し
た
工
団
軍
所
属

の
理
髪
工
た
ち
が
放
火
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

大
元
帥
府
と
商
団
の
戦
闘
で
は
、
蒋
介
石
指
揮
下
の
黄
捕
学
生
軍
が
初
陣
を
飾
っ
た
と
さ
れ
る
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』

の
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
商
団
側
の
資
料
の
『
広
東
和
械
潮
』
に
は
、
詳
細
な
戦
闘
描
写
に
も
か
か
わ
ら
ず
蒋



介
石
の
名
も
黄
捕
の
学
生
軍
も
記
述
さ
れ
な
い
。
蒋
介
石
が
黄
捕
の
学
生
軍
と
各
軍
付
設
の
軍
官
学
校
の
部
隊
を
率
い
て
参
加
す
る
予
定

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
の
報
告
か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
に
よ
れ
ば
、
攻
撃
に
際
し
て
楊
希
関
は
、
蒋
介
石
が

商
団
平
定
作
戦
に
参
加
す
る
な
ら
黄
捕
軍
官
学
校
の
武
装
を
解
除
し
て
蒋
介
石
を
銃
殺
に
処
す
る
と
公
言
し
、
蒋
介
石
も
こ
れ
を
危
倶
し

た
と
い
う
。
楊
希
関
は
蒋
介
石
が
戦
功
を
た
て
る
の
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
は
黄
浦
軍
官
学
校
か
ら
二

個
中
隊
の
学
生
軍
が
商
団
攻
撃
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
述
べ
る
が
、
他
の
各
軍
の
戦
闘
を
－
記
述
す
る
の
み
で
、
肝
腎
の
蒋

介
石
指
揮
下
の
学
生
軍
の
戦
闘
を
記
述
し
て
い
な
い
。

商
団
は
敗
退
し
て
郷
村
部
に
撤
退
し
事
件
は
一
応
の
解
決
を
見
た
。
し
か
し
戦
闘
終
了
後
に
各
軍
が
西
関
地
区
で
行
っ
た
お
定
ま
り
の

略
奪
と
放
火
暴
行
の
被
害
は
甚
大
で
、
大
元
帥
府
は
自
己
の
存
在
を
脅
か
す
商
団
を
鎮
圧
し
た
が
、
か
え
っ
て
自
ら
の
軍
閥
的
体
質
を
白

日
の
も
と
に
さ
ら
け
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
直
後
に
い
わ
ゆ
る
北
京
政
変
が
発
生
し
、
事
態
は
新
た
な
展
開
を
む
か
え
る
。

第一次国共合作の展開

北
京
政
変
と
国
民
会
議

北
京
政
変
と
は
、
第
二
次
奉
直
戦
争
の
最
中
に
呉
細
川
字
麿
下
の
勇
将
で
あ
っ
た
鴻
玉
祥
が
反
乱
を
起
こ
し
、
国
民
軍
を
称
し
て
北
京
を

占
拠
し
た
直
隷
派
内
部
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
。
鴻
玉
祥
と
呉
侃
字
の
関
係
は
以
前
か
ら
悪
化
し
て
い
た
。
鴻
玉
祥
の
勢
力
台
頭
を
危
倶

す
る
呉
細
川
字
は
鴻
玉
祥
を
冷
遇
し
、
兵
士
を
養
う
地
盤
を
与
え
な
か
っ
た
。
第
二
次
奉
直
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
旦
〈
侃
宇
は
軍
費
を
充
分

に
与
え
ず
鴻
玉
祥
を
奉
天
派
と
戦
わ
そ
う
と
し
た
。
鴻
玉
祥
は
反
乱
を
決
意
し
て
奉
天
派
と
停
戦
し
、
同
じ
く
呉
侃
字
に
不
満
な
王
承
斌
、

胡
景
翼
、
孫
岳
を
語
ら
い
、
二
四
年
十
月
十
九
日
に
秘
密
裡
に
部
隊
を
北
京
に
返
し
た
。
そ
し
て
二
十
三
日
に
は
総
統
府
を
包
囲
し
、
二

十
四
日
に
は
前
年
十
月
か
ら
大
総
統
に
就
任
し
て
い
た
曹
鋸
に
奉
天
派
と
の
戦
闘
中
止
の
通
電
を
打
た
せ
、
十
一
月
二
日
に
は
大
総
統
を

辞
任
さ
せ
た
。
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鴻
玉
祥
の
手
際
の
よ
い
行
動
は
、

日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
に
留
学
し
た
か
つ
て
の
同
盟
会
会
員
で
、



務
め
当
時
は
鴻
玉
祥
の
顧
問
で
あ
っ
た
黄
郭
が
、

日
本
の
働
き
か
け
を
受
け
工
作
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。
日
本
の
支
持
す
る

段
棋
瑞
や
張
作
震
は
中
央
政
界
か
ら
失
脚
し
て
お
り
、
彼
ら
に
か
わ
っ
た
呉
侃
字
は
英
米
に
接
近
し
て
い
た
。
日
本
が
こ
の
状
況
を
打
開

す
る
た
め
日
本
通
の
黄
祁
を
通
じ
て
鴻
玉
祥
を
動
か
し
呉
侃
字
を
失
脚
さ
せ
、
段
棋
瑞
や
張
作
震
を
再
び
中
央
政
界
に
返
り
咲
か
せ
よ
う

と
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
鴻
玉
祥
は
し
た
た
か
で
あ
り
、
日
本
側
の
思
う
よ
う
に
は
行
動
し
な
か
っ
た
。
鴻
玉
祥
が

孫
文
に
対
し
て
性
急
に
北
上
を
依
頼
し
た
の
も
、
段
棋
瑞
や
張
作
一
森
の
主
導
に
よ
る
事
態
収
拾
に
く
さ
び
を
打
ち
込
み
、
自
ら
の
存
在
を

き
わ
だ
た
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
鴻
玉
祥
は
こ
の
あ
と
北
京
郊
外
の
天
台
山
に
引
き
こ
も
り
政
局
の
展
開
を
観
望
し
、
や
が
て
北
方
の
張

家
口
に
退
き
二
五
年
の
四
月
か
ら
は
ソ
連
か
ら
の
軍
事
援
助
を
受
け
る
。

広
州
の
孫
文
に
は
、
十
月
二
十
五
日
に
は
鴻
玉
祥
か
ら
北
上
を
う
な
が
す
電
報
が
到
着
し
た
。
孫
文
は
二
十
七
日
に
承
諾
の
返
電
を
打

ち
、
十
一
月
一
日
に
政
治
委
員
会
を
召
集
し
た
。
そ
し
て
ま
ず
上
海
に
赴
い
て
国
民
党
の
政
治
主
張
を
発
表
し
、
北
方
側
が
同
意
す
る
な

ら
ば
共
同
行
動
を
と
る
と
い
う
方
針
が
決
定
さ
れ
た
。
張
作
震
や
段
棋
瑞
と
同
盟
し
て
北
伐
に
よ
る
直
隷
派
の
打
倒
を
計
画
し
て
い
た
国

民
党
に
は
、
不
確
定
要
素
が
多
い
と
は
い
え
、
北
京
の
政
変
は
事
態
の
好
転
で
あ
っ
た
。
十
一
月
四
日
に
は
胡
漢
民
の
大
元
帥
職
の
代
行

と
語
延
聞
の
北
伐
指
揮
が
決
定
さ
れ
た
。
十
一
月
十
日
に
「
北
上
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
、
国
民
諸
階
層
の
各
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表

に
よ
る
国
民
会
議
の
開
催
と
不
平
等
条
約
破
棄
の
政
治
主
張
が
掲
げ
ら
れ
、
孫
文
は
十
一
月
十
三
日
に
北
上
の
途
に
つ
い
た
。

北
上
は
和
平
統
一
へ
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、
武
力
統
一
を
め
ざ
す
北
伐
も
同
時
に
進
行
し
た
。
語
延
聞
の
指
揮
下
に
北
伐
部
隊
が
詔
関

に
集
結
し
、
十
一
月
下
旬
に
は
湖
南
へ
、
十
二
月
初
め
に
は
江
西
へ
の
進
入
が
開
始
さ
れ
問
。
孫
文
は
和
戦
両
様
の
構
え
を
と
っ
て
い
た
。

孫
文
は
「
北
上
宣
言
」
中
の
政
治
主
張
が
実
現
さ
れ
事
態
が
収
拾
さ
れ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
商
団
事
件
や

大
元
帥
府
内
部
の
統
制
に
苦
慮
し
、
三
民
主
義
の
政
治
主
張
も
空
文
に
と
ど
ま
り
住
民
に
う
と
ま
れ
る
だ
け
の
広
州
を
離
れ
、
中
央
で
全

国
的
な
政
治
宣
伝
を
行
う
絶
好
の
機
会
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

北
京
政
変
当
初
、
共
産
党
は
北
上
の
姿
勢
を
示
す
孫
文
に
対
し
、
列
強
と
軍
閥
の
主
催
す
る
和
平
会
議
へ
の
出
席
は
中
国
革
命
に
お
け
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る
孫
文
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
自
滅
の
道
だ
と
論
じ
、
北
上
に
反
対
し
て
い
問
。
孫
文
が
軍
閥
や
列
強
と
、
政
治
上
の
取
引
を
す
る
こ
と

を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
北
上
宣
言
」
が
発
表
さ
れ
る
と
、
国
民
会
議
の
宣
伝
を
全
国
的
に
行
う
こ
と
に
意
義
を
認
め
北
上
支

持
を
表
明
す
れ
）
。
共
産
党
は
二
三
年
八
月
に
同
様
の
国
民
会
議
を
提
起
し
て
い

μ）
し
、
商
団
事
件
後
に
上
海
の
共
産
党
員
た
ち
が
国
民
党

に
対
し
、
広
州
を
捨
て
全
国
的
規
模
で
の
革
命
宣
伝
の
準
備
を
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
事
黙
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
変
化
は
当
然
で
あ
っ
た
。

し
か
し
共
産
党
の
当
初
の
懸
念
に
は
根
拠
が
あ
っ
た
。
孫
文
は
九
月
の
北
伐
宣
言
発
表
と
同
時
に
李
烈
鈎
を
日
本
に
派
遣
し
、
旧
知
の

各
方
面
に
反
直
隷
派
戦
争
へ
の
支
持
を
打
診
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
側
の
反
応
は
冷
た
く
、
支
持
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
状

況
下
に
北
京
政
変
が
発
生
し
、
北
上
途
中
の
孫
文
は
日
本
を
訪
問
す
初
。
孫
文
に
は
「
北
上
宣
言
」
中
の
政
治
主
張
を
く
ず
す
つ
も
り
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
政
府
と
の
何
ら
か
の
妥
協
か
、
あ
る
い
は
支
持
を
得
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
日
本

当
局
者
は
孫
文
と
の
交
渉
に
応
ぜ
判
、
孫
文
は
十
一
月
二
十
四
日
に
神
戸
に
到
着
し
た
が
東
京
に
赴
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て

十
一
月
二
十
八
日
に
神
戸
商
工
会
議
所
等
の
団
体
に
招
請
さ
れ
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
講
演
を
行
い
、
中
国
政
局
の
収
拾
に
対
し
日
本
に
道

第一次国共合作の展開

義
的
に
公
正
な
態
度
を
期
待
す
る
と
述
べ
、
北
京
に
赴
く
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
孫
文
は
十
二
月
四
日
に
天
津
に
到
着
し
十
二
月
三
十

一
日
に
は
北
京
に
入
る
が
、
持
病
の
肝
臓
ガ
ン
が
悪
化
し
、
翌
二
五
年
一
月
二
十
六
日
に
は
協
和
病
院
に
入
院
し
手
術
を
受
け
犯
。

こ
の
間
、
北
京
で
は
二
四
年
十
一
月
二
十
四
日
に
段
棋
瑞
が
臨
時
執
政
に
就
任
し
政
府
を
組
織
し
た
。
そ
し
て
不
平
等
条
約
履
行
と
軍

閥
、
官
僚
、
政
客
に
よ
る
善
後
会
議
開
催
を
主
張
し
、
国
民
党
の
主
張
す
る
不
平
等
条
約
破
棄
と
国
民
会
議
開
催
に
対
抗
し
た
。
段
棋
瑞

は
二
五
年
二
月
一
日
に
は
、
国
民
党
不
参
加
の
ま
ま
善
後
会
議
開
催
を
強
行
し
問
。
一
方
、
孫
文
の
病
状
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
三

月
十
一
日
に
ソ
連
、
国
民
宍
家
族
へ
の
遺
嘱
（
遺
言
）
に
署
名
し
、
三
月
士
百
に
は
逝
去
し
た
。
享
年
六
十
で
あ
っ
（
問
。
広
州
の
国
民

党
は
三
月
二
十
一
日
に
宣
言
を
発
し
、
合
法
政
府
が
組
織
さ
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
孫
文
の
遺
嘱
を
守
り
革
命
を
続
行
す
る
こ
と
を

表
明
し
た
。
こ
の
あ
と
、
国
民
党
は
五
月
十
八
日
か
ら
広
州
で
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
（
一
期
三
中
全
会
）
を
開
催
す
る
。
会
議
で
は
、

絶
対
的
権
限
を
持
つ
孫
文
の
総
理
の
地
位
は
空
席
と
し
、
孫
文
の
「
遺
嘱
」
を
党
是
と
し
、
選
挙
に
よ
る
中
央
執
行
委
員
会
を
最
高
機
関
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と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。

54 

第
三
節

国
民
革
命
勢
力
の
台
頭

1 

黄
捕
軍
官
学
校
と
蒋
介
石

国
民
党
は
大
元
帥
府
の
軍
閥
的
体
質
を
そ
の
ま
ま
に
、
一
方
で
は
国
民
会
議
開
催
や
北
伐
開
始
を
試
み
た
が
低
迷
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
二
五
年
に
な
る
と
状
況
は
一
変
す
る
。
陳
畑
明
を
打
破
し
た
あ
と
大
元
帥
府
内
部
の
最
大
の
障
害
物
で
あ
る
楊
希
関
を
粛

清
し
、
七
月
一
日
に
は
国
民
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
。
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
原
動
力
は
、
黄
捕
軍
官
学
校
で
養
成
さ
れ
た
新
し
い
軍
事

力
で
あ
っ
た
。
こ
の
軍
事
力
を
核
に
、
軍
隊
の
整
頓
で
あ
る
整
軍
工
作
が
推
進
さ
れ
る
。

黄
捕
軍
官
学
校
設
立
の
契
機
は
、
孫
文
が
一
九
二
二
年
八
月
に
上
海
で
マ

l
リ
ン
グ
と
ソ
連
政
府
か
ら
の
軍
事
援
助
を
協
議
し
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
二
三
年
の
八
月
に
は
蒋
介
石
が
ソ
連
赤
軍
視
察
に
赴
き
、
ソ
連
赤
軍
に
範
を
と
る
国
民
党
直
属
の
軍
隊
の
建
設
が
始
め
ら
れ

る
。
日
本
を
は
じ
め
列
強
も
軍
閥
に
軍
事
技
術
や
武
器
を
供
与
し
た
が
、
新
し
い
軍
事
思
想
と
制
度
を
中
国
に
移
植
し
た
の
は
ソ
連
か
ら

の
国
民
党
へ
の
軍
事
援
助
の
他
に
は
例
を
見
な
い
。
こ
の
ほ
う
が
結
果
と
し
て
金
も
か
か
ら
ず
効
果
、
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
中
国
の
必
要

と
し
て
い
た
も
の
が
、
ま
さ
し
く
新
し
い
思
想
と
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

二
三
年
十
一
月
二
十
六
日
の
国
民
党
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
第
十
回
会
議
で
、
蒋
介
石
が
新
し
い
「
国
民
軍
軍
官
学
校
」
（
の
ち
陸
軍
軍

官
学
校
と
改
称
）
の
校
長
に
、
屡
仲
憧
が
同
校
の
政
治
部
主
任
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
蒋
介
石
は
ソ
連
滞
在
中
で
、
開
学
準
備
は
摩

仲
憧
の
双
肩
に
か
か
る
。
蒋
介
石
は
二
三
年
十
二
月
十
五
日
に
上
海
に
帰
着
し
、
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
中
の
二
四
年
一
月
二
十

四
日
に
陸
軍
軍
官
学
校
準
備
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
開
学
費
用
の
捻
出
で
他
の
国
民
党
員
と
軌
糠
を
生
じ
、
二
月
二
十
一
日
に

は
辞
表
を
提
出
し
て
広
州
を
離
れ
る
。
屡
仲
慢
は
二
月
二
十
三
日
に
代
理
準
備
委
員
長
と
な
り
、
準
備
を
進
行
さ
せ
た
。
そ
し
て
蒋
介
石

を
慰
留
し
蒋
介
石
と
乳
礁
を
生
じ
た
禁
煙
督
弁
（
阿
片
取
締
り
の
最
高
責
任
者
。
実
際
に
は
阿
片
の
流
通
を
統
轄
し
大
き
な
収
入
を
あ
げ



て
い
た
）
の
楊
西
厳
を
更
迭
し
て
費
用
面
の
問
題
を
解
決
し
、

四
月
二
十
日
の
蒋
介
石
の
復
帰
を
実
現
す
る
。
こ
の
あ
と
五
月
三
日
に
孫

文
に
よ
り
蒋
介
石
が
陸
軍
軍
官
学
校
校
長
に
任
命
さ
れ
、
九
日
に
は
摩
仲
慢
が
党
代
表
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
六
月
十
六
日
に
軍
官
学

校
は
開
学
さ
れ
た
。
彦
仲
慢
は
蒋
介
石
と
と
も
に
、
新
し
い
軍
事
力
創
出
の
責
任
者
と
な
っ
た
。

黄
捕
軍
官
学
校
に
関
す
る
日
本
の
研
究
で
注
目
す
べ
き
は
、
竹
内
実
、
三
石
善
吉
、
狭
間
直
樹
の
三
氏
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
竹
内
実
氏

は
中
国
近
代
史
に
お
け
る
黄
捕
軍
官
学
校
の
意
義
を
検
討
す
る
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
に
、
設
立
前
後
の
事
情
や
組
織
と
制
度
、
更
に

は
教
育
の
実
態
を
分
析
し
て
い
る
。
意
外
な
の
は
、
制
度
面
と
思
想
面
す
な
わ
ち
党
代
表
制
度
の
導
入
や
民
衆
と
結
合
し
た
軍
隊
の
建
設

日
常
生
活
上
の
規
律
や
様
式
の
点
で
は
日
本
陸
軍
の
影
響
が
極
め
て
強
い
事
実
で
あ
る
。

と
い
う
点
で
は
ソ
連
の
方
式
に
学
ん
で
い
る
が
、

蒋
介
石
は
じ
め
、
教
育
長
の
王
柏
齢
、
教
練
部
長
の
何
応
欽
が
日
本
陸
軍
に
留
学
し
て
い
た
か
ら
に
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

三
石
善
吉
氏
は
黄
捕
軍
官
学
校
の
成
立
経
過
を
ソ
連
と
の
関
係
か
ら
説
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
成
立
後
の
展
開
を
広
範
な
資
料
に
基
づ
き

克
明
に
解
明
し
て
い
る
。
狭
間
直
樹
氏
は
、
毛
沢
東
が
「
新
民
主
主
義
論
」
で
第
一
次
国
共
合
作
の
三
大
政
策
で
あ
る
と
主
張
し
た
「
連

ソ
・
容
共
・
扶
助
農
工
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
、
黄
捕
軍
官
学
校
の
中
か
ら
唱
え
ら
れ
始
め
た
事
実
と
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

黄
浦
軍
官
学
校
で
は
、
周
恩
来
ら
の
共
産
党
員
が
政
治
教
育
で
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
。
し
か
し
校
長
の
蒋
介
石
の
役
割
を
抜
き

第一次国共合作の展開

に
し
て
黄
捕
軍
官
学
校
は
語
れ
な
い
。
蒋
介
石
こ
そ
が
教
育
の
責
任
者
と
し
て
ソ
連
赤
軍
の
軍
事
制
度
と
そ
の
軍
事
思
想
を
中
国
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
、
こ
の
基
礎
の
上
に
新
し
い
軍
事
力
を
確
立
す
る
最
大
の
役
割
を
果
た
し
た
。
蒋
介
石
が
校
長
に
選
ば
れ
た
の

は
、
孫
文
の
側
近
と
し
て
軍
務
に
つ
い
た
前
歴
に
も
よ
る
が
、
重
要
な
の
は
彼
に
は
軍
閥
的
背
景
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
諸

軍
閥
が
ひ
し
め
く
広
州
で
北
は
侠
西
か
ら
南
は
広
西
に
至
る
全
国
か
ら
募
集
し
た
学
生
を
教
育
し
、
国
民
的
な
軍
事
力
に
育
て
あ
げ
る
責

任
者
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
、
共
産
主
義
思
想
や
ソ
連
か
ら
の
援
助
に
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
接
し
た
が
、
ロ
シ
ア
革

命
の
精
神
と
経
験
に
学
ぼ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
演
説
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
二
四
年
六
月
二
十
九
日
に
第
一
期
の
学
生
に
対

し
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第2章

ロ
シ
ア
共
産
党
員
に
見
ら
れ
る
革
命
へ
の
確
固
と
し
た
志
と
献
身
、

お
よ
び
統
制
の
と
れ
た
組
織
力
こ
そ
が
、
革
命
成
功
の
必
須
条



件
で
あ
る
と
訴
ん
問
。
蒋
介
石
の
い
う
革
命
成
功
の
必
須
条
件
が
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
神
髄
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
蒋
介
石
は
、
儒
家
の
伝
統
で
あ
る
説
得
と
綱
紀
を
用
い
て
革
命
軍
の
士
官
を
養
成
し
た
。
ま
た
二
五
年
一
月
に
は
、
戦
闘
中
の
命

令
無
視
の
退
却
に
対
し
指
揮
官
や
兵
士
の
銃
殺
を
規
定
す
る
革
命
連
座
法
を
制
定
し
、
軍
隊
の
士
気
と
い
う
内
面
的
要
素
を
制
度
面
か
ら

も
牽
制
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
高
い
士
気
と
団
結
力
を
誇
る
軍
隊
が
、
多
く
の
場
合
は
正
反
対
の
状
態
に

あ
っ
た
軍
閥
軍
と
の
戦
闘
で
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
の
軍
人
と
し
て
の
才
能
は
、
新
し
い
革
命
軍
を
形
成
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し
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
維
持
す
る
規
律
と
精
神
を
確
立
し
た
点
に
あ
っ
た
。

蒋
介
石
は
、
合
作
直
後
か
ら
の
三
民
主
義
解
釈
を
め
ぐ
る
国
民
党
員
と
共
産
党
員
の
理
論
抗
争
や
勢
力
争
い
に
中
立
を
保
ち
、
黄
塙
軍

官
学
校
に
も
波
及
し
た
こ
の
争
い
を
調
停
し
よ
う
と
努
め
（
問
。
内
部
抗
争
は
軍
閥
打
倒
と
い
う
当
面
の
目
標
に
、
致
命
的
弱
点
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
共
産
党
側
の
研
究
で
は
、
当
時
の
蒋
介
石
の
言
動
は
革
命
を
装
う
欺
踊
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
蒋
介
石
は
、
国

民
革
命
に
不
可
欠
な
団
結
し
た
軍
事
力
の
養
成
に
懸
命
に
な
っ
て
い
た
。
軍
闘
が
ひ
し
め
き
国
共
闘
の
乳
牒
が
進
行
す
る
中
で
、
こ
の
創
刊

際
を
調
停
し
て
ひ
た
す
ら
革
命
精
神
を
鼓
吹
し
規
律
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
蒋
介
石
は
、
草
命
陣
営
を
統
一
す
る
要
で
あ
っ
た
。
こ
の

事
実
は
周
り
の
人
間
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ロ
ジ
ン
も
蒋
介
石
の
も
と
で
の
軍
権
の
統
一
を
支
持
し
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
蒋
介
石
も
周
囲
ゆ
来
を
黄
捕
軍
官
学
校
政
治
部
主
任
に
据
え
る
ほ
か
、
多
く
の
共
産
党
員
を
黄
塙
軍
官
学
校
か
ら
生

ま
れ
る
党
軍
の
戦
闘
単
位
の
党
代
表
に
任
命
し
充
分
に
活
動
さ
せ
が
）
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
軍
事
力
が
、
パ
ブ
ロ
フ
に
次
ぐ
首
席
顧
問
と

し
て
二
四
年
十
月
に
広
州
に
到
着
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
ら
の
ソ
連
軍
事
顧
問
団
の
作
戦
計
画
を
背
景
に
、
労
働
者
や
農
民
と
も
結
び
つ
き

混
迷
し
た
状
況
か
ら
の
出
路
を
切
り
ひ
ら
い
た
。

黄
捕
軍
官
学
校
の
存
在
は
、
国
民
党
の
追
求
す
る
「
軍
事
優
先
路
線
」
と
共
産
党
の
追
求
す
る
「
民
衆
運
動
路
線
」
を
両
立
さ
せ
、
国

共
合
作
の
実
を
発
揮
さ
せ
る
要
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
軍
事
顧
問
団
を
送
り
こ
み
国
民
党
を
実
力
を
有
す
る
親
ソ
勢
力
に
育
て
あ
げ
よ
う

と
し
た
ソ
連
外
交
戦
略
の
要
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ソ
連
政
府
は
、

一
九
二
六
年
三
月
の
蒋
介
石
の
最
初
の
反
共
行
動
で
あ
る



中
山
艦
事
件
に
さ
い
し
て
も
、
蒋
介
石
に
譲
歩
し
て
彼
を
革
命
遂
行
の
要
に
据
え
よ
う
と
し
た
。

蒋
介
石
は
新
し
い
軍
事
力
の
創
造
に
決
然
た
る
意
志
を
秘
め
て
い
た
。
蒋
介
石
は
一
九
二
四
年
九
月
の
北
伐
開
始
を
疑
問
視
し
、
九
月

十
八
日
に
は
黄
塙
軍
官
学
校
第
一
期
生
に
対
し
、
中
国
の
内
乱
を
平
定
し
人
民
生
活
の
安
定
を
も
た
ら
す
の
は
真
の
革
命
軍
の
出
現
に
か

か
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
広
東
商
団
と
国
民
党
の
対
立
が
激
化
し
た
十
月
九
日
に
は
、
黄
捕
を
放
棄
し
て
北
伐
に
加
わ
れ
と

の
孫
文
の
電
報
に
対
し
、
黄
捕
を
死
守
す
る
意
向
を
伝
え
て
い
問
。
黄
捕
を
離
れ
れ
ば
、
革
命
軍
教
育
が
挫
折
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
し
か
し
蒋
介
石
が
、
九
月
十
二
日
に
孫
文
護
衛
の
た
め
黄
捕
学
生
軍
の
一
隊
を
派
遣
し
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

2 

共
産
党
と
黄
捕
軍
官
学
校

上
海
の
共
産
党
中
央
は
黄
捕
の
革
命
軍
建
設
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
共
産
党
は
国
共
合
作
以
前
か
ら
、
国
民
党
の
軍

事
路
線
を
民
衆
無
視
だ
と
批
判
し
て
い
た
が
、
合
作
後
も
同
様
の
理
由
か
ら
革
命
軍
創
出
に
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
。
一
九
二
二
年
九
月

に
陳
独
秀
の
「
造
国
論
」
が
発
表
さ
れ
、
真
に
独
立
し
た
中
華
民
国
を
作
る
た
め
「
国
民
軍
」
の
建
設
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
力
点
は

第一次国共合作の展開

軍
事
力
と
し
て
の
革
命
軍
創
出
に
は
な
く
、
革
命
軍
に
結
集
さ
せ
る
こ
と
で
民
衆
を
連
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
十
一

月
に
孫
鐸
の
「
国
民
運
動
、
革
命
軍
と
革
命
宣
伝
」
が
発
表
さ
れ
、
国
民
革
命
に
お
け
る
軍
事
行
動
の
重
要
性
を
認
め
、
革
命
軍
を
作
る

必
要
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
力
点
は
「
造
国
論
」
と
同
様
に
軍
事
力
と
し
て
の
革
命
軍
創
出
で
は
な
く
、
軍
事
力
を
真
に
革
命
的
に
す

る
革
命
宣
伝
の
重
要
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
共
産
党
中
央
の
革
命
軍
建
設
に
対
す
る
積
極
的
意
見
は
見
あ
た
ら
な
い
。
軍
閥
混
戦
下
で

は
軍
事
力
す
な
わ
ち
軍
閥
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
す
、
ぎ
た
の
と
、
軍
事
路
線
を
進
め
る
国
民
党
主
導
の
軍
事
力
創
設
を
警
戒
し
、
さ
ら
に

一
九
二
四
年
五
月
の
中
共
中
央
委
員
会
総
会
は
「
決
議
」
の
中
で
、

は
黄
捕
の
状
況
が
良
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
ろ
う
。

第2章

ボ
ロ
ジ
ン
を
国
民
党
の
軍
事
路
線
を
支
援
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
あ
と
、
中
共
中
央
委
員
会
は
黄
捕
軍
官
学
校
を
国
民
党

右
派
の
巣
窟
で
あ
る
と
非
難
し
、
ボ
ロ
ジ
ン
に
黄
捕
軍
官
学
校
へ
の
支
援
を
停
止
す
る
よ
う
提
案
し
た
と
い
う
。
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共
産
党
中
央
か
ら
の
非
難
を
よ
そ
に
、
二
四
年
の
十
月
か
ら
十
二
月
に
は
国
民
党
直
属
の
軍
事
力
を
整
備
す
る
た
め
下
級
士
官
と
兵
士

が
急
募
さ
れ
、
貰
捕
軍
官
学
校
の
教
職
員
を
上
級
士
官
に
加
え
た
数
千
人
の
教
導
団
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
折
か
ら
十
一
月
に
卒
業
し
て

い
た
黄
捕
軍
官
学
校
第
一
期
の
学
生
の
多
数
が
配
属
さ
れ
た
。
教
導
団
は
翌
二
五
年
四
月
に
は
「
党
軍
」
と
名
称
を
改
め
、
さ
ら
に
国
民

革
命
軍
第
一
軍
へ
と
発
展
す
る
。
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一
九
二
五
年
一
月
に
、
社
会
主
義
青
年
団
（
二
五
年
一
月
末
に
共
産
主
義
青
年
団
と
改
名
）
の
機
関
誌
『
中
国
青
年
』
誌
上
で
共
産
党
員

の
障
代
英
が
黄
捕
軍
官
学
校
学
生
の
劉
侃
隆
と
論
争
し
て
い
る
。
劉
侃
隆
は
、
労
農
民
衆
は
散
漫
で
革
命
運
動
で
は
「
軍
」
こ
そ
が
決
定

的
役
割
を
果
た
し
、
「
軍
」
も
思
想
工
作
で
革
命
化
で
き
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
俸
代
英
は
、
軍
事
よ
り
民
衆
工
作
が
千
倍
も
大
事
で

あ
り
、
民
衆
が
革
命
化
し
て
こ
そ
「
軍
」
も
革
命
化
す
る
と
主
張
し
、
黄
捕
の
革
命
軍
建
設
を
評
価
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。

共
産
党
中
央
が
「
軍
」
の
役
割
を
は
じ
め
て
評
価
し
た
の
は
、
黄
捕
の
教
導
団
が
広
東
省
東
部
に
出
撃
し
陳
畑
明
を
撃
破
し
た
第
一
次

東
征
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
「
軍
」
に
協
力
し
た
東
江
（
広
東
省
東
部
の
大
河
こ
帯
の
農
民
の
果
た
し
た
役
割
が
重
視
さ
れ
、
黄
捕

の
学
生
軍
の
戦
功
を
認
め
つ
つ
も
「
軍
事
力
」
と
し
て
の
「
軍
」
そ
の
も
の
の
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
あ

と
「
軍
事
力
」
が
目
ざ
ま
し
い
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
く
だ
ん
の
俸
代
英
が
一
九
二
六
年
三
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
黄
捕
軍
官

学
校
第
四
期
の
政
治
部
主
任
教
官
に
就
任
す
る
の
は
興
味
深
い
。

広
州
の
共
産
党
員
は
、
当
初
か
ら
「
軍
」
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
共
産
党
広
東
区
委
員
会
に
は
上
海
の
中
央
党
部
に
は
な
い
軍

事
部
が
設
け
ら
れ
、
周
思
来
が
部
長
を
つ
と
め
た
。
そ
し
て
五
百
名
内
外
の
黄
捕
軍
官
学
校
第
一
期
の
学
生
中
、
八
十
数
名
が
共
産
党
員

で
あ
つ
が
）
。
二
五
年
二
月
に
は
共
産
党
員
の
学
生
を
中
心
に
中
国
青
年
軍
人
連
合
会
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
前
出
の
劉
侃
隆
も
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
国
青
年
軍
人
連
合
会
は
、
二
五
年
四
月
に
成
立
し
た
国
民
党
員
の
学
生
か
ら
な
る
中
山
主
義
学
会
（
後
、
孫
文

（
削
）

主
義
学
会
と
改
名
）
と
大
き
な
対
立
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
黄
捕
で
は
、
当
面
は
革
命
軍
建
設
の
大
原
則
が
堅
持
さ
れ
、

ソ
連
軍
事
顧
問
団
、
国
民
党
の
政
治
路
線
を
代
表
す
る
摩
仲
憧
、

ソ
連
政
府
を
代
表
す
る
ボ
ロ
ジ
ン
と
そ
の
指
揮
下
の

校
長
の
蒋
介
石
、



周
恩
来
ら
共
産
党
員
が
協
力
し
あ
っ
て
い
た
。
そ
の
最
初
の
成
果
は
、
陳
畑
明
に
対
す
る
第
一
次
東
征
と
な
っ
て
現
れ
た
。

3 

第
一
次
東
征
の
勝
利

第一次国共合作の展開

第
一
次
東
征
は
北
伐
に
比
べ
二
義
的
な
意
味
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
孫
文
の
北
上
と
前
後
し
て
開
始
さ
れ
た
北
伐
は
、
北
京
政
変

に
よ
る
直
隷
派
の
勢
力
失
墜
を
背
景
に
順
調
な
進
撃
を
続
け
た
。
敵
対
し
て
い
た
江
西
の
方
本
仁
や
陳
畑
明
の
部
下
の
林
虎
も
、
北
伐
軍

に
内
応
を
約
束
し
た
。
こ
の
間
に
、
広
州
で
は
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
を
中
心
に
陳
畑
明
攻
撃
が
計
画
さ
れ
た
。
ソ
連
軍
事
顧
問
は
寄
せ
集
め
部

隊
に
よ
る
北
伐
の
成
功
を
信
じ
ず
、
陳
畑
明
を
倒
し
て
大
元
帥
府
の
勢
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
考
え
て
い
た
。
ブ
リ
ユ
ツ

ヘ
ル
は
孫
文
の
承
諾
を
得
た
の
ち
、
胡
漢
民
、
許
崇
智
、
楊
希
関
を
交
え
て
東
征
準
備
を
開
始
し
た
。
し
か
し
資
金
の
欠
乏
と
商
団
事
件

で
大
元
帥
府
と
乳
繰
を
生
じ
て
い
た
氾
石
生
の
動
向
が
懸
念
さ
れ
、
計
画
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
北
伐
軍
は
快
進
撃
を
続
け
、
十

二
月
十
五
日
に
は
江
西
の
要
衝
で
あ
る
韻
州
を
占
領
し
て
大
本
営
を
詔
関
よ
り
移
動
さ
せ
た
が
、
こ
の
直
後
に
方
本
仁
や
林
虎
が
態
度
を

豹
変
さ
せ
た
。
林
虎
は
北
伐
軍
の
後
方
に
進
出
し
、
湖
南
の
越
恒
協
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
行
動
を
開
始
し
た
。
北
伐
軍
は
大
混
乱
に
陥
り

広
州
へ
と
敗
走
し
、
北
伐
は
頓
座
し
問
。

北
伐
の
失
敗
は
東
征
開
始
を
促
し
た
。
陳
畑
明
が
こ
の
機
を
の
が
さ
ず
、
広
州
に
進
攻
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
陳
畑
明
は
商
団
事

件
で
大
元
帥
府
に
恨
み
を
抱
く
商
人
た
ち
か
ら
、
資
金
援
助
を
得
て
い
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
を
中
心
に
広
州
防
御
体
制
が
整
備
さ
れ
、
陳

畑
明
が
す
ぐ
に
進
撃
し
て
こ
な
け
れ
ば
一
月
中
旬
を
期
し
て
先
制
攻
撃
を
か
け
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
か
く
し
て
二
五
年
一
月
に
な
る

と
黄
捕
軍
官
学
校
で
は
「
陳
畑
明
を
殺
せ
」
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
り
、
革
命
連
座
法
が
公
布
さ
れ
東
征
準
備
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
農
民

（胤）

運
動
特
派
員
に
よ
る
東
江
一
帯
の
農
民
へ
の
働
き
掛
け
が
計
画
さ
れ
、
民
衆
と
結
び
つ
い
た
革
命
軍
の
真
価
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第2章

進
撃
計
画
は
、
総
指
揮
官
の
楊
希
関
が
作
成
し
た
原
案
に
ブ
リ
ュ
ッ
へ
ル
が
手
を
加
え
、
三
路
に
別
れ
て
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し

北
路
と
中
路
を
担
当
し
た
演
軍
と
桂
軍
は
東
江
地
区
に
侵
入
し
た
あ
と
部
隊
を
停
止
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
南
路
を
担
当
し
た
号
軍
と
黄
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捕
軍
官
学
校
の
教
導
団
と
学
生
隊
だ
け
で
進
撃
す
る
こ
と
に
な
り
、
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
を
軍
事
顧
問
に
二
月
三
日
を
期
し
て
陳
畑
明
の
本

拠
地
の
泊
頭
を
め
ざ
し
攻
撃
に
移
っ
た
。
教
導
団
に
は
仇
敵
を
討
つ
と
い
う
政
治
目
標
に
と
ど
ま
ら
ず
、
占
領
地
を
得
て
財
源
を
確
保
す

（
附
）

る
た
め
に
も
陳
畑
明
打
倒
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
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東
征
の
経
過
は
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
も
詳
し
い
が
、
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
手
記
が
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
広
州
｜
香
港
聞
の
鉄
道
で
南
下
し
、
二
手
に
分
か
れ
て
下
車
し
連
絡
を
保
ち
つ
つ
東
に
進
ん
だ
。
簡
単
な
地
図
を
も
と
に
全
員
が
徒

歩
で
行
軍
し
（
司
令
部
に
は
か
ご
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
う
）
、
随
所
で
住
民
に
道
案
内
を
た
の
む
な
ど
困
難
を
極
め
た
。
通
信
連
絡
も

周
到
で
な
く
、
占
領
地
で
の
徴
税
権
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
各
部
隊
が
行
軍
速
度
を
乱
し
、
順
調
に
進
軍
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
戦
闘
部
隊
の
核
と
な
っ
た
教
導
団
は
、
民
衆
と
の
交
歓
会
開
催
や
党
代
表
が
革
命
精
神
を
鼓
舞
し
て
高
い
士
気
を
保
ち
、
多
数
の
死

傷
者
を
出
し
た
が
他
の
部
隊
を
牽
引
し
た
。
か
く
し
て
東
征
軍
は
計
画
ど
お
り
に
淡
水
を
攻
略
し
、
三
月
七
日
に
は
油
頭
を
占
領
し
た
。

さ
ら
に
十
三
日
に
は
残
敵
を
棉
湖
に
破
り
、
東
江
一
帯
を
制
圧
し
た
。
淡
水
や
棉
湖
で
の
激
戦
と
黄
捕
軍
官
学
校
第
一
期
卒
業
生
と
教
導

（
即
）

団
の
三
分
の
一
と
い
う
高
い
死
傷
率
は
、
軍
閥
聞
の
戦
闘
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
陳
畑
明
側
が
評
判
ど
お
り
の
精
鋭
で
、

教
導
団
が
こ
れ
に
勝
る
士
気
を
発
揮
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
戦
闘
終
了
後
に
は
、
黄
捕
軍
官
学
校
や
教
導
団
に
も
規
律
の
ゆ
る
み

（悶）

が
出
現
し
た
。
ま
た
東
江
一
帯
で
は
許
崇
智
麿
下
の
専
軍
が
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
苛
酷
な
収
奪
を
行
い
、
住
民
の
反
発
を
ま
ね
い
た
。
し
か

し
教
導
団
が
油
頭
を
占
領
し
て
財
源
問
題
を
解
決
し
多
数
の
武
器
を
得
て
陣
容
を
強
化
し
た
こ
と
は
、
国
民
革
命
勢
力
の
確
立
に
不
可
欠

な
、
楊
希
関
と
劉
震
嚢
の
粛
清
を
準
備
し
た
。

粛
軍
と
国
民
政
府
の
成
立

東
征
軍
に
参
加
し
た
が
部
隊
を
停
止
さ
せ
て
い
た
楊
希
関
と
劉
震
震
は
、
各
自
の
行
動
を
開
始
し
た
。

広
西
省
で
は
親
国
民
党
勢
力
の
李
宗
仁
と
黄
紹
紘
が
勢
力
を
二
分
し
、
広
西
へ
の
復
帰
を
め
ざ
す
劉
震
嚢
は
状
況
に
不
満
で
あ
っ
た
。
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第2章第一次国共合作の展開

劉
震
嚢
は
東
征
軍
進
発
直
後
の
二
月
六
日
に
変
装
し
て
雲
南
の
唐
継
棄
を
た
ず
ね
、
共
同
で
広
西
省
を
平
定
し
た
後
に
広
東
の
大
元
帥
府

を
転
覆
し
、
唐
継
莞
首
班
の
新
政
権
を
樹
立
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
唐
継
莞
は
広
西
省
に
侵
入
し
、
二
月
二
十
六
日
に
南

寧
を
占
領
し
た
。
広
東
の
大
元
帥
府
は
、
声
ロ
継
莞
と
雲
南
省
支
配
を
争
う
濃
軍
の
氾
石
生
を
投
入
し
、
李
宗
仁
お
よ
び
黄
紹
紘
と
連
合
さ

せ
て
反
撃
を
加
え
た
。
戦
い
は
一
進
一
退
を
く
り
返
し
、
二
五
年
の
八
月
に
氾
石
生
軍
は
大
挙
し
て
雲
南
省
侵
入
を
試
み
る
が
撃
退
さ
れ
、

結
局
は
双
方
が
疲
弊
し
て
秋
に
は
終
Z

局
す
る
。
楊
希
関
に
は
大
元
帥
府
の
切
り
崩
し
を
図
る
北
方
の
段
棋
瑞
か
ら
誘
い
の
手
が
の
び
て
き

た
。
東
征
勝
利
後
の
、
四
月
下
旬
と
思
わ
れ
る
。
東
征
勝
利
に
よ
る
専
軍
や
教
導
団
の
勢
力
増
大
に
直
面
し
た
楊
希
関
は
、
段
棋
瑞
の
密

使
と
香
港
で
会
見
し
た
。
そ
し
て
、
大
元
帥
府
を
転
覆
す
れ
ば
広
東
の
軍
務
督
弁
（
軍
政
長
官
）
に
任
命
す
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
。
楊
希

関
と
劉
震
賓
の
聞
に
は
、
相
互
協
力
の
密
約
が
結
ば
れ
た
。

チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
手
記
を
中
心
に
、
楊
希
閲
と
劉
震
賓
の
粛
清
経
過
を
あ
と
さ
つ
け
て
み
よ
う
。
東
征
終
了
後
に
ブ
リ
ュ
ッ
へ
ル
や
蒋

介
石
は
許
崇
智
を
油
頭
に
残
し
て
四
月
初
旬
に
広
州
に
戻
り
、
楊
希
聞
と
劉
震
嚢
の
策
謀
の
情
報
を
四
月
上
旬
に
得
た
。
四
月
二
十
三
日

に
広
西
省
南
寧
付
近
で
氾
石
生
軍
が
大
敗
し
た
と
い
う
情
報
が
入
る
と
、
劉
震
嚢
は
香
港
の
唐
継
尭
の
代
表
を
広
州
に
呼
び
、
楊
希
関
と

具
体
的
行
動
を
起
こ
す
準
備
を
始
め
た
。
急
逮
、
四
月
二
十
四
日
に
大
元
帥
府
会
議
が
聞
か
れ
、
楊
希
関
と
劉
震
嚢
へ
の
対
抗
策
を
許
崇

智
と
協
議
す
る
た
め
、
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
、
摩
仲
憧
、
蒋
介
石
の
三
名
が
船
で
油
頭
に
赴
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
四
月
二
十
七
日

の
船
中
で
、
こ
の
三
名
に
よ
り
楊
希
関
と
劉
震
嚢
を
武
力
弾
圧
す
る
方
針
が
決
定
さ
れ
る
。

一
方
、
楊
希
関
と
劉
震
嚢
の
部
隊
は
四
月
二
十
八
日
以
降
は
東
江
地
区
か
ら
広
州
市
内
に
移
動
を
始
め
、
大
元
帥
府
側
の
李
福
林
ら
の

部
隊
と
珠
江
を
は
さ
ん
で
対
峠
し
た
。

こ
の
間
、
油
頭
で
は
北
京
か
ら
到
着
し
た
在
精
衛
や
広
州
か
ら
到
着
し
た
朱
培
徳
を
交
え
て
協
議
が
行
わ
れ
、
ブ
リ
ュ
ッ
へ
ル
の
計
画

に
基
づ
く
攻
撃
部
署
が
決
定
さ
れ
る
。
許
崇
智
は
隣
接
の
福
建
省
へ
の
侵
入
計
画
に
忙
殺
さ
れ
、
楊
希
関
と
劉
震
嚢
の
武
力
弾
圧
に
は
消

極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
福
建
省
侵
入
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
説
得
さ
れ
、
自
ら
は
専
軍
主
力
と
東
江
一
帯
に
留
ま
る
が
一
部
の
専
軍
を
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蒋
介
石
指
揮
下
の
教
導
団
と
と
も
に
広
州
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
攻
撃
計
画
は
蒋
介
石
の
部
隊
が
東
か
ら
、
李
福
林
と
呉
鉄

城
の
部
隊
が
南
か
ら
、
語
延
闘
と
朱
培
徳
の
部
隊
が
北
か
ら
、
広
東
省
西
部
に
残
留
す
る
専
軍
の
一
部
が
西
か
ら
、
広
州
市
内
の
潰
軍
と

桂
軍
に
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
期
日
は
六
月
十
一
日
か
十
二
日
と
決
定
さ
れ
た
。
語
延
闇
と
朱
培
徳
は
、
強
力
な
濃
軍
と
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戦
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
と
い
う
。
攻
撃
に
先
立
ち
大
本
営
を
珠
江
中
の
河
南
島
に
移
し
、
貴
重
品
を
黄
捕
に
運
び
こ
む
措
置
も
決
め
ら

れ
、
五
月
十
四
日
に
注
精
衛
と
摩
仲
憧
が
船
で
広
州
に
帰
り
攻
撃
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
。
こ
の
頃
、
楊
希
関
と
劉
震
嚢
は
「
広
州
を
共

産
党
の
手
か
ら
解
放
せ
よ
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
か
か
げ
反
大
元
帥
府
の
旗
臓
を
鮮
明
に
し
た
が
、
内
部
対
立
か
ら
足
並
み
が
乱
れ
て
い

た
。
そ
の
結
果
、
全
面
衝
突
を
遅
ら
せ
る
た
め
大
元
帥
府
側
と
交
渉
を
始
め
る
。
大
元
帥
府
側
で
も
胡
漢
民
ら
が
調
停
を
行
お
う
と
画
策

し
、
対
立
は
小
康
状
態
に
入
る
。
大
元
帥
府
側
は
楊
希
関
と
劉
震
嚢
に
忠
誠
宣
言
を
要
求
し
、
朱
培
徳
の
部
隊
が
省
北
部
に
と
ど
ま
っ
た

ま
ま
で
南
下
せ
ず
、
西
か
ら
の
専
軍
の
一
部
も
広
州
市
の
西
郊
に
ま
で
達
せ
ず
包
囲
網
の
形
成
が
遅
れ
る
事
態
が
出
現
す
る
。

教
導
団
を
率
い
て
広
州
に
向
か
う
途
中
で
楊
希
関
と
の
調
停
工
作
を
知
ら
さ
れ
た
蒋
介
石
は
、
生
ぬ
る
い
や
り
方
に
憤
慨
し
て
い
る
。

楊
希
関
こ
そ
が
最
大
の
軍
事
力
を
誇
っ
て
大
元
帥
府
下
の
各
軍
を
牌
院
し
、
黄
捕
軍
官
学
校
の
創
立
に
よ
り
国
民
党
の
軍
事
指
導
者
と
な

る
べ
く
決
定
さ
れ
た
蒋
介
石
を
、
目
の
上
の
コ
プ
と
見
な
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
を
粛
清
し
な
け
れ
ば
、
教
導
団
の
発
展
と
軍
事
力
統
合

の
望
み
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
五
月
三
十
日
に
楊
希
関
と
段
棋
瑞
と
の
聞
の
秘
密
通
信
文
を
入
手
し
、
楊
希
関
と
劉
震
賓
の
反
乱
の
意
志

に
変
わ
り
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

六
月
二
日
、
大
元
帥
府
は
楊
希
関
と
劉
震
宜
一
に
対
し
駐
防
地
域
か
ら
の
撤
退
と
占
拠
中
の
財
政
機
関
の
返
還
を
命
じ
、
四
日
に
は
唐
継

尭
へ
の
通
敵
行
為
を
弾
劾
し
楊
希
関
を
潰
軍
総
司
令
か
ら
解
任
し
た
。
六
日
に
は
蒋
介
石
磨
下
の
部
隊
が
石
龍
よ
り
広
州
に
向
け
て
進
撃

を
開
始
し
攻
撃
の
口
火
を
き
り
、
同
時
に
摩
仲
憧
が
鉄
道
労
働
者
や
船
員
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
打
た
せ
て
敵
軍
の
移
動
を
封
じ
た
。
そ
し
て

六
月
十
一
日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
各
部
隊
が
四
方
か
ら
攻
撃
を
加
え
、
演
軍
と
桂
軍
は
両
日
中
に
武
装
解
除
さ
れ
楊
希
関
と
劉
震
嚢
は

逃
亡
し
た
。
潰
軍
と
桂
軍
の
武
装
解
除
に
よ
る
戦
利
品
は
各
軍
の
部
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
に
収
納
し
た
が
、
捕
虜
一
万
七

0
0
0人
、
小
銃
一



万
六
六

O
O、
機
関
銃
二
一

O
、
大
砲
二

O
門
を
数
え
た
と
い
う
。
こ
の
あ
と
直
ち
に
蒋
介
石
が
広
州
衛
成
司
令
に
任
命
さ
れ
、
六
月
十

五
日
に
は
衛
成
部
隊
以
外
の
各
軍
に
広
州
退
出
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。

一
方
、
許
崇
智
麿
下
の
専
軍
主
力
は
陳
畑
明
と
妥
協
し
、
油
頭
を
中
立
地
帯
と
す
る
こ
と
や
東
江
一
帯
で
の
国
民
党
の
党
務
に
は
干
渉

し
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
六
月
十
六
日
か
十
七
日
に
は
広
州
に
引
き
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
は
占
領
地
の
放
棄
で
あ
る
が
独
断
で
は
な
く
、

東
征
の
打
撃
で
陳
畑
明
に
は
反
撃
の
力
が
残
っ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
結
果
で
あ
り
、
蒋
介
石
も
事
前
の
相
談
に
与
っ
て
い
た
。
東
江
一

帯
は
、
十
月
に
は
国
民
党
側
に
再
び
占
領
さ
れ
る
。

内
部
の
敵
を
粛
清
し
た
大
元
帥
府
は
七
月
一
日
に
は
廃
止
さ
れ
、
国
民
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
財
政
統
一
、
軍
隊
の
統
合
、
民

政
の
整
頓
が
開
始
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
い
わ
ゆ
る
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
香
港
の
広
州
へ
の
経
済
支
配
が
断
絶
し
た
こ
と
は
、

広
東
の
中
央
銀
行
（
孫
文
の
命
に
よ
り
一
九
二
四
年
八
月
に
宋
子
文
を
銀
行
長
に
成
立
）
紙
幣
の
流
通
を
促
進
し
、
国
民
政
府
の
財
政
統
一

に
貢
献
し
た
。
か
く
し
て
国
民
政
府
は
そ
の
体
制
を
固
め
は
じ
め
た
。

第一次国共合作の展開第2章
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第
三
章

広
東
国
民
政
府
に
お
け
る
政
治
抗
争
と
蒋
介
石
の
台
頭

第
一
節

財
政
統
一
と
整
軍
の
進
展

摩
仲
惜
の
暗
殺

国
民
政
府
の
成
立
は
、
国
民
党
一
全
大
会
で
採
択
さ
れ
た
「
国
民
政
府
建
国
大
綱
」
の
第
一
段
階
の
達
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
新
し
い

1 

第 3章広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

一
九
二
五
年
三
月
の
孫
文
の
死
後
、
国
民
党
は
複
数
の
委
員
に
よ
る
中
央
執
行
委
員
会
を
最
高
機
関
と
し
て
進

ん
で
い
く
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
が
、
孫
文
と
い
う
党
権
力
の
中
心
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
党
内
抗
争
が
ま
き
お
こ
る
。

争
い
は
国
民
政
府
主
席
の
人
選
問
題
か
ら
始
ま
る
。
国
民
政
府
の
最
高
機
関
は
十
六
名
の
政
府
委
員
で
構
成
さ
れ
、
主
席
に
は
孫
文
の

古
く
か
ら
の
側
近
の
胡
漢
民
と
、
在
精
衛
が
候
補
に
あ
が
り
、
孫
文
北
上
中
の
大
元
帥
代
行
で
あ
っ
た
胡
漢
民
が
有
力
祝
さ
れ
た
。
し
か
し

胡
漢
民
は
楊
希
関
と
劉
震
賓
の
粛
清
の
さ
い
の
調
停
的
態
度
か
ら
威
信
を
低
下
さ
せ
て
お
り
、
国
民
政
府
最
大
の
軍
事
力
と
な
っ
た
専
軍

の
許
崇
智
と
も
反
目
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
在
精
衛
が
主
席
に
選
出
さ
れ
胡
漢
民
は
外
交
部
長
に
就
任
し
た
が
、
外
国
語
の
で
き
な
い

彼
に
は
事
実
上
の
閑
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
態
は
胡
漢
民
の
権
威
を
楯
に
利
権
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
広
東
省
内
の
土
着
勢
力
の
不
満
を

ま
ね
い
た
。
胡
漢
民
の
従
弟
の
胡
毅
生
ら
は
文
華
堂
と
い
う
ク
ラ
ブ
を
主
催
し
て
不
満
分
子
を
糾
合
し
、
「
国
民
新
聞
」
を
発
行
し
て
、
在

精
衛
、
｛
屡
仲
憧
ら
の
国
民
政
府
の
中
心
人
物
に
様
々
な
中
傷
を
加
え
は
じ
め
た
。

国
民
政
府
主
席
の
人
選
に
端
を
発
し
た
争
い
は
、
財
政
統
一
お
よ
び
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
軍
需
の
統
一
を
め
ぐ
る
争
い
へ

と
発
展
し
、
摩
仲
慢
の
暗
殺
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
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内
部
抗
争
が
発
生
す
る
。

国
民
政
府
成
立
後
も
、
省
内
各
地
に
駐
屯
す
る
軍
隊
は
駐
屯
地
域
の
財
政
権
を
返
還
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
従
来
か
ら
財
政
統
一
の



急
先
鋒
で
国
民
政
府
財
政
部
長
に
就
任
し
た
屡
仲
慢
は
、
国
民
政
府
成
立
を
機
に
省
内
の
財
政
機
関
を
財
政
部
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
し

た
。
摩
仲
慢
は
黄
捕
軍
官
学
校
の
党
代
表
で
あ
り
、
そ
の
財
政
統
一
政
策
は
、
軍
需
の
統
一
を
基
礎
と
し
黄
捕
軍
官
学
校
の
軍
事
力
を
核

と
す
る
軍
隊
の
再
統
合
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
蒋
介
石
も
財
政
統
一
を
強
く
主
張
し
た
。
国
民
政
府
成
立
後
の
七
月
五

日
に
在
精
衛
を
主
席
に
蒋
介
石
を
は
じ
め
各
軍
の
司
令
官
で
構
成
さ
れ
る
軍
事
委
員
会
が
成
立
し
た
が
、
蒋
介
石
は
七
月
七
日
に
「
革
命

六
大
計
画
」
を
提
出
し
、
そ
の
「
第
三
項
」
で
各
軍
に
対
し
て
七
月
十
五
日
を
期
限
に
占
拠
中
の
財
政
機
関
を
国
民
政
府
に
返
還
す
る
よ

う
求
め
た
。
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財
政
統
一
の
最
大
の
障
害
は
直
門
重
で
あ
っ
た
。
闘
す
軍
は
広
東
の
土
着
勢
力
と
結
び
つ
き
、
以
前
か
ら
楊
希
関
の
濃
軍
に
つ
ぐ
軍
事
力
を

有
し
た
。
そ
し
て
省
外
か
ら
侵
入
し
た
濃
軍
が
広
州
市
内
の
鉄
道
収
入
や
阿
片
税
、
酒
税
、
賭
博
税
、
公
娼
税
な
ど
を
占
有
し
た
状
況
に

不
満
を
抱
い
て
い
た
。
濃
軍
の
粛
清
後
、
専
軍
が
広
州
市
内
の
財
源
を
と
り
戻
し
地
盤
強
化
を
図
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
専
軍
の
土
官

た
ち
は
第
一
次
東
征
成
功
に
よ
る
蒋
介
石
の
威
信
増
大
に
強
い
不
満
を
抱
き
、
胡
毅
生
の
組
織
し
た
文
華
堂
に
加
入
す
る
者
も
出
た
。
専

軍
が
と
り
戻
そ
う
と
し
た
財
源
は
、
胡
毅
生
ら
は
も
と
よ
り
広
州
に
地
盤
を
有
す
る
他
の
国
民
党
要
人
も
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
摩
仲
憧
の
財
政
統
一
の
第
一
歩
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
粛
清
さ
れ
た
潰
軍
や
桂
軍
に
占
有
さ
れ
て
い
た
広
州
市
内
の

財
源
の
回
収
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
摩
仲
慢
の
財
政
統
一
が
多
方
面
の
反
発
を
招
く
の
は
必
定
で
あ
り
、
こ
の
反
発
が
暗
殺
に
ま
で
発

展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

八
月
二
十
日
の
朝
、
摩
仲
慢
は
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
の
あ
る
恵
州
会
館
に
夫
人
の
何
香
凝
と
車
で
到
着
し
た
。
そ
し
て
歩
き
だ
し

た
と
た
ん
に
会
館
の
中
に
潜
ん
で
い
た
六
l
七
名
の
男
た
ち
が
駆
け
よ
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
乱
射
し
、
屡
仲
慢
は
三
カ
所
を
射
た
れ
て
病
院

に
運
ば
れ
た
が
ほ
と
ん
ど
即
死
で
あ
っ
た
。
同
行
し
て
い
た
国
民
政
府
監
察
委
員
の
陳
秋
震
も
重
傷
を
負
っ
て
翌
日
に
死
亡
す
る
が
、
何

香
凝
は
無
事
で
あ
っ
た
。
犯
人
は
逃
げ
さ
っ
た
が
一
名
が
屡
仲
慢
の
ボ
デ
ィ
ガ
i
ド
に
射
た
れ
て
重
傷
を
負
い
、
病
院
に
収
容
さ
れ
た
あ

と
間
も
な
く
死
亡
し
た
。
暗
殺
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
諸
文
献
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
伝
え
る
。



屡
仲
憧
暗
殺
の
真
相
は
結
局
の
と
こ
ろ
謎
で
あ
る
が
、
彼
の
財
政
統
一
は
他
人
の
権
力
基
盤
を
奪
い
と
る
こ
と
で
あ
り
、
誰
に
殺
さ
れ

て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
い
た
。
何
香
凝
が
後
に
チ
ェ
レ
パ

i
ノ
フ
に
語
っ
た
話
は
、
事
件
の
背
景
に
国
民
党
内
の
利
権
が
ら
み
の
派

閥
抗
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
興
味
ぶ
か
い
。
何
香
凝
に
よ
る
と
、
警
衛
軍
の
司
令
官
で
広
州
市
の
警
察
局
長
で
あ
っ
た
呉
鉄

城
も
暗
殺
を
支
持
し
、
通
常
は
恵
州
会
館
の
玄
関
に
配
備
さ
れ
る
警
察
官
が
事
件
当
日
に
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
旦
〈
鉄
城
は
国
民
党
広

州
市
党
部
の
中
央
執
行
委
員
で
あ
り
、
孫
文
の
長
子
の
孫
科
を
中
心
に
太
子
派
と
よ
ば
れ
る
派
閥
を
形
成
し
、
元
老
派
と
よ
ば
れ
た
狂
精

衛
や
摩
仲
慢
さ
ら
に
は
胡
漢
民
た
ち
と
対
抗
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。

広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

何
香
凝
は
こ
の
あ
と
二
七
年
三
月
の
武
漢
で
の
国
民
党
二
期
三
中
全
会
で
、
中
央
執
行
委
員
候
補
兼
商
民
部
長
の
陳
其
暖
（
広
東
省
出

身
者
）
を
、
屡
仲
憧
暗
殺
に
係
わ
っ
た
と
告
発
す
る
。
何
香
凝
は
続
く
四
月
の
政
治
委
員
会
に
も
こ
の
事
案
を
持
ち
出
し
て
執
劫
に
解
決

を
迫
る
。
こ
の
時
の
何
香
凝
の
発
言
内
容
や
、
会
議
に
出
席
し
て
い
た
国
民
党
要
人
た
ち
の
事
件
再
調
査
へ
の
消
極
的
態
度
は
、
一
屡
仲
憧

暗
殺
事
件
の
複
雑
な
背
景
を
示
し
て
い
る
。
陳
其
援
は
事
件
と
の
関
係
を
否
定
す
る
が
、
事
態
解
決
ま
で
国
民
党
の
中
央
諸
会
議
へ
の
出

席
を
差
し
控
え
た
い
希
望
を
表
明
し
承
認
さ
れ
る
。

摩
仲
憧
暗
殺
時
に
、
広
州
で
は
二
五
年
六
月
か
ら
香
港
に
対
す
る
中
国
人
労
働
者
の
ゼ
ネ
ス
ト
で
あ
る
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
が
開
始
さ
れ

て
い
た
。
屡
仲
慢
は
国
民
党
を
代
表
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
積
極
的
に
支
援
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
摩
仲
慢
暗
殺
の
背
景
に
香
港
の
「
英
帝

国
主
義
者
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
見
方
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
国
民
党
内
の
派
閥
抗
争
の
蟻
烈
さ
を
見
落
と
し
省
港
ス

ト
ラ
イ
キ
と
摩
仲
憧
の
関
係
を
誤
っ
て
理
解
す
る
皮
相
な
見
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
英
国
側
に
は
、
共
産
党
員
に
大
き
な
影
響
力
を
も

ち
共
産
党
員
ほ
ど
頑
な
な
反
英
思
想
の
持
主
で
な
い
国
民
党
員
の
摩
仲
憧
は
、
交
渉
の
た
め
の
貴
重
な
パ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
第
二
章
で
述

べ
た
が
、
摩
仲
慢
は
商
団
事
件
の
さ
い
に
も
外
交
団
と
の
パ
イ
プ
役
を
果
た
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
暗
殺
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
火

第 3章

勢
に
油
を
注
ぐ
だ
け
で
、
何
の
得
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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反
動
勢
力
の
一
掃

摩
仲
慢
の
暗
殺
は
、
国
民
民
府
の
基
礎
固
め
を
頓
挫
さ
せ
る
か
に
見
え
た
。
蒋
介
石
に
は
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
と
思
わ
札
日
。
蒋
介

石
は
黄
捕
軍
官
学
校
党
代
表
の
屡
仲
慢
と
緊
密
に
連
絡
し
あ
っ
て
い
た
。
軍
官
学
校
の
政
治
面
や
財
政
面
の
問
題
は
摩
仲
慢
が
処
理
し
、

蒋
介
石
自
身
は
革
命
軍
の
教
育
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
摩
仲
憧
は
英
語
に
巧
み
で
あ
り
、
同
じ
く
英
語
に
巧
み
な
ボ
ロ
ジ
ン
と
の

聞
に
は
緊
密
な
意
思
の
疎
通
が
あ
っ
た
。
ま
た
労
働
運
動
や
農
民
運
動
へ
の
理
解
か
ら
、
共
産
党
員
と
も
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
。

摩
仲
憧
の
存
在
は
、
蒋
介
石
が
ボ
ロ
ジ
ン
や
共
産
党
員
と
均
衡
を
保
つ
う
え
で
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
し
か
し
孫
文
が
死
去
し

2 
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続
い
て
屡
仲
慢
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
蒋
介
石
と
ボ
ロ
ジ
ン
お
よ
び
共
産
党
員
と
の
間
の
緩
衝
物
が
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
新
し
く
黄
捕
軍

官
学
校
党
代
表
と
な
っ
た
狂
精
衛
が
蒋
介
石
と
の
連
携
を
欠
き
、
一
方
的
に
ソ
連
や
共
産
党
に
接
近
し
す
ぎ
た
た
め
、
蒋
介
石
の
孤
立
化

と
硬
直
化
が
始
ま
る
。

し
か
し
摩
仲
憧
の
暗
殺
事
件
に
よ
り
、
国
民
政
府
の
財
政
と
軍
政
の
統
一
は
一
挙
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
大
き
な

力
を
発
揮
し
た
の
は
ボ
ロ
ジ
ン
の
政
治
力
と
、
蒋
介
石
の
率
い
る
黄
捕
軍
官
学
校
の
軍
事
力
で
あ
っ
た
。
摩
仲
憧
暗
殺
事
件
直
後
の
展
開

は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

事
件
当
日
の
八
月
二
十
日
午
後
二
時
、
政
治
委
員
会
臨
時
会
議
が
召
集
さ
れ
対
応
策
が
協
議
さ
れ
た
。
在
精
衛
、
蒋
介
石
、
許
崇
智
の

三
名
が
政
治
・
軍
事
・
警
察
の
全
権
を
掌
握
す
る
特
別
委
員
会
を
組
織
し
、
ボ
ロ
ジ
ン
も
加
わ
っ
た
。
た
だ
ち
に
広
州
市
内
に
戒
厳
令
が

し
か
れ
犯
人
逮
捕
の
活
動
が
始
ま
る
。
調
査
の
結
果
、
病
院
で
死
亡
し
た
犯
人
の
ピ
ス
ト
ル
が
文
華
堂
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
朱
卓
文
の
も

の
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
胡
毅
生
は
じ
め
文
華
堂
に
加
わ
る
梁
鴻
楢
ら
専
軍
第
一
師
の
将
校
に
も
、
嫌
疑
が
か
か
っ
た
。
し
か
し
特
別
委

員
会
は
た
だ
ち
に
行
動
に
移
れ
な
か
っ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
、
許
崇
智
、
蒋
介
石
の
意
見
が
対
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
摩
仲
憧
暗

殺
事
件
を
機
に
、
国
民
党
内
の
反
共
派
を
一
掃
し
よ
う
と
し
た
。
摩
仲
憧
の
容
共
的
態
度
が
反
共
派
の
批
判
を
ま
ね
い
て
い
た
事
実
を
、

強
引
に
暗
殺
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
胡
毅
生
と
の
関
係
か
ら
容
疑
の
か
か
っ
た
胡
漢
民
は
も
と
よ
り
、
容
疑
を
確



定
で
き
な
い
都
沢
如
、
謝
持
、
都
魯
ら
の
逮
捕
を
提
案
し
た
と
い
う
。
し
か
し
蒋
介
石
と
許
崇
智
が
反
対
し
、
実
現
し
な
か
っ
た
。

蒋
介
石
は
ボ
ロ
ジ
ン
の
主
張
す
る
反
共
派
の
一
斉
逮
捕
に
反
対
し
た
が
、
文
華
堂
に
加
わ
る
専
軍
の
梁
鴻
階
ら
の
将
校
の
粛
清
に
は
積

極
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
ボ
ロ
ジ
ン
も
同
意
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
整
軍
と
財
政
統
一
が
一
挙
に
促
進
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
蒋
介
石
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は
早
く
か
ら
専
軍
内
へ
の
自
ら
の
影
響
力
増
大
に
努
力
し
、
専
軍
の
将
校
の
李
済
深
や
陳
銘
枢
は
蒋
介
石
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
梁
鴻
階
ら
の
粛
清
に
さ
じ
た
る
困
難
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
李
済
深
は
蒋
介
石
と
行
動
を
共
に
し
、
梁
鴻
階
ら

の
部
隊
を
武
装
解
除
す
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
専
軍
部
隊
を
改
編
し
た
国
民
革
命
軍
第
四
軍
の
軍
長
に
任
命
さ
れ
る
。
陳
銘
枢
も
蒋
介
石

の
権
力
確
立
に
尽
力
し
、
北
伐
に
よ
り
武
漢
が
占
領
さ
れ
る
と
、
武
漢
衛
成
司
令
を
務
め
る
。

専
軍
粛
清
に
は
、
軍
長
の
許
崇
智
の
処
遇
が
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
専
軍
全
体
に
及
ぶ
統
率
力
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
梁
鴻
借
ら
の
粛

清
は
勢
力
基
盤
の
喪
失
を
意
味
し
た
。
許
崇
智
は
特
別
委
員
会
で
「
梁
鴻
階
は
反
革
命
の
役
割
を
演
じ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
永
い
あ
い
だ

の
友
人
で
あ
り
手
出
し
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
結
局
は
逮
捕
を
承
認
し
八
月
二
十
五
日
に
梁
鴻
楢
を
宴
会
に
招
き
逮
捕
す
る
。

特
別
委
員
会
に
よ
る
専
軍
粛
清
を
決
定
付
け
た
の
は
、
福
軍
司
令
官
の
李
福
林
の
胡
毅
生
ら
に
対
す
る
告
発
で
あ
っ
た
。
李
福
林
は
八

月
二
十
三
日
に
特
別
委
員
会
に
対
し
、
胡
毅
生
が
福
軍
に
対
す
る
教
導
団
の
攻
撃
に
備
え
よ
と
述
べ
戦
闘
準
備
を
扇
動
し
た
こ
と
、
文
華

堂
に
参
加
し
て
い
た
林
直
勉
が
日
ご
ろ
か
ら
摩
仲
慢
は
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
告
発
し
た
。
李
福
林
の
告
発
を

受
け
た
特
別
委
員
会
は
、
八
月
二
十
四
日
に
胡
毅
生
、
朱
卓
文
、
林
直
勉
に
逮
捕
令
を
発
し
た
。
そ
し
て
胡
毅
生
と
朱
卓
文
は
逃
亡
し
た

が
、
二
十
五
日
に
は
林
直
勉
を
逮
捕
し
胡
漢
民
を
も
拘
束
し
た
。
さ
ら
に
二
十
五
日
夜
半
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
黄
捕
軍
官
学
校
教
導
団

と
李
済
深
の
部
隊
を
出
動
さ
せ
、
国
民
政
府
に
敵
対
し
た
罪
名
に
よ
り
梁
鴻
措
ら
の
専
軍
部
隊
を
武
装
解
除
し
た
。
李
福
林
の
告
発
は
内

容
と
い
い
、
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
い
、
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
李
福
林
は
孫
科
を
中
心
と
す
る
太
子
派
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
太
子

派
が
自
分
た
ち
と
屡
仲
憧
暗
殺
と
の
関
係
を
払
拭
し
、
専
軍
系
の
勢
力
を
つ
ぶ
す
目
的
で
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
あ
と
た
だ
ち
に

軍
事
委
員
会
が
召
集
さ
れ
、
旧
来
の
各
軍
の
名
称
を
改
め
蒋
介
石
の
黄
捕
軍
官
学
校
教
導
団
を
国
民
革
命
軍
第
一
軍
、
語
延
闘
の
湘
軍
を
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第
二
軍
、
朱
培
徳
の
中
央
直
轄
軍
を
第
三
軍
、
李
済
深
の
率
い
る
専
軍
を
第
四
軍
、
李
福
林
の
福
軍
を
第
五
軍
と
す
る
国
民
革
命
軍
の
編

成
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
特
別
委
員
会
に
よ
る
摩
仲
憧
暗
殺
事
件
の
処
理
は
ひ
と
ま
ず
終
了
し
た
。
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次
に
行
わ
れ
た
の
は
、
林
森
や
郷
魯
ら
の
反
共
派
お
よ
び
拘
束
中
の
胡
漢
民
へ
の
処
分
で
あ
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
が
反
共
派
排
除
に
固
執
し

た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
九
月
七
日
の
政
治
委
員
会
で
、
林
森
と
郷
魯
を
北
京
政
府
と
外
交
問
題
を
協
議
す
る
代
表
団
の
主
席
お
よ
び
秘

書
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
体
の
よ
い
追
放
で
あ
っ
た
。
両
人
が
北
京
に
向
け
出
発
す
る
と
、
九
月
十
五
日
の
中

央
執
行
委
員
会
で
注
精
衛
が
提
案
し
て
両
人
の
代
表
権
は
取
り
消
さ
れ
る
。
そ
し
て
在
精
衛
の
提
案
で
、
両
人
に
か
わ
る
中
央
執
行
委
員

会
常
務
委
員
と
し
て
共
産
党
員
の
林
祖
泊
と
語
平
山
が
就
任
す
る
。
さ
ら
に
十
二
月
に
は
黄
季
陸
ら
の
反
共
派
も
広
州
か
ら
排
除
さ
れ
、

国
民
党
内
で
共
産
党
員
が
大
量
進
出
す
る
素
地
が
で
き
あ
が
る
。
一
方
、
九
月
十
五
日
の
政
治
委
員
会
は
胡
漢
民
を
外
交
使
節
の
名
目
で

ソ
連
に
送
る
こ
と
を
決
議
し
た
が
、
面
白
を
救
う
た
め
外
遊
は
摩
仲
憧
暗
殺
以
前
に
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
さ
れ
た
。
胡
漢
民
は
九
月

二
十
二
日
に
黄
捕
か
ら
ソ
連
船
に
乗
り
出
発
す
る
。
胡
漢
民
は
国
民
党
の
元
老
で
元
来
は
容
共
政
策
の
支
援
者
で
あ
っ
た
。
林
森
や
都
魯

の
よ
う
に
放
逐
す
る
わ
け
に
い
か
ず
、
保
護
監
察
処
分
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
残
っ
た
の
は
許
崇
智
の
処
分
で
あ
る
。
梁
鴻
借
ら
の
武
装
解
除
後
も
許
崇
智
は
依
然
と
し
て
国
民
政
府
軍
事
部
長
（
軍
政
部
長

と
も
記
さ
れ
る
が
こ
れ
は
大
元
帥
府
の
職
名
）
で
あ
り
、
広
東
省
省
長
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
専
軍
総
司
令
と
し
て
、
闘
す
軍
の
う
ち
国
民

革
命
軍
に
改
編
さ
れ
な
か
っ
た
一
万
五
千
人
を
配
下
に
温
存
し
、
財
政
監
督
と
し
て
多
額
の
軍
費
を
独
占
し
た
。
こ
の
あ
と
行
わ
れ
る
陳

畑
明
に
対
す
る
第
二
次
東
征
も
、
当
初
は
許
崇
智
が
総
指
揮
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
許
崇
智
の
存
在
は
軍
事
体
制
統
一
の
大
き
な
障
害
で

あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
政
治
委
員
会
で
許
崇
智
の
財
政
聾
断
を
非
難
す
る
一
方
、
李
済
深
や
陳
銘
枢
に
加
え
許
崇
智
直
系
の
部
下
の
語
曙
卿

を
も
味
方
に
つ
け
、
そ
の
追
放
を
準
備
し
た
。
そ
の
結
果
、
九
月
二
十
日
に
許
崇
智
は
配
下
の
部
隊
を
武
装
解
除
さ
れ
、
す
べ
て
の
職
務

を
解
任
さ
れ
て
陳
銘
枢
に
護
送
さ
れ
上
海
に
追
い
や
ら
れ
る
。
同
時
に
広
東
省
財
政
庁
長
の
李
鴻
基
と
軍
需
局
長
の
閑
道
職
が
解
任
さ
れ
、

宋
子
文
が
国
民
政
府
財
政
部
長
兼
広
東
省
財
政
庁
長
に
就
任
す
る
。
そ
し
て
専
軍
部
隊
を
編
入
し
た
国
民
革
命
軍
第
一
軍
の
拡
充
が
行
わ



れ
、
諌
曙
卿
が
新
設
の
第
三
師
師
長
（
当
初
は
代
理
師
長
）
に
任
命
さ
れ
る
。
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第
二
次
東
征
の
勝
利
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国
民
政
府
の
次
の
課
題
は
、
陳
畑
明
を
は
じ
め
広
東
省
内
の
敵
対
勢
力
を
消
滅
し
、
広
東
省
全
域
で
の
支
配
権
確
立
で
あ
っ
た
。
国
民

政
府
を
と
り
ま
く
軍
事
的
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
陳
畑
明
は
第
一
次
東
征
軍
が
引
き
上
げ
る
と
、
休
戦
協
定
を
破
っ
て
勢
力
圏
を

拡
大
し
二
五
年
九
月
末
に
は
再
び
東
江
一
帯
を
占
領
し
た
。
ま
た
北
方
の
段
棋
瑞
か
ら
陳
畑
明
へ
の
援
軍
に
差
し
む
け
ら
れ
た
三
隻
の
砲

艦
が
、
香
港
に
出
現
し
て
い
た
。
さ
ら
に
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
で
中
央
執
行
委
員
会
に
選
出
さ
れ
た
が
帰
趨
が
あ
や
ふ
や
で
あ

っ
た
四
川
軍
閥
の
熊
克
武
が
、
貴
州
か
ら
湖
南
を
経
て
八
月
に
突
如
と
し
て
広
東
省
北
部
の
北
江
一
帯
を
占
領
し
た
。
そ
し
て
内
部
争
い

の
行
わ
れ
る
広
州
を
観
望
し
て
勢
力
拡
大
の
機
を
窺
っ
て
い
た
。
省
内
の
南
西
部
（
南
路
）
に
は
陳
畑
明
と
同
盟
す
る
郵
本
肢
が
勢
力
を
維

持
し
て
い
た
。
四
方
か
ら
の
包
囲
に
対
し
、
国
民
政
府
は
第
二
軍
と
第
三
軍
に
よ
り
熊
克
武
を
監
視
し
、
部
本
般
に
は
第
四
軍
の
陳
銘
枢

を
対
峠
さ
せ
、
広
州
防
衛
部
隊
に
は
第
一
軍
第
一
師
と
第
五
軍
を
あ
て
、
残
り
の
兵
力
を
も
っ
て
主
力
敵
の
陳
畑
明
を
攻
撃
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。
第
二
次
東
征
の
開
始
で
あ
る
。

九
月
二
十
八
日
に
は
蒋
介
石
が
軍
事
委
員
会
か
ら
東
征
総
指
揮
に
任
命
さ
れ
た
。
七
カ
月
前
の
第
一
次
東
征
で
は
楊
希
関
が
総
指
揮
で

あ
り
、
蒋
介
石
は
黄
捕
軍
官
学
校
教
導
団
を
率
い
た
と
は
い
え
、
許
崇
智
の
専
軍
の
一
部
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
蒋
介
石
の
総
指
揮
就

任
は
、
彼
の
台
頭
を
如
実
に
物
語
る
。
第
二
次
東
征
は
十
月
一
日
か
ら
開
始
さ
れ
る
。
開
始
二
日
後
の
十
月
三
日
、
熊
克
武
が
陳
畑
明
と

通
じ
た
罪
で
逮
捕
さ
れ
、
北
方
か
ら
の
脅
威
は
取
り
除
か
れ
た
。
第
二
次
東
征
軍
は
第
一
次
東
征
と
同
様
に
三
隊
に
分
か
れ
（
第
一
縦
隊
、

第
二
縦
隊
、
第
三
縦
隊
）
、
そ
れ
ぞ
れ
北
路
、
中
路
、
南
路
の
三
方
面
に
分
か
れ
て
進
ん
だ
。
北
路
は
程
潜
の
第
六
軍
が
、
中
路
は
李
済

深
の
第
四
軍
が
、
南
路
は
主
力
で
あ
る
蒋
介
石
の
第
一
軍
と
呉
鉄
城
の
警
衛
軍
が
担
当
し
た
。
各
軍
に
は
ソ
連
軍
事
顧
問
が
従
軍
し
た
が
、

首
席
軍
事
顧
問
の
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
が
広
州
を
去
っ
た
あ
と
ソ
連
軍
事
顧
問
の
影
響
力
は
低
下
し
、
作
戦
は
主
と
し
て
蒋
介
石
が
決
定
し
た
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と
い
う
。
東
征
軍
は
十
月
十
四
日
に
難
攻
不
落
を
誇
っ
た
恵
州
城
を
攻
略
し
た
。
そ
し
て
十
月
二
十
八
日
か
ら
二
十
九
日
に
か
け
、
第
一

軍
を
中
心
に
敵
の
主
力
を
河
婆
付
近
で
と
ら
え
、
五
千
人
を
武
装
解
除
す
る
大
勝
利
を
お
さ
め
た
。
こ
の
一
戦
で
大
勢
は
決
し
、
十
一
月

六
日
に
蒋
介
石
は
陳
畑
明
の
本
拠
地
の
泊
頭
に
入
城
し
た
。

東
部
戦
線
で
の
勝
利
が
確
定
し
た
十
一
月
一
日
、
国
民
政
府
は
第
三
軍
の
朱
培
徳
を
総
指
揮
と
し
て
南
西
部
の
部
本
殿
へ
の
総
攻
撃
を

開
始
し
、
十
一
月
二
十
三
日
に
は
部
本
肢
を
海
南
島
に
追
い
落
と
し
た
。
さ
ら
に
十
二
月
二
十
一
日
に
は
第
四
軍
に
よ
る
海
南
島
進
攻
が

開
始
さ
れ
る
。
か
く
し
て
二
六
年
初
め
に
は
国
民
政
府
の
支
配
は
広
東
省
全
域
に
及
ぶ
。
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第
二
節
国
共
合
作
の
動
揺

戴
季
陶
の
「
孫
文
主
義
」
提
唱
と
西
山
会
議
派

国
民
政
府
の
威
信
は
高
ま
り
、
そ
の
支
配
は
隣
接
す
る
広
西
省
に
も
及
ん
だ
。
広
西
の
李
宗
仁
と
黄
紹
紘
は
従
来
か
ら
親
国
民
党
で
あ

っ
た
が
、
二
六
年
の
一
月
二
十
六
日
に
広
西
省
境
の
梧
州
で
国
民
政
府
代
表
の
在
精
衛
お
よ
び
語
延
聞
と
会
談
し
た
。
こ
の
あ
と
桂
林
で

広
西
側
代
表
の
白
崇
稽
と
国
民
政
府
と
の
協
議
が
続
け
ら
れ
、
六
月
一
日
に
は
黄
紹
拡
が
広
西
省
長
に
就
任
し
、
広
西
省
は
国
民
政
府
の

体
制
下
に
組
み
込
ま
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
新
し
い
対
立
が
出
現
し
始
め
て
い
た
。
そ
れ
は
利
権
や
地
盤
の
争
い
で
は
な
く
、
国
共
合

作
の
是
非
を
問
う
政
治
路
線
上
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
争
い
で
あ
り
、
国
民
革
命
の
前
途
に
深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。

す
で
に
国
共
合
作
の
成
立
当
初
か
ら
、
共
産
党
の
階
級
闘
争
理
論
と
国
民
党
の
民
生
主
義
と
の
理
論
上
の
矛
盾
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

孫
文
は
二
四
年
の
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
で
は
「
民
生
主
義
は
共
産
主
義
を
包
括
す
る
」
と
述
べ
、
両
党
聞
の
指
導
理
念
の
矛
盾

を
自
ら
の
個
人
的
権
威
の
も
と
に
包
み
こ
ん
だ
。
し
か
し
半
年
後
の
二
四
年
八
月
の
「
民
生
主
義
講
演
」
で
は
、
階
級
闘
争
理
論
を
否
定

し
た
。
し
か
し
間
も
な
く
孫
文
は
死
去
し
、
問
題
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
残
さ
れ
た
。
孫
文
亡
き
後
、
こ
の
間
題
に
結
論
を
下
す
の
は
、
国

共
両
党
の
い
ず
れ
が
国
民
革
命
で
指
導
的
立
場
に
立
っ
か
を
決
定
す
る
重
大
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
国
民
党
を
代
表
し
て
こ
れ
に
正
面

1 



か
ら
取
り
組
ん
だ
の
が
、
戴
季
陶
で
あ
る
。
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戴
季
陶
は
二
四
年
一
月
の
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
終
了
後
に
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
と
宣
伝
部
長
に
任
命
さ
れ
た
が
、
共

産
党
員
と
対
立
し
六
月
二
十
八
日
に
は
広
州
を
去
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
五
月
十
日
に
は
、
黄
捕
軍
官
学
校
政
治
部
主
任
に
も
任
命
さ
れ

て
い
た
。
戴
季
陶
は
二
五
年
三
月
の
孫
文
死
去
後
に
広
州
に
戻
り
、
五
月
十
八
日
か
ら
開
か
れ
た
国
民
党
第
三
次
中
央
執
行
委
員
会
全
体

会
議
に
出
席
し
、
国
民
党
が
孫
文
の
「
遺
嘱
」
を
奉
じ
る
こ
と
を
誓
う
「
総
理
遺
嘱
を
接
受
す
る
」
宣
言
を
作
成
し
問
。
戴
季
陶
は
こ
の

前
後
に
、
北
京
や
広
州
で
民
生
主
義
に
関
す
る
講
演
を
盛
ん
に
行
い
、
各
階
級
連
合
の
国
民
革
命
の
達
成
こ
そ
孫
文
思
想
の
根
本
で
あ
る

民
生
哲
学
の
実
現
で
あ
る
と
主
張
し
、
階
級
闘
争
に
よ
る
社
会
革
命
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
誠
、
仁
、
勇
、
知
な
ど
の
儒
教
の
倫
理
徳
目

は
革
命
実
践
の
重
要
な
精
神
要
素
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
五
月
に
広
州
で
「
民
生
哲
学
系
統
表
」
を
作
成
し
、
さ
ら
に
六
月
に
上

海
で
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
『
孫
文
主
義
之
哲
学
基
礎
』
を
完
成
し
た
。
続
い
て
七
月
に
は
、
国
民
党
の
主
義
と
組
織
の
指
導
性
を
確
認
し

国
民
革
命
で
の
共
産
党
員
と
の
協
力
を
承
認
す
る
『
国
民
革
命
輿
中
国
国
民
党
』
を
完
成
し
た
。
戴
季
陶
の
主
張
は
小
冊
子
と
し
て
発
行

さ
れ
た
。

従
来
、
戴
季
陶
は
反
共
主
義
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
主
張
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
毛
沢
東
の

「
新
民
主
主
義
論
」
に
見
ら
れ
る
三
民
主
義
解
釈
が
優
勢
を
占
め
た
か
ら
で
あ
る
。
戴
季
陶
が
儒
教
徳
目
を
強
調
し
た
こ
と
も
、
そ
の
主

張
が
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
著
作
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
戴
季
陶
の
主
張
は
孫
文
の
著
述
を
基
礎

と
し
彼
の
独
創
で
は
な
い
。
ま
た
戴
季
陶
は
当
初
は
容
共
政
策
の
支
持
者
で
あ
り
、
そ
の
立
場
は
一
概
に
共
産
党
員
を
国
民
党
内
か
ら
排

除
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
戴
季
陶
の
主
張
は
、
国
共
合
作
に
際
し
て
の
国
民
党
側
の
原
則
を
確
認
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
戴
季
陶
の
言
動
は
、
国
民
党
内
に
存
在
し
た
根
深
い
反
共
の
動
き
と
合
流
す
る
。
そ
の
結
果
、
反
共
を
掲
げ
る
別
の
国
民

党
中
央
が
国
民
党
西
山
会
議
派
と
し
て
出
現
す
る
。
西
山
会
議
派
の
名
は
、
孫
文
の
枢
を
安
置
し
て
い
た
北
京
西
山
の
碧
雲
寺
で
分
派
結

成
の
会
議
が
聞
か
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
孫
文
の
枢
は
二
九
年
六
月
に
南
京
に
葬
ら
れ
る
ま
で
碧
雲
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
李
雲
漢
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の
記
述
を
中
心
問
西
山
会
議
派
結
成
ま
で
の
経
緯
を
あ
と
寺
つ
け
る
と
、
二
五
年
九
月
に
体
よ
く
広
州
を
追
わ
れ
た
郷
魯
や
林
森
ら
は
海
路

を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
途
中
で
上
海
に
到
着
し
た
。
彼
ら
は
共
産
党
員
の
進
出
に
つ
い
て
の
対
策
を
、
国
民
党
上
海
党
部
の
戴
季
陶
、

葉
楚
信
、
部
元
沖
さ
ら
に
は
国
民
党
同
志
ク
ラ
ブ
の
謝
持
ら
と
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、
北
京
で
会
議
を
開
催
し
反
共
の
方
法
を
協
議
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
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李
雲
漢
は
「
反
共
」
を
旨
と
す
る
国
民
党
史
家
の
立
場
か
ら
、
当
時
の
反
共
活
動
の
複
雑
な
背
景
を
抽
象
化
し
、
全
て
を
肯
定
し
て
整

合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
鄭
魯
の
回
憶
録
を
引
用
し
、
北
京
で
開
催
さ
れ
る
会
議
は
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
で
あ
っ
た

と
述
べ
る
。
し
か
し
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
開
催
の
重
大
決
定
を
、
戴
季
陶
ら
上
海
の
国
民
党
員
が
広
州
の
国
民
党
中
央
へ
の
相
談

な
し
に
決
定
し
た
か
は
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
西
山
会
議
開
催
の
背
景
に
は
複
雑
な
事
情
が
存
在
し
た
。

二
六
年
一
月
の
国
民
党
二
全
大
会
で
の
、
、
在
精
衛
の
西
山
会
議
に
関
す
る
報
告
を
見
て
み
よ
う
。
狂
精
衛
は
、
西
山
会
議
に
参
加
し
た

国
民
党
監
察
委
員
の
呉
稚
障
（
名
は
敬
恒
。
稚
障
は
字
）
か
ら
の
手
紙
を
引
用
し
、
「
開
催
通
知
」
に
は
孫
文
の
霊
前
で
会
議
を
開
く
と
記

さ
れ
中
央
執
行
委
員
会
云
々
の
文
字
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
在
精
衛
は
さ
ら
に
、
会
議
参
加
の
た
め
北
京
に
到
着
し
た
戴
季
陶
が

都
魯
の
国
民
政
府
転
覆
の
陰
謀
を
知
り
、
鴻
自
由
ら
か
ら
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て
翌
日
に
は
北
京
を
去
り
、
続
い
て
郁
元
沖
ら
も
北
京
を
去

っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
西
山
会
議
と
は
、
国
民
党
員
た
ち
が
碧
雲
寺
に
集
ま
っ
た
時
点
で
、
都
魯
が
こ
れ
を
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会

議
に
変
え
よ
う
と
策
謀
し
て
各
所
に
通
電
を
打
っ
た
も
の
で
あ
り
、
参
加
者
全
体
を
同
等
に
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
当

時
、
北
京
に
集
ま
っ
た
国
民
党
員
の
中
に
中
央
執
行
委
員
の
半
数
が
お
り
、
こ
れ
を
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
に
切
り
換
え
る
こ
と
は

不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
戴
季
陶
や
部
元
沖
ら
が
離
脱
し
た
原
因
は
、
西
山
会
議
が
突
如
と
し
て
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
に
変

化
す
る
こ
と
へ
の
抗
議
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
李
雲
漢
も
、
十
一
月
十
八
日
の
予
備
会
議
に
出
席
し
た
戴
季
陶
が
、
翌
日
に
は
国
民
党
同
志
ク
ラ
ブ
の
メ
ン

バ
ー
に
殴
打
さ
れ
た
た
め
憤
慨
し
て
北
京
を
去
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
予
備
会
議
の
席
上
で
議
長
を
つ
と
め
た
国
民



党
監
察
委
員
の
呉
稚
障
が
、
一
方
的
な
反
共
行
動
を
な
す
べ
き
で
は
な
く
李
大
剣
ら
と
も
協
議
す
べ
し
と
い
う
考
え
を
表
明
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
呉
稚
障
は
こ
の
あ
と
、
西
山
会
議
派
に
全
く
関
与
し
な
い
。
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十
一
月
二
十
三
日
に
、
林
森
の
招
集
に
よ
り
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
と
し
て
西
山
会
議
が
碧
雲
寺
で
開
催
さ
れ
、
翌
二
六

年
の
一
月
四
日
ま
で
二
十
二
回
の
会
議
が
聞
か
れ
た
。
会
議
で
は
、
共
産
党
員
の
国
民
党
籍
取
消
し
、
政
治
委
員
会
の
取
消
し
、
ボ
ロ
ジ

ン
の
解
雇
、
中
央
執
行
委
員
会
の
上
海
へ
の
移
駐
、
在
精
衛
の
弾
劾
な
ど
十
項
目
が
決
議
さ
れ
た
。
し
か
し
会
議
終
了
後
に
発
表
さ
れ
た

共
産
党
員
の
国
民
党
籍
取
消
し
に
関
す
る
「
宣
言
」
で
は
、
国
民
革
命
遂
行
に
お
い
て
必
要
な
時
に
は
ソ
連
と
連
合
し
共
産
党
を
友
党
視

す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
国
民
党
の
中
の
共
産
党
員
と
は
、
理
に
お
い
て
別
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
情
誼
に
お
い
て
合
す
る
こ
と
も

不
可
で
は
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
西
山
会
議
開
催
前
に
陳
独
秀
、
察
和
森
、
張
国
蒸
ら
中
共
中
央
は
、
葉
楚
信
、
孫
科
、
部
元
沖
ら
の
国

民
党
員
と
北
京
の
ソ
連
領
事
館
で
会
談
し
、
広
州
の
国
民
党
中
央
支
持
と
国
共
合
作
の
継
続
を
確
認
し
あ
っ
て
い
た
と
い
う
。
葉
楚
信
ら

は
西
山
会
議
に
関
係
し
た
が
、
共
産
党
か
ら
は
中
間
派
と
目
さ
れ
て
い
問
。
共
産
党
を
友
党
視
す
る
云
々
は
、
西
山
会
議
派
が
葉
楚
信
ら

の
主
張
に
妥
協
し
た
た
め
で
は
な
い
か
。

以
上
の
事
実
か
ら
、
西
山
会
議
は
反
共
の
国
民
党
員
が
聞
い
た
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
で
あ
る
と
い
う
李
雲
漢
の
記
述
は
再
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

2 

国
民
党
第
二
次
全
国
代
表
大
会
と
西
山
会
議
派

広
州
で
は
一
九
一
一
六
年
一
月
に
西
山
会
議
に
対
抗
す
る
形
で
国
民
党
第
二
次
全
国
代
表
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
大
会
八
日
目
の
一
月
十

三
日
に
西
山
会
議
関
係
者
へ
の
処
分
が
討
議
さ
れ
、
審
査
委
員
会
で
作
成
さ
れ
た
処
分
案
が
提
出
さ
れ
た
。
内
容
は
、
①
永
久
党
籍
剥
奪

｜
｜
郷
魯
、
謝
持
、
②
党
籍
剥
奪
一
年
｜
｜
居
正
ほ
か
八
名
、
③
書
面
の
警
告
｜
｜
張
継
、
葉
楚
信
、
部
元
沖
ほ
か
五
名
、
④
国
民
党
第

二
次
全
国
代
表
大
会
か
ら
の
猛
反
省
を
促
す
訓
令
を
受
け
る
｜
｜
戴
季
陶
、
で
あ
っ
た
。
ま
ず
在
精
衛
が
発
言
し
、
蒋
介
石
ら
黄
捕
軍
官
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学
校
側
と
協
議
し
た
結
果
で
あ
る
と
述
べ
て
修
正
案
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
首
謀
者
の
都
魯
と
謝
持
の
党
籍
は
剥
奪
す
べ
き
で
あ
る

が
、
②
の
党
籍
剥
奪
一
年
の
人
物
た
ち
は
鄭
魯
と
謝
持
に
陥
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
③
の
警
告
処
分
に
変
更
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
意
見
は
二
つ
に
分
か
れ
た
。
一
つ
は
、
注
精
衛
の
修
正
案
を
支
持
し
、
規
律
違
反
だ
が
年
来
の
同
志
た
ち
で
あ
り
、
②
と
③

の
全
員
に
は
反
省
を
促
す
警
告
処
分
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
②
と
③
の
人
物
た
ち
の
従
来
か
ら
の
反
共
的

言
動
を
厳
し
く
批
判
し
、
規
律
違
反
で
あ
り
少
な
く
と
も
原
案
の
ま
ま
か
、
あ
る
い
は
全
員
一
律
に
党
籍
剥
奪
一
年
に
処
す
べ
き
だ
と
い

う
意
見
で
あ
る
。
中
に
は
、
紛
糾
を
招
い
た
元
凶
で
あ
る
戴
季
陶
の
『
国
民
革
命
輿
中
国
国
民
党
』
を
焚
書
に
せ
よ
と
い
う
発
言
も
見
ら

れ
た
。
代
表
的
人
物
以
外
は
発
言
者
の
党
籍
を
確
定
で
き
な
い
が
、
前
者
が
国
民
党
員
の
意
見
を
代
表
し
、
後
者
が
共
産
党
員
の
意
見
を

代
表
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
国
民
党
組
織
部
長
で
共
産
党
員
の
諌
平
山
は
、
規
律
問
題
に
触
れ
つ
つ
も
寛
大
な
処
分
を
主
張
し
、

在
精
衛
の
修
正
案
を
支
持
し
た
。
そ
し
て
採
決
の
結
果
、
、
在
精
衛
の
修
正
案
が
多
数
で
採
択
さ
れ
、
西
山
会
議
関
係
者
に
対
す
る
処
分
は

比
較
的
ゆ
る
や
か
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
全
員
に
党
籍
剥
奪
一
年
の
強
硬
処
分
を
主
張
し
た
共
産
党
員
の
意
見
に
も
考
慮
を
は

ら
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
一
一
一
日
後
の
一
月
十
六
日
に
採
択
さ
れ
た
「
西
山
会
議
弾
劾
決
議
案
」
に
は
、
警
告
に
対
し
二
カ
月
以

内
に
受
諾
の
返
事
を
し
な
い
場
合
に
は
党
籍
剥
奪
処
分
に
処
す
と
い
う
新
し
い
条
件
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

こ
の
あ
と
西
山
会
議
派
は
、
都
魯
、
謝
持
ら
を
中
心
に
上
海
に
新
執
行
部
を
設
立
し
国
内
、
国
外
で
分
派
活
動
を
展
開
す
る
。
広
州
の

国
民
党
中
央
か
ら
警
告
を
受
け
た
は
ず
の
張
継
と
林
森
も
西
山
会
議
派
に
同
調
す
る
。
そ
し
て
広
州
の
国
民
党
中
央
は
、
彼
ら
の
活
動
に

神
経
を
尖
ら
す
。

一
方
、
国
民
党
第
二
次
全
国
代
表
大
会
で
は
反
共
的
人
物
の
大
半
が
広
州
か
ら
排
除
さ
れ
て
お
り
、
中
央
執
行
委
員
三
十
六
名
中
の
九

名
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
九
名
中
の
三
名
に
共
産
党
員
が
選
出
さ
れ
た
。
国
民
党
第
一
次
全
国
代
表
大
会
時
の
中
央
執
行
委
員
二

十
四
名
中
の
三
名
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
三
名
中
の
一
名
に
比
べ
、
共
産
党
の
勢
力
は
増
大
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
各
部
門
の
責

任
者
に
は
、
組
織
部
長
に
語
平
山
が
、
農
民
部
長
に
林
祖
、
泊
が
留
任
の
形
で
選
出
さ
れ
、
宣
伝
部
長
在
精
衛
の
代
理
に
毛
沢
東
が
就
任
す
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る
。
各
部
の
秘
書
の
ほ
と
ん
ど
は
共
産
党
員
で
占
め
ら
れ
た
。
上
海
の
共
産
党
中
央
は
国
民
党
内
の
反
発
を
懸
念
し
、
中
央
執
行
委
員
会

へ
の
共
産
党
員
の
進
出
を
抑
制
す
る
方
針
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
方
針
に
反
し
て
共
産
党
員
が
多
数
選
出
さ
れ
た
の
は
、
在
精
衛
の

意
向
を
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
共
産
党
員
の
進
出
は
広
州
に
お
け
る
新
た
な
対
立
を
表
面
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
対
立
の
芽
は
、

国
民
革
命
勢
力
発
展
の
要
で
あ
る
黄
捕
軍
官
学
校
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
。

3 

中
国
青
年
軍
人
連
合
会
と
孫
文
主
義
学
会

黄
捕
軍
官
学
校
で
は
一
九
二
五
年
の
一
月
二
十
五
日
に
共
産
党
員
の
軍
人
を
中
心
に
青
年
軍
人
社
が
結
成
さ
れ
、
大
元
帥
府
下
の
各
軍

に
も
働
き
か
け
二
月
一
日
に
は
共
産
党
員
の
軍
人
が
中
心
と
な
る
学
会
組
織
の
中
国
青
年
軍
人
連
合
会
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
対
し
三
カ

第3章広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

月
後
の
四
月
二
十
四
日
に
は
、
国
民
党
員
の
軍
人
た
ち
の
学
会
組
織
と
し
て
孫
文
主
義
学
会
（
成
立
当
初
は
中
山
主
義
学
会
。
二
五
年
十

二
月
二
十
九
日
に
孫
文
主
義
学
会
に
改
名
。
本
書
で
は
一
律
に
孫
文
主
義
学
会
と
記
す
）
が
結
成
さ
れ
た
。
孫
文
主
義
学
会
が
戴
季
陶
の

主
張
に
賛
同
し
て
結
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
成
立
時
期
と
そ
の
主
張
か
ら
考
え
て
間
違
い
な
け
）
。
こ
の
二
つ
の
組
織
の
確
執
が
広
州
内
で
の

新
た
な
国
共
対
立
を
引
き
起
こ
す
。

容
共
政
策
を
継
続
し
つ
つ
も
主
導
権
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
国
民
党
員
に
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
や
共
産
党
員
へ
の
障
り
か
ら
両
手
を
挙

げ
て
賛
同
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
と
し
て
も
、
組
織
と
主
義
に
お
け
る
国
民
党
の
主
体
性
と
主
導
権
を
保
持
せ
よ
と
い
う
戴
季
陶
の
主
張

は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
孫
文
主
義
学
会
の
成
立
を
推
進
し
た
黄
捕
軍
官
学
校
教
育
長
の
王
柏
齢
に
よ
れ
ば
、
黄
捕
軍
官
学
校
党

代
表
の
摩
仲
憧
は
孫
文
主
義
学
会
の
成
立
を
喜
び
、
後
ろ
楯
に
な
ろ
う
と
述
べ
た
と
い
う
。
摩
仲
憧
は
容
共
政
策
の
推
進
者
で
、
共
産
党

か
ら
は
国
民
党
の
最
左
翼
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
摩
仲
憧
は
青
年
軍
人
連
合
会
結
成
大
会
に
も
出
席
し
訓
示
を
述
べ
て
い
（
問
。
そ
れ

ゆ
え
意
外
の
感
が
せ
ぬ
で
も
な
い
が
、
ソ
連
軍
事
顧
問
の
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
も
「
左
派
は
当
初
、
孫
文
主
義
学
会
を
支
持
し
て
共
産
党
と

そ
の
増
大
す
る
影
響
力
に
対
抗
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
話
は
当
時
の
広
州
の
国
民
党
員
た
ち
の
実
情
を
よ
く
伝
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え
て
い
る
。

黄
捕
軍
官
学
校
の
孫
文
主
義
学
会
と
青
年
軍
人
連
合
会
の
成
立
に
は
、
校
長
の
蒋
介
石
の
承
認
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

蒋
介
石
の
孫
文
主
義
学
会
へ
の
思
い
に
は
、
摩
仲
憧
の
よ
う
な
具
体
的
材
料
が
な
い
。
張
国
烹
は
、
広
東
の
共
産
党
組
織
の
責
任
者
で
あ

っ
た
陳
延
年
が
、
孫
文
主
義
学
会
の
背
後
に
蒋
介
石
の
支
持
が
あ
る
よ
う
だ
と
述
べ
た
こ
と
を
伝
え
る
。
し
か
し
蒋
介
石
は
両
会
の
対
立

に
対
し
、
あ
く
ま
で
調
停
に
努
め
て
い
た
。
ソ
連
軍
事
顧
問
団
と
共
産
党
員
の
存
在
が
、
蒋
介
石
の
台
頭
を
支
え
る
一
つ
の
柱
で
あ
っ
た

か
ら
に
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
広
東
省
内
の
統
一
が
進
行
し
て
い
る
あ
い
だ
は
国
民
革
命
勢
力
の
結
束
が
必
要
で
あ
り
、
両
会
の
対
立
も

一
定
以
上
に
激
化
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
広
東
省
内
が
統
一
さ
れ
共
産
党
員
の
国
民
党
内
で
の
大
幅
な
進
出
が
日
程
に
の
ぼ
っ
た
二
五

年
の
末
頃
か
ら
、
両
会
の
対
立
は
一
挙
に
表
面
化
し
て
孫
文
主
義
学
会
と
共
産
党
全
体
と
の
抗
争
に
発
展
す
る
。
そ
し
て
国
民
革
命
勢
力

の
軍
事
力
の
要
で
あ
る
蒋
介
石
が
調
停
的
態
度
を
捨
て
さ
り
、
共
産
党
員
の
勢
力
伸
長
を
は
ば
も
う
と
決
意
し
た
こ
と
か
ら
事
態
は
急
激

な
展
開
を
迎
え
る
。

4 

孤
立
す
る
蒋
介
石

蒋
介
石
が
第
二
次
東
征
に
勝
利
し
て
泊
頭
で
占
領
地
行
政
の
確
立
に
腐
心
し
て
い
た
一
九
二
五
年
の
末
、
広
州
で
は
十
二
月
二
十
九
日

を
期
し
て
、
孫
文
主
義
学
会
が
活
動
の
公
然
化
を
目
的
に
大
規
模
な
デ
モ
行
進
を
計
画
し
た
。
デ
モ
隊
の
集
会
で
は
、
西
山
会
議
支
持
、

ソ
連
顧
問
団
に
反
対
す
る
、
な
ど
が
決
議
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
。
蒋
介
石
の
率
い
る
国
民
革
命
軍
第
一
軍
に
は
政
治
部
主
任
の

周
恩
来
（
こ
の
あ
と
実
質
的
な
党
代
表
で
あ
る
第
一
軍
副
党
代
表
に
選
出
）
を
筆
頭
に
二
五

O
名
近
く
の
共
産
党
員
が
お
り
、
各
級
の
党
代

表
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
工
作
に
携
わ
り
大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
。
周
思
来
は
新
し
い
占
領
地
で
あ
る
東
江
各
県
の
行
政
の
責
任
者
に

就
任
し
、
蒋
介
石
は
共
産
党
員
を
重
用
し
て
い
た
。
蒋
介
石
は
十
二
月
二
十
八
日
の
夜
に
広
州
の
在
精
衛
か
ら
、
孫
文
主
義
学
会
が
デ
モ

た
だ
ち
に
広
州
に
打
電
し
て
孫
文
主
義
学
会
の
計
画
の

行
進
を
計
画
し
西
山
会
議
支
持
の
ビ
ラ
を
散
布
す
る
と
の
電
報
を
受
け
取
る
と
、

78 



禁
止
を
命
じ
た
。
そ
し
て
蒋
介
石
か
ら
の
電
報
到
着
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
ソ
連
軍
事
顧
問
団
を
交
え
た
孫
文
主
義
学
会
側
と
国
民
党
当

局
者
と
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
抜
き
の
デ
モ
行
進
だ
け
が
行
わ
れ
た
。
以
上
の
事
実
は
、
ま
だ
蒋
介

石
が
共
産
党
員
と
ソ
連
顧
問
団
に
大
き
な
わ
だ
か
ま
り
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

蒋
介
石
は
占
領
地
の
処
理
を
す
ま
せ
、
二
五
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
広
州
に
戻
る
。
そ
し
て
翌
二
六
年
の
一
月
の
国
民
党
第
二
次
全

国
代
表
大
会
で
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
に
選
出
さ
れ
、
二
月
一
日
に
は
軍
事
委
員
会
に
よ
り
国
民
革
命
軍
総
監
に
任
命
さ
れ
が
）
。
第

二
次
東
征
の
勝
利
に
よ
り
、
蒋
介
石
の
地
位
は
高
ま
っ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
二
カ
月
の
東
征
中
に
広
州
の
状
況
は
変
化
し
、
軍
事
指

導
者
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
蒋
介
石
の
地
位
は
動
揺
し
始
め
て
い
た
。

広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

第
一
に
、
権
力
基
盤
と
す
る
国
民
革
命
軍
第
一
軍
に
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
問
題
は
第
一
軍
第
二
師
師
長
の
王
懇
功
で
あ
っ
た
。
王
愁

功
は
第
二
次
東
征
の
さ
い
広
州
衛
成
司
令
代
理
に
任
命
さ
れ
、
東
征
に
参
加
せ
ず
広
州
に
留
ま
っ
た
。
そ
し
て
在
精
衛
や
ソ
連
軍
事
顧
問

団
主
任
の
キ
サ
ン
カ
に
接
近
し
、
直
属
上
官
の
蒋
介
石
の
意
向
を
体
さ
な
く
な
り
始
め
て
い
た
。
王
懲
功
は
許
崇
智
の
部
下
で
あ
っ
た
が
、

進
ん
で
蒋
介
石
の
磨
下
に
身
を
投
じ
て
信
任
を
得
た
投
機
的
性
格
の
強
い
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
王
懇
功
は
共
産
党
員
で
は
な
か
っ
た

が
、
共
産
党
に
入
っ
た
と
噂
さ
れ
た
。
国
民
革
命
軍
の
中
核
で
あ
る
第
一
軍
の
統
制
の
乱
れ
は
、
国
民
革
命
軍
全
体
へ
の
蒋
介
石
の
統
制

力
の
喪
失
を
意
味
し
た
。
第
一
軍
第
二
師
に
は
党
代
表
を
は
じ
め
多
く
の
共
産
党
員
が
お
り
、
蒋
介
石
の
中
に
は
王
懇
功
へ
の
憎
し
み
だ

け
で
な
く
、
共
産
党
員
へ
の
わ
だ
か
ま
り
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
王
惣
功
が
接
近
し
て
い
た
キ
サ
ン
カ
が
蒋
介
石
と
対
立
し
始
め
た
。
蒋
介
石
は
広
東
省
統
一
後
に
は
す
み
や
か
に
北
伐
を
実

施
す
べ
き
だ
と
考
え
、
油
頭
滞
在
中
か
ら
具
体
的
計
画
を
立
案
し
て
い
た
。
そ
し
て
二
五
年
の
十
二
月
十
五
日
に
軍
事
委
員
会
に
対
し

「
改
革
軍
政
建
議
書
」
を
提
出
し
、
北
伐
実
行
へ
の
六
項
目
の
軍
事
力
整
備
計
画
を
提
言
し
が
）
。
と
こ
ろ
が
キ
サ
ン
カ
ら
の
ソ
連
軍
事
顧

第3章

聞
は
、
蒋
介
石
の
北
伐
計
画
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
は
蒋
介
石
と
キ
サ
ン
カ
ら
と
の
不
一
致
を

示
す
記
事
が
多
出
す
る
。
そ
し
て
蒋
介
石
が
ソ
連
軍
事
顧
問
た
ち
の
不
同
意
に
対
し
、
次
第
に
焦
燥
感
を
つ
の
ら
せ
て
い
く
過
程
が
見
て

79 



と
れ
る
。
し
か
し
、
な
に
が
理
由
で
キ
サ
ン
カ
ら
が
同
意
し
な
か
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
軍
事
力
不
足
や
民
衆
運
動
未
発
展
な
ど
を
理

由
に
あ
げ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
明
快
な
反
対
理
由
を
提
示
せ
ず
に
慎
重
論
を
唱
え
た
こ
と
が
、
蒋
介
石
の
苛
立
ち
を
助
長
し
た
の
で
は
な
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い
か
。
北
伐
は
国
民
党
の
既
定
方
針
で
あ
り
、
二
四
年
の
十
月
に
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
北
伐
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
ソ

連
軍
事
顧
問
団
の
す
べ
て
が
北
伐
の
実
施
に
批
判
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
五
年
の
七
月
に
広
州
を
去
っ
て
い
た
プ
リ
ュ
ッ
へ
ル

は
北
伐
の
成
功
を
楽
観
し
て
い
た
。
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
に
よ
れ
ば
、
二
六
年
二
月
に
中
国
を
訪
れ
た
赤
軍
政
治
部
主
任
の
ブ
ブ
ノ
フ
を
囲

み
、
軍
事
顧
問
た
ち
の
北
伐
に
関
す
る
意
見
陳
述
が
行
わ
れ
た
が
、
早
期
実
施
可
能
論
と
慎
重
論
の
二
つ
の
意
見
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ブ

プ
ノ
フ
自
身
は
軍
事
顧
問
た
ち
の
意
見
を
聴
取
す
る
だ
け
で
、
北
伐
の
可
否
に
つ
い
て
何
の
結
論
も
下
し
て
い
な
か
っ
た
。

以
上
の
状
況
で
は
、
蒋
介
石
が
キ
サ
ン
カ
に
大
き
な
不
満
を
抱
く
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。
キ
サ
ン
カ
と
蒋
介
石
の
対
立
を
調
停
す
べ

き
ボ
ロ
ジ
ン
は
、
二
月
三
日
に
謹
平
山
を
と
も
な
い
鴻
玉
祥
と
の
合
作
条
件
を
打
診
す
る
た
め
北
方
に
赴
き
、
広
州
に
は
不
在
で
あ
っ
た
。

蒋
介
石
は
二
月
十
六
日
に
は
参
謀
団
を
改
組
し
政
務
官
の
地
位
に
あ
る
ロ
シ
ア
人
顧
問
の
解
雇
を
主
張
し
た
が
、
狙
い
は
キ
サ
ン
カ
の
排

除
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
主
張
が
容
れ
ら
れ
ぬ
と
見
る
や
、
蒋
介
石
は
二
月
二
十
六
日
に
王
懇
功
を
逮
捕
し
、
翌
日
に
は
上
海
に

追
い
や
っ
た
。
さ
ら
に
証
精
衛
に
キ
サ
ン
カ
の
罷
免
を
要
求
し
た
が
注
精
衛
は
具
体
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
蒋
介
石
は
大
き

な
不
満
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
二
六
年
一
月
に
黄
捕
軍
官
学
校
の
政
治
教
官
で
あ
る
共
産
党
員
の
高
語
雫
が
、
国
民
党
二
全
大
会
出
席
者
た
ち
に
黄
捕
で
講

演
し
、
蒋
介
石
を
刺
激
す
る
言
葉
を
吐
い
て
い
た
。
高
語
牢
は
段
棋
瑞
打
倒
と
反
革
命
と
の
徹
底
的
闘
争
の
必
要
を
訴
え
た
あ
と
、
た
と

え
蒋
介
石
で
も
反
革
命
の
言
動
が
あ
れ
ば
段
棋
瑞
に
対
す
る
と
同
様
の
態
度
で
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
口
走
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
九
二
六
年
初
め
の
広
州
の
雰
囲
気
は
、
蒋
介
石
を
東
征
の
英
雄
と
し
て
歓
迎
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
国

民
党
右
派
に
よ
る
様
々
な
謡
言
が
と
び
か
い
、
共
産
党
が
暴
動
を
起
こ
し
国
民
政
府
を
転
覆
す
る
と
か
、
共
産
党
が
蒋
介
石
打
倒
を
準
備

し
て
い
る
と
か
、
国
民
政
府
が
共
産
化
す
る
な
ど
の
謡
言
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
下
に
、
中
山
艦
事
件
が
勃
発
す
る
。



第
三
節

中
山
艦
事
件
の
勃
発

1 

事
件
の
展
開
と
蒋
介
石
「
計
画
説
」

第3章広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

一
九
二
六
年
三
月
二
十
日
未
明
、
蒋
介
石
は
第
一
軍
第
二
師
を
動
員
し
、
造
幣
廠
跡
を
司
令
部
に
広
州
市
内
に
戒
厳
令
を
し
い
た
。
そ

し
て
十
八
日
夕
か
ら
十
九
日
夜
半
に
か
け
、
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
海
軍
局
所
管
の
主
力
艦
で
あ
る
中
山
艦
（
排
水
量
七
百
八
十
ト
ン
。

外
洋
を
航
行
で
き
る
砲
艦
）
を
命
令
な
く
移
動
さ
せ
反
乱
を
企
て
た
罪
で
、
海
軍
局
代
理
局
長
の
李
之
龍
（
共
産
党
員
）
を
自
宅
で
逮
捕
し

中
山
艦
を
拘
束
し
た
。
さ
ら
に
第
一
軍
中
の
共
産
党
員
の
党
代
表
を
拘
束
し
、
ソ
連
軍
事
顧
問
団
の
住
居
を
包
囲
し
衛
兵
の
武
装
を
解
除

し
た
。
ま
た
前
年
六
月
以
来
の
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
を
指
揮
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
の
建
物
を
包
囲
し
、
労
働
者
糾
察
隊
の
武
器
を
押
収

し
た
。
し
か
し
三
月
二
十
日
の
午
後
に
は
李
之
龍
以
外
の
共
産
党
員
を
釈
放
し
、
三
月
二
十
三
日
に
は
李
之
龍
の
容
疑
は
そ
の
ま
ま
に
自

ら
の
独
断
的
行
動
に
対
し
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
に
処
分
を
請
う
た
。
ソ
連
軍
事
顧
問
団
と
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
に
対
す
る
包
囲
も
解
か

れ
る
。
以
上
が
中
山
艦
事
件
で
あ
り
、
発
生
の
日
時
か
ら
三
・
二

O
事
件
と
も
よ
ば
れ
る
。

こ
の
事
件
は
、
中
山
艦
の
不
審
な
動
き
を
共
産
党
の
反
乱
だ
と
思
い
こ
ん
だ
蒋
介
石
の
突
発
的
行
動
で
あ
っ
た
と
し
て
処
理
さ
れ
た
。

蒋
介
石
は
事
件
直
前
ま
で
種
々
の
謡
言
に
対
し
冷
静
を
装
い
、
蒋
介
石
と
頻
繁
に
接
触
し
て
い
た
陳
公
博
や
包
恵
僧
も
全
く
の
突
発
的
出

来
事
と
し
て
事
件
を
記
録
す
る
。
蒋
介
石
も
三
月
二
十
三
日
に
は
軍
事
委
員
会
に
突
発
的
行
動
で
あ
っ
た
と
弁
明
し
、
共
産
党
側
も
ソ
連

側
も
中
山
艦
の
移
動
に
ま
つ
わ
る
策
謀
を
疑
い
な
が
ら
も
、
蒋
介
石
の
行
動
そ
の
も
の
は
突
発
的
出
来
事
で
あ
っ
た
と
し
て
事
件
を
処
理

し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
調
査
と
審
問
に
よ
り
中
山
艦
の
移
動
は
李
之
龍
の
恋
意
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
背
後
関
係
は
調
査
さ

れ
ず
に
政
治
決
着
が
つ
け
ら
れ
、
李
之
龍
も
七
月
に
釈
放
さ
れ
る
。
か
く
し
て
国
民
党
と
ソ
連
の
友
好
関
係
は
維
持
さ
れ
、
国
共
合
作
は

継
続
さ
れ
た
。
し
か
し
国
共
合
作
の
終
鷲
後
に
は
、
国
民
党
側
は
共
産
党
は
蒋
介
石
を
中
山
艦
で
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
ヘ
投
致
し
よ
う
と
し

て
い
た
と
主
張
す
問
。
一
方
、
共
産
党
側
は
蒋
介
石
の
行
動
は
突
発
的
で
は
な
く
最
初
か
ら
仕
組
ま
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
が
、
中
山
艦
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を
移
動
さ
せ
た
策
謀
に
蒋
介
石
が
関
与
し
た
と
は
断
言
せ
ず
、
蒋
介
石
が
ソ
連
に
投
致
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
心
暗
鬼
に
陥
っ
た
可

能
性
も
否
定
し
な
い
。
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国
民
党
側
の
い
う
蒋
介
石
投
致
説
は
、
当
時
の
状
況
か
ら
考
え
て
成
立
し
難
い
。
蒋
介
石
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
連
の
中
国
戦
略
遂
行

上
の
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
蒋
介
石
に
代
わ
る
軍
事
指
導
者
は
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
蒋
介
石
の
投
致
は
、
国
民
政
府
の
軍
事
体
制

に
大
混
乱
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
事
件
当
時
の
広
州
に
は
ソ
連
赤
軍
政
治
部
主
任
の
ブ
ブ
ノ
フ
を
代
表
と
す
る
使
節
団
が
滞
在
し
た

が
、
彼
ら
の
目
的
が
北
京
や
広
州
で
情
報
を
得
て
モ
ス
ク
ワ
の
中
国
政
策
決
定
に
供
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
か
っ
た
。
以

上
の
状
況
下
で
、
蒋
介
石
の
投
致
な
ど
と
い
う
政
策
の
大
転
換
を
も
た
ら
す
行
動
を
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
連
政
府
の
指
揮
下
に
あ
る
中

国
共
産
党
員
と
ソ
連
軍
事
顧
問
団
が
独
自
に
行
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
李
之
龍
が
自
宅
で
就
寝
中
に
逮
捕
さ
れ
た
事
実
が
、
蒋
介

石
の
投
致
計
画
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
事
件
は
蒋
介
石
が
仕
組
ん
だ
と
い
う
共
産
党
側
の
主
張
も
、
突
発
説
を
否
定
し
て
は

お
ら
ず
折
衷
的
モ
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
は
、
中
山
艦
事
件
は
蒋
介
石
の
周
到
な
計
画
的
行
動
で
あ
っ
た
と
い
う
議
論
を
展
開
す
る
。
ソ
連
は
中

山
艦
事
件
を
、
状
況
を
誤
解
し
た
蒋
介
石
の
突
発
的
行
動
と
し
て
処
理
し
た
が
、
真
相
を
つ
か
む
た
め
最
大
の
努
力
を
払
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
は
事
件
当
時
は
北
京
に
い
た
が
、
ボ
ロ
ジ
ン
ら
と
合
流
し
て
鴻
玉
祥
の
支
配
地
域
経
由
で
北
京
｜
ウ
ラ
ン
パ
ー
ト

さ
ら
に
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
を
加
え
て
鉄
路
で
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
至
り
、
こ
の
あ
と
海
路
を
と
る
一
カ

ル
l
ウ
ラ
ン
ウ
タ
を
車
で
走
破
し
、

月
の
大
旅
行
に
よ
り
四
月
二
十
九
日
に
広
州
に
帰
着
し
た
。
そ
し
て
事
件
の
目
撃
者
か
ら
詳
し
く
事
情
を
聞
き
、
各
種
の
関
係
文
書
を
検

討
し
た
と
い
う
。
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
「
蒋
介
石
計
画
説
」
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
他
の
資
料
に
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
（

内
は
筆
者
。

蒋
介
石
は
三
月
九
日
に
第
一
軍
の
士
官
た
ち
と
協
議
し
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
決
定
し
た
。
彼
ら
は
成
功
を
楽
観
視
し
、
国
民
革
命

軍
の
第
四
軍
（
軍
長
は
李
済
深
）
と
第
五
軍
（
軍
長
は
李
福
林
）
、
さ
ら
に
は
第
三
軍
（
軍
長
は
朱
培
徳
）
の
一
部
も
行
動
に
加
わ
る
も
の
と
期



待
し
た
。
そ
し
て
行
動
の
さ
い
に
は
宣
言
を
発
表
し
、
ピ
ラ
を
散
布
す
る
用
意
を
し
て
い
た
。
三
月
十
九
日
に
呉
鉄
城
が
蒋
介
石
の
と
こ

ろ
に
呼
ば
れ
二
時
間
が
過
ぎ
た
。
し
か
し
両
者
の
間
で
は
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
以
後
は
呉
鉄
城
は
蒋
介
石
の
と
こ
ろ
に
は

行
か
な
く
な
る
（
こ
の
部
分
の
記
述
は
、
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
が
経
緯
を
呉
鉄
城
か
ら
直
接
に
聞
い
た
の
で
は
な
く
、
間
接
的
に
知
り
え
た

第3章広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

情
報
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）
。
こ
の
日
の
深
夜
、
蒋
介
石
は
戒
厳
司
令
部
と
な
る
造
幣
廠
跡
に
移
り
会
議
を
招
集
し
、
伍
朝
枢
や
古
応
十
分

も
参
加
し
た
（
伍
朝
枢
は
国
民
党
中
央
執
行
委
員
兼
政
治
委
員
会
委
員
で
広
州
市
の
市
長
。
外
交
界
の
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。
古
応
芥
は

国
民
党
中
央
監
察
委
員
で
広
東
省
政
府
の
民
政
庁
長
と
し
て
省
内
に
隠
然
た
る
勢
力
を
有
し
た
。
両
人
は
広
州
に
残
存
し
た
反
共
派
の
主

要
人
物
で
あ
り
、
古
応
芥
は
民
政
庁
長
と
し
て
農
村
の
地
主
勢
力
を
支
持
し
た
た
め
共
産
党
員
か
ら
自
の
仇
に
さ
れ
て
い
た
）
。
日
が
改

ま
っ
た
三
月
二
十
日
の
午
前
三
時
、
蒋
介
石
は
第
一
軍
第
二
師
師
長
の
劉
崎
を
使
者
に
、
朱
培
徳
を
戒
厳
司
令
部
に
招
い
た
。
そ
し
て
一

時
間
後
に
到
着
し
た
朱
培
徳
に
行
動
の
決
議
文
書
を
見
せ
参
加
を
要
請
し
た
。
し
か
し
朱
培
徳
は
参
加
を
拒
否
し
、
そ
の
ま
ま
諦
延
闘
に

会
い
に
行
く
。
蒋
介
石
は
他
軍
の
協
力
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
午
前
五
時
に
戒
厳
部
隊
を
招
集
し
、
共
産
党
が
砲
艦
（
中
山
艦
）
を
奪
取
し
て

国
民
党
に
反
乱
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
と
厳
し
い
調
子
で
非
難
し
、
劉
峠
が
逮
捕
す
べ
き
共
産
党
員
の
名
前
を
読
み
上
げ
行
動
に
移
っ

た。
以
上
の
経
過
を
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
と
比
較
し
て
み
る
。
同
書
に
は
、
三
月
九
日
に
行
動
が
決
定
さ
れ
て
い
た
な

ど
と
い
う
記
述
は
な
い
。
し
か
し
蒋
介
石
は
三
月
八
日
に
在
精
衛
に
会
い
、
「
革
命
の
実
権
は
外
人
の
手
に
落
ち
て
は
な
ら
ず
、
コ
ミ
ン

テ
ル
ン
〔
中
国
語
原
文
は
「
第
三
国
際
」
〕
と
の
連
絡
に
も
一
定
の
限
度
を
定
め
、
自
主
の
地
位
を
失
う
べ
き
で
は
な
い
」
と
痛
論
し
た
。
チ

ェ
レ
パ

l
ノ
フ
に
よ
れ
ば
、
蒋
介
石
が
行
動
に
先
立
ち
準
備
し
た
ピ
ラ
（
撒
文
）
の
主
な
内
容
は
、
「
自
分
〔
蒋
介
石
〕
は
共
産
主
義
を
信
じ

自
身
ほ
と
ん
ど
共
産
主
義
者
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
の
共
産
党
員
は
ロ
シ
ア
人
に
そ
の
身
を
売
り
渡
し
彼
ら
の
走
狗
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
私
は
彼
ら
に
反
対
す
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
撤
文
は
行
動
を
決
定
し
た
三
月
九
日
の
会
議
で
作
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
文
面

に
は
十
日
後
に
発
生
す
る
中
山
艦
事
件
の
行
動
理
由
と
な
る
共
産
党
の
反
乱
を
未
然
に
防
ぐ
云
々
は
見
ら
れ
ず
、
前
日
の
三
月
八
日
に
蒋

83 



介
石
が
涯
精
衛
に
痛
論
し
た
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
人
と
し
て
の
自
主
的
立
場
を
堅
持
す
る
必
要
か
ら
行
動
に
移
る
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こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
連
続
性
は
、
三
月
九
日
に
行
動
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
議
論

に
信
恵
性
を
与
え
る
。
こ
の
あ
と
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
は
、
何
者
か
が
三
月
十
八
日
に
李
之
龍
に
電
話
で
蒋
介
石
の
命
令
だ
と
伝
え
て
中
山

艦
を
黄
捕
軍
官
学
校
に
回
航
さ
せ
た
こ
と
、
中
山
艦
を
回
航
さ
せ
た
李
之
龍
が
正
式
の
命
令
書
を
要
求
す
る
と
蒋
介
石
は
命
令
は
出
し
て

い
な
い
と
答
え
た
こ
と
、
同
時
に
蒋
介
石
に
虚
偽
の
手
紙
が
送
り
つ
け
ら
れ
広
州
で
政
変
が
起
こ
る
危
険
や
蒋
介
石
が
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

に
巡
洋
艦
（
砲
艦
の
誤
り
。
中
山
艦
）
で
送
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
チ
ェ
レ
パ

i
ノ
フ
の
い
う
李
之
龍
へ
の
電
話
や

蒋
介
石
投
致
計
画
は
、
当
時
一
般
に
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
も
こ
れ
ら
の
伏
線
が
蒋
介
石
の
策

謀
で
あ
っ
た
と
は
述
べ
て
い
な
い
。

し
か
し
中
山
艦
事
件
の
貴
重
な
証
言
を
残
し
た
馬
文
車
は
、
蒋
介
石
が
三
月
十
七
日
早
朝
に
衛
成
司
令
部
に
い
た
馬
文
車
に
中
山
艦
が

黄
捕
に
回
航
さ
れ
る
陰
謀
が
あ
る
と
述
べ
、
馬
文
車
が
調
査
の
必
要
を
打
診
す
る
と
必
要
な
し
と
答
え
て
引
き
あ
げ
た
と
述
べ
る
。
三
月

十
八
日
の
夕
方
よ
り
中
山
艦
が
動
き
は
じ
め
、
こ
れ
を
知
っ
た
蒋
介
石
が
行
動
を
準
備
し
た
と
い
う
事
件
後
に
確
認
さ
れ
た
日
時
よ
り
も

一
日
前
に
蒋
介
石
は
中
山
艦
の
移
動
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
蒋
介
石
が
中
山
艦
を
移
動
さ
せ
る
策
謀
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
傍
証
で

は
な
い
か
。

チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
観
点
を
敷
街
し
て
事
件
直
前
の
経
緯
を
組
み
立
て
る
な
ら
ば
、
蒋
介
石
は
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
決
定
し
て
い
た

が
、
ど
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
を
掴
ん
で
や
る
か
に
つ
い
て
は
未
定
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
い
う
三
月
十
九
日
の
呉
鉄
城
と
蒋
介
石
の
話
し
合
い
に
つ
い
て
は
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
三
月

十
九
日
条
に
「
午
前
、
、
在
精
衛
に
会
い
に
行
く
。
帰
宅
し
客
と
あ
う
」
と
あ
る
。
蒋
介
石
が
行
動
の
決
行
を
準
備
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

決
行
に
先
立
ち
こ
の
「
客
」
に
会
っ
て
い
る
こ
と
が
「
客
」
を
呉
鉄
城
だ
と
見
な
す
大
き
な
鍵
と
な
る
。
呉
鉄
城
は
公
安
（
警
察
）
局
長
で

あ
り
、
第
一
軍
第
二
師
を
除
く
国
民
革
命
軍
の
他
の
部
隊
が
広
州
市
内
に
い
な
か
っ
た
の
に
比
べ
、
旦
〈
鉄
城
の
部
隊
は
広
州
市
の
警
備
任



務
を
帯
び
て
い
た
。
連
絡
な
し
に
兵
士
を
動
員
す
れ
ば
双
方
の
衝
突
が
予
想
さ
れ
、
蒋
介
石
は
呉
鉄
城
に
は
是
非
に
も
事
前
に
連
絡
し
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
事
件
当
日
に
呉
鉄
城
の
部
隊
は
狂
精
衛
の
自
宅
を
保
護
の
名
目
で
包
囲
し
た
と
い
う
が
、
旦
〈
鉄
城
が
事
前
に
蒋
介

石
か
ら
行
動
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
。

『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
三
月
十
九
日
条
の
記
述
に
は
、
毛
思
誠
の
原
文
へ
の
蒋
介
石
の
大
幅
な
筆
削
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
蒋
介
石
年
譜
初
稿
』
の
筆
削
前
の
記
述
は
、
「
客
に
会
っ
た
」
あ
と
、
「
仙
頭
に
行
っ
て
禍
を
避
け
る
こ
と
を
決
定
し
」
（
油
頭
は
東
征
勝

利
後
に
は
第
一
軍
の
主
力
が
駐
屯
し
て
い
た
）
そ
の
途
に
つ
い
た
が
、
弱
気
を
反
省
し
て
広
州
に
引
き
返
し
行
動
を
決
行
し
た
と
な
っ
て

い
る
。
蒋
介
石
は
何
故
に
弱
気
に
な
っ
た
の
か
。
「
客
」
が
呉
鉄
城
で
あ
り
、
呉
鉄
城
が
行
動
に
同
意
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

中
山
艦
事
件
で
李
之
龍
の
逮
捕
を
指
揮
し
た
陳
肇
英
の
回
憶
に
よ
れ
ば
、
蒋
介
石
は
三
月
十
九
日
に
虎
門
要
塞
司
令
官
の
陳
肇
英
を
は

じ
め
徐
梓
や
欧
陽
格
ら
の
人
々
を
密
か
に
招
集
し
て
い
た
。
そ
し
て
陳
肇
英
は
泊
頭
に
向
か
う
蒋
介
石
と
同
行
し
て
そ
の
弱
気
を
諌
め
、

気
を
取
り
直
し
た
蒋
介
石
と
再
び
広
州
に
戻
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
三
月
十
九
日
の
「
客
」
と
は
、
陳
肇
英
ら
三
名
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
は
、
三
月
七
日
条
と
三
月
二
十
一
日
条
に
、
そ
れ
ぞ
れ
名
を
伏
せ
た

「
友
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
三
月
七
日
条
に
は
「
珠
村
に
友
を
訪
れ
風
流
を
語
る
」
と
あ
り
（
珠
村
は
広
州
市
東
方
の
郊
外
の
村
。
黄

捕
軍
官
学
校
の
演
習
地
）
、
蒋
介
石
は
長
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。
三
月
二
十
一
日
条
に
は
「
終
日
、
友
と
あ
う
。
東
山
〔
蒋
介
石
の
住
居

の
所
在
地
〕
と
造
幣
廠
〔
戒
厳
司
令
部
〕
の
間
を
往
来
す
る
」
と
あ
る
。
三
月
二
十
一
日
は
中
山
艦
事
件
の
真
っ
只
中
で
、
こ
の
日
の
「
友
」

は
是
非
に
も
名
を
伏
せ
る
必
要
が
あ
り
、
『
蒋
介
石
年
譜
初
稿
』
も
同
じ
文
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
三
月
七
日
の
友
は
、
『
蒋
介
石
年
譜
初

稿
』
に
は
潜
文
治
と
い
う
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
潜
文
治
が
何
者
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
蒋
介
石
は
郊
外
に
風
流
を
求
め
た
だ
け
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
潜
文
治
は
、
前
後
の
表
記
上
の
釣
り
合
い
を
付
け
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
三
月
二
十
一
日
の
「
友
」

第3章

を
際
立
た
さ
な
い
た
め
に
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
で
は
名
を
消
さ
れ
て
「
友
」
と
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
で
は
、
以
上
の
配
慮
が
中
山
艦
事
件
関
連
の
記
述
に
払
わ
れ
て
い
る
。
三
月
十
九
日
に
蒋
介
石



の
も
と
に
集
ま
っ
た
陳
肇
英
ら
三
名
は
都
合
が
悪
け
れ
ば
何
も
記
述
し
な
け
れ
ば
よ
く
、
記
述
す
る
な
ら
「
友
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

「
客
」
と
記
述
し
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
三
月
十
九
日
に
蒋
介
石
が
会
っ
た
「
客
」
は
、
チ
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ヱ
レ
パ

l
ノ
フ
の
い
う
呉
鉄
城
で
あ
っ
た
公
算
が
極
め
て
高
い
。

こ
の
ほ
か
蒋
介
石
が
伍
朝
枢
や
古
応
茶
と
関
係
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
、
周
囲
む
来
が
後
に
書
い
た
中
山
艦
事
件
に
関
す
る
短
文
に
「
蒋

介
石
的
地
位
更
加
強
固
了
、
不
理
〔
相
手
に
し
な
い
〕
伍
朝
枢
、
古
応
十
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
持
。
ま
た
陳
公
博
に
よ
れ
ば
、
三

月
二
十
日
の
朝
に
諌
延
閤
と
朱
培
徳
が
蒋
介
石
の
親
書
を
持
っ
て
在
精
衛
を
訪
れ
て
い
る
。
朱
培
徳
が
蒋
介
石
に
戒
厳
司
令
部
に
招
か
れ
、

そ
の
足
で
謹
延
闘
を
尋
ね
た
と
い
う
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
こ
と
ば
を
裏
付
け
る
。

さ
ら
に
ま
た
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
三
月
二
十
二
日
条
に
、
「
午
後
、
語
李
等
各
軍
長
と
、

ソ
連
顧
問
お
よ
び
共
産
党

員
へ
の
制
裁
に
つ
い
て
話
す
。
等
し
く
賛
成
を
表
す
。
公
〔
蒋
介
石
〕
嘆
い
て
い
う
「
事
前
に
此
の
挙
に
反
対
し
た
も
の
が
、
事
後
に
は
自

分
の
言
葉
を
金
科
玉
条
と
奉
る
。
人
心
の
変
化
は
何
故
こ
の
よ
う
に
早
い
の
か
」
」
と
あ
る
。
需
は
語
延
闇
だ
が
、
李
は
李
福
林
か
李
済

深
か
分
か
ら
な
い
。
李
福
林
は
広
東
の
遊
民
あ
が
り
で
、
蒋
介
石
や
諌
延
闇
と
同
席
し
て
重
要
問
題
を
話
し
合
う
立
場
に
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
広
東
語
し
か
話
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
李
福
林
と
蒋
介
石
の
直
接
の
会
話
は
出
現
し

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
軍
長
は
李
済
深
と
考
え
る
の
が
自
然
で
、
李
済
深
も
蒋
介
石
か
ら
事
前
に
働
き
か
け
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
問
。

こ
れ
は
蒋
介
石
ら
が
三
月
九
日
の
段
階
で
李
済
深
の
国
民
革
命
軍
第
四
軍
の
参
加
を
期
待
し
て
い
た
と
い
う
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
言
葉
を

裏
付
け
る
。
ま
た
「
李
」
軍
長
が
李
福
林
で
あ
っ
て
も
、
蒋
介
石
が
国
民
革
命
軍
第
五
軍
の
参
加
を
期
待
し
た
と
い
う
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ

の
言
葉
を
裏
付
け
る
。

チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
「
蒋
介
石
計
画
説
」
は
、
他
の
資
料
に
よ
っ
て
も
裏
打
ち
さ
れ
る
。
な
ぜ
ソ
連
は
、
永
い
あ
い
だ
こ
れ
を
公
表
し

な
か
っ
た
の
か
。
事
件
当
時
は
国
民
党
と
の
合
作
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
。
国
共
合
作
の
破
綻
後
に
は
、
蒋
介
石
へ
の
譲
歩
政
策
な
ど

中
国
革
命
の
指
導
が
誤
っ
て
い
た
と
非
難
す
る
ト
ロ
ッ
キ
ー
派
と
の
論
争
が
激
化
し
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
中
戦
争
が
始



ソ
連
と
蒋
介
石
の
協
力
関
係
が
再
開
さ
れ
、
な
お
さ
ら
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三

七
年
八
月
に
は
中
ソ
不
可
侵
条
約
が
締
結
さ
れ
、
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
は
再
び
軍
事
顧
問
と
し
て
蒋
介
石
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
。

ま
っ
た
一
九
三
七
年
以
降
の
十
二
年
間
は
、

一
九
四

五
年
八
月
に
は
中
ソ
友
好
同
盟
条
約
が
結
ば
れ
る
。
よ
う
や
く
六

0
年
代
に
な
り
国
内
お
よ
び
国
際
状
況
が
変
化
し
て
事
件
は
時
効
と
な

り
、
真
相
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

2 

中
山
艦
事
件
突
発
説

広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

中
山
艦
事
件
に
は
、
楊
天
石
「
中
山
艦
事
件
之
前
」
と
い
う
優
れ
た
専
論
が
あ
る
。
楊
天
石
論
文
は
、
事
件
は
蒋
介
石
の
計
画
的
行
動

で
は
な
い
と
い
う
。
当
時
し
だ
い
に
孤
立
し
て
い
た
蒋
介
石
は
、
ソ
連
と
共
産
党
と
、
在
精
衛
が
共
謀
し
て
自
分
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い

る
と
思
い
、
疑
心
暗
鬼
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
西
山
会
議
派
や
孫
文
主
義
学
会
の
控
造
し
た
共
産
党
ク
ー
デ
タ
ー
の
デ
マ
を
信
じ
、
突
発
的

行
動
に
及
ん
だ
と
い
う
。
楊
天
石
論
文
の
見
解
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
一
九
二
六
年
当
時
、
中
山
艦
事
件
に
政
治
決
着
が
つ
け
ら

れ
た
さ
い
の
、
蒋
介
石
ら
当
事
者
た
ち
の
了
解
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

楊
天
石
論
文
の
立
論
の
基
礎
は
、
南
京
の
中
国
第
二
歴
史
楢
案
館
所
蔵
の
『
蒋
介
石
日
記
類
抄
』
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
毛
思
誠
が
蒋

介
石
の
『
日
記
』
を
分
類
摘
抄
し
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
執
筆
の
基
本
資
料
と
な
っ
た
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石

先
生
』
の
中
山
艦
事
件
に
関
す
る
記
述
に
は
抽
象
表
現
に
と
ど
め
る
筆
づ
か
い
が
顕
著
で
あ
る
が
、
原
資
料
の
蒋
介
石
『
日
記
』
に
よ
り

近
い
『
蒋
介
石
日
記
類
抄
』
を
全
面
的
に
使
用
す
る
点
で
、
楊
天
石
論
文
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
。
楊
天
石
論
文
は
書
き
出
し
で
次
の

よ
う
に
言
う
。
〔

〕
内
は
筆
者
。

「
〔
事
件
後
の
〕
六
月
二
十
八
日
、
彼
〔
蒋
介
石
〕
は
孫
文
紀
年
週
〔
記
念
週
間
〕
の
演
説
で
語
っ
て
い
る
。
「
三
月
二
十
日
の
事
情
が
完
全
に
明

第 3章

ら
か
に
な
る
時
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
が
死
ん
で
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
時
に
な
れ
ば
私
の
日
記
と
同
志
各
位
に
あ
て
た
質
問
と

応
答
の
書
簡
が
公
開
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
当
然
、
事
件
の
す
べ
て
が
白
日
の
も
と
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
」
。
い
ま
こ
そ
、
こ
の
難
事
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件
を
徹
底
的
に
解
明
す
べ
き
時
で
あ
る
。
以
下
、
私
が
見
る
こ
と
の
で
き
た
こ
の
時
期
の
蒋
介
石
の
部
分
的
な
日
記
と
、
関
係
す
る
書
簡
、

資
料
に
基
づ
い
て
、
こ
の
事
件
に
考
察
を
加
え
る
」
。

楊
天
石
論
文
が
蒋
介
石
の
言
葉
ど
お
り
『
日
記
』
と
関
係
書
簡
こ
そ
事
件
の
謎
を
解
く
鍵
だ
と
考
え
、
意
気
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
楊
天
石
論
文
は
ま
ず
、
四
月
二
十
日
に
蒋
介
石
が
第
一
軍
か
ら
退
出
す
る
共
産
党
員
に
行
っ
た
事
件
の
経
緯
説
明
を
と
り
あ
げ
る
。

蒋
介
石
は
全
面
的
に
信
じ
ら
れ
ぬ
と
述
べ
な
が
ら
も
、
自
分
を
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
陰
謀
が
噂
さ
れ
三
月
十
九
日
に
自
分
の
居
場
所
を
再

三
確
認
し
た
注
精
衛
（
蒋
介
石
は
名
を
伏
せ
る
が
、
、
在
精
衛
で
あ
る
こ
と
は
公
然
の
事
実
で
あ
っ
た
）
と
李
之
龍
の
言
動
に
極
め
て
大
き
な

不
審
を
覚
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
当
日
の
夜
間
に
な
っ
て
も
機
関
を
停
止
し
な
い
中
山
艦
の
動
き
を
見
て
行
動
に
及
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。
蒋
介
石
が
突
発
説
を
主
張
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
経
緯
説
明
を
、
楊
天
石
論
文
は
『
日
記
類
抄
』
の
記
述
と
比
較
す
る
。
『
日
記
類
抄
』
の
三
月
十
九
日
条
に
は
、
自
分
を
陥
れ
る

策
謀
を
察
知
し
た
蒋
介
石
が
油
頭
に
退
こ
う
と
し
た
が
弱
気
を
翻
し
て
広
州
に
一
民
り
行
動
に
移
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
楊
天

石
論
文
は
、
こ
の
部
分
の
記
述
を
、
事
件
で
蒋
介
石
と
行
動
を
共
に
し
た
陳
肇
英
や
陳
立
夫
の
回
想
で
補
強
す
る
。
陳
肇
英
は
蒋
介
石
は

油
頭
に
退
こ
う
と
し
た
と
述
べ
、
陳
立
夫
は
蒋
介
石
は
上
海
に
退
こ
う
と
し
た
と
述
べ
る
が
、
両
者
と
も
に
蒋
介
石
が
弱
気
を
翻
し
て
広

州
に
戻
り
行
動
に
移
っ
た
の
は
自
分
が
蒋
介
石
を
諌
め
た
結
果
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
楊
天
石
論
文
は
、
蒋
介
石
が
同
行
者
に
弱
気
を
諌

め
ら
れ
て
広
州
に
一
戻
っ
た
事
実
こ
そ
、
蒋
介
石
の
行
動
の
突
発
性
を
物
語
る
と
考
え
る
。
最
初
か
ら
計
画
し
て
お
れ
ば
、
回
り
か
ら
促
さ

れ
る
芝
居
じ
み
た
行
動
を
演
じ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
蒋
介
石
と
、
在
精
衛
の
私
信
の
原
件
を
は
じ
め
、
中
山
艦
事
件

に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
全
て
の
資
料
を
動
員
し
て
中
山
艦
事
件
突
発
説
を
補
完
す
る
。

楊
天
石
論
文
が
信
頼
を
置
く
『
蒋
介
石
日
記
類
抄
』
の
証
拠
能
力
を
考
え
て
み
る
。
『
蒋
介
石
日
記
類
抄
』
が
蒋
介
石
『
日
記
』
の
原

型
を
留
め
、
蒋
介
石
『
日
記
』
が
蒋
介
石
の
具
体
的
行
動
に
基
づ
く
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
行
動
の
動
機
や
真
の
目
的
を
包
み

隠
さ
ず
記
述
し
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
自
己
を
正
当
化
で
き
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
は
ず
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で
あ
る
。
『
蒋
介
石
日
記
類
抄
』
を
軸
に
す
え
た
楊
天
石
論
文
の
展
開
は
撤
密
で
澱
み
が
な
い
が
、
裁
判
で
被
告
の
自
白
を
全
面
的
に
採

用
し
、
そ
の
正
し
さ
を
－
証
明
す
る
有
利
な
傍
証
だ
け
を
固
め
る
や
り
方
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
楊
天
石
論
文
が
突
発
説
の
証
拠
と
す
る
、

蒋
介
石
が
弱
気
を
諌
め
ら
れ
広
州
に
戻
っ
た
と
い
う
経
緯
も
、
必
ず
し
も
蒋
介
石
の
行
動
の
突
発
性
を
説
明
し
な
い
。
蒋
介
石
が
徹
密
な

計
算
と
決
然
た
る
意
志
を
秘
め
つ
つ
も
、
権
力
闘
争
で
は
常
に
人
に
促
さ
れ
た
形
を
と
る
態
度
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
間
の
行
動
は
十
分

に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
状
況
証
拠
が
あ
る
。
蒋
介
石
は
三
月
十
九
日
に
陳
肇
英
ら
を
呼
び

集
め
た
が
、
行
動
を
起
こ
す
気
が
な
け
れ
ば
集
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

第3章広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

『
蒋
介
石
日
記
類
抄
』
に
見
る
蒋
介
石
は
、
精
神
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
か
ら

も
、
確
認
で
き
る
。
し
か
し
一
九
二
四
年
一
月
の
国
共
合
作
成
立
以
来
、
二
五
年
六
月
の
濃
軍
と
桂
軍
の
粛
清
、
二
五
年
八
月
の
専
軍
の

粛
清
、
さ
ら
に
二
六
年
二
月
の
国
民
革
命
軍
第
一
軍
第
二
師
師
長
の
王
懇
功
の
逮
捕
な
ど
、
内
部
の
粛
清
に
率
先
し
て
た
ず
さ
わ
っ
た
蒋

介
石
が
疑
心
暗
鬼
に
陥
り
突
発
的
行
動
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
か
。
蒋
介
石
は
広
州
衛
成
司
令
で
、
広
州
に
は
呉
鉄
城
の
警
衛
部
隊
以
外
に
有

力
な
部
隊
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
蒋
介
石
の
行
動
は
近
衛
部
隊
の
決
起
で
あ
り
、
戒
厳
令
実
施
に
は
何
の
困
難
も
な
か
っ
た
。
蒋
介
石
が

悩
ん
だ
と
す
れ
ば
、

ソ
連
や
共
産
党
員
お
よ
び
他
の
国
民
党
員
た
ち
の
反
応
を
読
み
き
ろ
う
と
す
る
悩
み
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
次
章
に

見
る
と
お
り
、
中
山
艦
事
件
後
に
は
共
産
党
員
も
国
民
党
員
も
蒋
介
石
を
恐
れ
障
る
。
中
山
艦
事
件
に
よ
り
発
揮
さ
れ
た
蒋
介
石
の
桐
喝

力
は
強
烈
で
あ
る
。
追
い
つ
め
ら
れ
突
発
的
に
行
動
す
る
体
の
人
物
だ
と
見
な
さ
れ
て
お
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
の
桐
喝
力
を
長
期
間
発
揮
す

る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
人
々
に
は
蒋
介
石
の
行
動
が
、
突
発
的
で
な
か
っ
た
こ
と
が
感
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

楊
天
石
論
文
は
『
日
記
類
抄
』
の
過
大
評
価
と
蒋
介
石
へ
の
甘
い
人
物
評
価
（
下
世
話
に
い
え
ば
、
甘
く
見
て
い
る
こ
と
）
が
重
な
り
、

偏
っ
た
議
論
展
開
に
陥
っ
て
い
る
。
し
か
し
結
論
部
分
で
、
蒋
介
石
は
右
派
の
デ
マ
や
挑
発
が
な
く
て
も
遅
か
れ
早
か
れ
別
の
事
件
を
引

き
起
こ
し
て
い
た
は
ず
だ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
は
こ
こ
に
楊
天
石
氏
の
歴
史
家
と
し
て
の
真
骨
頂
を
見
る
。
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国
共
合
作
の
軌
道
修
正
を
狙
っ
た
蒋
介
石

90 

蒋
介
石
は
何
を
狙
っ
て
中
山
艦
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
。
事
件
当
時
、
北
京
の
ソ
連
政
府
代
表
カ
ラ
ハ
ン
も
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
ら

の
軍
事
顧
問
た
ち
も
、
誰
一
人
と
し
て
蒋
介
石
が
ソ
連
や
共
産
党
と
決
別
す
る
つ
も
り
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
ソ
連
の
援
助
と
共
産
党

員
の
存
在
は
、
蒋
介
石
の
権
力
を
支
え
る
大
き
な
柱
で
あ
っ
た
。
し
か
も
蒋
介
石
は
北
伐
を
前
に
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
ソ
連
や
共
産

党
と
決
別
す
れ
ば
、
広
州
の
「
国
民
革
命
勢
力
」
を
解
体
さ
せ
北
伐
計
画
が
水
泡
に
帰
す
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
国
共
合
作
は
中
国
国

内
に
親
ソ
勢
力
を
作
ろ
う
と
す
る
ソ
連
外
交
の
成
果
で
あ
り
、
そ
の
焦
点
は
軍
事
顧
問
を
派
遣
し
て
蒋
介
石
を
中
心
と
す
る
新
し
い
軍
事

力
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ソ
連
側
は
、
蒋
介
石
は
ソ
連
と
離
れ
ら
れ
ま
い
と
判
断
し
、
蒋
介
石
も
ソ
連
政
府
は
現
時

点
で
は
自
分
と
の
協
力
関
係
を
断
絶
さ
せ
ら
れ
な
い
と
確
信
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
共
合
作
の
継
続
を
意
味
し
た
。
中
国
共

産
党
員
が
不
満
を
抱
こ
う
と
も
、
彼
ら
が
ソ
連
政
府
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
方
針
に
従
う
の
は
自
明
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
事
件
後
、
ソ
連

に
反
対
せ
ず
キ
サ
ン
カ
や
ロ
ガ
チ
ョ
フ
に
反
対
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
共
産
党
員
を
国
民
党
権
力
の
中
枢
か
ら
排
除
し
た
が
、

指
導
を
受
け
入
れ
る
限
り
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

以
上
の
状
況
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
中
山
艦
事
件
は
国
共
合
作
の
軌
道
修
正
を
狙
っ
た
蒋
介
石
の
示
威
行
為
で
あ
っ
た
。
広
州
市
内
の
軍

隊
は
蒋
介
石
の
国
民
革
命
軍
第
一
軍
第
二
師
だ
け
で
あ
り
、
実
行
に
さ
し
た
る
困
難
は
な
く
彼
の
読
み
は
見
事
に
当
た
る
。
事
件
後
、
蒋

介
石
は
ソ
連
と
共
産
党
（
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
）
か
ら
大
き
な
譲
歩
を
え
る
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
手
を
組
ん
だ
か
に
見
え
た
反
共
派
を
切
り
す
て
、

国
共
合
作
を
維
持
す
る
要
と
し
て
の
地
位
を
手
に
い
れ
る
。

第
四
節

蒋
介
石
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
確
立

1

迂
精
衛
の
追
い
落
と
し

中
山
艦
事
件
後
の
蒋
介
石
の
行
動
は
、
在
精
衛
の
追
い
落
と
し
か
ら
は
じ
ま
る
。
在
精
衛
に
は
他
の
国
民
政
府
要
人
の
よ
う
な
財
源
や
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配
下
の
軍
隊
な
ど
固
有
の
権
力
基
盤
は
な
か
っ
た
。
国
民
政
府
主
席
と
軍
事
委
員
会
主
席
の
地
位
は
、
他
の
要
人
が
胡
漢
民
へ
の
対
抗
馬

と
し
て
選
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
在
精
衛
は
自
分
た
ち
の
権
力
基
盤
を
侵
犯
す
る
ま
い
と
の
安
心
感
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
在
精
衛
は
国
民
政
府
の
象
徴
す
な
わ
ち
御
輿
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
担
い
手
は
蒋
介
石
の
国
民
革
命
軍
第
一
軍
で
あ
っ
た
。
中
山
艦

事
件
で
第
一
軍
が
在
精
衛
の
頭
越
し
に
行
動
す
る
と
、
、
在
精
衛
は
権
威
を
失
墜
す
る
。
陳
公
博
の
「
回
想
録
」
に
よ
れ
ば
、
在
精
衛
は
自

分
の
権
威
が
無
視
さ
れ
た
と
激
昂
す
る
だ
け
で
何
の
対
応
策
を
講
じ
た
様
子
も
な
い
。

蒋
介
石
は
在
精
衛
の
権
威
を
否
定
し
た
が
放
逐
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
、
在
精
衛
の
自
発
的
引
退
が
必
要
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
表

面
は
在
精
衛
と
事
件
を
結
び
つ
け
ず
三
月
二
十
一
日
の
夕
方
に
は
在
精
衛
を
見
舞
い
恭
順
の
態
度
を
示
し
た
。
し
か
し
事
件
直
後
に
腹

心
の
王
柏
齢
が
、
在
精
衛
と
キ
サ
ン
カ
は
共
謀
し
て
蒋
介
石
を
中
山
艦
へ
位
致
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
が
）
。
こ
の
話
が
信
窓
性
に
乏

し
い
こ
と
は
検
証
し
た
が
、
蒋
介
石
自
身
も
同
様
の
話
を
陳
公
博
に
語
っ
た
と
い
う
。
表
面
上
の
恭
順
と
は
別
に
、
蒋
介
石
は
「
キ
サ
ン

カ
・
狂
精
衛
共
謀
説
」
が
流
布
し
、
在
精
衛
に
圧
力
が
加
わ
る
の
を
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
。

蒋
介
石
は
三
月
二
十
二
日
の
午
前
中
に
自
宅
を
訪
れ
た
ソ
連
領
事
館
の
人
物
に
、
事
件
は
個
人
的
問
題
か
ら
起
こ
っ
た
と
弁
明
し
た
。

ソ
連
側
は
安
堵
し
、
個
人
的
問
題
の
原
因
と
な
っ
た
キ
サ
ン
カ
と
ロ
ガ
チ
ョ
フ
を
帰
国
さ
せ
る
と
言
明
し
た
。
事
態
収
拾
が
在
精
衛
の
頭

越
し
に
蒋
介
石
と
ソ
連
側
で
進
行
し
、
ソ
連
が
在
精
衛
を
見
限
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
続
い
て
同
日
の
午
前
中
に
、
蒋
介
石
、
在
精
衛
、

語
延
闘
、
朱
培
徳
、
伍
朝
枢
、
宋
子
文
、
陳
公
博
、
林
祖
、
画
、
甘
乃
光
お
よ
び
ソ
連
側
代
表
を
交
え
て
在
精
衛
の
自
宅
で
政
治
委
員
会
が

ひ
ら
か
れ
、
ソ
連
軍
事
顧
問
団
と
の
友
好
関
係
の
増
進
、
意
見
の
合
わ
な
い
ソ
連
顧
問
の
職
務
か
ら
の
一
時
的
離
脱
、
在
精
衛
の
休
養
の

必
要
、
李
之
龍
の
嫌
疑
の
調
査
が
決
議
さ
れ
た
。
、
在
精
衛
は
病
気
で
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
り
、
蒋
介
石
も
ほ
と
ん
ど
発
言
せ
ず
会
議
は
短
時

間
で
終
了
し
た
。
会
議
が
蒋
介
石
と
ソ
連
側
と
の
事
前
の
合
意
を
承
認
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
あ
と
数
日
で
在

精
衛
は
姿
を
消
す
。
ソ
連
に
見
限
ら
れ
他
の
要
人
た
ち
の
支
持
も
得
ら
れ
ぬ
在
精
衛
は
存
在
理
由
を
失
っ
て
い
た
。
在
精
衛
が
再
び
姿
を
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現
す
の
は
一
年
後
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
肥
大
し
た
蒋
介
石
の
権
力
を
製
肘
し
、
蒋
介
石
と
他
の
国
民
党
員
（
共
産



党
員
を
含
む
）
と
の
軌
際
の
調
停
で
あ
っ
た
。

、
在
精
衛
出
奔
後
の
三
月
二
十
六
日
、
蒋
介
石
は
在
精
衛
に
手
紙
を
書
き
休
暇
を
申
請
し
た
。
さ
ら
に
謹
延
間
、
朱
培
徳
、
李
済
深
に
も

手
紙
を
送
り
、
休
養
し
た
い
の
で
在
精
衛
に
姿
を
現
す
よ
う
促
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
。
蒋
介
石
の
態
度
は
事
態
収
拾
へ
の
儀
礼
で
あ

り
、
ソ
連
が
妥
協
し
事
態
が
平
穏
に
処
理
さ
れ
て
い
る
状
況
で
、
国
民
政
府
の
要
人
が
自
分
の
退
出
を
承
認
す
る
と
は
全
く
思
っ
て
い
な

（則）

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
は
た
し
て
同
日
の
深
夜
三
時
に
宋
子
文
が
要
人
を
代
表
し
て
蒋
介
石
を
訪
れ
て
慰
留
し
、
蒋
介
石
も
受
諾
し
た
。

か
く
し
て
在
精
衛
の
排
除
と
自
ら
の
権
威
確
立
と
い
う
、
蒋
介
石
の
計
画
の
第
一
段
階
は
完
了
し
た
。
在
精
衛
は
五
月
に
フ
ラ
ン
ス
に
去

る
決
心
を
し
、
渡
仏
す
る
。

蒋
介
石
は
三
月
二
十
九
日
に
「
時
局
に
対
す
る
意
見
書
」
と
「
党
事
を
整
頓
す
る
意
見
書
」
の
執
筆
を
開
始
し
、
三
月
三
十
日
に
は
北

伐
準
備
の
意
見
書
執
筆
に
と
り
か
か
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
書
は
四
月
三
日
に
党
中
央
に
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
ボ
ロ
ジ
ン
の
四
月
下
旬
の

広
州
へ
の
帰
還
を
待
ち
、
蒋
介
石
と
の
あ
い
だ
で
協
議
が
開
始
さ
れ
る
。

2 

反
共
派
の
排
除

蒋
介
石
の
次
の
行
動
は
、
国
共
合
作
継
続
の
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
共
産
党
員
と
ソ
連
軍
事
顧
問
団
の
追
放
を
も
く
ろ
む

反
共
派
の
抑
制
と
、
国
共
対
立
の
火
種
で
あ
る
孫
文
主
義
学
会
と
青
年
軍
人
連
合
会
の
解
散
で
あ
る
。

三
月
二
十
二
日
の
午
後
六
時
に
二
つ
の
会
合
が
聞
か
れ
た
。
一
つ
は
国
民
革
命
軍
第
一
軍
二
十
師
の
士
官
の
会
合
で
、
共
産
党
員
と
ソ

連
軍
事
顧
問
団
の
排
除
を
求
め
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
孫
文
主
義
学
会
の
会
合
で
あ
り
、
蒋
介
石
に
孫
文
主
義
学
会
会
員
に
よ
る
第
一
軍

内
の
共
産
党
員
の
監
視
を
要
求
し
、
共
産
党
員
の
蒋
介
石
謀
殺
の
デ
マ
を
流
そ
う
と
し
て
い
た
。
孫
文
主
義
学
会
の
会
合
参
加
者
の
名
前

は
不
明
だ
が
、
王
柏
齢
、
陳
肇
英
、
徐
拝
、
欧
陽
格
ら
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
国
民
党
広
州
市
党
部
を
握
る
「
太
子

派
」
の
孫
科
と
呉
鉄
城
ら
も
、
共
産
党
員
の
排
除
を
画
策
し
て
い
た
。
広
州
市
党
部
が
大
会
を
聞
き
示
威
運
動
を
計
画
し
て
い
る
と
の
密
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（
胤
）

告
が
四
月
五
日
に
宋
子
文
か
ら
あ
り
、
蒋
介
石
は
す
ぐ
に
呉
鉄
城
に
手
紙
を
書
き
計
画
を
中
止
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
四
月
三
日
に
は

伍
朝
枢
と
古
応
十
分
が
蒋
介
石
を
訪
れ
香
港
の
イ
ギ
リ
ス
側
の
意
向
を
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
、
蒋
介
石
を
憤
慨
さ
せ
て
い
る
。
伍
朝
枢
は
四

月
十
四
日
に
も
蒋
介
石
を
た
ず
ね
、
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
の
解
除
と
引
き
換
え
の
借
款
供
与
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
側
の
申
し
出
を
伝
え
て
お
り
、

四
月
三
日
に
も
同
様
の
話
を
持
ち
込
ん
だ
と
考
え
て
よ
い
。
蒋
介
石
は
申
し
出
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
蒋
介
石

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
で
も
す
る
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に

は
朱
培
徳
を
訪
れ
「
自
分
が
反
革
命
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

審
判
庁
長
の
李
章
達
を
黄
捕
に
呼
ん
で
同
様
の
意
向
を
伝
え
、
「
右
派
と
の
関
係
を
た
だ
ち
に
断
た
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
た
め
に
私
は
孫

広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

文
主
義
学
会
の
解
散
を
決
定
し
た
。
同
時
に
青
年
軍
人
連
合
会
も
解
散
す
る
。
旦
（
鉄
城
は
警
備
司
令
を
解
任
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か

わ
っ
て
貴
男
が
就
任
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
右
派
か
ら
実
力
を
奪
い
と
る
。
呉
鉄
城
は
上
海
に
行
く
」
と
述
べ
た
と
い

（陥）う
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
ど
お
り
に
、
蒋
介
石
は
反
共
派
を
排
除
す
る
。
中
山
艦
事
件
後
し
ば
ら
く
し
て
、
王
柏
齢
と
陳
肇
英
が
免
職
に
な

（
即
）

り
広
州
を
去
る
。
欧
陽
格
と
徐
梓
ら
も
処
分
を
受
け
、
旦
〈
鉄
城
は
逮
捕
さ
れ
て
し
ば
ら
く
虎
門
要
塞
に
監
禁
さ
れ
た
。
李
雲
漢
は
呉
鉄
城

（瑚）

の
回
想
録
を
引
用
し
、
五
月
三
十
日
に
呉
鉄
城
が
逮
捕
さ
れ
伍
朝
枢
と
古
応
芥
も
排
除
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
『
民
国
十
五
年
以

前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
は
、
一
連
の
出
来
事
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
さ
り
気
な
い
極
く
少
量
の
記
事
か
ら
、
蒋
介
石
と
ボ
ロ
ジ
ン
が
五

月
二
十
七
日
に
「
反
動
派
の
粛
清
」
を
協
議
し
、
六
月
二
日
の
記
事
か
ら
伍
朝
枢
と
古
応
芥
が
政
治
委
員
会
委
員
を
す
で
に
辞
し
て
い
る

（削）

こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
蒋
介
石
に
排
除
さ
れ
た
人
物
た
ち
は
、
や
が
て
復
職
し
国
民
党
内
で
活
躍
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
期
に
逮

捕
さ
れ
た
り
放
逐
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
都
合
が
悪
く
、
意
図
的
に
伏
せ
ら
れ
る
か
あ
い
ま
い
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

青
年
軍
人
連
合
会
と
孫
文
主
義
学
会
へ
の
処
置
を
見
て
み
よ
う
。
青
年
軍
人
連
合
会
は
四
月
十
六
日
に
解
散
宣
言
を
出
し
、
こ
れ
を
受

け
蒋
介
石
は
翌
日
に
孫
文
主
義
学
会
の
幹
部
と
協
議
し
、
二
十
日
に
は
孫
文
主
義
学
会
も
解
散
宣
言
を
出
し
た
。
し
か
し
解
散
宣
言
は
蒋

介
石
の
意
向
を
尊
重
す
る
だ
け
の
儀
礼
で
あ
り
、
事
実
上
は
両
会
と
も
会
員
間
の
結
束
を
保
ち
勢
力
の
発
展
に
つ
と
め
て
い
た
。
五
月
七

日
に
は
両
会
の
会
員
の
乱
闘
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
六
月
二
十
七
日
に
、
蒋
介
石
を
会
長
と
し
黄
捕
軍
官
学
校
の
在
校
生
、
卒
業
生
、
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学
校
関
係
者
が
加
入
す
る
「
黄
捕
同
学
会
」
が
成
立
し
、
両
会
は
こ
れ
に
吸
収
さ
れ
る
。
し
か
し
事
実
上
の
対
立
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
は

£
か
っ
た
。

94 

3 

国
民
党
二
期
二
中
全
会
の
開
催

蒋
介
石
が
中
山
艦
事
件
後
の
布
石
を
打
っ
て
い
る
聞
に
、
ボ
ロ
ジ
ン
は
北
京
！
ウ
ラ
ン
パ

l
ト
ル
｜
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
を
経
由
し
四
月

二
十
九
日
に
広
州
に
帰
着
し
た
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
蒋
介
石
と
の
間
で
、
党
中
央
に
提
出
さ
れ
て
い
た
意
見
書
に
つ
い
て
の
協
議
が
は
じ

ま
る
。
協
議
に
は
し
ば
ら
く
す
る
と
張
静
江
が
加
わ
る
。
張
静
江
〔
人
傑
が
名
。
静
江
は
字
で
あ
る
が
本
書
で
は
引
用
文
以
外
は
張
静
江
を
使
用

す
る
〕
は
呉
稚
障
や
察
元
培
と
並
ぶ
国
民
党
の
元
老
で
、
二
六
年
一
月
の
国
民
党
二
全
大
会
で
は
監
察
委
員
に
選
出
さ
れ
て
い
た
。
従
来

は
上
海
に
居
を
構
え
た
が
中
山
艦
事
件
後
に
は
広
州
に
移
り
、
国
民
党
の
政
策
決
定
に
参
画
す
る
。
張
静
江
は
蒋
介
石
と
は
同
郷
（
新
江

省
）
で
気
心
の
知
れ
た
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
蒋
介
石
は
張
静
江
ら
の
漸
江
省
出
身
者
を
登
用
し
は
じ
め
る
。
大
き
な
権

力
を
手
に
し
た
が
そ
の
分
だ
け
孤
立
し
党
内
の
反
発
を
買
う
立
場
に
立
っ
た
蒋
介
石
は
、
気
心
の
知
れ
た
人
間
で
自
分
の
周
り
を
固
め
る

明
確
な
派
閥
を
形
成
し
は
じ
め
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
蒋
介
石
の
意
見
書
の
う
ち
、
後
述
す
る
「
国
共
協
定
事
件
〔
事
項
〕
」
の
原
案
で
あ
る

「
党
事
を
整
頓
す
る
意
見
書
」
に
強
い
抵
抗
を
示
し
た
。
し
か
し
蒋
介
石
と
の
妥
協
は
ソ
連
政
府
の
方
針
で
あ
り
、
北
伐
論
者
の
ブ
リ
ュ

ッ
ヘ
ル
が
ボ
ロ
ジ
ン
に
同
行
し
た
こ
と
が
何
よ
り
も
そ
れ
を
物
語
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
一
定
の
抵
抗
を
示
し
た
が
蒋
介
石
の
「
意
見
書
」
に

同
意
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
意
見
書
」
は
内
容
は
そ
の
ま
ま
に
体
裁
を
改
め
、
五
月
十
五
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
二
期
二
中
全

会
に
提
出
さ
れ
た
。

二
期
二
中
全
会
開
催
の
必
要
は
、

四
月
六
日
に
蒋
介
石
が
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
第
十
八
次
会
議
に
提
案
し
承
認
さ
れ
て
い
た
。

二
期
二
中
全
会
の
内
容
を
知
る
に
は
、
従
来
は
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
よ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
同
書
の
記
事
を
「
中
国

国
民
党
第
二
次
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
紀
録
」
（
国
民
党
党
史
委
員
会
蔵
、
謄
写
版
印
刷
、
以
下
、
「
会
議
記
録
」
）
と
比
較
す
る
と
、
会
議
が



蒋
介
石
主
導
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
る
若
干
の
脚
色
と
い
さ
さ
か
の
省
略
や
異
同
の
ほ
か
は
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
る
（
決
議

文
の
脚
色
は
一
切
な
く
全
く
同
じ
文
言
で
あ
る
）
。
会
議
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
の
記
載
を

軸
に
、
会
議
経
過
を
跡
付
け
て
み
よ
う
。
（
）
内
は
「
会
議
記
録
」
と
の
異
同
を
示
す
。

五
月
十
五
日
午
前
九
時
（
三
十
分
）
開
会
。
二
十
四
名
（
二
十
六
名
）
が
出
席
し
、
議
長
に
は
蒋
介
石
（
語
延
聞
、
語
平
山
の
三
名
）
が
推
挙

さ
れ
た
。
蒋
介
石
、
語
延
闘
（
語
延
間
、
蒋
介
石
の
順
）
、
孫
科
、
宋
子
文
、
甘
乃
光
、
陳
公
博
、
林
祖
、
画
、
伍
朝
枢
に
よ
り
、
四
項
目
の

「
整
理
党
事
案
」
が
提
出
さ
れ
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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①
中
国
国
民
党
と
共
産
党
の
関
係
を
改
善
す
る
。
②
党
内
の
跨
党
党
員
〔
国
民
党
と
共
産
党
の
両
方
に
籍
を
お
く
共
産
党
員
〕
の
軌
外
行
動
と

言
論
を
糾
正
す
る
。
③
国
民
党
の
党
綱
と
党
章
の
統
一
的
権
威
を
保
証
す
る
。
④
共
産
党
員
の
国
民
党
内
で
の
地
位
お
よ
び
国
民
党
に
加

入
し
た
意
義
を
明
確
に
す
る
。
以
上
の
四
点
を
実
行
す
る
た
め
国
民
党
と
共
産
党
の
聯
席
会
議
を
組
織
す
る
（
こ
の
あ
と
聯
席
会
議
を
国

民
党
員
五
名
と
共
産
党
員
三
名
で
組
織
し
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
代
表
を
顧
問
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
お
お
む
ね
了
承
）
。

こ
れ
ら
の
「
案
件
」
は
原
則
を
確
認
す
る
だ
け
で
、
具
体
的
措
置
を
規
定
し
て
い
な
い
。
具
体
的
内
容
を
と
も
な
っ
た
の
は
、
続
い
て

蒋
介
石
が
単
独
で
提
出
し
た
「
国
共
協
定
事
件
〔
事
項
〕
」
で
あ
っ
た
。
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

①
共
産
党
は
そ
の
党
員
に
対
し
国
民
党
に
対
す
る
言
論
と
態
度
を
改
善
す
る
よ
う
訓
令
す
ベ
し
。
と
く
に
総
理
と
三
民
主
義
に
対
す
る

疑
問
や
批
判
は
許
さ
な
い
。
②
共
産
党
は
国
民
党
内
の
共
産
党
員
の
全
て
の
名
簿
を
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
に
提
出
し
主
席
が
こ
れ
を

保
管
す
る
。
③
中
央
党
部
の
部
長
は
跨
党
分
子
で
は
な
い
も
の
に
限
る
。
④
国
民
党
の
党
籍
を
有
す
る
者
は
党
の
許
可
な
し
に
国
民
党
の

名
義
で
党
務
会
議
を
招
集
し
て
は
な
ら
な
い
。
⑤
国
民
党
の
党
籍
を
有
す
る
も
の
は
最
高
党
部
の
命
令
な
く
し
て
は
別
の
組
織
や
行
動
は

許
さ
れ
な
い
。
⑥
共
産
党
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
国
民
党
内
の
共
産
党
員
へ
の
訓
令
と
方
針
〔
原
文
は
「
策
略
」
〕
は
、
す
べ
て
ま
ず
聯
席

会
議
に
か
け
通
過
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑦
国
民
党
員
は
脱
党
許
可
を
得
る
ま
で
他
党
の
党
籍
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
。
脱
党
し
て

共
産
党
に
入
っ
た
者
は
再
び
国
民
党
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
⑧
党
員
が
上
記
の
規
定
に
違
反
す
れ
ば
党
籍
を
と
り
消
し
、
程
度
に
応
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じ
た
懲
罰
を
加
え
る
。

以
上
の
内
容
の
う
ち
、
①
、
⑥
、
⑦
の
項
目
は
、
孫
文
在
世
中
の
二
四
年
八
月
に
決
議
さ
れ
た
「
国
民
党
内
之
共
産
派
問
題
」
と
「
国

民
党
与
世
界
革
命
之
連
絡
問
題
」
に
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
「
国
共
協
定
事
件
〔
事
項
〕
」
が
提
出
さ
れ
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
と
、

出
席
者
た
ち
を
驚
か
せ
た
と
い
う
（
「
会
議
記
録
」
に
こ
の
記
述
は
な
く
毛
思
誠
の
脚
色
か
）
。
②
、
③
、
④
の
項
目
が
、
出
席
者
に
衝
撃

を
与
え
た
こ
と
は
充
分
に
想
像
さ
れ
る
。
蒋
介
石
は
こ
の
案
件
を
単
独
で
提
出
し
て
お
り
、
四
月
三
日
に
党
中
央
に
提
出
さ
れ
て
い
た
蒋

介
石
の
「
意
見
書
」
も
ボ
ロ
ジ
ン
と
の
協
議
も
外
部
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
月
十
六
日
に
は
会
議
は
聞
か
れ
ず
、
蒋
介
石
は
午
前
十
時
に
会
議
場
に
赴
き
午
後
一
時
ま
で
、
提
出
ず
み
の
各
案
件
の
内
容
を
チ
ェ

ッ
ク
し
た
。
後
述
す
る
と
お
り
、
こ
の
あ
と
「
整
理
党
事
案
」
と
「
国
共
協
定
事
件
〔
事
項
〕
」
の
内
容
は
、
第
一
案
か
ら
第
四
案
ま
で
の
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「
整
理
党
務
案
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

五
月
十
七
日
は
午
前
九
時
開
会
。
国
民
党
内
の
共
産
党
員
の
地
位
に
関
し
二
つ
の
案
件
が
（
若
干
の
字
句
の
修
正
を
経
て
）
通
過
し
た
。

蒋
介
石
は
改
め
て
中
央
執
行
委
員
会
に
中
山
艦
事
件
へ
の
処
分
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
中
央
執
行
委
員
会
は
、
事
件
の
全
貌
を
公
表

で
き
な
い
か
ら
に
は
罪
案
は
成
立
し
難
い
と
い
う
判
断
を
示
し
、
蒋
介
石
に
今
後
の
党
事
を
指
導
し
国
民
革
命
を
導
く
べ
し
と
い
う
希
望

を
表
明
し
事
件
に
終
止
符
を
打
つ
（
こ
の
部
分
は
脚
色
さ
れ
て
い
る
。
「
会
議
記
録
」
に
は
、
「
決
議
｜
｜
第
二
次
中
央
執
行
委
員
会
全
体

会
議
は
蒋
同
志
に
対
し
信
任
を
表
明
し
、
そ
れ
ゆ
え
討
議
と
処
分
の
必
要
は
一
切
な
い
」
と
あ
る
だ
け
）
。

五
月
十
八
日
は
午
前
（
九
時
四
十
分
）
開
会
。
蒋
介
石
、
謹
延
闇
（
諌
延
間
、
蒋
介
石
）
、
語
平
山
、
伍
朝
枢
、
陳
公
博
ら
に
よ
り
、
中
央

執
行
委
員
会
に
主
席
を
設
け
る
案
件
が
提
出
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
孫
文
の
逝
去
後
に
主
席
は
空
席
と
な
り
、
会
議
の
た
び
に
臨
時
主
席
を

選
出
し
た
が
、
三
全
大
会
の
開
催
ま
で
と
い
う
制
限
を
付
け
主
席
の
設
置
が
承
認
さ
れ
た
。
主
席
の
職
権
に
何
の
規
定
も
な
か
っ
た
が
、

提
案
の
文
言
に
は
「
党
務
の
責
任
に
一
意
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
民
革
命
の
前
途
に
稗
益
す
る
こ
と
重
大
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
主
席
が
中
央
執
行
委
員
会
の
決
定
を
左
右
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
は
当
然
の
了
解
事
項
で
あ
っ
た
（
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
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先
生
』
は
、
こ
の
案
件
の
提
出
日
を
五
月
十
五
日
に
置
き
五
月
十
八
日
の
会
議
で
通
過
し
た
と
記
す
が
毛
思
誠
の
誤
り
）
。

五
月
十
九
日
は
午
前
（
九
時
四
十
分
）
開
会
。
張
静
江
が
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
に
選
出
さ
れ
た
。
孫
文
の
死
後
、
国
民
党

は
合
議
制
を
建
前
と
し
て
き
た
が
、
蒋
介
石
は
国
民
党
中
枢
を
支
配
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五
月
二
十
日
は
午
前
（
十
時
）
開
会
。
（
前
日
に
提
出
さ
れ
て
い
た
）
蒋
介
石
の
党
員
再
登
記
案
が
可
決
さ
れ
、
三
カ
月
以
内
に
実
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
張
静
江
、
語
延
関
、
蒋
介
石
、
呉
稚
陣
、
顧
孟
儀
の
五
名
が
国
共
聯
席
会
議
の
国
民
党
側
代
表
に
決
定
し
た
。
共
産

党
側
も
三
名
の
代
表
を
選
定
さ
れ
た
（
共
産
党
代
表
の
選
定
は
毛
忠
誠
の
誤
り
か
。
「
会
議
記
録
」
に
は
、
国
民
党
側
代
表
五
名
の
他
に
蒋

介
石
が
提
案
し
て
三
名
の
国
民
党
候
補
代
表
が
選
ば
れ
た
事
実
が
記
さ
れ
る
）
。

五
月
二
十
一
日
は
（
午
前
十
時
）
開
会
。
（
「
党
務
を
整
理
す
る
案
件
」
〔
原
文
は
整
理
党
務
案
〕
に
付
す
訓
令
が
可
決
さ
れ
た
）
。

最
終
日
の
五
月
二
十
二
日
は
午
前
（
十
時
）
に
開
会
。
蒋
介
石
は
演
壇
に
立
ち
、
「
整
理
党
務
案
」
の
通
過
は
共
産
党
員
の
活
動
の
制
限

よ
り
も
、
連
ソ
・
容
共
の
二
大
政
策
継
続
を
保
証
す
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
革
命
に
は
指
揮
の
統
一
が
必
要
で
あ
り
、
誤
解
を
取
り
除
く

方
法
を
決
定
し
た
か
ら
に
は
そ
の
誠
実
な
履
行
が
国
民
党
を
発
展
さ
せ
る
、
と
強
調
し
た
。
終
わ
り
に
蒋
介
石
は
、
、
在
精
衛
の
出
馬
の
必

要
を
確
認
し
、
同
様
に
姿
を
隠
し
て
い
た
胡
漢
民
の
出
馬
を
も
要
求
し
た
。
こ
の
言
葉
が
蒋
介
石
の
本
心
で
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
か
く
し
て
二
期
二
中
全
会
は
終
了
し
た
。

4 

党
組
織
の
再
編

蒋
介
石
は
中
山
艦
事
件
に
終
止
符
を
打
ち
、
第
一
人
者
の
地
位
を
確
立
し
た
。
続
い
て
行
わ
れ
た
の
は
二
期
二
中
全
会
決
定
の
具
体
化

で
あ
り
、
中
央
部
門
か
ら
着
手
さ
れ
る
。
五
月
二
十
五
日
に
は
中
央
執
行
委
員
会
に
対
し
、
共
産
党
員
の
謹
平
山
と
林
祖
、
画
が
中
央
執
行

委
員
会
常
務
委
員
会
秘
書
か
ら
の
辞
任
を
申
請
し
た
。
毛
沢
東
も
宣
伝
部
長
代
理
か
ら
の
辞
任
を
申
請
し
た
。
諌
平
山
は
組
織
部
長
を
林

祖
泊
は
農
民
部
長
を
務
め
て
い
た
が
、
部
長
職
か
ら
の
辞
任
は
申
請
し
て
い
な
い
。
五
月
二
十
八
日
に
、
蒋
介
石
を
組
織
部
長
、
顧
孟
徐

97 



を
宣
伝
部
長
代
理
、
甘
乃
光
を
農
民
部
長
、
郁
元
沖
を
青
年
部
長
と
す
る
新
人
事
が
張
静
江
か
ら
中
央
執
行
委
員
会
に
提
案
さ
れ
、
部
元

沖
を
除
き
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
語
平
山
と
林
祖
、
福
は
組
織
部
長
と
農
民
部
長
を
辞
任
し
た
。
郁
元
沖
は
西
山
会
議
に
出
席
し
て
書

面
警
告
を
受
け
て
お
り
、
警
告
受
諾
の
返
事
の
な
い
場
合
は
党
籍
剥
奪
処
分
に
処
す
と
い
う
条
件
を
付
け
ら
れ
て
い
た
。
郁
元
沖
は
こ
の

直
後
に
受
諾
の
返
事
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
六
月
一
日
に
は
青
年
部
長
に
任
命
さ
れ
る
。
六
月
一
日
に
は
、
西
山
会
議
に
出
席
し
郁
元
沖

と
同
様
の
処
分
を
受
け
た
葉
楚
信
も
、
張
静
江
が
提
案
し
て
中
央
執
行
委
員
会
秘
書
長
に
任
命
さ
れ
る
。
反
共
的
な
郁
元
沖
や
葉
楚
信
に

対
し
、
顧
孟
徐
や
甘
乃
光
は
共
産
党
か
ら
は
国
民
党
左
派
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
新
し
い
人
事
が
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
六
月
十
一
日
に
は
蒋
介
石
の
提
案
で
陳
果
夫
が
組
織
部
秘
書
に
就
任
日
、
国
民
党
組
織
の
全
面
的
再
編
に
着
手
す
る
。
陳
果
夫

は
蒋
介
石
が
師
事
し
た
陳
其
美
の
甥
で
あ
り
、
張
静
江
と
同
様
に
従
来
は
上
海
に
い
て
表
だ
っ
た
役
割
を
演
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
黄
捕
軍
官
学
校
の
設
立
に
さ
い
し
て
は
上
海
で
必
要
な
物
資
を
調
達
し
兵
士
を
募
集
す
る
な
ど
、
蒋
介
石
の
権
力
確
立
を
陰
か
ら
支

え
て
い
た
。
陳
果
夫
の
組
織
部
秘
書
へ
の
任
命
は
、
蒋
介
石
の
派
閥
形
成
を
如
実
に
示
す
。
陳
果
夫
は
や
が
て
、
実
弟
の
陳
立
夫
と
と
も

に
中
央
倶
楽
部
を
組
織
し
、
情
宣
活
動
を
指
揮
し
て
蒋
介
石
の
権
力
支
配
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。

北
伐
へ
の
準
備
も
進
行
し
た
。
五
月
二
十
七
日
に
は
「
高
級
訓
練
班
」
が
開
設
さ
れ
、
国
民
革
命
軍
第
一
軍
を
退
出
し
た
共
産
党
員
の

党
代
表
と
士
官
が
配
属
さ
れ
る
。
第
一
軍
の
二
五

O
名
以
上
の
共
産
党
員
の
大
半
が
吸
収
さ
れ
た
。
蒋
介
石
は
四
月
三
日
の
意
見
書
で

「
訓
練
班
」
の
設
置
に
言
及
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
体
の
よ
い
共
産
党
員
の
隔
離
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
訓
練
班
」
開
始
の
さ
い
の
蒋
介

石
の
演
説
か
ら
は
、
蒋
介
石
が
共
産
党
員
の
能
力
を
高
く
評
価
し
脱
党
さ
せ
て
で
も
自
分
の
配
下
に
お
こ
う
と
し
た
実
情
が
わ
か
る
。
蒋

介
石
は
一
連
の
措
置
は
革
命
の
指
揮
統
一
に
不
可
避
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
国
民
党
と
自
分
は
大
き
な
痛
手
を
被
っ
た
と
の
苦
衷
を
吐
露
し

て
い
る
。
そ
し
て
「
共
産
党
は
組
織
あ
る
団
体
で
あ
り
、
国
民
党
に
こ
れ
ら
の
新
進
の
党
員
の
加
入
が
な
け
れ
ば
国
民
党
の
革
命
へ
の
機

能
は
失
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
」
、
「
私
が
も
し
共
産
党
員
な
ら
、
革
命
の
勢
力
を
統
一
し
早
期
に
革
命
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
共
産

党
を
脱
党
し
純
粋
な
国
民
党
員
と
な
る
」
、
「
国
民
革
命
の
成
功
を
待
っ
て
再
び
共
産
党
に
入
党
し
て
も
遅
く
は
な
い
」
と
ま
で
述
べ
た
の
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で
あ
る
。
蒋
介
石
は
こ
の
あ
と
、
黄
捕
軍
官
学
校
第
一
期
卒
業
の
逸
材
で
あ
る
共
産
党
員
の
蒋
先
雲
を
、
自
分
の
秘
書
に
と
ど
め
置
く
。

し
か
し
、
第
一
軍
は
共
産
党
員
の
退
出
で
団
結
を
乱
さ
れ
戦
力
は
弱
体
化
し
た
。
第
一
軍
か
ら
の
共
産
党
員
の
排
除
は
、
蒋
介
石
に
は
苦

し
い
選
択
で
あ
っ
た
。
「
高
級
訓
練
班
」
は
周
恩
来
を
主
任
に
運
営
さ
れ
、
終
了
後
の
人
員
は
多
く
が
第
四
軍
の
葉
挺
（
共
産
党
員
）
の
独

立
団
に
配
属
さ
れ
る
。

五
月
二
十
九
日
の
午
後
に
蒋
介
石
と
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
の
二
一
時
間
以
上
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
続
い
て
軍
事
委
員
会
が
ひ
ら
か
れ
、
湖
南

の
唐
生
智
援
護
の
費
用
と
し
て
、
広
西
の
李
宗
仁
（
第
七
軍
）
に
二
十
万
元
を
支
給
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
六
月
二
日
に
は
唐
生
智
が

第
八
軍
と
し
て
国
民
革
命
軍
に
編
入
さ
れ
る
。
唐
生
智
は
一
九
二
六
年
三
月
に
呉
細
川
学
と
の
関
係
を
断
絶
し
国
民
政
府
に
与
す
る
こ
と
を

表
明
し
た
が
、
旦
〈
侃
学
の
攻
撃
を
受
け
劣
勢
に
陥
っ
て
い
た
。
広
西
省
は
一
九
二
六
年
三
月
に
国
民
政
府
の
支
配
下
に
入
り
、
李
宗
仁
を

第3章広東国民政府における政治抗争と蒋介石の台頭

軍
長
に
国
民
革
命
軍
第
七
軍
が
成
立
し
て
い
た
。

六
月
三
日
に
蒋
介
石
は
鴻
玉
祥
に
電
報
を
う
ち
、
北
伐
を
協
議
す
る
た
め
広
州
に
来
る
よ
う
要
請
す
る
。
六
月
四
日
に
は
中
央
執
行
委

員
会
臨
時
全
体
会
議
で
、
速
や
か
な
北
伐
開
始
を
求
め
蒋
介
石
を
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
任
命
す
る
「
迅
行
出
師
北
伐
、
任
蒋
介
石
為
国

民
革
命
軍
総
司
令
案
」
が
通
過
し
、
六
月
五
日
に
蒋
介
石
は
国
民
政
府
に
よ
り
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
任
命
さ
れ
た
。
同
時
に
国
民
政
府

は
六
月
五
日
に
宋
子
文
、
陳
公
博
、
陳
友
仁
を
全
権
代
表
に
任
命
し
、
イ
ギ
リ
ス
側
と
の
交
渉
を
開
始
す
る
。
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
を
解
決

し
、
北
伐
の
後
方
基
地
と
な
る
広
東
省
の
安
寧
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
党
組
織
、
軍
隊
、
外
交
問
題
に
布
石
を
打
っ
た
あ
と
、
蒋
介
石
は
国
民
革
命
軍
総
司
令
と
し
て
七
月
か
ら
北
伐
に
出

発
す
る
。
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国
民
革
命
軍
総
司
令

七
月
一
日
、
蒋
介
石
は
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
主
席
（
四
月
十
六
日
就
任
）
の
職
権
に
よ
り
北
伐
動
員
令
を
発
し
た
。
こ
の
あ
と
国
民
政

府
は
、
七
月
七
日
に
全
十
条
か
ら
な
る
「
国
民
革
命
軍
総
司
令
部
組
織
大
綱
」
を
公
布
し
て
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
を
明
文
化
し
、
軍
事
と

行
政
の
全
権
力
が
蒋
介
石
に
集
中
す
る
。

川
国
民
政
府
は
国
民
革
命
軍
総
司
令
一
名
を
任
命
し
、
国
民
政
府
下
の
陸
海
空
の
各
軍
は
そ
の
統
轄
に
帰
す

凶
国
民
革
命
軍
総
司
令
は
国
民
政
府
と
中
国
国
民
党
に
対
し
、
軍
事
上
す
べ
て
の
責
任
を
負
う

qo 
a且
τ

第4章北伐開始後の第一次国共合作の実態

第
四
章
北
伐
開
始
後
の
第
一
次
国
共
合
作
の
実
態

第
一
節

蒋
介
石
の
独
裁
権
力

1 

総
司
令
は
軍
事
委
員
会
主
席
を
兼
任
す
る

総
司
令
部
の
参
謀
長
は
軍
事
委
員
会
参
謀
部
長
が
こ
れ
を
兼
任
す
る
か
、
あ
る
い
は
総
司
令
が
要
請
し
て
国
民
政
府
が
こ
れ
を
委

任
す
る

総
司
令
部
は
参
事
庁
を
設
け
、
参
謀
長
、
総
参
議
、
高
等
顧
問
の
若
干
名
で
こ
れ
を
組
織
し
、
軍
機
に
参
与
し
総
司
令
の
職
務
遂

Fhυ 

行
を
助
け
る

附
総
司
令
部
は
軍
事
委
員
会
内
に
設
け
、
作
戦
の
進
行
に
と
も
な
い
随
時
前
方
に
進
出
す
る

川
政
治
訓
練
部
・
参
謀
部
・
軍
需
部
・
海
軍
局
・
航
空
局
・
兵
工
廠
等
の
各
軍
事
機
関
は
、
等
し
く
総
司
令
部
に
直
属
す
る

刷
出
征
動
員
令
が
下
っ
た
あ
と
、
す
な
わ
ち
戦
時
状
態
と
な
れ
ば
、
軍
事
に
便
な
ら
し
む
る
た
め
、
国
民
政
府
所
属
の
軍
民
財
政
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〔
軍
事
・
民
政
・
財
務
・
行
政
〕
の
各
部
や
各
機
関
は
、
ひ
と
し
く
総
司
令
の
指
揮
を
受
け
、
そ
の
意
図
に
従
っ
て
事
務
を
行
う

側
総
司
令
は
出
征
時
に
治
安
委
員
会
を
設
け
、
総
司
令
の
職
権
を
代
行
さ
せ
る
。
こ
の
委
員
会
は
政
治
委
員
会
の
指
揮
を
受
け
、
軍

事
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て
は
、
総
司
令
部
が
こ
れ
を
執
行
す
る

側
総
司
令
部
の
編
成
お
よ
び
規
則
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る

蒋
介
石
は
党
権
力
の
掌
握
に
も
手
を
打
っ
た
。
国
民
党
の
最
高
原
則
は
党
が
国
家
を
指
導
す
る
（
以
党
治
国
）
で
あ
り
、
党
が
権
力
の
要

で
あ
っ
た
か
ら
に
は
当
然
で
あ
る
。
国
民
党
の
総
理
と
し
て
絶
対
的
な
権
力
を
付
与
さ
れ
て
い
た
孫
文
が
死
去
し
た
あ
と
、
最
高
権
力
機

関
は
複
数
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
中
央
執
行
委
員
会
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
二
期
二
中
全
会
で
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
に
党
規

約
に
は
な
い
主
席
の
暫
定
的
設
置
を
承
認
さ
せ
、
張
静
江
を
主
席
に
就
任
さ
せ
て
い
た
。
さ
ら
に
蒋
介
石
は
、
中
央
執
行
委
員
会
に
責
任

を
負
う
小
規
模
な
中
枢
機
関
で
あ
っ
た
国
民
党
政
治
委
員
会
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
。
政
治
委
員
会
は
一
九
二
四
年
七
月
に
孫
文
を
主
席

に
創
設
さ
れ
、
孫
文
の
死
去
後
は
狂
精
衛
が
主
席
と
な
り
、
中
山
艦
事
件
後
に
は
諜
延
闘
が
主
席
と
な
っ
た
。

七
月
五
日
、
蒋
介
石
は
諜
延
聞
と
張
静
江
に
政
治
委
員
会
を
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
に
合
併
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
。
張
静
江

が
主
席
の
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
に
権
力
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
諌
延
聞
と
張
静
江
は
、
新
し
く
政

治
会
議
を
設
置
し
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
を
政
治
会
議
に
合
併
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
謹
延
闘
が
蒋
介
石
へ
の
権
力
集
中
を
避

け
よ
う
と
し
て
、
若
干
の
抵
抗
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
話
し
合
い
の
結
果
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
は
そ
の
ま
ま
残
し
、

新
し
く
政
治
会
議
を
中
央
執
行
委
員
会
内
に
設
置
す
る
こ
と
で
合
意
が
成
立
し
た
。
七
月
十
日
に
蒋
介
石
と
張
静
江
、
語
延
閣
の
協
議
が

行
わ
れ
、
従
来
の
政
治
委
員
会
は
機
能
を
停
止
し
新
設
の
政
治
会
議
に
編
入
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
七
月
十
三
日
に
は
、
蒋
介
石
自

ら
が
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
と
政
治
会
議
主
席
に
就
任
す
る
。
そ
し
て
七
月
十
七
日
に
張
静
江
が
前
者
の
、
語
延
闘
が
後
者

の
代
理
主
席
に
就
任
し
職
権
を
代
行
し
た
（
以
後
、
両
人
に
代
理
を
冠
せ
ず
、
単
に
主
席
と
呼
ぶ
）
。
政
治
会
議
は
中
央
執
行
委
員
会
に
対

し
て
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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蒋
介
石
は
党
権
力
を
も
掌
握
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
軍
事
と
行
政
の
権
力
が
明
確
に
国
民
革
命
軍
総
司
令
蒋
介
石
に
集
中
し
た
の

に
比
べ
、
党
権
力
の
実
体
は
あ
く
ま
で
も
複
数
で
構
成
さ
れ
る
中
央
執
行
委
員
会
で
あ
っ
た
。
決
し
て
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主

席
の
蒋
介
石
一
人
に
、
集
中
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
主
席
は
暫
定
的
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
党
権
力
は
中
央
執
行
委
員

会
に
よ
り
集
団
的
に
所
有
さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
、
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
に
不
満
を
い
だ
く
共
産
党
員
と
国
民
党
員
た
ち
に
反
蒋
介
石
の

理
論
的
根
拠
を
与
え
る
。

2 

指
揮
、
軍
需
、
後
方
の
確
保

第4章北伐開始後の第一次国共合作の実態

蒋
介
石
は
党
権
力
の
掌
握
に
問
題
を
残
し
た
が
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
指
揮
下
の
組
織
整
備
を
進
め
た
。
総
司
令
部
内
に
政
治
部
が
設

置
さ
れ
、
軍
隊
内
の
政
治
工
作
、
民
衆
宣
伝
、
占
領
地
の
各
種
行
政
事
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
革
命
軍
の
各
軍
の
政
治
部
は
、

総
司
令
部
の
政
治
部
（
総
政
治
部
と
呼
ば
れ
た
）
に
直
結
し
、
総
政
治
部
は
占
領
地
行
政
の
要
と
な
る
。
総
政
治
部
主
任
の
人
選
は
重
要
で

あ
り
、
主
任
に
は
国
民
党
員
で
軍
人
の
部
演
達
が
就
任
し
た
。
蒋
介
石
と
共
産
党
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。
部
演
達
は
黄
捕
軍
官
学

校
教
育
長
も
務
め
、
共
産
党
側
の
信
頼
を
得
て
い
た
。

部
演
達
は
国
共
合
作
破
綻
後
、
モ
ス
ク
ワ
を
経
由
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
亡
命
し
、
一
九
三

O
年
に
上
海
に
戻
る
と
中
国
国
民
党
臨
時
行

動
委
員
会
を
組
織
す
る
。
そ
し
て
社
会
主
義
的
政
策
を
標
携
し
て
南
京
に
首
都
を
置
く
蒋
介
石
の
国
民
政
府
に
対
立
す
る
が
、
一
九
一
三

年
十
一
月
に
逮
捕
処
刑
さ
れ
る
。
し
か
し
北
伐
開
始
当
初
に
は
、
決
し
て
反
蒋
介
石
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之

蒋
介
石
先
生
』
に
収
録
さ
れ
た
移
し
い
記
事
に
見
る
と
お
り
、
部
演
達
は
蒋
介
石
の
指
示
の
も
と
に
占
領
地
行
政
や
軍
事
上
の
任
務
を
忠

実
に
遂
行
し
て
い
た
。
国
民
革
命
軍
の
政
治
工
作
に
従
事
し
た
共
産
党
員
の
包
恵
僧
は
、
部
演
達
が
蒋
介
石
を
最
後
ま
で
自
ら
の
上
官
と

見
な
し
、
あ
か
ら
さ
ま
な
反
蒋
的
言
辞
は
一
切
弄
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
総
司
令
部
に
は
兵
姑
総
監
部
と
軍
需
処
が
設
置
さ
れ
た
。
兵
姑
総
監
に
は
蒋
介
石
の
腹
心
で
黄
捕
軍
官
学
校
第
一
期
の
軍
需
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部
副
主
任
を
務
め
た
食
飛
鵬
が
、
軍
需
処
長
に
は
黄
捕
軍
官
学
校
第
四
期
の
経
理
主
任
教
官
を
務
め
た
朱
帝
が
就
任
し
た
。
こ
れ
ら
の
組

織
が
使
用
す
る
軍
費
は
国
民
政
府
財
政
部
が
提
供
し
、
宋
子
文
が
部
長
を
務
め
た
。
国
民
政
府
は
北
伐
の
軍
費
を
得
る
た
め
、
一
九
二
六

年
の
春
か
ら
石
油
専
売
や
各
種
の
付
加
税
を
開
始
し
た
。
預
徴
銭
糧
（
地
租
の
先
取
り
）
や
北
伐
費
と
い
う
臨
時
徴
税
も
行
わ
れ
た
。
こ
の

結
果
、
民
国
十
五
年
度
（
二
六
年
七
月
l
二
七
年
六
月
）
の
平
均
月
収
は
一
千
万
元
を
越
え
、
同
年
の
七
、
八
、
九
月
間
の
平
均
軍
事
支
出
は

月
額
八
百
万
元
ほ
ど
で
あ
る
。
占
領
地
の
徴
税
体
系
は
す
ぐ
に
整
わ
ず
、
数
カ
月
間
の
軍
費
は
基
本
的
に
広
東
省
一
省
の
収
入
で
ま
か
な

わ
れ
た
。
宋
子
文
は
蒋
介
石
の
言
う
な
り
に
は
な
ら
ず
、
蒋
介
石
は
宋
子
文
に
規
定
の
軍
費
を
支
給
す
る
よ
う
何
度
も
要
求
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
と
も
か
く
後
方
か
ら
の
補
給
の
持
続
が
、
国
民
革
命
軍
の
戦
闘
能
力
を
維
持
し
北
伐
の
進
展
を
支
え
た
。

蒋
介
石
は
北
伐
の
後
方
基
地
と
な
る
広
東
省
の
掌
握
に
も
万
全
を
期
し
た
。
七
月
十
六
日
に
総
司
令
部
参
謀
長
の
李
済
深
が
軍
事
委
員

会
か
ら
広
州
防
衛
の
責
任
者
に
任
命
さ
れ
る
。
七
月
二
十
四
日
に
は
、
蒋
介
石
は
省
内
を
七
つ
の
警
備
区
域
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
戒
厳

司
令
を
任
命
し
た
。

戦
略
と
政
治
工
作

国
民
革
命
軍
の
敵
は
、
湖
南
、
湖
北
に
勢
力
を
張
る
呉
細
川
字
と
、
漸
江
、
福
建
、
江
蘇
、
安
徴
、
江
西
の
五
省
連
合
軍
司
令
に
就
任
し

て
い
た
孫
伝
芳
で
あ
っ
た
。
北
中
国
を
支
配
し
て
い
た
張
作
震
は
呉
侃
宇
と
敵
対
し
、
二
三
年
の
十
月
か
ら
国
民
党
と
は
同
盟
関
係
に
あ

り
当
面
の
敵
対
関
係
は
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
。
河
北
省
北
部
や
山
西
省
北
部
を
地
盤
に
ソ
連
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
鴻
玉
祥
は
、
国
民

3 
革
命
軍
の
同
盟
者
で
あ
っ
た
。

作
戦
の
立
案
に
は
プ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
が
参
画
し
、
蒋
介
石
と
李
済
深
が
立
案
し
て
い
た
作
戦
計
画
を
変
更
さ
せ
た
と
い
う
。
当
初
の
計
画

で
は
、
一
翼
が
呉
細
川
学
を
敵
と
し
て
湖
南
省
か
ら
湖
北
省
の
武
昌
に
向
か
い
、
別
の
一
翼
が
孫
伝
芳
を
敵
と
し
て
福
建
省
か
ら
上
海
に
向

か
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
二
面
作
戦
の
同
時
進
行
に
は
彼
我
の
兵
力
差
や
軍
費
供
給
の
面
か
ら
も
無
理
が
あ
り
、
各
軍
の
地
盤
確
保
の
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争
い
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
協
議
の
結
果
、
作
戦
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
全
軍
を
三
路
に
分
け
、
第
八
軍
の
唐
生
智
を
総
指
揮
と

す
る
西
路
軍
（
第
四
、
六
、
七
、
八
軍
）
は
長
沙
か
ら
武
昌
を
狙
う
。
蒋
介
石
の
率
い
る
中
央
軍
（
第
二
、
三
軍
、
お
よ
び
第
一
軍
の
第
一

師
、
第
二
師
）
は
西
路
軍
の
右
翼
を
守
り
、
同
時
に
広
東
を
も
守
り
、
孫
伝
芳
と
交
戦
状
態
に
な
れ
ば
南
昌
を
攻
略
す
る
。
何
応
欽
の
率

い
る
第
一
軍
の
第
三
師
と
第
十
四
師
は
、
広
東
の
東
部
を
守
り
福
建
か
ら
の
脅
威
を
防
ぐ
、
で
あ
る
。

第
七
軍
軍
長
の
李
宗
仁
は
、
プ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
は
中
国
の
圏
内
政
治
に
口
を
は
さ
ま
ず
純
軍
事
的
発
言
に
の
み
徹
し
非
常
に
す
ぐ
れ
た
戦

略
と
戦
術
を
示
し
た
、
と
述
べ
る
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
へ
ル
の
具
体
的
役
割
を
伝
え
る
記
事
は
一

切
な
い
が
、
ブ
リ
ュ
ッ
へ
ル
が
常
に
蒋
介
石
と
総
司
令
部
に
あ
り
、
蒋
介
石
と
協
議
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
各
軍
の
利
害
は
対
立
し
、

権
威
あ
る
人
物
が
こ
れ
ら
の
利
害
を
度
外
視
し
た
作
戦
を
立
案
し
な
け
れ
ば
、
有
効
な
軍
事
作
戦
は
困
難
で
あ
っ
た
。
将
軍
と
し
て
卓
越

し
た
名
声
を
有
し
た
プ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
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北
伐
は
当
面
の
敵
を
呉
細
川
字
に
限
定
し
て
開
始
さ
れ
、
孫
伝
芳
と
張
作
震
に
は
人
脈
を
基
礎
に
政
治
工
作
が
行
わ
れ
一
時
的
な
非
敵
対

関
係
が
作
り
だ
さ
れ
る
。
政
治
工
作
の
担
当
者
は
総
司
令
部
参
事
処
の
参
議
た
ち
で
あ
る
。
中
心
の
総
参
議
に
は
、
同
盟
会
員
で
南
京
臨

時
政
府
参
謀
次
長
や
広
東
軍
政
府
参
謀
次
長
の
経
歴
を
持
つ
釦
永
建
が
就
任
し
た
。
釦
永
建
は
日
本
留
学
の
軍
人
で
、
人
脈
の
広
さ
を
蒋

介
石
が
評
価
し
た
と
思
わ
れ
る
。
釦
永
建
は
二
六
年
九
月
に
は
上
海
に
組
織
さ
れ
る
江
蘇
特
務
委
員
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
上
海

の
国
民
党
工
作
を
担
当
す
る
。
参
議
に
は
蒋
介
石
と
と
も
に
日
本
留
学
し
た
張
群
を
は
じ
め
、
蒋
作
賓
、
何
成
凌
ら
の
人
々
が
い
た
。
張

群
は
参
事
処
の
本
部
づ
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
蒋
作
賓
は
張
作
震
対
策
を
、
何
成
波
は
孫
伝
芳
対
策
を
担
当
し
た
。
こ
の
ほ
か
数
多

く
の
参
議
た
ち
が
、
官
一
・
撫
使
の
名
の
も
と
に
福
建
、
新
江
、
貴
州
に
派
遣
さ
れ
、
弱
小
軍
閥
の
買
収
工
作
に
従
事
し
た
。

包
恵
僧
は
、
参
議
た
ち
の
買
収
工
作
が
大
き
な
力
を
発
揮
し
、
戦
わ
ず
し
て
多
く
の
地
域
を
国
民
革
命
軍
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
た
と

認
め
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
工
作
は
蒋
介
石
一
流
の
商
人
的
取
引
で
あ
る
と
批
判
し
、
問
題
の
根
本
解
決
を
あ
い
ま
い
に
し
て
し
ま
っ

た
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
し
か
し
移
し
い
数
の
軍
閥
の
打
倒
は
、
莫
大
な
軍
費
と
兵
力
を
必
要
と
し
た
。
買
収
し
て
帰
順
さ
せ
る
方
法
は
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人
も
死
な
ず
費
用
も
少
な
く
て
済
み
、
戦
闘
に
つ
き
も
の
の
放
火
略
奪
が
発
生
せ
ず
民
衆
の
被
害
も
少
な
く
て
済
ん
だ
。
買
収
工
作
は
、

現
実
的
か
つ
有
効
な
国
内
統
一
の
第
一
段
階
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
南
京
に
成
立
す
る
蒋
介
石
の
国
民
政
府
は
、
北
伐
時
に
帰
順
さ
せ
た

軍
閥
た
ち
を
淘
汰
し
て
中
央
集
権
化
を
図
ろ
う
と
す
る
。
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
直
前
に
も
、
国
民
党
軍
隊
へ
の
利
益
誘
導
に
よ
る
政

治
工
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
北
伐
時
の
買
収
工
作
の
現
実
的
意
義
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
節

蒋
介
石
独
裁
と
共
産
党
お
よ
び
国
民
党
各
派
と
の
確
執

共
産
党
に
よ
る
対
抗
と
譲
歩

共
産
党
は
北
伐
開
始
後
、
蒋
介
石
の
独
裁
体
制
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
六
年
の
七
月
十
二
日
か
ら
十
八
日
ま
で
上

海
で
聞
か
れ
た
、
中
央
執
行
委
員
会
拡
大
会
議
の
「
中
央
政
治
報
告
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
「
報
告
」
は
会
議
終
了
当
時
は
公
表

さ
れ
な
か
っ
た
。

1 

一
つ
は
、
会
議
終
了
直
後
に
中
央
執
行
委
員
会
が
作
成
し
た
謄
写
版
刷
り
の
『
中
国
共

産
党
第
二
次
中
央
拡
大
委
員
会
決
議
案
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
中
国
共
産
党
第
二
次
中
央
拡
大
委
員
会
決
議
案
』
の
冒
頭
に
は
大
会

秘
書
処
の
声
明
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
定
稿
で
は
な
く
諸
決
議
の
若
干
部
分
に
秘
書
処
で
補
充
を
加
え
た
定
稿
を
活
字
印
刷
で
発
行
す
る
こ

と
、
各
地
の
同
志
が
決
議
内
容
を
知
り
た
が
っ
て
い
る
た
め
、
と
り
あ
え
ず
若
干
部
数
を
謄
写
版
刷
り
で
発
行
す
る
、
と
述
べ
ら
れ
て

い
問
。
こ
の
「
中
央
政
治
報
告
」
は
、
『
蘇
聯
陰
謀
文
筆
集
編
』
所
収
の
「
中
央
政
治
報
告
」
に
一
致
す
問
。

も
う
一
つ
は
一
九
四
二
年
刊
行
の
『
六
大
以
前
』
に
出
現
し
、
そ
の
後
は
一
九
八

O
年
の
『
中
共
中
央
政
治
報
告
選
輯
』
さ
ら
に
八
八

年
の
『
中
共
中
央
文
件
選
集
』
に
収
録
さ
れ
た
「
中
央
政
治
報
告
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
二
六
年
九
月
付
の
活
字
版
『
中
国
共
産
党
第

三
次
中
央
拡
大
委
員
会
決
議
案
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
当
初
の
謄
写
版
刷
り
を
修
正
し
定
稿
と
し
て
発
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二

つ
の
「
中
央
政
治
報
告
」
の
文
言
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
第
四
項
の
国
民
党
各
派
に
対
す
る
共
産
党
員
の
姿
勢
に
関
す
る
部
分
に
異
同

二
種
類
の
「
中
央
政
治
報
告
」
が
存
在
す
る
。



が
見
ら
れ
る
。
〔

）
は
原
文
。

〕
は
筆
者
、
（

二
つ
の
「
中
央
政
治
報
告
」
は
、
国
民
党
員
を
各
派
に
分
類
す
る
。
こ
の
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
い
。
反
動
の
右
派
（
鴻
自
由
、

馬
素
、
孫
科
、
古
応
芥
）
で
あ
り
〔
活
字
版
に
は
孫
科
に
か
わ
り
李
福
林
の
名
が
あ
る
〕
、
左
派
（
在
精
衛
、
甘
乃
光
な
ど
）
お
よ
び
新
右
派
（
す
な
わ
ち
中

間
派
で
あ
り
戴
季
陶
や
蒋
介
石
な
ど
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
が
、
大
き
く
異
な
る
。

謄
写
版
刷
り
で
は
、
「
我
々
の
国
民
党
に
対
す
る
政
策
は
：
：
：
左
派
と
連
合
し
、
な
ら
び
に
中
間
派
に
追
っ
て
反
動
派
に
攻
撃
を
加
え

さ
せ
、
同
時
に
ま
た
中
間
派
の
発
展
を
防
ぎ
、
か
れ
ら
が
右
を
離
れ
て
左
に
つ
く
よ
う
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
我
々
の
連
合

戦
線
の
戦
術
が
う
ま
く
応
用
さ
れ
れ
ば
、
民
族
革
命
の
勝
利
は
確
実
な
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
活
字
版
で
は
、
「
我
々
は
左
派
な
ら
び
に
中
間
派
と
連
合
し
、
反
動
の
右
派
に
攻
撃
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々

は
左
派
を
援
助
す
る
だ
け
で
左
派
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
左
派
と
連
合
し
て
中
間
派
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
こ
れ
を
左
傾
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さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
中
間
派
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ち
ょ
う
ど
我
々
が
、
社
会
の
勢
力
の
中
で
現
在

は
ま
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
敵
視
で
き
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
と
き
に
は
ま
だ
中
間
派
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。中

間
派
と
目
さ
れ
た
蒋
介
石
ら
に
対
す
る
方
針
は
、
謄
写
版
刷
り
の
強
硬
路
線
か
ら
活
字
版
の
柔
軟
路
線
へ
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
ど

の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
、
政
策
の
根
幹
部
分
が
修
正
さ
れ
た
の
か
。

中
共
中
央
の
指
導
者
は
陳
独
秀
で
あ
り
、
謄
写
版
刷
り
の
「
中
央
政
治
報
告
」
は
彼
の
意
見
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ

ろ
陳
独
秀
は
「
国
民
政
府
の
北
伐
を
論
ず
」
を
発
表
し
、
北
伐
は
民
衆
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
北
伐
を
推
進

す
る
蒋
介
石
ら
中
間
派
を
援
助
す
べ
し
と
い
う
見
解
は
全
く
示
さ
れ
ず
、
中
間
派
に
対
す
る
非
妥
協
的
な
態
度
を
主
張
す
る
謄
写
版
刷
り

の
「
中
央
政
治
報
告
」
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
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謄
写
版
刷
り
の
「
中
央
政
治
報
告
」
に
重
大
な
修
正
を
加
え
、
蒋
介
石
ら
中
間
派
に
対
す
る
融
和
政
策
を
共
産
党
の
公
式
路
線
と
定
め



る
こ
と
の
で
き
る
人
物
は
だ
れ
か
。
中
国
共
産
党
を
指
導
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
駐
華
代
表
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
が

そ
の
人
物
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
の
蒋
介
石
ら
へ
の
融
和
的
態
度
は
、
共
産
党
『
中
央
政
治
通
訊
』
（
一
九
二
六
年
九
月
）
に
見
る

崖
秋
白
の
報
告
に
明
ら
か
で
あ
る
。
塵
秋
白
は
上
海
の
共
産
党
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
、
八
月
中
に
二
週
間
ば
か
り
広
州
を
訪
れ
た
。
『
中

央
政
治
通
訊
』
は
中
国
共
産
党
中
央
の
機
密
刊
行
物
（
お
お
む
ね
週
刊
）
で
幹
部
党
員
だ
け
が
回
覧
し
た
。
そ
こ
に
は
、
蒋
介
石
と
共
産
党

ボ
ロ
ジ
ン
や
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
i
の
言
動
、
国
民
党
各
派
の
動
向
が
何
の
障
り
も
な
く
討
議
さ
れ
て
お
り
、
北
伐
開
始
後
の
国
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の
関
係
、

共
合
作
の
実
情
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

崖
秋
白
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
同
じ
く
広
州
を
訪
れ
て
い
た
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
は
、

ボ
ロ
ジ
ン
と
専
区
（
広
東
区
）
の
共
産
党
員
に
対
し
、

蒋
介
石
ら
中
間
派
へ
の
融
和
政
策
を
主
張
し
ボ
ロ
ジ
ン
と
論
争
し
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
と
卑
区
の
共
産
党
員
は
、
中
間
派
へ
の
妥
協
一
辺
倒
で

は
な
く
、
近
い
将
来
に
は
国
民
党
左
派
の
指
導
権
を
回
復
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
主
張
は
専
区
の
共
産
党
員
が
北
伐
に
対
し
て

表
明
し
て
い
た
方
針
、
す
な
わ
ち
「
当
面
は
北
伐
に
協
力
し
や
が
て
は
民
衆
運
動
を
発
展
さ
せ
る
」
と
、
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
た
。
ポ

ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
の
意
見
に
従
え
ば
中
間
派
と
左
派
の
親
密
な
合
作
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
中
間
派
と

左
派
に
平
等
に
指
導
権
を
分
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
理
解
し
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
が
要
約
し
た
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
！
の
考
え
、
す
な
わ
ち
左

派
と
中
間
派
の
合
作
を
う
な
が
す
方
針
は
、
活
字
版
「
中
央
政
治
報
告
」
の
修
正
部
分
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

崖
秋
白
の
報
告
は
、
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
は
長
時
間
の
議
論
の
末
に
、
左
派
指
導
権
確
立
へ
の
準
備
を
す
べ
き
だ
と
い
う
ボ
ロ
ジ
ン
や

専
区
の
主
張
に
賛
成
し
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
こ
の
後
も
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
蒋
介
石
ら
中
間
派
へ
の
妥
協
方
針
を
捨
て
去
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

ロ
ジ
ン
は
、

共
産
党
側
の
蒋
介
石
に
対
す
る
方
針
に
は
、
非
妥
協
的
立
場
を
主
張
す
る
陳
独
秀
、
当
面
は
妥
協
し
つ
つ
押
さ
え
込
も
う
と
考
え
る
ボ

ロ
ジ
ン
や
専
区
の
共
産
党
員
、
全
く
の
妥
協
派
の
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
、

が
主
流
と
な
る
が
、

の
三
者
が
あ
っ
た
。
こ
の
後
の
展
開
で
は
ボ
ロ
ジ
ン
ら
の
方
針

ボ
ロ
ジ
ン
ら
の
方
針
は
国
共
合
作
の
現
場
に
い
た
人
々
の
考
え
出
し
た
最
も
現
実
的
な
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ヴ



ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
の
妥
協
策
が
葬
り
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
蒋
介
石
に
対
す
る
方
針
は
、
陳
独
秀
、
ボ
ロ
ジ
ン
、
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ

ー
の
一
一
一
者
の
考
え
が
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
展
開
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
国
民
党
内
各
派
の
思
惑
が
か
ら
み
、
国
共
合
作
は
北
伐
の
進
展
と

と
も
に
混
迷
の
度
合
い
を
深
め
る
。

2 

迂
精
衛
の
復
帰
を
め
ぐ
っ
て

北
伐
開
始
後
の
国
共
合
作
の
最
大
の
焦
点
は
、
す
べ
て
の
職
務
を
は
な
れ
て
圏
外
に
去
っ
て
い
た
在
精
衛
の
復
帰
問
題
で
あ
っ
た
。

李
雲
漢
は
、
在
精
衛
復
帰
要
求
は
共
産
党
が
策
謀
し
た
蒋
介
石
攻
撃
の
最
大
の
企
み
で
あ
る
と
述
べ
る
。
共
産
党
に
は
在
精
衛
は
左
派

の
領
袖
で
あ
り
、
そ
の
復
帰
要
求
は
左
派
の
指
導
権
を
確
立
し
中
間
派
を
押
さ
え
こ
む
既
定
方
針
の
第
一
段
階
で
あ
っ
た
。
李
雲
漢
は
共

産
党
策
謀
の
証
拠
に
、
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
第
四
十
次
会
議
こ
九
二
六
年
七
月
十
三
日
）
と
第
四
十
一
次
会
議
（
七
月
十
七

第4章北伐開始後の第一次国共合作の実態

日
）
の
会
議
録
に
見
ら
れ
る
、
国
民
党
各
省
党
部
お
よ
び
漢
口
と
上
海
の
特
別
市
党
部
か
ら
の
在
精
衛
復
帰
要
請
電
報
を
取
り
上
げ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
国
民
党
支
部
は
共
産
党
員
が
牛
耳
っ
て
い
た
と
述
べ
、
注
精
衛
復
帰
要
請
は
共
産
党
の
策
謀
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら

の
国
民
党
支
部
が
共
産
党
員
に
牛
耳
ら
れ
て
い
た
か
否
か
は
、
筆
者
に
は
検
討
す
る
術
が
な
い
。
し
か
し
第
四
十
次
会
議
会
議
録
に
は
、

以
上
の
国
民
党
各
支
部
の
在
精
衛
復
帰
要
請
電
報
の
ほ
か
に
、
同
盟
会
以
来
の
国
民
党
員
で
中
央
執
行
委
員
の
子
右
任
ら
の
、
在
精
衛
復

帰
と
蒋
介
石
の
北
伐
全
面
指
導
を
要
請
す
る
電
報
が
見
ら
れ
る
。
李
雲
漢
の
共
産
党
単
独
策
謀
説
は
簡
単
に
崩
れ
さ
る
。
李
雲
漢
は
子
右

任
ら
の
電
報
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
在
精
衛
復
帰
要
請
は
、
共
産
党
と
国
民
党
各
派
を
含
む
種
々
の
動
き
の
所
産
で
あ
っ
た
。

、
在
精
衛
の
復
帰
は
蒋
介
石
に
は
甚
だ
都
合
が
悪
か
っ
た
。
狂
精
衛
は
国
民
政
府
主
席
を
辞
任
せ
ず
、
一
時
的
に
職
を
離
れ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
中
山
艦
事
件
処
理
に
さ
い
し
て
の
、
蒋
介
石
、
共
産
党
、
国
民
党
各
派
に
よ
る
暗
黙
の
妥
協
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
、
自
己
の
権

力
が
確
立
さ
れ
な
い
う
ち
に
注
精
衛
が
帰
っ
て
く
れ
ば
そ
の
処
遇
が
問
題
に
な
り
、
経
歴
か
ら
蒋
介
石
よ
り
格
が
上
の
在
精
衛
に
国
民
革

命
軍
総
司
令
の
権
力
を
撃
肘
さ
れ
か
ね
な
い
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
、
在
精
衛
の
復
帰
問
題
は
十
月
十
五
日
か
ら
の
広
州
の
中
国
国
民
党
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中
央
委
員
・
各
省
・
各
特
別
区
市
・
海
外
総
支
部
聯
席
会
議
（
・
は
筆
者
。
以
下
、
聯
席
会
議
と
簡
称
）
で
協
議
さ
れ
、
、
在
精
衛
に
復
帰
を
要

請
す
る
こ
と
が
党
員
全
体
の
意
志
と
し
て
決
議
さ
れ
る
。
し
か
し
事
実
は
復
帰
の
必
要
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
り
、
実
現
は
全
く
の
未
知

数
で
あ
っ
た
。
在
精
衛
の
帰
国
が
二
七
年
四
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
を
物
語
る
。
以
下
、
聯
席
会
議
終
了
ま
で
の
在
精
衛
復
帰
問
題
の

推
移
を
論
じ
る
。
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『
中
央
政
治
通
訊
』
の
塵
秋
白
の
報
告
は
、

一
九
二
六
年
八
月
上
旬
か
ら
下
旬
の
広
州
の
動
向
を
、
以
下
の
よ
う
に
伝
え
る
。
〔
〕
内

は
筆
者
。

崖
秋
白
は
、
在
精
衛
復
帰
〔
原
文
は
迎
在
。
在
精
衛
を
迎
え
入
れ
る
の
意
。
以
下
こ
れ
に
倣
う
〕
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
黄
捕
軍
官
学
校
の
国
民
党

員
の
中
に
も
出
現
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
〔
国
民
党
〕
右
派
が
学
校
の
特
別
党
部
を
掌
握
し
、
対
抗
す
る
左
派
が
迎
涯
を
唱
え
だ
し
た
と
い

う
。
崖
秋
白
は
、
黄
捕
で
は
八

O
%以
上
が
左
派
で
あ
り
、
教
育
長
の
方
〔
方
鼎
英
〕
は
右
派
に
加
担
し
て
い
な
い
と
述
べ
、
蒋
介
石
が
斯

江
派
に
包
囲
さ
れ
社
会
全
体
に
反
蒋
介
石
の
空
気
が
強
く
、
こ
の
状
況
を
緩
和
調
停
す
る
も
の
と
し
て
〔
国
民
党
内
の
〕
多
く
の
人
物
が
迎

涯
を
唱
え
て
い
る
と
報
告
す
る
。
そ
し
て
、
国
民
党
中
央
で
の
在
精
衛
復
帰
要
求
は
次
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
。

「
八
月
二
十
何
日
か
に
、
在
精
衛
、
が
七
月
二
十
日
ご
ろ
に
出
し
た
手
紙
が
〔
広
州
に
〕
到
着
し
た
が
、
〔
そ
こ
に
は
〕
軍
務
と
政
務
か
ら
は
離

れ
、
党
事
を
専
ら
に
し
た
い
と
あ
っ
た
。
何
香
凝
〔
摩
仲
憧
の
夫
人
。
共
産
党
は
左
派
の
指
導
者
の
一
人
と
見
な
し
て
い
た
〕
は
こ
の
手
紙
を
提
出

し
、
、
在
精
衛
の
復
帰
を
要
求
し
よ
う
と
主
張
し
た
。
顧
孟
徐
〔
同
じ
く
左
派
と
目
さ
れ
て
い
た
〕
は
、
し
ば
ら
く
待
つ
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
中
間
派
の
張
静
江
や
葉
楚
信
が
感
づ
き
、
恐
慌
を
き
た
し
た
。
そ
こ
で
左
派
の
何
人
か
が
ボ
ロ
ジ
ン
同
志
に
相
談
し
た
。

ボ
ロ
ジ
ン
は
、
現
在
は
軍
事
上
に
も
そ
の
他
の
方
面
に
も
準
備
が
無
く
、
早
く
や
り
過
ぎ
れ
ば
中
間
派
は
必
ず
左
派
を
一
掃
し
て
し
ま
い
、

そ
う
な
れ
ば
在
精
衛
が
帰
っ
て
き
て
も
役
に
立
た
な
い
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。
：
：
：
〔
在
精
衛
か
ら
の
〕
手
紙
を
公
開
し
た
あ
と
の
こ
と

に
つ
い
て
、
国
民
党
中
央
か
ら
電
報
で
蒋
介
石
に
意
見
を
打
診
し
た
。
蒋
介
石
は
ま
だ
正
式
に
回
答
し
て
こ
な
い
が
、

学
会
に
電
報
を
打
ち
、
「
迎
、
在
は
倒
蒋
〔
打
倒
蒋
介
石
の
意
。
以
下
こ
れ
に
倣
う
〕
よ
り
ま
だ
悪
い
し
と
述
べ
た
。
蒋
介
石
が
在
精
衛
の
出
馬
に

一
方
で
黄
捕
同



反
対
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
：
：
：
左
派
の
何
香
凝
ら
は
、
迎
、
在
政
策
が
な
い
と
き
に
は
恐
慌
を
き
た
し
て
い
た
が
、
蒋
介
石
が
黄
捕
同

学
会
に
打
っ
た
電
報
に
接
す
る
と
、
ま
た
も
や
背
広
然
と
し
て
な
す
術
を
知
ら
な
い
」
。

『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
は
、
在
精
衛
復
帰
要
求
に
対
す
る
蒋
介
石
の
反
応
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。
〔

民
国
十
五
年
八
月
二
十
日
条
に
、
「
午
前
、
公
〔
蒋
介
石
〕
は
広
東
か
ら
の
電
報
を
得
て
、
後
方
で
共
産
党
員
に
迎
、
在
の
謀
の
あ
る
こ
と

を
知
る
。
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
倒
蒋
を
や
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
あ
問
。
こ
の
記
事
は
、
『
中
央
政
治
通
訊
』
の
塵
秋
白
の
報
告
が
、

八
月
二
十
何
日
か
に
国
民
党
中
央
が
蒋
介
石
に
電
報
を
打
ち
迎
在
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
打
診
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
応
す
る
。
こ

〕
内
は
筆
者
。

第4章北伐開始後の第一次国共合作の実態

の
あ
と
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
は
、
一
カ
月
以
上
も
蒋
介
石
の
狂
精
衛
復
帰
問
題
へ
の
反
応
を
示
す
記
事
が
な
い
。
蒋

介
石
が
北
伐
指
揮
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
書
の
第
八
編
四
、
五
、
六
、
七
に
見
る
軍
事
や
財
政
関
係
の
膨
大
な
記
事
か
ら
わ
か

る
。
し
か
し
在
精
衛
復
帰
問
題
は
北
伐
指
揮
に
影
響
す
る
重
大
事
で
あ
り
、
何
の
対
策
も
講
じ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

蒋
介
石
は
在
精
衛
復
帰
反
対
を
、
黄
捕
同
学
会
へ
の
電
報
と
い
う
間
接
的
方
法
で
広
州
の
国
民
党
員
や
共
産
党
員
た
ち
に
伝
え
て
い
た
。

在
精
衛
復
帰
反
対
を
公
然
と
唱
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
状
況
の
調
停
役
と
し
て
在
精
衛
の
復
帰
を
望
む
国
民
党
員
た
ち
に
、
正
当

な
反
対
理
由
を
提
示
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
自
ら
の
権
威
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
本
音
は
、
口
が
裂
け
て
も
言
え
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
黄
捕
同
学
会
へ
の
電
報
に
よ
る
間
接
的
な
意
思
表
示
は
、
極
め
て
心
憎
い
方
法
で
あ
っ
た
。

『
中
央
政
治
通
訊
』
に
よ
れ
ば
、
蒋
介
石
は
上
海
の
共
産
党
中
央
に
も
手
を
打
っ
て
い
た
。
八
月
末
か
ら
九
月
初
旬
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

蒋
介
石
は
共
産
党
員
の
胡
公
晃
を
派
遣
し
、
陳
独
秀
に
在
精
衛
の
帰
国
に
賛
成
し
な
い
よ
う
要
請
し
た
。
、
在
精
衛
が
帰
国
す
れ
ば
小
軍
閥

に
利
用
さ
れ
、
蒋
介
石
と
悶
着
を
起
こ
し
て
国
民
革
命
の
勢
力
を
分
散
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。
上
海
の
共
産
党
中
央
は
、

九
月
十
六
日
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
遠
東
局
と
の
合
同
会
議
を
聞
き
、
迎
、
在
は
倒
蒋
を
目
的
と
せ
ず
、
在
蒋
合
作
を
目
的
と
す
る
と
い
う
決
定
が

行
わ
れ
た
。
ま
た
、
現
在
の
ま
ま
で
は
蒋
介
石
は
迎
涯
を
受
け
入
れ
な
い
と
の
判
断
か
ら
、
、
在
精
衛
復
帰
後
も
、
報
復
は
し
な
い
、
整
理

党
務
案
は
取
り
消
さ
な
い
と
い
う
譲
歩
案
を
蒋
介
石
に
提
示
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
蒋
介
石
が
迎
涯
を
承
認
せ
ぬ
と
き
は
一
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歩
退
く
こ
と
と
し
、
迎
、
在
の
か
わ
り
に
来
た
る
べ
き
国
民
党
の
拡
大
会
議
（
十
月
十
五
日
か
ら
広
州
で
聞
か
れ
る
聯
席
会
議
）
で
左
派
の
政

治
綱
領
を
作
り
あ
げ
、
こ
れ
を
宣
伝
し
て
そ
の
実
行
を
蒋
介
石
に
迫
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
蒋
介
石
が
左
派
の
政
治
綱
領
を
実

行
せ
ぬ
時
に
は
倒
蒋
も
辞
さ
ぬ
が
、
そ
の
時
に
は
左
派
の
政
治
綱
領
が
あ
る
の
で
蒋
介
石
と
手
を
切
り
や
す
い
と
い
う
、
最
終
状
況
へ
の

判
断
も
確
認
さ
れ
た
。
共
産
党
中
央
の
方
針
は
、
こ
の
あ
と
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
！
と
の
協
議
を
へ
て
一
層
具
体
的
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

党
の
支
配
権
（
原
文
は
党
権
。
以
下
こ
れ
に
倣
う
）
は
在
精
衛
に
渡
す
が
軍
事
指
導
者
の
蒋
介
石
の
地
位
は
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
る
、
蒋
介

石
は
武
漢
で
黄
浦
式
の
練
兵
を
行
い
十
個
師
団
以
上
を
練
成
し
来
た
る
べ
き
奉
天
派
と
の
闘
争
に
備
え
る
、
蒋
介
石
が
懸
念
す
る
湖
南
の

唐
生
智
と
の
権
力
争
い
を
調
停
す
る
、
な
ど
の
新
し
い
譲
歩
案
が
示
さ
れ
る
。

蒋
介
石
は
、
共
産
党
の
譲
歩
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
よ
れ
ば
、
九
月
二
十
九
日
に

在
精
衛
か
ら
の
手
紙
が
到
着
し
、
前
事
に
つ
い
て
は
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
蒋
介
石
は
返
事
を
書
い

て
注
精
衛
の
出
馬
を
要
請
し
た
。
こ
の
あ
と
十
月
三
日
に
、
蒋
介
石
は
涯
精
衛
復
帰
を
肯
定
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
。
広
州
の
張
静

江
と
諌
延
聞
に
電
報
を
打
ち
、
在
精
衛
あ
て
の
自
ら
の
電
報
を
転
送
す
る
よ
う
要
請
し
、
さ
ら
に
張
静
江
と
李
石
曾
が
自
分
の
代
理
と
し

て
在
精
衛
を
迎
え
に
行
く
よ
う
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
電
報
で
は
、
蒋
介
石
は
在
精
衛
を
狂
主
席
と
呼
び
、
早
く
出
馬
し
て
共
に
大
き

な
困
難
を
担
お
う
と
訴
え
た
。
在
主
席
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
、
在
精
衛
の
国
民
政
府
主
席
の
地
位
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
は
、
蒋
介
石
が
共
産
党
の
譲
歩
案
に
、
内
心
は
ど
う
あ
れ
一
定
の
譲
歩
を
示
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

一
連
の
事

事
態
収
拾
を
め
ざ
し
た
国
民
党
聯
席
会
議
の
開
催

例
に
よ
り
、
李
雲
漢
は
聯
席
会
議
の
開
催
は
在
精
衛
復
帰
を
画
策
す
る
共
産
党
の
単
独
工
作
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
充
分
な
典
拠
が

示
さ
れ
ず
説
得
力
に
欠
け
る
。
聯
席
会
議
終
了
後
に
国
民
党
が
刊
行
し
た
『
中
国
国
民
党
中
央
各
省
区
聯
席
会
議
宣
言
、
会
議
之
経
過
、

会
議
決
議
案
、
擁
護
中
央
聯
席
会
議
宣
伝
大
綱
』
所
収
の
「
聯
席
会
議
寵
備
之
経
過
」
は
、
会
議
の
開
催
は
第
十
六
次
（
国
民
党
中
央
）
政

3 
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治
会
議
で
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。
第
十
六
次
政
治
会
議
は
九
月
四
日
に
聞
か
れ
、
聯
席
会
議
開
催
の
提
案
者
は
張
静
江
で
あ
り
十
月
一
日

に
開
催
す
る
と
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
ボ
ロ
ジ
ン
に
よ
り
、
議
事
日
程
の
原
案
を
作
成
す
る
委
員
会
の
設
置
が
提
案
さ
れ
、
徐
謙
、
孫
科
、

ボ
ロ
ジ
ン
で
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
国
国
民
党
総
章
第
三
五
条
は
、
「
全
国
代
表
大
会
の
閉
会
期
間
、
中
央
執
行
委
員
会
は
各
省
執
行
委
員
会
お
よ
び
其
の
他
の
直
轄
党

部
の
代
表
を
召
集
し
、
一
回
の
全
国
会
議
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
聯
席
会
議
は
こ
の
規
定
に
基
づ
き
召
集
さ

れ
た
は
ず
で
あ
る
。

北伐開始後の第一次国共合作の実態

聯
席
会
議
開
催
ま
で
の
経
緯
は
、
す
で
に
引
用
し
た
『
中
央
政
治
通
訊
』
の
塵
秋
白
の
報
告
が
参
考
に
な
る
。
〔

塵
秋
白
は
、
在
精
衛
の
復
帰
に
つ
い
て
共
産
党
と
国
民
党
左
派
が
協
定
を
結
ん
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
と
き
共
産
党
側
は
、
武
漢
占
領
後

に
〔
国
民
党
の
〕
全
国
代
表
会
議
を
聞
き
、
こ
れ
に
よ
り
、
在
精
衛
を
擁
立
す
る
こ
と
、
こ
の
代
表
大
会
の
代
表
は
各
地
の
党
部
か
ら
選
出
し
、

時
期
は
十
月
、
場
所
は
広
州
で
行
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
塵
秋
白
は
さ
ら
に
「
こ
の
代
表
大
会
は
中
間
派
も
開
催
を
主
張
し
て
い
る
が
、

彼
ら
は
左
派
が
大
会
を
開
こ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

〕
内
は
筆
者
。

中
間
派
が
開
催
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
く
だ
り
は
、
九
月
四
日
の
第
十
六
次
政
治
会
議
で
張
静
江
が
聯
席
会
議
を
提
案
し
た
事
実
に

対
応
す
る
。

九
月
二
十
日
付
の
「
中
共
中
央
致
専
区
的
信
」
に
も
聯
席
会
議
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
「
左
派
の
群
衆
か
ら
李
済
深
に
い
た
る
ま
で
、

十
月
一
日
に
K
M
T
が
召
集
す
る
拡
大
会
議
に
対
し
在
精
衛
擁
立
の
戸
が
極
め
て
高
い
。
我
々
は
在
蒋
合
作
を
宣
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
大
会
で
在
精
衛
を
擁
立
す
る
か
否
か
は
、
そ
の
時
の
国
民
政
府
の
内
外
の
情
勢
を
見
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
け
）
」
。

以
上
の
事
実
か
ら
国
民
党
と
共
産
党
を
問
わ
ず
、
問
題
解
決
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
聯
席
会
議
の
開
催
を
考
え
て
い
た
こ
と
、
国
民
党
員

の
聞
に
共
産
党
以
上
に
在
精
衛
復
帰
の
要
求
が
強
く
、
共
産
党
は
む
し
ろ
模
様
眺
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
聯
席
会
議
の
開

催
は
当
初
は
十
月
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
。
「
聯
席
会
議
書
備
之
経
過
」
に
も
、
十
月
一
日
開
催
予
定
の
聯
席
会
議
が
十
月
十
五
日
ま

第4章
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で
延
期
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
延
期
さ
れ
た
の
か
。
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
の
会
議
録

を
見
る
と
、
九
月
二
十
二
日
の
第
六
十
次
会
議
以
降
、
聯
席
会
議
日
程
の
提
案
が
数
回
行
わ
れ
、
十
月
五
日
の
第
六
十
三
次
会
議
で
十
月

十
五
日
に
開
会
す
る
と
決
定
さ
れ
問
。
議
事
日
程
は
徐
謙
、
孫
科
、
ボ
ロ
ジ
ン
の
三
名
が
原
案
作
成
に
当
た
っ
た
が
、
延
期
の
理
由
は
、

蒋
介
石
の
態
度
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
在
精
衛
復
帰
問
題
で
無
理
押
し
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
蒋

介
石
の
態
度
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
蒋
介
石
と
共
産
党
と
の
交
渉
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
孫
科
と
徐
謙
に
形
勢
の

展
開
を
見
守
る
よ
う
主
張
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
し
て
十
月
三
日
の
蒋
介
石
の
注
精
衛
復
帰
要
請
の
電
報
を
待
っ
て
、
た
だ

ち
に
十
月
五
日
の
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
第
六
十
三
次
会
議
で
十
月
十
五
日
の
開
会
が
決
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

聯
席
会
議
に
は
、
三
つ
の
資
料
が
あ
る
。
一
つ
は
、
「
聯
席
会
議
蕎
備
之
経
過
」
を
含
む
『
中
国
国
民
党
中
央
各
省
区
聯
席
会
議
宣
言
、

会
議
之
経
過
、
会
議
決
議
案
、
擁
護
中
央
聯
席
会
議
宣
伝
大
綱
』
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
『
中
央
政
治
通
訊
』
の
「
K
．
M
．
T
．
中
央
地

方
聯
席
会
議
経
過
情
例
」
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
国
民
党
中
央
党
史
委
員
会
が
保
管
す
る
「
中
国
国
民
党
中
央
各
省
区
聯
席
会
議
会
議

録
」
（
以
下
、
「
聯
席
会
議
録
」
と
略
記
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
聯
席
会
議
の
状
況
を
再
現
し
て
み
よ
う
。

聯
席
会
議
は
前
日
の
予
備
会
議
で
諒
延
聞
、
徐
謙
、
張
静
江
、
宋
慶
齢
、
呉
玉
章
が
主
席
団
に
選
出
さ
れ
、
十
月
十
五
日
か
ら
二
十
八

日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
開
会
演
説
は
語
延
闘
が
行
い
、
党
と
政
府
の
一
体
化
の
必
要
性
と
党
内
の
団
結
を
訴
え
、
自
由
な
討
論
を
呼
び
か

け
問
。
会
議
で
は
大
会
宣
言
、
四
つ
の
条
例
、
十
四
の
決
議
が
採
択
さ
れ
る
が
、
宣
言
や
決
議
は
文
言
を
見
る
限
り
ず
い
ぶ
ん
左
傾
し
た

も
の
で
あ
る
。
実
現
は
と
も
か
く
共
産
党
の
い
う
左
派
の
政
治
綱
領
を
作
る
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
い
え
る
。
農
民
問
題
で
は
二
五
減
租

が
は
じ
め
て
明
文
化
さ
れ
た
。
重
要
案
件
は
、
開
会
に
先
だ
っ
十
月
七
日
か
ら
の
提
案
起
草
委
員
会
で
準
備
さ
れ
、
お
お
む
ね
そ
の
ま
ま

通
過
す
る
。
提
案
起
草
委
員
会
委
員
は
政
治
会
議
で
決
定
さ
れ
、
徐
謙
、
顧
孟
絵
、
甘
乃
光
、
語
延
聞
、
張
静
江
、
李
済
深
、
孫
科
で
あ

っ
た
。
こ
の
顔
ぶ
れ
は
、
国
民
党
の
勢
力
地
図
を
反
映
し
聯
席
会
議
の
性
格
を
物
語
る
。

一
人
一
人
に
説
明
を
加
え
て
お
く
。

徐
謙
は
鴻
玉
祥
の
代
理
人
、
鴻
玉
祥
は
国
民
軍
の
指
導
者
で
あ
る
。
鴻
玉
祥
は
二
六
年
五
月
か
ら
八
月
ま
で
徐
謙
と
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
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し
、
国
民
党
に
入
党
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
徐
謙
は
二
六
年
八
月
二
十
四
日
の
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
第
五
十
一
次
会
議
で
、

鴻
玉
祥
の
国
民
党
入
党
と
国
民
軍
総
党
代
表
就
任
の
申
請
を
し
て
い
た
。
鴻
玉
祥
は
や
が
て
蒋
介
石
の
好
敵
手
と
な
る
が
、
こ
の
時
点
で

の
徐
謙
に
は
目
立
っ
た
反
蒋
介
石
的
言
動
は
な
い
。
徐
謙
が
鴻
玉
祥
の
意
を
体
し
て
反
蒋
介
石
の
急
先
鋒
に
な
る
の
は
、
国
民
政
府
が
湖

北
省
の
武
昌
に
移
転
し
て
か
ら
で
あ
る
。

顧
孟
徐
と
甘
乃
光
は
、
国
民
党
左
派
の
指
導
者
と
し
て
共
産
党
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
。

語
延
聞
は
清
末
の
進
土
で
か
つ
て
は
立
憲
派
に
属
し
辛
亥
革
命
当
時
か
ら
の
政
治
舞
台
の
大
物
で
あ
り
、
蒋
介
石
か
ら
は
一
目
も
二
目

も
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
立
場
は
中
立
的
で
あ
っ
た
。

張
静
江
は
蒋
介
石
の
代
理
人
で
あ
り
、
共
産
党
か
ら
は
中
間
派
と
目
さ
れ
、
広
州
で
勢
力
を
増
大
さ
せ
て
い
た
漸
江
人
グ
ル
ー
プ
の
中

心
で
あ
る
。

北伐開始後の第一次国共合作の実態

李
済
深
は
広
東
土
着
の
軍
人
で
あ
る
。
北
伐
開
始
時
に
蒋
介
石
か
ら
広
州
戒
厳
司
令
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
聯
席
会
議
で
は
同
じ
広
東
人

の
涯
精
衛
の
復
帰
に
極
め
て
積
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
農
民
運
動
や
労
働
運
動
に
対
す
る
態
度
に
よ
り
、
共
産
党
か
ら
は
右
派
だ
と
目

さ
れ
て
い
た
。

孫
科
は
孫
文
の
長
男
で
太
子
派
の
総
帥
で
あ
り
、
蒋
介
石
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
共
産
党
員
か
ら
は
右
派
と
目
さ
れ
て
い
た
。
国

民
政
府
の
武
昌
移
転
後
は
、
反
蒋
介
石
の
急
先
鋒
と
な
る
。

以
上
の
人
々
は
、
共
産
党
が
左
、
中
、
右
派
に
分
類
し
た
よ
う
に
共
産
党
に
対
す
る
姿
勢
に
差
が
あ
り
、
政
治
主
張
に
も
相
違
が
見
ら

れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
出
身
地
域
に
よ
り
互
い
に
反
目
し
て
い
た
（
広
東
対
漸
江
、
諌
延
聞
は
湖
南
出
身
）
。
農
民
運
動
や
労
働
運

動
に
対
す
る
態
度
か
ら
共
産
党
に
右
派
だ
と
目
さ
れ
た
李
済
深
が
、
共
産
党
が
左
派
の
指
導
者
と
見
な
す
託
精
衛
の
復
帰
に
積
極
的
で
あ

っ
た
の
は
、
漸
江
人
の
蒋
介
石
に
対
抗
す
る
広
東
派
の
総
帥
を
望
ん
だ
か
ら
だ
と
考
え
る
と
、
納
得
し
や
す
い
。

聯
席
会
議
で
の
第
一
の
決
議
は
、
武
昌
占
領
こ
九
二
六
年
十
月
十
日
）
に
と
も
な
う
国
民
政
府
の
武
昌
（
湖
北
省
）
へ
の
移
転
問
題
で
あ
り
、
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国
民
政
府
は
暫
時
広
州
に
留
め
お
く
と
決
議
さ
れ
問
。
謹
延
闘
は
開
会
演
説
で
、
国
民
政
府
の
移
転
問
題
を
第
一
に
あ
げ
て
い
が
）
。
国
民

政
府
の
移
転
は
、
こ
の
あ
と
詳
し
く
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
聯
席
会
議
の
実
際
上
の
最
大
の
懸
案
で
あ
っ
た
、
在
精
衛
復
帰
問
題
に
絞
っ
て

話
を
進
め
る
。
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蒋
介
石
の
巧
み
な
対
処
と
独
裁
の
継
続

蒋
介
石
は
十
月
三
日
の
電
報
で
、
在
精
衛
復
帰
を
表
面
的
に
は
承
認
し
た
。
し
か
し
そ
の
具
体
化
に
は
た
ち
ま
ち
問
題
が
生
じ
る
。
狂

精
衛
は
ど
の
よ
う
な
職
責
に
復
帰
す
る
の
か
で
あ
る
。
在
精
衛
は
国
民
党
中
央
へ
の
手
紙
で
、
軍
務
と
政
務
か
ら
は
離
れ
党
務
に
専
念
し

た
い
と
述
べ
て
い
た
。
在
精
衛
が
党
務
に
復
帰
す
る
な
ら
ば
、
党
中
枢
の
中
央
執
行
委
員
会
に
地
位
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
中

央
執
行
委
員
会
に
は
暫
定
的
だ
が
党
規
約
に
な
い
主
席
が
設
置
さ
れ
て
蒋
介
石
が
就
任
し
、
張
静
江
が
代
理
を
つ
と
め
て
い
た
。
狂
精
衛

が
復
帰
す
る
な
ら
、
こ
の
体
制
は
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
中
央
政
治
通
訊
』
の
「

K
．
M
．
T
．
中
央
地
方
聯
席
会
議
経
過
情
形
」
に
よ
れ
ば
、
提
案
起
草
委
員
会
で
は
中
央
執
行
委
員
会
常
務

委
員
会
（
原
文
は
常
務
会
議
）
と
政
治
会
議
を
十
三
名
で
構
成
さ
れ
る
新
設
の
政
治
委
員
会
に
吸
収
し
、
そ
の
主
席
を
選
出
す
る
提
案
が
行

わ
れ
て
い
た
（
提
案
者
は
不
明
）
。
し
か
し
張
静
江
が
強
硬
に
反
対
し
提
案
は
聯
席
会
議
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
蒋
介
石
の
中
央
執
行
委

員
会
常
務
委
員
会
主
席
に
変
更
が
な
け
れ
ば
、
涯
精
衛
が
帰
国
し
て
も
希
望
ど
お
り
党
務
に
専
念
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

国
民
政
府
主
席
は
語
延
闘
が
代
理
を
つ
と
め
、
制
度
上
は
、
語
相
衛
の
国
民
政
府
主
席
復
帰
に
問
題
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
以
前
の
在
精

衛
は
、
軍
事
委
員
会
と
党
の
政
治
委
員
会
の
主
席
を
兼
任
す
る
国
民
政
府
主
席
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
山
艦
事
件
に
よ
り
、
在
精
衛
は
軍

と
党
の
要
の
地
位
を
喪
失
し
て
い
た
。
注
精
衛
は
、
い
わ
ば
両
手
を
も
が
れ
た
状
態
の
、
た
だ
の
国
民
政
府
主
席
と
し
て
復
帰
す
る
つ
も

り
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
国
民
党
員
た
ち
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
た
だ
の
国
民
政
府
主
席

と
し
て
の
涯
精
衛
復
帰
の
議
論
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。



『
中
央
政
治
通
訊
』
を
読
ん
で
興
味
深
い
の
は
、
蒋
介
石
と
張
静
江
の
間
で
注
精
衛
復
帰
問
題
の
対
策
が
協
議
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
こ

と
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
北
伐
の
前
線
指
揮
に
多
忙
で
あ
っ
た
が
、
使
者
を
立
て
て
意
向
を
伝
え
合
う
こ
と
は
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で

お
そ
ら
く
張
静
江
は
蒋
介
石
と
共
産
党
の
妥
協
を
知
ら
ず
、
在
精
衛
復
帰
問
題
を
極
力
避
け
て
通
ろ
う
と
す
る
態
度

あ
る
。
そ
の
結
果
、

を
示
す
。

北伐開始後の第一次国共合作の実態

張
静
江
は
聯
席
会
議
の
席
上
、
徐
謙
が
提
案
し
た
在
精
衛
復
帰
を
要
請
す
る
蒋
介
石
の
電
報
の
公
表
を
渋
っ
た
。
徐
謙
の
意
図
は
、
電

報
の
公
表
に
よ
り
左
派
が
準
備
し
た
迎
狂
決
議
案
を
提
出
し
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
会
場
は
紛
糾
し
た
が
、
共
産
党
員
た
ち
は
左

派
に
早
く
迎
在
決
議
案
を
提
出
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
迎
在
決
議
案
に
は
国
民
党
各
支
部
が
支
部
名
義
で
連
署
し
、
聯
席
会
議
に
出
席
し

た
国
民
党
各
派
の
代
表
も
連
署
し
て
い
た
。
迎
狂
決
議
案
が
提
出
さ
れ
る
と
張
静
江
も
し
ぶ
し
ぶ
蒋
介
石
の
電
報
を
公
表
し
た
が
、
「
、
在

精
衛
は
居
所
が
わ
か
ら
ず
、
ど
こ
へ
尋
ね
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
発
言
し
会
場
の
失
笑
を
買
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
在

精
衛
復
帰
を
要
請
し
た
蒋
介
石
の
電
報
に
は
同
情
が
集
ま
っ
た
。
左
派
が
提
出
し
た
迎
在
決
議
案
は
全
会
一
致
で
通
過
し
た
が
、
そ
の
文

面
に
は
、
「
休
暇
を
取
り
消
し
て
広
東
に
帰
り
執
務
し
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
る
が
、
復
帰
後
の
職
責
へ
の
言
及
は
全
く
な
い
。
決
議
が
そ

の
場
し
の
ぎ
の
形
式
的
決
議
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
決
議
で
は
こ
の
ほ
か
、
何
香
凝
ら
四
名
が
聯
席
会
議
を
代
表
し
て
、
張
静
江
、
李

石
曾
に
同
行
し
て
在
精
衛
を
迎
え
に
行
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
共
産
党
員
た
ち
は
こ
の
あ
と
間
髪
を
容
れ
ず
、
蒋
介
石
へ
の
譲
歩
と
い

う
既
定
方
針
を
以
下
の
と
お
り
主
張
し
た
。
涯
精
衛
復
帰
は
蒋
介
石
の
電
報
の
主
旨
に
一
致
す
る
、
在
蒋
合
作
が
不
可
欠
で
あ
る
、
、
在
精

衛
と
蒋
介
石
に
対
し
て
同
様
の
信
任
を
示
す
、
両
者
の
対
立
を
挑
発
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
防
ぐ
、
で
あ
る
。
そ
し
て
（
国
民
党
）
左
派
に

よ
り
、
慰
蒋
（
蒋
介
石
を
慰
め
る
）
の
電
報
を
打
つ
提
案
が
行
わ
れ
可
決
さ
れ
が
）
。

、
在
精
衛
復
帰
問
題
に
は
文
字
の
上
で
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
、
国
民
党
内
の
権
力
構
造
に
は
何
の
変
化
も
な
か
っ
た
。
託
精
衛

を
迎
え
に
行
く
こ
と
な
ど
、
一
切
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
『
中
央
政
治
通
訊
』
の
「
K
．
M
．
T
．
中
央
地
方
聯
席
会
議
経
過
情
形
」
は
以
下
の
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よ
う
に
い
う
。
〔

〕
内
は
筆
者
。



「
い
ま
だ
回
注
〔
在
精
衛
帰
国
〕
は
宣
伝
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
：
：
：
現
在
、
左
派
に
は
依
然
と
し
て
力
が
な
い
。
三
月
二
十
日
〔
中

山
艦
事
件
〕
の
余
威
が
な
お
存
在
し
て
い
る
：
：
：
。
左
派
は
三
月
二
十
日
以
後
の
欝
憤
と
迎
注
憎
張
〔
在
精
衛
を
迎
え
張
静
江
を
憎
む
〕
の
感
情

に
よ
り
、
気
炎
は
甚
だ
盛
ん
で
あ
る
。
：
：
：
中
間
派
と
右
派
へ
の
左
派
の
攻
撃
は
三
月
二
十
日
以
来
の
怒
り
を
噴
き
だ
す
た
め
で
あ
り
、

左
派
の
政
治
綱
領
の
本
当
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
。
：
：
：
し
か
し
彼
ら
〔
左
派
〕
も
蒋
介
石
の
機
嫌
を
そ
こ
ね
る
こ
と
を
恐
れ
、
中
央

党
部
に
は
何
の
変
動
も
な
い
。
最
高
執
行
機
関
は
依
然
と
し
て
中
間
派
が
握
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
迎
狂
も
空
談
に
等
し
い
」
。

蒋
介
石
は
見
事
に
実
を
と
っ
た
。
中
山
艦
事
件
の
威
圧
を
底
流
に
据
え
、
表
面
は
在
精
衛
復
帰
を
要
請
す
る
電
報
で
共
産
党
と
左
派
の

面
子
を
立
て
、
同
時
に
自
分
の
面
子
を
も
立
て
る
。
そ
の
一
方
で
は
張
静
江
に
共
産
党
と
の
交
渉
を
知
ら
せ
ず
ひ
た
す
ら
反
、
在
の
態
度
を

と
ら
せ
、
共
産
党
と
国
民
党
各
派
か
ら
の
攻
撃
に
晒
し
て
彼
ら
の
欝
憤
を
は
ら
さ
せ
る
。
そ
し
て
実
質
的
な
権
力
地
図
に
は
何
の
変
化
も

起
こ
さ
せ
な
い
。
実
に
し
た
た
か
で
あ
り
、
権
力
闘
争
に
お
け
る
蒋
介
石
の
非
凡
さ
を
如
何
な
く
示
す
。
聯
席
会
議
は
、
蒋
介
石
の
独
裁

権
力
に
何
の
変
化
も
起
こ
さ
ず
終
止
符
を
打
っ
た
。
こ
の
状
況
に
対
し
、
上
海
の
陳
独
秀
ら
共
産
党
中
央
は
少
々
の
い
ら
だ
ち
を
こ
め
て

専
区
へ
次
の
よ
う
に
申
し
送
っ
て
い
る
。
（
）
は
原
文
、
〔
〕
は
筆
者
。

「
在
〔
精
衛
〕
が
帰
っ
て
も
職
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
：
：
：
国
民
政
府
主
席
、
〔
党
の
〕
政
治
委
員
会
主
席
（
張
静
江
ら
が
政
治
委
員
会
を
政

治
会
議
に
改
め
た
が
、
歴
史
系
統
を
遡
れ
ば
涯
が
依
然
と
し
て
主
席
で
あ
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
な
い
）
、
軍
事
委
員
会
主
席
、
総
党
代
表
な
ど
の
要

職
が
あ
る
。
：
：
：
帰
っ
て
き
て
一
つ
も
職
が
な
く
て
も
、
事
実
上
、
彼
は
お
の
ず
か
ら
左
派
の
中
心
、
政
治
の
中
心
、
実
力
の
中
心
に
な

る
。
張
静
江
は
出
て
う
せ
る
べ
き
だ
。
な
ぜ
ま
だ
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
大
権
を
握
っ
て
い
る
の
か
。
：
：
：
我
々
は
鴎
踏
せ
ず
に
、
在
の
帰

国
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
〔
在
精
衛
と
〕
蒋
介
石
と
の
聞
に
は
暗
闘
が
あ
る
だ
け
で
、
決
し
て
明
争
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

蒋
が
軍
事
行
動
で
反
涯
を
や
る
可
能
性
は
決
し
て
な
い
。
実
際
に
は
在
蒋
合
作
は
う
わ
ベ
の
宣
伝
語
に
す
ぎ
ず
、
内
部
に
は
闘
争
が
あ
り
、

永
久
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
専
区
の
同
志
た
ち
の
成
り
行
き
ま
か
せ
の
政
策
は
誤
り
で
あ
る
。
：
：
：
三
月
二
十
日
〔
中
山
艦
事
件
〕
の

余
威
を
恐
れ
、
涯
の
現
時
点
で
の
帰
国
を
積
極
的
に
主
張
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
あ
ま
り
に
右
で
あ
る
。
ま
た
、
蒋
の
主
席
〔
中
執
常
務
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委
員
会
主
席
〕
を
必
ず
と
り
消
し
、
そ
の
あ
と
で
〔
在
精
衛
が
〕
帰
国
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
左
で
あ
ろ
う
」
。

以
上
の
判
断
に
基
づ
く
新
し
い
動
き
の
実
現
に
は
、
蒋
介
石
の
圧
迫
（
い
わ
ゆ
る
三
・
二

O
の
余
威
）
を
は
な
れ
た
新
し
い
政
治
の
中
心

と
、
後
ろ
楯
と
な
る
新
し
い
軍
事
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
十
月
に
国
民
革
命
軍
が
占
領
し
た
湖
北
省
の
武
昌
で
あ
り
、

武
昌
を
実
質
的
に
支
配
し
た
唐
生
智
（
第
八
軍
）
の
軍
事
力
で
あ
っ
た
。

第
三
節

蒋
介
石
独
裁
体
制
の
動
揺

1

国
民
政
府
の
所
在
地
を
め
ぐ
る
争
い

第4章北伐開始後の第一次国共合作の実態、

蒋
介
石
の
独
裁
権
力
に
対
抗
す
る
共
産
党
員
や
国
民
党
員
の
新
し
い
動
き
は
、
国
民
政
府
と
国
民
党
中
央
党
部
の
所
在
地
を
焦
点
に
展

開
す
る
。
す
な
わ
ち
蒋
介
石
の
行
営
（
前
線
司
令
部
）
が
あ
る
江
西
省
の
南
昌
に
置
く
べ
き
か
、
あ
る
い
は
湖
北
省
の
武
昌
に
置
く
べ
き
か

で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
二
六
年
末
に
武
昌
に
組
織
さ
れ
た
中
央
執
行
委
員
会
及
国
民
政
府
委
員
臨
時
聯
席
会
議
（
臨
時
聯
席
会
議
と
略
記
）
と
、

二
七
年
一
月
に
南
昌
に
組
織
さ
れ
た
政
治
会
議
臨
時
会
議
が
、
国
民
党
の
最
高
権
力
を
主
張
し
て
争
う
。

新
し
い
動
き
が
顕
在
化
し
た
の
は
、
一
九
二
六
年
十
二
月
七
日
の
江
西
省
塵
山
で
の
塵
山
会
議
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
、
ボ
ロ
ジ
ン
、
国

民
党
各
派
の
代
表
が
参
加
し
た
。
以
下
、
国
民
政
府
と
国
民
党
中
央
の
広
州
か
ら
武
昌
へ
の
移
転
問
題
と
唐
生
智
問
題
を
中
心
に
据
え
、

聯
席
会
議
か
ら
塵
山
会
議
終
了
ま
で
の
動
き
を
分
析
す
る
。

二
六
年
十
月
の
聯
席
会
議
か
ら
十
二
月
の
鹿
山
会
議
終
了
ま
で
の
動
き
は
、
経
緯
が
た
ど
り
に
く
い
。
理
由
は
資
料
的
制
約
に
よ
る
。

『
中
央
政
治
通
訊
』
は
こ
の
間
の
経
緯
を
ほ
と
ん
ど
伝
え
ず
、
一
九
二
六
年
の
十
二
月
に
は
休
刊
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
ま
た
、
十
月
か

ら
十
二
月
ま
で
の
新
し
い
動
き
が
在
精
衛
復
帰
問
題
ほ
ど
に
は
、
明
確
な
争
点
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
国
民
党

史
家
は
、
、
在
精
衛
復
帰
を
共
産
党
の
策
謀
だ
と
決
め
つ
け
た
と
同
様
に
、
ボ
ロ
ジ
ン
が
十
月
か
ら
十
二
月
の
聞
に
武
昌
へ
の
政
府
移
転
と
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唐
生
智
抱
き
込
み
と
い
う
陰
謀
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
結
果
が
鹿
山
会
議
以
降
の
新
し
い
展
開
と
し
て
現
れ
る
の
だ
と
い
う
議
論
を
展
開



す
る
。
国
民
党
史
家
の
李
雲
漢
や
蒋
永
敬
の
い
う
「
ボ
ロ
ジ
ン
陰
謀
説
」
を
札
す
形
で
、
分
析
を
進
め
る
。

第
一
に
確
認
す
べ
き
は
、
国
民
政
府
と
国
民
党
中
央
の
武
昌
へ
の
移
転
は
、
当
初
は
蒋
介
石
が
性
急
に
主
張
し
て
い
た
事
実
で
あ
り
、

李
雲
漢
と
蒋
永
敬
も
こ
れ
を
承
認
す
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
、
共
産
党
、
国
民
党
各
派
は
武
昌
へ
の
移
転
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
の
性
急
さ

に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
国
民
革
命
軍
第
四
、
第
六
、
第
七
、
第
八
の
各
軍
で
構
成
さ
れ
る
西
路
軍
の
総
指
揮
と
な
っ
た
湖
南
人
の
唐
生
智

が
、
湖
南
省
と
湖
北
省
を
占
拠
し
て
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
漢
口
と
漢
陽
占
領
後
の
九
月
九
日
に
張

静
江
と
謹
延
聞
に
電
報
を
打
ち
、
武
昌
も
間
も
な
く
占
領
さ
れ
る
の
で
は
や
く
広
州
か
ら
湖
北
省
に
移
動
し
政
治
権
力
を
掌
握
す
る
よ
う

要
請
し
て
い
た
。
蒋
介
石
は
九
月
十
六
日
に
は
唐
生
智
と
協
議
し
、
臨
時
政
務
会
議
を
設
置
し
湖
北
省
を
支
配
す
る
取
り
決
め
を
行
っ
た
。

蒋
介
石
は
九
月
十
八
日
に
再
び
広
州
の
張
静
江
と
語
延
聞
に
打
電
し
、
国
民
政
府
委
員
と
国
民
党
中
央
委
員
の
何
名
か
が
、
早
く
武
漢
に

来
て
国
民
党
中
央
政
治
委
員
会
を
組
織
し
、
臨
時
政
務
会
議
に
と
っ
て
か
わ
る
よ
う
要
請
し
た
。
と
こ
ろ
が
十
月
十
五
日
か
ら
の
広
州
の

聯
席
会
議
は
国
民
政
府
の
武
昌
へ
の
移
転
を
見
送
り
、
国
民
政
府
は
暫
時
広
州
に
留
め
お
く
と
決
議
し
た
。
移
転
見
送
り
の
理
由
は
示
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
『
中
央
政
治
通
訊
』
に
よ
る
と
中
国
中
央
部
の
武
昌
に
国
民
政
府
が
進
出
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
奉
天
派
と
の
摩

擦
を
恐
れ
た
と
い
う
。
奉
天
派
へ
の
危
倶
は
、
十
月
十
六
日
の
諌
延
聞
の
議
案
説
明
で
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
奉
天
派
と
の
非
戦
争
状
態

の
維
持
は
、
当
面
の
安
全
を
確
保
す
る
大
事
で
あ
り
、
暫
時
広
州
に
留
ま
る
決
定
は
大
し
た
議
論
も
な
く
承
認
さ
れ
た
。

こ
の
決
定
に
不
満
な
蒋
介
石
は
、
聯
席
会
議
開
催
中
の
十
月
二
十
二
日
に
張
静
江
と
謹
延
聞
に
打
電
し
、
国
民
政
府
は
広
州
に
留
め
お

き
中
央
党
部
は
武
昌
に
移
る
よ
う
要
請
し
た
。
当
初
は
蒋
介
石
こ
そ
が
武
昌
移
転
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
李
雲
漢
と
蒋
永
敬
は
ど
の
よ
う

に
し
て
、
ボ
ロ
ジ
ン
が
国
民
政
府
の
武
昌
移
転
を
強
行
し
た
と
い
う
の
か
。

事
実
経
過
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
十
一
月
十
六
日
、
ボ
ロ
ジ
ン
は
徐
謙
、
宋
子
文
、
孫
科
、
陳
友
仁
ら
の
国
民
党
中
央
の
要
人
た

ち
と
広
州
を
離
れ
武
昌
に
向
か
う
。
そ
し
て
途
中
で
南
昌
に
立
ち
寄
り
、
塵
山
で
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
李
雲
漢
と
蒋
永
敬
は
、
ボ
ロ
ジ

ン
一
行
の
広
州
出
発
は
正
式
の
会
議
決
定
を
へ
て
い
な
い
ボ
ロ
ジ
ン
の
独
断
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
国
民
党
中
央
と
国
民
政
府
の
武
昌
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移
転
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
の
出
発
後
の
十
一
月
二
十
六
日
の
政
治
会
議
第
二
次
臨
時
会
議
で
決
定
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
政
治
会
議

主
席
の
謂
延
闘
や
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
の
張
静
江
を
無
視
し
、
ボ
ロ
ジ
ン
は
独
断
で
要
人
た
ち
と
武
昌
に
出
発
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
。
な
ん
だ
か
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
。
事
実
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
の
武
昌
へ
の
出
発
は
、
蒋
介
石
の
た
び
重
な
る
要
請
を

受
け
入
れ
た
国
民
党
中
央
の
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
九
六
年
夏
に
国
民
党
党
史
委
員
会
を
訪
れ
て
「
政
治
会
議
議
事
録
」

を
閲
覧
し
た
が
、
ま
ず
刊
行
資
料
に
よ
り
筆
者
が
組
み
立
て
て
い
た
分
析
を
提
示
し
、
そ
の
あ
と
「
政
治
会
議
議
事
録
」
に
基
づ
く
経
緯

説
明
を
試
み
た
い
。

十
二
月
九
日
付
の
『
中
央
政
治
通
訊
』
に
事
実
経
過
の
手
が
か
り
に
な
る
記
述
が
あ
る
。
便
宜
上
、
三
つ
の
部
分
に
わ
け
（
A
）｜（
C
）

の

傍

線

を

ほ

ど

こ

し

た

。

（

〕

は

筆

者

。

北伐開始後の第一次国共合作の実態

）
は
原
文
、
〔

ま
た
こ
の
決
定
を
変
更
し
、
武
昌
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
が
発
生
し
た
の
は
、
蒋
介
石
が
電
報
に
よ
り
、
中
央

（

A
）
 

党
部
は
武
昌
に
移
り
国
民
政
府
は
な
お
広
東
に
留
め
お
く
こ
と
を
要
請
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
中
央
党
部
と
国
民
政
府
は
同
一

の
場
所
に
あ
っ
て
こ
そ
よ
い
の
だ
。
先
週
の
政
治
会
議
の
討
論
の
結
果
、
す
で
に
国
民
政
府
と
中
央
党
部
が
武
昌
に
移
る
こ
と
が
決
定
さ

（

B
）
 

れ
、
江
西
で
の
戦
争
の
結
果
を
ま
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
、
南
昌
も
九
江
も
す
で
に
降
っ
た
（
押
収
武
器
は
四
万
を
か
ぞ

「
現
在
、

え
、
捕
虜
も
三
千
人
以
上
で
あ
る
）
。
江
西
は
問
題
と
な
ら
な
く
な
っ
た
。
H

遷
都
H

も
必
ず
実
現
さ
れ
る
。
十
一
月
十
六
日
に
、
す
で
に
何

（

C
）
 

人
か
の
人
物
が
湖
北
に
向
け
て
出
発
し
た
」
。

傍
線
部
（
A
）
は
、
蒋
介
石
が
十
月
二
十
二
日
の
電
報
で
国
民
政
府
を
広
州
に
留
め
中
央
党
部
は
武
昌
に
移
る
よ
う
要
請
し
た
こ
と
を
述

べ
る
。
傍
線
部
（
C
）
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
が
広
州
を
離
れ
、
武
昌
に
向
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
問
題
は
傍
線
部
（
B
）
で
あ
る
。
蒋
介
石

か
ら
の
来
電
の
あ
と
、
政
治
会
議
が
聞
か
れ
て
、
国
民
政
府
と
中
央
党
部
の
武
昌
へ
の
移
転
が
決
定
さ
れ
、
江
西
省
で
の
戦
争
が
終
わ
る

の
を
待
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
政
治
会
議
の
開
催
期
日
は
明
記
さ
れ
ず
、
先
週
（
原
文
は
「
上

星
期
」
）
と
し
か
記
さ
れ
な
い
。
し
か
し
江
西
省
の
重
要
都
市
の
九
江
と
省
都
の
南
昌
が
占
領
さ
れ
た
の
は
十
一
月
五
日
と
八
日
で
あ
る
。

第4章
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し
た
が
っ
て
、
江
西
で
の
戦
争
が
終
了
す
る
の
を
待
っ
て
党
中
央
と
政
府
が
武
昌
に
移
転
す
る
と
決
議
し
た
政
治
会
議
は
、
九
江
と
南
昌

へ
の
攻
撃
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
す
な
わ
ち
十
一
月
八
日
以
前
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
十
一
月
十
六
日
に

出
発
し
た
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
は
、
少
な
く
と
も
政
治
会
議
決
定
に
従
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
中
央
政
治
通
訊
』
の
記
述
を
裏
書
き
す
る
資
料
が
あ
る
。
上
海
で
発
行
さ
れ
て
い
た
日
刊
紙
『
時
報
』
は
一
九
二
六
年
十
一
月
十
九

日
の
記
事
の
中
で
、
広
州
の
某
要
人
の
「
談
話
」
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
る
。
す
な
わ
ち
、
九
江
占
領
（
十
一
月
五
日
｜
｜
筆
者
）
二
日
後
に
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蒋
介
石
の
再
度
の
要
請
を
容
れ
て
党
と
政
府
の
武
昌
移
転
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
、
十
一
月
十
六
日
に
は
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
が
移
転
へ
の
調
査

と
準
備
を
行
う
た
め
武
漢
に
向
け
て
派
遣
さ
れ
護
衛
の
た
め
軍
隊
が
同
行
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
も
、
李
雲
漢
や
蒋
永
敬
の
主
張
す
る
十
一
月
二
十
六
日
武
昌
移
転
決
定
を
覆
す
記
述
が
あ
る
。

蒋
介
石
は
十
一
月
十
四
日
の
古
応
茶
ら
に
対
す
る
謝
辞
の
中
で
、
党
と
政
府
の
武
昌
へ
の
移
転
が
決
定
し
た
と
述
べ
る
。
ま
た
十
一
月
二

十
四
日
に
は
、
中
央
党
部
と
国
民
政
府
の
一
週
間
以
内
の
武
昌
移
転
に
関
し
広
州
か
ら
の
正
式
電
報
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
十
一
月
二
十

六
日
に
政
治
会
議
臨
時
会
議
が
開
か
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
政
治
会
議
主
席
の
諌
延
聞
は
欠
席
し
、
出
席
者
は
張
静
江
ら
七
名
で

会
議
の
決
定
事
項
は
不
明
で
あ
る
。

は
た
し
て
「
政
治
会
議
議
事
録
」
に
は
、
第
三
十
五
次
（
十
月
十
九
日
）
か
ら
第
四
十
七
次
（
十
一
月
十
六
日
）
ま
で
、
国
民
政
府
武
昌
移
転

に
関
す
る
決
議
は
全
く
現
れ
な
い
。
初
め
て
出
現
す
る
の
は
確
か
に
李
雲
漢
や
蒋
永
敬
の
言
う
と
お
り
十
一
月
二
十
六
日
の
政
治
会
議
第

二
次
臨
時
会
議
議
事
録
で
あ
り
、
以
下
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
中
央
党
部
と
国
民
政
府
の
遷
移
期
日
お
よ
び
準
備
案
」
｜
｜
決
議
｜
｜
①
十
二
月
五
日
以
前
に
重
要
人
員
お
よ
び
重
要
文
書
の
第
一

グ
ル
ー
プ
が
出
発
す
る
。
②
第
二
グ
ル
ー
プ
の
出
発
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
到
着
後
の
電
報
を
待
っ
て
期
日
を
決
定
す
る
。
③
各
機
関
の
普

通
文
書
は
総
司
令
部
の
兵
姑
輸
送
に
ゆ
だ
ね
、
広
東
省
に
関
す
る
文
書
は
省
政
府
に
移
す
。
④
前
方
の
各
機
関
の
所
在
地
と
配
置
は
郵
択

生
（
部
演
達
）
同
志
が
電
報
で
指
示
す
る
。
⑤
移
転
費
用
は
党
部
と
政
府
が
別
々
に
予
算
を
作
成
し
主
席
が
決
定
す
る
。



筆
者
は
「
政
治
会
議
議
事
録
」
で
以
上
の
事
実
を
確
認
し
、
冷
や
汗
が
に
じ
み
で
た
。
し
か
し
気
を
取
り
直
し
て
子
細
に
読
み
進
む
と
、

政
治
会
議
が
十
一
月
二
十
六
日
の
決
議
に
先
立
ち
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
の
出
発
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
を
見
い
だ
し
た
。
ボ
ロ
ジ

ン
一
行
出
発
当
日
の
十
一
月
十
六
日
の
第
四
十
七
次
会
議
議
事
録
に
は
、

に
出
発
し
て
い
れ
ば
、
大
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
十
一
月
十
六
日
に
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
に
同
行
し
た
徐
謙
か
ら
政

治
会
議
あ
て
に
手
紙
が
到
着
し
、
徐
謙
の
依
頼
事
項
が
受
理
さ
れ
て
い
る
。
十
一
月
十
八
日
の
第
四
十
八
次
会
議
議
事
録
に
も
、
同
様
の

記
述
が
見
ら
れ
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
ら
に
同
行
し
た
代
理
外
交
部
長
の
陳
友
仁
が
政
治
会
議
に
手
紙
を
寄
せ
、
自
分
の
秘
書
長
の
高
承
元
を
通

じ
て
政
治
会
議
と
の
連
絡
を
緊
密
に
保
つ
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
以
上
の
事
実
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
の
出
発
が
政
治
会
議
の
合
意
を
得

一
行
の
出
発
を
取
り
沙
汰
す
る
議
論
は
全
く
現
れ
な
い
。
勝
手

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
十
一
月
二
十
六
日
以
前
の
「
政
治
会
議
議
事
録
」
に
国
民
政
府
武
昌
移
転
に
関
す
る
決
議
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、

奉
天
派
へ
の
障
り
か
ら
正
式
の
決
議
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
正
式
に
は
決
議
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
共
産
党
の

『
中
央
政
治
通
訊
』
に
言
う
よ
う
に
、
政
治
会
議
決
定
と
し
て
合
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
奉
天
派
に
対
す
る
新
た

北伐開始後の第一次国共合作の実態

な
状
況
判
断
に
基
づ
き
、
十
一
月
二
十
六
日
の
正
式
決
議
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

李
雲
漢
や
蒋
永
敬
は
国
民
党
の
内
部
資
料
（
こ
の
場
合
は
政
治
会
議
議
事
録
）
に
基
づ
き
、
こ
の
事
実
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ボ
ロ
ジ
ン
陰
謀
説
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
、

ソ
連
軍
事
顧
問
団
の
一
員
で
あ
っ
た
テ
ル
ニ
｜
（
↓
2
5
C
の
ボ

ロ
ジ
ン
あ
て
の
報
告
を
も
ち
出
す
。

2

歪
め
ら
れ
た
テ
ル
二

l
報
告

テ
ル
ニ

l
は
国
民
革
命
軍
総
司
令
部
付
の
顧
問
で
、
占
領
間
も
な
い
武
昌
の
状
況
と
唐
生
智
の
動
向
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
た
。
報

第4章

ボ
ロ
ジ
ン
の
も
と
に
到
着
し
た
の
は
、
党
中
央
と
国
民
政
府
の
武
昌
へ
の
移
転
を
見
送
っ
た
聯
席
会
議
終

告
は
十
月
三
十
日
に
書
か
れ
、

123 

了
日
（
十
月
二
十
八
日
）
か
ら
ボ
ロ
ジ
ン
出
発
（
十
一
月
十
六
日
）
ま
で
の
間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
テ
ル
ニ

l
報
告
は
唐
生
智
の
動
向
を
詳



し
く
伝
え
、
中
央
党
部
が
す
み
や
か
に
武
昌
に
移
る
よ
う
要
請
し
て
い
た
。

か
く
し
て
、
こ
の
報
告
を
読
ん
だ
ボ
ロ
ジ
ン
の
心
中
に
変
化
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カミ が
起
こ
り
、
新
た
な
反
蒋
介
石
活
動
を
展
開
す
る
た
め
十
一
月
十
六
日
の
突
然
の
出
発
が
導
か
れ
た
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
作
ら
れ
る
。

テ
ル
ニ

l
報
告
は
、
一
九
二
七
年
四
月
の
張
作
震
の
北
京
ソ
連
大
使
館
強
制
捜
査
で
押
収
さ
れ
た
（
炎
に
よ
る
損
傷
が
激
し
い
と
い
う

ソ
連
側
が
焼
却
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
あ
と
日
本
語
訳
さ
れ
『
北
京
露
大
使
館
押
収
秘
密
文
書
』
（
宮
崎
正
義
編
、
謄
写

一
九
二
七
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
日
本
語
訳
に
人
名
等
の
補
正
を
加
え
た
英
訳
が
、

一
九
五
六
年
に
マ

版
印
刷
、
機
密
、
満
鉄
調
査
部
、

ー
テ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ル
パ

l
（
冨
州
三
宮
巧
与
号
）
ら
に
よ
り
解
題
付
き
で
公
刊
さ
れ
た
。
李
雲
漢
も
蒋
永
敬
も
英
訳
の
報
告
に
基
づ
き
議
論

（

m）
 

を
展
開
し
て
お
り
、
筆
者
も
英
訳
に
基
づ
き
話
を
す
す
め
る
。

テ
ル
ニ

l
は
、
唐
生
智
が
蒋
介
石
に
替
わ
る
べ
く
ソ
連
や
共
産
党
に
接
近
し
た
が
っ
た
こ
と
、
敵
で
あ
る
上
海
の
孫
伝
芳
と
の
衝
突
を

避
け
た
が
っ
て
お
り
最
近
ま
で
孫
伝
芳
の
代
表
と
交
渉
を
進
め
蒋
介
石
の
敗
北
を
望
ん
で
い
た
こ
と
、
孫
伝
芳
の
代
表
は
ま
だ
武
田
田
に
い

る
こ
と
な
ど
、
唐
生
智
の
動
向
を
逐
一
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
文
中
の
下
線
は
筆
者
。
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テ
ル
ニ

l
は
、
（
国
民
）
党
権
力
の
確
立
の
た
め
中
央
執
行
委
員
が
武
昌
に
移
っ
て
く
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
李
雲
漢
も
蒋

永
敬
も
、
テ
ル
ニ

l
報
告
の
唐
生
智
批
判
と
い
う
基
本
部
分
を
無
視
し
、
以
下
の
傍
線
部
分
す
な
わ
ち
武
昌
は
「
唐
生
智
一
人
が
支
配
し

て
い
る
」
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
。
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そ
し
て
こ
の
傍
線
部
分
を
、
「
武
漢
任
唐
生
智
一
人
任
意
操
布
」
（
李
雲
漢
）
、
「
武
漢
任
唐
生
智
随
意
擁
布
」
（
蒋
永
敬
）
と
訳
出
し
、
脈
絡

北伐開始後の第一次国共合作の実態

を
無
視
し
て
注
（
問
）
の
傍
線
部
分
の
テ
ル
ニ

l
が
国
民
党
中
央
執
行
委
員
た
ち
の
武
昌
へ
の
移
動
を
要
請
し
て
い
る
事
実
に
つ
な
ぎ
あ
わ

せ
る
。
か
く
し
て
武
昌
に
は
、
唐
生
智
支
配
と
い
う
反
蒋
介
石
勢
力
結
集
の
条
件
が
整
え
ら
れ
、
テ
ル
ニ

l
の
意
を
く
み
と
っ
た
ボ
ロ
ジ

ン
は
こ
の
機
を
の
が
さ
ず
急
逮
武
昌
に
向
け
て
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

筆
者
が
基
本
文
献
に
使
用
す
る
郭
廷
以
『
中
華
民
国
史
事
日
誌
』
は
、
「
ボ
ロ
ジ
ン
陰
謀
説
」
に
関
係
す
る
事
実
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ

て
い
る
の
か
。
同
書
は
中
華
民
国
（
台
湾
）
の
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
の
発
行
で
あ
り
、
記
載
事
項
は
し
か
る
べ
き
内
部
資
料
を
ふ
ま

え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
同
書
の
一
九
二
六
年
十
一
月
十
一
日
条
に
は
、
「
国
民
政
府
聯
席
会
議
議
決
政
府
北
遷
武
漢
」
と
記
載
さ
れ
て

（
邸
）

い
る
。
た
だ
し
依
拠
し
た
資
料
は
示
さ
れ
ず
、
国
民
政
府
聯
席
会
議
の
性
質
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
記
載
は
、
十
一
月
十
六
日
以

前
に
国
民
政
府
の
武
漢
移
転
が
正
式
に
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
十
一
月
十
六
日
条
に
は
ボ
ロ
ジ
ン
ら
の
広
州
出
発
が
記
載
さ
れ
宋

（

鵬

）

（

即

）

慶
齢
が
同
行
し
て
い
る
。
李
雲
漢
や
蒋
永
敬
の
記
述
に
は
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
中
に
宋
慶
齢
の
名
前
は
な
い
が
、
故
意
に
ふ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

第 4章
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「
陰
謀
の
一
行
」
に
、
総
理
夫
人
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
て
は
具
合
が
悪
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
記
載
だ
け
な
ら
ば
、
『
中
華
民
国
史
事
日



誌
』
は
国
民
党
史
家
の
見
解
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
十
一
月
十
六
日
条
の
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
出
発
の
記
事
の
終
わ
り
に
は
、

（削）

「
（
叩
・
ぬ
総
政
治
部
俄
顧
閉
鎖
羅
尼
曾
促
飽
北
来
）
」
と
い
う
た
だ
し
書
き
が
付
い
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
）
。
テ
ル
一
一

l
が
ボ
ロ
ジ
ン
の

武
昌
行
き
を
促
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
党
史
家
た
ち
の
見
解
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
同
書
の
十
月
三
十
日

（瑚）

条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
テ
ル
一
一

l
報
告
の
要
約
は
内
容
を
正
確
に
伝
え
、
特
定
部
分
だ
け
を
強
調
す
る
筆
遣
い
は
一
切
な
い
。
そ
し
て
十

一
月
二
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
央
執
行
委
員
会
臨
時
会
議
が
聞
か
れ
、
国
民
政
府
と
中
央
党
部
の
武
漢

へ
の
移
転
、
十
一
月
三
十
日
か
ぎ
り
で
の
会
議
開
催
の
中
止
と
文
書
発
行
の
停
止
が
決
定
さ
れ
た
、
と
。
政
治
会
議
は
中
央
執
行
委
員
会

内
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
中
央
執
行
委
員
会
臨
時
会
議
は
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
十
一
月
二
十
六
日
条
の
政
治
会

議
臨
時
会
議
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
央
執
行
委
員
会
臨
時
会
議
の
決
定
内
容
は
、
広
州
の
国
民
政
府
が
十
一
月
三
十
日
で
執
務
を

停
止
し
た
事
実
（
『
国
民
政
府
公
報
』
が
停
刊
さ
れ
た
）
に
一
致
す
る
。
以
上
の
記
載
は
何
ら
か
の
資
料
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細

は
不
明
。

『
中
華
民
国
史
事
日
誌
』
の
記
載
は
、
同
書
が
党
史
家
の
主
張
に
配
慮
し
な
が
ら
も
、
歴
史
事
実
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
示

す
。
政
治
問
題
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
る
、
中
華
民
国
（
台
湾
）
の
党
機
関
と
研
究
機
関
の
微
妙
な
関
係
を
象
徴
し
て
い
た
。

3 

唐
生
智
へ
の
異
な
る
評
価

ボ
ロ
ジ
ン
一
行
は
武
昌
に
到
着
す
る
と
、
遼
巡
を
か
な
ぐ
り
捨
て
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
と
対
決
し
始
め
る
。
後
ろ
楯
は
、
武
昌
を
制
圧

し
て
い
た
唐
生
智
で
あ
っ
た
。
共
産
党
や
国
民
党
各
派
は
、
唐
生
智
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
。

唐
生
智
は
一
八
八
九
年
に
湖
南
省
に
生
ま
れ
、
一
九
一
四
年
に
保
定
陸
軍
軍
官
学
校
を
卒
業
し
た
。
辛
亥
革
命
後
の
湖
南
省
で
は
、
語

延
闇
、
程
潜
、
越
恒
傷
が
覇
権
を
争
っ
た
が
、
唐
生
智
は
越
恒
憾
に
組
み
し
湖
南
省
南
部
に
地
盤
を
築
い
た
。
そ
し
て
省
長
に
就
任
し
て

い
た
越
恒
協
を
追
放
し
、
省
都
の
長
沙
に
覇
権
を
確
立
す
る
。
一
九
二
六
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
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湖
南
省
は
北
伐
の
最
初
の
関
門
で
、
国
民
政
府
に
も
敵
の
呉
侃
字
に
も
戦
略
上
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
。
唐
生
智
は
国
民
政
府
と
も
呉

侃
字
と
も
交
渉
し
、
自
ら
の
覇
権
の
承
認
を
求
め
た
。
呉
侃
字
と
の
交
渉
は
決
裂
し
、
唐
生
智
は
国
民
政
府
側
に
立
つ
。
し
か
し
呉
侃
学

側
の
攻
撃
で
二
六
年
五
月
に
長
沙
を
放
棄
し
て
湖
南
省
南
部
に
退
い
た
。
唐
生
智
は
六
月
二
日
に
第
八
軍
と
し
て
国
民
革
命
軍
に
編
入
さ

れ
た
が
、
六
月
四
日
に
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
臨
時
全
体
会
議
は
、
速
や
か
な
北
伐
開
始
を
求
め
蒋
介
石
を
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
任

命
す
る
「
迅
行
出
師
北
伐
、
任
蒋
介
石
国
民
革
命
軍
総
司
令
案
」
を
可
決
し
て
い
た
。
湖
南
省
で
の
状
況
の
変
化
が
北
伐
の
開
始
を
早
め

た
。
唐
生
智
は
当
初
か
ら
独
走
姿
勢
を
見
せ
、
国
民
革
命
軍
編
入
直
後
の
六
月
四
日
に
は
国
民
政
府
に
対
し
、
衡
州
に
湖
南
臨
時
省
政
府

を
樹
立
し
省
長
に
就
任
し
た
こ
と
を
通
告
し
た
。
ま
た
北
伐
に
際
し
て
は
語
延
闘
の
国
民
革
命
軍
第
二
軍
が
湖
南
に
進
入
し
な
い
よ
う
要

求
し
て
い
た
。
か
つ
て
の
仇
敵
に
自
ら
の
覇
権
が
犯
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
蒋
介
石
が
や
っ
き
に
な
っ
て
唐
生
智
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
理
由
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
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共
産
党
員
の
唐
生
智
に
対
す
る
評
価
は
、
上
海
の
党
中
央
と
専
区
（
広
東
）
で
は
大
き
く
分
か
れ
た
。
『
中
央
政
治
通
訊
』
は
、
広
東
で

は
国
民
党
員
も
共
産
党
員
も
唐
生
智
を
投
機
的
で
危
険
な
人
物
だ
と
見
な
し
、
共
産
党
員
の
聞
に
は
扶
蒋
抑
唐
（
蒋
介
石
を
た
す
け
唐
生

智
を
抑
え
る
）
の
空
気
が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
上
海
の
共
産
党
中
央
は
、
唐
生
智
の
投
機
的
性
格
を
認
め
な
が
ら
も

積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
。
理
由
は
以
下
の
二
点
、
す
な
わ
ち
唐
生
智
に
は
民
衆
運
動
を
圧
迫
し
た
事
実
が
全
く
な
い
、
唐
生
智
は

在
精
衛
に
親
近
感
を
抱
き
公
言
は
し
て
い
な
い
が
在
精
衛
復
帰
に
賛
成
し
て
い
る
、
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
個
人
の
親
密
さ
、
民
衆
組
織
、

ソ
連
軍
事
顧
問
団
の
影
響
で
唐
生
智
を
左
傾
さ
せ
、
将
来
漢
口
で
組
織
さ
れ
る
国
民
党
政
治
委
員
会
に
加
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。

共
産
党
中
央
の
方
針
を
要
約
す
れ
ば
、
唐
生
智
を
左
傾
化
さ
せ
蒋
介
石
を
牽
制
し
て
在
精
衛
復
帰
へ
の
道
を
聞
き
、
さ
ら
に
在
精
衛
に

唐
生
智
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
国
共
合
作
は
概
ね
こ
の
図
式
に
従
っ
て
展
開
す
る
が
、
こ
れ
を
推
進
し
た
の
は

共
産
党
中
央
か
ら
そ
の
現
実
主
義
路
線
を
場
当
た
り
的
で
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た
ボ
ロ
ジ
ン
で
あ
る
。
さ
ら
に
徐
謙
や
孫
科
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を
始
め
と
す
る
、
種
々
の
思
惑
を
秘
め
た
反
蒋
介
石
の
国
民
党
要
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
一
九
二
六
年
十
二
月
以
降
に
武
昌
で
出



現
す
る
反
蒋
介
石
勢
力
の
結
集
は
、
当
初
か
ら
明
確
な
青
写
真
に
よ
り
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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独
裁
維
持
へ
の
蒋
介
石
の
努
力
｜
｜
ソ
連
へ
の
働
き
か
け

蒋
介
石
は
、

ボ
ロ
ジ
ン
や
共
産
党
が
新
た
な
行
動
を
開
始
す
る
と
予
想
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
押
さ
え
こ
む
に
は
、
中
山

艦
事
件
後
の
独
裁
体
制
と
威
嚇
力
（
い
わ
ゆ
る
コ
ニ
・
二

O
の
余
威
」
）
で
は
、
も
は
や
不
充
分
で
あ
る
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
蒋
介
石

の
新
た
な
対
抗
手
段
は
、
ソ
連
と
直
接
に
交
渉
し
独
裁
的
地
位
を
承
認
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ソ
連
が
承
認
す
れ
ば
、
そ
の
指
揮
下
の

ボ
ロ
ジ
ン
や
中
国
共
産
党
を
抑
え
る
の
は
困
難
で
な
か
っ
た
。
中
山
艦
事
件
の
さ
い
、

ソ
連
は
二
つ
返
事
で
蒋
介
石
の
独
裁
を
承
認
し
た

で
は
な
い
か
。
蒋
介
石
の
脳
裡
に
は
、

ト
ル
コ
の
国
民
革
命
に
お
け
る
ソ
連
と
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
（
問
。
白
色

krgS長
・
本
名
は

冨
g
S
F
問
。
白
色
・

krgg長
は
父
な
る
ト
ル
コ
人
の
意
の
称
号
）
の
関
係
が
浮
か
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

ソ
連
は
ケ
マ
ル
の
共
産
党
弾
圧

ケ
マ
ル
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
た
。

後
も
、
英
帝
国
主
義
に
対
す
る
前
哨
基
地
と
し
て
ト
ル
コ
の
価
値
を
認
め
、

一
九
二
六
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
、

モ
ス
ク
ワ
で
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
七
回
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
が
聞
か
れ
た
。
蒋
介
石
は
以

ソ
連
と
の
交
渉
に
当
た
ら
せ
た
。
部
力
子
が
共
産
党
員
の
経
歴

前
は
共
産
党
員
で
親
交
の
あ
る
郁
力
子
を
国
民
党
代
表
と
し
て
派
遣
し
、

を
も
ち
ソ
連
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
包
恵
僧
回
憶
録
』
や
第
一
次
国
共
合
作
の
内
情
に
詳
し
い
『
現
代
史
料
』
に
詳
し
く
言
及
さ
れ

て
い
る
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
民
国
十
五
年
二
九
二
六
年
）
十
一
月
二
十
日
条
の
記
述
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
。
〔

〕
内
は

筆
者
。「

部
力
子
に
電
報
を
う
ち
、
相
談
し
た
こ
と
〔
原
文
は
所
商
事
〕
の
結
果
を
尋
ね
、
事
、
が
お
わ
れ
ば
速
や
か
に
帰
っ
て
く
る
よ
う
催
す
。

電
文
に
い
う
。
郁
力
子
同
志
：
：
：
相
談
し
た
こ
と
の
結
果
は
出
ま
し
た
か
。
：
：
：
事
が
お
わ
れ
ば
速
や
か
に
帰
っ
て
下
さ
い
。
中
正
〔
蒋

（

削

）

｝

介
石
の
本
名
。
介
石
は
字
〕
」
ロ

郁
力
子
は
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
七
回
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
に
出
席
し
た
。
そ
し
て
十
一
月
三
十
日
の
第



十
二
回
総
会
で
国
民
党
を
代
表
し
て
登
壇
し
、
中
国
革
命
完
遂
の
た
め
に
は
被
抑
圧
諸
階
層
の
連
合
が
重
要
で
あ
り
「
国
民
党
は
共
産
党

と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
下
に
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
完
遂
す
る
」
と
演
説
し
て
い
た
。
以
上
の
事
実
か
ら
、
十
一
月
二
十
日
の
蒋
介
石

の
電
報
に
い
う
相
談
し
た
こ
と
（
所
商
事
）
と
は
ソ
連
と
の
交
渉
を
意
味
し
、
蒋
介
石
は
結
果
を
は
や
く
知
り
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

郁
力
子
の
モ
ス
ク
ワ
行
き
に
は
、
蒋
介
石
ら
国
民
党
中
間
派
と
の
妥
協
を
主
張
す
る
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
ー
が
介
在
し
、
部
力
子
の
演
説

に
は
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

一
九
二
六
年
七
月
の
中
共
中
央
拡
大
執
行
委
員
会
「
中
央
政
治

報
告
」
は
、
国
民
党
中
間
派
へ
の
対
応
策
が
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
の
意
見
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
。
修
正
の
背
景
に
は
、
中
国
革
命
が
社
会

主
義
革
命
で
は
な
く
ま
だ
民
主
主
義
革
命
の
段
階
に
あ
る
と
い
う
、

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
理
論
に
基
づ
く
状
況
認
識
が
存
在
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
「
ち
ょ
う
ど
我
々
が
、
社
会
の
勢
力
の
中
で
現
在
は
ま
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
敵
視
で
き
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
時
に
は

ま
だ
中
間
派
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
民
主
主
義
革
命
の
段
階
に
即
応
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
修
正
部
分

北伐開始後の第一次国共合作の実態

は
、
部
力
子
演
説
の
結
び
の
部
分
「
国
民
党
は
共
産
党
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
下
に
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
完
遂
す
る
」
に
対
応
す
る

と
考
え
て
よ
い
。
部
力
子
の
言
葉
を
敷
街
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
中
国
の
現
在
の
歴
史
段
階
（
社
会
主
義
革
命
で
は
な
く
民
主
主

義
革
命
の
段
階
）
で
は
、
国
民
党
が
そ
の
歴
史
的
役
割
（
一
定
の
歴
史
段
階
に
お
け
る
役
割
）
を
担
う
主
役
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
実

力
派
閥
で
あ
る
蒋
介
石
ら
中
間
派
が
主
導
権
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
「
共
産
党
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
下
に
」
な
ど
と
い

う
枕
言
葉
は
、
表
面
は
相
手
の
面
子
を
た
て
な
が
ら
も
実
を
と
る
、
中
国
人
一
流
の
言
辞
で
あ
る
。

部
力
子
演
説
の
二
日
前
に
行
わ
れ
た
中
国
共
産
党
代
表
語
平
山
の
報
告
も
、
部
力
子
演
説
に
現
れ
る
国
民
党
中
間
派
の
主
張
を
容
認
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
諌
平
山
は
十
一
月
二
十
八
日
の
第
十
一
回
総
会
で
、
国
民
党
の
援
助
で
引
き
続
き
国
民
革
命
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
国
民
革
命
の
た
め
に
は
一
定
の
条
件
下
で
帝
国
主
義
者
と
関
係
を
持
た
な
い
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
も
連
合
す
る
必
要
が
あ
る
と

訴
え
た
。
そ
し
て
国
民
党
中
間
派
が
左
ヘ
歩
み
よ
る
傾
向
に
あ
り
、
左
派
と
中
間
派
の
提
携
の
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。

し
か
し
最
終
日
の
十
二
月
十
六
日
に
採
択
さ
れ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
執
行
委
員
会
総
会
「
中
国
情
勢
の
問
題
に
つ
い
て
の
決
議
」
は
、

第4章

129 



中
国
共
産
党
の
任
務
に
「
右
派
と
左
派
の
問
、
革
命
の
一
層
の
発
展
と
帝
国
主
義
と
の
妥
協
の
聞
を
動
揺
し
て
い
る
中
央
派
〔
中
間
派

l
l

筆
者
〕
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
た
。
中
山
艦
事
件
後
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
内
で
は
ト
ロ
ッ
キ
ー
た
ち
が
ス
タ
ー
リ
ン
ら
主
流

派
に
対
し
、
共
産
党
員
の
国
民
党
か
ら
の
退
出
を
主
張
し
て
い
た
。
中
山
艦
事
件
の
張
本
人
で
あ
る
蒋
介
石
ら
の
中
間
派
に
対
す
る
妥
協

は
ト
ロ
ッ
キ
ー
派
の
格
好
の
攻
撃
目
標
と
な
り
、
妥
協
案
を
公
式
に
承
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
部
力
子
は
、
中
間
派
の
主
導

（邸）

権
維
持
（
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
の
維
持
）
に
関
し
、
ソ
連
側
か
ら
何
の
言
質
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
蒋
介
石
ら
の
国
民
党
中
間
派

と
連
合
す
る
と
い
う
二
六
年
九
月
以
来
の
中
共
執
行
委
員
会
路
線
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
よ
り
公
式
に
破
棄
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
あ
と

も
水
面
下
で
は
、
ヴ
ォ
イ
チ
ン
ス
キ
l
の
対
蒋
介
石
妥
協
路
線
が
存
続
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ス
タ
ー
リ
ン
ら
の
暗
黙
の
了
解
を
得
て
い

た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

ソ
連
に
働
き
か
け
る
一
方
で
、
蒋
介
石
は
共
産
党
員
を
自
ら
の
陣
営
に
と
り
こ
も
う
と
努
力
し
た
。
こ
の
間
の
動
き
は
包
恵
僧
の
回
憶

録
に
詳
し
い
が
、
象
徴
的
な
事
例
は
蒋
介
石
の
秘
書
の
蒋
先
雲
が
共
産
党
員
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
蒋
先
雲
は
黄
捕
軍
官
学
校
一
期
の

（問）

卒
業
生
で
、
中
山
艦
事
件
後
に
は
共
産
党
が
国
民
党
右
派
の
支
配
下
に
あ
る
と
見
な
し
た
黄
捕
軍
官
学
校
特
別
党
部
の
委
員
を
つ
と
め
た
。

以
下
の
『
中
央
政
治
通
訊
』
の
一
節
は
、
蒋
介
石
と
蒋
先
雲
の
関
係
を
如
実
に
示
す
。
〔
〕
内
は
筆
者
。

ー

l
黄
捕
生
の
迎
、
在
と
蒋
〔
介
石
〕
の
C
．
p
．
〔
共
産
党
〕
に
対
す
る
懐
疑
｜
｜

ユ
昨
日
、
黄
捕
の
学
生
か
ら
ま
た
報
告
が
あ
っ
た
。

c．
p
．
〔
共
産
党
〕
が
第
四
期
の
学
生
を
利
用
し
て
「
迎
、
在
倒
蒋
L

を
行
っ
て
い

る
と
蒋
介
石
が
大
い
に
怒
り
、
た
だ
ち
に
第
四
期
の
学
生
に
電
報
を
う
ち
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
寸
中
正
〔
蒋
介
石
〕
は
必
ず
す
べ
て
を
辞

す
る
。
か
く
し
て
諸
君
の
倒
蒋
の
目
的
を
達
し
て
や
ろ
う
L

。
こ
の
電
報
は
蒋
先
雲
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
打
電
し
て
い
な
い
と
い
う
が
、
事

実
は
す
で
に
打
電
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
蒋
介
石
は
〔
蒋
〕
先
雲
を
広
東
に
派
遣
し
C
．
p
．
と
黄
捕
の
関
係
を
札
そ
う
と
し
て
い
る
。
蒋

〔
介
石
〕
は
〔
蒋
〕
先
雲
を
、
共
産
党
員
で
は
あ
る
が
自
分
の
身
内
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
〔
蒋
〕
先
雲
を
広
東
に
派
遣
し
、
共
産
党

と
の
関
係
を
よ
く
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
今
回
の
事
は
決
し
て
共
産
党
員
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
反
動
派
や
右
派
と
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の
関
係
を
よ
く
し
よ
う
と
す
べ
き
で
、
共
産
党
と
の
関
係
を
よ
く
し
よ
う
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
〔
蒋
〕
先
雲
は
共
産
党
の
代
表
を
自
負

し
て
お
り
、
喜
ん
で
こ
の
重
要
な
任
務
を
引
き
受
け
た
。
蒋
〔
介
石
〕
が
共
産
党
を
疑
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
〔
蒋
〕
先
雲
が
こ
れ
を
や
る

こ
と
に
な
れ
て
お
り
蒋
〔
介
石
〕
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
」
。

蒋
介
石
が
共
産
党
が
黄
捕
軍
官
学
校
の
四
期
生
を
利
用
し
て
打
倒
蒋
介
石
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
と
考
え
、
蒋
先
雲
を
広
東
に
派
遣
し
共

産
党
と
黄
捕
軍
官
学
校
の
関
係
を
札
そ
う
と
し
た
以
上
の
内
容
は
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
の
民
国
十
五
年
十
一
月
十
一

日
条
、
十
一
月
十
四
日
条
、
十
一
月
二
十
一
日
条
の
記
事
に
対
応
す
る
。

こ
の
あ
と
蒋
先
雲
は
一
九
二
七
年
の
初
頭
に
、
共
産
党
の
命
令
で
蒋
介
石
の
承
諾
な
し
に
南
昌
か
ら
武
漢
に
赴
き
、
湖
北
省
総
工
会
糾

察
隊
総
隊
長
に
就
任
す
る
。
さ
ら
に
四
月
十
九
日
に
武
漢
の
国
民
政
府
が
北
伐
再
開
を
決
定
す
る
と
、
国
民
革
命
軍
第
十
一
軍
二
十
六
師

五
月
二
十
八
日
に
は
河
南
省
で
戦
死
す
る
。

七
十
七
回
の
団
長
兼
党
代
表
と
な
り
、
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塵
山
会
議
の
開
催

十
一
月
十
六
日
に
広
州
を
出
発
し
た
ボ
ロ
ジ
ン
と
国
民
政
府
の
四
人
の
部
長
（
大
臣
に
相
当
）
の
陳
友
仁
（
外
交
）
、
徐
謙
（
司
法
）
、
宋
子

文
（
財
政
）
、
孫
科
（
交
通
）
さ
ら
に
宋
慶
齢
や
王
法
勤
ら
は
、
十
二
月
一
日
に
南
昌
の
蒋
介
石
の
も
と
に
到
着
し
た
。
蒋
介
石
が
南
昌
に
立

ち
寄
る
よ
う
要
請
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
あ
と
蒋
介
石
と
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
と
の
会
議
が
塵
山
で
行
わ
れ
、
こ
の
会
議
を
境
に
党
と

政
府
の
武
昌
移
転
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
蒋
介
石
は
態
度
を
変
化
さ
せ
、
移
転
に
消
極
的
と
な
り
や
が
て
公
然
と
反
対
す
る
こ
と
に
な
る
。

塵
山
会
議
の
詳
し
い
記
録
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
国
民
党
中
枢
の
会
議
で
記
録
は
と
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
『
民
国
十
五
年
以
前
之

蒋
介
石
先
生
』
が
経
過
を
簡
単
に
記
述
す
る
だ
け
で
あ
る
。
李
雲
漢
や
蒋
永
敬
も
こ
の
記
述
に
依
拠
し
て
お
り
、

一
九
九
六
年
夏
の
国
民

第 4章

党
党
史
委
員
会
訪
問
の
さ
い
間
接
的
に
電
話
で
蒋
永
敬
氏
に
確
か
め
て
も
ら
っ
た
が
、
他
の
記
録
は
な
い
（
現
存
し
な
い
？
）
と
の
こ
と
で
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あ
っ
た
。
『
蒋
介
石
年
譜
初
稿
』
の
記
述
も
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
と
同
一
で
あ
る
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先



（附）

生
』
の
記
述
を
通
し
て
鹿
山
会
議
と
前
後
の
状
況
を
考
察
す
る
。
会
議
出
席
者
の
断
片
的
回
想
が
存
在
す
る
が
、
状
況
の
補
足
に
は
な
ら

‘、、
0

4
仁、

l
v
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ボ
ロ
ジ
ン
一
行
が
南
昌
に
到
着
し
た
翌
日
の
十
二
月
二
日
、
蒋
介
石
は
広
州
の
語
延
闘
に
打
電
し
、
は
や
く
武
昌
に
向
け
出
発
し
南
昌

に
た
ち
寄
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
の
あ
と
蒋
介
石
は
ボ
ロ
ジ
ン
た
ち
と
協
議
し
塵
山
で
会
議
を
開
く
こ
と
を
決
め
、
夜
に
は
ボ
ロ
ジ
ン
一

行
の
た
め
宴
会
を
主
催
し
た
。
宴
会
終
了
後
に
、
蒋
介
石
は
中
央
執
行
委
員
会
秘
書
長
で
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
に
同
行
し
た
葉
楚
信
や
南
昌
に

来
て
い
た
郵
演
達
と
、
夜
の
十
二
時
ま
で
話
し
こ
ん
で
い
る
。
部
演
達
か
ら
は
武
昌
の
状
況
を
、
葉
楚
信
か
ら
は
広
州
の
状
況
や
ボ
ロ
ジ

ン
の
動
向
を
き
き
、
翌
日
か
ら
の
会
議
の
準
備
を
し
た
の
で
あ
る
。
葉
楚
信
は
全
く
の
蒋
介
石
側
の
人
物
で
あ
り
、
御
目
付
役
と
し
て
ボ

ロ
ジ
ン
一
行
に
同
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
葉
楚
信
は
こ
の
あ
と
ボ
ロ
ジ
ン
た
ち
と
武
昌
に
赴
く
。
こ
の
時
点
ま
で
の
蒋
介
石
に
は
、

党
と
政
府
の
武
昌
移
転
に
反
対
す
る
素
振
り
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

十
二
月
四
日
の
朝
、
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
と
蒋
介
石
は
、
会
議
開
催
の
た
め
南
昌
か
ら
塵
山
に
向
け
車
で
出
発
し
夕
方
に
到
着
し
た
。

翌
十
二
月
五
日
と
六
日
、
一
行
は
名
勝
の
塵
山
見
物
に
時
間
を
費
や
し
、
全
員
を
交
え
た
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
十
二

月
五
日
の
夜
に
、
蒋
介
石
と
ボ
ロ
ジ
ン
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
が
、
内
容
は
わ
か
ら
な
い
。

十
二
月
六
日
に
は
蒋
介
石
は
南
昌
の
陳
公
博
に
電
報
を
打
ち
、
塵
山
に
来
る
よ
う
要
請
し
た
。
陳
公
博
は
「
国
民
党
左
派
」
と
目
さ
れ

て
お
り
、
蒋
介
石
は
ボ
ロ
ジ
ン
と
の
話
し
合
い
で
態
度
の
強
硬
な
の
を
知
り
陳
公
博
を
加
え
て
対
立
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
六
日
の
夜
に
は
全
員
を
交
え
た
予
備
会
議
が
ひ
ら
か
れ
、
蒋
介
石
は
、
党
務
、
政
治
、
軍
事
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

塵
山
会
議
は
十
二
月
七
日
の
午
前
十
時
に
開
始
さ
れ
、
午
後
二
時
に
休
憩
の
後
、
午
後
四
時
に
再
開
さ
れ
同
日
の
う
ち
に
終
了
す
る
。

以
下
の
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
の
記
述
は
簡
略
で
、
原
文
は
百
字
余
り
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
蒋
介
石
が
一
方
的
に
議
事

を
と
り
し
き
っ
た
よ
う
に
記
述
さ
れ
、
ボ
ロ
ジ
ン
ら
と
蒋
介
石
と
の
対
立
状
況
は
鮮
明
に
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
傍
線
と
〔
〕
内
は
筆
者
。

「
十
時
よ
り
会
議
。
議
決
。
（
二
安
国
軍
〔
張
作
震
を
総
司
令
、
孫
伝
芳
ら
を
副
司
令
と
す
る
北
方
の
軍
閥
の
連
合
軍
。

一
九
二
六
年
十
一
月



十
日
成
立
〕
問
題
に
対
し
て
は
、
孫
伝
芳
を
消
滅
し
、
張
作
震
と
は
連
絡
す
る
。
（
二
）
労
働
運
動
は
緩
和
を
主
と
す
る
。
農
民
運
動
は
積
極

的
に
進
行
さ
せ
、
土
地
問
題
解
決
の
基
本
と
す
る
。
公
〔
蒋
介
石
〕
い
わ
く
「
農
民
問
題
を
解
決
し
て
こ
そ
、
労
働
者
問
題
も
同
時
に
解
決

で
き
る
L

。
出
席
者
は
み
な
こ
れ
に
同
意
す
る
。
午
後
二
時
散
会
。

四
時
開
会
。
財
政
統
一
方
案
を
議
決
。
「
あ
る
人
物
が
主
席
制
の
取
消
し
を
提
案
す
る
。
公
〔
蒋
介
石
〕
は
、
こ
れ
を
議
論
に
付
す
。
最

後
に
公
〔
蒋
介
石
〕
自
ら
、
請
、
在
速
回
任
案
を
提
案
す
る
。
出
席
者
は
み
な
こ
れ
に
賛
成
す
る
」
。

第4章北伐開始後の第一次国共合作の実態

会
議
の
焦
点
に
関
す
る
記
述
は
傍
線
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
月
の
広
州
で
の
聯
席
会
議
で
も
問
題
に
な
り
か
け
た
、
中
央
執
行
委
員

会
常
務
委
員
会
主
席
を
取
り
消
す
件
で
あ
る
。
主
席
に
は
国
民
政
府
主
席
や
政
治
委
員
会
主
席
が
あ
る
が
、
取
消
し
可
能
と
規
定
さ
れ
て

い
た
主
席
職
は
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
し
か
な
い
。
暫
定
的
と
い
う
条
件
付
き
で
蒋
介
石
が
就
任
し
張
静
江
が
代
理
を
務

め
て
い
た
。
記
事
は
こ
の
動
議
に
対
す
る
ひ
と
し
き
り
の
議
論
の
あ
と
、
最
後
に
蒋
介
石
が
「
請
、
在
速
回
任
案
」
を
提
案
し
出
席
者
が
み

な
賛
成
し
た
と
伝
え
る
。
こ
こ
で
「
請
、
在
速
回
任
案
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
「
速
回
任
」
の
三
字
だ
け
な
ら
「
速
や
か
に
帰
任
す
る
」

と
読
め
る
が
、
、
在
精
衛
が
帰
任
で
き
る
ポ
ス
ト
は
国
民
政
府
主
席
し
か
な
い
。
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
の
取
消
し
を
め
ぐ
る

議
論
の
席
で
、
蒋
介
石
が
注
精
衛
の
国
民
政
府
主
席
復
帰
を
提
案
し
出
席
者
が
み
な
賛
成
し
た
と
い
う
の
は
、
全
く
不
自
然
で
あ
る
。
狂

精
衛
の
国
民
政
府
主
席
へ
の
復
帰
は
、
形
式
的
に
せ
よ
十
月
の
聯
席
会
議
の
迎
注
決
議
案
で
承
認
さ
れ
て
お
り
、
再
度
確
認
す
る
必
要
は

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
請
証
速
回
任
案
」
は
、
「
在
精
衛
に
速
や
か
に
帰
国
し
任
に
あ
た
る
こ
と
を
要
請
す
る
案
」
と
読
む
べ
き
で

あ
る
。
こ
れ
は
尋
問
、
在
速
回
任
案
」
の
六
文
字
に
対
す
る
中
国
語
解
釈
と
し
て
充
分
に
成
立
す
る
。
蒋
介
石
は
、
狂
精
衛
が
帰
っ
て
き
て

蒋
介
石
に
か
わ
り
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
に
就
任
す
る
よ
う
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
、
党
権
の
要
で
あ
る
中
央
執

行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
の
地
位
を
失
い
た
く
な
く
、
在
精
衛
が
帰
っ
て
く
る
ま
で
と
の
期
限
を
つ
け
て
で
も
維
持
し
た
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
他
の
案
件
は
「
議
決
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
蒋
介
石
提
案
に
対
し
て
は
「
出
席
者
が
み
な
賛
成
し
た
」
と
記
さ
れ
る
だ
け

で
あ
る
。
蒋
介
石
が
口
頭
で
約
束
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
自
ら
の
党
権
掌
握
に
期
限
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
蒋
介
石
の
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大
き
な
譲
歩
で
あ
ペコ

た！！？

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ボ
ロ
ジ
ン
の
こ
の
あ
と
の
蒋
介
石
へ
の
強
気
の
態
度
は
、
蒋
介
石
の
譲
歩
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
鹿
山
会
議
後
の
蒋
介
石
の
態
度
の
急
変
も
、
自
ら
の
譲
歩
へ
の
対
応
策
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員

会
の
主
席
は
、
こ
の
あ
と
武
漢
の
国
民
党
二
期
三
中
全
会
で
廃
止
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
狂
精
衛
が
そ
の
職
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
経
緯
は
そ
の
後
の
展
開
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
前
後
の
事
情
を
知
ら
ず
に
傍
線
部
の
文
面
を
読
む
な
ら
事
態
の
重
要
性
を

容
易
に
見
落
と
す
。
「
あ
る
人
が
提
案
す
る
」
（
原
文
は
、
「
有
人
提
議
」
）
と
記
す
だ
け
で
は
、
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
を
製
一
府
す
る
提
案
を
誰

が
行
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ボ
ロ
ジ
ン
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
明
記
し
な
い
の
か
。
ま
た
「
取
消
主
席
制
」
と
記
す
だ
け
で
は
、

何
の
主
席
を
取
消
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
に
は
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
の
取
消

し
問
題
に
関
す
る
記
事
は
、
こ
れ
以
外
に
出
現
し
な
い
。
こ
の
部
分
に
限
ら
ず
同
書
の
記
述
は
、
蒋
介
石
と
ボ
ロ
ジ
ン
の
対
立
、
お
よ
び

蒋
介
石
と
在
精
衛
の
対
立
に
触
れ
る
こ
と
を
極
力
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
中
国
近
現
代
史
研
究
で
使

用
さ
れ
る
文
献
が
圏
内
や
国
外
の
「
政
治
」
を
強
く
反
映
す
る
こ
と
が
判
り
興
味
深
い
。
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
は
、
一

九
三
六
年
の
十
月
に
脱
稿
し
た
。
当
時
、
蒋
介
石
は
抗
日
へ
の
援
助
を
打
診
す
べ
く
ソ
連
に
接
近
し
、
在
精
衛
と
も
合
作
し
て
政
府
を
組

織
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
第
一
次
国
共
合
作
中
の
ボ
ロ
ジ
ン
と
の
対
立
や
狂
精
衛
と
の
対
立
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
記
述
す
る
こ
と
は
は
ば

か
ら
れ
た
。
編
著
者
の
毛
思
誠
が
、
政
治
状
況
を
配
慮
し
て
記
述
を
差
し
控
え
た
と
考
え
れ
ば
、
説
明
が
つ
く
。

塵
山
会
議
は
終
了
し
た
が
、
蒋
介
石
は
十
月
の
聯
席
会
議
を
コ
ニ
・
二

O
〔
中
山
艦
事
件
〕
の
余
威
」
と
巧
み
な
政
治
手
段
で
遠
隔
操
縦

し
た
よ
う
に
は
、
塵
山
会
議
を
牛
耳
れ
な
か
っ
た
。
「
三
・
二

O
の
余
威
」
は
、
も
は
や
効
果
を
失
っ
て
い
た
。
十
二
月
八
日
の
午
後
、

蒋
介
石
は
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
の
武
昌
行
き
を
見
送
り
、
翌
九
日
の
広
州
の
諌
延
聞
と
張
静
江
へ
の
電
報
で
、
語
延
闘
が
暫
く
広
州
に
留
ま
る

こ
と
を
提
案
し
た
。
諜
延
闘
は
蒋
介
石
と
ボ
ロ
ジ
ン
の
対
立
に
中
立
を
保
ち
、
代
理
主
席
と
は
い
え
国
民
党
中
枢
機
関
の
政
治
会
議
を
主

宰
し
て
い
た
。
謹
延
闘
は
国
民
党
の
統
一
権
力
を
維
持
し
、
こ
れ
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
、
語
延
闇
が
武
昌
に
入
ら
な
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け
れ
ば
、

ボ
ロ
ジ
ン
ら
の
行
動
に
は
正
統
性
が
付
与
さ
れ
な
い
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
あ
と
ボ
ロ
ジ
ン
ら
は
二
七
年
三
月

は
じ
め
て
国
民
党
二
期
三
中
全
会
を
三
月
十
日
か
ら
開
催
し
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
を
否
定
す
る
。

七
日
の
謹
延
閣
の
武
漢
入
り
を
待
ち
、

語
延
闘
が
占
め
た
重
み
が
わ
か
る
。

ボ
ロ
ジ
ン
一
行
は
一
九
二
六
年
十
二
月
十
日
に
武
昌
に
到
着
し
、
十
三
日
に
ボ
ロ
ジ
ン
の
提
案
で
中
国
国
民
党
中
央
執
行
委
員
・
国
民

政
府
委
員
臨
時
聯
席
会
議
が
組
織
さ
れ
、
中
央
執
行
委
員
会
と
政
治
会
議
が
武
昌
で
聞
か
れ
る
ま
で
臨
時
聯
席
会
議
が
最
高
職
権
を
行
使

す
る
と
宣
言
さ
れ
た
。
党
規
約
に
な
い
強
引
な
や
り
方
で
、
中
山
艦
事
件
後
の
蒋
介
石
の
強
引
さ
を
紡
併
さ
せ
る
。
十
二
月
七
日
と
十
一

日
に
は
広
州
か
ら
党
と
政
府
の
要
人
た
ち
が
二
陣
に
分
か
れ
て
行
動
を
開
始
し
て
い
た
。
諌
延
聞
は
十
二
月
十
一
日
に
広
州
を
出
発
し
、

十
二
月
三
十
一
日
に
南
昌
に
到
着
す
る
。
ボ
ロ
ジ
ン
と
武
昌
に
入
っ
た
孫
科
に
よ
れ
ば
、
塵
山
会
議
に
出
席
し
た
さ
い
孫
科
は
蒋
介
石
が

国
民
政
府
と
党
中
央
（
語
延
闇
一
行
を
さ
す
）
を
南
昌
に
留
め
お
く
だ
ろ
う
と
判
断
し
、
こ
れ
が
臨
時
聯
席
会
議
樹
立
の
大
き
な
要
因
と
な

（瑚）

っ
た
と
い
う
。
こ
の
あ
と
蒋
介
石
は
、
語
延
闇
ら
を
二
カ
月
に
わ
た
り
南
昌
に
留
め
お
く
こ
と
に
な
る
。
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『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』
は
、
十
二
月
十
五
日
当
時
の
蒋
介
石
の
心
境
を
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
す
で
に
蒋
介
石
は
、
武

昌
で
の
ボ
ロ
ジ
ン
ら
の
臨
時
聯
席
会
議
樹
立
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
蒋
介
石
。
へ

l
ス
で
進
ん
で
き
た
北
伐
を
軸
と
す
る
国
民
革
命

の
展
開
に
は
、
重
大
な
転
機
が
訪
れ
た
。
〔
〕
内
は
筆
者
。

「
十
五
日
。
公
〔
蒋
介
石
〕
朝
め
ざ
め
る
。
自
ら
の
苦
境
と
人
に
深
く
う
と
ま
れ
た
こ
と
を
思
い
、
心
を
痛
め
涙
す
。
革
命
事
業
の
簸
難

つ
い
に
こ
こ
に
至
る
か
と
感
じ
、
嘆
息
や
ま
ず
」
。

6

暗
聞
か
ら
公
然
の
闘
争
へ

武
漢
で
は
参
集
し
た
国
民
党
中
央
執
行
委
員
と
国
民
政
府
委
員
に
よ
り
、

区
（
首
都
区
域
）
に
定
め
ら
れ
、
武
漢
国
民
政
府
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

一
九
二
七
年
一
月
一
日
を
以
て
武
昌
、
漢
口
、
漢
陽
が
京
兆
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一
月
三
日
の
臨
時
聯
席
会
議
で
は
、
ボ
ロ
ジ
ン
が
中
央
執
行
委
員
会



全
体
会
議
（
二
期
三
中
全
会
）
を
三
月
一
日
に
武
漢
で
招
集
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
各
中
央
執
行
委
員
に
通
知
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

一
方
、
南
昌
の
蒋
介
石
は
党
規
約
無
視
の
臨
時
聯
席
会
議
を
承
認
せ
ず
、
二
七
年
一
月
三
日
に
は
前
年
末
に
到
着
し
て
い
た
語
延
闘
を
擁

し
て
政
治
会
議
を
招
集
し
、
党
中
央
と
国
民
政
府
は
暫
時
南
昌
に
留
め
お
く
と
決
議
し
た
。
さ
ら
に
一
月
七
日
に
は
二
期
三
中
全
会
は
三

月
一
日
に
南
昌
で
開
催
す
る
と
決
定
し
、
武
漢
側
と
対
立
し
始
め
た
。
武
漢
の
国
民
党
員
も
臨
時
聯
席
会
議
の
設
置
に
全
面
的
に
賛
成
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
南
昌
と
武
漢
の
間
で
は
国
民
党
規
約
に
基
づ
く
手
続
き
問
題
を
焦
点
に
党
権
力
の
代
表
権
を
め
ぐ
る
論
争
が
続

く
。
た
だ
ち
に
対
立
が
破
局
的
に
高
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。

武
漢
と
南
昌
の
対
立
が
進
展
す
る
中
で
、
武
漢
側
は
、
集
団
で
構
成
さ
れ
る
党
権
力
は
個
人
独
裁
に
勝
る
と
主
張
し
「
党
権
を
高
め
る

運
動
」
（
提
高
党
権
運
動
）
を
展
開
し
た
。
ま
た
「
愚
昧
な
老
い
ぼ
れ
を
打
倒
せ
よ
」
（
打
倒
昏
庸
老
朽
分
子
）
を
唱
え
、
蒋
介
石
を
代
言
す
る

中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
代
理
主
席
の
張
静
江
に
個
人
攻
撃
を
加
え
た
。
中
山
艦
事
件
で
国
民
党
の
中
枢
か
ら
排
除
さ
れ
た
共
産
党

員
は
北
伐
後
の
労
農
運
動
の
発
展
を
通
じ
て
勢
力
を
増
大
さ
せ
、
国
民
党
地
方
組
織
の
中
で
影
響
力
を
強
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
党
権

を
高
め
る
運
動
」
の
実
質
的
な
推
進
役
と
な
る
。
蒋
介
石
は
中
山
艦
事
件
後
に
は
腹
心
の
陳
果
夫
を
国
民
党
組
織
部
長
に
就
任
さ
せ
、
共

産
党
員
た
ち
が
支
配
す
る
国
民
党
地
方
党
部
を
支
配
下
に
お
こ
う
と
し
た
。
二
六
年
十
一
月
に
組
織
部
に
党
政
訓
練
所
が
設
立
さ
れ
、
十

（邸）

一
一
月
に
は
養
成
さ
れ
た
工
作
員
が
各
地
に
派
遣
さ
れ
国
民
党
地
方
党
部
の
支
配
を
め
ぐ
る
共
産
党
と
の
対
立
が
表
面
化
し
は
じ
め
て
い
た
。

蒋
介
石
は
、
相
互
に
強
い
連
帯
の
な
い
武
漢
の
国
民
党
「
左
派
」
よ
り
も
、
強
固
な
組
織
を
も
っ
共
産
党
員
が
自
分
の
行
く
手
に
立
ち
は

だ
か
る
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
国
民
党
地
方
組
織
か
ら
共
産
党
員
を
排
除
す
る
方
針
が
、
露
骨
に
推
進
さ
れ
始
め
る
。

共
産
党
員
の
排
除
は
、
蒋
介
石
の
勢
力
基
盤
で
あ
っ
た
広
東
省
と
江
西
省
か
ら
開
始
さ
れ
た
。

蒋
介
石
は
北
伐
開
始
に
際
し
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
部
参
謀
長
の
李
済
深
を
広
州
防
衛
の
責
任
者
に
任
命
し
、
広
東
省
内
を
七
つ
の
戒

厳
地
区
に
分
け
充
分
な
布
石
を
打
っ
て
い
た
。
二
六
年
の
十
二
月
初
旬
に
陳
果
夫
、
張
静
江
、
李
済
深
の
協
力
下
に
国
民
党
広
州
市
党
部

の
改
組
が
断
行
さ
れ
、
広
州
市
内
の
十
三
の
区
党
部
も
改
組
さ
れ
た
。
改
組
は
表
面
は
選
挙
の
形
式
を
と
っ
た
が
、
抵
抗
が
あ
る
場
合
に
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（
邸
）

は
軍
隊
が
差
し
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
あ
と
広
東
省
で
は
李
済
深
の
支
配
体
制
が
続
き
、
蒋
介
石
が
上
海
で
共
産
党
と
決
別
し
た
二
七
年
四

月
十
二
日
の
三
日
後
の
四
月
十
五
日
に
、
共
産
党
員
の
逮
捕
が
行
わ
れ
る
。

江
西
省
は
省
都
の
南
昌
に
前
線
司
令
部
で
あ
る
行
営
が
存
在
し
た
。
ま
た
九
江
を
拠
点
に
大
動
脈
の
揚
子
江
に
望
み
、
下
流
に
は
南
京

と
上
海
が
、
上
流
に
は
武
漢
（
湖
北
省
の
省
都
）
が
存
在
し
た
。
前
面
に
は
孫
伝
芳
が
後
方
に
は
武
漢
の
「
左
派
」
の
控
え
る
江
西
省
は
、

是
非
に
も
支
配
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
土
地
で
あ
っ
た
。
江
西
省
内
の
国
民
党
組
織
は
共
産
党
員
が
支
配
し
た
が
、
蒋
介
石
は
二

七
年
一
月
初
め
に
、
国
民
党
中
央
組
織
部
幹
事
の
段
錫
朋
の
指
揮
下
に
江
西
省
省
党
部
の
改
選
を
行
っ
た
。
そ
し
て
執
行
委
員
九
名
中
の

八
名
を
占
め
た
共
産
党
員
を
一
名
に
減
ら
し
、
勢
力
地
図
を
塗
り
か
え
た
。
し
か
し
南
昌
や
九
江
な
ど
の
市
党
部
は
共
産
党
が
支
配
し
、

（
問
）

こ
れ
ら
の
都
市
の
国
民
党
市
党
部
の
支
配
を
め
ぐ
る
蒋
介
石
側
と
共
産
党
の
対
立
は
二
月
、
三
月
に
は
極
点
に
ま
で
高
ま
る
。
蒋
介
石
は

一
一
月
二
十
一
日
に
は
南
昌
で
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
た
。
現
在
の
よ
う
に
共
産
党
員
が
国
民
党
員
を
排
除
し
圧
迫
を
加
え
て
は
、
共
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産
党
の
失
敗
に
と
ど
ま
ら
ず
中
国
革
命
勢
力
全
体
の
失
敗
を
も
た
ら
す
。
自
分
は
国
民
党
の
指
導
者
の
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
国
民
革
命
の

指
導
者
で
も
あ
り
、
共
産
党
員
に
良
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
制
裁
す
る
責
任
を
有
し
こ
れ
を
行
う
権
力
を
有
す
る
、
と
。

国
民
党
地
方
組
織
の
共
産
党
員
支
配
は
、
共
産
党
の
資
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
共
産
党
中
央
は
、
共
産
党
員
が
国
民
党
工
作
を
取
り

仕
切
っ
て
い
る
状
況
を
包
塀
（
請
け
負
い
）
と
呼
び
、
し
ば
し
ば
問
題
に
し
て
い
る
。
陳
独
秀
は
二
六
年
十
一
月
四
日
の
「
国
民
党
問
題
に

〕
内
は
筆
者
。

つ
い
て
の
報
告
」
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
〔

ご
二
月
二
十
日
の
あ
と
〔
中
山
艦
事
件
の
あ
と
〕
左
派
は
ほ
と
ん
ど
粉
砕
さ
れ
た
。
左
派
は
何
事
で
あ
れ
ま
ず
共
産
党
に
意
見
を
求
め
、
共

産
党
が
言
わ
な
い
と
行
動
し
よ
う
と
し
な
い
。
：
：
：
共
産
党
が
請
け
負
わ
な
け
れ
ば
彼
ら
に
は
全
く
方
法
が
な
い
。
以
上
は
広
東
の
状
況

で
あ
る
。
上
海
で
は
、
更
に
完
全
に
共
産
党
の
請
け
負
い
で
あ
る
。
左
派
の
指
導
者
柳
亜
子
は
、
我
々
が
ど
ん
な
に
援
助
し
て
も
責
任
者

と
し
て
ふ
る
ま
お
う
と
し
な
い
。
す
べ
て
の
工
作
は
共
産
党
が
や
っ
て
い
る
。
：
：
：
湖
南
で
は
、
最
近
の
全
省
代
表
大
会
で
共
産
党
分
子

が
四

O
%余
り
を
占
め
た
。
左
傾
し
て
い
る
者
が
一

O
V
A余
り
、
中
立
の
者
が
二

O
V
A余
り
、
右
派
は
一

O
V
A余
り
で
あ
る
。
湘
区
〔
湖
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南
省
区
委
員
会
〕
は
最
初
は
放
任
の
態
度
を
取
り
、
す
べ
て
の
議
案
を
左
派
自
身
に
起
草
さ
せ
た
。
請
け
負
い
だ
と
い
わ
れ
る
の
を
避
け
る
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た
め
で
あ
り
、
左
派
の
能
力
と
理
論
を
考
察
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
し
か
し
開
会
後
一
週
間
し
で
も
議
論
が
紛
糾
し
て
少
し
も
成
果
が
あ

（
削
）

が
ら
ず
、
共
産
党
分
子
が
や
む
な
く
出
て
い
っ
て
請
け
負
い
、
そ
の
結
果
、
諸
決
議
お
よ
び
選
挙
が
我
々
の
意
見
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
」
。

こ
の
ほ
か
江
西
省
の
国
民
党
省
党
部
に
つ
い
て
、
共
産
党
中
央
は
一
九
二
六
年
十
二
月
に
発
し
た
指
令
で
、
省
党
部
の
執
行
委
員
九
名

中
、
八
名
が
共
産
党
員
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
状
態
は
国
民
党
内
の
工
作
に
硬
直
化
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
次
回
の

選
挙
で
は
右
派
は
断
固
排
除
す
る
が
で
き
る
だ
け
左
派
を
取
り
込
む
こ
と
、
我
々
は
農
民
部
・
青
年
部
・
宣
伝
部
の
三
つ
さ
え
押
さ
え
れ

ば
よ
い
、
も
し
左
派
が
た
く
さ
ん
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
社
会
的
地
位
の
あ
る
ま
じ
め
な
老
先
生
を
入
れ
よ
、
た
と
え
役
に
立
た
な
く
て
も

居
る
だ
け
で
右
派
の
加
入
を
防
げ
れ
ば
好
都
合
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

共
産
党
は
一
九
二
六
年
十
二
月
に
漢
口
で
特
別
会
議
を
ひ
ら
い
た
が
、
国
民
党
左
派
を
積
極
的
に
援
助
し
蒋
介
石
ら
の
右
派
に
対
抗
さ

せ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
陳
独
秀
の
「
政
治
報
告
」
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
〔
〕
内
は
筆
者
。

「
多
く
の
よ
い
国
民
党
分
子
は
寸
我
々
は
共
産
党
の
赤
い
政
策
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
し
て
い
る
の
は
共
産
党
が
い
た

る
と
こ
ろ
で
国
民
党
の
工
作
を
一
手
に
握
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
我
々
の
同
志
が
請
け
負
っ
て
い
る
こ
と
へ

の
反
響
で
あ
る
。
こ
の
請
け
負
い
は
必
ず
し
も
意
図
的
で
は
な
い
が
、
そ
の
結
果
は
、
国
民
党
も
な
く
共
産
党
も
な
い
〔
旗
臓
が
鮮
明
で
な

い
と
い
う
こ
と
〕
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
、
と
。
ま
た
共
産
党
員
が
民
衆
運
動
を
包
塀
（
請
け
負
い
）
す
る
結
果
、
「
国
民
党

に
は
民
衆
が
存
在
せ
ず
、
左
派
の
民
衆
と
左
派
の
指
導
者
た
ち
と
が
隔
た
っ
て
し
ま
い
、
有
力
な
左
派
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
と

協
力
し
て
右
派
と
闘
う
有
力
な
左
派
が
な
け
れ
ば
、
結
果
は
当
然
、
我
々
だ
け
が
単
独
で
民
衆
を
率
い
て
右
派
の
軍
事
政
治
勢
力
と
直
接

に
衝
突
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
形
の
う
え
で
は
全
く
の
共
産
党
と
国
民
党
の
衝
突
で
あ
る
」
、
と
。
そ
し
て
、
国
民
党
左
派

の
存
在
を
否
定
す
る
広
東
の
共
産
党
員
た
ち
と
ボ
ロ
ジ
ン
を
批
判
し
た
あ
と
、
左
派
に
対
す
る
援
助
と
そ
の
育
成
を
直
ち
に
開
始
す
べ
き

こ
と
を
力
説
し
た
。



し
か
し
事
実
上
、
左
派
と
し
て
援
助
し
う
る
明
確
な
政
治
集
団
は
国
民
党
内
に
存
在
せ
ず
、
結
局
は
共
産
党
員
が
請
け
負
う
状
況
が
出

現
す
る
。
そ
し
て
陳
独
秀
が
予
想
し
た
と
お
り
、
蒋
介
石
と
共
産
党
と
の
直
接
衝
突
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

共
産
党
員
の
包
排
（
請
け
負
い
）
状
況
は
、
共
産
党
員
の
国
民
党
へ
の
加
入
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
は
国
民
党
員
と

共
産
党
員
に
信
頼
関
係
が
存
在
す
る
限
り
、
各
人
の
能
力
を
有
効
に
発
揮
さ
せ
革
命
工
作
に
資
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
信
頼
関
係

が
崩
れ
れ
ば
相
互
排
除
を
惹
起
し
、
暗
闘
か
ら
公
然
の
抗
争
に
陥
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
た
。
第
一
次
国
共
合
作
は
中
国
近
代
史
に
真
に

大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
が
、
一
面
か
ら
い
え
ば
真
に
危
う
い
協
力
関
係
で
も
あ
っ
た
。

7 

国
民
党
二
期
三
中
全
会
の
開
催
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南
昌
と
武
漢
の
対
立
は
武
漢
側
の
有
利
に
展
開
し
た
。
二
カ
月
の
協
議
の
後
、
国
民
党
の
新
体
制
を
決
定
す
る
二
期
三
中
全
会
が
一
九

二
七
年
三
月
十
日
か
ら
十
七
日
ま
で
武
漢
で
開
催
さ
れ
た
。
南
昌
に
足
止
め
さ
れ
て
い
た
政
治
会
議
（
代
理
）
主
席
の
語
延
闘
が
、
武
漢
で

の
開
会
に
傾
い
た
た
め
と
い
う
。
蒋
介
石
は
軍
務
多
忙
を
理
由
に
出
席
し
な
か
っ
た
が
、
腹
心
の
陳
果
夫
ら
が
出
席
し
た
。

二
期
三
中
全
会
は
語
延
闘
が
開
会
演
説
を
行
い
、
閉
会
演
説
は
徐
謙
が
行
っ
た
。
重
要
議
案
と
し
て
、
①
党
の
指
導
機
関
を
統
一
す
る

決
議
案
、
②
中
央
執
行
委
員
会
軍
事
委
員
会
組
織
大
綱
、
③
国
民
革
命
軍
総
司
令
条
例
、
④
外
交
を
統
一
す
る
決
議
案
、
⑤
革
命
勢
力
を

統
一
す
る
決
議
案
、
が
可
決
さ
れ
た
。
①
｜
⑤
の
配
列
は
内
容
分
類
の
た
め
に
筆
者
が
行
っ
た
。
可
決
の
順
序
は
、
①
、
②
が
三
月
十
日
、

③
、
④
が
三
月
十
七
日
、
⑤
が
三
月
十
三
日
、
で
あ
る
。

①
に
よ
り
、
証
精
衛
、
蒋
介
石
ら
九
名
の
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
が
選
出
さ
れ
た
。
蒋
介
石
の
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主

（
邸
）

席
は
自
動
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
す
で
に
蒋
介
石
は
、
辞
任
す
る
旨
を
電
報
で
伝
え
て
い
た
。
解
任
さ
れ
る
と
い
う
面
子
の
喪
失
を
避
け
た

の
で
あ
る
。
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②
に
よ
り
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
の
独
裁
権
限
が
否
定
さ
れ
、
複
数
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
軍
事
委
員
会
が
最
高
軍
事
指
導
機
関
と
な



り
中
央
執
行
委
員
会
に
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
国
民
革
命
軍
総
司
令
は
軍
事
委
員
会
に
従
属
し
中
央
執
行
委
員
会
に
責
任
を
負
う

こ
と
と
な
っ
た
。
国
民
革
命
軍
総
司
令
が
独
占
し
た
権
限
で
あ
る
軍
需
と
高
級
軍
官
の
任
命
は
、
中
央
執
行
委
員
会
の
指
揮
下
に
軍
事
委
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員
会
が
統
轄
し
た
。

③
に
よ
り
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
の
職
権
が
規
定
し
な
お
さ
れ
た
。

④
は
、
国
民
政
府
の
外
交
部
員
以
外
は
外
国
と
の
交
渉
を
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
蒋
介
石
側
に
よ
る
列
強
と
の
交
渉
を

否
定
す
る
た
め
で
あ
る
。

⑤
は
、
国
共
両
党
が
聯
席
会
議
を
も
う
け
て
合
作
の
方
法
を
協
議
す
る
、
で
あ
っ
た
。

（
附
）

国
共
聯
席
会
議
設
置
は
二
六
年
五
月
の
二
期
二
中
全
会
で
も
採
択
さ
れ
て
い
た
が
、
共
産
党
の
動
き
を
国
民
党
が
監
視
す
る
狙
い
を
も

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
革
命
勢
力
を
統
一
す
る
決
議
案
は
、
国
共
聯
席
会
議
設
置
の
目
的
を
国
共
両
党
が
政
治
責
任
を
共
同
で
負
担
す
る

た
め
と
述
べ
る
。
共
産
党
員
が
国
民
党
員
と
し
て
活
動
し
た
従
来
の
国
共
合
作
の
形
態
が
、
対
等
の
同
盟
へ
と
変
質
し
た
と
解
釈
さ
れ
る

文
面
で
あ
る
。

以
上
の
決
議
を
採
択
し
た
も
の
の
、
武
漢
側
に
は
蒋
介
石
に
か
わ
り
軍
事
・
財
政
・
行
政
を
指
揮
す
る
体
制
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
見
す
か
し
た
よ
う
に
、
蒋
介
石
側
は
三
月
十
三
日
と
十
四
日
の
会
議
で
、
中
央
執
行
委
員
会
が
三
月
分
か
ら
の
軍
費
を
責
任
を
も

っ
て
支
給
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
三
月
十
五
日
の
会
議
で
は
孫
科
が
発
言
し
、
湖
北
と
広
東
以
外
の
占
領
地
域
で
は
多
く
の
場
合
は
軍
事

長
官
（
前
後
の
経
緯
か
ら
蒋
介
石
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
が
人
員
を
任
命
し
て
財
政
を
管
理
し
て
お
り
、
財
政
部
の
も
と
に
財
政
を

統
一
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
財
政
部
長
が
漸
江
省
と
江
蘇
省
の
財
政
処
長
を
兼
務
す
る
決
議
が
通
過
し
た
が
、
具
体
的
措

置
が
と
ら
れ
た
様
子
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
武
漢
側
は
体
制
の
不
備
を
理
由
に
従
来
ど
お
り
の
国
民
革
命
軍
総
司
令
の
軍
需
支
配
を
認
め

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
三
月
十
七
日
通
過
の
「
国
民
革
命
軍
総
司
令
条
例
」
は
、
「
作
戦
地
お
よ
び
警
備
地
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
を

付
け
加
え
は
し
た
が
、
総
司
令
は
「
前
線
の
軍
・
民
・
財
・
政
の
各
機
関
を
指
揮
し
う
る
」
と
述
べ
、
全
権
を
承
認
し
た
。
軍
需
の
支
配



は
国
民
革
命
軍
の
各
軍
を
支
配
下
に
お
く
こ
と
を
意
味
し
、
北
伐
遂
行
の
実
権
を
掌
握
し
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
蒋
介
石
の
権
力
を
承

認
し
て
し
ま
っ
た
不
甲
斐
な
き
か
ら
か
、
武
漢
側
は
当
初
は
二
期
三
中
全
会
の
諸
決
議
を
正
式
に
蒋
介
石
に
通
告
し
よ
う
と
さ
え
し
な
か

った。

一
方
、
蒋
介
石
は
、
表
面
は
武
漢
の
党
中
央
へ
の
挑
戦
は
さ
け
つ
つ
、
実
質
的
に
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
に
軍
事
、
行
政
、
外
交
を

処
理
し
よ
う
と
し
た
。
以
上
の
状
況
を
背
景
に
、
国
共
合
作
は
上
海
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
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第
五
章
蒋
介
石
と
共
産
党
の
全
面
衝
突

第 5章蒋介石と共産党の全面衝突

北
伐
開
始
後
、
国
共
両
党
は
孫
伝
芳
支
配
下
の
上
海
を
攻
略
す
る
た
め
、
北
伐
軍
に
呼
応
す
る
上
海
内
部
で
の
工
作
を
開
始
し
た
。
国

民
政
府
は
一
九
二
六
年
七
月
の
北
伐
開
始
後
、
当
面
の
大
敵
の
呉
侃
字
に
兵
力
を
集
中
す
る
た
め
孫
伝
芳
の
中
立
化
を
図
っ
た
。
孫
伝
芳

は
形
勢
を
傍
観
し
て
い
た
が
、
国
民
革
命
軍
の
急
進
撃
に
危
機
を
感
じ
、
二
六
年
の
八
月
下
旬
に
は
国
民
革
命
軍
に
対
抗
す
る
姿
勢
を
示

し
た
。
国
共
両
党
の
上
海
で
の
工
作
は
こ
れ
よ
り
活
発
化
し
、
一
面
で
の
協
力
、
一
面
で
の
対
抗
の
も
と
に
進
行
す
る
。
上
海
は
、
揚
子

江
を
背
後
に
控
え
る
ア
ジ
ア
最
大
の
貿
易
港
で
あ
っ
た
。
欧
米
や
日
本
の
外
国
資
本
と
中
国
の
民
族
資
本
の
企
業
や
工
場
が
林
立
し
、
生

産
、
流
通
、
金
融
の
中
心
で
あ
り
労
働
運
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
清
末
以
来
の
最
大
の
租
界
の
所
在
地
で
あ
り
、
中
国
近
代
の
都
市
の

典
型
で
あ
っ
た
。
租
界
に
は
列
強
の
外
交
機
関
が
あ
り
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
代
表
が
駐
在
し
共
産
党
の
本
部
も
存
在
し
た
。
国
民
党
の
本

部
も
租
界
に
あ
っ
た
。
上
海
を
占
領
し
新
し
い
支
配
を
樹
立
す
る
の
は
、
中
国
国
民
革
命
の
都
市
に
お
け
る
帰
趨
に
決
定
を
下
す
こ
と
で

あ
り
上
海
は
そ
の
槍
舞
台
と
な
る
。
そ
し
て
軌
練
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
合
作
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
続
け
て
き
た
蒋
介
石
と
共
産
党
は
上

海
で
正
面
か
ら
衝
突
し
、
国
共
合
作
は
急
転
回
を
む
か
え
る
。

第
一
節

第
一
次
上
海
暴
動

1 

革
命
工
作
の
開
始

共
産
党
は
一
九
二
三
年
七
月
の
「
時
局
に
対
す
る
主
張
」
以
来
、
国
民
諸
階
層
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
国
民
会
議
の
招
集
こ
そ
が
中
国
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に
統
一
を
も
た
ら
す
唯
一
の
方
法
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
共
産
党
中
央
は
北
伐
の
開
始
に
は
民
衆
の
力
を
背
景
に
し
な
い
軍
事
行
動
だ
と



批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
二
六
年
七
月
十
二
日
か
ら
上
海
で
中
央
執
行
委
員
会
拡
大
会
議
を
開
催
し
た
。
そ
し
て
「
時
局
に
対
す
る
主
張
」

を
発
表
し
、
国
民
会
議
実
現
の
た
め
に
「
各
自
が
そ
の
土
地
で
直
ち
に
立
ち
上
が
り
、
：
：
：
地
域
の
軍
閥
政
権
を
打
倒
し
、
地
方
人
民
政

府
を
樹
立
す
る
ま
で
戦
う
」
必
要
を
確
認
し
た
。
ま
た
「
上
海
工
作
計
画
決
議
案
」
を
採
択
し
、
国
民
会
議
の
実
現
に
向
け
上
海
市
民
の

連
合
戦
線
結
成
を
提
起
し
た
。
七
月
十
四
日
付
の
「
敬
し
ん
で
上
海
市
民
に
告
ぐ
る
書
」
で
は
、
上
海
市
政
を
民
選
の
自
治
機
関
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
二
七
年
三
月
に
共
産
党
が
結
成
す
る
上
海
臨
時
市
政
府
委
員
会
の
起
源
が
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
こ

の
ほ
か
「
軍
事
運
動
決
議
案
」
が
採
択
さ
れ
、
兵
士
・
農
民
、
労
働
者
の
中
に
共
産
党
の
指
揮
す
る
軍
事
組
織
を
作
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、

上
海
の
労
働
者
糾
察
隊
の
組
織
化
が
開
始
さ
れ
る
。
「
軍
事
運
動
決
議
案
」
は
言
う
、
「
本
党
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
党
で
あ
る
。
常
に

武
装
暴
動
の
準
備
を
な
す
べ
き
党
で
あ
る
。
民
族
草
命
の
過
程
で
は
武
装
闘
争
工
作
に
加
わ
り
、
進
歩
的
軍
事
勢
力
を
助
長
し
て
反
動
の

軍
閥
勢
力
を
打
ち
砕
き
、
し
だ
い
に
労
農
民
衆
の
武
装
勢
力
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
同
時
に
本
党
に
、
武
装
暴
動
を

順
序
だ
て
て
準
備
す
る
経
験
を
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
こ
の
あ
と
国
民
革
命
軍
の
急
進
撃
に
よ
り
、
労
働
者
糾
察
隊
に
よ
る
暴
動

の
実
践
は
短
時
日
の
う
ち
に
日
程
に
の
ぼ
る
。

軍
閥
が
割
拠
し
匠
賊
が
横
行
す
る
当
時
の
中
国
で
は
、
地
主
も
農
民
も
商
人
も
自
衛
の
た
め
に
武
装
団
体
を
組
織
し
、
上
海
で
の
労
働

者
糾
察
隊
の
組
織
化
は
特
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
二
五
年
六
月
か
ら
の
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
、
ス
ト
防
衛
の
た
め
武
装
し
た

労
働
者
糾
察
隊
が
出
現
し
て
い
た
。
こ
の
糾
察
隊
の
任
務
は
糾
察
（
逮
捕
・
調
査
）
の
語
の
と
お
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
破
り
を
取
り
締
ま
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
上
海
で
組
織
さ
れ
る
労
働
者
糾
察
隊
は
暴
動
の
実
践
と
い
う
政
治
目
標
を
持
ち
、
ス
ト
ラ
イ
キ
防
衛
と
い
う
経

済
闘
争
の
部
隊
と
は
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。

中
山
艦
事
件
後
、
共
産
党
は
国
民
革
命
の
主
導
権
掌
握
へ
の
工
作
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
て
お
り
、
上
海
で
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

自
治
運
動
で
も
主
導
権
掌
握
を
当
面
の
目
標
か
ら
は
ず
し
て
い
た
。
し
か
し
労
働
者
糾
察
隊
に
よ
る
暴
動
の
実
践
は
、
自
治
運
動
の
主
導

権
掌
握
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
暴
動
は
権
力
奪
取
を
目
指
す
政
治
性
の
突
出
し
た
行
為
で
あ
り
、
共
産
党
は
自
ら
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を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
の
党
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
暴
動
が
開
始
さ
れ
れ
ば
、
「
順
序
だ
て
て
準
備
す
る
経
験
を
得
さ
せ
る
」

な
ど
と
い
う
試
験
段
階
に
と
ど
め
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
共
産
党
が
上
海
の
労
働
者
糾
察
隊
の
創
出
を
決
定
し
た
時
点
で
、

上
海
で
の
蒋
介
石
と
の
正
面
衝
突
は
、
そ
の
種
を
ま
か
れ
て
い
た
。
共
産
党
の
上
海
工
作
は
、
共
産
党
上
海
区
委
員
会
（
以
下
、
上
海
区
委

と
略
記
）
が
担
当
し
た
。
上
海
区
委
主
席
団
会
議
は
九
月
三
日
に
、
上
海
の
人
民
自
治
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
民
衆
暴
動
の
準
備
を
決
議
し
た
。

さ
ら
に
九
月
七
日
に
は
、
暴
動
に
向
け
て
二
千
人
の
労
働
者
糾
察
隊
を
組
織
す
る
こ
と
を
決
定
し
工
作
に
着
手
し
た
。

国
民
党
の
上
海
工
作
は
二
六
年
九
月
四
日
に
成
立
し
た
江
蘇
特
務
委
員
会
が
担
当
し
た
。
中
心
人
物
は
国
民
革
命
軍
参
議
処
の
総
参
議

で
あ
っ
た
釦
永
建
で
あ
る
。
釦
永
建
は
上
海
出
身
の
軍
人
で
、
す
で
に
見
た
と
お
り
辛
亥
革
命
時
に
は
南
京
臨
時
政
府
の
参
謀
次
長
を
つ

と
め
た
。
釦
永
建
た
ち
の
活
動
は
国
民
党
側
の
資
料
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
が
、
釦
永
建
た
ち
は
上
海
区
委
と
頻
繁
に
接
触
し
て
お
り
、

そ
の
動
向
は
上
海
区
委
の
会
議
記
録
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
伐
開
始
後
、
国
民
革
命
軍
参
議
処
か
ら
は
各
地
の
軍
関
に
使
者
が
派

遣
さ
れ
買
収
に
よ
る
寝
返
り
工
作
が
進
行
し
た
が
、
上
海
工
作
の
基
本
も
軍
閥
の
買
収
で
あ
っ
た
。
釦
永
建
は
孫
伝
芳
配
下
の
夏
超
に
目

蒋介石と共産党の全面衝突

を
つ
け
た
。
夏
超
は
同
盟
会
新
江
支
会
会
長
の
経
歴
を
も
ち
、
当
時
は
漸
江
省
省
長
兼
警
備
隊
司
令
と
し
て
上
海
の
南
西
百
キ
ロ
の
杭
州

に
駐
屯
し
て
い
た
。
夏
超
と
孫
伝
芳
と
の
聞
に
は
暗
闘
が
あ
り
、
買
収
す
る
に
は
格
好
の
人
物
で
あ
っ
た
。
夏
超
に
反
乱
を
起
こ
さ
せ
て

部
隊
を
国
民
革
命
軍
に
編
入
し
、
こ
の
部
隊
に
よ
り
上
海
を
制
圧
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
進
行
す
る
。
釦
永
建
は
同
時
に
、
夏
超
の
反
乱

に
上
海
内
部
か
ら
呼
応
す
る
武
装
反
乱
を
計
画
し
た
。
そ
し
て
、
共
産
党
の
労
働
者
糾
察
隊
に
よ
る
暴
動
計
画
と
の
聞
に
協
力
関
係
が
成

立
す
る
。

2 

暴
動
計
画
の
進
行

第5章

フ
ラ
ン
ス
租
界
に
居
を
定
め
工
作
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
十
月
十
一
日
に
な
り
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釦
永
建
は
九
月
中
旬
に
呉
稚
障
ら
と
上
海
に
到
着
し
、

上
海
区
委
と
の
最
初
の
接
触
が
、
代
理
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
接
触
ま
で
の
一
カ
月
近
い
空
白
期
間
は
、
釦
永
建
側
が
夏
超
や
共
産
党
の



動
静
を
見
定
め
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
十
月
十
二
日
の
上
海
区
委
会
議
記
録
に
よ
れ
ば
、
釦
永
建
側
は
さ
ぐ
り
を
入
れ
る
態

度
を
示
し
話
し
合
い
の
雰
囲
気
は
友
好
的
で
は
な
か
っ
た
。
釦
永
建
側
は
労
働
者
糾
察
隊
に
つ
い
て
質
問
し
、
上
海
区
委
の
提
案
し
た
一

五
O
O人
の
武
装
計
画
に
難
色
を
示
し
た
。
そ
し
て
五

O
人
の
決
死
隊
が
あ
れ
ば
民
衆
を
喚
起
で
き
、
一
五

O
O人
も
の
人
数
は
必
要
な

い
と
主
張
し
た
。
共
産
党
が
強
大
な
武
装
部
隊
を
も
つ
の
を
恐
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
暴
動
後
の
体
制
に
つ
い
て
の
釦
永
建
側
か
ら
の
質

問
に
対
す
る
上
海
区
委
の
回
答
は
、
自
治
政
府
の
樹
立
を
提
案
せ
ず
、
労
働
者
、
商
人
、
学
生
が
連
合
し
て
緩
衝
的
地
位
に
就
く
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
上
海
で
発
生
す
る
事
態
に
政
治
上
の
中
立
的
色
彩
を
ほ
ど
こ
し
、
列
強
や
奉
天
派
か
ら
の
干
渉
（
具
体
的
に
は
山
東
省

を
支
配
し
て
い
た
張
宗
昌
の
進
入
）
を
防
ぐ
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
釦
永
建
側
は
、
夏
超
が
行
動
に
移
ら
な
い
こ
と
に
い

ら
だ
ち
、
張
宗
昌
の
南
下
を
危
倶
し
て
孫
伝
芳
が
敗
れ
て
も
上
海
で
は
行
動
に
移
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
る
な
ど
、
消
極
的
姿
勢
を
示

し
て
い
た
。

こ
の
あ
と
状
況
が
一
変
す
る
。
十
月
十
五
日
に
夏
超
は
国
民
革
命
軍
へ
の
所
属
を
宣
言
し
、
孫
伝
芳
に
反
旗
を
翻
し
た
。
同
日
、
国
民

政
府
も
孫
伝
芳
討
伐
宣
言
を
発
し
た
。
十
月
十
日
に
湖
北
省
の
武
昌
が
国
民
革
命
軍
に
占
領
さ
れ
た
こ
と
が
夏
超
に
決
断
を
う
な
が
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
夏
超
は
十
月
十
六
日
に
国
民
革
命
軍
第
十
八
軍
軍
長
に
任
命
さ
れ
杭
州
の
孫
伝
芳
の
憲
兵
隊
を
武
装
解
除
し
、
十
七
日

に
は
鉄
道
を
使
っ
て
上
海
へ
と
軍
を
進
め
た
。
た
だ
ち
に
釦
永
建
と
呉
稚
障
が
上
海
区
委
と
直
接
に
接
触
し
、
夏
超
の
上
海
進
軍
に
呼
応

す
る
共
同
行
動
が
協
議
さ
れ
た
。
十
月
十
七
日
、
十
八
日
、
十
九
日
の
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
よ
り
、
両
者
間
の
協
議
を
再
現
し
て
み

ょ
う
。十

七
日
午
前
中
の
協
議
で
、
釦
永
建
は
労
働
者
と
学
生
が
行
動
の
核
だ
が
国
民
党
の
指
揮
を
受
け
る
と
主
張
し
た
。
協
議
内
容
は
こ
れ

以
上
は
不
明
だ
が
、
上
海
区
委
側
は
釦
永
建
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
上
海
区
委
側
は
特
別
糾
察
隊
と
し
て
百
人
余
り
を
武

装
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
釦
永
建
に
二
百
挺
の
銃
を
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
武
装
準
備
で
は
資
金
不
足
に
よ
り
銃
器
が
不
足
し
て
い

た
。
こ
の
あ
と
暴
動
開
始
が
決
定
さ
れ
る
と
、
釦
永
建
は
夏
超
へ
の
工
作
資
金
十
万
元
の
中
か
ら
一
万
元
を
割
い
て
上
海
区
委
に
提
供
し
、
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上
海
区
委
は
よ
う
や
く
百
挺
余
り
の
銃
を
準
備
で
き
た
。

一
方
、
釦
永
建
側
は
孫
伝
芳
側
の
海
軍
軍
艦
一
隻
の
買
収
に
成
功
し
、
秘
密
結
社
の
青
穏
に
働
き
か
け
暴
動
参
加
者
を
集
め
て
い
た
。

蒋介石と共産党の全面衝突

ま
た
上
海
に
駐
屯
す
る
孫
伝
芳
配
下
の
第
十
三
団
長
で
夏
超
の
上
海
進
攻
を
阻
止
す
べ
く
出
動
し
た
王
雅
之
へ
の
買
収
工
作
を
進
め
、
こ

れ
は
上
海
区
委
へ
も
通
告
さ
れ
、
結
果
を
見
た
の
ち
に
暴
動
発
動
の
日
時
を
最
終
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

暴
動
後
の
新
体
制
に
つ
い
て
も
、
上
海
区
委
と
呉
稚
障
と
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
釦
永
建
と
の
最
初
の
協
議
の
直
後
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
旦
〈
稚
障
は
上
海
区
委
の
提
唱
す
る
上
海
自
治
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
賛
成
せ
ず
、
釦
永
建
の
全
権
掌
握
と
国
民
党
が
前
面
に
出
る

こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
上
海
区
委
側
は
、
列
強
や
奉
天
派
か
ら
の
干
渉
の
危
険
を
説
い
た
と
思
わ
れ
る
。
協
議
の
結
果
、
国
民

党
に
よ
る
政
権
掌
握
の
主
張
は
そ
の
ま
ま
に
、
旦
〈
稚
障
は
上
海
和
平
維
持
会
を
組
織
し
新
し
い
政
治
機
構
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
上

海
区
委
側
が
賛
成
す
る
と
、
旦
〈
稚
障
も
上
海
和
平
維
持
会
が
労
働
者
、
商
人
、
学
生
の
共
同
で
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
賛
成
し
た
。
引
き
続

き
協
議
が
行
わ
れ
、
互
い
に
相
手
の
出
方
を
探
り
つ
つ
も
、
十
九
日
の
段
階
で
暴
動
発
動
の
さ
い
の
具
体
的
部
署
が
決
定
さ
れ
た
。

国
共
間
で
は
大
筋
の
合
意
が
成
立
し
、
夏
超
の
上
海
進
軍
と
暴
動
開
始
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
。
共
産
党
は
当
面
は
上
海
の
新
体
制

の
主
導
権
掌
握
を
め
ざ
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
す
す
ん
で
主
導
権
を
国
民
党
に
譲
り
わ
た
そ
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
上
海
区
委

の
議
事
録
か
ら
要
約
さ
れ
る
共
産
党
の
方
針
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
共
産
党
は
釦
永
建
の
政
権
担
当
能
力
を
危
ぶ
み
、
政
権
の
中

心
は
商
人
階
層
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
商
人
を
代
表
に
上
海
市
民
を
前
面
に
押
し
立
て
て
政
権
を
と
ら
せ
、
国
民
党
色
や
共
産
党
色

を
取
り
除
い
て
列
強
や
張
宗
昌
か
ら
の
干
渉
を
防
ぎ
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
自
治
空
間
に
お
い
て
労
働
運
動
を
は
じ
め
民
衆
運
動
の
発
展

を
図
り
勢
力
の
基
礎
を
固
め
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
二
五
年
九
月
に
閉
鎖
さ
れ
た
上
海
総
工
会
を
復
活
さ
せ
二
十
万
人
の
労
働
者

を
傘
下
に
組
織
す
る
こ
と
、
共
産
党
員
を
一
万
人
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
た
。

第 5章
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虞
治
卿
に
つ
い
て

共
産
党
が
上
海
商
人
の
代
表
と
見
な
し
た
の
は
虞
沿
卿
で
あ
り
、
彼
を
新
し
い
自
治
政
権
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
い
う
計
画
は
、
か
つ

て
虞
治
卿
を
中
心
に
進
展
し
た
上
海
自
治
の
先
例
と
、
共
産
党
と
虞
沿
卿
と
の
親
密
な
関
係
を
基
礎
に
し
て
い
た
。
虞
治
卿
は
オ
ラ
ン
ダ

銀
行
の
買
弁
で
汽
船
運
輸
会
社
の
三
北
公
司
を
経
営
し
て
成
功
を
収
め
、
二
四
年
八
月
に
上
海
総
商
会
会
長
に
就
任
し
た
。
二
四
年
九
月

に
上
海
の
支
配
を
め
ぐ
り
安
徽
派
と
直
隷
派
が
戦
火
を
交
え
る
と
、
虞
沿
卿
は
暗
に
安
徽
派
を
支
持
し
上
海
の
中
立
化
を
図
っ
た
。
こ
の

あ
と
安
徽
派
が
奉
天
派
と
結
ん
で
北
京
で
政
権
を
握
る
と
、
虞
沿
卿
は
安
徽
派
の
総
帥
の
段
棋
瑞
か
ら
以
下
の
合
意
を
得
た
。
上
海
を

「
根
源
特
別
市
」
と
改
名
し
て
自
治
制
確
立
へ
の
第
一
歩
と
す
る
、
上
海
に
駐
兵
し
な
い
、
総
商
会
の
指
揮
下
に
自
衛
組
織
と
し
て
保
衛

団
を
組
織
す
る
、
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
一
九
二
五
年
に
五
・
三

O
運
動
が
は
じ
ま
り
、
共
産
党
指
揮
下
の
上
海
総
工
会
が
反
英
・
反
日
の

労
働
者
ス
ト
ラ
イ
キ
を
展
開
す
る
と
、
虞
沿
卿
は
上
海
総
商
会
を
指
揮
し
て
募
金
を
つ
の
り
ス
ト
ラ
イ
キ
を
支
援
し
た
。
総
商
会
の
姿
勢

は
共
産
党
か
ら
も
評
価
さ
れ
た
が
、
虞
沿
卿
個
人
に
関
し
て
い
え
ば
英
国
や
日
本
の
汽
船
会
社
が
船
員
ス
ト
や
波
止
場
の
労
働
者
ス
ト
で

業
務
を
麻
痔
さ
せ
て
い
る
聞
に
三
北
公
司
の
営
業
を
拡
大
さ
せ
大
き
な
利
益
を
得
た
。
し
か
し
一
九
二
五
年
十
月
に
上
海
が
直
隷
派
の
孫

伝
芳
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
と
、
孫
伝
芳
は
安
徽
派
の
息
の
か
か
っ
た
虞
沿
卿
に
圧
迫
を
加
え
上
海
自
治
計
画
を
阻
止
す
る
。
虞
沿
卿
は

二
六
年
夏
の
総
商
会
会
長
の
選
出
で
落
選
さ
せ
ら
れ
、
八
月
に
は
総
商
会
指
揮
下
の
保
衛
団
も
解
散
を
命
じ
ら
れ
た
。

虞
治
卿
は
孫
伝
芳
に
圧
迫
さ
れ
、
共
産
党
や
国
民
党
に
は
同
盟
者
の
資
格
を
供
え
る
人
物
と
な
っ
た
。
共
産
党
に
は
虞
沿
卿
は
一
定
の

枠
内
で
共
闘
が
可
能
な
人
物
で
あ
り
、
当
面
の
上
海
自
治
運
動
の
看
板
に
利
用
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
。
国
民
党
に
は
虞
治
卿
は
、
将
来

の
資
金
源
で
あ
る
上
海
商
人
の
と
り
ま
と
め
役
で
あ
っ
た
。
商
人
で
あ
る
虞
沿
卿
に
は
商
業
活
動
の
保
全
が
重
大
事
で
あ
り
、
政
治
的
中

立
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
国
民
党
や
共
産
党
と
共
同
し
て
孫
伝
芳
支
配
の
打
倒
を
め
ざ
す
の
は
、
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

こ
の
あ
と
虞
沿
卿
が
国
民
党
や
共
産
党
と
接
触
し
つ
つ
も
、
日
和
見
を
決
め
込
も
う
と
し
た
の
は
や
む
を
え
な
い
。
上
海
区
委
の
議
事
録

か
ら
虞
沿
卿
の
動
静
を
見
て
み
よ
う
。

3 
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虞
治
卿
は
九
月
初
め
に
は
、
共
産
党
の
計
画
す
る
波
止
場
の
荷
揚
げ
労
働
者
の
ス
ト
に
対
し
、
資
金
捻
出
の
方
法
で
上
海
区
委
に
ア
ド

パ
イ
ス
を
与
え
て
い
た
。

ス
ト
は
国
民
党
側
と
の
連
絡
の
も
と
に
計
画
さ
れ
て
い
た
が
、
釦
永
建
側
と
の
具
体
的
な
接
触
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
。
虞
治
卿
は
自
分
が
矢
面
に
立
た
な
け
れ
ば
、
反
孫
伝
芳
闘
争
へ
の
援
助
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ

ろ
が
十
月
十
七
日
に
上
海
区
委
の
代
表
が
訪
れ
て
鎧
永
建
や
呉
稚
障
と
の
間
で
合
意
し
た
ば
か
り
の
暴
動
決
行
と
暴
動
後
の
政
治
体
制
を

報
告
す
る
と
、
虞
沿
卿
は
非
常
に
狼
狽
し
た
。
政
治
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
不
安
に
恐
怖
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
和
平
維
持
会
の
樹
立

と
和
平
維
持
会
へ
の
参
加
に
同
意
し
た
。
そ
し
て
上
海
区
委
側
が
、
和
平
維
持
会
の
構
成
員
は
商
人
が
多
数
を
占
め
労
働
者
と
学
生
は
少

ス
ロ
ー
ガ
ン
は
集
会
・
結
社
・
言
論
の
自
由
の
要
求
に
と
ど
め
る
と
述
べ
る
と
、
大
い
に
賛
成
し
た
。

数
に
と
ど
め
る
、

一
般
的
な
政
治

権
利
の
要
求
で
あ
れ
ば
、
政
治
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
は
少
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
虞
治
卿
は
破
壊
工
作
に
は
釦
永
建
が
た

ず
さ
わ
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
暴
動
に
は
参
加
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

共
産
党
も
国
民
党
も
商
人
の
保
衛
団
の
武
力
に
注
目
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
保
衛
団
の
暴
動
参
加
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
釦
永
建
は
十

月
十
七
日
の
共
産
党
と
の
協
議
で
行
動
の
核
は
労
働
者
と
学
生
だ
と
述
べ
た
が
、
虞
治
卿
か
ら
暴
動
参
加
を
断
ら
れ
て
い
た
た
め
だ
と
思
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わ
れ
る
。

共
産
党
は
当
初
、
上
海
出
身
の
張
静
江
が
虞
治
卿
と
釦
永
建
の
橋
渡
し
を
し
た
と
危
倶
し
、
両
者
の
離
聞
が
重
要
だ
と
考
え
た
。
虞
治

卿
が
国
民
党
に
取
り
込
ま
れ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
十
月
十
七
日
の
虞
沿
卿
と
釦
永
建
と
の
接
触
を
通
じ
、
両
者
の
関
係
は
進
展

し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
は
、
虞
沿
卿
が
安
徽
派
の
軍
人
や
奉
天
派
の
張
宗
昌
と
も
関
係
を
つ
け
て
い
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
、
「
進
歩
的
資
産
階
級
」
は
国
民
政
府
に
投
じ
る
か
奉
天
派
と
結
ぶ
か
を
決
め
か
ね
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
問
。
虞

沿
卿
は
一
九
二
六
年
の
夏
に
旧
知
の
蒋
介
石
と
も
関
係
を
つ
け
た
が
、
多
方
面
と
の
関
係
維
持
こ
そ
安
全
保
障
の
基
本
で
あ
り
、
可
能
な

ら
直
隷
派
と
も
な
ん
ら
か
の
関
係
を
つ
け
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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上
海
の
状
況
は
国
民
党
、
共
産
党
、
虞
沿
卿
の
代
表
す
る
商
人
層
の
、
三
者
三
様
の
思
惑
の
も
と
に
進
行
し
て
い
た
。
十
月
十
八
日
の



上
海
区
委
会
議
記
録
に
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
、
「
我
々
は
暴
動
を
試
し
て
み
る
わ
け
だ
が
、
前
途
が
ど
う
な
る
か
は
、

た
い
」
で
あ
っ
た
。

ま
だ
予
測
し
が
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4 

暴
動
の
決
行

上
海
暴
動
の
必
須
条
件
で
あ
る
夏
超
の
上
海
進
攻
は
孫
伝
芳
側
に
阻
止
さ
れ
、
十
月
二
十
二
日
に
夏
超
の
部
隊
は
潰
滅
し
、
夏
超
は
捕

ら
え
ら
れ
処
刑
さ
れ
問
。
し
か
し
暴
動
は
決
行
さ
れ
る
。
暴
動
後
の
上
海
区
委
の
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
二
十
三
日
に
夏
超
敗
北
の
報
に
接

し
た
が
、
国
民
革
命
軍
の
九
江
占
領
と
孫
伝
芳
陣
営
で
の
新
た
な
反
乱
の
情
報
に
接
し
、
状
況
を
好
都
合
に
判
断
し
た
た
め
暴
動
が
敢
行

さ
れ
た
と
い
問
。
し
か
し
夏
超
の
敗
北
以
外
は
誤
っ
た
情
報
で
あ
り
、
好
都
合
な
事
態
は
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
。
釦
永
建
側
の
孫
伝
芳

陣
営
に
対
す
る
寝
返
り
工
作
も
功
を
奏
さ
ず
、
孫
伝
芳
側
は
夏
超
を
消
滅
さ
せ
内
部
の
結
束
を
強
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
大
量
に
密
偵
を

は
な
ち
、
暴
動
計
画
に
関
す
る
情
報
を
詳
し
く
つ
か
ん
で
い
た
。

十
月
二
十
四
日
未
明
、
釦
永
建
側
の
武
装
部
隊
と
労
働
者
糾
察
隊
は
、
暴
動
の
第
一
段
階
で
あ
る
警
察
署
襲
撃
に
よ
る
武
器
奪
取
を
敢

行
し
た
。
し
か
し
呼
応
す
る
は
ず
の
海
軍
の
一
部
は
動
か
ず
、
釦
永
建
側
の
部
隊
は
待
ち
か
ま
え
た
警
察
の
保
安
部
隊
か
ら
銃
撃
を
浴
び

退
却
し
た
。
労
働
者
糾
察
隊
も
事
前
に
各
拠
点
を
探
知
さ
れ
て
幹
部
が
逮
捕
さ
れ
、
若
干
の
小
ぜ
り
あ
い
だ
け
で
暴
動
の
芽
は
数
時
間
内

に
つ
み
取
ら
れ
問
。
暴
動
後
の
上
海
区
委
の
議
事
録
は
、
釦
永
建
側
の
部
隊
も
労
働
者
糾
察
隊
も
予
定
の
人
数
を
確
保
で
き
ず
、
命
令
系

統
も
不
備
で
暴
動
の
情
報
が
漏
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
杜
撰
な
準
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
暴
発
し
た
の
は
、
最
高
責
任
者
の
釦

永
建
の
状
況
判
断
の
甘
さ
に
よ
る
。
こ
れ
に
は
、
釦
永
建
側
の
武
力
を
構
成
し
た
会
党
た
ち
（
青
帯
）
の
、
仕
事
を
や
ら
ね
ば
金
に
な
ら
ぬ

と
い
う
投
機
的
態
度
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
糾
察
隊
の
た
め
の
銃
器
を
必
要
と
し
て
い
た
共
産
党
も
、
釦
永
建
か
ら

暴
動
用
の
銃
器
を
直
前
に
支
給
さ
れ
れ
ば
、
勢
い
と
し
て
参
加
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
暴
動
で
は
青
需
と
共
産
党
が
共
同
行

動
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
上
海
で
は
青
穏
と
共
産
党
が
労
働
者
の
組
織
化
を
通
じ
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
た
。
両
者
の
関
係
は
、



蒋
介
石
と
共
産
党
の
全
面
衝
突
に
際
し
そ
の
姿
を
大
き
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

十
月
二
十
四
日
未
明
の
出
来
事
は
暴
動
未
遂
で
あ
り
、
釦
永
建
側
に
も
労
働
者
糾
察
隊
に
も
大
き
な
被
害
は
な
か
っ
た
。
上
海
区
委
は

二
十
四
日
午
後
の
会
議
で
以
下
の
諸
点
を
確
認
し
た
。
釦
永
建
は
頼
り
に
な
ら
な
い
、
資
産
階
級
は
無
力
で
投
機
的
で
あ
る
、
共
産
党
は

主
体
的
に
行
動
し
暴
動
計
画
を
推
進
し
自
己
の
勢
力
を
築
く
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
で
あ
る
。
続
く
二
十
五
日
と
二
十
六
日
の

会
議
で
周
到
な
組
織
工
作
の
必
要
が
確
認
さ
れ
た
が
、
二
十
六
日
の
会
議
で
は
レ

l
ニ
ン
の
言
葉
「
暴
動
は
技
術
（
原
文
は
「
芸
術
」
）

だ
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
釦
永
建
側
は
従
来
ど
お
り
、
軍
閥
の
買
収
工
作
と
新
た
な
暴
動
計
画
を
進
行
さ
せ
る
。
共
産
党
も

表
面
は
、
軍
事
指
導
者
の
釦
永
建
と
民
衆
運
動
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
虞
沿
卿
を
看
板
に
掲
げ
工
作
を
進
行
さ
せ
る
。

第
二
節

再
開
さ
れ
た
暴
動
計
画

1

軍
事
偏
重
か
ら
民
衆
運
動
の
重
視
へ
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第
二
次
暴
動
計
画
は
た
だ
ち
に
日
程
に
の
ぼ
っ
た
。
国
民
革
命
軍
が
江
西
省
の
九
江
を
占
領
し
た
か
ら
で
あ
る
。
九
江
は
揚
子
江
に
臨

む
港
を
も
ち
、
省
都
の
南
昌
に
通
じ
る
鉄
道
の
起
点
で
あ
っ
た
。
国
民
革
命
軍
は
一
九
二
六
年
十
一
月
五
日
に
九
江
を
占
領
し
、
揚
子
江

経
由
の
上
海
や
南
京
と
の
交
通
路
を
遮
断
さ
れ
た
南
昌
の
孫
伝
芳
側
は
混
乱
に
お
ち
い
る
。
国
民
革
命
軍
は
南
日
間
攻
撃
の
足
場
を
固
め
、

十
一
月
八
日
に
は
南
昌
を
占
領
し
問
。
九
江
占
領
の
も
っ
て
い
た
戦
略
上
の
重
要
性
が
わ
か
る
。
共
産
党
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
よ
り
、

第
二
次
暴
動
に
向
か
う
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

十
一
月
六
日
の
午
前
九
時
か
ら
の
上
海
区
委
主
席
団
会
議
の
会
議
記
録
に
は
、
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
釦
永
建
と
の
協
議
内
容
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
釦
永
建
は
国
民
革
命
軍
の
九
江
占
領
を
テ
コ
に
、
孫
伝
芳
側
の
軍
人
へ
の
買
収
工
作
を
強
化
し
て
い
た
。
釦
永
建
は
軍
事
偏

重
の
第
一
次
暴
動
を
反
省
し
、
ピ
ラ
散
布
や
演
説
に
よ
り
民
衆
を
扇
動
し
た
後
に
武
装
暴
動
を
決
行
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
ま
た
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前
回
と
は
異
な
り
、
金
で
や
と
っ
た
青
帯
分
子
を
動
員
し
な
い
と
も
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
上
海
区
委
は
、
午
後
に
行
わ
れ
る
釦



永
建
と
の
協
議
で
は
、
釦
永
建
の
主
張
す
る
民
衆
を
扇
動
す
る
方
針
に
賛
成
し
ゼ
ネ
ス
ト
準
備
を
提
案
す
る
、
政
権
掌
握
後
の
政
治
組
織

と
し
て
前
回
と
同
様
に
上
海
各
層
の
人
民
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
の
組
織
化
を
提
案
す
る
、
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
は
釦

永
建
を
中
心
に
組
織
化
を
呼
び
か
け
、
商
人
層
の
代
表
で
あ
る
虞
沿
卿
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
続
い
て
午
後
四
時
か
ら
聞
か

れ
た
上
海
区
委
各
部
委
党
図
書
記
特
別
会
議
と
午
後
十
一
時
か
ら
の
上
海
区
委
主
席
団
特
別
会
議
の
会
議
記
録
を
見
る
と
、
釦
永
建
が
午

後
の
協
議
で
上
海
区
委
の
提
案
に
同
意
し
、
民
衆
へ
の
宣
伝
か
ら
ゼ
ネ
ス
ト
へ
、
ゼ
ネ
ス
ト
か
ら
武
装
暴
動
へ
と
い
う
手
順
の
合
意
が
成

立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
釦
永
建
の
す
す
め
る
孫
伝
芳
側
の
軍
人
た
ち
へ
の
買
収
工
作
の
結
果
を
ま
ち
、
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一
週
間
以
内
に
全
体
計

画
を
実
行
す
る
手
は
ず
に
な
っ
て
い
た
。
孫
伝
芳
側
で
は
九
江
陥
落
を
機
に
、
江
西
省
で
国
民
革
命
軍
と
対
峠
し
て
い
た
周
鳳
岐
や
陳
儀

な
ど
の
軍
人
が
国
民
革
命
軍
側
に
寝
返
ろ
う
と
し
て
お
り
、
状
況
は
武
装
暴
動
計
画
に
有
利
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
。
第
二
次
暴
動
は
、

民
衆
動
員
に
主
眼
が
お
か
れ
た
。
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
は
ゼ
ネ
ス
ト
準
備
の
記
述
は
多
い
が
、
武
力
行
使
の
た
め
の
労
働
者
糾
察
隊

配
備
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
釦
永
建
側
は
、
広
東
か
ら
数
百
人
の
人
聞
を
上
海
に
運
び
入
れ
武
装
力
の
主
力
に
す
る
と
い
う
現

実
味
の
薄
い
提
案
を
し
た
が
、
上
海
区
委
か
ら
民
衆
暴
動
の
発
動
と
こ
れ
に
呼
応
す
る
孫
伝
芳
側
の
上
海
守
備
部
隊
の
寝
返
り
の
妥
当
性

を
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
を
承
認
し
た
。
買
収
工
作
が
難
航
し
た
ら
し
い
警
察
に
対
し
て
も
、
上
海
区
委
は
民
衆
の
力
で
対
抗
で
き
る
と
い
う

判
断
を
示
し
て
い
日
。
十
一
月
六
日
午
前
九
時
の
上
海
区
委
主
席
団
会
議
の
会
議
記
録
に
は
、
「
上
海
に
パ
リ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
を
作
り
出

す
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
円
、
共
産
党
員
た
ち
は
パ
リ
・
コ
ミ
ユ
｜
ン
の
特
色
で
あ
っ
た
全
人
民
武
装
を
理
念
と
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

し、。
上
海
区
委
は
第
一
次
暴
動
の
失
敗
で
釦
永
建
の
頼
り
な
き
と
虞
沿
卿
の
投
機
性
を
痛
感
し
、
運
動
の
主
導
権
掌
握
の
必
要
性
を
確
認
し

た
が
、
前
回
と
同
様
に
釦
永
建
を
軍
事
指
導
者
に
据
え
虞
沿
卿
を
民
衆
運
動
の
中
心
人
物
に
祭
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
以
下
の
打

算
に
基
づ
く
。
釦
永
建
を
軍
事
指
導
者
に
据
え
る
の
は
国
共
合
作
の
建
前
の
実
践
で
あ
る
が
、
釦
永
建
の
す
す
め
る
孫
伝
芳
側
へ
の
買
収

工
作
に
期
待
し
、
釦
永
建
を
通
じ
て
工
作
資
金
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
虞
治
卿
を
祭
り
あ
げ
る
の
は
、
発
生
す
る
事
態
に
政
治
上
の
中



立
的
色
彩
を
与
え
、
列
強
や
奉
天
派
の
干
渉
へ
の
防
波
堤
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
共
産
党
は
、
こ
の
状
況
下
に
成
立
す
る
上
海
の
自

治
空
間
で
、
労
働
者
組
織
の
拡
大
を
中
心
に
勢
力
を
強
化
し
発
展
へ
の
契
機
と
す
る
の
で
あ
る
。

十
一
月
十
日
か
ら
労
働
者
や
学
生
の
宣
伝
隊
が
組
織
さ
れ
、
ピ
ラ
散
布
な
ど
に
よ
り
「
打
倒
孫
伝
芳
」
と
「
上
海
自
治
樹
立
」
の
ス
ロ

ー
ガ
ン
が
宣
伝
さ
れ
た
。
し
か
し
十
一
月
十
二
日
の
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
よ
れ
ば
、
宣
伝
隊
の
士
気
は
高
い
が
効
果
は
芳
し
く
な
く
、

民
衆
に
運
動
の
政
治
的
意
味
を
理
解
さ
せ
る
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。
虞
治
卿
ら
は
孫
伝
芳
側
の
監
視
を
の
が
れ
る
と
い
う
口
実
で
、
上
海

区
委
を
遠
ざ
け
て
い
た
。
し
か
も
暴
動
開
始
の
鍵
で
あ
る
北
伐
軍
の
上
海
へ
の
接
近
が
当
面
は
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
。
北
伐
軍
が
南
昌

占
領
後
に
し
ば
ら
く
進
撃
を
停
止
し
た
の
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
南
昌
に
前
線
司
令
部
の
行
営
を
設
置
し
、
軍
容
の
建
て
直
し
を
図
っ
た
。

ま
た
九
江
占
領
直
後
に
は
国
民
政
府
の
広
州
か
ら
武
漢
へ
の
移
転
が
決
定
さ
れ
、
十
一
月
十
六
日
に
は
ボ
ロ
ジ
ン
を
含
む
政
府
要
人
が
武

漢
に
向
け
出
発
し
て
い
た
。
江
西
省
占
領
に
と
も
な
う
国
民
政
府
の
軍
事
と
政
治
の
新
し
い
体
制
固
め
が
進
行
し
て
い
た
。

十
一
月
十
二
日
の
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
は
、
「
釦
永
建
は
現
在
す
で
に
消
極
的
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
海
区
委
は
十
一

月
十
九
日
に
主
席
団
会
議
を
ひ
ら
き
、
陳
独
秀
の
指
示
に
基
づ
き
暴
動
の
暫
時
停
止
を
決
定
し
た
。
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上
海
自
治
運
動
と
の
連
合

こ
の
間
、
新
し
い
情
勢
が
発
生
し
て
い
た
。
国
民
革
命
軍
は
張
作
家
の
中
立
化
を
は
か
っ
て
い
た
が
、
張
作
震
は
国
民
革
命
軍
の
南
昌

占
領
に
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
、
対
決
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。
張
作
震
は
十
一
月
十
日
に
奉
天
か
ら
天
津
に
到
着
し
、
十
四
日
に
配
下
の

張
宗
昌
や
上
海
か
ら
到
着
し
た
孫
伝
芳
の
代
表
を
交
え
て
軍
事
会
議
を
ひ
ら
き
、
十
五
日
に
は
孫
伝
芳
支
援
を
決
定
し
た
。
十
一
月
十
八

日
に
は
孫
伝
芳
自
身
が
天
津
に
到
着
し
援
助
を
乞
う
た
。
そ
の
結
果
、
十
一
月
二
十
六
日
に
は
張
宗
昌
配
下
の
部
隊
が
揚
子
江
北
岸
の
浦

口
に
到
着
し
た
。
十
一
月
三
十
日
に
は
張
作
震
を
総
司
令
に
張
宗
昌
と
孫
伝
芳
を
副
司
令
と
す
る
安
国
軍
が
成
立
し
、
国
民
革
命
軍
に
対

抗
す
る
陣
容
が
整
え
ら
れ
る
。
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張
宗
国
の
南
下
を
危
慎
し
て
い
た
釦
永
建
や
共
産
党
は
情
勢
の
変
化
を
予
想
し
、
十
一
月
十
一
日
と
十
二
日
の
両
日
に
は
国
民
党
上
海

市
党
部
と
上
海
総
工
会
が
、
張
宗
昌
の
南
下
反
対
と
上
海
自
治
を
要
求
す
る
宣
言
を
発
し
た
。
そ
し
て
こ
の
宣
言
に
呼
応
し
、
十
一
月
十
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四
日
に
は
九
月
に
江
蘇
省
と
斯
江
省
で
開
始
さ
れ
た
和
平
運
動
の
延
長
と
し
て
、
江
蘇
、
漸
江
、
安
徽
の
紳
士
た
ち
の
蘇
漸
院
三
省
連
合

会
が
上
海
に
成
立
し
、
張
宗
昌
の
南
下
拒
否
と
上
海
自
治
を
要
求
す
る
広
汎
な
運
動
が
展
開
さ
れ
る
。
十
一
月
十
九
日
に
は
、
孫
伝
芳
配

下
の
新
江
省
の
軍
人
の
陳
調
元
や
陳
儀
も
地
盤
を
侵
蝕
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
南
京
で
会
議
を
ひ
ら
き
、
張
宗
昌
南
下
に
反
対
を
表
明

し
た
。
地
域
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
の
運
動
を
支
え
て
い
た
。
一
九
二

O
年
以
降
の
中
国
で
は
南
北
対
立
の
戦
争
に
巻
き
こ
ま
れ
る
の
を

避
け
る
た
め
、
各
省
で
自
治
を
要
求
す
る
「
連
省
自
治
運
動
」
が
発
生
し
て
い
た
。
三
省
連
合
会
の
中
心
人
物
の
沈
鈎
儒
は
、
一
九
二
三

年
末
に
斯
江
省
自
治
を
要
求
す
る
運
動
を
展
開
し
た
人
物
で
あ
る
。
暴
動
の
暫
時
停
止
を
決
定
し
て
い
た
釦
永
建
や
上
海
区
委
は
十
一
月

二
十
四
日
に
は
こ
の
運
動
に
合
流
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
十
二
月
六
日
に
三
省
連
合
会
を
中
心
に
、
上
海
総
工
会
、
上
海
学
生
連
合
会
、

馬
路
商
会
連
合
会
が
加
盟
し
た
上
海
市
民
公
会
が
成
立
し
た
（
上
海
総
商
会
は
加
盟
せ
ず
）
。
し
か
し
運
動
は
孫
伝
芳
側
か
ら
の
圧
迫
で
、

一
九
二
七
年
の
一
月
初
め
に
は
停
止
状
態
に
陥
る
。

こ
の
間
、
蒋
介
石
は
二
七
年
一
月
初
め
に
南
昌
で
軍
事
会
議
を
聞
き
作
戦
計
画
を
決
定
し
、
一
月
下
旬
に
は
孫
伝
芳
を
圧
倒
し
て
上
海

に
近
づ
い
て
い
た
。
上
海
で
は
釦
永
建
と
上
海
区
委
の
協
力
下
に
暴
動
計
画
が
再
び
日
程
に
の
ぼ
る
。
し
か
し
蒋
介
石
と
共
産
党
の
対
立

は
激
化
し
、
共
産
党
は
一
月
下
旬
に
は
、
蒋
介
石
が
上
海
に
入
れ
ば
「
共
産
党
を
正
式
仁
攻
撃
す
る
か
も
し
れ
な
け
）
」
と
考
え
る
に
至
っ

て
い
た
。
共
産
党
は
、
自
分
に
敵
対
す
る
で
あ
ろ
う
蒋
介
石
に
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
新
た
な
暴
動
と
新
体
制
を
実
現
で
き
な

い
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
。
二
月
、
三
月
に
な
り
、
蒋
介
石
の
率
い
る
国
民
革
命
軍
が
上
海
に
接
近
す
る
に
つ
れ
、
上
海
の
政
治
的
緊
張
は

そ
の
度
合
い
を
深
め
る
。

3

第
二
次
上
海
暴
動
の
決
行



蒋
介
石
は
全
軍
を
西
路
軍
、
中
央
軍
、
東
路
軍
に
分
け
、
進
撃
し
て
い
た
。
上
海
を
め
ざ
し
た
の
は
、
何
応
欽
を
総
指
揮
と
し
白
山
宗
一
一
帽

を
前
敵
総
司
令
と
す
る
東
路
軍
で
あ
る
。
蒋
介
石
直
系
の
国
民
革
命
軍
第
一
軍
は
東
路
軍
に
所
属
し
た
。
東
路
軍
に
は
、
孫
伝
芳
側
を
離

脱
し
国
民
革
命
軍
に
編
入
さ
れ
て
い
た
周
鳳
岐
の
第
二
十
六
軍
と
陳
儀
の
第
十
九
軍
が
加
わ
っ
て
い
た
。
周
鳳
岐
の
第
二
十
六
軍
は
こ
の

あ
と
上
海
で
共
産
党
と
直
接
に
衝
突
す
る
。
二
七
年
二
月
十
八
日
に
は
第
一
軍
の
劉
時
と
醇
岳
の
部
隊
が
、
上
海
南
西
一

0
0キ
ロ
の
杭

州
を
占
領
し
た
。
翌
十
九
日
に
は
周
鳳
岐
の
第
二
十
六
軍
が
杭
州
南
東
六

0
キ
ロ
の
紹
興
を
占
領
し
、
そ
の
先
遣
部
隊
が
杭
州
と
上
海
を

結
ぶ
鉄
道
の
中
間
点
の
嘉
興
付
近
に
達
し
た
。

蒋介石と共産党の全面衝突

こ
の
状
況
下
に
中
共
中
央
は
二
月
十
五
日
に
緊
急
会
議
を
招
集
し
て
お
り
、
東
路
軍
が
嘉
興
を
経
て
上
海
南
西
四

0
キ
ロ
の
松
江
に
達

し
た
時
、
ゼ
ネ
ス
ト
を
宣
言
し
武
装
蜂
起
を
組
織
す
る
方
針
を
決
定
し
て
い
た
。
党
中
央
の
決
定
を
受
け
た
上
海
区
委
は
二
月
十
六
日
の

全
体
会
議
で
ゼ
ネ
ス
ト
と
武
装
蜂
起
の
準
備
を
決
定
し
た
。
ま
た
蒋
介
石
に
対
抗
す
る
た
め
、
北
伐
軍
と
国
民
政
府
は
肯
定
す
る
が
蒋
介

石
は
否
定
す
る
と
い
う
宣
伝
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
翌
十
七
日
の
上
海
区
委
「
秘
書
処
通
信
」
で
各
所
に
指
令
を
発
し
た
。
「
秘
書
処

通
信
」
は
、
蒋
介
石
が
南
昌
に
国
民
党
二
期
三
中
全
会
を
招
集
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
態
を
革
命
の
危
機
と
と
ら
え
、
右
か
ら
の
攻
撃
と

の
衝
突
を
準
備
す
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
「
左
派
を
引
っ
張
り
だ
し
左
派
と
連
合
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
、
「
形
の
上
で
は
闘
争
を

左
派
と
右
派
の
衝
突
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
純
に
共
産
党
と
国
民
党
の
衝
突
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
軍
事
、

行
政
、
財
政
、
外
交
で
の
蒋
介
石
独
裁
を
九
項
目
の
罪
状
と
し
て
告
発
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
「
文
字
の
上
で
蒋
介
石
の
名
前
を
あ

か
ら
さ
ま
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
に
基
づ
く
巧
み
な
表
現
を
用
い
、
暗
に
蒋
介
石
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は

左
派
が
反
蒋
の
た
め
の
政
治
綱
領
を
出
す
よ
う
求
め
る
。
そ
し
て
こ
の
政
治
綱
領
を
宣
伝
し
て
反
蒋
の
理
由
を
社
会
に
知
ら
し
め
、
反
蒋

は
個
人
的
利
害
対
立
や
共
産
党
の
陰
謀
で
あ
る
な
ど
の
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
「
秘
書
処
通
信
」

の
末
尾
に
は
、
「
こ
の
通
信
は
責
任
あ
る
同
志
だ
け
が
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
各
方
面
で
適
切
に
応
用
す
る
。
見
た
あ
と
は
た
だ
ち
に
焼

き
捨
て
よ
」
と
の
但
し
書
き
が
つ
け
ら
れ
た
。
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一
方
で
公
然
た
る
批
判
を
差
し
控
え
る
方
針
で
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
と
し
て
全
権
を
掌
握
す
る
蒋
介
石
に

有
効
に
対
抗
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
し
か
し
上
海
区
委
は
、
以
下
の
見
通
し
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
「
孫
伝
芳
勢
力
の
基
礎
が

揺
ら
ぐ
機
に
乗
じ
、
ゼ
ネ
ス
ト
を
挙
行
し
て
労
働
者
階
級
の
勢
力
を
集
中
し
、
孫
伝
芳
勢
力
の
根
本
的
滅
亡
を
促
し
政
治
上
の
指
導
的
地

位
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
相
当
の
武
装
を
も
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
北
伐
軍
が
到
着
し
た
あ
と
、
労
働

者
階
級
の
勢
力
は
す
で
に
顕
著
で
あ
り
確
立
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
政
治
上
で
相
当
の
地
位
を
得
て
、
一
般
民
衆
を
導
い
て
政
権
に
参
加

し
国
民
党
新
右
派
の
反
動
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
。

一
方
で
衝
突
を
準
備
し
、
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二
月
十
八
日
の
夜
、
上
海
総
工
会
の
代
表
者
会
議
の
席
上
に
北
伐
軍
が
嘉
興
に
達
し
た
知
ら
せ
が
伝
わ
り
、
興
奮
し
た
代
表
た
ち
は
上

海
区
委
や
党
中
央
の
批
准
を
待
た
ず
翌
日
か
ら
の
ゼ
ネ
ス
ト
開
始
を
決
定
し
て
し
ま
う
。
出
席
し
た
上
海
区
委
の
越
世
炎
が
同
意
し
た
と

い
う
が
、
上
海
総
工
会
が
先
走
っ
た
の
で
あ
る
。
李
立
三
に
よ
れ
ば
、
十
九
日
の
早
朝
に
電
車
が
走
っ
て
い
な
い
の
を
不
審
に
思
っ
た
塵

秋
白
が
陳
独
秀
に
問
い
合
わ
せ
、
陳
独
秀
が
上
海
区
委
に
問
い
合
わ
せ
て
ゼ
ネ
ス
ト
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
。

上
海
区
委
は
ゼ
ネ
ス
ト
を
追
認
し
、
ゼ
ネ
ス
ト
か
ら
暴
動
へ
、
さ
ら
に
労
働
者
階
級
指
導
下
の
民
衆
政
体
樹
立
へ
と
い
う
既
定
方
針
を

実
行
に
移
そ
う
と
し
た
。
ゼ
ネ
ス
ト
は
急
速
に
拡
大
し
、
二
、
三
日
の
う
ち
に
ス
ト
ラ
イ
キ
労
働
者
は
二
十
万
人
に
達
し
た
と
い
う
。
再

開
さ
れ
て
い
た
上
海
総
工
会
の
組
織
活
動
が
発
展
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
労
働
者
た
ち
は
上
海
区
委
が
期
待
す
る
明
確
な
政

治
意
識
を
も
っ
て
ゼ
ネ
ス
ト
に
突
入
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
情
は
、
待
遇
改
善
を
求
め
て
ス
ト
ラ
イ
キ
慣
れ
し
て
い
た
労
働
者
た
ち

が
、
北
伐
軍
の
接
近
に
よ
る
変
化
を
予
感
さ
せ
る
雰
囲
気
の
中
で
、
上
海
総
工
会
の
指
令
に
煽
ら
れ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
な
だ
れ
こ
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
。
ゼ
ネ
ス
ト
開
始
時
の
上
海
総
工
会
の
通
告
が
、
「
今
回
の
ゼ
ネ
ス
ト
は
全
く
の
政
治
的
行
動
で
あ
り
、
決
し
て
経
済
的
要

求
を
提
起
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
確
認
し
て
い
る
事
実
が
事
情
を
物
語
る
。
急
濯
、
労
働
者
や
学
生
の
宣
伝
隊
が
組
織
さ
れ
、
孫
伝
芳
側

の
大
万
隊
に
よ
る
殺
害
の
危
険
を
冒
し
、
「
ゼ
ネ
ス
ト
で
北
伐
軍
に
呼
応
し
よ
う
」
、
「
ゼ
ネ
ス
ト
で
孫
伝
芳
を
打
倒
し
よ
う
」
、
「
民
衆
政

権
万
歳
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
宣
伝
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
一
名
が
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
場
で
斬
首
さ
れ
た
（
一
名
の
み
射
拠
）
。
し
か
し
一
方
的



な
ピ
ラ
散
布
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
高
唱
に
終
わ
っ
た
ら
し
く
、
宣
伝
は
民
衆
に
浸
透
し
な
か
っ
た
。
労
働
者
さ
え
ゼ
ネ
ス
ト
の
政
治
的
意
味

を
理
解
せ
ず
、
と
ま
ど
っ
て
い
た
。
商
人
た
ち
は
ピ
ラ
さ
え
受
け
と
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
既
定
方
針
の
実
現
を
焦
る
上
海
区
委
は
、
労

働
者
階
級
主
導
下
の
自
治
組
織
と
し
て
釦
永
建
や
虞
沿
卿
が
名
前
を
連
ね
る
上
海
市
民
臨
時
革
命
委
員
会
を
組
織
し
、
こ
の
臨
時
革
命
委

員
会
の
決
定
に
よ
り
労
働
者
糾
察
隊
の
暴
動
を
開
始
し
よ
う
と
し
た
。

一
一
月
二
十
二
日
に
上
海
市
民
臨
時
革
命
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
が
、
軍
事
指
導
者
に
据
え
ら
れ
た
釦
永
建
は
と
も
か
く
虞
治
卿
は
参
加

を
承
認
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
虞
治
卿
は
上
海
区
委
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
総
工
会
委
員
長
の
在
寿
華
に
、
自
分
の
名
前
が
臨
時

革
命
委
員
会
の
委
員
と
し
て
「
国
民
日
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
強
い
不
満
を
表
明
し
、
政
治
に
は
関
与
し
な
い
声
明
を
新
聞
に
出
し

た
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
釦
永
建
も
事
前
に
連
絡
の
な
か
っ
た
上
海
区
委
の
暴
動
計
画
作
成
に
不
満
を
抱
き
、
旦
〈
稚
障
の
手
記
に
よ
れ
ば
、

一
一
月
二
十
二
日
の
夕
刻
に
狂
寿
華
か
ら
暴
動
命
令
を
出
す
よ
う
求
め
ら
れ
る
と
、
人
を
欺
く
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
協
力
で
き
な
い

蒋介石と共産党の全面衝突

と
大
い
に
怒
っ
た
と
い
う
。
釦
永
建
は
、
共
産
党
の
も
く
ろ
み
を
察
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
釦
永
建
は
孫
伝
芳
側
の
上
海
防
備
司
令

の
李
宝
章
と
交
渉
を
続
け
て
お
り
、
武
装
暴
動
の
用
意
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
北
伐
軍
の
接
近
を
ひ
た
す
ら
待
て
ば
よ
く
、
上
海
の

政
治
体
制
は
蒋
介
石
の
上
海
入
城
後
に
決
定
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
釦
永
建
は
上
海
区
委
の
要
求
に
抗
し
き
れ
ず
、
上
海

区
委
の
計
画
し
た
暴
動
開
始
時
刻
を
少
し
過
ぎ
た
こ
月
二
十
二
日
の
午
後
六
時
に
暴
動
開
始
の
指
令
を
発
し
た
。
こ
の
あ
と
、
労
働
者
糾

察
隊
と
警
察
の
間
で
若
干
の
衝
突
が
発
生
し
た
が
、
共
産
党
の
暴
動
計
画
は
ま
た
も
や
失
敗
に
終
わ
る
。
上
海
区
委
は
二
十
三
日
の
午
後

五
時
に
は
暴
動
中
止
を
決
定
し
、
二
十
四
日
朝
に
は
、
上
海
総
工
会
が
労
働
者
に
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
と
復
業
の
命
令
を
出
し
問
。

『
上
海
工
人
三
次
武
装
起
義
史
』
は
、
釦
永
建
の
暴
動
開
始
命
令
の
遅
れ
が
、
海
軍
の
砲
撃
を
合
図
に
糾
察
隊
が
兵
器
工
場
を
襲
い
、

武
器
を
入
手
し
た
あ
と
各
方
面
に
攻
撃
を
し
か
け
る
作
戦
計
画
を
狂
わ
せ
た
と
主
張
す
る
。
共
産
党
は
、
国
民
革
命
軍
に
気
脈
を
通
じ
る

楊
樹
庄
磨
下
の
海
軍
の
中
に
党
支
部
を
組
織
し
て
い
た
。
そ
し
て
何
隻
か
の
艦
艇
が
暴
動
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
計
画
と
は
一
時
間

遅
れ
の
午
後
七
時
頃
に
若
干
の
砲
撃
が
行
わ
れ
た
が
、
何
の
効
果
も
な
か
っ
た
。
暴
動
後
の
上
海
区
委
の
会
議
記
録
や
塵
秋
白
の
「
音
山
見

第5章

157 



書
」
で
は
、
作
戦
計
画
の
不
備
は
問
題
に
さ
れ
る
が
釦
永
建
の
命
令
の
遅
れ
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
次
武
装
暴
動
は
、
蒋
介
石

の
上
海
占
領
ま
で
に
労
働
者
階
級
主
導
の
自
治
政
体
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
共
産
党
の
焦
り
の
産
物
で
あ
り
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
し
て

釦
永
建
ら
に
共
産
党
へ
の
一
層
の
警
戒
心
を
抱
か
せ
た
。
共
産
党
は
北
伐
軍
上
海
入
城
の
直
前
の
三
月
二
十
一
日
に
、
第
三
次
武
装
暴
動

を
挙
行
す
る
。
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第
三
節

蒋
介
石
と
共
産
党
の
衝
突

1 

共
産
党
と
会
党
勢
力
の
連
携
｜
｜
ゼ
ネ
ス
ト
の
決
行

白
崇
轄
を
前
敵
総
司
令
に
国
民
革
命
軍
東
路
軍
は
急
進
撃
を
続
け
た
。
二
七
年
二
月
二
十
四
日
に
は
張
宗
昌
が
孫
伝
芳
と
と
も
に
上
海

に
入
り
、
三
月
初
め
に
は
孫
伝
芳
配
下
の
李
宝
章
に
代
わ
る
張
宗
昌
配
下
の
畢
庶
澄
が
上
海
に
進
駐
し
防
衛
体
制
を
し
い
た
。
孫
伝
芳
軍

は
前
線
に
出
動
し
た
。

釦
永
建
や
呉
稚
障
お
よ
び
虞
沿
卿
と
共
産
党
の
聞
に
は
、
不
信
感
が
高
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
上
海
区
委
は
三
月
初
め
に
、
上
海
市
民

の
自
治
政
体
と
し
て
上
海
市
民
代
表
会
議
を
組
織
す
る
提
案
を
釦
永
建
ら
に
行
っ
た
。
二
月
二
十
一
日
に
は
呉
稚
障
や
釦
永
建
を
中
心
に

国
民
党
上
海
臨
時
政
治
委
員
会
が
成
立
し
て
お
り
、
共
産
党
に
は
こ
の
組
織
の
中
の
楊
杏
仏
ら
国
民
党
「
左
派
」
を
育
成
す
る
計
画
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
釦
永
建
は
上
海
区
委
の
提
案
に
冷
淡
で
あ
っ
た
。
虞
沿
卿
も
共
産
党
と
は
一
線
を
画
し
た
。

釦
永
建
ら
の
態
度
は
国
民
党
二
期
三
中
全
会
の
武
漢
で
の
開
催
が
決
定
さ
れ
る
と
軟
化
す
る
。
共
産
党
と
の
対
立
は
、
蒋
介
石
を
一
層

不
利
な
立
場
に
お
く
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
呉
稚
障
は
我
々
の
主
張
に
不
一
致
は
な
い
と
語
り
、
釦
永
建
は
蒋
介
石
は
本
来
は
革
命
的
だ

が
挑
発
す
る
人
闘
が
い
る
と
共
産
党
員
に
語
っ
た
と
い
う
。
釦
永
建
ら
は
武
装
暴
動
は
さ
て
お
き
、
市
民
代
表
会
議
や
ゼ
ネ
ス
ト
に
つ
い

て
上
海
区
委
と
協
議
を
は
じ
め
る
。
そ
の
結
果
、
三
月
十
二
日
に
労
働
者
、
市
民
、
学
生
、
国
民
党
員
、
共
産
党
員
を
含
む
上
海
市
民
代

表
会
議
が
開
催
さ
れ
、
執
行
委
員
会
が
成
立
し
た
。
し
か
し
国
民
党
二
期
三
中
全
会
が
終
了
す
る
と
、
釦
永
建
ら
は
再
び
態
度
を
硬
化
さ



せ
た
。
鉦
永
建
は
三
月
十
八
日
の
国
民
党
上
海
臨
時
政
治
委
員
会
で
全
て
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
述
べ
、
蒋
総
司
令
を
代
表
し
ゼ
ネ
ス
ト

に
反
対
す
る
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
ゼ
ネ
ス
ト
に
賛
成
す
る
白
崇
梧
か
ら
の
手
紙
が
席
上
に
も
ち
出
さ
れ
（
誰
が
も
ち
出
し
た
の
か
は
不

明
）
、
楊
杏
仏
ら
の
「
左
派
」
が
こ
れ
を
根
拠
に
ゼ
ネ
ス
ト
に
賛
成
し
た
結
果
、
ゼ
ネ
ス
ト
は
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
国
民

党
市
党
部
の
監
督
を
受
け
る
条
件
下
に
、
市
民
代
表
会
議
の
組
織
化
も
進
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
白
崇
稽
は
前
敵
総
司
令
と
し
て
の
純

軍
事
的
立
場
か
ら
ゼ
ネ
ス
ト
に
賛
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
崇
轄
の
諜
報
処
長
の
弟
が
共
産
党
員
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
線
か
ら
の

働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
。
白
崇
轄
は
広
西
省
出
身
の
軍
人
で
、
蒋
介
石
と
は
必
ず
し
も
利
害
が
一
致
せ
ず
、
や
が
て
李
宗
仁
と
と
も

蒋介石と共産党の全面衝突

に
桂
系
（
広
西
系
）
と
よ
ば
れ
る
国
民
党
内
の
反
蒋
介
石
グ
ル
ー
プ
の
中
心
人
物
と
な
る
。

共
産
党
は
蒋
介
石
と
白
崇
稽
の
聞
の
、
さ
ら
に
は
釦
永
建
と
楊
杏
仏
ら
の
不
一
致
を
た
く
み
に
つ
き
、
ゼ
ネ
ス
ト
だ
け
で
な
く
武
装
暴

動
を
も
決
行
す
る
。
三
月
二
十
一
日
の
朝
、
上
海
区
委
は
ゼ
ネ
ス
ト
と
武
装
暴
動
の
開
始
を
決
定
し
、
正
午
を
期
し
て
上
海
市
民
に
決
行

を
訴
え
た
。
ゼ
ネ
ス
ト
参
加
者
は
短
時
間
の
う
ち
に
八
十
万
人
に
達
し
、
労
働
者
糾
察
隊
が
市
内
の
七
つ
の
地
区
で
、
北
伐
軍
の
接
近
に

浮
き
足
立
つ
警
察
と
畢
庶
澄
の
上
海
警
備
軍
を
攻
撃
し
た
。
三
月
二
十
二
日
の
夕
刻
ま
で
に
は
糾
察
隊
は
勝
利
を
収
め
、
数
千
の
武
器
を

奪
取
し
て
武
装
力
を
一
挙
に
高
め
た
。
三
月
二
十
二
日
に
は
共
産
党
員
の
主
導
下
に
聞
か
れ
た
上
海
市
民
代
表
会
議
に
よ
り
上
海
市
政
府

委
員
が
選
出
さ
れ
、
武
漢
国
民
政
府
の
批
准
を
へ
て
上
海
市
政
府
を
正
式
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
上
海
市
政
府
委
員
は
翌

二
十
三
日
か
ら
活
動
し
は
じ
め
、
二
十
四
日
に
は
武
漢
側
か
ら
一
連
の
事
態
を
承
認
し
、
市
政
府
を
正
式
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
手
続
き

を
通
告
す
る
電
報
が
到
着
し
問
。
糾
察
隊
も
四
月
一
日
に
は
武
漢
側
か
ら
合
法
的
武
力
と
し
て
承
認
さ
れ
日
。

共
産
党
の
強
気
の
行
動
の
背
景
に
は
、
青
輔
の
指
導
者
の
杜
月
笠
の
協
力
が
存
在
し
た
。
杜
月
笠
は
上
海
が
北
伐
軍
の
手
に
お
ち
る
前

に
、
関
係
の
深
か
っ
た
共
産
党
員
の
狂
寿
華
（
上
海
総
工
会
委
員
長
）
に
、
協
力
を
申
し
出
た
。
上
海
区
委
の
会
議
記
録
か
ら
、
杜
月
笠
に

は
二
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
、
黄
金
制
を
通
じ
青
需
が
深
く
か
か
わ
る
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
治
安
維
持
に
関
し
、
総

工
会
と
連
絡
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
二
七
年
の
一
月
に
は
、
英
国
人
水
兵
と
中
国
人
民
衆
の
衝
突
を
き
っ
か
け
に
、
武
漢
と
九
江
の
租
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界
が
中
国
側
に
管
理
を
ゆ
だ
ね
る
事
態
が
発
生
し
て
い
が
）
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
警
備
責
任
者
の
総
巡
捕
が
総
工
会
に
接
近
し
て
き

て
い
た
。
租
界
を
武
力
解
放
さ
れ
て
は
か
な
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
杜
月
筆
は
、
フ
ラ
ン
ス
租
界
当
局
の
承
認
の
も
と
に
自
ら
と

り
し
き
る
阿
片
販
飛
に
つ
い
て
も
、
共
産
党
側
と
協
議
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
主
主
主
査
の
会
議
の
席
上
で
、
阿
片
販
売
に
た

ず
さ
わ
る
人
聞
は
一
万
人
も
お
り
急
い
で
禁
止
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
両
者
が
な
ん
ら
か
の
合
意
に
達
し
て
い
た
こ
と
も
想
像
さ

れ
る
。
杜
月
笠
側
は
協
力
の
証
と
し
て
、
資
金
援
助
の
申
入
れ
や
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
共
産
党
員
た
ち
を
孫
伝
芳
側
の
密
偵
か
ら
保
護
し
、

通
信
連
絡
の
た
め
に
電
話
設
置
の
手
配
ま
で
し
て
や
っ
て
い
る
。
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三
月
二
十
一
日
の
ゼ
ネ
ス
ト
で
は
、
参
加
者
は
前
回
の
二
十
万
人
を
上
回
る
八
十
万
人
に
達
し
た
。
青
需
が
傘
下
の
労
働
者
や
小
商
人

を
動
員
し
た
結
果
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
に
続
く
暴
動
で
は
、
杜
月
筆
の
生
地
の
浦
東
で
労
働
者
糾
察
隊
と
杜
月
笠
配
下
の
武
装
力
と
の

聞
に
協
力
関
係
が
出
現
し
が
）
。
一
方
、
釦
永
建
は
暴
動
が
始
ま
る
と
、
す
で
に
上
海
郊
外
の
竜
華
に
達
し
て
い
た
白
崇
轄
に
上
海
へ
の
進

軍
を
一
目
、
二
日
お
く
ら
せ
る
よ
う
要
請
し
た
。
北
伐
軍
の
進
軍
が
暴
動
を
助
け
、
共
産
党
の
勢
力
が
増
大
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ

る
。
共
産
党
は
白
崇
轄
に
進
軍
を
再
三
要
求
し
、
そ
の
結
果
、
第
一
軍
の
醇
岳
の
部
隊
が
二
十
二
日
夕
刻
に
上
海
に
進
入
し
た
が
、
暴
動

は
ほ
と
ん
ど
終
了
し
て
い
問
。
共
産
党
は
ゼ
ネ
ス
ト
、
暴
動
、
市
民
自
治
政
府
の
樹
立
と
い
う
、
所
期
の
目
的
を
達
し
た
。
あ
と
は
こ
の

体
制
に
依
拠
し
て
、
予
想
さ
れ
る
蒋
介
石
の
攻
撃
に
如
何
に
対
処
す
る
か
で
あ
っ
た
。

2 

共
産
党
弾
圧
を
決
意
し
た
蒋
介
石

蒋
介
石
は
三
月
十
五
日
に
南
昌
を
離
れ
、
揚
子
江
沿
い
に
南
京
、
上
海
へ
と
向
か
い
三
月
十
六
日
と
十
七
日
に
は
共
産
党
支
配
下
の
国

民
党
南
昌
市
党
部
と
九
江
市
党
部
を
、
段
錫
朋
の
指
揮
の
も
と
実
力
行
使
に
よ
り
解
散
さ
せ
た
。
武
漢
側
は
九
江
や
南
昌
か
ら
戻
っ
た
人

物
た
ち
の
報
告
で
、
党
部
閉
鎖
の
背
後
に
蒋
介
石
の
意
図
の
あ
る
こ
と
を
充
分
に
察
知
し
て
い
た
。
三
月
十
九
日
の
中
央
執
行
委
員
会
常

務
委
員
会
拡
大
会
議
で
は
、
南
昌
市
党
部
の
回
復
と
段
錫
朋
ら
の
党
籍
剥
奪
と
逮
捕
令
が
決
議
さ
れ
た
が
、
蒋
介
石
に
対
す
る
処
罰
は
た
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め
ら
っ
て
い
た
。
蒋
介
石
の
実
力
を
は
ば
か
っ
て
い
た
と
し
か
説
明
で
き
な
い
。
蒋
介
石
は
三
月
二
十
三
日
に
は
安
慶
で
、
共
産
党
支
配

下
の
国
民
党
安
徽
省
党
部
を
国
民
革
命
軍
総
司
令
部
特
務
処
長
の
楊
虎
（
青
帯
分
子
と
い
う
）
の
指
揮
に
よ
り
破
壊
し
た
。
蒋
介
石
自
身
は
、

一
連
の
出
来
事
が
自
分
の
差
し
金
で
あ
る
証
拠
を
つ
か
ま
れ
ぬ
よ
う
中
立
的
言
辞
を
弄
し
続
け
た
が
、
上
海
で
の
共
産
党
員
弾
圧
を
日
程

に
の
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
広
州
に
打
電
し
、
李
済
深
と
黄
紹
紘
に
急
ぎ
上
海
に
来
る
よ
う
命
じ
て
い
問
。

蒋
介
石
は
三
月
二
十
六
日
に
上
海
に
入
っ
た
が
、
三
月
二
十
四
日
に
発
生
し
た
南
京
事
件
（
国
民
革
命
軍
第
二
軍
と
第
六
軍
の
兵
士
が

外
交
官
を
含
む
外
国
人
を
殺
傷
し
た
）
に
よ
り
、
上
海
の
租
界
は
一
、
二
箇
所
の
通
路
を
残
し
て
鉄
条
網
で
封
鎖
さ
れ
戒
厳
令
が
し
か
れ
て

い
た
。
租
界
回
収
を
唱
え
る
共
産
党
が
指
揮
す
る
労
働
者
糾
察
隊
は
、
列
強
と
の
関
係
調
整
を
目
指
す
蒋
介
石
に
は
や
っ
か
い
な
存
在
で

あ
っ
た
。
蒋
介
石
は
国
民
革
命
軍
総
司
令
と
し
て
、
矢
継
ぎ
早
に
対
策
を
お
し
す
す
め
る
。
三
月
二
十
六
日
に
は
、
武
力
で
租
界
を
回
収

し
な
い
戸
明
を
発
し
た
。
ま
た
虞
沿
卿
と
会
い
商
人
層
の
支
持
を
と
り
つ
け
、
釦
永
建
や
楊
杏
仏
ら
の
国
民
党
員
と
協
議
し
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
釦
永
建
や
楊
杏
仏
は
上
海
市
政
府
委
員
か
ら
の
辞
職
を
宣
言
す
る
。
蒋
介
石
は
三
月
二
十
九
日
に
は
上
海
市
政
府
委
員

の
就
任
式
典
に
書
簡
を
送
り
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
の
職
権
に
基
づ
き
し
ば
ら
く
市
政
府
の
成
立
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
要
求
し
た
。
し
か

し
共
産
党
員
の
委
員
を
中
心
に
、
上
海
市
政
府
は
予
定
ど
お
り
開
始
さ
れ
る
。

一
方
、
蒋
介
石
は
黄
金
栄
を
通
じ
衛
兵
を
連
れ
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
出
入
り
す
る
許
可
を
得
た
。
公
共
租
界
当
局
も
蒋
介
石
に
同
様
の
許

可
を
与
え
た
。
蒋
介
石
は
杜
月
隼
と
接
触
し
、
青
帯
と
共
産
党
を
切
り
は
な
そ
う
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
共
産
党
の
勢
力
が
大
き
く
な
れ

ば
青
轄
と
の
衝
突
も
予
想
さ
れ
た
。
青
帯
は
共
産
党
と
の
対
決
を
決
意
し
、
四
月
三
日
に
は
上
海
総
工
会
に
対
抗
す
る
労
働
者
組
織
の
上

海
工
界
連
合
総
会
が
成
立
し
た
。
共
産
党
と
労
働
者
糾
察
隊
に
対
決
す
る
組
織
と
し
て
、
青
轄
の
指
導
者
た
ち
が
名
を
連
ね
る
中
華
共
進

会
も
組
織
さ
れ
た
。

一
連
の
共
産
党
対
策
に
「
合
法
性
」
を
与
え
る
た
め
、

四
月
一
日
に
は
中
央
監
察
委
員
の
呉
稚
障
が
、
共
産
党
員
の
勢
力
伸
長
と
ボ
ロ

ジ
ン
の
活
動
は
「
国
民
革
命
」
を
破
壊
す
る
と
い
う
弾
劾
文
を
中
央
監
察
委
員
会
に
提
出
し
た
。
四
月
二
日
に
は
察
元
培
を
議
長
に
、
上

161 



海
に
到
着
し
て
い
た
黄
紹
紘
ら
を
交
え
て
国
民
党
中
央
監
察
委
員
会
が
聞
か
れ
、
共
産
党
員
の
拘
束
と
監
視
の
必
要
、
武
漢
の
聯
席
会
議

や
国
民
党
二
期
三
中
全
会
の
諸
決
議
の
再
審
議
の
必
要
を
決
議
し
、
武
漢
側
の
非
共
産
系
の
中
央
執
行
委
員
ら
に
通
告
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
。
し
か
し
直
ち
に
通
告
は
せ
ず
留
保
す
る
と
さ
れ
た
。
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楽
観
的
な
見
通
し
を
抱
く
共
産
党

緊
迫
す
る
状
況
下
に
、
共
産
党
は
労
働
者
地
区
の
閑
北
に
進
駐
し
た
醇
岳
の
第
一
軍
第
一
師
へ
の
接
近
を
強
め
た
。
労
働
者
側
に
立
ち

う
る
と
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
醇
岳
も
こ
れ
に
応
じ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
醇
岳
は
蒋
介
石
に
よ
り
移
動
を
命
じ
ら

れ
、
閑
北
に
は
反
共
色
の
強
い
劉
時
の
第
一
軍
第
二
師
が
進
駐
し
て
く
る
。

共
産
党
は
、
糾
察
隊
の
武
装
維
持
が
労
働
者
の
政
治
的
地
位
を
保
証
す
る
鍵
で
あ
り
、
蒋
介
石
が
武
装
解
除
に
の
り
だ
せ
ば
武
力
で
抵

抗
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
（
問
。
し
か
し
上
海
区
委
の
会
議
記
録
か
ら
は
、
全
面
衝
突
に
備
え
よ
う
と
す
る
緊
張
感
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

こ
の
理
由
に
、
武
漢
側
が
蒋
介
石
へ
の
攻
勢
に
転
じ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
三
月
二
十
七
日
に
宋
子
文
が
財
政
責
任
者
と
孔
て
上
海
に

派
遣
さ
れ
、
二
十
九
日
に
は
国
民
革
命
軍
総
政
治
部
主
任
の
郵
演
達
が
郭
沫
若
に
上
海
で
の
総
政
治
部
弁
事
処
設
置
を
命
じ
問
。
共
産
党

は
蒋
介
石
と
の
聞
に
、
国
民
党
「
左
派
」
の
緩
衝
地
帯
が
で
き
た
と
判
断
し
た
は
ず
で
あ
る
。
蒋
介
石
も
攻
撃
的
態
度
は
示
さ
ず
、
三
月

末
に
は
周
恩
来
ご
月
に
武
漢
よ
り
派
遣
さ
れ
た
）
が
蒋
介
石
と
長
時
間
話
し
合
い
、
蒋
介
石
と
の
接
触
は
続
け
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

た
。
周
囲
む
来
は
、
宋
子
文
と
の
接
触
も
予
定
し
て
い
た
。
陳
独
秀
は
蒋
介
石
と
の
協
議
を
通
じ
衝
突
が
緩
和
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
共
産

党
側
の
準
備
も
整
う
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。

3 共
産
党
の
楽
観
的
判
断
は
、
四
月
一
日
に
在
精
衛
が
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
海
路
で
上
海
に
帰
還
し
、
四
月
三
日
か
ら
宋
子
文
ら
も
交

（則）

え
て
蒋
介
石
側
と
協
議
し
た
こ
と
で
助
長
さ
れ
た
。
涯
精
衛
は
共
産
党
員
の
取
り
締
ま
り
に
同
意
せ
ず
、
四
月
五
日
に
は
陳
独
秀
と
共
同

宣
言
を
発
し
国
共
合
作
の
継
続
を
確
認
し
、
翌
六
日
に
は
密
か
に
上
海
を
離
れ
武
漢
に
向
か
つ
が
）
。
蒋
介
石
側
も
注
精
衛
が
共
産
党
員
の



取
り
締
ま
り
に
同
意
す
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
手
続
き
と
し
て
双
方
の
意
見
を
確
認
し
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
予
想
ど

お
り
、
在
精
衛
は
武
漢
に
去
っ
た
。
在
精
衛
の
上
海
へ
の
帰
還
は
、
事
態
の
進
行
を
一
時
的
に
遅
ら
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
か
し
共
産
党
は
四
月
六
日
の
上
海
区
委
会
議
で
、
在
精
衛
と
陳
独
秀
の
共
同
宣
言
を
高
く
評
価
し
た
。
共
産
党
員
と
国
民
党
員
の
誤

解
を
と
き
、
民
衆
の
中
に
陳
独
秀
の
存
在
を
知
ら
し
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
民
党
「
左
派
」
を
含
む
広
汎
な
民
衆
を
動
員
し
、
蒋
介

石
の
軍
事
力
に
対
抗
す
る
基
本
戦
略
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
衝
突
を
労
働
者
糾
察
隊
と
軍
隊
と
の
武
力
衝
突
に

終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
、
蒋
介
石
を
市
政
府
と
衝
突
き
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
蒋
介
石
の
糾
察
隊
武
装
解
除
に
対
し
て
は
、
労

働
者
と
共
産
党
支
配
下
の
国
民
党
員
（
原
文
は
「
国
民
党
群
衆
」
）
の
ス
ト
ラ
イ
キ
お
よ
び
学
生
の
授
業
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
発
動
し
、
民
衆
に
労
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働
者
を
援
助
さ
せ
全
て
の
労
働
者
が
ス
ト
を
行
っ
て
蒋
介
石
軍
の
武
装
解
除
に
た
ず
さ
わ
る
な
ど
と
い
う
、
楽
天
的
な
見
通
し
さ
え
抱
い

て
い
た
。
そ
し
て
宣
伝
工
作
で
は
あ
い
か
わ
ら
ず
打
倒
蒋
介
石
を
唱
え
る
こ
と
に
爵
跨
し
、
攻
撃
に
対
す
る
守
り
に
徹
す
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
た
。
共
産
党
の
受
け
身
の
熊
山
度
は
、
蒋
介
石
と
の
衝
突
を
禁
じ
る
三
月
三
十
一
日
付
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
指
令
に
基
づ
く
と

い
う
見
方
も
あ
る
が
、
共
産
党
に
は
広
汎
な
民
衆
工
作
を
展
開
す
る
時
間
的
余
裕
も
組
織
力
も
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。
四
月
六
日

の
上
海
区
委
の
会
議
記
録
に
は
、
「
民
衆
の
力
を
も
っ
て
蒋
介
石
の
反
動
を
鎮
圧
す
る
。
：
：
：
我
々
は
断
固
と
し
て
労
働
者
の
武
装
を
保

（胤）

持
す
る
が
、
事
実
と
し
て
我
々
は
衝
突
が
し
ば
ら
く
遅
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

蒋
介
石
は
着
々
と
糾
察
隊
の
武
装
解
除
の
準
備
を
進
め
た
。
四
月
九
日
に
は
共
産
党
が
接
近
し
て
い
た
第
一
軍
第
一
師
と
第
二
師
を
率

い
て
南
京
に
移
動
し
、
共
産
党
の
影
響
の
少
な
い
周
鳳
岐
の
第
二
十
六
軍
を
上
海
に
ひ
き
い
れ
白
崇
轄
を
戒
厳
司
令
に
周
鳳
岐
を
副
司
令

（
雌
）

に
任
命
し
た
。
蒋
介
石
の
南
京
へ
の
退
去
は
、
武
漢
の
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
か
ら
の
四
月
二
日
付
の
上
海
退
去
の
訓
令
に
従
っ
て
い

た
が
、
国
民
革
命
軍
第
一
軍
と
労
働
者
の
衝
突
を
避
け
る
打
算
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
汚
れ
役
は
青
轄
と
第
二
十
六
軍
に
や
ら
せ
れ
ば

よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
共
産
党
は
四
月
七
日
か
ら
九
日
に
か
け
、
国
民
党
上
海
市
党
部
青
年
部
名
義
で
「
上
海
の
学
生
に
告
ぐ
る
の
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書
」
（
告
上
海
学
生
書
）
を
『
民
国
日
報
』
に
発
表
し
、
「
帝
国
主
義
者
」
と
「
反
動
派
」
と
の
衝
突
に
備
え
、
「
努
力
し
て
反
革
命
勢
力
を



（
閉
山
）

掃
蕩
し
、
革
命
の
最
後
の
勝
利
に
到
達
せ
よ
」
と
呼
び
か
け
る
の
み
で
あ
っ
た
。
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衝
突
の
発
生
｜
｜
四
月
十
二
日
事
件
の
実
態

四
月
十
一
日
午
後
、
第
二
十
六
軍
の
兵
士
た
ち
が
、
閑
北
な
ど
労
働
者
地
区
の
巡
回
を
開
始
し
た
。
糾
察
隊
総
指
揮
部
は
、
共
進
会

（
青
轄
）
が
軍
隊
と
共
同
で
攻
撃
す
る
と
い
う
密
告
を
得
て
い
た
。
し
か
し
青
需
は
さ
て
お
き
国
民
革
命
軍
は
攻
撃
す
る
ま
い
と
考
え
、
各

（

問

）

地
区
の
糾
察
隊
に
警
戒
を
促
し
同
時
に
第
二
十
六
軍
司
令
部
に
衝
突
の
さ
い
の
援
助
を
要
請
し
て
い
た
。
一
方
、
上
海
区
委
は
蒋
介
石
と

の
衝
突
を
先
送
り
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
上
海
区
委
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
総
工
会
委
員
長
の
注
寿
華
は
、
杜
月
筆
の
招
き
で
四
月
十
一
日

の
夜
に
杜
月
笠
の
邸
宅
を
訪
れ
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
涯
寿
華
は
危
険
を
承
知
し
て
い
た
が
、
招
き
に
応
じ
な
け
れ
ば
す
ぐ
に
衝
突
が
発

（

間

）

生
す
る
と
い
う
共
産
党
員
た
ち
の
判
断
に
従
っ
て
出
か
け
た
と
い
う
。
杜
月
笠
も
、
最
初
か
ら
、
在
寿
華
を
殺
害
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か

否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
親
交
の
あ
っ
た
在
寿
華
に
糾
察
隊
武
装
解
除
の
最
後
の
談
判
を
し
、
決
裂
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
状
況
下
に
、
糾
察
隊
は
四
月
十
二
日
の
早
朝
数
時
間
で
武
装
解
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
蒋
介
石
側
は
共
進
会
の
青
需
に
糾
察
隊
を

攻
撃
さ
せ
、
こ
の
衝
突
を
白
崇
轄
の
命
令
に
よ
り
周
鳳
岐
の
第
二
十
六
軍
に
仲
裁
さ
せ
、
秩
序
維
持
の
た
め
双
方
を
武
装
解
除
す
る
と
い

う
名
目
で
糾
察
隊
の
武
器
を
押
収
し
よ
う
と
し
た
。
青
轄
と
第
二
十
六
軍
の
兵
士
が
共
同
で
糾
察
隊
を
攻
撃
し
武
装
解
除
し
た
例
が
あ
る
。

し
か
し
総
工
会
本
部
が
お
か
れ
た
閑
北
の
湖
州
会
館
で
は
、
青
轄
の
攻
撃
を
第
二
十
六
軍
が
出
動
し
て
仲
裁
し
、
援
助
に
か
け
つ
け
た
糾

察
隊
総
指
揮
の
顧
順
章
は
第
二
十
六
軍
の
士
官
と
第
二
十
六
軍
第
二
師
の
司
令
部
に
赴
き
対
策
を
協
議
し
た
。
そ
し
て
顧
順
章
は
双
方
の

武
器
を
押
収
す
る
と
い
う
白
崇
轄
の
命
令
に
抗
し
き
れ
ず
、
湖
州
会
館
に
も
ど
り
第
二
十
六
軍
立
ち
会
い
の
も
と
に
糾
察
隊
の
武
装
を
解

除
し
た
。
糾
察
隊
総
指
揮
部
の
商
務
印
書
館
倶
楽
部
の
糾
察
隊
も
、
同
様
の
経
緯
を
へ
て
顧
順
章
の
立
ち
会
い
の
も
と
に
武
装
解
除
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
大
規
模
な
武
力
衝
突
は
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
共
同
租
界
当
局
の
『
警
務
日
報
』
に
よ
れ
ば
、

市
内
十
七
カ
所
余
り
に
分
駐
し
て
い
た
糾
察
隊
側
に
死
者
百
二
十
人
、
負
傷
者
百
八
十
人
、
第
二
十
六
軍
と
青
帯
側
に
死
者
一
名
、
負
傷

4 



者
二
十
五
人
が
出
た
。
そ
し
て
小
銃
三
千
、
機
関
銃
二
十
、
拳
銃
六
百
、
弾
丸
八
十
万
発
余
り
が
押
収
さ
れ
だ
）
。

総
工
会
は
四
月
十
二
日
中
に
白
崇
轄
に
対
し
、
労
働
者
の
再
武
装
と
総
工
会
の
保
護
を
申
し
入
れ
た
。
し
か
し
拒
否
さ
れ
翌
十
三
日
に

は
、
労
働
者
に
ゼ
ネ
ス
ト
を
呼
び
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
「
打
倒
蒋
介
石
」
を
唱
え
よ
う
と
す
る
と
、
労
働
者
が
動
揺
し
て
今
回
の
闘
争
は

国
共
聞
の
闘
争
か
と
疑
い
、
共
産
党
に
事
情
説
明
を
求
め
て
く
る
者
た
ち
ま
で
い
た
。
か
く
し
て
四
月
十
四
日
付
の
『
時
報
』
に
発
表
さ

れ
る
総
工
会
の
ス
ト
ラ
イ
キ
宣
言
は
、
蒋
介
石
、
白
崇
轄
、
周
鳳
岐
を
名
指
し
で
攻
撃
せ
ず
、
軍
当
局
と
租
界
の
中
の
敵
が
仕
組
ん
だ
行

為
だ
と
非
難
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

総
工
会
は
十
三
日
の
午
後
に
、
第
二
十
六
軍
第
二
師
の
司
令
部
に
押
収
さ
れ
た
武
器
の
返
還
を
要
求
し
て
労
働
者
デ
モ
を
行
っ
た
。
そ

第5章蒋介石と共産党の全面衝突

し
て
デ
モ
隊
が
宝
山
路
で
第
二
十
六
軍
と
衝
突
し
、
軍
の
発
砲
で
多
数
の
死
傷
者
が
出
た
。
発
砲
は
準
備
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
方
も
あ

る
が
、
蒋
介
石
側
に
す
れ
ば
糾
察
隊
の
武
装
解
除
で
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
素
手
の
民
衆
に
発
砲
す
れ
ば
武
漢
側
や
共
産
党
か

ら
反
革
命
の
証
だ
と
非
難
さ
れ
る
だ
け
で
何
の
得
も
な
か
っ
た
。
第
二
十
六
軍
の
発
砲
に
は
偶
発
性
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
デ
モ
行

進
に
先
だ
っ
午
前
中
に
は
間
北
の
青
雲
路
で
軍
隊
と
労
働
者
の
武
力
衝
突
が
発
生
し
て
お
り
、
第
二
十
六
軍
第
二
師
の
司
令
部
に
向
か
っ

た
デ
モ
隊
が
武
装
し
て
い
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。
一
方
、
宝
山
路
の
事
件
を
目
撃
し
た
上
海
の
知
識
人
た
ち
が
、
虐
殺
に
抗
議
す
る
手

紙
を
察
元
培
や
呉
稚
障
に
送
り
つ
け
、
こ
の
手
紙
を
新
聞
に
公
表
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
事
件
後
、
白
崇
轄
は
十
三
日
中
に
総
工
会
を

解
散
さ
せ
、
十
四
日
に
は
上
海
市
政
府
の
閉
鎖
、
国
民
党
市
党
部
の
接
収
、
上
海
学
生
連
合
会
の
解
散
な
ど
の
措
置
を
行
つ
問
。

し
か
し
一
方
で
蒋
介
石
側
は
反
動
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
四
月
十
二
日
に
は
、
反
共
の
国
民
党
西
山
会
議
派
の

中
央
党
部
を
閉
鎖
し
、
こ
の
事
実
を
喧
伝
し
た
。
そ
し
て
西
山
会
議
派
か
ら
、
共
産
党
を
粛
清
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
向
き
は
い
ま
だ

に
「
打
倒
西
山
会
議
派
」
と
「
連
ソ
容
共
」
を
口
に
す
る
の
は
姑
息
に
過
ぎ
る
、
と
詰
問
さ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ

l
フ
ィ
ル
ム
で
目
に
す
る
四
月
十
二
日
の
上
海
路
上
で
の
共
産
党
員
の
公
開
処
刑
な
ど
行
わ
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
こ
の
フ
ィ
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ル
ム
は
、
第
二
次
暴
動
失
敗
の
際
の
孫
伝
芳
側
の
大
万
隊
に
よ
る
学
生
の
処
刑
を
写
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
国
共
聞
に
は
い
ま
だ
に



種
々
の
人
間
関
係
が
存
在
し
、
武
装
解
除
の
現
場
に
い
た
周
恩
来
や
顧
順
章
で
さ
え
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
。
陳
独
秀
ら
は
、
四
月
上
旬
に

中
共
中
央
が
上
海
か
ら
武
漢
ヘ
税
制
し
た
た
め
上
海
を
離
れ
て
い
た
。
蒋
介
石
の
共
産
党
員
取
り
締
ま
り
は
し
ば
ら
く
先
で
あ
る
。
四
・

一
二
事
件
直
後
の
蒋
介
石
に
は
、
一
方
的
に
武
漢
側
と
断
交
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
武
漢
側
に
先
に
行
動
を
起
こ
さ
せ

て
断
交
に
い
た
る
手
順
を
ふ
み
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
蒋
介
石
は
、
四
月
十
四
日
に
蒋
介
石
非
難
の
宣
言
を
発
し
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
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別
と
し
て
、

ソ
連
の
出
方
を
見
守
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
四
月
十
八
日
の
南
京
で
の
新
し
い
国
民
政
府
の
成
立
式
典
に
は
、
ブ
ラ
ゴ
ダ
l
ト

フ
ら
の
ソ
連
軍
事
顧
問
団
が
招
待
さ
れ
、
蒋
介
石
は
演
説
で
ソ
連
と
の
関
係
維
持
を
確
認
し
て
い
た
。
蒋
介
石
の
脳
裏
に
は
、
共
産
党
蝉

圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
欧
諸
国
に
対
す
る
戦
略
的
重
要
性
か
ら
ソ
連
が
友
好
関
係
を
保
っ
た
ト
ル
コ
の
指
導
者
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク

が
浮
か
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
あ
と
四
月
末
に
ブ
ラ
ゴ
ダ
l
ト
フ
は
、
北
伐
続
行
の
た
め
の
武
漢
側
と
南
京
側
の
戦
線
分
担

（
武
漢
側
は
河
南
の
奉
天
派
の
部
隊
と
、
南
京
側
は
山
東
の
奉
天
派
の
部
隊
お
よ
び
直
隷
派
の
部
隊
と
戦
う
）
に
つ
い
て
蒋
介
石
の
同
意
を

得
た
。
そ
し
て
五
月
八
日
に
武
漢
に
赴
い
て
ブ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
に
こ
れ
を
伝
え
、
合
意
を
得
た
。

共
産
党
が
呼
び
か
け
た
ゼ
ネ
ス
ト
は
拡
大
せ
ず
、
上
海
区
委
は
四
月
十
四
日
に
は
ス
ト
中
止
を
決
定
し
た
。
十
六
日
に
は
武
漢
か
ら
到

着
し
た
陳
延
年
（
陳
独
秀
の
息
子
）
や
李
立
三
を
中
心
に
、
上
海
工
作
の
建
て
直
し
が
協
議
さ
れ
た
。
十
八
日
の
会
議
で
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
を
取
り
込
み
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
権
を
確
立
し
、
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
は
闘
争
す
る
と
い
う
原
則
が
確
認
さ
れ
た
が
、
も

は
や
手
も
足
も
出
な
い
状
況
で
あ
ゐ
～
）
。
共
産
党
は
四
月
二
十
日
に
は
公
然
と
蒋
介
石
を
非
難
し
、
二
十
五
日
に
は
武
漢
で
反
蒋
大
会
が

ひ
ら
か
札
問
。
蒋
介
石
側
も
四
月
二
十
五
日
を
起
点
と
し
て
、
楊
虎
の
指
揮
の
も
と
に
上
海
で
の
共
産
党
員
狩
り
を
公
然
と
開
始
れ
問
。

5 

武
漢
国
民
政
府
側
の
対
応

武
漢
側
は
四
月
六
日
に
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
の
職
権
に
規
制
を
加
え
な
か
っ
た
が
蒋
介
石
を
第
一
集
団
軍
総
司
令
、
鴻
玉
祥
を
第
二

集
団
軍
総
司
令
と
す
る
国
民
革
命
軍
の
新
し
い
編
成
を
決
議
し
て
い
た
。
四
月
八
日
に
は
中
央
党
部
と
国
民
政
府
の
南
京
へ
の
移
転
を
決



（
郎
）

議
し
、

（
問
）

四
月
九
日
に
は
、
「
打
倒
蒋
介
石
」
を
唱
え
る
郭
沫
若
「
今
日
の
蒋
介
石
を
見
よ
」
（
請
看
今
日
之
蒋
介
石
）
が
公
表
さ
れ
て
い
た
。

四
月
十
一
日
の
武
漢
の
政
治
委
員
会
第
十
一
次
会
議
で
、
前
日
に
上
海
か
ら
到
着
し
た
涯
精
衛
が
上
海
で
の
行
動
を
報
告
し
て
い
る
が
、

蒋
介
石
側
と
の
具
体
的
な
協
議
内
容
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
注
精
衛
は
、
蒋
介
石
側
に
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
（
二
期
四
中

全
会
）
の
開
催
に
よ
る
問
題
解
決
を
提
案
し
、
上
海
を
去
る
直
前
の
張
静
江
へ
の
手
紙
で
、
会
議
は
四
月
十
五
日
前
後
に
南
京
で
の
開
催

が
望
ま
し
く
武
漢
側
に
提
議
す
る
た
め
一
時
的
に
上
海
を
去
る
と
述
べ
て
い
た
と
い
う
。
政
治
委
員
会
第
十
一
次
会
議
で
は
在
精
衛
の
報

告
の
あ
と
、
到
着
し
た
ば
か
り
の
蒋
介
石
の
電
報
が
披
露
さ
れ
た
。
四
月
十
二
日
に
南
京
で
中
央
執
行
委
員
・
監
察
委
員
合
同
会
議
を
開

催
す
る
通
告
で
あ
る
。
こ
の
会
議
は
、
国
民
党
二
期
四
中
全
会
に
転
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
対
応
策
が
協
議
さ
れ
、
在
精
衛
は
蒋
介
石

側
の
独
走
だ
と
激
し
く
批
判
し
つ
つ
も
、
南
京
へ
の
政
府
移
転
が
決
定
し
て
い
る
か
ら
に
は
「
我
々
は
南
京
に
行
く
。
我
々
の
到
着
を
待

っ
て
二
期
四
中
全
会
〔
原
文
は
「
四
次
会
議
」
〕
を
開
く
」
と
返
電
し
て
は
、
と
提
案
し
た
。
し
か
し
政
府
の
移
転
期
日
が
未
定
で
蒋
介
石
側

に
一
方
的
開
会
の
口
実
を
与
え
か
ね
な
い
と
の
理
由
で
提
案
は
葬
り
去
ら
れ
、
会
議
開
催
中
止
の
電
報
を
蒋
介
石
側
に
打
つ
こ
と
が
決
定

さ
れ
た
。

蒋介石と共産党の全面衝突

四
月
十
三
日
の
政
治
委
員
会
第
十
二
次
会
議
で
は
、
蒋
介
石
が
発
し
た
中
央
執
行
委
員
と
監
察
委
員
は
四
月
十
四
日
ま
で
に
南
京
に
来

る
よ
う
に
と
の
通
電
が
披
露
さ
れ
た
。
蒋
介
石
側
か
ら
の
た
び
重
な
る
通
告
の
示
す
と
お
り
、
、
在
精
衛
は
南
京
で
の
二
期
四
中
全
会
開
催

の
言
質
を
蒋
介
石
側
に
と
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
蒋
介
石
側
は
在
精
衛
の
張
静
江
あ
て
の
手
紙
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
圧
力
を

か
け
る
に
は
そ
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
会
議
の
席
上
に
上
海
の
国
民
党
市
党
部
か
ら
糾
察
隊
武
装
解
除
の
報
告
が
入
り
、
、
在

（

m）
 

精
衛
が
発
言
し
「
事
は
南
京
で
の
会
議
よ
り
重
大
で
あ
る
。
要
す
る
に
反
逆
だ
」
と
述
べ
、
蒋
介
石
側
と
の
対
決
姿
勢
が
固
め
ら
れ
る
。

武
漢
側
は
四
月
十
五
日
の
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
第
七
次
拡
大
会
議
で
、
蒋
介
石
の
党
籍
剥
奪
、
全
職
務
か
ら
の
罷
免
、
逮
捕

を
提
起
し
た
。
さ
ら
に
四
月
十
八
日
の
政
治
委
員
会
第
十
三
次
会
議
で
、
秘
書
処
が
起
草
し
た
宣
言
と
各
級
党
部
へ
の
訓
令
を
修
正
の
う

え
可
決
し
た
。
し
か
し
奉
天
派
と
の
対
峠
下
で
内
部
抗
争
を
軍
事
衝
突
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
の
は
得
策
で
は
な
く
、
武
漢
側
に
は
蒋
介
石
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に
対
抗
す
る
軍
事
的
実
力
は
な
か
っ
た
。
四
月
十
六
日
の
上
海
で
の
共
産
党
特
委
会
議
は
、
武
漢
側
の
軍
事
的
弱
腰
を
批
判
し
て
い
る
。

武
漢
側
は
蒋
介
石
と
の
対
決
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、
奉
天
派
に
対
す
る
北
伐
を
再
開
す
る
た
め
四
月
十
九
日
に
は
軍
容
を
整
え
た
。
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四
月
十
六
日
に
は
政
治
会
議
が
一
切
を
処
理

す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
し
て
四
月
十
七
日
に
南
京
の
政
治
会
議
は
胡
漢
民
首
班
の
国
民
政
府
樹
立
を
決
定
し
、
翌
十
八
日
に
は
南
京

で
国
民
政
府
の
成
立
式
典
が
行
わ
れ
問
。
こ
の
あ
と
南
京
の
国
民
政
府
も
武
漢
の
国
民
政
府
も
北
伐
を
再
開
し
、
南
京
側
は
孔
祥
照
を
武

漢
に
送
り
込
み
武
漢
側
と
の
接
触
を
開
始
す
問
。
列
強
諸
国
も
事
態
の
進
展
を
見
守
っ
て
い
た
。

蒋
介
石
側
は
南
京
で
の
二
期
四
中
全
会
に
武
漢
側
の
参
加
を
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
理
由
に
、



第
六
章
武
漢
国
民
政
府
の
崩
壊
と
第
一
次
国
共
合
作
の
終
荒

第
一
節

武
漢
国
民
政
府
へ
の
異
な
る
視
点

第6章武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終駕

政
治
的
価
値
判
断
に
左
右
さ
れ
る
研
究

武
漢
国
民
政
府
は
国
共
合
作
を
継
続
し
、
農
政
部
と
労
工
部
の
部
長
（
大
臣
）
に
は
共
産
党
員
の
語
平
山
と
蘇
兆
徴
が
就
任
し
、
省
・
県

政
府
の
要
職
に
も
共
産
党
員
が
就
任
し
て
急
進
的
な
農
民
運
動
と
労
働
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
一
九
二
六
年
十
二
月

の
第
七
回
拡
大
執
行
委
員
会
総
会
で
中
国
革
命
の
非
資
本
主
義
的
発
展
を
予
想
し
た
が
、
武
漢
国
民
政
府
は
こ
の
予
想
を
担
う
存
在
で
あ

っ
た
。
在
精
衛
も
二
七
年
五
月
に
は
、
孫
文
の
資
本
節
制
や
大
規
模
工
業
の
固
有
化
政
策
に
結
び
つ
け
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
見
解
を
容
認

し
た
。
し
か
し
激
化
す
る
農
民
運
動
は
政
府
権
力
の
基
盤
で
あ
る
軍
隊
と
の
衝
突
を
引
き
起
こ
し
、
国
共
合
作
継
続
に
解
決
不
可
能
な
矛

盾
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

1 武
漢
国
民
政
府
研
究
の
白
眉
は
、
蒋
永
敬
『
飽
羅
廷
輿
武
漢
政
権
』
（
『
ボ
ロ
ジ
ン
と
武
漢
政
権
』
）
で
あ
る
。
蒋
永
敬
は
共
産
党
員
の
指
導

し
た
急
進
的
労
農
運
動
が
商
業
、
工
業
、
農
業
に
大
打
撃
を
与
え
武
漢
国
民
政
府
の
存
続
を
不
可
能
に
し
た
と
主
張
し
、
共
産
党
の
革
命

路
線
の
破
産
を
宣
言
す
る
。
し
か
し
武
漢
国
民
政
府
崩
壊
の
重
要
要
因
と
な
っ
た
国
民
政
府
移
転
以
前
か
ら
続
く
武
漢
地
域
の
経
済
的
疲

弊
に
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
わ
ず
か
に
労
働
運
動
と
の
関
連
か
ら
税
収
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
共
産
党
員
の
行
動
を
擁
護
し
労
農
運
動
を
肯
定
す
る
の
は
、
劉
継
増
ら
の
共
同
執
筆
に
よ
る
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
で
あ

る
。
同
書
は
蒋
永
敬
に
全
く
言
及
せ
ず
、
労
農
運
動
に
恐
怖
し
た
国
民
党
員
が
国
民
革
命
に
不
可
欠
な
労
農
路
線
を
放
棄
し
た
た
め
国
共

合
作
は
終
五
局
し
た
と
主
張
す
る
。
武
漢
国
民
政
府
崩
壊
の
重
要
要
因
と
し
て
経
済
の
悪
化
を
指
摘
す
る
が
、
原
因
は
帝
国
主
義
、
南
京
国
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民
政
府
、
好
商
に
よ
る
経
済
封
鎖
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
後
述
す
る
と
お
り
、
経
済
封
鎖
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。

日
本
の
研
究
に
は
坂
野
良
吉
「
武
漢
国
民
政
府
論
序
説
」
が
あ
り
、
克
明
な
経
済
動
向
の
分
析
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
政
治
動
向
の

記
述
は
全
面
的
に
蒋
永
敬
に
依
拠
し
、
出
版
時
期
の
わ
ず
か
な
ず
れ
か
ら
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
も
参
照
し
て
い
な
い
。
坂
野
論
文
は
、

武
漢
国
民
政
府
は
国
民
革
命
の
遂
行
を
め
ざ
す
「
正
統
で
あ
る
べ
き
」
政
権
で
あ
り
、
南
京
の
「
右
派
」
に
対
抗
す
る
「
左
派
」
が
指
導

し
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
急
進
的
労
農
運
動
を
規
制
し
て
生
産
力
を
回
復
し
、
財
政
破
綻
を
克
服
し
て
政
権
の
基
盤
で
あ
る
国
民
諸
階

層
の
連
合
戦
線
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
労
農
運
動
の
抑
制
は
す
で
に
困
難
で
あ
り
連
合
戦
線
は
分
裂
し
国
共
合
作
は
破
綻
に
導
か
れ

た
と
結
論
づ
け
る
。
坂
野
論
文
は
『
飽
羅
廷
輿
武
漢
政
権
』
や
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
ほ
ど
は
「
政
治
」
に
制
約
さ
れ
な
い
が
、
武
漢
国

民
政
府
は
南
京
の
「
右
派
」
に
対
抗
す
る
「
左
派
」
が
指
導
し
た
と
述
べ
る
観
点
に
は
疑
問
を
呈
し
た
い
。

2

寄
り
あ
い
所
帯
の
脆
弱
な
政
権

武
漢
国
民
政
府
で
蒋
介
石
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
孫
科
は
、
半
年
前
に
は
共
産
党
か
ら
反
共
の
「
右
派
」
と
目
さ
れ
て
い
た
。
孫
科

は
国
共
合
作
終
鷲
後
も
、
広
東
閥
の
領
袖
と
し
て
活
発
な
反
蒋
介
石
活
動
を
展
開
す
る
。
同
じ
く
反
蒋
介
石
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
徐
謙
も
、

蒋
介
石
の
挑
戦
者
で
あ
っ
た
鴻
玉
祥
の
代
言
人
で
あ
る
。
孫
科
や
徐
謙
の
反
蒋
介
石
は
「
左
派
の
革
新
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
で
は
な
く
、

派
閥
聞
の
権
力
闘
争
の
次
元
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
諒
延
闘
の
よ
う
に
蒋
介
石
に
融
和
的
発
言
を
繰
り
返
す
人
物
も
存

在
し
た
。

先
行
研
究
に
は
次
の
事
実
に
対
す
る
深
刻
な
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
当
時
の
中
国
の
政
治
権
力
は
軍
事
力
が
政
権
存
続
の
要
で
あ
り
、

軍
隊
が
離
反
す
れ
ば
武
漢
国
民
政
府
も
た
ち
ま
ち
崩
壊
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
兵
士
は
生
活
費
稼
ぎ
の
傭
兵
で
あ
り
、
一
九
二
七
年
一
月

の
中
国
共
産
党
「
中
央
政
治
報
告
」
に
は
、
国
民
革
命
軍
第
七
軍
と
第
三
軍
の
一
部
が
給
料
未
払
い
か
ら
騒
動
を
起
こ
し
た
事
実
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
武
漢
国
民
政
府
の
軍
事
力
の
要
の
第
八
軍
で
も
給
料
未
払
い
か
ら
不
穏
な
噂
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
、
二
七
年
四
月
十
八
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日
の
国
民
党
第
十
三
次
政
治
委
員
会
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
軍
費
の
滞
り
は
兵
士
の
離
反
を
意
味
し
、
軍
隊
の
指
揮
官
た
ち
は
軍
費
が
供

給
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
政
治
権
力
か
ら
離
反
し
た
。
武
漢
国
民
政
府
は
財
政
難
か
ら
軍
費
供
給
を
滞
ら
せ
、
や
が
て
農
民
運
動
の
激
化

に
よ
り
軍
用
米
の
供
給
に
も
支
障
を
き
た
す
。
給
料
も
食
糧
も
な
け
れ
ば
政
権
維
持
の
必
須
条
件
で
あ
る
軍
隊
を
養
え
ず
万
事
休
す
で
あ

っ
た
。

第
二
節

武
漢
国
民
政
府
の
財
政
破
綻

1

実

情

第6章武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終鷲

武
漢
国
民
政
府
は
湖
北
、
湖
南
、
江
西
を
支
配
し
た
が
、
首
都
圏
の
武
漢
一
円
の
経
済
は
辛
亥
革
命
後
の
軍
閥
の
紙
幣
乱
発
で
疲
弊
し
、

国
民
革
命
軍
占
領
後
の
二
六
年
末
か
ら
二
七
年
初
め
に
も
軍
費
を
絞
り
と
ら
れ
破
産
寸
前
で
あ
っ
た
。
江
西
省
も
南
部
が
南
京
国
民
政
府

に
支
配
さ
れ
財
源
の
半
分
近
く
を
押
え
ら
れ
、
中
央
部
と
北
部
は
武
漢
国
民
政
府
が
省
政
府
主
席
に
任
命
し
た
朱
培
徳
が
支
配
し
た
が
一

銭
の
税
収
も
武
漢
国
民
政
府
に
送
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
朱
培
徳
は
六
月
に
な
る
と
、
共
産
党
員
を
省
外
に
退
去
さ
せ
る
。
湖
南
省
は
唐

生
智
が
支
配
し
た
が
、
財
政
は
逼
迫
し
二
六
年
末
に
は
中
央
の
財
政
援
助
を
求
め
る
状
態
で
あ
っ
た
。
国
民
政
府
管
轄
下
の
長
沙
や
岳
陽

の
海
関
収
入
も
、
労
農
運
動
の
激
化
の
中
で
民
衆
団
体
に
横
領
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
南
京
国
民
政
府
は
江
蘇
、
新
江
、
福
建
、
広
東
、
広
西
、
安
徽
、
四
川
の
諸
省
を
支
配
し
、
経
済
の
大
動
脈
で
あ
る
揚
子
江
河

口
の
上
海
を
押
え
豊
富
な
財
源
を
確
保
し
た
。
蒋
介
石
は
五
月
二
日
の
南
京
で
の
国
民
党
中
央
政
治
会
議
で
、
北
伐
開
始
時
と
同
様
の
国

民
革
命
軍
総
司
令
の
大
権
を
承
認
さ
れ
る
。
揚
子
江
下
流
の
南
京
は
上
流
の
武
漢
に
対
し
有
利
な
位
置
に
あ
っ
た
。

武
漢
の
国
民
政
府
は
三
月
末
に
財
政
部
長
の
宋
子
文
を
上
海
に
派
遣
し
、
蒋
介
石
側
の
財
源
掌
握
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
宋
子
文
は

五
百
万
元
分
の
湖
北
金
融
公
債
を
携
え
上
海
に
赴
い
た
が
蒋
介
石
側
に
活
動
を
規
制
さ
れ
、
南
京
国
民
政
府
の
成
立
後
は
七
月
ま
で
上
海

に
留
め
置
か
れ
る
。
武
漢
の
国
民
政
府
は
四
月
五
日
に
、
九
百
万
元
の
国
庫
券
の
四
月
十
五
日
付
の
発
行
を
決
定
し
て
い
た
。
財
政
処
長
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の
張
肇
元
は
、
湖
北
、
湖
南
、
江
西
へ
の
割
り
当
て
は
負
担
が
過
大
で
不
可
能
と
認
め
、
国
民
政
府
が
進
出
予
定
の
河
南
、
山
東
、
直
隷
、

険
西
で
軍
隊
に
使
用
さ
せ
六
カ
月
後
に
六
%
の
利
息
を
付
け
使
用
し
た
省
内
の
中
央
銀
行
で
償
還
す
る
と
報
告
し
て
い
た
。
武
漢
の
国
民

政
府
が
、
支
配
地
域
か
ら
資
金
を
捻
出
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
状
況
を
如
実
に
示
す
。

2 
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現
金
集
中
条
例
の
実
施
と
そ
の
反
動

武
漢
の
国
民
政
府
は
南
京
国
民
政
府
成
立
前
日
の
四
月
十
七
日
に
「
現
金
集
中
条
例
」
を
公
布
し
、
金
融
機
関
か
ら
の
現
金
の
強
制
収

用
を
断
行
し
た
。

第
一
条

第
二
条

第
三
条

国
民
政
府
は
金
融
を
維
持
し
現
金
を
集
中
す
る
た
め
、
特
に
本
条
例
を
公
布
す
る
。
何
人
と
い
え
ど
も
均
し
く
遵
守
す
べ
し
。

お
よ
そ
国
税
の
納
付
、
市
場
の
流
通
は
均
し
く
中
央
な
い
し
中
国
交
通
各
銀
行
の
漢
口
通
用
紙
幣
に
限
る
。

お
よ
そ
現
金
あ
る
い
は
他
の
商
業
銀
行
紙
幣
の
所
有
者
は
、
中
央
・
中
国
・
交
通
三
行
お
よ
び
各
郵
便
局
で
随
時
三
行
の
漢

口
通
用
紙
幣
と
免
換
す
べ
し
。

お
よ
そ
銀
両
に
よ
る
収
支
は
均
し
く
法
定
紙
幣
を
用
い
、
毎
元
七
銭
一
分
の
法
定
価
格
は
随
意
に
増
減
す
る
を
許
さ
な
い
。

財
政
部
の
特
許
な
し
に
は
現
洋
・
現
銀
の
持
ち
出
し
を
厳
禁
す
る
。

お
よ
そ
三
行
紙
幣
の
受
取
り
を
拒
み
、
現
金
を
買
い
取
り
、
あ
る
い
は
紙
幣
価
値
を
引
き
下
げ
、
物
品
価
格
を
つ
り
上
げ
、

そ
の
他
本
条
例
に
違
反
す
る
行
為
は
、
人
民
の
告
発
を
へ
て
査
明
確
実
な
れ
ば
、
法
律
に
し
た
が
っ
て
厳
罰
に
処
す
。

第
七
条
本
条
例
は
公
布
の
日
よ
り
施
行
す
る
。

条
例
の
公
布
後
、
武
漢
の
国
民
政
府
は
直
ち
に
武
漢
の
銀
行
や
金
融
機
関
の
現
金
（
現
金
、
現
洋
、
現
銀
、
現
款
な
ど
の
文
字
が
使
わ

れ
る
が
、
各
種
の
銀
貨
を
意
味
す
る
。
以
下
、
現
金
と
記
す
）
を
差
し
押
さ
え
、
外
国
銀
行
に
も
軍
隊
を
差
し
向
け
て
現
金
の
持
ち
出
し

を
監
視
し
た
。
さ
ら
に
国
内
銀
行
発
行
の
各
種
紙
幣
を
政
府
機
関
を
通
じ
中
央
銀
行
発
行
の
紙
幣
と
交
換
さ
せ
、
交
換
さ
れ
た
中
央
銀
行

第
四
条

第
五
条

第
六
条
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発
行
の
紙
幣
を
差
し
押
さ
え
中
の
各
銀
行
の
現
金
と
交
換
し
よ
う
と
し
た
。

現
金
集
中
は
、
四
月
十
五
日
の
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
第
七
次
会
議
で
ボ
ロ
ジ
ン
の
提
案
で
在
精
衛
、
語
延
聞
、
孫
科
、

宋
子
文
（
上
海
に
滞
在
中
）
、
蘇
兆
徴
に
よ
る
戦
時
経
済
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
四
月
十
七
日
の
戦
時
経
済
委
員
会
か
ら
の
説
明
後
直
ち
に

実
施
さ
れ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
が
立
案
者
で
あ
る
な
ら
、
革
命
の
資
金
調
達
に
手
段
を
厭
わ
ぬ
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
面
目
躍
如
で
あ
る
。

紙
幣
の
乱
発
な
ら
銀
行
に
も
住
民
に
も
対
応
の
余
地
が
あ
る
。
割
り
引
い
て
使
用
す
る
か
使
用
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
と
こ
ろ
が
破
産
寸

前
の
政
府
が
、
現
金
と
の
党
換
性
を
も
っ
各
種
紙
幣
を
一
挙
に
不
換
紙
幣
と
し
、
銀
行
の
所
有
す
る
現
金
を
政
府
の
法
定
紙
幣
で
吸
収
し
、

さ
ら
に
法
定
紙
幣
を
強
制
的
に
流
通
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
体
の
よ
い
富
の
強
奪
で
当
時
の
政
治
権
力
に
例
を
見
な
い
暴
挙
で
は

な
い
の
か
。
武
漢
で
は
商
人
た
ち
が
法
定
紙
幣
の
受
取
り
を
免
れ
よ
う
と
保
有
物
資
の
隠
匠
を
図
り
、
物
価
が
高
騰
し
た
。
常
用
の
貨
幣

の
銅
貨
が
直
ち
に
高
騰
し
、
高
騰
し
た
物
資
が
銅
貨
で
闇
売
買
さ
れ
は
じ
め
た
。
四
月
十
八
日
に
は
南
京
国
民
政
府
が
成
立
し
た
が
、
武

漢
の
外
国
銀
行
は
営
業
を
停
止
し
国
内
銀
行
も
上
海
金
融
界
が
武
漢
と
の
取
引
停
止
を
宣
言
し
た
た
め
営
業
を
行
わ
な
か
っ
た
。
四
月
十

九
日
に
は
郵
便
局
が
為
替
事
務
を
停
止
し
郵
便
切
手
も
た
ち
ま
ち
売
り
切
れ
た
。
財
産
保
全
策
と
し
て
買
い
占
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

坂
野
論
文
は
龍
踏
し
つ
つ
も
現
金
集
中
政
策
に
理
解
を
示
し
、
上
海
金
融
界
の
取
引
停
止
宣
言
や
南
京
国
民
政
府
側
が
上
海
商
人
の
要

請
に
応
じ
て
発
し
た
指
令
を
、
武
漢
国
民
政
府
に
対
す
る
「
封
鎖
政
策
」
と
呼
ぶ
。
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
は
現
金
集
中
政
策
を
擁
護
し
、

外
部
の
対
応
を
す
べ
て
「
経
済
封
鎖
」
と
言
い
く
る
め
る
。
そ
し
て
上
海
商
人
の
武
漢
と
の
経
済
断
交
は
「
蒋
介
石
の
扇
動
下
」
に
行
わ

れ
た
と
主
張
し
、
七
月
の
南
京
国
民
政
府
に
よ
る
上
海
の
ソ
連
遠
東
銀
行
の
封
鎖
を
現
金
集
中
政
策
開
始
直
後
の
出
来
事
で
あ
っ
た
か
に

記
述
し
て
「
経
済
封
鎖
」
を
演
出
す
る
。

上
海
金
融
界
の
取
引
停
止
宣
言
や
郵
便
局
の
為
替
業
務
停
止
は
、
「
封
鎖
政
策
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
武
漢
で
は
上
海
紙
幣
（
申
陸
）

の
流
通
が
禁
止
さ
れ
為
替
は
免
換
の
裏
付
け
を
な
く
し
て
い
た
。
ど
う
や
っ
て
商
取
引
と
為
替
業
務
が
続
け
ら
れ
る
の
か
。
武
漢
の
商
人

は
し
た
た
か
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
銅
貨
で
の
闇
商
売
か
大
量
の
不
換
紙
幣
で
物
資
を
購
入
し
上
海
ヘ
運
ん
だ
。
さ
ら
に
武
漢
で
通
用
す
る
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紙
幣
を
上
海
で
安
く
買
い
、
武
漢
で
物
資
を
購
入
し
た
あ
と
再
び
上
海
に
運
ん
で
売
り
払
っ
た
。
こ
の
結
果
、
四
月
の
武
漢
の
移
出
量
は

移
入
量
の
激
減
に
比
べ
前
月
よ
り
増
加
し
た
。
正
常
な
状
態
で
は
な
い
が
武
漢
・
上
海
聞
に
は
物
資
が
流
通
し
、
武
漢
は
経
済
封
鎖
に
晒

174 

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

3 

「
戦
略
的
退
却
政
策
」
の
実
施

状
況
の
激
変
に
対
し
武
漢
国
民
政
府
は
四
月
十
九
日
に
は
金
融
討
論
処
を
も
う
け
、
銅
貨
と
現
銀
の
公
定
レ

l
ト
の
制
定
、
上
海
紙
幣

の
流
通
措
置
、
指
定
機
関
で
の
現
金
と
紙
幣
と
の
免
換
を
提
起
し
た
が
、
準
備
で
き
る
現
金
が
十
分
で
な
く
空
論
に
終
わ
る
。
そ
し
て

「
戦
略
的
退
却
政
策
」
（
以
下
、
「
退
却
政
策
」
と
記
す
）
が
実
施
さ
れ
る
。
政
府
が
労
資
聞
を
調
停
し
て
労
働
運
動
を
鎮
静
化
さ
せ
、
企
業
活

動
を
再
開
さ
せ
税
収
の
増
加
を
狙
い
と
し
た
。
武
漢
の
労
働
運
動
は
湖
北
省
総
工
会
（
秘
書
長
は
劉
少
奇
）
が
成
立
し
た
二
六
年
十
月
か
ら

急
成
長
し
、
二
七
年
四
月
ま
で
に
三
百
回
以
上
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
労
働
者
の
給
料
は
二
倍
近
く
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
労
働

者
の
過
大
な
要
求
と
無
秩
序
な
争
議
行
為
が
産
業
活
動
を
停
滞
さ
せ
、
共
産
党
で
さ
え
争
議
の
調
停
に
腐
心
し
て
い
た
。
「
退
却
政
策
」

は
四
月
二
十
日
に
ボ
ロ
ジ
ン
が
第
十
四
次
政
治
委
員
会
に
提
案
し
、
若
干
の
字
句
を
修
正
し
て
可
決
さ
れ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
開
催
中
の
政

治
委
員
会
に
電
話
で
「
金
融
の
こ
と
で
提
案
が
あ
る
」
と
申
し
入
れ
急
逮
か
け
つ
け
て
「
退
却
政
策
」
を
提
案
し
た
。
「
退
却
政
策
」
提

起
の
動
機
が
金
融
の
緊
張
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
「
退
却
政
策
」
は
以
下
の
通
り
。
〔

干
渉
に
よ
る
挑
発
を
除
く
た
め
、
直
ち
に
以
下
の
方
法
を
実
行
す
る
。

〕
内
と
傍
線
は
筆
者
。

ー
、
中
央
の
命
令
の
も
と
に
政
府
と
工
会
〔
労
働
組
合
〕
で
委
員
会
を
組
織
す
る
。
そ
の
目
的
は
労
働
者
の
中
に
、
特
に
外
国
商
店
〔
企

業
〕
の
労
働
者
の
中
に
、
革
命
の
規
律
を
執
行
す
る
た
め
で
あ
る
。
同
時
に
工
会
に
懲
戒
委
員
会
を
組
織
し
革
命
の
規
律
を
犯
し
た

労
働
者
を
調
査
し
て
処
罰
す
る
（
そ
の
罪
状
は
工
会
に
よ
る
特
別
条
例
に
基
づ
く
も
の
と
し
、
特
別
条
例
は
労
工
部
の
許
可
を
要
す
）
。

2
、
政
府
は
直
ち
に
主
要
な
外
国
商
店
お
よ
び
銀
行
と
協
議
し
、
湖
北
、
湖
南
、
江
西
、
安
徽
南
部
、
河
南
南
部
、

西
は
万
県
〔
揚



子
江
に
臨
む
四
川
省
の
商
港
都
市
〕
ま
で
の
企
業
活
動
を
可
能
に
す
る
。
政
府
と
工
会
の
代
表
で
委
員
会
を
組
織
し
、
政
府
が
外
国
商
店

お
よ
び
銀
行
と
の
聞
に
定
め
た
協
定
を
執
行
す
る
。
糾
察
隊
は
委
員
会
の
徴
用
を
受
け
、

必
要
な
場
合
は
現
地
の
軍
警
が
こ
れ
を
援

助
す
る
。

3
、
第
二
条
に
定
め
る
委
員
会
の
同
意
を
得
る
以
外
は
、
外
国
商
店
お
よ
び
銀
行
に
働
く
労
働
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
て
は
な
ら
な

l
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4
、
政
府
は
可
能
な
限
り
速
や
か
に
一
切
の
必
需
品
の
最
高
価
格
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
府
と
銀
行
は
協
議
し
て
銅
元
の
価
格

を
定
め
る
。
そ
の
方
法
は
大
量
の
銅
元
を
購
入
し
、
し
か
る
の
ち
に
こ
れ
を
市
場
に
放
出
し
て
銅
元
の
価
格
を
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
他
の
方
法
は
経
済
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

5
、
直
ち
に
失
業
局
と
失
業
者
の
食
堂
を
設
立
す
る
。

財
政
部
は
三
万
元
の
銅
元
を
湖
北
省
総
工
会
に
与
え
、
労
働
組
合
員
が
組
合
の
中
で
銅
元
と
免
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ

の
方
法
は
紙
幣
の
免
換
停
止
が
宣
言
さ
れ
る
以
前
の
交
換
レ

l
ト
で
行
わ
れ
る
。
し
か
し
一
人
当
た
り
の
毎
回
の
免
換
額
に
は
限
度

を
も
う
け
、
広
く
行
き
渡
る
よ
う
に
す
る
。

（附）

冒
頭
の
文
言
の
通
り
「
退
却
政
策
」
に
は
列
強
の
干
渉
を
防
ぐ
装
い
が
施
さ
れ
、

ボ
ロ
ジ
ン
も
提
案
説
明
で
帝
国
主
義
の
干
渉
を
防
ぐ

必
要
を
力
説
し
た
。
し
か
し
列
強
諸
国
は
、
容
共
政
策
を
継
続
す
る
武
漢
の
国
民
政
府
を
敵
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
英
国
だ
け
が
、

月
以
来
の
漢
口
租
界
と
九
江
租
界
の
管
理
問
題
で
武
漢
の
国
民
政
府
と
緊
張
を
高
め
、
三
月
下
旬
に
発
生
し
た
南
京
事
件
で
は
強
硬
策
を

主
張
し
た
。
五
月
に
は
外
相
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
が
議
会
で
武
漢
国
民
政
府
へ
の
否
定
的
態
度
を
露
に
し
、
武
漢
の
外
交
代
表
を
召
還
し
一
時

的
に
武
漢
国
民
政
府
と
の
公
式
接
触
を
断
絶
す
る
。
し
か
し
他
の
国
々
は
、
自
国
の
経
済
活
動
を
保
全
し
武
漢
国
民
政
府
の
推
移
を
見
守

る
態
度
で
あ
っ
た
。
と
く
に
日
本
は
経
済
関
係
の
維
持
を
重
視
し
た
。
南
京
国
民
政
府
成
立
直
前
の
四
月
初
め
、
武
漢
で
は
日
本
総
領
事

が
外
交
部
長
の
陳
友
仁
に
排
外
行
動
の
鎮
静
化
と
経
済
秩
序
回
復
を
要
請
し
、
武
漢
側
も
そ
の
実
現
に
努
力
す
る
姿
勢
を
示
し
が
）
。
日
本
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と
武
漢
国
民
政
府
と
の
聞
に
は
四
月
三
日
の
漢
口
事
件
（
中
国
人
民
衆
と
日
本
海
軍
陸
戦
隊
の
衝
突
）
に
よ
っ
て
も
緊
迫
関
係
は
生
じ
ず
、

ボ
ロ
ジ
ン
は
日
本
と
の
接
近
を
重
視
し
、
ベ
ル
リ
ン
｜
モ
ス
ク
ワ
｜
日
本
｜
中
国
の
連
合
戦
線
に
言
及
し
て
い
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
に
、
英
国

176 

と
日
本
を
分
断
す
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

四
月
十
八
日
の
南
京
国
民
政
府
成
立
後
も
、
英
国
を
除
く
列
強
諸
国
と
武
漢
国
民
政
府
と
の
「
冷
静
な
」
関
係
は
変
化
し
な
か
っ
た
。

列
強
諸
国
に
は
、
国
民
党
内
の
政
治
抗
争
の
帰
趨
が
決
ま
ら
な
い
段
階
で
南
京
か
武
漢
の
い
ず
れ
か
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
は
得
策
で
な
か

っ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
が
「
退
却
政
策
」
に
列
強
の
干
渉
を
防
ぐ
色
彩
を
施
し
た
の
は
、
労
働
運
動
鎮
静
化
の
大
義
名
分
で
あ
っ
た
。
「
退
却

政
策
」
は
、
共
産
党
と
の
聯
席
談
話
会
で
注
精
衛
、
ボ
ロ
ジ
ン
、
新
た
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
た
ロ
イ
、
陳
独
秀
ら
が
協
議
し

実
行
計
画
が
作
成
さ
れ
た
。
共
産
党
中
央
も
各
地
の
共
産
党
の
下
部
組
織
も
「
退
却
政
策
」
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
計
画
ど
お

り
は
実
行
さ
れ
ず
、
武
漢
国
民
政
府
は
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
く
。

「
戦
略
的
退
却
政
策
」
の
破
綻

蒋
永
敬
は
、
共
産
党
中
央
の
「
退
却
政
策
」
へ
の
努
力
と
「
退
却
政
策
」
の
有
効
性
を
認
め
、
忠
実
に
実
行
さ
れ
れ
ば
武
漢
国
民
政
府

の
破
綻
は
遅
れ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
共
産
党
員
の
言
行
不
一
致
に
よ
り
、
計
画
通
り
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。
坂
野
論
文
も

「
退
却
政
策
」
の
一
定
の
有
効
性
に
言
及
す
る
が
、
商
業
の
停
滞
、
金
融
の
破
綻
、
生
活
不
安
の
未
解
決
に
起
因
す
る
労
働
者
の
独
走
と

い
う
状
況
下
で
は
、
「
退
却
政
策
」
が
実
現
さ
れ
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
も
「
退
却
政
策
」
に
触
れ
、

列
強
へ
の
「
戦
略
退
却
」
の
実
態
を
述
べ
る
。
し
か
し
「
退
却
政
策
」
を
導
い
た
混
乱
し
た
経
済
状
況
を
詳
し
く
は
取
り
上
げ
な
い
。

「
労
農
運
動
を
肯
定
す
る
」
原
則
的
立
場
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
退
却
政
策
が
破
綻
し
た
実
情
を
、
国
民
党
政
治
委
員

4 
会
の
速
記
録
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

武
漢
国
民
政
府
は
「
退
却
政
策
」
を
決
定
す
る
一
方
で
「
現
金
集
中
条
例
」
を
維
持
し
た
。
条
例
を
破
棄
す
れ
ば
武
漢
の
現
金
は
た
ち



ま
ち
他
の
場
所
に
移
動
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
商
業
の
停
滞
を
引
き
起
こ
し
た
条
例
の
維
持
は
、
「
退
却
政
策
」
に
よ
る
経
済
活
性
化

と
矛
盾
し
て
い
が
）
。
財
政
部
長
の
張
肇
元
は
六
月
二
十
日
の
政
治
委
員
会
第
三
十
一
次
会
議
の
席
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
金
融
討
論
会
で
も
討
議
し
た
が
、

工
場
は
ま
だ
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
。
し
か
し
商
店
が
大
変
に
難
し
い
。
：
：
：
紙
幣
の
価
値
が
六

割
に
低
下
し
て
も
商
人
は
値
段
を
上
げ
れ
ば
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
奉
天
で
も
紙
幣
を
使
っ
て
い
る
が
、
商
人
が
商
売
を
し
な
い
な
ど
と
は

聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
紙
幣
の
価
値
が
一
割
に
低
下
し
て
も
、
商
人
は
必
死
で
物
価
を
つ
り
上
げ
て
商
売
を
や
っ
て
い
け
る
。
し
か
し
商

人
は
み
な
消
極
的
な
抵
抗
を
し
て
お
り
、
ひ
と
つ
も
品
物
を
仕
入
れ
ず
、
主
人
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
。
こ
れ
に
は
非
常

に
多
く
の
原
因
が
あ
り
、
紙
幣
価
値
の
低
下
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
」
。
張
肇
元
は
、
「
現
金
集
中
条
例
」
に
賛
成
で
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
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企
業
活
動
の
再
開
は
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
外
国
銀
行
の
ス
ト
ラ
イ
キ
解
除
の
た
め
に
中
国
人
行
員
の
要
求
を

入
れ
、
ス
ト
中
の
未
払
い
給
料
を
武
漢
国
民
政
府
と
銀
行
で
負
担
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
、
武
漢
国
民
政
府
側
に
資
金
負
担
能
力
は

な
く
未
払
い
給
料
用
の
六
千
元
余
り
は
二
カ
月
を
へ
て
も
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
。
労
働
者
の
失
業
局
設
置
も
計
画
ど
お
り
に
進
ま
な
か
っ

た
。
五
月
四
日
の
政
治
委
員
会
で
労
工
部
長
の
蘇
兆
徴
は
月
額
六
十
万
元
の
予
算
を
提
示
し
た
が
、
語
延
闘
が
「
ど
う
や
っ
て
維
持
し
て

い
く
の
か
」
と
疑
問
を
呈
し
た
と
お
り
の
状
況
で
あ
っ
た
。
政
治
委
員
会
は
失
業
局
の
設
置
と
予
算
を
承
認
し
た
が
、
失
業
局
が
機
能
し

た
形
跡
は
な
い
。

市
民
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
銅
元
の
供
給
も
滞
っ
て
い
た
。
中
央
銀
行
が
供
給
を
拒
否
し
た
た
め
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
湖
北

省
財
政
庁
長
の
倉
大
悲
の
第
二
十
五
次
政
治
委
員
会
（
五
月
三
十
日
）
で
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
湖
北
平
市
銅
元
局
か
ら
上
海
に
材
料
購
入
の

た
め
二
万
九
千
五
百
元
の
為
替
を
送
り
、
材
料
の
到
着
を
ま
ち
（
銅
元
と
免
換
性
の
あ
る
）
銅
元
票
を
省
税
を
担
保
に
百
万
元
を
め
ど
に
発

第 6章

行
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
ロ
シ
ア
人
顧
問
（
氏
名
不
明
）
が
政
治
委
員
会
か
ら
の
正
式
通
知
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
為
替
へ
の

署
名
を
拒
み
、
為
替
が
振
り
出
せ
な
か
っ
た
。
為
替
は
上
海
の
ソ
連
系
銀
行
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
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の
署
名
拒
否
は
、
武
漢
国
民
政
府
の
財
政
再
建
へ
の
不
信
任
表
明
で
あ
っ
た
。
第
二
十
五
次
政
治
委
員
会
は
ロ
シ
ア
人
顧
問
へ
の
署
名
要

請
を
決
定
で
き
ず
、
銅
元
票
の
発
行
を
「
申
請
ど
お
り
許
可
す
る
」
と
い
う
決
議
を
下
し
た
だ
け
で
、
ロ
シ
ア
人
顧
問
に
署
名
が
要
請
さ

れ
た
形
跡
は
な
い
。
銅
元
不
足
は
続
き
、
七
月
半
ば
に
湖
北
紗
廠
連
合
会
が
労
働
者
に
支
払
う
銅
元
と
小
額
紙
幣
が
全
く
手
に
入
ら
な
い

窮
状
を
政
治
委
員
会
に
訴
え
て
い
問
。
総
工
会
へ
の
三
万
元
の
銅
元
給
付
も
空
文
に
と
ど
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

状
況
の
困
窮
化
を
助
長
し
た
の
は
、
武
漢
国
民
政
府
の
権
威
の
な
き
で
あ
っ
た
。
武
漢
市
内
で
は
軍
人
た
ち
の
民
家
接
収
に
よ
る
部
隊

司
令
部
設
置
が
問
題
化
し
た
が
、
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
は
新
聞
紙
上
に
禁
止
通
告
を
載
せ
た
だ
け
で
、
通
告
は
何
の
効
力
も
発
揮
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
軍
人
の
建
造
物
占
拠
が
新
築
を
手
控
え
さ
せ
、
生
産
活
動
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
建
築
労
働
者
の
失
業
に
関
連
す

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

蒋
永
敬
は
「
退
却
政
策
」
開
始
後
も
、
ア
ジ
ア
石
油
公
司
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
公
司
、
英
米
煙
草
公
司
の
製
品
が
国
民
党
下
級
党
部
、

地
方
の
人
民
団
体
、
労
働
者
糾
察
隊
に
没
収
さ
れ
て
転
売
さ
れ
、
営
業
再
開
も
妨
害
さ
れ
た
こ
と
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。
国
民
党
下
級
党

部
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
組
織
は
共
産
党
員
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
蒋
永
敬
は
「
退
却
政
策
」
と
矛
盾
す
る
こ
れ
ら
の
行
為
を
、
共
産
党
員

の
言
行
不
一
致
に
帰
す
。
そ
し
て
政
治
委
員
会
速
記
録
に
見
ら
れ
る
下
部
組
織
の
不
服
従
を
な
じ
る
在
精
衛
ら
の
発
言
を
と
り
あ
げ
、
共

産
党
員
の
暴
走
を
印
象
付
け
る
。

武
漢
国
民
政
府
に
は
体
制
一
新
に
必
要
な
資
金
も
な
く
、
軍
人
を
抑
え
る
政
治
的
権
威
（
資
金
力
に
裏
付
け
ら
れ
る
）
も
な
く
、
共
産
党

に
は
労
働
組
合
や
民
衆
団
体
に
対
す
る
統
率
力
が
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
三
者
の
間
に
は
悪
循
環
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

逆
産
没
収
と
労
働
運
動

こ
の
状
況
の
中
で
、
武
漢
国
民
政
府
が
「
退
却
政
策
」
の
実
を
発
揮
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
労
働
者
が
資
本
家
の
財
産
を
武
漢
国
民

政
府
に
反
逆
す
る
者
の
財
産
す
な
わ
ち
逆
産
と
し
て
没
収
し
た
と
き
、
証
拠
不
充
分
と
し
て
撤
回
さ
せ
実
行
者
を
議
責
処
分
に
付
し
た
の

5 
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で
あ
る
。
「
逆
産
」
の
語
は
『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
巻
（
漢
語
大
調
典
出
版
社
、

は
資
産
は
経
済
行
為
の
賜
物
よ
り
政
治
権
力
を
利
用
し
た
産
物
だ
と
い
う
通
念
が
存
在
し
、
敵
対
す
る
政
治
権
力
（
湖
北
に
お
け
る
呉
侃

字
や
湖
南
の
越
恒
憾
の
旧
勢
力
）
に
繋
が
り
の
あ
る
資
産
は
没
収
さ
れ
て
当
然
な
の
で
あ
る
。
逆
産
没
収
に
よ
る
収
入
は
南
京
国
民
政
府

成
立
以
前
か
ら
武
漢
の
国
民
政
府
収
入
の
か
な
り
の
部
分
を
し
め
、
四
月
以
降
は
武
漢
国
民
政
府
財
政
部
は
逆
産
の
管
理
と
処
分
を
統
括

し
よ
う
と
し
た
。
背
景
に
は
逆
産
没
収
が
民
衆
団
体
を
含
む
各
種
機
関
に
よ
り
無
秩
序
に
行
わ
れ
、
労
働
運
動
や
農
民
運
動
の
激
化
と
密

接
に
繋
が
る
状
況
が
存
在
し
て
い
た
。
生
活
に
窮
し
た
労
働
者
が
、
資
産
家
の
財
産
を
逆
産
の
名
の
も
と
に
没
収
す
る
こ
と
は
十
分
に
予

想
さ
れ
た
。

一
九
九
二
年
）
に
明
代
の
用
例
が
見
え
る
が
、
没
収
の
根
底
に
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武
漢
国
民
政
府
は
一
九
二
七
年
の
五
月
十
日
に
、
逆
産
の
処
分
を
定
め
た
「
処
分
逆
産
条
例
」
を
公
布
し
た
。
逆
産
の
告
発
権
限
が
民

衆
団
体
や
個
人
に
与
え
ら
れ
、
逆
産
没
収
の
執
行
と
没
収
財
産
の
保
管
権
限
が
国
民
党
の
監
督
下
に
県
・
区
・
郷
の
自
治
機
関
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。
武
漢
国
民
政
府
の
権
限
は
、
没
収
財
産
の
所
属
機
関
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
分
配
は
中
央
お
よ
び
各
級
の
党
部
が
組
織

す
る
委
員
会
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
条
例
の
公
布
は
事
態
の
追
認
で
あ
っ
た
。
さ
も
な
く
ば
社
会
的
混
乱
を
助
長
す
る
逆
産
告
発
の
権
限
や

没
収
保
管
の
権
限
が
、
民
衆
団
体
や
下
級
自
治
機
関
に
ま
で
与
え
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
民
衆
団
体
と
県
・
区
・
郷
の
自
治
機
関
に
は
、

労
働
組
合
と
農
民
協
会
が
含
ま
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

は
た
し
て
五
月
十
二
日
に
武
漢
市
近
郊
の
漢
陽
県
で
、
共
産
党
支
配
下
の
国
民
党
漢
陽
県
党
部
の
指
揮
下
に
労
働
者
に
よ
る
逆
産
没
収

が
発
生
し
た
。
漢
陽
県
商
会
会
長
の
周
文
軒
と
副
会
長
の
周
仲
喧
が
「
反
動
行
為
」
を
理
由
に
逮
捕
さ
れ
、
財
産
と
経
営
す
る
八
つ
の
工

場
が
「
労
働
者
管
理
委
員
会
」
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
処
分
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
武
漢
国
民
政
府
は
こ
の
行
為
を
、
「
退
却
政
策
」
に
基
づ

く
小
資
産
階
級
と
の
連
合
を
破
壊
す
る
証
拠
不
充
分
な
暴
挙
と
き
め
つ
け
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
も
下
級
党
部
の
暴
走
を
許
さ
ず
と
し
て
国
民
党

漢
陽
県
党
部
の
解
散
を
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
没
収
財
産
を
返
還
し
国
民
党
漢
陽
県
党
部
を
詰
責
処
分
に
付
す
こ
と
に
な
っ
た
。
『
武

漢
国
民
政
府
史
』
は
事
件
に
全
く
言
及
し
な
い
。
「
共
産
党
員
暴
走
」
の
印
象
を
与
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蒋
永
敬
は
共
産
党
員
が
指
導
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し
た
労
働
運
動
暴
走
の
象
徴
と
す
る
が
、
そ
の
記
述
は
興
味
深
い
。
蒋
永
敬
は
事
件
が
「
処
分
逆
産
条
例
」
に
違
反
す
る
と
見
な
さ
れ
た

事
実
に
触
れ
る
が
、
「
処
分
逆
産
条
例
」
の
内
容
に
言
及
せ
ず
条
例
を
制
定
さ
せ
た
武
漢
国
民
政
府
下
の
実
情
を
全
く
説
明
し
な
い
。
逆

産
没
収
の
日
常
化
を
説
明
す
れ
ば
、
事
件
を
共
産
党
の
暴
挙
と
し
て
取
り
上
げ
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
坂
野
論
文
は
事
件
を
労
働
運

動
先
鋭
化
の
極
と
し
、
統
一
戦
線
崩
壊
の
端
緒
と
位
置
づ
け
る
。

五
月
十
二
日
の
漢
陽
県
事
件
は
、
逆
産
没
収
の
日
常
化
の
中
で
発
生
し
た
没
収
行
為
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
蒋
永
敬
が
強
調
し
坂
野
論
文

も
承
認
す
る
「
労
働
者
の
暴
走
」
で
は
な
か
っ
た
。
五
月
十
日
の
条
例
発
布
後
も
明
確
な
指
揮
系
統
が
な
い
ま
ま
各
機
関
に
よ
る
逆
産
没

収
が
進
行
し
、
資
産
家
た
ち
が
恐
慌
を
き
た
し
て
い
た
こ
と
が
五
月
二
十
三
日
の
政
治
委
員
会
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
武
漢
国
民
政
府
は

漢
陽
県
事
件
を
や
り
玉
に
挙
げ
、
泥
沼
的
状
況
の
責
任
を
労
働
者
に
転
嫁
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
経
済
復
興
の
糸
口
が
つ

か
め
ぬ
ま
ま
に
、
政
府
財
政
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
。

五
月
二
十
三
日
の
第
二
十
三
次
政
治
委
員
会
で
は
、
宝
く
じ
の
性
格
を
も
た
せ
た
現
金
賞
金
付
き
の
五
百
万
元
の
債
券
（
賞
金
総
額
は

十
万
元
）
を
発
行
す
る
計
画
が
討
議
さ
れ
た
。
小
額
の
現
金
を
餌
に
五
十
倍
相
当
の
紙
幣
を
回
収
す
る
の
で
あ
る
。
政
府
発
行
紙
幣
の
無

価
値
を
承
認
す
る
行
為
だ
と
の
慎
重
論
も
見
ら
れ
た
が
、
金
詰
ま
り
を
楯
に
取
る
強
硬
論
が
大
勢
を
占
め
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。
そ

の
際
、
極
端
な
現
金
不
足
に
よ
り
北
伐
中
の
遠
征
軍
の
兵
士
に
米
は
あ
る
が
お
か
ず
を
買
う
現
金
が
な
い
状
況
が
報
告
さ
れ
、
現
金
を
賞

金
に
使
う
と
現
金
不
足
に
苦
し
む
兵
士
の
反
発
を
買
う
故
に
兵
士
た
ち
に
賞
金
の
趣
旨
を
説
明
す
る
必
要
も
決
議
さ
れ
た
。

武
漢
国
民
政
府
の
財
政
は
挽
回
不
可
能
な
地
点
に
達
し
、
崩
壊
の
引
金
を
待
つ
だ
け
と
な
っ
た
。
崩
壊
は
政
権
を
支
え
た
軍
隊
の
離
反

に
よ
り
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
軍
隊
の
離
反
を
惹
起
し
た
の
は
都
市
の
労
働
運
動
で
は
な
く
、
農
村
の
農
民
運
動
で
あ
っ
た
。
労
働
運
動

の
激
化
に
よ
る
産
業
停
滞
か
ら
武
漢
国
民
政
府
の
軍
費
供
給
が
滞
っ
て
も
、
農
業
国
中
国
の
生
産
基
礎
は
農
村
に
あ
り
各
軍
は
農
村
か
ら

軍
費
を
捻
出
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
随
所
で
発
生
し
た
農
民
協
会
の
米
穀
管
理
は
、
軍
用
米
の
供
給
を
め
ぐ
る
軍
と
農
民
協
会
の
対
立
を
引

き
起
こ
し
た
。
農
民
協
会
の
無
差
別
な
有
産
階
級
に
対
す
る
迫
害
も
、
出
身
家
庭
が
地
主
や
富
農
で
あ
っ
た
士
官
た
ち
の
敵
意
を
高
め
た
。
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か
く
し
て
武
漢
国
民
政
府
の
軍
事
力
の
要
で
あ
る
唐
生
智
の
支
配
す
る
湖
南
省
で
、
軍
と
農
民
協
会
の
衝
突
が
発
生
す
る
。

第
三
節

武
漢
国
民
政
府
下
の
農
民
運
動
の
展
開

1

農
民
運
動
と
北
伐

湖
南
省
や
湖
北
省
で
の
農
民
運
動
は
北
伐
に
よ
る
旧
体
制
の
崩
壊
の
中
で
展
開
さ
れ
、
出
現
し
た
大
混
乱
は
国
民
党
に
も
共
産
党
に
も

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
存
立
を
脅
か
さ
れ
た
軍
隊
と
の
全
面
衝
突
を
引
き
起
こ
す
。
農
民
運
動
を
指
導
し
た
の
は
共
産

党
員
で
あ
り
、
武
漢
国
民
政
府
の
農
政
部
長
も
共
産
党
員
の
語
平
山
で
あ
っ
た
。
蒋
永
敬
は
、
共
産
党
員
は
農
民
運
動
を
激
化
さ
せ
、
混

乱
の
中
で
政
権
纂
奪
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
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共
産
党
は
農
民
運
動
を
国
民
革
命
推
進
の
基
礎
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
北
伐
開
始
後
の
農
民
運
動
の
発
展
は
歓
迎
す
べ
き
事
態
で
あ
っ

た
。
し
か
し
農
民
運
動
の
激
化
が
国
民
党
と
の
合
作
を
脅
か
す
と
、
共
産
党
中
央
は
そ
の
「
暴
走
」
を
く
い
止
め
よ
う
と
腐
心
す
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
動
が
「
暴
走
」
し
た
の
は
、
整
備
さ
れ
た
党
の
指
揮
・
命
令
系
統
が
存
在
せ
ず
、
農
民
協
会
の
構
成
員
や
県
レ
ベ

ル
の
「
現
場
」
の
共
産
党
員
が
突
っ
走
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
秩
序
が
崩
壊
し
始
め
る
と
、
そ
の
徹
底
的
破
壊
を
め
ざ
す
民
衆
の

暴
力
が
た
や
す
く
出
現
す
る
中
国
社
会
の
特
色
が
、
状
況
を
助
長
し
た
。

広
東
省
で
開
始
さ
れ
て
い
た
農
民
運
動
は
地
主
と
の
武
力
衝
突
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
が
、
政
治
体
制
を
動
揺
さ
せ
る
事
態
は
国
民
革

命
の
根
拠
地
を
固
め
る
必
要
か
ら
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
北
伐
開
始
後
に
は
海
豊
県
や
陸
豊
県
で
の
例
外
を
除
き
、
後
方
の
安
寧
確

保
か
ら
一
段
と
抑
制
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
北
伐
の
道
筋
に
あ
る
湖
南
省
や
湖
北
省
の
農
民
運
動
は
、
北
伐
援
助
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
が
）
。

農
業
国
中
国
で
は
、
有
産
階
級
は
多
か
れ
少
な
か
れ
土
地
に
投
資
し
地
主
の
性
格
を
有
し
た
が
、
彼
ら
は
広
東
省
で
は
国
民
党
の
政
治
支

配
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
湖
南
省
や
湖
北
省
で
は
、
国
民
党
が
打
倒
し
よ
う
と
す
る
旧
勢
力
を
支
え
て
い
た
。
か
く
し

て
湖
南
省
や
湖
北
省
の
農
民
運
動
で
は
、
地
主
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
旧
体
制
の
勢
力
基
盤
へ
の
攻
撃
と
な
り
、
国
民
政
府
の
権
力
確
立
と

第 6章
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表
裏
一
体
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
党
に
は
当
初
は
地
主
と
農
民
の
衝
突
を
調
停
す
べ
き
論
拠
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
衝

突
に
伴
い
進
行
す
る
旧
体
制
の
崩
壊
は
、
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
湖
南
省
や
湖
北
省
で
は
、
地
主
た
ち
の
農
民
運
動

へ
の
攻
撃
や
反
感
で
さ
え
も
、
国
民
党
（
共
産
党
を
ふ
く
む
）
と
国
民
革
命
軍
へ
の
敵
対
だ
と
見
な
さ
れ
る
状
況
が
出
現
し
て
い
た
。
北
伐

開
始
後
の
農
民
運
動
の
実
情
を
、
比
較
的
多
く
の
資
料
が
存
在
し
国
共
合
作
を
破
綻
に
導
く
大
問
題
を
惹
起
す
る
湖
南
省
を
中
心
に
見
て

い
こ
う
。
湖
北
省
で
農
民
運
動
が
激
化
す
る
の
は
二
七
年
四
月
以
降
で
あ
り
、
そ
の
展
開
は
お
お
む
ね
湖
南
省
の
状
況
を
踏
襲
す
る
。
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湖
南
農
民
運
動
と
土
豪
劣
紳
の
粛
清

一
九
二
五
年
の
冬
か
ら
国
民
党
省
党
部
の
指
導
の
も
と
に
組
織
的
農
民
運
動
が
開
始
さ
れ
た
が
、
発
展
す
る
の
は
国
民
革
命
軍
の
湖
南

省
占
領
後
で
あ
る
。
湖
南
省
は
二
六
年
八
月
に
国
民
革
命
軍
の
占
領
下
に
お
か
れ
た
が
、
直
ち
に
国
民
党
湖
南
省
第
二
次
代
表
大
会
が
開

催
さ
れ
農
民
運
動
の
擁
護
が
決
議
さ
れ
た
。
こ
の
あ
と
湖
南
の
農
民
運
動
は
飛
躍
的
に
発
展
し
十
一
月
に
は
農
民
協
会
の
会
員
数
は
一
一
一
一

六
万
人
に
達
し
、
翌
二
七
年
六
月
に
は
四
五

O
万
人
と
な
る
。
同
時
期
の
広
東
で
は
会
員
数
は
七

O
万
人
の
頭
打
ち
状
態
で
あ
り
、
湖
南

の
農
民
運
動
が
北
伐
後
に
凄
ま
じ
い
発
展
を
と
げ
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
六
年
十
二
月
に
湖
南
省
第
一
次
農
民
代
表
大
会
が
聞
か
れ
、
数
多
く
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
第
一
番
目
に
置
か
れ
た
の
は
、
「
貧

官
汚
吏
」
と
「
土
豪
劣
紳
」
を
一
掃
す
る
「
鐘
除
貧
官
汚
吏
土
豪
劣
紳
決
議
」
で
あ
っ
た
。
「
貧
官
汚
吏
」
は
、
行
政
官
吏
の
貧
欲
で
汚

職
を
行
う
者
で
あ
る
。
「
土
豪
劣
紳
」
は
土
豪
が
在
地
の
豪
族
で
、
劣
紳
は
郷
紳
の
中
の
劣
っ
た
者
の
意
で
あ
る
。
中
国
語
の
「
土
豪
」

に
は
「
（
田
舎
で
）
財
力
と
権
勢
を
楯
に
人
民
を
圧
迫
す
る
人
物
」
の
意
味
も
あ
る
。
土
豪
と
劣
紳
が
別
に
さ
れ
た
の
は
、
土
豪
が
必
ず
し

も
知
識
人
の
郷
紳
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
決
議
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
貧
官
汚
吏
、
土
豪
劣
紳
は
封
建
社
会
の
産
物
で
、
軍

閥
政
治
の
基
礎
で
あ
る
。
国
民
革
命
勢
力
は
湖
南
で
表
面
上
は
軍
閥
政
治
を
打
倒
し
た
。
し
か
し
そ
の
社
会
的
基
礎
で
あ
る
貧
官
汚
吏
、

土
豪
劣
紳
は
、
ま
だ
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
：
：
：
貧
官
汚
吏
、
土
豪
劣
紳
を
根
本
的
に
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
こ
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そ
国
民
革
命
の
勝
利
は
保
証
さ
れ
、
帝
国
主
義
と
軍
閥
の
基
礎
が
根
本
か
ら
消
滅
す
る
」
。
貧
官
汚
吏
と
土
豪
劣
紳
の
財
産
を
逆
産
没
収

す
る
決
議
も
採
択
さ
れ
た
。

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終鷲

湖
南
省
で
は
農
民
運
動
が
大
発
展
し
た
二
六
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
地
主
の
民
団
が
農
民
協
会
を
攻
撃
し
多
く
の
死
傷
者

が
出
て
い
た
。
「
鐘
除
貧
官
汚
吏
土
豪
劣
紳
決
議
」
は
民
団
の
責
任
者
を
「
土
豪
劣
紳
」
と
し
て
実
名
を
挙
げ
告
発
す
る
が
、
貧
官
汚
吏

は
「
調
査
未
周
、
従
略
〔
省
略
〕
姓
名
」
と
記
さ
れ
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
行
政
官
吏
で
あ
る
「
貧
官
汚
吏
」
の
人
数
は
限
ら

れ
て
い
た
。
彼
ら
は
政
治
権
力
が
交
代
す
れ
ば
職
を
失
う
か
新
体
制
下
で
働
く
か
で
あ
り
、
職
を
失
え
ば
遡
っ
て
「
貧
官
汚
吏
」
と
し
て

告
発
さ
れ
る
可
能
性
は
少
な
く
、
新
体
制
下
で
再
就
職
す
れ
ば
告
発
さ
れ
る
可
能
性
は
よ
り
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
「
土
豪
劣
紳
」

は
、
地
主
・
豪
族
と
い
う
有
産
階
級
全
体
を
対
象
と
す
る
範
鴎
で
あ
り
、
広
汎
な
人
々
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
当
初

は
武
力
で
農
民
運
動
を
弾
圧
す
る
な
ど
の
具
体
的
行
為
を
行
っ
た
人
物
に
冠
せ
ら
れ
て
い
た
「
土
豪
劣
紳
」
が
拡
大
解
釈
さ
れ
、
有
産
階

級
全
体
が
民
衆
を
圧
迫
す
る
財
力
と
権
勢
を
有
す
る
者
と
し
て
、
誰
彼
な
し
に
こ
の
範
鴎
に
分
類
さ
れ
る
危
険
に
お
ち
い
る
。

農
民
協
会
の
土
豪
劣
紳
粛
清
は
、
唐
生
智
の
か
つ
て
の
敵
対
勢
力
へ
の
制
裁
措
置
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
唐
生
智
は
二
六
年
六
月

に
国
民
革
命
軍
に
編
入
さ
れ
る
と
七
月
に
は
国
民
革
命
軍
の
湖
南
進
入
に
呼
応
し
、
呉
細
川
学
に
支
援
さ
れ
た
省
内
の
葉
開
姦
を
駆
逐
し
た
。

そ
し
て
八
月
に
は
湖
南
全
省
を
支
配
下
に
お
い
た
。
唐
生
智
は
湖
南
省
政
府
主
席
お
よ
び
国
民
党
省
委
員
会
執
行
委
員
に
就
任
し
、
毛
沢

東
や
夏
犠
ら
の
湖
南
の
共
産
党
員
と
の
聞
に
も
協
力
関
係
を
打
ち
立
て
た
。
唐
生
智
は
二
七
年
一
月
に
、
逆
産
差
押
え
規
則
と
し
て
「
査

封
（
差
押
え
）
逆
産
弁
法
」
を
提
起
し
、
か
つ
て
の
敵
対
者
へ
の
大
規
模
な
逆
産
没
収
を
開
始
す
る
。
同
時
に
二
七
年
一
月
に
は
湖
南
省
政

府
か
ら
土
豪
劣
紳
を
処
罰
す
る
「
湖
南
省
懲
治
土
豪
劣
紳
暫
行
条
例
」
が
公
布
さ
れ
、
国
民
革
命
へ
の
反
抗
に
と
ど
ま
ら
ず
、
権
勢
を
頼

み
民
衆
に
種
々
の
圧
迫
を
加
え
た
者
は
土
豪
劣
紳
で
あ
り
罪
状
に
応
じ
死
刑
を
含
む
刑
罰
を
加
え
財
産
は
没
収
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た
。

長
沙
に
は
土
豪
劣
紳
告
発
と
処
罰
の
機
関
と
し
て
湖
南
省
審
判
土
豪
劣
紳
特
別
法
廷
が
成
立
し
、
各
県
に
も
同
様
の
組
織
が
作
ら
れ
た
。

特
別
法
廷
は
通
常
は
、
農
民
協
会
、
労
働
組
合
、
国
民
党
党
部
常
任
委
員
、
県
長
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
。
そ
し
て
各
地
で
土
豪
劣
紳
が
粛
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清
さ
れ
は
じ
め
る
。
ち
な
み
に
「
土
豪
劣
紳
」
の
語
は
広
東
省
第
二
次
農
民
代
表
大
会
決
議
（
二
六
年
五
月
）
に
も
見
ら
れ
る
が
、
広
東
省

の
土
豪
劣
紳
粛
清
は
海
豊
県
と
陸
豊
県
で
の
例
外
を
除
き
、
国
共
合
作
中
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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土
豪
劣
紳
粛
清
の
実
態

土
豪
劣
紳
の
粛
清
は
、
国
民
政
府
の
政
治
支
配
確
立
に
必
要
な
政
策
で
も
あ
っ
た
。
国
民
政
府
は
二
七
年
二
月
に
「
反
革
命
罪
条
例
」

を
公
布
し
、
国
民
政
府
へ
の
敵
対
に
死
刑
と
財
産
没
収
で
臨
む
姿
勢
を
示
し
た
が
、
三
月
の
国
民
党
二
期
三
中
全
会
の
席
上
で
は
孫
科
が

全
国
規
模
で
の
土
豪
劣
紳
粛
清
の
必
要
を
公
言
し
て
い
た
。
財
政
難
の
武
漢
国
民
政
府
に
は
、
逆
産
没
収
の
名
に
よ
る
土
豪
劣
紳
か
ら
の

財
産
没
収
は
、
財
政
補
填
の
手
段
で
あ
っ
た
。
四
月
下
旬
に
、
武
漢
の
国
民
党
と
共
産
党
は
大
地
主
の
土
地
没
収
を
盛
り
込
ん
だ
土
地
問

題
解
決
の
草
案
を
作
成
し
た
が
（
公
布
さ
れ
ず
）
、
背
景
に
は
財
政
補
填
の
緊
急
性
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
問
題
は
土
豪
劣
紳
の
判
定

を
如
何
に
厳
密
に
行
う
か
で
あ
っ
た
。

3 土
豪
劣
紳
の
要
素
に
は
旧
勢
力
と
の
関
わ
り
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
権
勢
を
頼
み
民
衆
に
種
々
の
圧
迫
を
加
え
た
と
い
う
基
準
が
拡
大

解
釈
さ
れ
た
。
そ
し
て
国
民
党
に
も
共
産
党
に
も
整
備
さ
れ
た
地
方
組
織
の
系
統
が
存
在
せ
ず
、
土
豪
劣
紳
の
判
定
と
処
分
は
共
産
党
員

が
支
配
す
る
農
民
協
会
や
国
民
党
の
下
級
党
部
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
地
方
の
資
産
家
や
名
望
家
が
誰
彼
な
く
土
豪
劣
紳

に
さ
れ
、
財
産
没
収
と
死
刑
に
さ
ら
さ
れ
る
危
機
に
直
面
す
る
。
こ
の
大
混
乱
に
対
し
、
湖
南
の
支
配
者
の
唐
生
智
も
、
湖
南
、
湖
北
、

江
西
を
勢
力
下
に
お
く
武
漢
国
民
政
府
も
、
有
効
な
手
だ
て
を
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
当
初
は
政
治
支
配
確
立
の
必
要
か
ら
土
豪
劣
紳
の

粛
清
路
線
を
容
認
し
、
責
任
の
一
半
を
有
し
た
か
ら
で
あ
る
。

農
民
協
会
と
国
民
党
の
下
級
党
部
が
組
織
系
統
の
不
備
か
ら
混
乱
し
て
い
た
状
況
は
、
共
産
党
中
央
の
以
下
の
二
つ
の
指
令
に
明
ら
か

で
あ
る
。
（
〉
内
は
資
料
編
纂
者
の
注
記
。
〔
〕
内
は
筆
者
。

）
内
は
原
文
。
〈

「
我
々
の
党
〔
共
産
党
〕
は
、
国
民
党
の
農
村
〔
原
文
は
郷
村
〕
党
部
の
〔
中
の
〕
党
と
団
〔
共
産
党
と
共
産
主
義
青
年
団
〕
の
作
用
を
通
じ
て
、
農



民
協
会
と
自
治
機
関
の
工
作
を
指
揮
し
て
き
た
」
｜
中
央
通
告
農
字
第
八
号
〈
六
月
十
四
日
〉
｜
｜
。
「
農
民
協
会
の
現
在
の
最
も
危
険
な

病
状
は
、
本
党
が
多
く
の
場
合
に
党
の
指
導
力
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
：
：
：
農
民
協
会
組
織
の
成
分
〔
貧
農
、
中
農
な
ど
の
階
級
〕
と

農
民
協
会
機
関
〔
各
級
の
農
民
協
会
〕
の
成
分
の
正
確
な
考
査
が
欠
け
て
い
る
。
：
：
：
農
民
協
会
の
会
員
数
や
武
装
農
民
の
数
も
十
分
に
把

握
で
き
て
い
な
い
。
：
：
：
努
力
し
て
共
産
党
の
党
と
団
の
工
作
を
整
頓
し
、
農
民
協
会
の
中
の
党
と
団
は
、
党
と
団
の
機
関
（
党
の
各
級
委

員
会
）
と
密
接
な
関
係
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
：
：
：
こ
う
し
て
こ
そ
始
め
て
正
確
な
指
導
の
準
備
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
｜
｜
中
央

通
告
農
字
第
五
号
〈
六
月
初
〉
｜
｜
。

再
び
湖
南
省
に
焦
点
を
当
て
る
。
湖
南
省
で
農
民
協
会
が
絶
対
的
権
力
を
振
る
っ
た
事
実
は
、
二
七
年
三
月
末
の
毛
沢
東
「
湖
南
農
民

運
動
考
察
報
告
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。
「
有
士
必
豪
」
（
土
地
を
持
つ
者
は
豪
族
す
な
わ
ち
土
豪
）
が
唱
え
ら
れ
、
長
い
着
物
を
着
て
い
る
だ

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終駕

け
で
劣
紳
扱
い
さ
れ
た
と
い
う
が
、
土
豪
劣
紳
の
拡
大
解
釈
が
横
行
し
た
こ
と
を
示
す
。
毛
沢
東
は
農
民
協
会
に
よ
る
死
刑
執
行
の
事
実

を
記
す
が
、
財
産
没
収
に
つ
い
て
は
罰
金
や
寄
付
の
強
要
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、
二
七
年
六
月
の
共
産
党
中
央
の
一

連
の
内
部
通
達
は
、
「
財
物
の
均
分
」
、
「
田
地
、
財
産
の
均
分
」
と
述
べ
財
産
没
収
の
事
実
を
記
す
が
、
死
刑
の
執
行
を
記
述
し
な
い
。

こ
の
相
違
は
立
場
の
違
い
に
よ
る
。
毛
沢
東
は
処
刑
と
い
う
極
限
状
況
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
で
状
況
全
体
の
肯
定
を
促
し
た
。
こ

れ
に
対
し
農
民
運
動
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
共
産
党
中
央
は
財
産
没
収
と
い
う
修
復
可
能
な
行
為
に
の
み
言
及
し
、
処
刑
と
い
う
取
り
返

し
の
付
か
な
い
状
況
へ
の
言
及
を
避
け
た
。
処
刑
禁
止
の
通
達
を
だ
せ
ば
、
状
況
の
全
否
定
に
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

蒋
永
敬
は
、
湖
南
省
財
政
局
長
が
二
六
年
十
二
月
に
武
漢
の
聯
席
会
議
で
行
っ
た
「
報
告
」
や
二
七
年
八
月
に
湖
南
で
刊
行
さ
れ
た
作

者
不
明
の
『
共
産
党
禍
湘
紀
略
』
の
記
事
を
引
用
し
、
「
殺
裁
の
横
行
し
た
」
湖
南
の
状
況
を
記
述
し
て
い
る
。
湖
南
省
を
中
心
と
す
る

各
地
の
深
刻
な
状
況
は
、
二
七
年
五
月
二
日
の
第
十
七
次
国
民
党
政
治
委
員
会
の
討
議
に
集
約
的
に
見
ら
れ
初
。
（
）
内
は
原
文
。
段
落
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〕
内
は
筆
者
。

の
設
定
と
〔
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現
在
、
各
地
の
県
党
部
と
農
民
協
会
は
自
由
に
人
を
逮
捕
し
、
死
刑
を
執
行
し
て
い
る
。
将
来
は
お
そ
ら
く
、
死
亡
の

迂
精
衛



統
計
さ
え
調
査
が
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
討
論
の
必
要
が
あ
る
。

徐
謙
〔
武
漢
国
民
政
府
可
法
部
長
〕

中
央
の
統
一
指
揮
が
な
け
れ
ば
国
民
革
命
で
は
な
く
、

一
種
の
暴
動
に
過
ぎ
な
い
。
国
民
革
命

1

の
中
で
民
衆
が
突
出
し
て
暴
動
と
な
る
こ
と
は
免
れ
な
い
が
〔
以
上
は
要
約
〕
、
中
央
の
指
揮
と
政
府
の
法
令
を
守
ら
ね
ば
革
命
の
弱

点
、
が
現
れ
て
し
ま
う
。

目
下
の
と
こ
ろ
各
県
の
党
部
と
労
働
組
合
と
農
民
協
会
は
、
常
に
工
賊
〔
労
働
運
動
へ
の
敵
対
者
〕
と
土
豪
劣
紳
を
銃
殺
し
て
い
る
。

工
賊
と
土
豪
劣
紳
は
法
律
で
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
重
い
罪
と
軽
い
罪
を
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
量
刑
は
法
律
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
ず
死
刑
執
行
は
政
府
の
命
令
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
律
に
関
し
て
政
府
は
反
革
命
罪
条
例
、
審
判
土
豪
劣
紳
条
例
、

武
漢
保
安
条
例
を
公
布
し
た
。
審
判
機
関
に
は
革
命
軍
事
裁
判
所
、
審
判
土
豪
劣
紳
委
員
会
、
武
漢
保
安
委
員
会
が
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
機
関
に
は
審
判
権
が
あ
る
だ
け
で
死
刑
執
行
の
権
限
は
無
い
。
死
刑
執
行
の
案
件
は
政
府
に
報
告
し
そ
の
日
調
査
と
許
可
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
革
命
の
権
威
は
集
中
で
き
る
。
私
は
〔
以
下
の
条
例
を
設
け
〕
民
衆
団
体
と
民
衆
の
自

由
な
死
刑
執
行
を
禁
止
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
採
決
を
求
め
る
。

川
公
布
さ
れ
た
条
例
が
死
刑
判
決
は
政
府
に
報
告
し
そ
の
調
査
と
許
可
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
審
判

機
関
が
報
告
な
し
に
死
刑
を
執
行
し
た
も
の
は
そ
の
委
員
会
を
解
散
し
別
の
委
員
会
を
組
織
す
る
。

凶
公
布
さ
れ
た
条
例
が
死
刑
判
決
に
関
し
政
府
へ
の
報
告
と
そ
の
調
査
お
よ
び
許
可
の
必
要
を
規
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、

〔
そ
の
条
例
に
〕
「
国
民
政
府
あ
る
い
は
省
政
府
に
報
告
し
そ
の
調
査
と
許
可
の
も
と
に
執
行
す
る
。
湖
北
省
の
死
刑
判
決
は
国
民

政
府
に
報
告
し
そ
の
調
査
と
許
可
の
も
と
行
う
」
と
の
規
定
を
追
加
す
る
。

同
本
条
例
が
公
布
さ
れ
た
あ
と
、
各
地
へ
の
郵
便
到
着
の
所
要
日
時
を
周
知
期
間
と
し
、
そ
の
期
間
を
す
ぎ
て
民
衆
団
体
や
民

衆
が
勝
手
に
銃
殺
を
行
っ
た
場
合
、
指
揮
し
た
民
衆
団
体
は
即
刻
に
解
散
し
別
の
団
体
を
組
織
す
る
。
個
人
が
銃
殺
を
指
揮
し

た
場
合
は
殺
人
罪
に
問
う
が
、
通
常
の
殺
人
罪
に
比
べ
罪
二
等
を
減
じ
る
。



林
祖
滴
〔
湖
南
出
身
の
共
産
党
員
〕

湖
南
の
土
豪
劣
紳
は
す
で
に
四
、
五
十
人
を
処
分
し
た
。

迂
精
衛

四
、
五
十
人
？
〔
そ
ん
な
に
少
な
い
の
か
と
い
う
反
語
口
調
を
初
併
さ
せ
る
〕

こ
の
四
、
五
十
人
に
関
し
て
は
、
湖
南
の
輿
論
は
寛
罪
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
死
刑
の
執
行
は
中
央
に
よ
り
行

わ
れ
る
べ
き
だ
が
、
民
衆
団
体
に
逮
捕
は
で
き
な
い
の
か
？

林
祖
酒

以
前
の
広
東
で
は
、
省
港
ス
ト
ラ
イ
キ
委
員
会
は
反
動
〔
的
人
物
〕
に
対
し
て
も
処
罰
す
る
だ
け
で
銃
殺
な
ど
に
は
し
な

か
っ
た
。
現
在
は
ひ
ど
す
ぎ
る
。
県
党
部
は
み
な
人
を
殺
せ
る
。

迂
精
衛

（
林
祖
渦
退
席
）
〔
こ
れ
以
上
の
議
論
を
続
け
る
と
不
利
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
〕

呉
玉
章
〔
四
川
出
身
の
共
産
党
員
〕

林
〔
祖
泊
〕
同
志
が
質
問
し
た
こ
と
だ
が
、
民
衆
団
体
は
〔
土
豪
劣
紳
を
〕
逮
捕
し
て
送
っ
て
く
る
こ

武漢国民政府の崩壊と第一次回共合作の終鷲

と
は
で
き
な
い
の
か
？

迂
精
衛

犯
罪
の
動
か
ぬ
証
拠
が
あ
れ
ば
逮
捕
し
て
送
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
る
。

現
行
犯
は
誰
で
も
逮
捕
で
き
る
。

徐
謙

議
長
〔
語
平
山
、
共
産
党
員
｜
｜
武
漢
国
民
政
府
農
政
部
長
〕

徐
〔
謙
〕
同
志
の
提
出
し
た
条
例
は
、
先
ず
何
人
か
の
審
査
に
付
す
べ
き

で
あ
る
。

迂
精
衛

提
案
者
と
玉
章
〔
呉
玉
章
〕
、
公
博
〔
陳
公
博
〕
、
平
山
〔
語
平
山
〕
同
志
の
審
査
に
付
す
。

決
議
｜
｜
通
過
。

こ
の
あ
と
五
月
九
日
の
第
十
九
次
政
治
委
員
会
で
自
由
な
処
刑
を
禁
止
す
る
条
例
が
定
ま
り
、
各
地
に
訓
令
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
。
ま
た
反
革
命
事
件
処
罰
の
指
揮
統
一
の
た
め
、
軍
事
委
員
会
が
鎮
圧
権
を
行
使
し
、
革
命
軍
事
裁
判
所
が
審
判
権
を
行
使

第 6章

す
る
と
い
う
執
行
体
制
の
整
備
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
死
刑
執
行
の
横
行
は
湖
南
省
や
湖
北
省
に
止
ま
ら
ず
、
江
西
省
や
武
漢
国
民
政

府
の
勢
力
が
進
出
し
つ
つ
あ
っ
た
河
南
省
に
ま
で
波
及
し
て
い
た
。
第
十
九
次
政
治
委
員
会
で
は
、
江
西
省
の
九
江
人
民
審
判
委
員
会
か

187 



ら
の
死
刑
判
決
の
承
認
要
請
に
対
し
、
不
承
認
の
う
え
江
西
省
政
府
に
管
轄
を
移
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
河
南
省
柳
林
県
党

部
に
よ
る
二
十
四
名
の
土
豪
劣
紳
処
刑
が
報
告
さ
れ
、
国
民
革
命
軍
の
政
治
部
を
通
じ
た
指
導
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
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五
月
十
二
日
の
第
二
十
次
政
治
委
員
会
に
は
、
湖
南
省
の
国
民
党
省
党
部
を
代
表
し
て
共
産
党
員
の
熊
亨
輸
が
出
席
し
湖
南
省
の
状
況

を
報
告
し
た
。
熊
亨
翰
は
土
豪
劣
紳
の
処
罰
に
関
し
、
党
中
央
の
訓
令
に
基
づ
き
民
衆
団
体
に
よ
る
逮
捕
と
処
刑
を
抑
制
し
て
い
る
と
弁

明
し
た
が
、
反
動
派
の
攻
撃
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
反
革
命
罪
の
処
置
に
国
民
政
府
の
調
査
と
批
准
が
必
要
だ
と
規
定
す

る
の
は
、
理
論
上
は
当
然
だ
が
客
観
的
事
実
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
。
中
央
に
何
ら
か
の
援
護
手
段
を
講
じ
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て

い
る
。
腕
曲
な
表
現
で
、
状
況
が
手
の
付
け
ら
れ
な
い
段
階
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
熊
亨
翰
報
告
か
ら
四

日
後
の
五
月
十
六
日
の
第
二
十
一
次
政
治
委
員
会
の
席
上
に
、
（
湖
南
省
の
）
厘
金
局
長
が
人
民
団
体
に
銃
殺
さ
れ
た
報
告
が
到
着
し
た
。

以
下
は
こ
の
報
告
に
対
す
る
政
治
委
員
会
で
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
〔

〕
内
は
筆
者
。

何
と
い
う
団
体
が
銃
殺
し
た
の
か
。

主
席
〔
在
精
衛
〕
新
化
人
民
紀
念
五
月
紅
色
周
年
大
会
〔
五
月
一
日
の
メ
ー
デ
ー
記
念
の
団
体
か
？
〕
。

臨
時
の
団
体
だ
。

孫
科

孫、
科

主
席
〔
在
精
衛
〕

話
に
な
ら
ん
！

湖
南
省
政
府
に
返
電
を
打
ち
、
責
任
者
の
逮
捕
と
法
に
基
づ
き
処
罰
さ
せ
よ
。

決
議
｜
｜
通
過
。

孫
科

五
月
十
六
日
の
第
二
十
一
次
政
治
委
員
会
で
は
、
国
民
党
漢
陽
県
党
部
と
労
働
組
合
が
行
っ
た
逆
産
没
収
が
、
漢
陽
県
長
や
商
民
協
会

代
表
列
席
の
も
と
に
審
理
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
政
治
委
員
会
は
「
退
却
政
策
」
の
実
を
示
す
べ
く
、
漢
陽
県
党
部
の
謁
責
と
没
収
財
産

の
返
還
を
決
議
し
て
い
た
。
こ
の
席
上
に
到
着
し
た
湖
南
か
ら
の
報
せ
は
、
「
退
却
政
策
」
に
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
る
以
外
の
何
者
で
も

な
か
っ
た
。
以
上
の
状
況
下
に
、
農
民
協
会
と
軍
隊
が
衝
突
す
る
「
馬
日
事
変
」
が
五
月
二
十
一
日
に
湖
南
省
の
長
沙
で
発
生
す
る
。



第
四
節
国
共
合
作
崩
壊
へ
の
道

1

反
乱
の
前
奏

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終鷲

馬
日
事
変
の
発
生
よ
り
早
く
、
五
月
十
三
日
に
は
湖
北
省
西
部
に
駐
屯
す
る
国
民
革
命
軍
独
立
第
十
四
師
の
夏
斗
寅
が
共
産
党
粛
清
を

唱
え
、
南
京
国
民
政
府
の
支
持
の
も
と
に
武
漢
国
民
政
府
に
反
乱
を
起
こ
し
た
。
し
か
し
五
月
十
九
日
に
は
鎮
圧
さ
れ
、
夏
斗
寅
は
南
京

側
に
吸
収
さ
れ
問
。
李
雲
漢
や
蒋
永
敬
は
、
こ
の
反
乱
は
「
労
働
運
動
と
農
民
運
動
の
暴
走
」
へ
の
抗
議
で
あ
り
、
対
応
に
苦
慮
し
た
武

漢
国
民
政
府
は
事
件
の
深
刻
な
性
質
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。
夏
斗
寅
が
「
通
電
」
を
発
し
て
労
働
運
動
と
農
民
運
動
の
激
化

を
「
暴
民
政
治
」
と
非
難
し
、
共
産
党
員
と
徐
謙
や
郵
演
達
ら
の
国
民
党
員
の
排
除
を
訴
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
政
治
主
張
を

述
べ
た
て
る
の
は
反
乱
の
際
の
お
定
ま
り
の
行
動
で
あ
り
、
す
ぐ
に
南
京
側
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
夏
斗
寅
の
反
乱
は
南
京
側
の
買

収
工
作
を
受
け
入
れ
た
た
め
だ
と
考
え
る
の
が
「
当
時
の
常
識
」
で
あ
る
。
夏
斗
寅
の
独
立
第
十
四
師
の
政
治
委
員
を
務
め
た
経
歴
を
持

つ
包
恵
僧
（
共
産
党
員
）
が
説
得
に
派
遣
さ
れ
克
明
な
回
想
記
録
を
残
し
て
い
る
が
、
反
乱
が
労
働
運
動
と
農
民
運
動
へ
の
抗
議
で
あ
っ
た

と
い
う
記
述
は
な
く
、
夏
斗
寅
と
唐
生
智
と
の
反
目
が
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

李
雲
漢
や
蒋
永
敬
の
記
述
に
は
脚
色
が
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
李
雲
漢
は
も
と
の
文
脈
と
は
異
な
る
文
脈
で
五
月
十
八
日
の
第
二

』
が
在
精
衛
発
言
か
ら
の
引
用
部
分
。
〔

」
は
李
雲
漢
の
記
述
部
分
。
『

十
二
次
政
治
委
員
会
で
の
在
精
衛
発
言
を
引
用
す
る
。
「

内
は
筆
者
。

¥.......J 

「
、
在
兆
銘
〔
涯
精
衛
〕
は
政
治
委
員
会
会
議
の
席
上
で
意
気
阻
喪
し
、
『
夏
斗
寅
の
こ
と
で
市
場
が
大
混
乱
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
新
聞

に
報
道
し
な
け
れ
ば
人
心
は
さ
ら
に
恐
慌
を
き
た
す
。
明
日
は
新
聞
に
発
表
し
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
省
と
市
の
両
党
部
に
よ
る
宣
伝
〔
情

宣
〕
工
作
を
行
う
』
と
述
べ
て
い
る
」
。
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李
雲
漢
の
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
、
在
精
衛
は
慌
て
ふ
た
め
き
事
実
を
隠
そ
う
と
し
た
が
止
む
な
く
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、

で
あ
ろ



ぅ
。
し
か
し
在
精
衛
発
言
の
前
後
に
は
、
引
用
さ
れ
て
い
な
い
葬
延
間
、
涯
精
衛
、
子
樹
徳
の
発
言
が
存
在
す
問
。
以
下
、
関
連
す
る
発

一
口
の
み
を
連
続
し
て
示
し
介
在
す
る
発
言
は
省
略
し
た
。
〔
〕
内
は
筆
者
。
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〔
前
略
〕
本
日
の
飛
行
機
の
偵
察
で
は
、
反
乱
軍
は
〔
中
略
〕
五
、
六
百
人
で
〔
中
略
〕
、
す
で
に
葉
挺
が
兵
を
率
い
て
接
近
し

包
囲
の
形
式
を
と
っ
た
。
お
そ
ら
く
三
日
以
内
に
完
全
に
討
伐
で
き
る
。

謹
延
闇

迂
精
衛

〔
李
雲
漢
の
『
引
用
部
分
』
〕

迂
精
衛

今
回
の
変
動
は
小
事
に
す
ぎ
ず
、
人
心
鎮
静
の
工
作
は
省
と
市
の
党
部
が
や
れ
ば
よ
い
。

要
す
る
に
、
彼
ら
は
誇
変
〔
通
常
の
軍
隊
の
反
乱
〕
し
た
の
だ
。

干
樹
徳
〔
共
産
党
員
〕

迂
精
衛

宣
伝
〔
情
宣
〕
が
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
夏
斗
寅
を
持
ち
上
げ
て
し
ま
う
。

李
雲
漢
が
引
用
し
た
涯
精
衛
発
言
の
真
意
は
、
も
と
の
文
脈
で
は
「
大
し
た
こ
と
は
な
い
が
黙
っ
て
い
る
と
却
っ
て
よ
く
な
い
の
で
発

表
し
よ
う
」
で
あ
る
。
そ
し
て
在
精
衛
は
「
意
気
阻
喪
」
な
ど
し
て
い
な
い
。

夏
斗
寅
の
反
乱
は
軍
事
的
に
制
圧
す
る
こ
と
で
決
着
が
つ
い
た
。
し
か
し
続
く
馬
日
事
変
は
農
村
部
の
大
混
乱
へ
の
武
漢
国
民
政
府
体

制
内
部
か
ら
の
深
刻
な
抗
議
で
あ
り
、
全
局
面
の
動
向
を
左
右
し
た
。

2 

馬
日
事
変
の
発
生

五
月
二
十
一
日
に
湖
南
省
の
省
都
の
長
沙
で
、
国
民
革
命
軍
独
立
第
三
十
三
団
の
許
克
祥
が
第
三
十
五
軍
の
部
隊
と
協
同
し
て
省
農
民

協
会
な
ど
を
攻
撃
し
、
監
禁
中
の
「
土
豪
劣
紳
」
を
釈
放
し
た
。
農
民
自
衛
軍
と
労
働
者
糾
察
隊
の
武
装
も
解
除
さ
れ
た
。
馬
は
数
字
の

二
十
一
を
あ
ら
わ
す
韻
字
で
あ
り
、
馬
日
事
変
と
称
さ
れ
る
。
五
月
二
十
八
日
に
許
克
祥
ら
は
中
国
国
民
党
湖
南
救
党
委
員
会
を
組
織
し
、

新
た
な
国
民
党
省
党
部
と
し
た
。
事
変
の
背
後
に
は
武
漢
に
駐
屯
中
の
第
三
十
五
軍
軍
長
の
何
鍵
（
湖
南
出
身
）
が
存
在
し
が
）
。
唐
生
智
の

部
下
の
何
鍵
は
二
七
年
の
二
月
に
第
八
軍
第
二
師
の
師
長
か
ら
新
編
成
の
第
三
十
五
軍
軍
長
に
昇
進
し
、
唐
生
智
は
武
漢
国
民
政
府
の
軍



事
力
の
要
で
あ
っ
た
。
馬
日
事
変
は
武
漢
国
民
政
府
の
根
幹
に
亀
裂
を
走
ら
せ
た
。
事
変
の
報
告
は
北
伐
の
前
線
に
い
た
唐
生
智
か
ら
の

電
報
に
よ
り
、
二
十
四
日
に
武
漢
に
到
着
し
た
。
翌
日
の
第
二
十
四
次
政
治
委
員
会
は
、
語
平
山
と
陳
公
博
ら
五
名
を
長
沙
に
派
遣
し
湖

南
省
党
部
と
省
政
府
を
指
揮
し
て
事
変
の
調
査
と
処
理
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
事
態
を
重
視
し
た
ボ
ロ
ジ
ン
も
同
行
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
ら
は
二
十
六
日
に
長
沙
に
向
け
て
出
発
し
た
が
、
途
中
の
岳
州
で
許
克
祥
ら
の
態
度
が
強
硬
な
こ
と
が
判
明
し

（
ボ
ロ
ジ
ン
た
ち
一
行
の
逮
捕
と
銃
殺
を
要
請
す
る
許
克
祥
か
ら
の
電
報
が
岳
州
駐
屯
の
部
隊
に
到
着
し
て
い
た
と
い
う
）
、
や
む
な
く
武

漢
に
引
き
返
し
た
。
か
く
し
て
唐
生
智
が
出
馬
し
て
事
変
解
決
が
は
か
ら
れ
る
。

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終鷲

馬
日
事
変
直
後
に
唐
生
智
は
国
民
党
軍
事
委
員
会
に
打
電
し
、
事
変
解
決
の
条
件
を
提
案
し
て
い
た
。
①
国
民
政
府
支
持
、
②
ソ
連
と

の
連
合
、
③
労
働
組
合
と
農
民
協
会
を
支
持
す
る
、
④
押
収
さ
れ
た
武
器
を
労
働
者
と
農
民
の
糾
察
隊
に
返
還
す
る
、
⑤
蒋
介
石
と
張
作

震
に
反
対
す
る
、
⑥
北
伐
を
継
続
す
る
、
で
あ
る
。
以
上
の
条
件
か
ら
は
唐
生
智
権
力
の
構
成
要
素
が
見
て
取
れ
る
。
六
月
三
日
に
は
唐

生
智
の
部
下
の
周
欄
が
軍
隊
と
労
農
団
体
の
双
方
を
抑
制
す
る
た
め
長
沙
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
不
調
に
終
わ
る
。
そ
の
結
果
、
六
月
十
三

日
の
政
治
委
員
会
第
二
十
八
次
会
議
で
、
唐
生
智
に
全
権
を
委
任
し
た
事
件
解
決
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
は
直
前
の
軍
事
委
員
会
で
、

唐
生
智
、
毛
沢
東
、
語
延
間
、
程
潜
ら
湖
南
出
身
者
と
在
精
衛
が
協
議
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

3 

馬
日
事
変
の
真
相

事
変
直
後
の
国
民
党
政
治
委
員
会
で
、
湖
南
の
当
事
者
た
ち
が
行
っ
た
二
つ
の
報
告
が
あ
る
。
裁
判
で
の
証
言
に
等
し
く
、
馬
日
事
変

の
多
く
の
資
料
の
中
で
も
第
一
に
依
拠
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
は
じ
め
に
取
り
上
げ
る
彰
瑞
初
の
報
告
は
、
六
月
十
三
日
に
唐
生
智
へ
の

全
権
委
任
が
決
定
さ
れ
る
直
前
の
第
二
十
八
次
政
治
委
員
会
の
席
上
で
行
わ
れ
、
彰
瑞
初
は
許
克
祥
ら
の
処
罰
を
求
め
武
漢
に
来
て
い
た

第6章

湖
南
省
・
市
・
県
党
部
お
よ
び
民
衆
団
体
請
願
代
表
団
の
代
表
で
あ
っ
た
。
彰
瑞
初
は
労
農
運
動
を
積
極
的
に
擁
護
し
て
お
り
共
産
党
員

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
報
告
に
先
立
ち
、
彰
瑞
初
か
ら
七
項
目
の
請
願
が
国
民
党
中
央
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
①
許
克
祥
の
討
伐
令

191 



を
出
す
、
②
湖
南
省
党
部
の
回
復
、
③
唐
生
智
の
湖
南
へ
の
復
帰
、
④
許
克
祥
ら
の
銃
殺
、
⑤
湖
南
の
偽
省
党
部
を
解
散
す
る
、
⑥
湖
南

省
総
工
会
の
回
復
、
⑦
殉
難
者
へ
の
救
援
。

彰
瑞
初
の
報
告
と
政
治
委
員
会
の
対
応
を
要
約
し
て
紹
介
し
、
他
の
資
料
と
も
対
照
し
事
変
の
真
相
を
考
え
て
み
る
。
段
落
の
設
定
、

①
、
②
、
③
の
数
字
、
〔
〕
内
は
筆
者
。
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湖
南
の
農
民
と
労
働
者
の
運
動
に
幼
稚
な
欠
点
は
あ
る
が
、
①
絶
対
に
党
と
政
府
の
指
導
下
に
活
動
し
て
き
た
。
②
北

伐
に
必
要
な
軍
用
米
の
供
出
も
、
湖
南
省
内
で
の
消
費
量
を
減
ら
す
無
理
を
し
て
中
央
の
命
令
に
従
っ
て
き
た
。
③
反
動
派
が
革
命

軍
人
の
家
族
を
騒
が
せ
責
任
を
農
民
協
会
と
労
働
組
合
〔
原
文
は
「
農
工
団
体
」
〕
に
転
嫁
し
た
。
当
初
は
彼
ら
を
全
力
で
鎮
圧
で
き
た

が
、
夏
斗
寅
の
反
乱
以
後
は
謡
言
が
飛
び
交
い
手
だ
て
が
な
く
な
り
、
数
日
後
つ
い
に
二
十
一
日
の
大
虐
殺
〔
馬
日
事
変
〕
を
引
き
起

こ
し
た
。
こ
の
あ
と
白
色
テ
ロ
が
拡
大
し
、
一
万
人
近
く
の
死
者
が
出
て
い
る
。
中
央
が
許
克
祥
を
鎮
圧
せ
ず
事
態
を
放
置
し
て
い

る
の
で
、
湖
南
の
民
衆
は
多
少
な
り
と
も
中
央
に
対
し
失
望
し
て
い
る
。

初
め
に
、
③
の
軍
人
家
族
へ
の
迫
害
か
ら
考
え
て
み
る
。
彰
瑞
初
の
入
場
に
先
立
ち
、
第
二
十
八
次
政
治
委
員
会
で
は
狂
精
衛
が
直
前

の
軍
事
委
員
会
で
の
協
議
内
容
を
報
告
し
た
。
注
精
衛
は
、
毛
沢
東
が
農
民
協
会
の
軍
人
家
族
迫
害
を
認
め
、
原
因
を
国
民
党
も
共
産
党

も
眼
中
に
な
い
会
党
の
寄
老
会
が
農
民
協
会
を
牛
耳
る
事
実
に
求
め
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
狂
精
衛
に
は
毛
沢
東
の
発
言
を
脚
色
す
る
必

要
は
な
く
、
毛
沢
東
の
発
言
は
湖
南
の
状
況
を
熟
知
す
る
人
物
の
言
葉
と
し
て
重
み
を
持
つ
。
毛
沢
東
は
二
七
年
三
月
の
「
湖
南
農
民
運

動
考
察
報
告
」
で
、
農
民
協
会
の
基
層
組
織
（
郷
農
民
協
会
）
の
中
心
を
、
「
緑
色
の
長
い
上
着
を
着
て
い
る
者
」
（
長
い
上
着
は
農
民
の
衣

服
で
は
な
い
）
、
「
賭
博
や
麻
雀
を
打
つ
者
」
（
本
業
の
な
い
や
く
ざ
者
）
と
表
現
し
た
が
、
彼
ら
を
貧
農
や
赤
貧
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し

彰
瑞
初

内
部
の
報
告
で
は
会
党
の
存
在
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

農
民
協
会
に
会
党
分
子
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
共
産
党
中
央
も
認
め
て
い
た
。
特
に
湖
南
で
は
清
朝
末
期
の
一
九

0
0年
代
を
通
じ
、

寄
老
会
を
中
心
と
す
る
会
党
が
同
盟
会
と
連
絡
し
、
清
朝
打
倒
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
大
規
模
な
武
装
蜂
起
を
敢
行
し
て
い
が
）
。
会
党
の
勢
力



が
こ
の
あ
と
も
温
存
さ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
北
伐
に
よ
る
旧
体
制
の
崩
壊
と
軌
を
一
に
し
た
要
因
も
あ
る
が
、
湖
南
農
民

運
動
の
爆
発
的
発
展
と
秩
序
破
壊
の
す
さ
ま
じ
さ
は
、
農
民
運
動
が
寄
老
会
な
ど
の
旧
来
の
民
衆
組
織
と
重
な
っ
て
拡
大
し
た
結
果
だ
と

（
削
）

考
え
ら
れ
る
。
蒋
永
敬
は
、
毛
沢
東
が
寄
老
会
の
存
在
を
肯
定
し
た
の
は
混
乱
の
責
任
を
寄
老
会
に
転
嫁
す
る
た
め
だ
と
述
べ
、
そ
れ
以

上
の
論
及
を
避
け
る
。
農
民
運
動
が
共
産
党
に
も
制
御
で
き
な
か
っ
た
事
実
は
、
共
産
党
員
が
政
権
奪
取
の
た
め
農
民
運
動
を
激
化
さ
せ

た
と
い
う
蒋
永
敬
の
主
張
へ
の
反
証
と
な
り
、
論
及
を
避
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

農
民
協
会
の
軍
人
家
族
へ
の
迫
害
は
寄
老
会
の
存
在
如
何
に
よ
ら
ず
、
無
差
別
に
土
豪
劣
紳
を
告
発
す
れ
ば
軍
人
の
家
族
が
告
発
さ
れ

る
の
は
必
然
で
あ
り
、
土
地
の
没
収
さ
え
行
わ
れ
た
。
第
二
十
次
政
治
委
員
会
（
五
月
十
二
日
）
で
通
過
し
混
乱
を
恐
れ
公
布
が
控
え
ら
れ

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終意

た
革
命
軍
人
土
地
保
障
法
条
例
が
、
急
転
直
下
に
五
月
十
六
日
の
第
二
十
一
次
政
治
委
員
会
で
適
用
が
決
定
さ
れ
、
司
法
部
長
の
徐
謙
は

（

m）
 

軍
人
家
族
の
土
地
没
収
状
況
を
速
や
か
に
調
査
し
軍
人
本
人
か
ら
も
申
告
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
。
馬
日
事
変
直
後
の
「
共
産
党
中

央
政
治
局
決
定
」
（
五
月
二
十
五
日
）
も
、
問
題
解
決
の
条
件
に
軍
人
の
没
収
産
業
（
産
業
と
は
土
地
や
家
屋
な
ど
の
不
動
産
）
の
全
面
返
還
を

挙
げ
て
い
る
。

以
上
い
ず
れ
の
資
料
も
、
反
動
派
が
革
命
軍
人
の
家
族
を
騒
が
せ
責
任
を
農
民
協
会
と
労
働
組
合
に
転
嫁
し
た
と
い
う
、
彰
瑞
初
の
報

告
を
覆
す
。

次
に
①
の
、
湖
南
の
農
民
と
労
働
者
は
絶
対
に
党
と
政
府
の
指
導
下
に
活
動
し
て
き
た
と
い
う
説
明
は
、
、
在
精
衛
か
ら
反
論
さ
れ
た
。

狂
精
衛
は
「
中
央
が
：
：
：
適
切
な
時
期
ま
で
公
布
を
保
留
す
る
と
決
定
し
た
土
地
問
題
決
議
案
が
五
月
中
旬
の
『
長
沙
日
報
』
に
国
共
両

党
聯
席
会
議
の
名
で
公
布
さ
れ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
質
問
し
た
。
質
問
は
彰
瑞
初
を
難
詰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
農
民
と
労
働

者
も
良
く
な
い
点
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彰
瑞
初
は
「
代
表
ら
は
中
央
の
訓
告
を
大
き
な
誠
意
を
も
っ
て
受
け
入
れ

第6章

そ
の
要
請
に
よ
り
陳
公
博
が
外
に
控
え
る
湖
南
の
代
表
た
ち
に
中
央
の
方
針
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

馬
日
事
変
解
決
の
た
め
唐
生
智
へ
の
全
権
委
任
が
決
定
さ
れ
た
。
②
の
、
軍
用
米
の
供
給
は
こ
の
あ
と
論
じ
る
。

る
」
と
答
弁
し
、
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次
に
六
月
二
十
日
の
政
治
委
員
会
第
三
十
次
会
議
で
、
事
件
当
時
の
湖
南
省
代
理
省
長
の
張
翼
鵬
が
行
っ
た
報
告
を
見
て
み
よ
う
。
張

翼
鵬
は
事
変
後
に
辞
任
し
、
政
治
委
員
会
の
要
請
で
湖
南
か
ら
武
漢
に
来
て
い
た
。
報
告
は
彰
瑞
初
と
対
照
的
で
、
ほ
と
ん
ど
の
内
容
が

他
の
資
料
で
裏
打
ち
さ
れ
る
。
張
翼
鵬
は
八
項
目
を
事
変
発
生
の
原
因
に
あ
げ
、
事
変
後
の
状
況
も
説
明
す
る
。
要
約
し
て
紹
介
す
る
。

〕
内
は
筆
者
。
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段
落
の
設
定
と
〔

張
翼
鵬
馬
日
事
変
発
生
の
原
因
は
、

一
、
農
民
協
会
が
米
の
流
通
を
禁
止
し
た
こ
と
を
主
要
原
因
と
す
る
軍
用
米
と
民
間
米
の
大
不
足
。

二
、
農
民
協
会
と
労
働
組
合
に
よ
る
過
大
な
拠
出
金
の
強
要
。

三
、
法
令
に
基
づ
か
な
い
農
民
協
会
に
よ
る
土
地
没
収
。

四
、
農
民
協
会
と
労
働
組
合
に
よ
る
、
土
豪
劣
紳
を
名
目
と
す
る
手
続
き
無
視
の
逮
捕
監
禁
の
横
行
。

五
、
〔
農
民
協
会
と
労
働
組
合
が
〕
官
吏
を
勝
手
に
逮
捕
し
た
り
死
刑
に
処
し
た
り
し
て
税
収
の
体
系
を
破
壊
し
た
。

六
、
〔
農
民
協
会
と
労
働
組
合
が
〕
軍
人
家
族
の
財
産
を
没
収
し
、
さ
ら
に
家
族
を
侮
辱
し
た
。

七
、
〔
農
民
協
会
が
〕
軍
人
を
謹
告
し
死
に
至
ら
し
め
た
。
ま
た
〔
軍
用
米
〕
購
入
係
の
軍
人
を
数
名
殺
害
し
た
。

八
、
〔
農
民
協
会
が
〕
軍
用
米
の
購
入
の
た
め
に
湖
南
に
派
遣
さ
れ
て
き
た
中
央
政
治
部
学
生
隊
の
兵
員
を
逮
捕
し
て
武
装
を
奪
い

取
っ
た
。
総
指
揮
〔
唐
生
智
〕
が
購
入
し
た
軍
用
米
を
奪
い
取
り
分
配
し
た
。
そ
し
て
米
の
流
通
を
禁
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
前

線
の
食
品
を
途
絶
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
単
純
な
頭
の
持
ち
主
で
あ
る
軍
人
〔
原
文
は
武
装
同
士
山
〕
を
深
く
恐
怖

さ
せ
特
に
刺
激
し
た
。

さ
ら
に
最
大
の
原
因
〔
直
接
の
引
金
〕
は
、
〔
農
民
と
労
働
者
側
が
〕
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
一
日
夜
の
三
日
連
続
で
、
軍
に
対
し
攻

撃
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

自
分
は
当
初
は
革
命
の
過
程
で
紛
糾
は
免
れ
な
い
と
考
え
た
が
、
革
命
事
業
完
成
の
た
め
に
は
農
民
組
織
を
指
導
し
訓
練
し
な
け



れ
ば
と
考
え
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
今
回
の
事
変
を
考
え
る
に
、
〔
省
政
府
は
〕
中
央
の
指
令
に
基
づ
き
、
〔
紛
糾
し
た
状
況
を
是
正
す

る
〕
命
令
を
何
度
も
出
し
調
査
も
し
た
が
、
各
級
の
党
部
や
団
体
は
布
告
文
書
と
命
令
書
を
し
ま
い
こ
み
全
く
指
令
に
従
わ
な
か
っ

た。

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終意

事
変
後
に
は
党
員
同
志
は
弱
点
を
さ
ら
け
出
し
、
各
級
の
執
行
委
員
会
の
半
数
以
上
の
者
が
長
沙
を
離
れ
、
民
衆
を
指
導
し
状
況

の
安
定
を
取
り
戻
す
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
民
衆
団
体
が
本
当
の
農
民
を
駆
り
立
て
て
四
方
か
ら
〔
長
沙
に
〕
迫

る
混
乱
を
生
じ
さ
せ
た
。
農
村
で
は
〔
壮
年
男
子
の
〕
強
制
徴
発
が
行
わ
れ
、
従
わ
な
け
れ
ば
そ
の
場
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

圧
迫
に
耐
え
か
ね
、
数
千
の
民
衆
を
集
め
良
く
な
い
執
行
委
員
を
死
刑
に
処
し
た
り
し
て
い
る
。
農
民
を
糾
合
し
て
解
放
す
る
と
称

し
相
互
に
争
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
農
民
が
立
ち
上
が
っ
た
の
か
あ
る
い
は
立
ち
上
が
っ
た
の
は
本
当
の
農
民
で
な
い

（郎）

の
か
を
、
研
究
す
る
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

張
翼
鵬
の
報
告
は
出
席
し
て
い
た
共
産
党
員
か
ら
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
点
だ
け
無
理
が
あ
る
。
五
月
十

九
日
、
二
十
日
、
二
十
一
日
の
三
日
連
続
の
農
民
側
と
労
働
者
側
の
軍
へ
の
攻
撃
姿
勢
が
、
馬
日
事
変
の
引
金
だ
と
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。

（

m）
 

馬
日
事
変
の
背
景
に
は
何
鍵
に
よ
る
計
画
が
存
在
し
、
五
月
十
一
日
に
は
早
く
も
長
沙
で
軍
と
労
働
者
糾
察
隊
の
衝
突
が
発
生
し
て
い
た
。

労
働
者
、
農
民
側
の
挑
発
行
為
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
軍
側
は
す
で
に
攻
撃
の
準
備
を
固
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
労
働
者
、

農
民
側
が
一
方
的
に
攻
撃
姿
勢
を
示
し
た
と
い
う
議
論
は
説
得
性
に
欠
け
る
。
毛
沢
東
は
六
月
十
三
日
の
軍
事
委
員
会
で
、
五
月
二
十
一

日
に
は
軍
側
が
先
に
攻
撃
し
農
民
協
会
側
は
自
衛
の
た
め
に
反
撃
し
た
と
報
告
し
、
了
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
張
翼
鵬
が
馬
日
事
変

の
原
因
と
し
て
掲
げ
る
八
項
目
の
う
ち
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
は
、
す
で
に
確
認
し
た
「
土
豪
劣
紳
」
へ
の
財
産
没
収
と
死
刑
執
行

に
類
す
る
行
為
で
あ
り
、
改
め
て
検
証
す
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
一
、
七
、
八
で
指
摘
さ
れ
る
米
の
供
給
、
特
に
軍
用
米
供
給
と
農
民

運
動
の
矛
盾
で
あ
り
、
国
共
合
作
を
破
綻
に
導
く
重
大
要
因
と
な
る
。

第6章
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4 

軍
用
米
の
確
保
と
武
漢
国
民
政
府
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四
月
下
旬
か
ら
五
月
下
旬
に
か
け
、
武
漢
で
は
民
間
用
の
米
だ
け
で
な
く
、
軍
用
米
の
確
保
も
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
原
因
は
農
民
協

会
に
よ
る
米
の
独
占
管
理
で
あ
っ
た
。
農
民
協
会
の
米
管
理
は
、
湖
南
省
で
は
二
六
年
十
二
月
の
第
一
次
湖
南
省
農
民
代
表
大
会
で
決
定

さ
れ
た
。
「
民
食
問
題
決
議
案
」
は
、
地
主
や
商
人
に
操
ら
れ
貧
窮
農
民
を
苦
し
ま
せ
る
米
価
を
安
定
さ
せ
、
米
を
現
地
の
農
民
に
確
保

（肌）

す
る
必
要
措
置
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
食
糧
管
理
は
非
難
さ
れ
る
行
為
で
は
な
い
。
問
題
は
管
理
さ
れ
た
米
が
農
村
内
に
抱
え
込
ま

れ
、
小
作
人
↓
地
主
↓
市
場
あ
る
い
は
自
作
農
↓
市
場
と
い
う
流
通
が
途
絶
え
、
都
市
部
や
他
省
に
米
が
全
く
出
回
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
深
刻
化
す
る
状
況
は
、
政
治
委
員
会
の
討
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
発
言
は
要
約
し
、
省
略
し
た
も
の
も
あ
る
。
〔

¥_/ 

内
は
筆
者
。政

治
委
員
会
第
十
五
次
会
議
（
四
月
二
十
五
日
）

現
在
、
漢
口
に
は
八
万
担
〔
一
担
は
六
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
〕
の
米
し
か
な
く
、
毎
日
七
千
担
を
消
費
す
る
の
で
十
一
日

分
の
米
し
か
な
い
。
湖
南
と
江
西
に
米
は
あ
る
が
禁
輸
の
た
め
運
ん
で
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

陳
公
博

主
席
〔
孫
科
〕

（削）

中
央
の
名
で
両
省
〔
湖
南
と
江
西
〕
に
打
電
し
、
禁
輸
を
し
ば
ら
く
解
禁
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
治
委
員
会
第
十
六
次
会
議
（
四
月
二
十
七
日
）

陳
公
博

米
の
欠
乏
が
甚
だ
し
い
。
労
工
部
、
省
党
部
、
総
工
会
、
農
民
協
会
の
四
つ
の
機
関
の
名
義
で
湖
南
に
米
を
送
っ
て
く

ま
ず
十
万
担
の
米
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
も
う
。

こ
の
あ
と
陳
公
博
と
孫
科
の
討
論
を
通
じ
、
蘇
兆
徴
（
労
工
部
長
、
共
産
党
員
）
が
中
心
に
な
り
財
政
部
か
ら
十
万
元
を
借
り
、
湖
南
に

米
を
買
い
に
行
く
方
針
が
固
ま
る
。
ま
た
米
を
売
却
し
た
あ
と
借
用
金
を
財
政
部
に
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
。

れ
る
よ
う
に
頼
め
る
。
十
万
元
を
湖
南
に
送
り
、

民
食
〔
民
間
用
の
食
糧
〕
は
も
と
よ
り
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
軍
用
米
が
大
事
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
北
伐

軍
は
一
週
間
の
食
糧
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
、
〔
湖
南
に
米
を
要
請
す
る
〕
恰
好
の
理
由
に
な
る
。

徐
謙



民
食
を
救
済
す
る
と
い
う
の
が
一
番
よ
い
言
い
方
で
あ
る
。
軍
用
米
だ
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
前
回
は
唐
生
智
軍
の

軍
用
米
で
も
、
上
海
か
ら
買
い
付
け
た
の
で
あ
る
。

陳
公
博

一
部
の
軍
人
が
軍
用
米
に
名
を
借
り
て
米
の
商
売
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
農
民
協
会
を
怖
が
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

主
席
〔
諌
延
闘
〕
次
の
よ
う
に
決
定
し
よ
う
。
四
つ
の
機
関
で
食
米
購
入
委
員
会
を
組
織
し
、
財
政
部
か
ら
十
万
元
を
受
け
取
り

米
を
買
い
に
い
く
。
そ
し
て
中
央
か
ら
湖
南
省
党
部
に
電
報
を
打
ち
農
民
協
会
に
対
し
武
漢
の
民
衆
の
食
糧
を
救
済
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
説
明
す
る
。

孫
科

こ
の
あ
と
、
林
祖
、
極
（
共
産
党
員
、
政
治
委
員
会
委
員
）
と
熊
亨
翰
（
共
産
党
員
、
国
民
党
湖
南
省
党
部
執
行
委
員
）
が
、
湖
南
の
米
事
情

を
報
告
し
て
い
る
。

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終駕

政
治
委
員
会
第
十
七
次
会
議
（
五
月
二
日
）

米
の
問
題
は
目
下
の
と
こ
ろ
詳
し
い
統
計
は
な
い
が
、

お
よ
そ
五
十
万
石
〔
一
石
は
約
一
八
O
リ
ッ
ト
ル
。
重
量
単
位
と
し
て

林
祖
酒

使
用
さ
れ
る
と
き
は
六
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
〕
は
余
裕
が
あ
る
。
し
か
し
湖
南
で
は
米
の
禁
輸
が
甚
だ
し
く
、
同
じ
省
内
で
も
甲
区
の

米
を
乙
区
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
軍
用
米
を
運
ぶ
に
は
－
証
明
書
が
い
る
が
、
証
明
書
を
持
っ
て
軍
用
米
だ
と
言
い
張
る
も
の
が

非
常
に
多
い
。
農
民
協
会
が
湘
陰
で
軍
用
米
を
差
し
押
え
て
調
べ
た
と
こ
ろ
証
明
書
が
無
く
、
二
千
石
だ
と
い
っ
た
が
実
際
に
は
六

千
五
百
石
も
あ
っ
た
。
省
党
部
と
農
民
協
会
は
軍
用
米
の
供
給
を
承
認
す
る
が
、
軍
事
委
員
会
か
ら
証
明
書
を
出
し
て
ほ
し
い
。

政
治
委
員
会
第
二
十
次
会
議
（
五
月
十
二
日
）

軍
用
米
も
民
間
用
米
も
た
え
ず
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
月
九
日
か
ら
北
伐
宣
伝
週
間
を
開
始
し
米
の
確
保
に

努
め
て
い
る
。
各
県
に
食
糧
委
員
会
を
設
置
し
、
買
い
集
め
た
あ
と
経
済
委
員
会
に
報
告
さ
せ
て
い
る
。
軍
事
委
員
会
が
毎
月
の
米

の
必
要
量
を
経
済
委
員
会
に
通
知
す
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
で
も
運
ん
で
来
る
し
絶
対
に
責
任
を
持
つ
。
買
い
付
け
の
た
め
に
人
を
派
遣

す
る
な
。
彼
ら
に
は
現
地
の
状
況
が
わ
か
ら
ず
、
容
易
に
衝
突
が
発
生
す
る
。
少
数
の
好
商
が
軍
用
米
に
名
を
借
り
密
輸
を
行
う
か

熊
亨
論
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も
知
れ
な
い
。
北
伐
宣
伝
週
間
の
開
始
以
後
、
民
衆
に
第
二
次
北
伐
の
重
要
性
を
知
ら
し
め
三
度
の
食
事
を
二
度
に
減
ら
し
て
ま
で

198 

供
給
す
べ
き
食
糧
の
確
保
に
努
め
て
い
る
〔
こ
の
あ
と
、
議
事
の
最
終
段
階
で
以
下
の
決
議
が
行
わ
れ
た
〕
。

決
議
｜
｜
湖
南
省
党
部
と
省
政
府
に
、
軍
用
米
一
千
石
と
民
間
用
米
四
千
石
を
毎
日
送
る
よ
う
電
報
を
打
つ
。
江
西
省
党
部
と
省

政
府
に
、
民
間
用
米
四
千
石
を
毎
日
送
る
よ
う
電
報
を
打
つ
。

し
か
し
湖
南
か
ら
も
江
西
か
ら
も
米
は
到
着
せ
ず
、
武
漢
の
米
不
足
は
深
刻
化
し
て
ゆ
く
。

政
治
委
員
会
第
二
十
二
次
会
議
（
五
月
十
八
日
）

商
民
協
会
の
本
党
本
部
庶
務
課
へ
の
報
告
で
は
、
精
米
工
場
〔
原
文
は
機
器
工
廠
〕
は
米
を
売
り
尽
く
し
、
大
小
の
米

屋
が
店
を
閉
め
中
央
〔
銀
行
〕
の
紙
幣
を
う
け
と
ら
な
い
。

主
席
〔
徐
謙
〕

蘇
兆
徴
金
は
送
っ
た
が
〔
湖
南
の
〕
米
が
来
な
い
。

陳
公
博

湖
南
に
だ
け
頼
っ
て
い
て
は
駄
目
だ
。
安
徴
、
江
西
に
も
援
助
を
要
請
す
る
。

湖
南
の
米
は
本
来
は
こ
こ
二
、
三
日
で
来
て
る
は
ず
だ
が
、
道
が
通
じ
ず
阻
ま
れ
て
い
る
の
だ
〔
熊
亨
輸
の
約
束
不
履
行
を
、

蘇
兆
徴

同
じ
共
産
党
員
の
立
場
か
ら
言
い
繕
お
う
と
し
て
い
る
の
か
？
〕
。

主
席
〔
徐
謙
〕
江
西
省
政
府
に
、
援
助
の
米
を
急
い
で
準
備
し
直
ち
に
送
れ
と
電
報
を
打
と
う
。

決
議
｜
｜
通
過
。

米
の
大
生
産
地
で
武
漢
へ
の
重
要
な
食
料
供
給
地
で
あ
る
湖
南
省
か
ら
は
、
全
く
米
が
送
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
四
月
二
十
七
日
の
政

治
委
員
会
で
の
陳
公
博
の
発
言
に
あ
き
ら
か
な
と
お
り
、
唐
生
智
で
さ
え
上
海
か
ら
軍
用
米
を
買
い
付
け
て
い
た
。
し
か
し
唐
生
智
ほ
ど

の
政
治
力
も
資
金
力
も
な
い
何
鍵
な
ど
の
湖
南
出
身
の
軍
人
に
は
、
上
海
か
ら
の
買
い
付
け
な
ど
の
回
避
手
段
は
と
れ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
湖
南
の
軍
人
た
ち
が
米
を
商
品
に
利
殖
を
図
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
米
の
供
給
断
絶
は
利
殖
の
喪
失
に
と
ど
ま

ら
ず
兵
士
の
食
糧
の
欠
乏
を
意
味
し
た
。
そ
う
な
れ
ば
兵
士
の
離
散
や
反
乱
が
予
想
さ
れ
軍
人
に
は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
加
え
て
農
民



協
会
の
軍
人
家
族
へ
の
無
差
別
な
攻
撃
は
彼
ら
の
危
機
感
を
助
長
し
た
。
そ
の
結
果
が
、
馬
日
事
変
に
よ
る
農
民
協
会
へ
の
攻
撃
で
あ
っ

た。
し
か
し
長
沙
で
農
民
協
会
を
攻
撃
し
て
も
、
広
大
な
地
域
に
数
百
万
人
の
構
成
員
を
擁
す
る
農
民
協
会
の
全
活
動
を
抑
制
す
る
の
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
馬
日
事
変
一
週
間
後
の
五
月
三
十
日
の
第
二
十
五
次
政
治
委
員
会
で
、
孫
科
は
湖
南
省
で
の
農
民
協
会
全
体
の
活
動
停

止
の
必
要
を
訴
え
、
国
民
革
命
軍
第
二
軍
軍
長
の
魯
樵
平
の
家
が
財
産
差
し
押
さ
え
さ
れ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
一
回
の
馬
日
事
変
で
問

題
が
解
決
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
何
鍵
ら
に
は
理
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
行
動
を
起
こ
さ
ね
ば
ジ
リ
貧
に
追
い
込
ま
れ
る
と

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終着

の
恐
怖
か
ら
、
状
況
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
国
民
党
中
央
に
判
断
を
迫
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
鍵
は
六
月
十
三
日
の
第
二
十
八
次
政
治

委
員
会
に
電
報
を
寄
せ
、
湖
南
の
状
況
を
説
明
し
自
ら
の
立
場
を
釈
明
し
て
い
た
。
そ
し
て
第
二
十
八
次
政
治
委
員
会
で
は
、
唐
生
智
、

毛
沢
東
、
語
延
聞
、
程
潜
ら
の
協
議
を
踏
ま
え
馬
日
事
変
の
平
和
解
決
が
合
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

馬
日
事
変
は
、
「
反
動
軍
官
の
反
革
命
政
変
」
と
い
う
偏
っ
た
見
方
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
農
民
運
動
の
発
展
が
、

生
存
に
不
可
欠
な
食
糧
供
給
を
め
ぐ
り
武
漢
国
民
政
府
の
政
治
権
力
を
支
え
る
軍
の
存
立
を
脅
か
し
た
の
で
あ
る
。

農
民
協
会
の
軍
人
家
族
へ
の
迫
害
は
規
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
規
制
は
農
民
運
動
全
体
の
抑
制
を
意
味
せ
ず
共
産
党
に
も

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
米
禁
輸
と
軍
の
存
立
と
の
矛
盾
は
質
的
に
異
な
る
問
題
で
あ
っ
た
。
食
糧
確
保
に
関
し
て
は
、
農

民
協
会
も
軍
も
生
存
の
た
め
の
正
当
性
を
主
張
し
え
た
の
で
あ
り
、
国
共
合
作
が
直
面
し
た
構
造
上
の
矛
盾
で
あ
っ
た
。
軍
用
米
の
確
保

に
は
、
最
終
的
に
は
軍
隊
の
食
糧
徴
発
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
態
は
、
農
民
運
動
の
発
展
を
国
民
革
命
の
基
礎
と
位
置
づ
け

る
共
産
党
に
は
容
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
国
民
党
と
共
産
党
の
協
力
関
係
の
破
棄
、
す
な
わ
ち
国
共
合
作

の
終
震
を
意
味
し
た
。
唐
生
智
に
全
権
を
ゆ
だ
ね
国
共
合
作
の
継
続
を
図
ろ
う
と
し
た
緊
急
対
策
は
、
解
決
不
可
能
な
矛
盾
を
一
時
的
に

封
じ
込
め
る
だ
け
で
あ
り
、
実
効
を
奏
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
唐
生
智
は
六
月
二
十
二
日
の
政
治
委
員
会
で
「
米
の
欠
乏
が
甚
だ
し
い
。

（別）

軍
用
米
す
ら
ま
っ
た
く
方
法
が
な
い
」
と
述
べ
た
あ
と
六
月
二
十
六
日
に
長
沙
に
帰
る
。
し
か
し
何
ら
の
有
効
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
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で
き
ず
、
国
共
合
作
の
崩
壊
を
待
ち
民
団
を
増
強
し
て
農
民
運
動
の
粛
清
を
は
か
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
状
況
を
背
景
に
、
国
民
党
、
共
産
党
、
ボ
ロ
ジ
ン
、
ロ
イ
の
四
者
に
よ
り
、
国
共
合
作
を
継
続
し
状
況
を
打
開
す
る
方
法
が
模

200 

索
さ
れ
た
。
し
か
し
馬
日
事
変
を
き
っ
か
け
に
、
国
共
合
作
は
破
綻
に
向
か
う
。

第
五
節

国
共
合
作
崩
壊
の
開
始

1 

合
作
継
続
へ
の
最
後
の
努
力

共
産
党
は
四
月
末
か
ら
五
月
初
旬
ま
で
武
漢
で
五
全
大
会
を
開
催
し
、
「
土
地
問
題
決
議
案
」
で
土
地
所
有
の
変
革
が
国
民
革
命
達
成

の
唯
一
の
原
則
で
あ
る
と
確
認
し
、
土
地
再
分
配
の
必
要
を
肯
定
し
た
。
し
か
し
「
平
均
享
用
地
権
」
や
「
平
均
耕
地
」
な
ど
孫
文
の

「
平
均
地
権
」
を
敷
街
し
た
抽
象
的
表
現
を
用
い
、
土
地
没
収
と
い
う
表
現
を
避
け
て
い
た
。
わ
ず
か
に
そ
の
結
語
部
分
で
、
大
地
主
と

反
革
命
派
の
土
地
は
革
命
の
勢
い
の
赴
く
と
こ
ろ
で
没
収
さ
れ
る
と
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
同
じ
頃
、
武
漢
国
民
政
府
中
央
土
地
委
員

会
で
は
、
大
地
主
の
土
地
没
収
を
盛
り
込
ん
だ
土
地
問
題
解
決
の
「
決
議
案
」
が
立
案
さ
れ
た
が
、
五
月
十
二
日
の
第
二
十
次
国
民
党
政

治
委
員
会
で
実
施
保
留
が
決
定
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
事
例
も
、
国
共
合
作
の
続
行
を
に
ら
ん
だ
当
然
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

馬
日
事
変
発
生
後
、
ボ
ロ
ジ
ン
は
農
民
運
動
の
暴
走
を
土
地
の
「
ゴ
ロ
ツ
キ
〔
原
文
は
地
癌
〕
と
耳
老
会
」
の
責
任
に
帰
し
、
国
民
党
へ

の
譲
歩
を
主
張
し
て
農
民
運
動
の
目
標
を
減
租
減
息
（
小
作
料
と
借
金
の
利
息
の
減
額
）
と
農
村
自
治
の
レ
ベ
ル
へ
と
後
退
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
陳
独
秀
も
ボ
ロ
ジ
ン
に
同
調
し
、
「
農
民
運
動
ゴ
ロ
ツ
キ
論
」
（
農
民
運
動
は
ゴ
ロ
ツ
キ
が
や
っ
て
い
る
）
が
共
産
党
政
治
局
の
党
是
に

な
り
、
「
真
の
農
民
の
手
に
農
民
運
動
を
取
り
戻
せ
」
が
絶
対
命
題
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
退
却
政
策
」
は
有
効
に
作
用
し
な
か
っ
た
。

共
産
党
中
央
は
地
方
党
部
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
ら
ず
、
農
民
協
会
中
の
非
農
民
（
「
ゴ
ロ
ツ
キ
と
寄
老
会
」
）
と
真
の
農
民
（
農
業
従
事

者
）
と
の
線
引
き
は
困
難
が
予
想
さ
れ
た
。
農
民
協
会
を
牛
耳
る
「
ゴ
ロ
ツ
キ
と
寄
老
会
」
が
、
農
民
協
会
か
ら
の
排
除
に
甘
ん
じ
る
は

ず
が
な
か
っ
た
。
共
産
党
中
央
は
六
月
十
四
日
の
「
中
央
通
告
農
字
第
八
号
」
で
、
会
党
を
首
領
層
と
民
衆
部
分
に
分
断
し
民
衆
部
分
を



農
民
協
会
の
中
で
訓
練
教
育
せ
よ
と
通
達
す
る
が
、
極
め
て
困
難
な
方
針
で
あ
っ
た
。

一
方
、
馬
日
事
変
後
間
も
な
い
六
月
一
日
に
、
共
産
党
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
緊
急
訓
令
が
到
着
し
た
。
内
容
は
、
労
働
者
と
農
民

の
実
行
で
あ
る
。
訓
令
は
、
五

の
武
装
、
武
漢
国
民
政
府
内
の
反
動
軍
人
の
処
罰
、
農
民
の
手
に
よ
る
土
地
没
収
、
国
民
政
府
の
改
組
、

月
十
八
日
か
ら
三
十
日
ま
で
モ
ス
ク
ワ
で
開
催
さ
れ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
八
回
拡
大
執
行
委
員
会
総
会
の
「
中
国
革
命
の
諸
問
題
」
決
議

を
踏
ま
え
て
い
た
。
「
中
国
革
命
の
諸
問
題
」
決
議
は
、
武
漢
国
民
政
府
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
、
農
民
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
さ
ら
に

は
中
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
一
部
に
よ
る
連
合
体
で
あ
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
農
民
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
次
第
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
存
在
だ

と
位
置
づ
け
て
お
り
、
訓
令
は
こ
の
観
点
を
敷
街
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
背
景
に
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
内
の
政
治
抗
争
が
存
在
し
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
八
回
拡
大
執
行
委
員
会
総
会
で
は
、
国
共
合
作
の
指
導
方
針
を
め
ぐ
る
ト
ロ
ッ
キ
ー
ら
と
ス
タ
ー
リ
ン
ら
主
流
派
の

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終罵

論
争
が
頂
点
に
達
し
て
い
た
。
ト
ロ
ッ
キ
ー
は
在
精
衛
ら
「
左
翼
国
民
党
」
の
国
民
革
命
へ
の
「
裏
切
り
」
を
予
告
し
、
武
漢
国
民
政
府

と
は
別
の
権
力
組
織
と
し
て
労
働
者
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
農
民
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
樹
立
を
要
求
し
た
。
さ
ら
に
労
働
者
と
農
民
を
武
装
さ
せ
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
に
反
対
す
る
軍
人
の
銃
殺
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ス
タ
ー
リ
ン
ら
は
、
従
来
ど
お
り
、
在
精
衛
ら
を
中
心
と
す
る
武
漢
国
民
政

府
を
政
治
権
力
の
要
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
緊
急
訓
令
は
、
国
民
党
中
心
の
武
漢
国
民
政
府
を
維
持
す
る
一
方
で
は
労
農
武
装
と
土

ト
ロ
ッ
キ
ー
派
か
ら
の
論
難
を
封
じ
込
め
る
ス
タ
ー
リ
ン
ら
の
政
治
戦
術
で
あ
っ
た
。
内

地
没
収
と
い
う
二
面
作
戦
を
提
起
し
て
お
り
、

容
に
は
「
反
動
軍
人
の
処
罰
」
が
含
ま
れ
る
が
馬
日
事
変
に
触
発
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
馬
日
事
変
の
発
生
と
軌
を
一
に
打
電

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
訓
令
は
、
現
場
の
実
情
を
無
視
し
て
い
た
。

ボ
ロ
ジ
ン
も
陳
独
秀
も
、
訓
令
の
実
現
不
可
能
を
理
解
し
て
い
た
。
ロ
イ
だ
け
が
原
則
論
を
振
り
か
ざ
し
て
訓
令
ど
お
り
の
強
硬
路
線

（問）

を
主
張
し
、
そ
の
実
行
を
促
す
べ
く
訓
令
を
六
月
初
め
に
在
精
衛
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
陳
独
秀
は
六
月
中
旬
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン

に
書
面
を
送
り
訓
令
は
妥
当
だ
が
即
時
実
行
は
不
可
能
で
あ
る
と
訴
え
る
。
こ
の
間
、
六
月
上
旬
に
再
度
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
電
報
が
到
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着
し
、
速
や
か
に
許
克
祥
に
反
撃
し
農
民
の
土
地
没
収
を
許
可
せ
よ
と
の
指
令
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
軍
事
部
長
の
周
恩
来
と



（

m）
 

湖
南
省
委
員
会
書
記
の
毛
沢
東
を
中
心
に
武
装
蜂
起
の
計
画
が
進
行
し
た
が
、
ボ
ロ
ジ
ン
ら
が
決
心
で
き
ず
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
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共
産
党
中
央
は
表
面
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
意
を
体
し
、
六
月
八
日
の
『
轡
導
週
報
』
誌
上
に
「
中
国
共
産
党
よ
り
全
国
農
民
大
衆
に
告

ぐ
」
（
六
月
四
日
）
を
発
表
し
、
湖
南
農
民
の
武
装
、
許
克
祥
ら
反
動
軍
官
の
打
倒
、
大
地
主
と
資
本
家
の
土
地
を
農
民
へ
、
を
宣
言
す
る
。

し
か
し
六
月
初
め
の
「
中
央
通
告
農
字
第
五
号
」
や
「
中
央
通
告
農
字
第
七
号
」
で
は
、
各
省
の
省
委
員
会
や
農
民
協
会
中
の
共
産
党
組

織
に
対
し
て
、
土
地
分
配
の
不
可
、
米
禁
輸
の
緩
和
、
土
豪
劣
紳
の
逮
捕
処
罰
へ
の
慎
重
姿
勢
を
求
め
、
農
民
運
動
の
全
般
的
抑
制
を
指

令
し
て
い
た
。
以
上
の
状
況
の
も
と
で
、
馬
日
事
変
の
平
和
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
。

悪
化
す
る
食
糧
事
情

深
刻
化
す
る
米
事
情
は
急
展
開
を
告
げ
、
六
月
十
五
日
の
第
二
十
九
次
政
治
委
員
会
で
は
次
の
よ
う
な
討
議
が
行
わ
れ
て
い
た
。
傍
線

〕
内
は
筆
者
。

2 
と〔

湖
北
省
総
工
会
か
ら
武
漢
食
糧
供
給
委
員
会
に
上
申
書
が
来
た
。
米
を
買
い
つ
け
る
た
め
に
湖
南
に
派
遣
さ
れ
て

い
た
粛
光
球
が
金
を
奪
わ
れ
た
状
況
と
明
細
を
報
告
し
、
指
示
を
求
め
て
い
る
。
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
よ
う
も

主
席
〔
孫
科
〕

な
い
の
で
は
な
い
か
。

呉
玉
章
〔
共
産
党
員
〕

ど
れ
だ
け
な
く
な
っ
た
の
か
。

十
万
元
を
受
け
取
っ
て
い
た
が
、
三
万
九
千
五
百
元
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

こ
の
あ
と
多
少
の
討
議
が
あ
り
、
問
題
を
財
政
部
の
管
轄
下
に
お
き
、
財
政
部
か
ら
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
蘇
兆
徴
が
残
っ
た
金
を
財

政
部
に
返
還
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
討
議
が
行
わ
れ
た
。

主
席
〔
孫
科
〕
漢
口
特
別
市
商
民
協
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
〔
江
西
省
の
〕
九
江
に
は
買
い
付
け
た
米
が
一
万
六
千
石
あ
る
が
、
小
型

の
船
で
は
運
搬
で
き
な
い
。
方
法
を
講
じ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

主
席



迂
精
衛

軍
事
委
員
会
は
昨
日
、
二
つ
の
迫
撃
砲
と
二
つ
の
機
関
銃
で
の
米
船
保
護
を
決
定
し
た
。

主
席
〔
孫
科
〕

漢
口
米
業
工
会
の
報
告
で
は
各
精
米
所
の
米
は
三
千
石
に
み
た
ず
、
二
、
三
日
分
し
か
な
い
。
精
米
所
の
多
く
は
休

業
し
、
休
業
し
て
い
な
い
と
と
ろ
は
包
囲
さ
れ
て
い
る
。
状
況
は
急
を
告
げ
、
救
済
措
置
を
求
め
て
き
て
い
る
。

迂
精
衛
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
か
。

危
大
悲

江
西
で
は
、

ま
だ
四
万
石
〔
の
米
〕
を
買
え
る
。
運
輸
に
問
題
が
出
て
い
る
の
だ
。

軍
事
委
員
会
は
軍
船
で
護
送
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

主
席

昨
日
す
で
に
、

張
肇
元

明
日
に
も
出
発
で
き
る
。

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終鳶

決
議
｜
｜
米
の
輸
送
に
つ
い
て
、
軍
事
委
員
会
は
軍
船
に
よ
る
輸
送
保
護
を
決
定
し
た
と
〔
漢
口
特
別
市
商
民
協
会
に
〕
通
告
す
る
。

湖
南
で
の
米
買
い
付
け
金
の
強
奪
に
関
す
る
討
議
か
ら
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
粛
光
球
の
所
持
し
た
金
額
は
十
万
元
で
総
工
会
の
管

轄
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
四
月
二
十
七
日
の
政
治
委
員
会
決
定
に
基
づ
き
十
万
元
の
現
金
を
携
え
て
湖
南
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

事
前
に
共
産
党
の
ル

l
ト
を
通
じ
た
湖
南
へ
の
連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
強
奪
事
件
の
日
時
は
明
示
さ
れ
な
い
が
六
月
十
五

日
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
六
月
初
旬
の
事
件
と
思
わ
れ
る
。
湖
北
省
総
工
会
か
ら
の
上
申
書
に
は
金
を
奪
っ
た
人
物
が
特
定
し
て
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
が
、
出
席
者
た
ち
の
会
話
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
言
わ
な
く
て
も
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
呉
玉
章
に
い
た
っ
て
は
、
孫
科
の
「
奪
わ
れ
た
」
（
原
文
は
「
捨
」
）
と
い
う
表
現
を
「
な
く
し
た
」
（
原
文
は
「
芸
」
）
と
言
い
換
え
、
何
か

を
庇
う
姿
勢
で
あ
る
。
粛
光
球
も
責
任
を
追
及
さ
れ
ず
、
残
っ
た
金
を
返
す
だ
け
で
事
件
は
処
理
さ
れ
た
。
不
可
抗
力
で
あ
っ
た
と
認
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
金
を
強
奪
し
た
の
は
農
民
協
会
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
湖
南
の
農
村
の
状
況

は
手
の
着
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
の
前
に
は
、
三
度
の
食
事
を
二
度
に
し
て
米
を
供
給
し
た
と
述
べ
た
五
月
十
二
日
の

第
二
十
次
政
治
委
員
会
で
の
熊
亨
輸
の
報
告
や
、
湖
南
省
内
で
の
消
費
量
を
減
ら
し
て
ま
で
中
央
の
命
令
に
従
っ
て
き
た
と
主
張
し
た
六

月
十
三
日
の
第
二
十
八
次
政
治
委
員
会
で
の
彰
瑞
初
の
報
告
は
、
虚
ろ
に
し
か
響
か
な
い
。
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米
の
輸
送
に
関
す
る
討
議
で
も
、
誰
の
手
か
ら
米
を
保
護
す
る
か
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
生
智
が
上
海
か
ら
米
を
購
入
し
た
か
ら

に
は
、
南
京
国
民
政
府
側
の
攻
撃
で
は
あ
る
ま
い
。
海
賊
の
攻
撃
か
。
両
者
の
攻
撃
で
あ
れ
ば
討
議
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

意
図
的
に
言
及
せ
ず
当
事
者
た
ち
が
了
解
し
て
い
た
こ
と
と
言
え
ば
、
農
民
協
会
に
よ
る
米
禁
輸
（
米
の
積
み
込
み
の
阻
止
で
あ
ろ
う
）
で

あ
り
、
こ
れ
を
威
嚇
す
る
た
め
に
軍
船
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
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各
省
の
状
況

こ
の
間
、
江
西
省
の
政
治
状
況
に
も
顕
著
な
変
化
が
現
れ
た
。
六
月
五
日
に
は
朱
培
徳
が
軍
隊
内
で
政
治
工
作
に
携
わ
る
二
十
数
名
の

共
産
党
員
を
省
外
に
退
去
さ
せ
、
労
農
団
体
に
も
軍
隊
を
差
し
向
け
監
視
下
に
お
い
た
。
朱
培
徳
は
共
産
党
員
に
礼
を
つ
く
し
、
共
産
党

も
事
態
を
冷
静
に
受
け
止
め
両
者
の
衝
突
が
発
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
六
月
中
旬
に
は
武
漢
国
民
政
府
の
調
停
で
労
農
団
体
も
監
視
を

解
か
れ
る
。
し
か
し
朱
培
徳
の
行
動
は
、
国
共
合
作
の
状
況
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
っ
た
。

武
漢
国
民
政
府
直
轄
の
湖
北
省
の
状
況
も
混
迷
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
五
月
三
十
日
の
第
二
十
五
次
政
治
委
員
会
で
の
徐
謙
の
発
言

が
、
状
況
を
象
徴
し
て
い
る
。
徐
謙
は
、
共
産
党
支
配
下
の
国
民
党
湖
北
省
党
部
が
貧
官
汚
吏
を
処
罰
す
る
独
自
の
「
懲
治
貧
官
汚
吏
条

例
」
の
施
行
を
求
め
た
こ
と
に
反
論
し
た
。
ち
な
み
に
湖
南
省
で
は
、
「
懲
治
貧
官
汚
吏
条
例
」
が
す
で
に
二
七
年
の
一
月
末
に
施
行
さ

れ
て
い
た
。
段
落
の
設
定
と
省
略
記
号
、
〔
〕
内
は
筆
者
が
補
っ
た
。

徐
謙
貧
官
汚
吏
を
処
罰
す
る
の
は
正
し
い
。
：
：
：
し
か
し
中
央
党
部
に
は
党
員
背
誓
罪
条
例
〔
党
員
の
誓
約
違
反
を
罰
す
る
条
例

ー
ー
内
容
未
詳
〕
が
あ
る
。
そ
し
て
湖
北
の
官
吏
も
大
半
は
〔
国
民
〕
党
員
で
あ
る
。
彼
ら
に
貧
官
行
為
が
あ
れ
ば
、
党
員
背
誓
罪
条
例

に
基
づ
い
て
懲
治
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手
に
や
る
の
は
大
い
に
よ
ろ
し
く
な
い
。

湖
北
の
懲
治
土
豪
劣
紳
条
例
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
解
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
人
民
裁
判
は
一
種
の
宣
伝
で
あ
り
大

事
件
が
あ
っ
た
時
に
人
民
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
人
民
審
判
委
員
会
を
作
る
の
は
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
永
遠
に
成
立
さ
せ
て
お
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け
ば
、
結
果
は
必
ず
誰
で
あ
ろ
う
が
何
事
で
あ
ろ
う
が
拍
手
と
挙
手
で
銃
殺
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
審
判
土
豪
劣
紳
委
員
会
が
成
立

し
た
さ
い
、
自
分
は
こ
の
点
に
つ
き
発
言
し
た
。
：
：
：
い
わ
ゆ
る
土
豪
劣
紳
に
は
全
く
基
準
が
な
い
。
摘
発
さ
れ
て
い
る
土
豪
劣
紳

は
、
多
く
は
怨
恨
に
よ
る
復
仇
で
あ
る
。
本
来
の
土
豪
劣
紳
が
、
正
義
の
人
物
に
姿
を
変
え
て
復
仇
し
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
河

南
で
は
こ
の
例
が
非
常
に
多
い
。

第6章武漢国民政府の崩壊と第一次回共合作の終意

徐
謙
の
発
言
は
、
国
民
党
と
国
民
政
府
の
支
配
確
立
を
目
的
と
す
る
「
懲
治
貧
官
汚
吏
条
例
」
や
「
懲
治
土
豪
劣
紳
条
例
」
が
無
秩
序

な
民
衆
運
動
と
結
び
つ
き
、
か
え
っ
て
国
民
党
と
国
民
政
府
の
支
配
を
損
な
う
状
況
を
出
現
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
湖
北
省
独
自
の

「
懲
治
貧
官
汚
吏
条
例
」
施
行
に
反
対
す
る
発
言
は
、
国
民
党
員
自
身
が
「
懲
治
貧
官
汚
吏
条
例
」
を
適
用
さ
れ
て
反
革
命
扱
い
さ
れ
る

危
険
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
「
懲
治
貧
官
汚
吏
条
例
」
が
施
行
さ
れ
て
い
た
湖
南
で
は
、
す
で
に
こ
の
事
態
が
発
生
し
て
い
た
の
で
は

な
し
カ
。

こ
こ
で
、
中
国
社
会
の
伝
統
的
な
政
治
社
会
風
土
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
徐
謙
の
述
べ
る
武
漢
国
民
政
府
下
の
状
況
は
、
反
革

命
告
発
を
口
実
に
個
人
的
復
仇
が
行
わ
れ
た
事
実
を
含
め
、
四
十
年
後
に
発
生
す
る
文
化
大
革
命
の
混
乱
を
紡
併
さ
せ
る
。
毛
沢
東
の

「
湖
南
農
民
運
動
考
察
報
告
」
に
は
告
発
さ
れ
た
人
物
が
三
角
帽
子
を
か
ぶ
ら
さ
れ
て
街
中
を
引
き
回
さ
れ
た
こ
と
、
偶
像
破
壊
や
伝
統

的
な
社
会
文
化
習
慣
の
打
破
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
文
化
大
革
命
時
に
そ
っ
く
り
そ
の

ま
ま
出
現
す
る
。

文
化
大
革
命
は
共
産
党
の
党
内
闘
争
と
し
て
始
ま
り
、
毛
沢
東
の
党
内
部
の
敵
へ
の
反
撃
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。
武
漢
国
民
政
府
下
の

土
豪
劣
紳
や
貧
官
汚
吏
の
粛
清
は
、
国
民
党
の
党
外
部
の
敵
へ
の
攻
撃
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
出
発
点
は
様
相
を
異
に
し
て
い

た
。
し
か
し
両
者
と
も
に
旧
体
制
打
破
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
民
衆
運
動
が
発
動
さ
れ
、
さ
ら
に
民
衆
運
動
が
暴
走
し
体
制
の
破
壊
そ
の
も
の

が
自
己
目
的
化
し
、
大
混
乱
の
中
で
民
衆
運
動
を
指
導
す
る
立
場
の
国
民
党
員
（
文
化
大
革
命
の
場
合
は
共
産
党
員
）
ま
で
も
が
民
衆
側
か

ら
告
発
さ
れ
る
危
険
に
陥
っ
た
（
毛
沢
東
は
例
外
）
。
告
発
さ
れ
た
人
物
が
土
豪
劣
紳
（
文
化
大
革
命
で
は
牛
鬼
蛇
神
）
と
し
て
三
角
帽
子
を
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か
ぶ
せ
て
引
き
回
さ
れ
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
た
。
国
民
党
員
へ
の
土
豪
劣
紳
扱
い
は
、
国
民
革
命
軍
の
軍
人
家
族
の
土
豪
劣
紳
扱
い
を

も
っ
て
、
そ
の
事
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
中
国
社
会
で
は
四
十
年
を
隔
て
て
、
同
様
の
因
果
関
係
の
も
と
で
類
似
性
の
あ
る
大

混
乱
が
出
現
し
た
。
牽
強
付
会
の
気
味
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
を
巡
ら
す
の
は
筆
者
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。
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共
産
党
と
の
平
和
裡
の
分
離
を
め
ざ
し
た
国
民
党

内
部
崩
壊
寸
前
の
武
漢
国
民
政
府
は
、
外
に
向
か
っ
て
最
後
の
光
＋
亡
を
は
な
っ
て
い
た
。
唐
生
智
を
総
指
揮
に
四
月
十
九
日
か
ら
開
始

さ
れ
た
北
伐
は
奉
天
軍
を
打
破
し
、
六
月
一
日
に
先
頭
部
隊
が
河
南
省
の
要
地
で
あ
る
鄭
州
に
到
達
し
た
。
南
京
と
武
漢
に
中
立
を
保
っ

た
鴻
玉
祥
も
五
月
五
日
か
ら
奉
天
軍
攻
撃
を
開
始
し
、
険
西
省
よ
り
東
に
進
み
五
月
三
十
日
に
は
先
頭
部
隊
が
鄭
州
に
達
し
た
。

六
月
十
日
か
ら
三
日
間
、
鄭
州
で
在
精
衛
ら
武
漢
国
民
党
首
脳
（
共
産
党
員
の
子
樹
徳
を
含
む
）
と
鴻
玉
祥
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
武
漢

側
は
鴻
玉
祥
の
支
持
を
得
る
た
め
侠
西
省
、
甘
粛
省
、
河
南
省
の
支
配
を
ゆ
だ
ね
る
な
ど
、
そ
の
大
き
な
権
力
掌
握
を
承
認
し
た
。
し
か

し
鴻
玉
祥
は
六
月
二
十
日
に
江
蘇
省
の
徐
州
で
蒋
介
石
ら
南
京
側
の
要
人
と
会
見
し
、
翌
二
十
一
日
の
武
漢
国
民
政
府
へ
の
電
報
で
共
産

党
の
専
横
を
非
難
し
、
南
京
と
合
同
し
て
北
伐
を
完
成
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

武
漢
国
民
政
府
は
山
西
の
閣
錫
山
に
も
、
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
で
閤
錫
山
と
同
期
の
武
漢
国
民
政
府
委
員
の
孔
庚
を
通
じ
働
き
か
け

た
。
孔
庚
は
六
月
十
七
日
に
太
原
に
到
着
し
た
が
、
閤
錫
山
は
共
産
党
員
や
ボ
ロ
ジ
ン
の
専
横
を
理
由
に
武
漢
国
民
政
府
へ
の
不
満
を
表

明
し
、
閣
錫
山
周
辺
は
反
共
一
色
で
固
ま
っ
て
い
た
。
閤
錫
山
は
六
月
二
十
四
日
に
は
、
鴻
玉
祥
と
共
に
南
京
国
民
政
府
の
軍
事
委
員
会

委
員
に
選
出
さ
れ
る
。

六
月
二
十
八
日
に
は
第
三
十
五
軍
の
何
鍵
が
再
び
共
産
党
を
弾
劾
し
、
武
漢
国
民
政
府
と
唐
生
智
に
対
し
共
産
党
と
の
分
離
を
要
求
し

た
。
そ
し
て
第
三
十
五
軍
と
李
品
仙
の
第
八
軍
の
兵
士
が
、
武
漢
市
内
の
労
働
組
合
、
湖
北
省
総
工
会
、
全
国
総
工
会
の
建
物
に
進
駐
し
た
。

何
鍵
の
行
動
を
事
前
に
察
知
し
た
共
産
党
は
、
二
十
八
日
に
湖
北
省
総
工
会
糾
察
隊
の
武
装
を
自
発
的
に
解
除
し
衝
突
を
避
け
て
い
た
。



武
漢
国
民
政
府
は
絶
対
の
窮
地
に
陥
り
、
政
権
維
持
に
必
要
な
条
件
を
ど
れ
一
つ
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
「
金
は
な
し
」
、
「
地
方
へ

の
統
率
力
は
な
し
」
、
「
食
糧
の
米
も
な
し
」
、
「
軍
隊
の
支
持
も
な
し
」
で
あ
っ
た
。
国
民
党
側
に
は
万
事
休
す
と
の
判
断
が
あ
っ
た
は
ず

第6章武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終意

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
共
産
党
と
手
を
切
る
か
だ
け
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
実
は
、
国
民
党
側
は
共
産
党
の
出
方
を
待
っ
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
決
し
て
国
民
党
側
か
ら
先
に
分
裂
を
仕
掛
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
イ
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
緊
急
訓
令
を
六
月
初

め
に
在
精
衛
に
提
示
し
た
こ
と
が
国
民
党
と
共
産
党
の
分
離
の
引
金
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
、
在
精
衛
も
国
共
合
作
破
綻
後
の
二

七
年
十
一
月
に
広
州
の
中
山
大
学
で
行
っ
た
講
演
「
武
漢
分
共
之
経
過
」
で
、
ロ
イ
が
訓
令
を
見
せ
た
こ
と
が
自
分
に
分
共
（
共
産
党
と

（削）

の
分
離
）
を
決
意
さ
せ
六
月
中
旬
に
は
軍
人
た
ち
に
訓
令
を
見
せ
共
産
党
に
対
す
る
警
戒
体
制
を
敷
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
後
述

す
る
と
お
り
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
訓
令
は
七
月
半
ば
ま
で
政
治
委
員
会
委
員
の
間
だ
け
で
討
議
さ
れ
、
国
民
党
は
慎
重
に
対
処
し
て
い

た
。
、
在
精
衛
の
言
葉
は
あ
と
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
自
己
弁
護
で
あ
る
。
在
精
衛
は
六
月
十
三
日
に
、
毛
沢
東
を
交
え
て
唐
生
智
ら
と
馬
日

事
変
の
平
和
的
処
理
を
話
し
あ
っ
て
い
た
。
六
月
三
十
日
の
共
産
党
中
央
常
務
委
員
会
第
三
十
三
次
会
議
記
録
に
は
、
前
日
に
在
精
衛
が

ボ
ロ
ジ
ン
に
共
産
党
員
は
自
分
と
協
力
し
た
が
ら
な
い
と
訴
え
、
共
産
党
中
央
が
在
精
衛
に
書
簡
を
送
り
誤
解
で
あ
る
と
釈
明
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
国
民
党
政
治
委
員
会
速
記
録
か
ら
も
、
在
精
衛
の
反
共
の
布
石
は
少
し
も
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

共
産
党
は
七
月
三
日
に
中
央
拡
大
会
議
を
聞
い
た
。
陳
独
秀
は
選
択
肢
と
し
て
、
①
国
民
党
を
離
脱
し
独
自
の
政
策
を
行
う
、
②
退
却

を
実
行
し
国
民
党
内
に
留
ま
る
、
③
独
自
の
政
策
を
行
う
が
国
民
党
内
に
は
留
ま
る
、
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
①
は
不
正
確
、
③
は
不

可
能
で
あ
り
、
唯
一
の
道
は
②
で
あ
る
と
述
べ
た
と
い
円
。
そ
の
結
果
、
農
民
と
労
働
者
の
利
益
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
労
農
運

動
の
組
織
と
行
動
を
国
民
党
の
指
導
と
監
督
下
に
お
く
こ
と
な
ど
、
十
一
箇
条
の
決
別
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
決
定
は
や
が
て
機
会

主
義
の
最
た
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
が
、
国
共
合
作
を
維
持
す
る
や
む
を
え
ざ
る
対
応
策
で
あ
っ
た
。
七
月
四
日
の
共
産
党
中
央
常

務
委
員
会
で
は
、
毛
沢
東
が
発
言
し
唐
生
智
が
何
鍵
を
粛
清
す
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
擁
唐
反
蒋
（
唐

生
智
擁
護
、
蒋
介
石
反
対
）
が
決
議
さ
れ
た
。
当
面
は
武
漢
国
民
政
府
を
支
持
す
る
と
い
う
決
定
で
あ
る
。

207 



一
向
に
状
況
が
打
開
さ
れ
ぬ
こ
と
に
業
を
煮
や
し
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
、
共
産
党
員

は
国
民
党
内
に
は
留
ま
る
が
武
漢
国
民
政
府
か
ら
は
退
出
せ
よ
と
い
う
指
令
が
到
着
し
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
七
月
上
旬
の
中
央
執
行
委

と
こ
ろ
が
こ
の
直
後
に
、
事
態
は
急
変
す
る
。
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員
会
で
「
中
国
革
命
の
現
情
勢
に
つ
い
て
の
決
定
」
を
採
択
し
、
こ
れ
に
七
月
十
三
日
の
日
付
を
与
え
て
七
月
十
四
日
の
。
フ
ラ
ウ
ダ
紙
上

に
公
表
す
る
が
、
こ
の
「
決
定
」
の
末
尾
に
お
か
れ
て
い
る
①
か
ら
⑦
ま
で
の
中
国
共
産
党
に
対
す
る
要
求
を
、
公
表
に
先
立
ち
新
し
い

指
令
と
し
て
打
電
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
武
漢
国
民
政
府
か
ら
示
威
的
に
退
出
せ
よ
、
②
武
漢
国
民
政
府
の
政
策
を
全

面
的
に
暴
露
す
る
原
則
的
政
治
声
明
を
出
せ
、
③
国
民
党
か
ら
は
脱
退
す
る
な
、
④
労
働
者
大
衆
に
決
定
的
行
動
の
準
備
を
さ
せ
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
当
面
の
闘
争
を
指
導
せ
よ
、
⑤
土
地
革
命
を
展
開
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
の
も
と
で
労
働
者
・
農
民
・
都
市
貧

民
の
草
命
攻
勢
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
の
完
成
を
め
ざ
し
労
働
者
と
農
民
を
系
統
的
に
武
装
せ
よ
、
⑥
戦
闘
的
な
非
合
法
党

（陥）

組
織
を
樹
立
せ
よ
、
⑦
中
国
共
産
党
の
指
導
部
を
改
造
せ
よ
、
で
あ
っ
た
。

共
産
党
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令
を
直
ち
に
実
行
に
移
し
、
七
月
十
二
日
に
党
中
央
を
改
組
し
、
張
国
煮
、
李
維
漢
、
周
思
来
、
李
立

（問）

三
、
張
太
雷
で
臨
時
中
央
常
務
委
員
会
を
樹
立
し
た
。
そ
し
て
七
月
十
三
日
付
で
「
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
対
政
局
宣
言
」
を
発
し

（
国
民
党
側
に
伝
わ
る
の
は
七
月
十
六
日
）
、
武
漢
国
民
政
府
首
脳
は
反
革
命
軍
人
を
擁
護
し
孫
文
の
主
義
と
政
策
を
損
な
っ
て
い
る
と
非

難
し
た
。
さ
ら
に
共
産
党
員
は
武
漢
国
民
政
府
を
退
出
す
る
が
国
民
党
か
ら
退
出
す
る
理
由
は
な
く
、
「
連
ソ
・
容
共
・
扶
助
農
工
」
の

孫
文
の
三
大
政
策
を
守
る
真
の
国
民
党
員
と
は
共
同
奮
闘
す
る
と
述
べ
た
。
こ
の
あ
と
共
産
党
員
は
、
武
漢
国
民
政
府
の
各
機
関
か
ら
退

出
し
は
じ
め
た
。

こ
の
こ
ろ
国
民
党
は
ロ
イ
の
提
示
し
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
訓
令
を
政
治
委
員
会
委
員
の
間
で
討
議
し
て
い
た
が
、
七
月
十
四
日
の
政
治

委
員
会
議
長
団
会
議
で
対
応
策
が
立
案
さ
れ
た
。
骨
子
は
、
責
任
者
を
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
し
孫
文
の
連
ソ
政
策
の
趣
旨
を
明
確
化
す
る
こ

と
、
国
民
党
の
主
義
と
政
策
に
違
反
す
る
言
論
や
行
動
を
行
う
共
産
党
員
を
制
裁
す
る
（
抑
え
る
）
、
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
十
五
日
の
中
央

常
務
委
員
会
拡
大
会
議
第
二
十
次
会
議
に
よ
り
、
こ
の
対
応
策
を
も
と
に
新
た
な
方
針
が
決
議
さ
れ
た
。
要
点
は
、
①
一
カ
月
以
内
に
第



四
次
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
を
開
催
し
対
応
策
に
つ
い
て
最
終
決
定
を
行
う
、
②
第
四
次
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
開
催
ま
で
国

民
党
の
主
義
と
政
策
に
反
対
す
る
言
動
を
制
裁
す
る
、
③
責
任
者
を
モ
ス
ク
ワ
に
派
遣
し
連
合
の
方
法
に
つ
い
て
真
剣
に
討
議
す
る
、
で

あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
農
民
と
労
働
者
の
保
護
、
共
産
党
員
の
身
体
の
自
由
を
保
証
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
同
時
に
ロ
イ
が
提
示
し
た

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
緊
急
訓
令
は
、
非
公
開
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
間
、
七
月
十
四
日
の
政
治
委
員
会
主
席
団
会
議
に
は
、
欠
席

し
た
孫
文
夫
人
の
宋
慶
齢
を
代
弁
し
て
外
交
部
長
の
陳
友
仁
が
発
言
し
、
立
案
さ
れ
た
対
応
策
は
孫
文
の
「
連
ソ
・
容
共
・
扶
助
農
工
」

（瑚）

の
三
大
政
策
の
放
棄
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
た
。

こ
の
あ
と
七
月
十
六
日
に
、
共
産
党
の
武
漢
国
民
政
府
か
ら
の
退
出
宣
言
が
武
漢
市
内
に
出
現
す
る
。
国
民
党
政
治
委
員
会
主
席
団
は

「
容
共
政
策
之
最
近
経
過
」
と
題
す
る
声
明
を
発
表
し
、
共
産
党
へ
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
緊
急
訓
令
を
暴
露
し
て
内
容
を
指
弾
し
、

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終罵

共
産
党
員
の
武
漢
国
民
政
府
か
ら
の
退
出
宣
言
は
国
共
合
作
を
破
壊
す
る
最
大
の
意
志
表
示
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
し
か
し
声
明
の
末
尾

に
は
「
本
党
は
総
理
の
遺
教
に
基
づ
き
、
い
ま
だ
共
産
党
〔
の
行
為
〕
に
対
し
て
は
努
め
て
こ
れ
を
耐
え
忍
ば
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
、
国
共
合
作
継
続
へ
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。

国
民
党
の
対
応
は
穏
和
で
あ
っ
た
。
中
国
共
産
党
が
主
張
す
る
よ
う
に
七
月
十
五
日
を
境
に
共
産
党
員
へ
の
逮
捕
や
迫
害
が
発
生
し
た

の
で
は
な
い
。
中
国
第
二
歴
史
槍
案
館
編
『
中
国
国
民
党
第
一
、
二
次
全
国
代
表
大
会
会
議
史
料
』
中
の
「
政
治
委
員
会
速
記
録
」
は
、

七
月
十
三
日
の
第
三
十
七
次
政
治
委
員
会
以
後
の
一
カ
月
間
の
記
録
を
伏
せ
て
い
る
。
公
表
す
る
と
、
国
民
党
は
七
月
中
旬
以
降
は
共
産

党
員
に
残
酷
に
対
処
し
た
と
い
う
「
公
式
の
歴
史
観
」
に
ひ
び
が
入
る
か
ら
で
あ
る
。

七
月
十
八
日
の
第
三
十
八
次
政
治
委
員
会
で
は
、
共
産
党
員
た
ち
の
武
漢
国
民
政
府
機
関
か
ら
の
辞
職
が
次
々
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

国
民
党
員
た
ち
は
共
産
党
員
を
同
志
と
呼
び
、
辞
職
を
非
難
す
る
発
言
は
な
い
。
共
産
党
の
決
定
に
従
っ
た
や
む
を
え
ざ
る
行
動
で
あ
る

と
冷
静
に
対
処
し
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
語
平
山
や
蘇
兆
徴
に
対
し
て
は
、
国
共
合
作
中
の
行
動
を
肯
定
す
る
発
言
さ
え
見
ら
れ
る
。
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こ
の
ほ
か
議
長
の
語
延
聞
に
よ
り
、
孫
文
夫
人
の
宋
慶
齢
が
中
央
執
行
委
員
会
あ
て
に
「
意
見
書
」
を
送
り
つ
け
、
こ
の
「
意
見
書
」
が



十
八
日
付
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
し
か
し
王
法
勤
の
「
す
べ
て
見
た
。
読
み
上
げ
る
必
要
は
な
い
」
と
の
発

言
の
あ
と
、
別
の
議
題
に
移
っ
て
い
る
。
宋
慶
齢
の
意
見
書
は
議
論
の
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
。
宋
慶
齢
は
「
意
見
書
」
で
、
武
漢
国
民

政
府
指
導
部
は
孫
文
の
定
め
た
労
農
民
衆
を
基
礎
と
す
る
中
国
を
樹
立
す
る
と
い
う
路
線
を
逸
脱
し
た
と
批
判
し
、
国
民
党
中
央
執
行
委

員
会
か
ら
の
退
出
を
宣
言
し
た
。
新
聞
紙
上
に
「
声
明
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
宋
慶
齢
の
「
意
見
書
」
は
、
中
国
共
産
党
側
の
研
究
で
は

「
国
民
党
左
派
」
を
象
徴
す
る
事
件
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
し
か
し
共
産
党
と
の
連
絡
の
も
と
に
破
滅
的
様
相
を
呈
し
て
い
た
労
農
運
動

の
沈
静
化
に
努
力
し
て
い
た
当
時
の
国
民
党
中
央
に
は
、
宋
慶
齢
の
「
声
明
」
は
唐
突
で
あ
り
、
事
情
を
わ
き
ま
え
ず
に
何
を
言
う
か
と

い
う
反
発
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
孫
文
の
階
級
闘
争
へ
の
観
点
か
ら
判
断
し
て
も
、
宋
慶
齢
の
「
意
見
書
」
が
正
鵠
を
得
て
い
た
か
は

疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宋
慶
齢
は
八
月
下
旬
に
は
陳
友
仁
と
モ
ス
ク
ワ
に
赴
く
。
武

漢
国
民
政
府
の
状
況
に
不
満
で
あ
っ
た
国
民
革
命
軍
総
政
治
部
主
任
郵
演
達
も
、
七
月
初
め
に
辞
任
し
て
声
明
を
発
表
し
、
宋
慶
齢
ら
と

前
後
し
て
モ
ス
ク
ワ
に
赴
く
。

国
民
党
は
七
月
二
十
二
日
の
中
央
常
務
委
員
会
第
二
十
一
次
拡
大
会
議
で
、
第
四
次
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
の
開
催
期
日
を
八
月

十
五
日
と
決
定
し
た
。
さ
ら
に
七
月
二
十
五
日
の
第
四
十
次
政
治
委
員
会
で
は

一
両
日
中
に
ソ
連
に
帰
国
す
る
ボ
ロ
ジ
ン
に
ロ
シ
ア
共

産
党
中
央
政
治
局
あ
て
の
連
名
の
親
書
（
在
精
衛
が
起
草
）
を
託
す
こ
と
を
決
定
し
た
。
親
書
は
ボ
ロ
ジ
ン
の
努
力
を
讃
え
、
連
ソ
容
共
政

策
継
続
の
協
議
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
に
続
く
討
議
で
は
、
国
民
党
が
民
衆
を
虐
殺
し
て
い
る
と
述
べ
る
社
会
主
義
青
年
団
の
ピ

ラ
「
全
国
の
労
苦
民
衆
に
告
ぐ
」
が
問
題
と
な
り
、
事
実
無
根
の
言
動
を
許
す
中
共
中
央
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
の

結
果
、
翌
七
月
二
十
六
日
に
政
治
委
員
会
主
席
団
の
「
本
党
政
策
の
統
一
案
」
が
発
表
さ
れ
た
。
内
容
は
、
①
国
民
党
と
国
民
政
府
機
関

お
よ
び
国
民
革
命
軍
内
の
共
産
党
員
は
即
日
に
共
産
党
か
ら
の
離
党
声
明
を
出
せ
、
出
さ
な
け
れ
ば
職
務
を
停
止
す
る
。
②
国
民
革
命
時

期
に
共
産
党
員
は
国
民
革
命
の
妨
害
活
動
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
国
民
党
の
名
義
で
共
産
党
の
工
作
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
③
国
民
党
員
は

党
中
央
の
批
准
な
し
に
他
党
に
入
っ
て
は
な
ら
ず
違
反
し
た
者
は
反
党
分
子
と
認
め
る
で
あ
る
。
し
か
し
「
本
党
政
策
の
統
一
案
」
の
発
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表
後
も
共
産
党
員
の
逮
捕
や
拘
束
は
発
生
せ
ず
、
翌
二
十
七
日
の
第
四
十
一
次
政
治
委
員
会
の
討
議
の
状
況
か
ら
も
、
「
本
党
政
策
の
統

一
案
」
が
直
ち
に
実
行
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
七
月
二
十
七
日
午
後
三
時
に
ボ
ロ
ジ
ン
は
列
車
で
漢
口
を
去
り
、
鄭
州
、
洛
陽
を
経
由

す
る
帰
国
の
途
に
就
い
た
。
在
精
衛
や
上
海
か
ら
帰
還
し
た
ば
か
り
の
宋
子
文
が
見
送
り
、
武
漢
国
民
政
府
は
帰
路
の
安
全
を
保
証
す
る

護
衛
の
兵
士
を
派
遣
し
ボ
ロ
ジ
ン
の
身
辺
は
労
働
者
護
衛
兵
が
固
め
て
い
た
。
武
漢
国
民
政
府
外
交
部
の
二
人
の
秘
書
が
ボ
ロ
ジ
ン
の
全

一
名
は
陳
友
仁
の
息
子
の
ベ
ル
シ
イ
陳
で
あ
っ
た
。
ボ
ロ
ジ
ン
は
ソ
連
と
友
好
関
係
に
あ
る
鴻
玉
祥
の
勢
力
圏
を
経

（
胤
）

由
し
て
帰
国
し
た
が
、
鄭
州
で
鴻
玉
祥
の
歓
待
を
受
け
る
。

国
民
党
側
の
態
度
は
礼
を
尽
く
し
て
い
た
。
共
産
党
と
ボ
ロ
ジ
ン
に
掌
を
返
す
強
硬
な
態
度
を
と
れ
ば
南
京
に
対
抗
し
て
き
た
武
漢
の

大
義
名
分
が
崩
れ
去
る
だ
け
で
あ
り
、
面
子
を
保
つ
た
め
に
も
礼
を
尽
く
す
必
要
が
あ
っ
た
。
特
に
ボ
ロ
ジ
ン
の
礼
遇
は
、
対
ソ
関
係
を

行
程
に
付
き
添
い
、

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終駕

良
好
に
保
つ
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

ボ
ロ
ジ
ン
が
武
漢
を
去
っ
た
あ
と
午
後
四
時
か
ら
の
第
四
十
一
次
政
治
委
員
会
の
席
上
で
孫
科
が
発
言
し
、
東
京
の
英
字
新
聞
紙
上
の

七
月
十
四
日
付
モ
ス
ク
ワ
電
に
よ
れ
ば
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
中
共
に
対
し
国
民
党
内
に
は
留
ま
る
が
武
漢
国
民
政
府
か
ら
退
出
し
労
農
運
動

を
推
進
せ
よ
と
指
令
し
た
、
と
報
告
し
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
執
行
委
員
会
「
中
国
革
命
の
現
情
勢
に
つ
い
て
の
決
定
」
は
七
月
十
四

日
の
プ
ラ
ウ
ダ
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

モ
ス
ク
ワ
電
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

モ
ス
ク
ワ
電
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令
を

五
項
目
に
分
け
て
伝
え
た
が
、
内
容
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
の
中
国
共
産
党
へ
の
七
項
目
の
指
令
と
大
筋
同
じ
で
あ
る
。
議
長
の
在
精
衛

は
、
我
々
の
我
慢
に
対
す
る
彼
ら
の
無
軌
道
ぶ
り
を
全
国
に
知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
孫
科
は
国
民
革
命
時
期
に
共
産
革
命
を
唱

え
る
の
は
反
革
命
で
あ
り
、
国
民
党
の
各
級
党
部
に
共
産
党
員
の
反
革
命
行
為
を
通
達
し
注
意
を
促
そ
う
と
主
張
し
た
。
し
か
し
外
交
部

長
の
陳
友
仁
は
モ
ス
ク
ワ
に
電
報
で
事
の
真
偽
を
札
す
必
要
を
主
張
し
（
通
訳
は
呉
之
椿
。
英
語
l
北
京
語
あ
る
い
は
広
東
語
ー
北
京
語
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か
は
不
明
）
、
子
右
任
も
日
本
の
新
聞
か
ら
の
情
報
だ
け
で
は
共
産
党
は
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
し
国
民
党
員
も
疑
い
を
抱
く
か
も
知
れ
ぬ
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と
述
べ
た
。
陳
友
仁
は
こ
の
あ
と
モ
ス
ク
ワ
に
赴
く
が
、
子
右
任
も
鴻
玉
祥
と
の
関
係
か
ら
ソ
連
に
近
い
位
置
に
い
た
。
語
延
闘
ら
も
モ



ス
ク
ワ
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
同
調
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
党
の
各
級
党
部
、
省
政
府
、
軍
部
に
共
産
党
員
の
反
革
命
行
為
に
注
意
を
促

す
通
達
を
発
し
、
事
の
真
偽
を
モ
ス
ク
ワ
に
問
い
合
わ
せ
中
で
あ
る
こ
と
を
併
記
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
へ

の
問
い
合
わ
せ
電
報
は
八
月
一
日
段
階
で
も
打
電
さ
れ
て
お
ら
ず
、
以
後
も
打
電
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

武
漢
の
国
民
党
員
た
ち
の
共
産
党
員
へ
の
対
応
は
何
ら
機
先
を
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ま
だ
模
様
眺
め
の
状
態
で
あ
っ
た
。
数
週

間
前
ま
で
は
会
議
の
席
上
で
同
志
と
呼
び
あ
っ
た
仲
で
あ
り
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
七
月
十
五
日
反
革
命
政
変
説
」
を
と
る

共
産
党
側
の
研
究
は
事
態
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
、
自
ら
の
主
張
を
強
弁
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
武
漢
国
民
政
府
史
』
は
、
国
民
党
が
共
産
党
員
と
労
農
運
動
の
保
護
を
云
々
し
た
の
は
人
民
を
欺
く
た
め
で
あ
り
、
実
際
に
は
第
三

十
五
軍
の
何
鍵
を
は
じ
め
と
す
る
反
動
的
軍
隊
が
共
産
党
員
を
逮
捕
し
労
農
運
動
を
弾
圧
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
こ
の
記
述
に
は
逮
捕
や

弾
圧
を
記
録
す
る
史
料
名
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
第
三
十
八
次
と
三
十
九
次
の
政
治
委
員
会
速
記
録
に
よ
れ
ば
、
七
月
中
旬
に
第

三
十
五
軍
な
ど
が
引
き
起
こ
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
国
民
党
中
央
の
調
停
に
よ
り
収
拾
さ
れ
国
民
党
が
共
産
党
員
の
逮
捕
を
容
認

し
た
事
実
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
七
月
二
十
五
日
の
第
四
十
次
政
治
委
員
会
で
涯
精
衛
が
共
産
主
義
青
年
団
の
ピ
ラ
に
憤
慨
し
て
「
も
う

一
度
騒
げ
ば
逮
捕
す
る
し
か
な
い
」
と
述
べ
た
言
葉
が
、
共
産
党
弾
圧
に
向
か
う
象
徴
的
発
言
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
し
か
し
、
民
衆
を

虐
殺
し
た
と
い
う
事
実
無
根
の
内
容
に
憤
慨
し
て
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
、
在
精
衛
発
言
を
惹
起
し
た
脈
絡
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
は
鴻
玉
祥
の
『
我
的
生
活
』
を
引
用
し
、
、
在
精
衛
が
帰
国
途
中
の
ボ
ロ
ジ
ン
を
殺
せ
と
い
う
「
密
電
」
を
鴻

玉
祥
に
打
っ
た
と
い
う
が
、
鴻
玉
祥
は
ボ
ロ
ジ
ン
一
行
に
変
装
し
た
郵
演
達
が
い
た
な
ど
と
記
し
て
お
り
、
「
密
電
」
が
信
じ
る
に
足
ら

な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
楊
天
石
「
武
漢
注
精
衛
集
団
分
共
前
後
」
は
、
七
月
二
十
五
日
の
第
四
十
次
政
治
委
員
会
で
孔
庚
が

行
っ
た
三
十
五
軍
や
十
五
軍
の
共
産
党
員
殺
害
や
労
働
組
合
弾
圧
の
報
告
を
取
り
上
げ
る
が
、
孔
庚
発
言
の
あ
と
国
民
党
が
こ
の
事
態
を

容
認
せ
ず
対
応
策
を
決
議
し
た
事
実
に
は
言
及
し
な
い
。

そ
し
て
『
武
漢
国
民
政
府
史
』
も
楊
天
石
論
文
も
、
八
月
一
日
の
共
産
党
員
の
南
昌
暴
動
後
の
国
民
党
の
弾
圧
を
、
七
月
中
旬
か
ら
の

212 



既
定
路
線
の
発
展
で
あ
っ
た
か
に
記
述
す
る
。
国
民
党
は
八
月
一
日
以
後
は
共
産
党
弾
圧
に
踏
み
切
る
が
、
反
乱
に
対
し
て
攻
撃
に
転
じ

る
の
は
当
然
の
態
度
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
七
月
十
五
日
反
革
命
政
変
説
」
に
結
び
付
け
る
の
は
牽
強
付
会
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
節
南
昌
暴
動

1

暴
動
計
画

七
月
十
二
日
に
成
立
し
た
共
産
党
臨
時
中
央
は
、
張
発
杢
の
率
い
る
第
二
方
面
軍
を
武
漢
国
民
政
府
か
ら
離
脱
さ
せ
て
広
東
に
帰
還
さ

せ
、
こ
の
軍
事
力
を
背
景
に
新
た
な
革
命
の
根
拠
地
を
建
設
し
土
地
革
命
を
実
現
す
る
計
画
を
立
案
し
た
。
第
二
方
面
軍
は
広
東
出
身
の

国
民
革
命
軍
第
四
軍
を
母
体
と
し
、
そ
の
主
力
の
第
四
軍
と
第
十
一
軍
は
「
旧
」
第
四
軍
中
の
第
十
二
師
と
第
十
師
が
二
六
年
十
一
月
に

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終鷲

「
軍
」
に
昇
格
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
両
軍
に
は
多
く
の
共
産
党
員
が
含
ま
れ
、
張
発
歪
は
反
蒋
介
石
の
急
先
鋒
で
一
貫
し
て
労
農
運
動

の
擁
護
を
唱
え
て
い
た
。
第
二
方
面
軍
所
属
の
第
二
十
軍
を
率
い
た
賀
龍
も
、
や
が
て
共
産
党
に
入
党
す
る
。

北
伐
開
始
後
に
第
四
軍
は
勇
名
を
馳
せ
た
が
、
広
東
出
身
の
軍
人
た
ち
は
唐
生
智
ら
の
支
配
す
る
武
漢
国
民
政
府
に
不
満
で
、
広
東
で

再
起
を
期
そ
う
と
考
え
て
い
た
。
家
族
と
生
活
基
盤
を
広
東
に
持
つ
彼
ら
は
、
湖
南
出
身
の
軍
隊
の
離
反
を
招
い
た
農
民
運
動
や
労
働
運

動
の
激
化
に
何
の
反
発
も
感
じ
て
お
ら
ず
、
共
産
党
と
の
分
裂
は
戦
闘
力
を
弱
め
る
と
考
え
る
者
た
ち
さ
え
い
た
と
い
う
。
共
産
党
が
張

発
歪
を
動
か
そ
う
と
す
る
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
状
況
が
存
在
し
、
第
二
方
面
軍
は
江
西
省
の
九
江
！
南
昌
を
む
す
ぶ
線
上
に
展
開
し
て

い
た
。
し
か
し
七
月
二
十
日
前
後
に
は
張
発
歪
が
注
精
衛
支
持
に
傾
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
九
江
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
李
立

三
ら
か
ら
共
産
党
単
独
の
武
装
暴
動
が
提
起
さ
れ
決
定
さ
れ
た
。
共
産
党
臨
時
中
央
の
一
員
で
あ
っ
た
張
国
煮
は
回
想
録
『
我
的
回
憶
』

の
中
で
、
暴
動
は
モ
ス
ク
ワ
の
承
認
な
し
に
決
定
さ
れ
、
状
況
に
不
満
な
多
く
の
共
産
党
員
た
ち
は
成
否
を
度
外
視
し
国
民
革
命
の
気
概

第6章

を
示
そ
う
と
考
え
た
こ
と
、
臨
時
中
央
が
安
全
を
度
外
視
し
奮
闘
す
る
決
心
を
固
め
て
中
共
中
央
の
命
脈
を
守
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
心

情
に
励
ま
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
に
述
べ
る
南
昌
暴
動
の
経
緯
は
、
主
と
し
て
張
国
煮
に
基
づ
く
。
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コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
七
月
十
三
日
付
の
決
議
で
労
働
者
と
農
民
の
武
装
暴
動
を
提
起
し
、
七
月
二
十
三
日
に
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
派
遣

さ
れ
た
ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
が
武
漢
に
到
着
し
た
。
こ
の
あ
と
ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
の
主
導
下
に
八
月
七
日
に
は
共
産
党
の
緊
急
会
議
が
聞
か
れ
新
た
な

臨
時
政
治
局
が
組
織
さ
れ
、
土
地
革
命
を
推
進
す
る
農
民
暴
動
の
実
行
と
こ
れ
に
呼
応
す
る
労
働
者
暴
動
の
準
備
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し

て
九
月
に
は
共
産
党
員
の
軍
人
と
労
働
者
た
ち
に
支
援
さ
れ
た
江
西
・
湖
南
省
境
で
の
農
民
暴
動
で
あ
る
「
秋
収
暴
動
」
が
敢
行
さ
れ
る
。

ま
た
十
二
月
に
は
労
働
者
の
暴
動
に
よ
り
広
州
に
広
州
コ
ミ
ュ

l
ン
が
出
現
す
る
。

214 

し
か
し
共
産
党
員
た
ち
が
独
自
に
計
画
し
た
南
昌
暴
動
は
、
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
、
国
民
党
内
の
各
派
は
ソ
連
政
府
と
の
外

交
関
係
維
持
を
望
ん
で
い
た
。
蒋
介
石
の
南
京
国
民
政
府
、
在
精
衛
と
唐
生
智
の
武
漢
国
民
政
府
、
さ
ら
に
は
鴻
玉
祥
も
然
り
で
あ
っ
た
。

親
ソ
勢
力
の
扶
殖
と
い
う
外
交
原
則
か
ら
ソ
連
政
府
に
も
各
派
と
の
外
交
関
係
の
維
持
は
重
要
で
あ
っ
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令
下
に

共
産
党
員
が
「
秋
収
暴
動
」
を
指
導
し
た
と
し
て
も
、
農
民
を
主
力
と
す
る
暴
動
で
あ
る
か
ぎ
り
中
国
国
内
の
階
級
闘
争
の
問
題
で
あ
り

外
交
問
題
に
発
展
す
る
気
遣
い
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
南
京
国
民
政
府
は
共
産
党
員
弾
圧
を
開
始
し
て
い
た
が
、
ソ
連
と
の
外
交
関
係
は

維
持
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
国
民
革
命
軍
中
の
共
産
党
系
部
隊
が
大
挙
し
て
国
民
政
府
に
反
乱
を
起
こ
す
と
す
れ
ば
、
問
題
は
別
で
あ
っ

た
。
国
民
革
命
軍
中
の
ソ
連
軍
事
顧
問
た
ち
は
共
産
党
員
た
ち
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
ソ
連
軍
事
顧
問
の
反
乱
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る

危
険
が
あ
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
国
民
党
各
派
も
ソ
連
と
の
外
交
関
係
を
断
絶
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
し
か
も
当
時
は
ソ
連
軍
事
顧
問
た

ち
が
武
漢
国
民
政
府
を
は
な
れ
て
帰
国
の
途
中
で
あ
り
、
反
乱
へ
の
関
与
が
問
題
化
す
れ
ば
彼
ら
が
拘
束
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
帰
国

を
前
に
し
て
い
た
ボ
ロ
ジ
ン
に
も
嫌
疑
が
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
ス
タ
ー
リ
ン
ら
は
南
昌
暴
動
を
望
ま
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

筆
者
は
張
国
薫
の
言
う
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
ソ
連
軍
事
顧
問
の
暴
動
へ
の
関
与
と
参
加
を
禁
じ
実
質
的
に
暴
動
の
実
行
に
承
認
を
与
え
な

か
っ
た
の
は
真
実
だ
と
判
断
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
配
慮
の
結
果
で
あ
ろ
う
、
武
漢
国
民
政
府
も
南
京
国
民
政
府
も
、
南
昌
暴
動
後
も
ソ

連
と
の
外
交
関
係
を
維
持
し
た
。
南
京
国
民
政
府
が
ソ
連
と
の
外
交
関
係
を
断
絶
す
る
の
は
、
十
二
月
の
広
州
コ
ミ
ュ

l
ン
に
ソ
連
領
事

館
員
の
参
加
が
判
明
し
た
後
で
あ
る
。
当
時
の
ソ
連
側
の
関
連
資
料
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
詳
し
い
事
情
が
判
明
し
よ
う
が
、
以
上
の
推
論



は
お
お
む
ね
的
を
得
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

（則）

張
国
薫
に
よ
れ
ば
、
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
七
月
二
十
三
日
に
武
漢
に
到
着
し
た
ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
に
張
国
薫
は
当
日
の
夜
に
南

昌
暴
動
計
画
を
説
明
し
、

ソ
連
の
援
助
と
く
に
軍
事
顧
問
の
援
助
を
打
診
し
た
。

ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
は
モ
ス
ク
ワ
の
指
示
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な

い
と
述
べ
た
が
計
画
の
続
行
に
同
意
を
与
え
た
。
七
月
二
十
六
日
に
は
首
席
軍
事
顧
問
ブ
リ
ュ
ッ
へ
ル
も
出
席
し
、

ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
と
の
会

談
が
行
わ
れ
た
。
プ
リ
ュ
ッ
ヘ
ル
は
張
発
歪
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
以
下
の
発
言
を
行
っ
た
。
張
発
歪
は
磨
下
の
部
隊
を
広
東
に
帰
ら
せ

る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
、
張
発
査
が
部
下
の
葉
挺
ら
に
共
産
党
か
ら
の
離
脱
を
迫
ら
な
い
な
ら
張
発
歪
と
と
も
に
広
東
に
帰
る
べ
き
で

あ
る
、
張
発
杢
と
分
裂
し
て
も
暴
動
に
参
加
す
る
五
千
か
ら
八
千
の
劣
勢
な
兵
力
で
は
国
民
政
府
の
他
の
軍
を
打
破
し
て
広
東
ま
で
帰
る

し
か
し
張
発
査
が
上
記
の
条
件
に
同
意
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
南
昌
で
行
動
を
起
こ
す
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ミ

こ
と
は
で
き
な
い
、

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終意

ナ
ッ
ゼ
は
南
昌
暴
動
に
使
う
経
費
は
な
い
と
述
べ
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
か
ら
到
着
し
た
電
報
は
ソ
連
（
軍
事
）
顧
問
の
暴
動
関
与
と
参
加
を
禁

じ
、
成
功
の
見
込
み
が
な
け
れ
ば
暴
動
中
止
が
最
善
で
張
発
歪
の
部
隊
か
ら
共
産
党
員
を
退
出
さ
せ
農
村
で
活
動
さ
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
、

と
伝
え
た
。
そ
し
て
南
昌
に
赴
き
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
命
令
を
伝
え
る
役
目
を
、
張
国
烹
に
与
え
よ
う
と
し
た
。

ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
は
暴
動
決
行

を
迫
る
張
国
薫
に
対
し
、
電
報
は
ス
タ
ー
リ
ン
自
身
の
決
定
に
ブ
ハ

l
リ
ン
（
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
政
治
書
記
局
員
）
が
署
名
し
て
打
電
さ
れ
て

お
り
如
何
と
も
し
が
た
い
、
国
際
問
題
や
中
ソ
関
係
を
考
慮
し
我
々
の
知
り
得
な
い
多
く
の
要
因
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
お
り
不
服
従

は
規
律
違
反
の
罪
に
関
わ
れ
る
、

と
言
い
放
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
出
席
者
た
ち
の
意
見
は
暴
動
中
止
に
傾
き
、

ま
ず
張
発
歪
と
の
連
合
を

実
践
し
不
成
功
な
ら
国
民
革
命
軍
第
四
軍
中
の
共
産
党
員
を
農
村
に
送
り
こ
み
活
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
張
国
薫
と
前
敵
委

員
会
が
合
同
で
事
態
の
処
理
に
当
た
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
張
国
煮
は
暴
動
が
勃
発
し
た
場
合
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
質
問
し
た
が
、

ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
は
阻
止
す
べ
き
だ
と
言
う
だ
け
で
責
任
あ
る
意
見
を
述
べ
る
の
を
望
ま
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
張
国
煮
は
、
二
十
六
日
晩
に

時
武
漢
を
発
ち
南
昌
に
向
か
っ
た
。

第
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暴
動
の
決
行

張
国
薫
は
船
で
九
江
に
到
り
、
さ
ら
に
汽
車
で
三
十
日
の
朝
に
は
南
昌
に
着
い
た
。
そ
し
て
暴
動
準
備
を
完
成
さ
せ
て
い
た
周
思
来
ら

と
会
議
を
聞
き
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
命
令
を
伝
え
ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
や
ガ
レ
ン
の
考
え
を
提
示
し
計
画
の
再
考
を
う
な
が
し
た
。
し
か
し
葉
挺

以
外
の
全
員
が
暴
動
決
行
を
主
張
し
、
非
共
産
党
員
の
賀
龍
に
暴
動
計
画
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
中
止
不
可
能
の
要
件
と
し
て
強
調

さ
れ
た
。
三
十
一
日
に
は
、
暴
動
計
画
を
察
知
し
た
張
発
杢
が
証
精
衛
や
孫
科
と
九
江
に
到
着
し
塵
山
で
対
策
を
協
議
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
、
決
行
以
外
に
道
は
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
南
昌
暴
動
は
張
国
烹
の
要
請
で
予
定
の
七
月
三
十
一
日
よ
り
一
日
だ
け
延
期
さ
れ

た
が
、
八
月
一
日
に
は
決
行
さ
れ
た
。

八
月
一
日
の
未
明
、
南
昌
で
は
葉
挺
の
指
揮
す
る
国
民
革
命
軍
第
十
一
軍
二
十
四
師
、
朱
徳
の
第
三
軍
教
導
団
の
一
部
、
暴
動
後
に
共

産
党
に
入
党
す
る
賀
龍
の
第
二
十
軍
に
よ
り
、
南
昌
に
駐
屯
中
の
第
三
軍
、
第
六
軍
、
第
九
軍
の
各
部
隊
が
武
装
解
除
さ
れ
南
昌
は
共
産

党
員
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
。
こ
の
あ
と
第
十
一
軍
十
師
と
第
四
軍
二
十
五
師
も
暴
動
に
加
わ
る
。
し
か
し
第
十
一
軍
十
師
と
第
二
十
軍

の
一
部
は
や
が
て
離
脱
す
る
。
暴
動
参
加
の
兵
力
は
二
万
数
千
と
い
う
。
こ
の
間
、
暴
動
を
鎮
静
し
よ
う
と
汽
車
で
南
昌
に
向
か
っ
て
い

た
張
発
杢
は
、
途
中
で
暴
動
部
隊
に
阻
止
さ
れ
引
き
返
し
て
い
た
。

同
日
の
う
ち
に
南
昌
に
は
国
民
党
革
命
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
主
席
団
に
は
謹
平
山
や
俸
代
英
ら
の
共
産
党
員
と
、
宋
慶
齢
、
郵
演
達
、

張
発
杢
ら
の
国
民
党
員
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
は
三
民
主
義
が
掲
げ
ら
れ
た
。
武
漢
国
民
政
府
か
ら
退
出
す
る
が
国
民

党
内
に
は
留
ま
る
と
い
う
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
方
針
に
基
づ
い
て
お
り
、
中
国
国
民
革
命
は
民
主
主
義
革
命
段
階
（
国
民
党
と
の
統
一
戦
線

時
期
）
に
あ
る
と
規
定
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
歴
史
認
識
に
従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
張
発
歪
は
も
ち
ろ
ん
、
部
演
達
も
宋
慶
齢
も
国
民

党
革
命
委
員
会
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
部
演
達
と
宋
慶
齢
は
武
漢
国
民
政
府
を
批
判
し
て
武
漢
を
離
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
八
月
中

旬
と
九
月
初
め
に
モ
ス
ク
ワ
に
到
着
し
て
歓
迎
を
う
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
事
前
の
了
承
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
共
産
党
員
た
ち
が
ま
っ

た
く
郵
演
達
と
宋
慶
齢
の
意
向
に
反
し
て
名
前
を
使
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
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共
産
党
員
た
ち
は
当
初
の
計
画
に
従
い
八
月
三
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
南
昌
を
放
棄
し
、
新
し
い
勢
力
基
盤
を
作
る
べ
く
広
東
を
め
。
さ

し
て
退
却
を
開
始
し
た
。
し
か
し
南
京
国
民
政
府
側
の
銭
大
鈎
や
黄
紹
紘
の
部
隊
の
追
撃
や
迎
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
十
月
初
め
に
は
壊
滅
状

（

m）
 

態
と
な
り
、
張
国
煮
や
周
恩
来
ら
の
指
導
部
は
海
路
で
香
港
に
逃
れ
た
あ
と
上
海
に
戻
る
。
そ
の
結
果
、
共
産
党
の
新
執
行
部
は
南
昌
暴

動
の
政
策
面
と
軍
事
戦
術
上
の
欠
点
を
批
判
し
、
周
思
来
ら
に
警
告
を
与
え
張
国
薫
の
臨
時
政
治
局
候
補
委
員
と
中
央
執
行
委
員
の
資
格

を
剥
奪
す
る
。
事
態
が
不
都
合
に
展
開
し
た
場
合
に
現
場
に
責
任
を
と
ら
せ
中
枢
の
権
威
を
守
ろ
う
と
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
一
流
の
や
り

方
で
あ
り
、
陳
独
秀
が
総
書
記
を
解
任
さ
れ
た
の
と
同
質
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
と
く
に
張
国
窯
に
対
し
て
は
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令

を
歪
曲
し
て
伝
え
南
昌
暴
動
の
延
期
を
画
策
し
た
と
の
批
判
が
行
わ
れ
た
が
、
張
国
薫
は
上
海
の
新
執
行
部
に
手
紙
を
送
り
批
判
に
対
し

（
間
）

釈
明
し
て
い
た
。

武漢国民政府の崩壊と第一次国共合作の終意

八
月
七
日
に
は
ロ
ミ
ナ
ッ
ゼ
の
指
揮
下
に
武
漢
で
共
産
党
の
緊
急
会
議
が
開
催
さ
れ
、
陳
独
秀
ら
を
一
掃
し
た
新
執
行
部
が

成
立
し
新
政
策
が
確
定
さ
れ
て
い
た
。
九
月
に
は
、
「
国
民
党
左
派
」
の
旗
の
も
と
で
の
暴
動
の
実
行
と
い
う
方
針
が
取
り
消
さ
れ
、
共

産
党
単
独
で
の
暴
動
路
線
が
展
開
さ
れ
は
じ
め
る
。
共
産
党
は
十
一
月
に
「
国
民
党
左
派
」
と
の
決
別
を
決
定
す
る
。
こ
の
結
果
、

こ
の
間
、

モ
ス

ク
ワ
で
「
国
民
党
左
派
」
の
主
導
に
よ
る
中
国
国
民
革
命
の
続
行
を
訴
え
て
い
た
部
演
達
は
、
十
二
月
に
な
る
と
ソ
連
を
去
る
こ
と
を
余

（
即
）

や
が
て
宋
慶
齢
も
行
動
を
と
も
に
す
る
。

儀
な
く
さ
れ
、

南
昌
暴
動
は
共
産
党
と
の
積
極
的
決
別
を
手
控
え
て
い
た
国
民
党
の
態
度
を
一
転
さ
せ
た
。
武
漢
の
国
民
党
は
八
月
八
日
の
第
四
十
四

次
政
治
委
員
会
で
、
逮
捕
を
含
む
共
産
党
員
の
国
民
党
か
ら
の
除
名
を
発
令
し
た
。
続
い
て
南
京
か
ら
の
李
宗
仁
を
中
心
と
す
る
接
触
が

あ
り
、
武
漢
と
南
京
の
国
民
党
は
合
流
に
向
か
っ
て
進
み
だ
す
。
か
く
し
て
国
共
合
作
は
終
正
局
す
る
。

共
産
党
に
と
り
、
南
昌
暴
動
は
張
国
烹
の
言
う
と
お
り
革
命
の
命
脈
を
保
つ
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
武
漢
国
民
政
府
下
で
の
共
産
党
の

「
革
命
路
線
」
は
、
農
民
運
動
の
す
さ
ま
じ
い
展
開
に
翻
弄
さ
れ
破
綻
を
告
げ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
南
昌
暴
動
は
限
ら
れ
た
地
域
内
の
短

第6章
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時
間
の
出
来
事
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
破
綻
し
て
い
た
「
国
民
党
左
派
」
と
の
統
一
戦
線
に
よ
る
民
主
主
義
革
命
達
成
と
い
う
政
治
理



論
を
究
極
ま
で
お
し
進
め
、
こ
の
理
論
に
基
づ
く
政
治
体
制
を
出
現
さ
せ
て
み
せ
た
。
そ
し
て
共
産
党
の
国
民
革
命
理
論
に
幕
引
き
を
も

た
ら
し
、
次
の
革
命
段
階
へ
の
先
鞭
を
つ
け
た
。
ま
た
中
国
共
産
党
独
自
の
発
案
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
健
備
に
止
ま
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ら
な
い
中
国
共
産
党
の
個
性
を
も
示
し
得
た
。

建
軍
記
念
日
と
定
め
ら
れ
、
今
日
に
到
っ
て
い
る
。 一

九
三
三
年
に
は
南
昌
暴
動
決
行
の
八
月
一
日
が
中
国
労
農
紅
軍
（
後
の
人
民
解
放
軍
）
の



結
び
に
か
え
て

1 

異
な
っ
た
「
中
国
」
を
追
求
し
た
共
産
党
と
国
民
党

国
民
党
と
敵
対
関
係
に
陥
っ
た
共
産
党
に
は
、
伝
統
的
に
政
治
支
配
の
手
薄
な
各
地
の
省
境
（
省
と
省
の
境
こ
帯
で
遊
民
を
吸
収
し
て

ゲ
リ
ラ
（
遊
撃
）
戦
で
国
民
党
支
配
に
反
抗
す
る
ほ
か
に
勢
力
発
展
の
道
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
の

自
ら
の
軍
隊
（
紅
軍
）
を
組
織
し
、

伝
統
的
農
民
反
乱
の
踏
襲
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
都
市
部
で
は
共
産
党
の
地
下
工
作
が
進
行
し
た
が
、
も
は
や
労
働
運
動
の
復
興
は
望

め
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
一
九
一
二
年
の
共
産
党
結
党
以
来
、
外
来
の
新
思
想
が
実
験
的
に
試
み
ら
れ
た
と
い
え
る
中
国
の
共
産
主
義
運

動
は
大
き
く
変
貌
し
、
中
国
社
会
の
実
情
に
則
し
た
展
開
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
「
社
会
主
義
の
衣
を
着
た
」
伝
統
的
農
民
反
乱
へ
の

道
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
共
産
党
は
、
厳
格
な
党
組
織
と
党
の
指
導
す
る
軍
を
原
則
と
す
る
「
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
」
、
階

級
闘
争
に
よ
り
社
会
主
義
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
運
動
論
」
を
堅
持
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
そ
の
ゲ
リ
ラ
活
動
は
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
直
属
の
世
界
共
産
主
義
運
動
の
一
翼
と
し
て
の
名
実
を
保
っ
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
辺
境
で
の
ゲ
リ
ラ
活
動
に
意
義
を
認
め
ず
、
都
市
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
に
連
動
す
べ
き
存
在
と
し
か
見
な
さ
な
か

結びにかえて

一
九
二
二
年
に
は
江
西
省
の
瑞
金
に
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の

間
、
ゲ
リ
ラ
戦
が
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
結
果
、
共
産
主
義
運
動
に
占
め
る
軍
事
力
の
比
重
が
圧
倒
的
と
な
り
、
軍
に
足
場
の
な
い
人
間

は
権
力
を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
共
産
党
政
権
の
性
格
が
形
成
さ
れ
た
。
国
民
党
軍
や
日
本
軍
と
の
闘
争
の
過
程
で
は
、
優
勢
な
軍
隊
に

対
処
す
る
ゲ
リ
ラ
戦
術
が
確
立
さ
れ
、
農
村
が
都
市
を
包
囲
す
る
と
い
う
新
し
い
革
命
戦
略
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
戦
術
や
戦
略
は
、
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っ
た
。
し
か
し
ゲ
リ
ラ
活
動
の
結
果
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ジ
ア
や
南
米
で
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
民
族
解
放
闘
争
の
中
で
実
践
さ
れ
た
。



蒋
介
石
を
中
心
に
南
京
に
国
民
政
府
を
組
織
し
た
国
民
党
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
と
、
一
党
独
裁
を
堅
持
し
た
。
党
が
軍

を
指
導
す
る
原
則
が
貫
か
れ
、
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
の
組
織
や
政
治
訓
練
の
重
視
な
ど
、

黄
捕
軍
官
学
校
以
来
の
伝
統
は
う
け
つ
が
れ
た
。
そ
し
て
揚
子
江
中
・
下
流
域
の
豊
富
な
経
済
力
と
優
勢
な
軍
事
力
に
よ
り
辺
境
の
共
産

党
勢
力
の
消
滅
を
図
り
、
一
方
で
は
国
民
党
内
の
反
蒋
介
石
の
政
治
家
や
軍
人
た
ち
に
打
撃
を
与
え
、
次
第
に
蒋
介
石
を
核
と
す
る
政
治

権
力
が
強
化
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
二
八
年
の
中
央
銀
行
の
設
立
、
三
一
年
の
関
税
自
主
権
の
回
復
と
厘
金
（
園
内
関
税
）
の
廃
止
、
三
五
年

に
決
定
さ
れ
た
法
定
紙
幣
に
よ
る
通
貨
統
一
な
ど
、
国
家
資
本
主
義
的
方
法
に
よ
り
新
し
い
中
国
の
建
設
が
め
ざ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一

九
三
一
年
に
は
じ
ま
る
満
州
か
ら
の
日
本
の
軍
事
圧
迫
が
、
挙
国
一
致
の
体
制
を
出
現
さ
せ
る
背
景
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
三
七

年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
日
本
の
全
面
的
軍
事
侵
略
は
、
国
民
政
府
の
国
家
建
設
を
押
し
止
め
、
さ
ら
に
国
民
政
府
に
か
わ
る
一
九
四
九
年
の

中
華
人
民
共
和
国
の
出
現
は
、
そ
の
「
敵
」
で
あ
っ
た
国
民
政
府
の
国
家
建
設
の
「
実
績
」
を
顧
み
ら
せ
な
い
状
況
を
も
た
ら
し
た
。

よ
う
や
く
一
九
七
二
年
に
な
り
、
旧
ソ
連
で
国
民
政
府
の
経
済
建
設
を
評
価
す
る
メ
リ
ク
セ
ト
フ
『
中
国
に
お
け
る
官
僚
資
本
！
｜
一

九
二
七
年
｜
三
七
年
の
国
民
党
経
済
政
策
と
国
家
資
本
主
義
の
発
展
』
（
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
、
一
九
七
二
年
。
中
嶋
太
一
訳
、
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
、
所
内
資
料
、
一
九
七
五
年
）
が
出
現
し
た
。
と
れ
以
後
、
国
民
政
府
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
研
究
上
の
動
き
が
出
現
す
る
。
日
本
で
は

野
沢
豊
編
『
中
国
の
幣
制
改
革
と
国
際
関
係
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
が
、
い
ち
は
や
く
国
民
政
府
の
経
済
政
策
を
個
別
の
テ
ー

マ
ご
と
に
詳
し
く
論
及
し
た
。
新
し
い
研
究
上
の
趨
勢
は
南
京
国
民
政
府
の
前
史
で
あ
る
国
共
合
作
の
研
究
に
も
影
響
し
、
偏
っ
た
政
治

的
観
点
か
ら
の
研
究
は
減
少
し
た
。

第
一
次
国
共
合
作
の
破
綻
後
、
共
産
党
は
も
と
よ
り
、
国
民
党
も
原
則
的
に
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
組
織
論
を
維
持
し
て
い
た
。
組

織
上
は
、
両
党
の
相
似
性
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。
国
民
党
＊
期
＊
中
全
会
（
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
）
は
共
産
党
＊
期
＊
中
全
会
と

同
じ
で
、
国
民
党
と
共
産
党
を
入
れ
換
え
て
も
通
用
す
る
。
し
か
し
両
党
は
そ
の
建
設
す
べ
き
国
家
体
制
に
つ
い
て
異
な
っ
た
観
点
を
有

し
、
国
民
党
は
国
家
資
本
主
義
的
方
法
に
よ
り
、
共
産
党
は
社
会
主
義
を
標
梼
し
て
新
し
い
中
国
の
建
設
を
追
求
し
た
。
そ
し
て
互
い
に
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「
赤
匪
」
、
「
帝
国
主
義
、
地
主
、
資
本
家
の
手
先
」
と
非
難
し
激
し
い
内
戦
を
展
開
し
た
。
こ
の
内
戦
は
三
四
年
の
共
産
党
の
江
西
省
瑞

金
の
放
棄
に
見
る
と
お
り
国
民
党
に
有
利
に
展
開
し
て
い
た
。

2

国
共
内
戦
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
日
中
戦
争

一
九
三

0
年
代
後
半
か
ら
本
格
化
し
た
日
本
の
中
国
侵
略
は
国
共
内
戦
を
中
断
さ
せ
、
さ
ら
に
両
党
の
勢
力
基
盤
に
異
な
る
作
用
を
及

ぼ
し
中
国
史
の
動
向
を
決
定
す
る
重
大
要
因
と
な
る
。

国
民
政
府
の
経
済
、
政
治
、
軍
事
の
基
礎
は
都
市
に
あ
り
、
都
市
に
よ
り
農
村
部
を
統
治
し
た
。
都
市
が
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
れ
ば
政

権
の
基
礎
は
失
わ
れ
、
被
占
領
地
で
そ
の
政
権
機
構
が
機
能
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
一
九
二
二
年
の
満
州
事
変
以
来
、
国
民
政
府

は
拡
大
す
る
日
本
の
軍
事
侵
略
に
譲
歩
を
重
ね
た
。
蒋
介
石
は
対
日
戦
争
を
覚
悟
し
準
備
を
進
め
た
が
、
全
面
戦
争
が
始
ま
れ
ば
都
市
を

中
心
と
す
る
経
済
建
設
と
、
そ
の
力
を
背
景
に
推
進
さ
れ
た
圏
内
統
一
が
水
泡
に
帰
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
南
京
国
民
政
府
の
対

日
譲
歩
は
や
む
を
え
ざ
る
対
策
で
あ
っ
た
。

共
産
党
の
勢
力
基
盤
は
広
大
な
農
村
に
あ
り
、
行
政
機
構
は
簡
素
で
柔
軟
性
に
富
ん
で
い
た
。
日
本
と
全
面
戦
争
が
始
ま
っ
て
も
日
本

軍
を
広
大
な
中
国
の
大
地
に
引
き
込
め
ば
よ
く
、
国
民
政
府
の
正
規
軍
と
は
異
な
り
、
日
本
軍
と
の
正
面
衝
突
を
避
け
る
ゲ
リ
ラ
戦
で
対

処
す
る
の
で
あ
り
、
損
害
も
少
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
令
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
抗
日
の
た
め
国
共
内
戦
を
停

止
せ
よ
と
い
う
主
張
は
、
共
産
党
が
国
民
党
の
包
囲
攻
撃
を
免
れ
る
絶
好
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
に
よ
り
共
産
党
は
、

高
ま
る
抗
日
機
運
を
最
大
限
に
利
用
し
、
抗
日
民
族
統
一
戦
線
と
い
う
新
し
い
戦
略
の
も
と
に
中
国
革
命
の
主
導
権
を
国
民
政
府
と
争
い

結びにかえて

う
る
確
固
と
し
た
足
場
を
手
に
し
た
。

日
中
間
に
全
面
戦
争
が
始
ま
る
と
、
日
本
軍
の
都
市
占
領
に
よ
っ
て
も
共
産
党
は
何
ら
勢
力
基
盤
を
破
壊
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
南
京
国

民
政
府
の
行
政
機
関
が
消
滅
し
た
農
村
部
に
そ
の
支
配
力
を
浸
透
さ
せ
た
。
そ
し
て
大
衆
動
員
方
式
や
新
し
い
「
単
位
」
制
度
に
基
づ
く
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社
会
組
織
の
建
設
を
中
心
に
、
生
活
の
細
部
に
ま
で
党
の
指
導
の
貫
徹
す
る
独
自
の
支
配
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
た
。
か
く
し
て
共
産
党
は

日
中
戦
争
中
に
、
日
中
戦
争
直
前
の
じ
り
貧
状
態
を
脱
し
大
き
な
勢
力
圏
を
作
り
あ
げ
た
。
そ
し
て
こ
の
勢
力
を
基
礎
に
日
本
降
伏
後
の

一
九
四
六
年
か
ら
再
開
さ
れ
た
国
民
党
と
の
大
規
模
な
内
戦
に
勝
利
し
、
一
九
四
九
年
に
は
中
国
大
陸
に
中
華
人
民
共
和
国
を
樹
立
し
た
。

国
民
党
は
台
湾
に
移
り
中
華
民
国
国
民
政
府
を
維
持
し
、
国
際
連
合
で
は
「
中
国
」
を
代
表
し
た
が
、
事
実
上
は
亡
命
政
権
と
化
し
て
い

た
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し
か
し
こ
の
あ
と
国
際
情
勢
の
変
化
も
手
伝
い
、
国
共
両
党
の
展
開
に
は
大
き
な
差
異
が
現
れ
た
。

3 

一
党
独
裁
を
め
ぐ
る
異
な
っ
た
状
況

一
党
独
裁
を
続
行
し
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
一
九
四
七
年
の
春
に
は
、

全
島
に
波
及
し
た
国
民
党
支
配
に
抗
議
す
る
民
衆
暴
動
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
時
代
に
養
成
さ
れ
た
台
湾
の
知
識
人
た
ち
が
、
国
民
党
支

配
に
不
服
従
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
大
量
に
逮
捕
・
殺
害
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
て
い
た
（
二
・
二
八
事
件
）
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
露
呈
し

な
が
ら
も
、
国
民
党
は
経
済
活
動
に
対
し
て
基
本
的
に
制
約
を
加
え
ず
、
一
九
四
九
年
に
開
始
さ
れ
一
九
五
三
年
に
は
完
成
し
て
大
量
の

自
作
農
を
生
み
出
し
た
農
地
改
革
と
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
援
助
を
背
景
と
す
る
一
九
五
三
年
か
ら
の
数
次
の
四
カ
年
計
画
に
よ
り
台
湾
の

経
済
発
展
を
促
進
し
た
。
日
本
時
代
か
ら
の
港
湾
施
設
や
鉄
道
が
残
り
、
質
の
高
い
労
働
力
が
存
在
し
た
こ
と
も
幸
い
し
た
。
ま
た
政
治

活
動
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
「
参
加
し
な
い
自
由
」
は
保
証
し
た
。

こ
の
あ
と
八

0
年
代
に
な
り
ア
ジ
ア
の
冷
戦
構
造
が
緩
和
さ
れ
、
台
湾
経
済
の
急
成
長
に
よ
り
大
量
の
中
産
階
級
が
出
現
し
て
社
会
の

安
定
に
寄
与
す
る
と
い
う
状
況
下
に
、
国
民
党
は
一
党
独
裁
を
放
棄
し
は
じ
め
た
。
一
九
八
六
年
の
九
月
に
は
、
野
党
で
あ
る
民
主
進
歩

党
（
民
進
党
）
が
結
成
さ
れ
、
続
い
て
政
治
犯
の
釈
放
が
行
わ
れ
戒
厳
令
も
解
除
さ
れ
た
。
一
党
独
裁
の
放
棄
は
蒋
介
石
の
長
子
で
あ
る
蒋

経
国
に
よ
り
指
導
さ
れ
た
。
蒋
経
国
は
、
台
湾
が
国
連
の
安
全
保
障
理
事
会
の
代
表
権
を
失
い
国
連
を
脱
退
し
て
国
際
的
に
孤
立
し
た
危

台
湾
に
移
っ
た
国
民
党
は
内
戦
状
態
を
理
由
に
戒
厳
令
を
布
告
し
、



機
を
背
景
に
、
一
九
七
二
年
に
行
政
院
長
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
大
規
模
な
投
資
に
よ
り
経
済
発
展
の
急
成
長
を
確
実
に
す
る
と
と
も
に
、

李
登
輝
ら
の
台
湾
省
出
身
者
を
大
量
に
登
用
し
政
治
体
制
の
改
革
に
着
手
し
た
。
一
九
七
五
年
に
蒋
介
石
が
死
去
す
る
と
、
蒋
経
国
は
七

八
年
に
は
中
華
民
国
の
総
統
に
就
任
す
る
。
蒋
経
国
は
一
九
八
八
年
に
逝
去
し
た
が
、
副
総
統
の
李
登
輝
が
憲
法
（
一
九
三
六
年
に
草
案

が
公
布
さ
れ
た
が
日
中
戦
争
で
日
の
目
を
見
ず
、
四
六
年
末
に
修
正
補
足
さ
れ
四
七
年
一
月
に
公
布
さ
れ
た
）
の
規
定
に
よ
り
総
統
に
就

任
し
、
政
治
体
制
改
革
を
続
行
し
た
。
そ
し
て
、
国
民
党
の
中
枢
を
独
占
す
る
大
陸
出
身
の
外
省
人
に
対
し
権
力
拡
大
を
望
む
台
湾
出
身

の
国
民
党
員
（
党
員
数
の
八
割
）
の
支
持
を
背
景
に
、
政
治
の
民
主
化
が
一
層
促
進
さ
れ
た
。
一
九
九
一
年
十
二
月
に
は
国
権
の
最
高
機
関

で
あ
る
国
民
代
表
大
会
の
改
選
が
行
わ
れ
、
台
湾
独
立
の
是
非
を
民
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
民
進
党
が
二
五
%
近
く
の
票
を
得
た
。
さ
ら
に

九
四
年
の
憲
法
改
正
を
う
け
九
六
年
に
は
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
る
総
統
選
出
が
行
わ
れ
、
李
登
輝
が
当
選
し
た
。
国
民
党
が
台
湾
で
実

行
し
た
複
数
政
党
制
に
よ
る
一
党
独
裁
の
放
棄
と
法
治
主
義
の
推
進
は
、
確
固
と
し
た
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。

共
産
党
は
国
共
内
戦
に
勝
利
し
、

一
九
四
九
年
に
毛
沢
東
を
指
導
者
と
す
る
中
華
人
民
共
和
国
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
中
華
人
民
共
和
国

に
は
共
産
党
以
外
の
政
党
で
あ
る
民
主
党
派
が
存
在
し
、
「
主
権
は
全
人
民
に
存
す
る
」
と
明
記
す
る
憲
法
と
こ
の
主
権
を
行
使
す
る
選

挙
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
人
民
代
表
大
会
が
存
在
す
る
。
し
か
し
外
観
と
は
裏
腹
に
、
人
民
民
主
独
裁
の
名
の
も
と
に
共
産
党
の
一
党

独
裁
が
貫
徹
さ
れ
た
。

結びにかえて

一
九
五
八
年
に
共
産
党
幹
部
に
語
っ
た
毛
沢
東
の
言
葉
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
「
法
律
に
依
拠

し
て
多
く
の
人
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
習
慣
の
養
成
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：
：
：
憲
法
は
私
が
参
加
し
て
制
定
し
た
も
の

だ
。
し
か
し
私
は
記
憶
し
て
い
な
い
。
：
：
：
我
々
の
毎
回
の
決
議
は
す
べ
て
法
律
で
あ
る
。
会
議
も
法
律
で
あ
る
。
治
安
条
例
も
習
慣
を

養
成
し
て
こ
そ
遵
守
さ
れ
る
。
：
：
：
我
々
の
各
種
の
憲
章
に
も
と
づ
く
制
度
は
、
大
部
分
、
九
O
%
は
関
係
当
局
が
作
っ
た
も
の
だ
。
我

々
は
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
に
依
拠
せ
ず
、
主
と
し
て
決
議
と
会
議
に
依
拠
す
る
。
：
：
：
民
法
と
刑
法
に
依
拠
せ
ず
秩
序
を
維
持
す
る
。
人

民
代
表
大
会
と
国
務
院
の
会
議
は
、
人
民
代
表
大
会
と
国
務
院
の
会
議
で
あ
り
、
我
々
は
我
々
の
も
の
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る
」
（
ス
チ
ュ
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共
産
党
の
一
党
独
裁
の
本
質
は
、



ア
ー
ト
・
シ
ュ
ラ
ム
『
毛
沢
東
の
思
想
』
、
北
村
稔
訳
、
蒼
蒼
社
、

一
九
八
九
年
、

一
八
八
頁
）
。

以
上
の
毛
沢
東
の
言
葉
に
対
置
し
う
る
欧
米
民
主
主
義
流
の
種
々
の
理
念
、
た
と
え
ば
三
権
分
立
、
法
の
下
の
平
等
、
基
本
的
人
権
な

ど
は
、
資
本
主
義
社
会
で
生
み
出
さ
れ
た
否
定
さ
れ
る
べ
き
理
念
と
し
て
、
「
資
産
階
級
民
主
」
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
）
の
名
の
も
と
に
葬
り

さ
ら
れ
た
。
ま
た
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
階
級
闘
争
理
論
は
、
全
国
民
を
「
出
身
階
級
」
と
「
階
級
成
分
」
に
基
づ
い
て
区
分
し
、
独
裁
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す
る
側
と
独
裁
さ
れ
る
側
に
分
別
し
た
。

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
知
識
人
た
ち
が
名
目
上
は
知
的
労
働
者
と
し
て
労
働
者
階
級
の
一
部
分
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
主
、
富
農
、
資
本
家
の
家
庭
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
「
出
身
階
級
」
を
理
由
に
事
実
上
は
独
裁
さ
れ
る
側
に
立
た
さ
れ
た
。
そ
し
て
社

会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
法
に
よ
る
統
治
（
法
治
）
よ
り
も
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
大
衆
運
動
を
発

一
九
三
三
年
に
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
臨
時
政
府
の
土
地
改
革
で
実
行
さ
れ
た
方
法
の
再
来

揚
し
て
共
産
党
支
配
を
浸
透
さ
せ
る
政
策
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
、
一
党
独
裁
理
論
の
固
定
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
経
済
や
思
想
の
分
野
だ

け
で
な
く
日
常
生
活
の
隅
々
ま
で
共
産
党
支
配
が
貫
徹
さ
れ
た
。
な
か
ん
ず
く
独
裁
さ
れ
改
造
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
知

識
人
た
ち
は
、
政
治
活
動
に
「
参
加
し
な
い
自
由
」
す
ら
保
証
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
理
念
の
み
が
先
行
す
る
社
会
主
義
建
設
が
追
求

さ
れ
、
農
業
を
中
心
に
旧
来
の
生
産
機
構
が
破
壊
さ
れ
た
。

一
九
七
九
年
に
開
始
さ
れ
た
郡
小
平
体
制
下
で
は
、
停
滞
し
た
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た
め
対
外
開
放
政
策
と
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の

導
入
が
実
施
さ
れ
、
「
実
事
求
是
」
の
名
の
下
に
一
定
の
思
想
解
放
が
行
わ
れ
た
。
共
産
党
内
か
ら
も
、
社
会
主
義
社
会
で
発
生
す
る
疎

外
の
問
題
が
提
起
さ
れ
硬
直
し
た
一
党
独
裁
体
制
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
理
論
提
起
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
一
方
で
は
一
九
八
二
年
「
憲

法
」
の
前
文
に
、
社
会
主
義
の
道
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
、
中
国
共
産
党
の
指
導
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
l
ニ
ン
主
義
及
び
毛
沢
東
思
想
、
を

堅
持
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
（
「
四
つ
の
基
本
原
則
」
と
呼
ば
れ
る
）
、
一
党
独
裁
理
論
は
至
上
の
も
の
と
し
て
固
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
絶

対
的
権
力
の
維
持
を
は
か
る
共
産
党
と
、
権
力
の
相
対
化
を
要
求
す
る
学
生
・
市
民
と
の
必
然
の
衝
突
と
し
て
、

事
件
が
発
生
し
た
。

一
九
八
九
年
の
天
安
門



「
四
つ
の
基
本
原
則
」
の
堅
持
に
よ
り
一
党
独
裁
が
固
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
部
小
平
体
制
下
で
開
始
さ
れ
た
資
本
主
義
的
経
済
活
動

に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
は
ず
の
社
会
勢
力
が
共
産
党
権
力
の
相
対
化
を
促
し
、
い
わ
ゆ
る
「
中
産
階
級
の
出
現
に
よ
る
民
主
化
」
に
寄
与

す
る
可
能
性
は
見
い
だ
し
に
く
い
。
一
定
以
上
に
活
動
規
模
を
拡
大
さ
せ
れ
ば
社
会
勢
力
と
し
て
強
大
化
し
、
最
終
的
に
は
共
産
党
支
配

と
絶
対
的
に
対
立
す
る
存
在
に
し
か
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
治
支
配
と
経
済
活
動
の
永
久
対
立
と
い
う
構
造
が
固
定
化
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
政
治
支
配
と
経
済
活
動
は
一
九
九
二
年
以
来
唱
え
ら
れ
る
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
（
共
産
党
の
政
治

支
配
の
も
と
で
の
資
本
主
義
的
経
済
活
動
）
に
示
さ
れ
る
と
お
り
相
互
に
浸
食
す
る
こ
と
な
く
そ
の
「
分
」
を
守
り
、
相
互
に
補
完
し
あ

う
と
い
う
奇
妙
な
「
中
国
の
特
色
を
も
っ
社
会
主
義
」
が
相
当
期
間
続
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
経
済
の
発
展
に
対
応
す
る
政
治
体

制
改
革
の
枠
組
み
が
考
え
だ
さ
れ
、
共
産
党
の
一
党
独
裁
体
制
は
解
消
さ
れ
る
方
向
に
進
む
の
で
あ
ろ
う
か
。

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
は
両
刃
の
剣
で
あ
っ
た
。
混
乱
の
な
か
で
権
力
を
奪
取
し
新
し
い
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
に
は
、
厳
格
な
中
央
集

権
組
織
と
革
命
的
信
念
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
っ
た
。
し
か
し
厳
格
な
中
央
集
権
組
織
は
抑
圧
的
な
官
僚
組
織
に
転
化
す
る
危
険
を
は
ら

ん
で
い
る
。
ま
た
革
命
的
信
念
は
言
論
の
自
由
に
対
立
し
教
条
に
堕
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
は
た
し
て
共
産
党
が
中
国
大
陸
で
権

力
を
掌
握
す
る
と
、
指
導
を
名
分
と
す
る
党
組
織
の
社
会
組
織
へ
の
浸
透
と
支
配
、

さ
ら
に
は
言
論
統
制
の
出
現
な
ど
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ

ズ
ム
は
「
社
会
主
義
」
の
名
の
も
と
に
新
た
な
抑
圧
体
制
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

結びにかえて
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あ

と

が

き

筆
者
は
一
九
七
三
年
の
三
月
に
、
「
中
国
革
命
指
導
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
動
向
」
を
卒
業
論
文
に
京
都
大
学
文
学
部
現
代
史
専

攻
を
卒
業
し
た
。
論
文
で
は
中
国
国
民
革
命
の
指
導
を
め
ぐ
る
ス
タ
ー
リ
ン
と
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
理
論
抗
争
に
焦
点
を
絞
り
、
ト
ロ
ッ
キ
ー

口
頭
試
問
で
中
国
科
学
史
の
山
田
慶
児
先

の
見
解
を
支
持
し
て
第
一
次
国
共
合
作
の
開
始
か
ら
終
鷲
ま
で
を
論
じ
た
。
手
前
味
噌
だ
が
、

生
か
ら
ご
好
評
を
戴
い
た
こ
と
が
懐
か
し
く
思
い
だ
さ
れ
る
。

現
代
史
専
攻
は
ユ
ニ
ー
ク
な
専
攻
で
、
二
十
世
紀
の
各
国
史
の
ど
れ
か
を
選
ん
で
研
究
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
教
授
の
今
津
晃

先
生
は
ア
メ
リ
カ
史
の
ご
専
門
、
助
教
授
の
松
尾
尊
先
先
生
は
日
本
史
の
ご
専
円
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
演
習
も
ア
メ
リ
カ
史
、
日
本
史
、

中
国
史
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
史
、
ロ
シ
ア
史
、
朝
鮮
史
な
ど
、
盛
り
沢
山
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
べ
る
場
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
大
学
紛

争
で
余
り
授
業
は
な
く
、
今
津
先
生
か
ら
は
も
っ
ぱ
ら
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
研
究
ス
タ
イ
ル
と
研
究
者
の
持
持
の
大
切
さ
を
、
松
尾
先
生

か
ら
は
綿
密
な
史
料
処
理
に
基
づ
い
て
生
み
出
さ
れ
る
重
厚
な
研
究
の
何
た
る
か
を
学
ん
だ
。
よ
う
や
く
四
回
生
に
な
り
大
学
院
へ
の
進

学
を
自
覚
し
、
入
試
で
選
択
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
習
に
日
仏
会
館
に
通
う
一
方
で
、
大
学
図
書
館
で
歴
史
研
究
に
関
係
す
る
本
を
系
統

的
に
読
も
う
と
決
心
し
た
。
手
始
め
に
と
り
か
か
っ
た
の
が
『
ト
ロ
ッ
キ
ー
選
集
』
で
あ
り
、
途
中
で
「
中
国
革
命
論
」
に
出
会
い
、
そ

れ
ま
で
日
本
語
文
献
を
通
じ
て
理
解
し
て
い
た
状
況
と
は
随
分
違
う
で
は
な
い
か
と
驚
き
、
よ
し
真
相
を
解
明
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
の

が
国
共
合
作
と
の
馴
れ
初
め
で
あ
っ
た
。

あ とがき

卒
業
論
文
執
筆
当
時
は
ソ
連
も
健
在
で
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
も
終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
中
国
も
文
化
大
革
命
の
真
っ
最
中
で
あ
り
、
「
政
治
」

の
季
節
た
け
な
わ
で
あ
っ
た
。
保
管
し
て
お
い
た
「
卒
論
」
を
読
み
な
お
す
と
、
苦
笑
い
を
さ
そ
う
よ
う
な
「
過
激
な
」
表
現
に
も
で
く

わ
す
。
時
代
の
雰
囲
気
を
反
映
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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一
九
七
三
年
四
月
に
大
学
院
に
進
ん
で
か
ら
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
研
究
班
に
所
属
し
、
中
国
近
代
史
を
学
び
始
め
た
。
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東
洋
史
の
素
養
が
全
く
な
く
西
洋
か
ぶ
れ
の
少
々
生
意
気
な
学
生
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
班
長
の
島
田
慶
次
先
生
は
じ
め
諸
先
生
と
諸
先

輩
な
ら
び
に
同
学
諸
氏
の
温
か
い
ご
批
判
の
中
で
、
研
究
者
の
卵
と
し
て
の
素
養
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
当
初
の
筆
者
は
中
国
プ
ロ
パ
l
の
研
究
を
や
ろ
う
と
い
う
気
持
は
も
た
ず
、
国
際
関
係
論
的
視
点
や
、
「
一
国
社
会
主
義
」
か

「
永
久
革
命
」
か
と
い
う
今
日
で
は
甚
だ
レ
ト
ロ
な
視
点
か
ら
中
国
革
命
の
問
題
を
扱
お
う
か
な
ど
と
い
う
、
漠
然
と
し
た
研
究
上
の
見

通
し
を
抱
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
国
際
関
係
論
的
視
点
か
ら
の
中
国
革
命
研
究
に
は
、
中
国
語
に
加
え
て
ド
イ
ツ
語
も
ロ

シ
ア
語
も
や
ら
ね
ば
な
ら
ず
（
大
学
院
の
最
初
の
半
年
は
初
志
貫
徹
で
こ
れ
ら
三
つ
の
外
国
語
に
挑
ん
で
い
た
の
だ
が
）
、
そ
の
う
ち
虻
蜂

取
ら
ず
に
な
る
の
で
は
と
い
う
危
倶
と
当
時
の
京
都
の
研
究
状
況
も
勘
案
し
、
中
国
プ
ロ
パ
l
で
い
こ
う
と
進
路
を
定
め
た
。

か
く
し
て
生
み
出
さ
れ
た
修
士
論
文
が
、
本
書
で
も
し
ば
し
ば
引
用
し
た
「
第
一
次
国
共
合
作
時
期
の
広
東
省
農
民
運
動
」
で
あ
る
。

農
民
運
動
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
「
国
民
党
に
は
農
民
問
題
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
卒
業
論
文
の
結
論
と
も
関
連
す
る
が
、

社
会
経
済
史
的
側
面
か
ら
の
中
国
近
現
代
史
研
究
が
「
正
統
」
で
あ
っ
た
当
時
の
研
究
状
況
を
反
映
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
修
士
論
文

は
研
究
誌
上
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
相
応
の
評
価
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
自
身
は
農
民
運
動
を
こ
れ
以
上
や
っ
て
も
中
国
近
現
代
史
の

流
れ
を
理
解
す
る
鍵
は
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
農
民
問
題
や
労
働
者
問
題
を
核
に
置
く
マ
ル
ク
ス

主
義
者
流
の
歴
史
分
析
に
は
、
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
て
い
た
。

こ
の
あ
と
ま
も
な
く
、
東
京
か
ら
竹
内
実
先
生
が
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
お
出
で
に
な
り
、
先
生
の
主
宰
さ
れ
た
現
代
中
国
研

究
班
に
も
所
属
し
て
「
現
代
中
国
」
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
竹
内
先
生
の
「
実
事
求
是
」
の
学
風
に
魅
力
を
感
じ
、
国
民
党
と

共
産
党
を
等
距
離
に
お
い
て
見
る
な
ど
と
い
う
当
時
の
研
究
者
の
卵
と
し
て
は
「
大
そ
れ
た
」
立
場
を
次
第
に
築
き
つ
つ
あ
っ
た
。
一
九

七
六
年
に
は
竹
内
先
生
の
お
供
を
し
て
台
湾
を
訪
れ
、
国
民
党
党
史
委
員
会
で
李
雲
漢
先
生
に
お
目
に
か
か
る
と
い
う
貴
重
な
機
会
を
得

た
。
こ
の
時
の
李
雲
漢
先
生
と
の
出
会
い
と
そ
の
後
の
不
思
議
な
ご
縁
に
つ
い
て
は
、
「
あ
る
個
人
史
｜
｜
山
東
の
革
命
家
、
陳
幹
」
（
竹



内
実
編
『
転
形
期
の
中
国
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告
、

一
九
八
八
年
三
月
）
の
中
で
触
れ
た
。
や
が
て
一
九
九
五
年
に
は
、
李
雲

漢
先
生
と
並
ぶ
著
名
な
国
民
党
史
家
で
あ
っ
た
蒋
永
敬
先
生
に
も
お
目
に
か
か
り
、
御
著
書
を
戴
く
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
一
九
七
七
年
に
三
重
大
学
に
職
を
え
て
、

学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
学
院
に
在
籍
し
た
。
の
ち
に
筆
者
が
そ
の
著
『
毛
沢
東
の
思
想
』
（
「
結
び
に
か
え
て
」
参
照
）
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
な

る

一
九
八
一
年
の
九
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
文
部
省
在
外
研
修
員
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
大

ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
ス
チ
ュ
ア
l
ト
・
シ
ュ
ラ
ム
氏
（
竹
内
実
先
生
の
友
人
）
の
推
薦
に
よ
る
。
こ
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
は
、
筆
者
の
第

一
次
国
共
合
作
研
究
を
促
進
し
た
。
筆
者
は
、
本
書
に
お
け
る
基
本
資
料
の
一
つ
で
あ
る
毛
忠
誠
『
民
国
十
五
年
以
前
之
蒋
介
石
先
生
』

を
ロ
ン
ド
ン
ま
で
携
え
、
暇
に
ま
か
せ
て
克
明
に
読
み
進
ん
だ
。
そ
し
て
文
中
の
蒋
介
石
の
数
多
く
の
真
撃
な
演
説
に
動
か
さ
れ
、
「
な

る
ほ
ど
、
こ
の
人
は
真
面
目
な
人
だ
。
共
産
党
の
批
判
に
い
う
よ
う
な
人
で
は
な
い
」
と
の
確
信
を
得
た
。
同
時
に
読
ん
で
い
た
の
は
、

本
書
で
何
度
も
引
用
し
た
国
民
党
の
軍
事
顧
問
で
あ
っ
た
チ
ェ
レ
パ

l
ノ
フ
の
ロ
シ
ア
語
の
『
回
想
録
』
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
ロ
シ

ア
語
辞
書
と
の
首
っ
引
き
で
な
か
な
か
進
ま
ず
、
帰
国
後
し
ば
ら
く
し
て
極
め
て
正
確
な
中
国
語
訳
が
で
た
の
で
、
引
用
の
際
の
確
認
し

か
ロ
シ
ア
語
は
読
ま
な
く
な
る
の
だ
が
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
滞
在
中
に
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
研
究
室
を
共
有
し
昼
食
も
共
に
し
て
い
た
香
港
中
文
大
学
政
治
系
の
李
南
雄

教
授
か
ら
、
研
究
上
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
本
書
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
と
国
民
党
お
よ
び
共
産
党
の
関

係
で
あ
る
。
李
南
雄
氏
は
台
湾
出
身
で
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
大
学
で
中
国
現
代
史
研
究
に
よ
り
学
位
を
得
た
人
物
で
あ
る
。

日
本
で
も
著

名
な
タ
ン
・
ツ
ォ
ウ
（
寸

S
F
↓ω
O
F
中
国
名
は
都
議
）
教
授
の
弟
子
で
あ
り
、

あとがき

タ
ン
・
ツ
ォ
ウ
教
授
が
著
名
な
国
民
党
員
で
『
中
国
国

民
党
史
稿
』
（
序
章
注
（
4
）
）
の
著
者
、
都
魯
の
子
息
で
あ
る
と
い
う
話
も
う
か
が
っ
た
。
彼
は
あ
る
日
の
会
話
の
中
で
、
中
国
語
で
あ
っ
た

か
英
語
で
あ
っ
た
か
忘
れ
た
が
、
「
国
民
党
も
共
産
党
も
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
だ
ぞ
」
と
言
い
放
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
の
国
民
党

改
組
に
照
ら
せ
ば
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
「
仇
敵
同
士
」
の
国
民
党
と
共
産
党
が
「
似
た
者
同
士
」
と
は
鵬
に
落
ち
ず
、
理
屈
で
は
分
か
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っ
て
も
筆
者
に
は
研
究
の
基
礎
に
こ
の
観
点
を
据
え
る
覚
悟
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
帰
国
後
に
こ
の
観
点
を
、
京
都
大
学
人
文



科
学
研
究
所
に
客
員
教
授
と
し
て
滞
在
中
の
中
国
社
会
科
学
院
の
楊
天
石
先
生
に
ぶ
つ
け
た
と
こ
ろ
、
肯
定
的
な
お
答
え
を
得
た
。
公
式

の
場
で
の
発
言
で
は
な
く
、
私
的
な
打
ち
解
け
た
雰
囲
気
で
の
真
情
を
吐
露
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
お
答
え
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
ご
九
八
二
、
八
三
年
）
か
ら
筆
者
の
中
で
、
第
一
次
国
共
合
作
研
究
を
進
め
る
理
論
上
の
基
軸
が
定
ま
り
始
め
た
。
ま
た
文
化
大

230 

革
命
も
終
わ
り
都
小
平
時
代
に
入
り
、
中
国
大
陸
か
ら
第
一
次
国
共
合
作
時
期
の
数
多
く
の
史
料
が
刊
行
さ
れ
だ
し
た
こ
と
も
幸
い
し
た
。

一
九
八
四
年
に
ジ
エ
ロ

l
ム
・
チ
ェ
ン
（
陳
志
譲
）
『
軍
紳
政
権
』
を
翻
訳
し
た
こ
と
も
（
本
書
、
序
章
注
（
2
）
）
、
軍
閥
時
期
へ
の
理
解
を
深

め
た
。
い
く
つ
か
の
研
究
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
う
ち
に
台
湾
の
状
況
が
変
化
し
、
や
が
て
は
国
共
合
作
関
係
の
原
史
料
が
公
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
全
て
が
、
本
書
の
執
筆
に
好
都
合
に
働
い
た
。

一
九
九
六
年
八
月
に
は
、
筆
者
は
国
民
党
党
史
委
員
会
を
公
式
訪
問
し
た
。
主
任
の
李
雲
漢
先
生
は
す
で
に
七
月
に
退
官
さ
れ
一
カ
月
、

の
差
で
お
目
に
か
か
れ
ず
、

か
わ
っ
て
主
任
に
就
任
さ
れ
て
い
た
旧
知
の
陳
鵬
仁
先
生
の
ご
厚
情
を
被
っ
た
。
七
六
年
の
李
雲
漢
先
生
と

の
出
会
い
と
そ
の
後
の
海
峡
両
岸
（
中
国
と
台
湾
）
の
政
治
状
況
の
変
化
に
思
い
を
馳
せ
、
二
十
年
は
夢
か
と
の
感
を
強
く
し
た
。
と
も
あ

れ
本
書
の
刊
行
に
よ
り
、
筆
者
と
第
一
次
国
共
合
作
と
の
二
十
年
以
上
の
付
き
合
い
に
は
一
応
の
終
止
符
が
打
た
れ
る
。
今
後
は
こ
れ
ま

で
コ
メ
ン
ト
し
よ
う
に
も
時
間
が
な
か
っ
た
様
々
な
問
題
を
取
り
扱
い
、
「
自
由
な
研
究
の
境
地
」
に
遊
び
た
い
と
願
っ
て
い
る
次
第
で

あ
る
。
な
お
筆
者
は
本
書
で
、
李
雲
漢
、
蒋
永
敬
、
楊
天
石
の
三
先
生
の
「
政
治
に
制
約
さ
れ
た
」
記
述
に
対
し
忌
障
の
な
い
批
判
を
加

え
た
が
、
三
先
生
が
「
歴
史
家
」
と
し
て
の
立
場
に
お
立
ち
に
な
り
、
心
中
で
は
こ
の
批
判
を
諒
と
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

本
書
の
執
筆
に
あ
た
り
、
以
下
の
方
々
か
ら
種
々
の
ご
援
助
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
狭
間
直
樹
先
生
か
ら
は
貴
重
な
史
料
の
原
件
コ
ピ
l
の
閲
覧
を
許
さ
れ
、
研
究
所
の
助
手
を
務
め
ら
れ

た
江
田
憲
治
氏
と
石
川
禎
浩
氏
の
両
氏
か
ら
も
関
係
史
料
の
提
供
を
う
け
た
。

立
教
大
学
名
誉
教
授
の
戴
国
煙
先
生
に
は
、

一
九
九
四
年
に
史
料
公
開
直
前
の
国
民
党
党
史
委
員
会
で
李
雲
漢
先
生
と
の
再
会
を
は
た



一
九
九
六
年
八
月
の
公
式
訪
問
へ
の
路
が
聞
か
れ
た
。

立
命
館
大
学
の
夏
剛
、
文
楚
雄
の
お
二
人
に
は
、
中
国
語
表
現
の
背
後
に
あ
る
深
い
意
味
に
つ
い
て
常
に
ご
教
示
を
得
た
。
立
命
館
大

学
文
学
部
東
洋
史
専
攻
の
大
学
院
に
学
ん
で
い
た
台
湾
の
黄
英
哲
、
許
育
銘
の
両
氏
か
ら
は
台
湾
の
政
治
状
況
の
最
新
情
報
を
提
供
さ
れ
、

さ
せ
て
い
た
だ
き
、

国
民
党
の
動
向
を
知
る
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
。

本
書
に
採
録
し
た
論
文
の
原
題
と
初
出
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
序
章
と
「
結
び
に
か
え
て
」
は
、
初
出
論
文
を
も
と
に
大
幅
に
書

き
た
し
た
。
第
六
章
は
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。

序
章
｜
｜
「
中
国
国
民
革
命
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
」

霞
山
会
『
東
亜
』
二
九

O
号、

一
九
九
一
年
八
月

第
一
章
｜
｜
「
第
一
次
国
共
合
作
の
成
立
に
つ
い
て
」

一
九
八

O
年
五
月

京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
『
史
林
』
六
三
巻
三
号
、

京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
『
史
林
』
六
六
巻
四
号
、

第
二
章
｜
｜
「
第
一
次
国
共
合
作
の
展
開
に
つ
い
て
」

第
三
章
1

1

「
広
東
国
民
政
府
に
お
け
る
政
治
抗
争
と
蒋
介
石
の
台
頭
」

一
九
八
三
年
七
月

京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
『
史
林
』
六
八
巻
六
号
、

九

八
五
年
十
一
月

第
四
章
｜
｜
「
北
伐
開
始
後
の
第
一
次
国
共
合
作
の
実
態
｜
｜
蒋
介
石
と
共
産
党
の
関
係
を
中
心
に
」

命
の
研
究
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告
、

狭
間
直
樹
編
『
中
国
国
民
革

一
九
九
二
年
三
月

あとがき

第
五
章
｜
｜
「
破
綻
し
た
国
共
合
作
ー
ー
一
九
二
七
年
、
四
・
一
二
事
件
再
考
」
（
上
）
（
中
）
（
下
）

一
六
号
・
＝
二
七
号
、
一
九
九
三
年
九
月
、
十
月
、
十
一
月

「
結
び
に
か
え
て
」
｜
｜
「
清
末
か
ら
現
代
に
至
る
、
中
国
近
代
化
の
限
界
と
可
能
性
」

霞
山
会
『
東
亜
』
コ
二
五
号
・
三

問
題
と
研
究
出
版
『
問
題
と
研
究
』
第
二

一
巻
九
号
、

一
九
九
二
年
六
月
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最
後
に
、
本
書
の
出
版
を
推
進
し
て
下
さ
り
数
々
の
貴
重
な
御
指
摘
を
戴
い
た
岩
波
書
店
編
集
部
の
林
建
朗
氏
に
感
謝
す
る
。
本
書
の

出
版
に
は
立
命
館
大
学
文
学
部
人
文
学
会
か
ら
助
成
金
を
得
た
。

一
九
九
八
年
四
月

北

村

稔
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注

092) 結党以来の共産党古参党員で武漢中央軍事政治学校（黄捕軍校分校）政治部主任の

施存統は，国共合作破綻直後に共産党を離党する．国民党中央日報副刊に発表された

戸明によれば，共産党の進める革命路線と国民革命に矛盾を見いだしたことを理由と

していた．このあと施存統にならって離党戸明を発表する共産党員が続出した（石川

禎浩「施存統と中国共産党J，京都大学人文科学研究所『東方学報』第68冊， 1996

年）．共産党の革命路線にゆきづまりを感じる党員が多かったことを物語る．
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着したが， 7月18日にウラジオストク行きの船に乗船したところを官憲に逮捕され，
しばらく後に蒋介石の命令で謝罪のうえ釈放された（第五章注Cl22)A.B. BJiaro.n.aToB, 
c.270-276，中国語版321-328頁）．

079) ソ連首席軍事顧問のブリュッヘルが武漢を離れ帰国のために上海に向かうのは南
昌暴動後の 8月 11日であり，上海では蒋介石に会っている（郭廷以前掲書，第2冊，
1927年8月11日条）．蒋介石もブリュッヘルと別離を惜しんだことを回想している

（前掲，蒋中正『蘇俄在中国』， 51-52頁）. 12月の広州コミューン事件では共産党員
と行動をともにしたソ連領事館副領事らが逮捕後に銃殺され，翌日に国民政府はソ連
との断交を宣言した（郭廷以向上， 1927年 12月13日条，同 14日条）．以上の経緯は，
『日本外交文書』昭和期 I第一部第一巻の「上海，矢田総領事報告」（944-9,49頁）に詳
しし＼

080) 張国煮前掲書，第2冊， 683-903頁．

C 181) 張国薫向上， 697-703頁．注076）の張国薫の手紙によれば，延期の理由は，宣言

文の内容修正や軍事行動の準備万全を期したためという．

082) 南昌八一起義紀念館編『南昌起義』， 4-8頁．張国煮は小銃が一万数千丁しかな

かったと述べており（張国薫向上， 712頁）．ブリュッヘルの推測した五千人から八千
人が実数に近いかもしれない．

083) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 420-423頁．張発歪は九江に到着後， 29日と 30日
の両日に第二方面軍の師長以上を招集した．しかし葉挺と賀龍が到着せず，南昌を離

脱してきた士官の報告もあり暴動の決行を確認していた．

084) 『南昌起義』， 20-25頁．

085) 部演達の動向は，張光宇『郵演達伝』，武漢大学出版社， 1993年， 170-183頁，
に詳しい．宋慶齢は，尚明軒『宋慶齢年譜』（中国社会科学出版社， 1986年），蒋洪斌
『宋慶齢』（江蘇人民出版社， 1987年），日明灼『宋慶齢伝』（上海人民出版社， 1988年），

劉家泉『宋慶齢伝』（北京文聯出版社， 1988年）等に詳し＂＇・武漢国民政府外交部長の
陳友仁も宋慶齢に同行してモスクワに赴く．

086) 「大事記」 8月各条， 9月28日， 10月3日条（前掲『南昌起義』）．張国薫第2冊，

710-740頁．『周恩来年譜』 1927年 10月上中旬， 11月上旬条．

(187) 中央臨時政治局拡大会議「政治紀律決議案」（1927年 11月 14日），『中共中央文

件選集』第3冊， 478-484頁．

088) 注076）.この点に関し前掲『中国共産党歴史（上巻）注釈集』は，コミンテルン指
令の電報原件は見つかっておらず，「成功の見込みがないならやるな」とし、う電文の

文言解釈上の意見対立であったと述べる．

089) 「中国共産党的政治任務与策略的決議案」（8月21日），「関於左派国民党及蘇維挨

口号問題決議案」（9月 19日），「中国現状与党的任務決議案J(ll月10日），前掲『中
共中央文件選集』第3冊， 327-342,369-371, 445-467頁．

090）注085).

( 191) 「第四十四次政治委員会速記録」（謄写版印刷），蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』，

426-427頁．
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注

(165) 宋慶齢の「声明」は英文で執筆され7月14日の日付があるが，新開発表は7月

18日．「声明」の日付から 7月14日発表説が支配的だが，呉伝t埋「宋慶齢退出武漢

国民政府声明的発表時間」（『党史研究史料』 1985年 11期，四川人民出版社）が報道記

事を比較検討し 7月18日発表説を確定している．「第三十八次政治委員会速記録」中

の語延闘発言も 7月18日発表説を裏打ちする．英文の「声明」は武漢の『人民論壇

報』に掲載されたが，原文は未見．『人民論壇報』は 1925年に北京で創刊された国民

党の英字新聞で， 27年春に張作震の圧迫を受け武漢に移り 27年中に停刊した（郭衛

東主編『近代外国在華文化機構綜録』，上海人民出版社， 1993年．『人民論壇報』の

英文名は未詳）.27年7月21日の『展報』紙上に，「原文は英文である」と注記した

「声明」の中国訳が掲載されているが，『宋慶齢選集』（人民出版社， 1992年）中の中国

語訳と比べると，固有名詞に若干の相違はあるが，前者が文言で後者が現代文である

点が異なるだけである．宋慶齢らの動向は注(185）参照．

066) 「第二十一次常務委員会拡大会議速記録」（蒋永敬『飽羅廷興武漢政権』， 408頁），

「第四十次政治委員会速記録」（謄写版印刷）．

067) 蒋永敬向上， 417-418頁．

068) 「第四十一次政治委員会速記録」《、圧精衛報告》，アンナ・ルイズ・ストロング

『ボロジン脱出記』，淡徳三郎訳，改造社， 1930年， 29頁， 34頁．ストロングはボロ

ジンとモスクワまで全行程をともにした．

069) 第四十一次，第四十二次（8月1日）「政治委員会速記録」（謄写版印刷）．

070) 『武漢国民政府史』， 514-515頁，第三十八次，第三十九次，第四十次「政治委員

会速記録」，前掲『我的生活』第38章．

(171) 注(151). 「第四十次政治委員会速記録」（謄写版印刷）．

072) 前掲『中国共産党歴史』上巻， 216頁．

(173) 張光宇，前掲書， 137-140,245-247, 172, 291-292頁

(174) 張国霞前掲書，第2冊， 676頁．

075) 『中国共産党歴史』上巻216頁，張国害、向上， 676,673頁．

076) 張国窯は暴動後の 27年 11月に上海の中共臨時政治局拡大会議に手紙を送り，暴

動を制止しようとしたとし、う批判に弁明したが，手紙は『中央通訊』に掲載され，南

昌八一起義紀念館編『南昌起義』（中共党史資料出版社， 1987年）に収録されている．

張国薫が回想録で記述する暴動に至る経緯は，この手紙の内容に自身の記憶を肉付け

したものである．『中国共産党歴史』上巻の記す南昌暴動直前の状況は，張国煮の記

述をまとめた感がある．原史料の提示がないままに，行動決定などの日時が張国薫と

一致する．中共中央党史研究室編著『中国共産党歴史（上巻）注釈集』（中共党史出版社，

1991年）の記述も同様である．コミンテルンから派遣されたロミナッゼの言動や共産

党員との協議の日付が張国薫と一致するにもかかわらず彼を登場させず，原史料名も

示されない．いずれも， 1938年に毛沢東と対立して共産党を離党し，共産党史では

反徒と扱われる張国議からの引用を揮ったので、ある．

(177) 『中国共産党歴史』上巻， 219-229頁．

078) 軍事顧問であったブラゴダートフは数人の顧問と七月初めに武漢を離れ上海に到
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説」の存在に言及する（張国薫，第2冊， 691頁注（5））.しかし蒋永敬は鴻玉祥の
「電報」（注(145)）の文言に「ボロジン解雇」とあるのに対し，「（未だ解雇されず）」と

注を付している（『飽羅廷輿武漢政権』， 382頁）．ボロジンが武漢を去った7月27日

の第四十一次政治委員会で在精衛は「本党顧問ボロジン帰国」と述べており（「第四十
一次政治委員会」速記録，謄写版印刷），ボロジンが解雇された形跡はない．

053）注(151).

054) 「中国共産党中央執行委員会告全党党員書」，『中共中央文件選集』第3冊， 277-
278頁．

055) 「中共中央常委会第三十四次会議記録」（注(151)）.『中国共産党歴史』上巻も中共
中央常務委員会での毛沢東発言を引用し，毛沢東が共産党独自の武力の保存を力説し
た点を指摘する (198頁）．毛沢東は唐生智に期待しつつ一方では武漢国民政府との決
裂に備え共産党独自の武力の保存を主張したので、ある．

056) コミンテルン執行委員会「中国革命の現情勢についての決定」，村田陽一編訳
『コミンテルン資料集』第4巻， 219-223頁．村田同書，巻末注070）資料解題．

(157) 『中国共産党歴史』上巻， 199頁．

058) 『中共中央文件選集』第3冊， 198-208頁．

059) 国民党中央常務委員会拡大会議第二十次会議速記録（蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』，
402頁）．「制裁」は抑えるの意．在精衛は8月5日の国民党中央常務委員会拡大会議
第二十三次会議で，「共産党と我々が合作している時は彼らを大目に見て制裁するこ
とがで、きた．現在では彼らは我々の敵である」と述べている（蒋永敬同書， 422頁）．

(160) 『呉玉章回憶録』，中国青年出版社， 1978年， 150頁．前掲，陳公博『苦笑録』（邦
訳）もこの間の事情を補足する．

(161) 『革命文献』第 16輯．声明についての解題は，蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権.！］， 414 
頁注（39).

062) 歴史事実に忠実であろうとする『国共両党関係通史』でさえ，「“七一五”反革命

政変」と記述する（293頁）．

063) 同書は，「政治委員会速記録」の原史料は第四十六次会議（8月15日）までしかな

く，第二十六次と第二十七次および第三十八次（7月 18日）から第四十五次（8月 10
日）までの速記録は欠落していると述べる（991頁）．しかし同書（1986年9月刊）と前
後して刊行された『武漢国民政府史』（1986年7月刊）には，欠落しているはずの政治
委員会第四十次会議（7月25日）と第四十四次会議（8月8日）の速記録が引用されてい
る（515-516頁）．楊天石「武漢在精衛集団分共前後」（注(151)）にも，第四十次会議と

第四十二次会議（8月1日）の速記録が引用されている．「政治委員会速記録」は謄写

版印刷の冊子で複数部作成され，政治委員会委員たちに配付されていた．全国の資料
を網羅しうる中国第二歴史槍案館は，少なくとも第四十次，第四十二次，第四十四次
の記録を含む別の「政治委員会速記録」の存在を確認で、きたはずで、ある．第二十六次
会議と二十七次会議の速記録はともかくも，第三十八次から第四十五次会議までの速

記録の欠落は，中国大陸での資料保存状況に照らし明らかに不自然である．

064) 「第三十八次政治委員会速記録」（謄写版印刷）．

63 



注

(136) 『中国国民党第一，二次－…・・』， 1253頁．

(137) 熊亨翰も彰瑞初も意図的に虚偽の報告をしたので、はなく，共産党の政治的立場を

守ろうとする余りに実情と矛盾する発言をせざるをえなかったと考えたい．

038) 武漢の米事情について，『武漢国民政府史』は「漢口民国日報」の 5月中の記事

を引用し， 5月中には湖南からの米が到着し江西からも続々と米が到着していたとい

う（353頁）．しかし「漢口民国日報」は『武漢国民政府史』自らがし、うとおり，共産

党員の指導下にある国民党湖北省党部の新聞であった（248頁）．したがってその記事

は，熊亨翰や彰瑞初の報告と同様に現実を正確に反映しているとは言いがたい．

(139) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 354-370頁．

(140) 国民党政治委員会で湖北省党部を代表して発言する共産党員の董用威は，湖北省

政府委員兼省政府農工庁長であり，国共合作破綻後の 8月には逮捕令を発せられる

（「第四十四次政治委員会速記録」，謄写版印刷）．董用威は民衆の土豪劣紳銃殺を容認

する発言を行し、（蒋永敬向上， 258頁），五月の漢陽県の逆産没収事件でも第二十一次

政治委員会（5月 16日）で県党部と労働組合を擁護する発言を行っていた（『中国国民

党第一，二次……』， 1165頁）．

(141) 『中国国民党第一，二次…・ー』， 1219頁．

(142) 共産党「中央通告農字第五号」や「中央通告農字第七号」には（注（75）），「罰戴

高帽子，瀞街示衆」（高い帽子をかぶらせ引き回して民衆の目にさらす一一高帽子は高

い三角帽子で死者の印）と記されている．文化大革命時の紅衛兵を訪沸させる「童子

軍」や「童子団」とし、う子供の集団も，反革命摘発の前衛として活動していた（前掲

『共産党禍湘紀略』，「中国共産党中央執行委員会告全党党員書」〔『中共中央文件選集』

第 3冊， 278頁〕，「国民党第二十九次政治委員会速記録」〔『中国国民党第一，二次

・ー…』， 1256頁〕）．

(143) 張光宇， 166-171頁．『北伐戦争史』， 282-292頁．

(144) 『武漢国民政府史』 427頁．第二十八次政治委員会「在精衛報告」（『中国国民党第

一，二次・・…・』 1229-1231頁）．

045) 郭廷以，第2冊， 1927年6月20日条， 21日条．鴻玉祥の電報は『国間週報』第

4巻 25期（1927年7月3日）．

(146) 第三十三次政治委員会（6月29日）「孔庚報告J，『中国国民党第一，二次…－一』，

1289-1292頁．孔庚の略歴は，前出『中国国民党名人録』による．

(147) 『中国国民党大事記』，解放軍出版社， 1988年， 1927年6月24日条．

(148) 前掲『中華民国史事紀要』 1927年6月28日条，「第三十三次政治委員会速記録」

(6月29日）（『中国国民党第一，二次・…・・』， 1296-1297頁），前掲『機会主義史』．

(149) 前掲『国共両党関係通史』， 288頁．

050）注031).

(151) 楊天石「武漢在精衛集団分共前後」，上海檎案館『楢案与史学』， 1996年第1期，

38頁．

(152) 郭廷以，第2冊の 1927年 6月5日条は，武漢政治会議（ママ．政治委員会の誤り

か）がボロジンを国民党顧問から解雇したと記す．張国帯、も「ボロジン 6月5日解雇
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(122) 中国共産党第五次全国代表大会「土地問題決議案」，前掲『中共中央文件選集』
第3冊， 60-71頁．

(123) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 278頁， 300-304頁．『中国国民党第一，二次……』，
1152頁．

(124) 察和森『機会主義史』（『共匠禍国史料実編』第1冊）．『共匪禍国史料嚢編』第1
冊は，台湾で編纂された中華民国開国五十年文献の付録で「極機密」の内部発行書．
『機会主義史』は編者の史料解題によれば，察和森が 1927年9月に発表した．察和森
は27年5月の共産党五全大会で中央政治局常務委員に選出され9月当時は解任され
ていたが，翌28年の共産党六全大会で中央政治局常務委員に選出される．

(125）注（98).

(126) 訓令の到着期日を6月1日としたのは，中共中央党史研究室『中国共産党歴史』
上巻， 195頁に基づく．村田陽一編訳『コミンテルン資料集』第4巻の巻末注(161)も，
訓令が6月1日に武漢の共産党政治局会議で、読み上げ、られたと述べる．しかし両書と
も典拠を示さない．以下の注(131)に掲げた証精衛の証言も 6月 1日訓令到着説の根拠
となる．訓令の内容は村田同書， 207-208頁．

(127) コミンテルン執行委員会「中国革命の諸問題」決議（1927年5月30日），村田陽
一編訳『コミンテルン資料集』第4巻， 179-190頁．

(128) トロッキー「中国問題に関する第二の演説」，「中国問題に関する第一の演説」
(Leon Trotsky, Problems of the Chinese Revolution, Pionner Pubulisher, 1932）に
収録．本書では日本語版のトロッキー『中国革命論』〔第4章注(127）〕， 86-87頁， 76-
77頁に依拠した．

(129) 村田陽一，前掲書，第4巻の巻末注048）の資料解題では，「中国革命の諸問題」
決議に軍隊内の反革命分子粛、清の文言が補充された経緯が述べられるが，馬日事変が
議論された形跡はない．村田同書， 207-208頁に掲げ、られた『スターリン全集』第 10
巻所収のコミンテルン執行委員会、「訓令」（5月の日付がある）には，「諦平山の旅行に
ついての懸念にはいくらかの根拠がある」とし、う文言が唐突に出現しており，馬日事
変直後の諌平山らの湖南への派遣を意味すると考えられる．コミンテルンは「訓令」
打電直前に馬日事変発生の報告を受けたのかも知れない．

(130) 前掲，禁和森『機会主義史』．

(131) 証精衛「武漢分共之経過」，『革命文献』第 16集．在精衛は提示された期日を 6
月1日と述べる．

032) 「陳独秀給共産国際的電報」，前掲，彰明主編『中国現代史資料選輯』第2冊，
441頁．

033) 『中国共産党歴史』上巻， 197-198頁（察和森『機会主義史』の内容を骨子にして
いる）．察和森はコミンテルンからの電報を一度だけとし，前後二度到着したはずの
電報の内容を混同している．最初の緊急訓令に許克祥の人名はなく，馬日事変の発生
確認後に二度目の電報が到着したと考えれば説明がつく．

(134) 「中国共産党告全国農民群衆J，前掲『中共中央文件選集』第3冊， 164-166頁．
035）注（75).
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注

清朝打倒に貢献したが，中華民国成立後には明確な政治目標を持たずに活動を公然化

させ社会不安を惹起した（中国会党史研究会編『会党史研究』，学林出版社， 1987年）．

(1叩） 広東農民運動で、は社会の反発を避けるため農民協会の会員は生産に従事する農民

に限り，会党分子を排除していた．この事実が，運動を爆発的発展にまで至らせなか

った要因の一つで、あるとも言える（第二章注（22）北村稔論文）．

(101) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 347頁．

002) 『中国国民党第一，二次・…・・』， 1152頁， 1172頁(1138頁の聾延闘も参照）．

003) 前掲『中共中央文件選集』第3冊， 136頁．

(104) 『中国国民党第一，二次…・・』， 1234-1235頁．前掲『武漢国民政府史』も第二十

八次政治委員会速記録を引用しこの間の経緯を述べるが（395頁），意図的偏向が加え

られている．注精衛の彰瑞初への質問は共産党員を難詰するためだとの前提のもとで

前後の脈絡を無視して引用され，彰瑞初の「代表らは中央の訓告を大きな誠意をもっ

て受け入れる」とし、う答弁や，彰瑞初の要請に基づく陳公博の湖南の代表たちへの方

針説明などには一切言及されていない．

005) 『中国国民党第一，二次…・・』， 1263-1265頁．

(106) 『湖南近百年大事記述』（第2次修訂本）， 580-581頁．何鍵の密命による軍の意図

的行動とされる．

007) 同注（93).

008) 前掲『第一次圏内革命戦争時期的農民運動』， 348頁．

(109) 『中国国民党第一，二次……』， 1090頁．

(110) 蘇兆徴は 1885年広東省生まれ．同盟会員の経歴をもち， 1921年に中華海員工人

聯合会を創立し 25年には共産党に入党した．同年の省港ストライキを指導し，スト

ライキ委員会委員長となる．国共合作破綻後の 28年にモスクワに赴くが病を得て帰

国し， 29年に上海で死去した（前掲『中共党史簡明調典』）．

(111) 『中国国民党第一，二次・・…・』， 1098-1099頁．

(112) 『中国国民党第一，二次・・・…』， 1104頁．

(113) 『中国国民党第一，二次ー・…』， 1142-1143頁， 1157頁．

(114) 『中国国民党第一，二次・…ー』， 1184頁．

(115) 前掲『第一次圏内革命戦争時期的農民運動』， 303頁．注(111)' (112) . 

(116) 『中国国民党第一，二次……』， 1225頁．

(117) 『中国国民党第一，二次……』， 1240頁．何鍵の電報の具体的内容は分からない

が，在精衛（議長）の説明でその趣旨が分かる．

(118) 前掲『中国共産党歴史』上巻， 193-195頁．

(119) 『中国国民党第一，二次・…ー』， 1280頁．

020) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 351頁．

(121) 『湖南近百年大事記述』（第2次修訂本）， 584頁．唐生智による農民運動粛清開始

の日時は明記されない.7月の政治委員会速記録には関連記事は見られず，国共合作

破綻（8月）後と判断した.8月6日には唐生智は程潜らとの連名で，南京の何応欽ら

に共同討共（共産党討伐）の電報を打つ（郭廷以前掲書，第2冊， 27年8月6日条）．
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(75) 「中央通告農字第5号」，「中央通告農字第7号」，『中共中央文件選集』第3冊，
156-163頁， 173-177頁．

(76) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 230頁注（14), 263-264頁．
(77) 『中国国民党第一，二次・・・…』， 1108-1110頁．

(78) 『中国国民党第一，二次・・・…』， 1130-1134頁．

(79) 『中国国民党第一，二次……』， 1142-1143頁．湖南の国民党省党部が共産党支配
下にあったことは，第四章第三節で、述べた．熊亨識は 1894年湖南生まれ．日本留学
のあと 1924年に中国国民党に入党し， 25年5月には国民党湖南省党部執行委員とな
った.26年春に共産党に加入し国共合作破綻後の 28年に逮捕され刑死した（部宝俊，
朱健華主編『中華英烈大辞典』，黒龍江人民出版社， 1993年）．

(80) 『中国国民党第一，二次…－一』， 1170頁．

(81) 張光宇前掲書， 272-273頁．郭廷以前掲書，第2冊， 1927年5月19日条．前掲
『包恵僧回憶録』， 337頁．

(82) 李雲漢『従容共到清党』， 693-699頁．蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 311-324頁．
(83) 「夏斗寅等為班師東下撲滅共匠電J，前掲『革命文献』第 16集．
(84) 『包恵僧回憶録』， 334-335頁．

(85) 李雲漢『従容共到清党』， 695-696頁．

(86) 『中国国民党第一，二次…・・・』， 1179-1180頁．

(87) 郭廷以前掲書，第2冊， 5月21日条．李雲漢『従容共到清党』， 700-702頁．
(88) 張光宇前掲書， 145頁．

(89) 『中国国民党第一，二次…・・J], 1202-1204頁．

(90) 李雲漢『従容共到清党』， 705頁．

(91) 前掲『中共中央文件選集』第3冊， 139頁．

(92) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 334-338頁．

(93) 『中国国民党第一，二次……』， 1232頁．

(94) 中国現代革命史資料叢刊『馬日事変資料』，人民出版社， 1983年，がある．
(95) 離党して政治活動を退いたと思われる．このような人物は国民党側や共産党側の
各種の『人物伝』に収録されない．

(96) 『中国国民党第一，二次……J], 1232-1235頁．

(97) 前掲『毛沢東集』第1巻（第2版）， 215頁， 219頁．『毛沢東選集』第 1巻（注
(74））の「湖南農民運動考察報告」では，「緑色の長い上着を着ている者」，「賭博や麻
雀を打つ者」，「赤貧」の記述が削除された．

(98) 中央通告農字第8号（1927年6月 14日）は，農民協会中の会党を首領と群衆に分
断し群衆を教育せよと述べる（『中共中央文件選集』第3冊， 189頁）．

(99) 前掲『湖南近百年大事記述』（第2次修訂本）， 247-264頁．会党は清代前期に出
現した秘密結社で、全国の都市と農村に広がり，中華人民共和国成立後には粛清された．
多くの会派に分かれ，主要構成員は失業した農民，手工業者，兵士，遊民であった．
「反清復明」（異民族の清朝に反対し漢民族の明朝を復興させる）の政治スローガンを共
有し，社会生活の相互扶助組織の性格を有した．辛亥革命にさいし同盟会と連絡して
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注

七年的中国』，正中書局， 1981年，所収）を引用している．

(62) 第二章注（22）北村稔「第一次国共合作時期の広東省農民運動」．湖南省出身者を

中心に 26年3月に開始された第6期農民運動講習所（所長は毛沢東）に対し，在精衛

は農民運動の敵対勢力への打撃を期待し多額の資金援助を承認していた．

(63) 国民党湖南省第二次代表大会「関於農民，工人，商民運動決議案摘要一一関於農

民運動決議案」（26年8月），湖南省誌第 1巻『湖南近百年大事記述』（第2次修訂本），

湖南人民出版社， 1979年， 556頁．「一九二六年十一月分湖南各県農民協会会員統計J,

『第一次圏内革命戦争時期的農民運動』，人民出版社， 1953年， 258-259頁．「一九二

七年全国農民協会会員統計」（武漢政府農民部， 1927年6月調査），『第一次圏内革命

戦争時期的農民運動』， 18-19頁．

(64) 湖南省第一次農民代表大会決議案（1926年 12月）「鐘除貧官汚吏土豪劣紳決議

案」・「没収逆産問題決議案」， r第一次圏内革命戦争時期的農民運動』， 332-336頁，

373-374頁

(65) 『第一次国内革命戦争時期的農民運動』， 282-283頁．

(66) 李雲漢『従容共到清党』， 572頁．国民党党史委員会蔵の夏蟻「湖南党務政治報

告」に基づく．

(67) 注(15）栃木論文．

(68) 『長沙大公報』（1927年 1月29日），『湖南近百年大事記述』（第2次修訂本）， 572 

頁， 576頁.3月には湖北省でも「湖北省懲治土豪劣紳暫行条例」が作られる（『第一

次圏内革命戦争時期的農民運動』， 397-398頁）.27年 1月に湖南省で「懲治貧官汚吏

条例」が作成され（『長沙大公報』 1月18日） 直ちに施行されたようである．湖北省

でも 27年4月に「湖北省懲治貧官汚吏条例」が出現するが，「中央の批准をまって云

々」の文言が冠せられている（『漢口民国日報』 4月24日）．両条例とも「貧官汚吏」

の規定に汚職行為だけでなく国民党支配への反抗が含まれ，死刑を含む刑罰が科せら

れる. 5月30日の国民党政治委員会第二十五次会議では，混乱を恐れた徐謙が「湖

北省懲治貧官汚吏条例」の施行に難色を示す．

(69) 「広東省第二次農民代表大会宣言」，『第一次圏内革命戦争時期的農民運動』， 199

頁．海豊県と陸豊県の例外的状況は，衛藤藩吉「海陸豊ソヴェト史」，衛藤藩吉『東

アジア政治史研究』，東京大学出版会， 1968年， 94-97頁，に詳し＼.，，.

(70) 前掲『武漢国民政府資料選編』， 366-367頁．

(71) 国民党二期三中全会「第五日速記録」（3月15日），『中国国民党第一，二次…ー』，

850-851頁．孫科の発言は，毛沢東が農民の手による土豪劣紳打倒の必要を主張した

直後に行われ，毛沢東の発言内容を引き継いでいる点が注目される．

(72) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 278-304頁．草案は5月 12日の第二十次政治委員

会で暫時保留として採決（『中国国民党第一，二次……』， 1151-1152頁）．

(73) 前掲『中共中央文件選集』第3冊， 190頁， 161-162頁．

(74) 毛沢東「湖南農民運動考察報告」，竹内実監修『毛沢東集』第 1巻（第2版），蒼

蒼社， 1983年．『毛沢東選集』第 1巻（人民出版社， 1951年）の「湖南農民運動考察報

告」では，「有土必豪」以下の記述が削除された．
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(46) 『中国国民党第一，二次…・・・.JI,1214-1216頁．

(47) 上海には「ソ連の遠東銀行」が存在した（蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 177頁）．

郭廷以，前掲書第2冊， 1927年7月4日条に，南京の政治会議が「武漢と関係のあ

る上海の遠東銀行を封鎖する」決定を下した，とある．以上の出典と為替にロシア人

顧問のサインが必要であった事実からソ連系銀行と判断した．

(48）注（46).

(49) 「第三十七次政治委員会速記録」（7月 13日），『中国国民党第一，二次－…一』，

1323頁．

(50) 「第十八次政治委員会速記録」（5月4日），『中国国民党第一，二次・…・・』， 1122頁．

4月5日の第九次政治委員会では，軍人たちが支給済の軍費を国民政府の中央銀行に

預けず，私人名義で商業銀行に預金している事実が報告されていたが（向上， 1015

頁），軍人が武漢の国民政府に信頼を寄せず政権基盤が脆弱であったことを示す．

(51) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 190-193頁（第二十一次，第二十二次，第二十九次，

第三十六次，第三十七次の「政治委員会速記録」に基づいている）．

(52) 余捷掠論文は，武漢国民政府時代の財政当局者の証言として，少なくとも総収入

の30%を占めたと述べる．逆産没収の決定は， 26年 12月 15日の武漢での臨時聯席

会議で行われていた（「臨時聯席会議第二次議事録」，謄写版印刷）．

(53) 「第二十三次政治委員会速記録」，『中国国民党第一，二次……』， 1198頁．当初

は，蒋介石の任命した武漢衛成司令の陳銘枢（第四章参照）が逆産清理処長として管理

と処分に当たり，多くの場合は没収に代わる臆いとして資金の提供を強要した．陳銘

枢は3月下旬に武漢を去り蒋介石のもとに赴いた．南京国民政府も蒋介石の統率下に

逆産没収を行ったが， ParksM. Coble, Jr., The Shanghai Capitalists and the 

Nationalist Government 1927-1937, Harvard University Press, 1980, pp. 32-36に

詳しい．

(54) 5月 12日の第二十次政治委員会では，漢陽鉄工廠労組による前所長の財産没収

が審議され，財政部と工人部に処置させることが決定されていた（『中国国民党第一，

二次・…＂ .JI,1156頁）．

(55) 「処分逆産条例」，前掲『武漢国民政府資料選編』， 376頁．

(56) 第二十一次（5月 16日），第二十四次（5月25日），第二十五次（5月30日）「政治

委員会速記録」，『中国国民党第一，二次……』， 1163-1166頁， 1204-1205頁， 1217

頁．

(57) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 248-253頁， 304頁．

(58) 前掲『中国国民政府史の研究』， 68頁．

(59）注（53).

(60) 『中国国民党第一，二次……』， 1189-1190頁．会議では財政責任者の張肇元が，

債券の購入者は「当れば〔現金の〕賞金がもらえるし，当らなくても債券と〔発行済の〕

整理金融公債と交換したり，債券で逆産を購入できるので損はしない」と述べている．

(61) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 256頁．在精衛が国共合作破綻後の 27年 11月に

広州の中山大学で、行った報告「分共以後」（蒋永敬編『北伐時期的政治史料一一一九二
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非難について」（電報， 1927年4月5日），外務省『日本外交文書』昭和期 I第一部第

一巻，外務省， 1989年，文書番号436.

(32) 李恩泊『北伐前後的「革命外交」(1925-1931)』，中央研究院近代史研究所，台北，

1993年， 81-82頁．

(33) 「幣原外務大臣テイリ一英国大使会談」(1927年4月4日），『日本外交文書』昭和

期 I第一部第一巻，文書番号 433.

(34) 「第十二次政治委員会速記録」《陳友仁，在精衛，語延闘発言》（4月13日），『中

国国民党第一，二次……』， 1055頁．

(35) 漢口事件と武漢国民政府側の配慮は，「漢口四三事件経過調」，『日本外交文書』

昭和期 I第一部第一巻，文書番号518. ボロジンの発言は「第八次政治委員会速記

録」（4月1日）および「第九次政治委員会速記録」（4月5日），『中国国民党第一，二次

…』， 1005-1006頁， 1021-1022頁．

(36) 『日本外交文書』昭和期 I第一部第一巻の「六南京事件，付漢口事件」の文

書類から，列強諸国の武漢国民政府および南京国民政府との交渉過程がわかる．武漢

の「政治委員会速記録Jからも外交上の緊張は見いだせない．

(37) 聯席談話会は二期三中全会で、決定された国民党と共産党の聯席会議かと考えられ

るが詳細は不明. 4月25日の「第十五次政治委員会速記録」に在精衛が条文化した

実行計画が記録されている．「外国人の生命財産の保護」，「外交部と交通部が交渉す

る主だった企業名」，「失業問題の解決」が挙がっているが，施行方法までは記録され

ていない（『中国国民党第一，二次・・…・』， 1079,1081頁）．

(38) 『飽羅廷輿武漢政権』， 188-189頁．『中国国民政府史の研究』， 62-64頁．

(39) 『武漢国民政府史』， 178-185頁， 352頁．

(40) 「現金集中条例」による混乱は湖南省と江西省でも深刻であっこ．湖南省では紙

幣が紙切れとなり，湖南省財政庁は新たに大量の不換紙幣を発行した．軍人たちが各

商店に，「現金集中条例」の換算レートでの武漢国民政府指定の紙幣と銅貨との交換

を強要した.7月には長沙で商人のストライキが発生し，全省の商業活動はほとんど

停止した．江西省では，政府指定紙幣の受取りを拒否したものは死刑に，価値を割り

ヲ11,、たものは無期懲役に処すとの布告がだされた結果，商業は完全に停頓した（余捷

涼論文）．

(41) 『中国国民党第一，二次……』， 1274頁．

(42) 4月25日の第十五次政治委員会で在精衛が「現金集中を行わなくてもよいと主

張する人聞がし、るが・…ーこれではだめだ」と述べており，現金集中について意見の不

一致があったことを示す（『中国国民党第一，二次…・・・』， 1080頁）．

(43) 「第十六次政治委員会速記録」（4月27日），『中国国民党第一，二次……』， 1098

頁．

(44) 「第三十一次政治委員会速記録」（6月22日），『中国国民党第一，二次……』，

1279頁．国民党中央工人部の活動費は4月段階で一カ月 1万元に満たなかった（「第

十一次政治委員会速記録」〔4月 11日〕，向上 1049頁）．

(45) 「第十八次政治委員会速記録」，『中国国民党第一，二次い…・』， 1122-1123頁．
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(14) 「第二十八次政治委員会速記録」（6月 13日）《陳其瑳報告》，『中国国民党第一，二
次・・…・』， 1235-1238頁．

(15) 「湖南財政局長張関理関於湖南財政状況報告」，彰明主編『中国現代史資料選輯』
第2冊，中国人民大学出版社， 1988年， 341-342頁．湖南省財政の研究に栃木利夫
「国民革命期における地方政府」（前掲『中国国民政府史の研究』）がある．

(16) 「第十七次政治委員会速記録」（5月2日），『中国国民党第一，二次……』， 1105頁．
(17) これらの省では南京国民政府の反共政策が支持され，共産党員の逮捕と粛清が行
われていた（前掲，李雲漢『従容共到清党』， 645-669頁）

(18) 「国民革命軍総司令部組織大綱」，前掲，『革命文献』第 15集．
(19) 余捷諒論文．郭廷以，前掲書第2冊の 1927年3月27日条と 4月9日条も，宋子
文の上海派遣と活動状況を記す．宋子文の動静は，呉景平『宋子文評伝』，福建人民
出版社， 1992年， 51-63頁，に詳しい．

(20) 「第九次政治委員会速記録」（4月5日），『中国国民党第一，二次……』， 1014-
1016頁．この国庫券は，宋子文の提起により 1月段階で決定していたもの（『宋子文
評伝』， 45-46頁）の再確認であったと思われる．

(21) 前掲『武漢国民政府資料選編』， 240-241頁．

(22) 当時の中国経済の実情に関し，黒田明伸『中華帝国の構造と世界経済』，名古屋
大学出版会， 1994年，から多くの教示を得た．

(23) 前掲，余捷涼論文．のちに 1935年になり南京国民政府が行う法定紙幣による通
貨統一策（「結びにかえて」参照）も，武漢での現金集中条例と同様の内容を備え，現
金の集中管理を政策の軸としていた．しかし南京国民政府の場合は政権の安定を基礎
にしており，明確な通貨統一の目的を有した．そしてより緩やかな手順をふむもので
あった．これに比べ 1926年の武漢国民政府の行為は，破産寸前の政治権力が力ずく
で現金を取り込むに過ぎなかった．両者の聞には大きな距りがある．法定紙幣が出現
する歴史的経緯は，卓遵宏『中国近代幣制改革史(1887-1937）』，国史館， 1986年，
に詳しい．

(24) 「第二届常委会第七次拡大会議議事録」（『中国国民党第一，二次・…・・』， 931頁），
『武漢国民政府資料選編』， 240頁．

(25) 余捷涼論文．

(26) 坂野論文（『中国国民政府史の研究』 62頁），『武漢国民政府史』， 350-351頁．『武
漢国民政府資料選編』も「反対経済封鎖」の項目を設け，多くの資料を収録する．現
金集中政策開始後も上海のソ連系銀行が機能していたことは，注（47)参照．

(27) 余捷掠論文．『武漢国民政府史』， 351頁．

(28) 余捷涼論文．

(29) 王永璽主編『中国工会史』，中共党史出版社， 1992年， 167頁， 175-177頁．
(30) 『中国国民党第一，二次……』， 1071,1074頁．「第十四次政治委員会速記録」に
見る「退却政策」の原案と，蒋永敬が使用する「決議録」所収の修正案（『飽羅廷輿武
漢政権』， 179頁）に顕著な違いはない．

(31) 在上海矢田総領事より幣原外務大臣宛「英総領事が南京事件に対する日本の態度
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注

民党第一次，二次…－－－』， 930, 1062頁．宣言と訓令は，前掲『四・一二反革命政変

資料選編』， 302-308頁．

032) 「特委会議記録」（1927年4月16日），『……起義』， 458頁．

033) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年4月19日条．

034) 李雲漢『従容共到清党』， 630-632頁．

035) 「孔祥照調停寧漢分裂資料一則《紀孔庸之博士調停寧漢分裂》」，前掲『槍案与歴

史』， 1989年第6期．李茂盛時L祥照伝』，中国国際広播出版社， 1992年， 46司 47頁．

武漢の「第十七次政治委員会速記録」（5月2日）には，南京に滞在中の武漢側代表に

蒋介石が接触してきたことが報告され，孫科は党ではなく政府の名義で接触させろと

主張している（『中国国民党第一次，二次・…ー』， 1112頁）．

第六章

(1) 「武漢国民政府委員部長表」（前掲『辛亥以後十七年職官年表』）．『国共両党関係通

史』， 230-231頁．

(2) 第 7回拡大執行委員会総会「中国の情勢の問題についての決議」・《中国革命の一

般的展望》は，「革命国家の構造は……プロレタリアート，農民，及びその他の被搾取

階級の民主主義的執権であるだろう．それは非資本主義的（社会主義的）発展への移行

期の革命的反帝国主義政府であろう」と述べる（村田陽一編訳『コミンテルン資料集』

第4巻， 111-112頁）．

(3) 「第十八次政治委員会速記録」（5月4日），『中国国民党第一，二次……』 1114-

1115頁．

(4) 序章注(19).

(5) 蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 228-229頁．

(6) 劉継増等『武漢国民政府史』，湖北人民出版社， 1986年．

(7) 坂野良吉「武漢国民政府論序説」（以下，坂野論文），中国現代史研究会編『中国国

民政府史の研究』，汲古書院， 1986年．引用文献中で特筆すべきは，中央研究院『社

会科学雑誌』第7巻4期（1936年）の余捷涼「民国十六年武漢的集中現金風潮」（以下，

余捷涼論文）である．余捷掠は国民政府成立前からの湖北省財政を克明に分析し，武

漢国民政府の財政が破綻を運命づけられていたことを考証している．余捷涼は執筆時

に武漢の商工会議所から当時の資料の提供を受けている．

(8) 第四章注（75), (71)参照．

(9) 前掲『中共中央文件選集』第3冊， 4頁．「第十三次政治委員会速記録」，『中国国

民党第一，二次・…ー』， 1064頁．

(10) 第六章第四節第四項参照．

(11) 前掲，余捷諒論文．

(12) 「第二十次政治委員会速記録」（5月12日）《陳其暖報告》，『中国国民党第一，二次

…・』， 1146頁．

(13) 「第十七次政治委員会速記録」（5月2日）《語延闘発言》，『中国国民党第一，二次

・・・』， 1113頁．
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004) 注002），『……起義』， 448頁．

005) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年4月9日条．

006) 『中国国民党第一次，二次・…ー』， 910頁．

007) 『・・…・起義史』， 269頁．

008) 『・・一一起義史』， 270-271頁．

009) 鄭慶声「在寿華烈士之死J，前掲『楢案与歴史』 1988年第2期．

(110) 『・…・・起義史』， 274-278頁．

(111) 「上海公共租界工部局警務日報摘訳J, 1927年 4月 14日条（『楢案与歴史』 1987年

第 1期）．

(112) 『・・・・・・起義史』， 285頁．

(113) 「中共上海区委各部委産総会議記録」（1927年4月14日午後4時），『・…・・起義』，

453頁．

(114) 『時報』， 1927年4月 14日．

(115) 『……起義史』， 287頁．

(116）注(111).

(117) 胡愈之「関於“抗議書”的説明J，前掲『文史資料選輯』第70期．

(118) 『・・…起義史』， 289-291頁．

(119) 「西山会議派関於清党等問題致蒋介石呉稚瞳等人的四封函J，『槍案与歴史』 1987

年第3期．

020) 中共中央党史研究室『中国共産党歴史大事記』（人民出版社， 1989年）， 1927年4

月条．

C 121) 前掲，村田陽一編訳『コミンテルン資料集』第4巻， 150-152頁．

022) A. B. B.llaro江aToB,3anHCKH o KHTa負co首PesoJIIOUHH1925-1927rr. HAYKA, 1979, 

c.235, 241-243.同書中国語版，『中国革命紀事（一九二五年一一九二七年）』，三聯書

店， 1982年， 278頁， 287-289頁．成立式典での蒋介石の演説は「蒋介石在慶祝国民

政府建都南京歓宴席上講演調」，前掲『四・一二反革命政変資料選編』， 285-292頁．

023) 「中共上海区委各部委産総会議記録」（1927年4月14日午後4時），「特委会議記

録」（1927年 4月16日）， 「特委会議記録」（1927年 4月18日）， 『…・・・起義』， 455頁，

457-460頁， 461-469頁．

024) 前掲『中国共産党歴史大事記』， 1927年4月20日条， 4月25日条．

025) 『・・・・・・起義史』， 291-292頁．

026) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年4月6日条，同 4月9日条．

027）注（88).

028) 李雲漢『従容共到清党』， 619頁．在精衛の手紙の写真版が国民党中央党史会に

保存されているという．『革命文献』第 16集（1978年影印再版）所収の、圧精衛「武漢

分共之経過」では，在精衛自身も同様の経緯を認めている．

029) 「第十一次政治委員会速記録」，『中国国民党第一次，二次…・・』 1047-1050頁．

030) 「第十二次政治委員会速記録J，『中国国民党第一次，二次……』 1052,1057頁．

(131) 「第二届常委会第七次拡大会議議事録J，「第十三次政治委員会速記録」，『中国国
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(86) 『……起義史』， 188-191頁．「中共上海区委各部委産総聯席会議記録」（1927年3

月23日）には，冒頭の総括に，釦永建が右派と結んで労働者を殺そうとしたと記され

ている（『…・・・起義』 371頁）．

(87) 「中国国民党中執会第二届常委会第一次拡大会議速記録」，『中国国民党第一次，

二次・…ー』， 872-880頁．

(88) 郭沫若「請看今日之蒋介石」（1927年 4月9日），中共中央党校党史教研室『中共

党史参考資料』（二），人民出版社， 1979年．

(89) 黄紹紘「四・一二政変前夜的秘密反共会議」，政治協商会議文史資料研究委員会

編『文史資料選輯』第 16輯，中国文史出版社， 1986年．

(90) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年3月24日条．

(91) 共産党は3月23日の「中共上海区委関於復工通知及宣伝要点」で，上海市民の

一致協力による租界回収の必要を確認していた．しかし 3月26日の「中共上海区委

召開活動分子会議記録」には，「帝国主義者は神経過敏で我々が武装して租界を回収

すると恐れているが，そんな決定はしていない」とある．しかし 3月30日の「特委

会議記録」には，「「武力で租界に突入するな」とコミンテルンから電報があった」と

あり，租界の武力回収が現実味を帯びていたことがわかる（『……起義』， 370頁， 408

頁， 438頁）．

(92) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年3月26日条．

(93) 『…・・・起義研究』， 84頁， 76-77頁．

(94) 前掲『上海帯会簡史』， 122-124頁．

(95) 「中国国民党中央監察委員会委員呉敬恒呈中央監察委員会文」（1927年4月1日），

「中国国民党中央監察委員会在上海開会記録」（1927年4月2日），「国民党中央監察委

員会杏」，『四・一二反革命政変資料選編』，人民出版社， 1987年， 105-119頁．

(96) 「特委会議記録」(1927年3月23日晩9時），『……起義』， 376頁．『……起義史』，

254頁．

(97) 「中共上海区委召開活動分子会議記録」（1927年3月26日午後6時），『……起義』，

406-407頁．

(98) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年3月27日条， 3月29日条．郭沫若「脱離蒋介石

以後」（「蒋介石のもとを去って」），小野忍，丸山昇訳『郭沫若自伝』第4巻，平凡社，

1971年， 151頁， 159頁．設置された総政治部上海弁事処は，このあと 4月6日に蒋

介石の命により閉鎖される（前掲，李雲漢『従容共到清党』， 620頁）．

(99) 「上海区委主席団会議記録J(l927年3月31日午前8時），上海市槍案館『橋案与

歴史』 1987年第 1期．

(100) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年 4月 1日条， 4月3日条．

(101) 『李宗仁回憶録』， 462-463頁．李宗仁は、圧精衛との協議に出席した．

002) 「中共上海区委召開活動分子会議記録」（1927年4月6日），『……起義』， 449-451

頁．

(103) 江田憲治「橿秋白と国民革命」，狭間直樹編『中国国民革命の研究』，京都大学人

文科学研究所， 1992年．
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(62) 「特委会議記録」(1927年2月24日午後9時），『……起義』， 150頁．江田憲治

「上海五・三O運動と労働運動」（『東洋史研究』第40巻第2号， 1981年）は，これよ

り1年前の上海総工会の動員人数を 22万人とする．当時の上海の人口 200万人中，
労働者は70万人という（前掲『中共中央文件選集』第2冊， 545頁）．

(63) 「上海総工会為挙行同盟罷工的通告J（第2号），『……起義』， 123頁．

(64) 『…・・・起義研究』， 39-40頁， 45-46頁．

(65) 「中共上海区委特別通訊」（第1号）(1927年2月21日），「中共上海区委各部書記

聯席会議記録」(1927年2月24日午前 10時），『・…・・起義』， 131頁， 140頁．

(66) 「特委会議記録」(1927年2月24日午後9時），『……起義』， 152頁．

(67) 『……起義研究』， 125頁．

(68) 『・…ー起義史』， 103-107頁．

(69) 「特委会議記録」（1927年2月24日午後9時），「中共上海区委各部書記会議記録」

(1927年2月25日），塵秋白「上海“2・22”暴動後之政策及工作計画意見書」，

『・…ー起義』， 148-166頁．

(70) 前掲，『北伐戦争史』， 237頁．

(71) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年2月21日条．

(72) 名は詮．字は杏仏. 1893年－1933年. 1912年と 24年に孫文の秘書を務めた．ア
メリカ留学生. 1932年に上海で宋慶齢らと民権保障同盟を結成し翌年に暗殺された

（前掲『中国国民党名人録』）．

(73) 「特委会議記録」（1927年3月2日晩9時），「特委会議記録」（1927年3月2日晩），

『一一一起義』， 261頁， 273頁．

(74) 「特委会議記録」（1927年3月5日晩9時），『……起義』， 279-280頁．『・…一起義

研究』， 73頁．

(75) 「中共上海区委主席団会議記録」(1927年3月 19日朝8時），『……起義』， 335頁．

(76) 『……起義研究』， 73頁．

(77) この間の経緯は 『・・…・起義史』 162-192頁に詳しい．

(78) 『・…・・起義研究』， 74-75頁．

(79) 「中国国民党中央執行委員会政治委員会第八次会議速記録」(1927年4月1日），

『中国国民党第一次，二次……』， 1010頁．

(80) 青轄の指導者の 1人. 1868年 1953年.26歳でフランス租界の巡捕（巡査）に採

用され唯一の中国人督察長にまで昇進した. 60歳で退職後も租界警務処の顧問を務

めた．杜月筆は黄金栄の徒弟から身をおこした（胡訓現，賀建『上海帯会簡史』，上海

人民出版社， 1991年， 101-103頁）．

(81) 衰継成『近代中国租界史稿』，中国財政経済出版社， 1988年， 265-270頁．

(82) 「特委会議記録」(1927年3月2日晩8時），『・…ー起義』， 253頁．

(83) 前掲『上海帯会簡史』， 109頁．

(84) 「特委会議記録」（1927年3月2日晩8時），「特委会議記録」(1927年3月2日晩9

時），「特委会議記録J(1927年3月4日晩），『・一…起義』， 253頁， 262頁， 273頁．

(85) 『・・・・ー起義史』， 175頁．
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注

(36) 「中共上海区委臨時主席団会議記録」(10月24日午後4時），『……起義』， 36-39

頁．

(37) 「中共上海区委各部書記臨時聯席会議記録」（10月25日午前8時），『……起義』，

42-50頁．「中共上海区委召開活動分子会議記録」（10月26日午前8時），『…・・・起義』，

51-61頁．

(38) 曾憲林等『北伐戦争史』，四川人民出版社， 1990年， 169-171頁．

(39) 「中共上海区委主席団会議記録」(11月6日午前9時），『…・・起義』， 67-70頁．

(40) 周鳳岐は 12月 11日に，陳儀は 12月30日に国民革命軍に編入される（郭廷以，

前掲書第2冊， 1926年 12月 11日， 30日各条）．

(41) 「中共上海区委各部委党図書記特別会議記録」(11月6日午後4時），『……起義』，

71-73頁．「中共上海区委主席団特別会議記録」(11月6日晩 11時），『……起義』， 74-

79頁．

(42) 注（39),『・…・・起義』， 70頁．

(43) 『…・・・起義研究』， 33頁．

(44) 「中共上海区委召開活動分子会議記録」(11月 12日），『……起義』， 85-92頁．

(45) 第四章、注(106).

(46) 注（44)，『……起義』 87頁．「中共上海区委主席団会議記録」(11月 19日），『……

起義』 96-97頁．

(47) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年 11月各条．

(48) 『……起義研究』， 33頁．蘇漸院三省連合会の詳細な研究に，笠原十九司「上海

市政府の成立基盤一一上海全新公会の活動を中心に」（中国現代史研究会編『中国国民

政府史の研究』，汲古書院， 1986年）がある．

(49) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年 11月 19日条．

(50) 李新等主編『民国人物伝』第2巻，中華書局， 1980年， 322頁．

(51) 「上海区委主席団会議」(11月24日晩8時），『・…ー起義研究』， 175-176頁．

(52) 『－－－－－起義研究』， 34-36頁．

(53) 「上海区委全体委員会会議記録」（1927年 1月25日午前9時），『……起義研究』，

184頁．

(54) 前掲『北伐戦争史』， 227-229頁．

(55) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年2月 18日条．『北伐戦争史』， 233頁．

(56) 『……起義研究』， 38頁．

(57) 「中共上海区委第一次全体会議記録」（1927年2月 16日），『……起義』， 118頁．

(58) 「中共上海区委秘書処通訊」（第 11号， 1927年 2月 17日），『……起義』， 119-122

頁．

(59) 「中共上海区委告同志書」（1927年2月25日），『……起義』， 170-171頁．この文

書は第二次暴動失敗の 2日後に出されたものであるが，上海における共産党の戦略を

最も端的に示すものである．

(60) 『・…・・起義史』， 92-93頁．

(61) 『……起義研究』， 39頁．
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日）， 『…・・・起義研究』， 168-169頁．

(13) 『……起義研究』， 16頁．『……起義史』， 34頁．

(14) 「上海区委主席団会議記録」（10月 12日），『……起義研究』 172-173頁．

(15) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年 10月 15日条．

(16) 『……起義史』， 40頁．

(17) 「中共上海区委主席団臨時会議記録」（10月 17日午），上海市楢案館編『上海工人

三次武装起義』，上海人民出版社， 1983年， 11--:12頁（以下『……起義』と略記）．会

議記録には釦永建との協議日時は記されないが，報告中の「今晩」，「明天」などの言

葉から 17日午前中であったことが判る．

(18) 『……起義史』， 38-39頁．『……起義研究』， 19頁．

(19) 『・・・…起義研究』， 19頁．

(20) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年 10月 16日条．「中共上海区委主席団会議記録J

(10月 19日午前 10時）， 『・・…・起義』， 26-27頁．

(21) 「中共上海区委主席団臨時会議記録」（10月 17日午），『……起義』， 11-12頁．

(22) 「中共上海区委主席団会議記録」(10月 19日午前 10時），『……起義』， 26-27頁．

(23) 「中共上海区委召開特別活動分子会議記録」(10月 18日午前8時），『……起義』，

15-25頁．

(24) 虞沿卿の経歴は，陳来幸「虞沿卿について」（京大人文科学研究所『五四運動の研

究』第2函，同朋舎出版， 1983年）に依拠した．

(25) 「上海区委主席団会議記録」（9月7日午後9時），『……起義研究』， 156-157頁．

(26) 「中共上海区委主席団臨時会議記録」（10月 17日午），『……起義』， 12頁．

(27) 「上海区委主席団会議記録」(10月 12日），『……起義研究』， 174頁．「中共上海区

委主席団臨時会議記録」（10月 17日午）〔『……起義』， 12頁〕．

(28) 「上海区委主席団会議記録」（9月7日午後9時），『……起義研究』， 156頁．「中共

上海区委召開特別活動分子会議記録」(10月 18日午前8時），『……起義』， 23頁．

(29) 前掲，陳来幸「虞治卿について」．

(30) 「中共上海区委召開特別活動分子会議記録」（10月 18日午前8時），『……起義』，

25頁．

(31) 「夏超被停遇害史料一則《夏超反正記》」，上海市槍案館『槍案与歴史』 1989年第6

期．

(32) 「中共上海区委各部書記臨時聯席会議記録」(10月25日午前8時），『……起義』，

47頁．

(33) 『・ー…起義史』， 47-49頁．

(34) 「中共上海区委召開活動分子会議記録」(10月26日午前8時），『・…・・起義』， 55頁．

「中共上海区委臨時主席団会議記録」（10月24日午後4時），『……起義』， 37頁．

(35) この事実に関しては，福本勝清氏が『蒼蒼』第44号， 45号（1992年6月， 8月）

の「中共党史余話」⑫，⑫で， E.J. Perry論文「上海工人罷工与無産階級的政治潜

力」（『上海……〔ママ〕通往世界之橋』 上海社会科学院出版社， 1989年）に依拠して，

興味深い議論を展開している．多くの教示を得た．

49 



注

C 161) 「中央局給江西地方信」，『中共中央文件選集』第2冊， 469-470頁．

062) 『中共中央文件選集』第2冊， 562-563,567頁．

063) 李雲漢『従容共到清党』， 541-544頁．

064) 栄孟源，前掲書， 316-326頁．

065) 李雲漢『従容共到清党』， 544-545頁．蒋介石の辞職電報は，国民党二期三中全

会の第三次会議（3月13日）で、全文が読みあげられた（『中国国民党第一，二次…・・・』，

824-825頁）．

066) 「聯席会議組織大綱案」，『中国国民党第一，二次……』， 712頁．

067) 第 1条には，民衆運動を統一し農民運動と労働運動は共同で指導すると述べられ，

第3条には，共産党は責任ある同志を国民政府と省政府に参加させる，と述べられて

いる（『中国国民党第一，二次……』， 774頁）．

068) 『中国国民党第一，二次…・・・』， 825,834-836, 851頁．

069) 武漢国民政府資料選編編輯組『武漢国民政府資料選編』，内部発行， 1986年，

126頁. 26年7月決定の「国民革命軍総司令部組織大綱」は，国民革命軍総司令の全

権行使に文言上の制限を加えていなかった．

070) 4月1日の政治委員会第八次会議での孫科発言．この会議で、蒋介石への正式通告

が決定された（『中国国民党第一，二次……』， 1009-1010頁）．

第五章

(1) 「中国共産党対於時局之主張」（1923年7月），『中共中央文件選集』第 1冊， 174-

178頁．

(2) 第四章注（35).

(3) 「中国共産党対於時局的主張」（1926年7月），『構導週報』第 163期， 1926年7月

14日．

(4) 『中共中央文件選集』第2冊， 259-263頁．

(5) 中共上海市委員会党史資料征集委員会主編『上海工人三次武装起義研究』，知識出

版社， 1987年， 11頁（以下，『……起義研究』と略記）．

(6) 『中共中央文件選集』第2冊， 227頁．

(7) 民国 3年（1914年）に北京政府より「地方保衛団条例」が公布され，自衛組織の新

設と既成組織の改変が行われた．地主は民団を，商人は商団を組織していた．国民党

は24年6月に農民協会に付設する農民自衛軍を承認していた．清末以来の地主・農

民を含む武装組織として，河南の紅槍会が知られる．

(8) 前掲，都中夏『中国職工運動簡史』， 230頁．

(9) 「中央局関於全国政治形勢及党策略報告」，『……起義研究』， 22-23頁．

ClO) 「上海区委主席団会議記録」(1926年9月3日午前9時），「上海区委主席団会議記

録」（1926年9月7日午後9時），『－…ー起義研究』， 150-164頁．

(11) 『中国国民党名人録』， 304頁．

(12) 注C11 )322頁．周尚文，賀世友『上海工人三次武装起義史』，上海人民出版社，

1987年， 40頁（以下，『……起義史』と略記）．「上海区委主席団会議記録」(10月12
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(142) ソ連から武漢に派遣され’情報収集に当たっていた人物の報告によれば，鹿山会議
終了後に南昌に到着した語延闘らに，蒋介石は中央執行委員会主席の取消しと在精衛
の職務復帰を承諾したという（A.B.巴庫林『中国大革命武漢時期見聞録』《一九二五
一一九二七年中国大革命札記》1927年 1月6日条，劉功勲ほか訳，中国社会科学出版
社， 1985年．ロシア語原著は，ソ連国家出版局， 1930年刊）．

(143) ソ連と国民政府の外交関係は 1927年 12月に断絶するが，満州事変後の 1932年
12月に国交が回復される．蒋介石は 1936年 10月からソ連との関係強化に着手し，
庫溝橋事件後の 1937年8月に中ソ不可侵条約が締結された（蒋中正『蘇俄在中国一一
中国輿俄共三十年経歴紀要』，中央文物供応社， 1956年， 54-55頁， 69-72頁）．日中
戦争が全面化するとソ連から武器援助と軍事顧問の派遣が行われたCYepenauoe, 
c.601-606〔中国語版， 587-590頁〕）．

(144) 満州事変勃発の 1932年 1月に在精衛が国民政府行政院長に就任し， 3月には蒋
介石が国民政府軍事委員会委員長に就任して在蒋合作の基礎が定まった．両者の協力
関係は 1938年まで持続する．

(145) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月8日条．

046) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月9日条．

(147) 郭廷以，前掲書第2冊， 1927年3月 10日条．

048) 李雲漢『従容共到清党』， 533頁．蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』 33頁．ともに臨
時聯席会議第一次会議記録に依拠するが，李雲漢は会議記録に 12月13日の日付を注
記し，蒋永敬は会議記録は日付を欠くと注記する．郭廷以第2冊， 1926年 12月 13
日条は臨時聯席会議の成立を記すが，宣言には言及しない．

049) 郭廷以，第2冊， 1926年 12月7日条， 12月 11日条， 12月31日条．
050）注(136).

C 151) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月 15日条．

052) 郭廷以，第2冊， 1927年 1月1日条．

053) 李雲漢『従容共到清党』， 533-540頁．蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 34-43頁．
(154) 李雲漢『従容共到清党』， 532-539頁．

055) 陳果夫「十五年至十七年間従事党務工作的回憶一一民国十五・六年間一段党史」，
蒋永敬『北伐時期的政治史料一一一九二七年的中国』，正中書局， 1981年．

056) 「広州市党部代表報告」（中国国民党中央執行委員会第二次常務委員会第三次拡大
会議速記録， 1927年3月26日），『中国国民党第一，二次…－－－』， 894-895頁．

057) 北京大学在学中の 1919年に全国学生連合会会長に就任し五四運動に参加．卒業
後は5年間欧米に留学し，武昌大学，広東大学の教授を歴任した. 1926年から国民
党の組織工作に従事し，国民党の思想教育工作の中心人物として活動した（劉継増等
編『中国国民党名人録』，湖北人民出版社， 1989年）．

058) 李雲漢『従容共到清党』， 532-539頁．

059) 「蒋介石反対漢口聯席会議及徐謙之演説」（『国聞週報』第4巻第 16期・「国民党輿
共産党関係記略」）．

Cl印） 「陳独秀関於国民党問題報告」，前掲『中共中央文件選集』第2冊， 425頁．
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注

Chinese Revolution, Pionner Pubulisher, 1932，に収録されている．本書では同書

の日本語版であるトロッキー『中国革命論』（山西英一訳，現代思潮社， 1970年）に依

拠した．「上海からの手紙」は次のようにし、う．「2月中旬になるまで，・…・・われわれ

は蒋介石に向かつて譲歩しなければならん，と考えていたので・ある．この方針は…

同志Vの方針であった．……かれは漢口に出かけていって蒋介石と会見したのち，

モスクワにむかつてボロジンを召還するよう要求し，そうしなければ蒋介石は重要な

譲歩は何一つしないだろうと，あいまいに言いそえた」（275頁）．同志Vがヴォイチ

ンスキーであるのは，同志Vがコミンテルン遠東局を代表する人物と呼ばれている

ことにより判る．

(128) トロッキー「中国革命と同志スターリンのテーゼ」・「中国問題に関する第一の演

説」・「中国問題に関する第二の演説」， トロッキー『中国革命論』， 17-94頁．

(129) 前掲，『包恵僧回憶録』， 233頁．

030) 「第一期同学姓名籍貫表」，前掲『黄捕軍校史料(1924-1927）』， 522頁．

C 131) 「崖秋白由専回来報告」，『広東区党……JJ 413頁．

032) 「本校第一至第四届特別党部委員名録」，『黄捕軍校史料(1924-1927）』， 520頁．

033) 『広東区党…・・』， 476-477頁．同書の編注には，原載は 1926年 11月出版の『中

央政治通訊』と記されている．

034) 毛思誠第8編6，民国 15年 11月 11日条に，蒋介石が広州からの電報で黄捕軍

官学校の学生が人に利用されて蒋介石を倒そうとしていることを知った，とある. 11 

月 14日条には，蒋介石が方鼎英（黄捕軍官学校教育長）と曾拡情（黄捕同学会秘書）に

電報をうち，蒋先雲が数日のうちに到着するので軍官学校と同学会のことで相談すべ

しと伝えた，とある. 11月21日条には，蒋介石が黄捕軍官学校第四期学生の第二総

隊の点呼をとり，黄捕で（原文は後方で）反乱を起こしたとして叱りつけた，とある．

これに続く蒋介石の言葉により，第四期の学生たちが黄靖同学会内で分派を形成し蒋

介石に対し不信任活動をしていたこと，並びに南昌の蒋介石を訪れていたことが判る．

035) 中共党史人物研究会編r中共党史人物伝』第 1巻，険西人民出版社， 1980年，

199-227頁．『包恵僧回憶録』 233頁や，張国薫，前掲書第2冊， 591-592頁も，蒋先

雲に言及している．

036) 『李宗仁回憶録』，広西人民出版社， 1980年， 432頁．『反蒋運動史』，中国青年軍

人社， 1934年， 19頁（会議に出席した孫科の回想を記す）．

(137) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月2日条．

038) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月4日条．

039) 毛忠誠第8編7，民国 15年 12月5日条（「晩ボロジンと談話」とある）．

(140) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月6日条．

(141) 毛思誠第8編7，民国 15年 12月7日条．原文は以下のとおり．「十時起会議議

決（ー）対安国軍問題決定消滅孫伝芳連絡張作寮（二）工運主緩和農運積極進行以為解決

土地之張本公謂「祇要農民問題解決則工人問題亦可同時解決」衆意以為然、下午二時散

会四時開会議決財政統一方案有人提議取消主席制公附議最後公自提議請託速回任案衆

倶賛成」．
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008) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年 11月16日条．

009) 郭廷以，向上， 1926年 10月30日条．

(110) 郭廷以，向上， 1926年 11月26日条．

(111) 中国社会科学院近代史研究所『民国人物伝』第3巻，中華書局， 1981年， 90-91

頁．

(112) 陶菊隠『北洋軍閥統治時期史話』第8冊，生活・読書・新知三聯書店， 1959年，

29-35頁．

(113) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年6月2日条， 6月4日条．

(114) 毛忠誠第8編2，民国 15年6月4日条．

(115) 4epenauos, c. 434 （中国語版， 417頁）．

(116) 「中共中央給里子区信」，『広東区党……』， 473頁， 475頁．陳独秀は7月に発表し

た「論国民政府之北伐」（注（35））の中で，唐生智は湖南省南部で戦費を集めるさい金

持ちに公債を割り当てるだけで農民からは諒求していない，と述べていた．

(117) 「中共中央給専区信」（12月4日），『広東区党……』， 487-490頁．

(118) E.H.Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923 vol.3, Macmillan, 1953, 

pp. 476-484. 

(119) 前掲，『包恵僧回憶録』， 232頁．元林「郁力子与共産党」，前掲，『現代史料』第

1集．部力子は26年8月に共産党離脱声明を国民党中央執行委員会に提出した（『中

国国民党第一，二次・…ー』， 649頁）．郁力子は 1945年からの国共談判で国民党側の

代表団の一員をつとめたあと中国大陸に留まり， 1954年には斯江省の人民代表に選

出された.1967年死去.1983年に停学文編『郁力子文集』（中華書局）が出版された．

020) 毛思誠第8編6，民国 15年 11月20日条．

021) International Press CorresPondence, vol. 6, No. 90, December 30, 1926, 

pp.1605-1606. International Press Correspondence（略称はInPrecon’）は， 1921年秋

に創刊されたコミンテルン執行委員会の情報宣伝誌．発行地はベルリン，ウィーン，

ロンドンへと移動した．独・露・英・仏語版があった．

022）注（34).

023) 前掲，『中国共産党史資料集』第2巻・資料70（原載は， InternationalPress 

CorresPondence, vol. 6, No. 91, December 30, 1926). 

(124) 前掲，村田陽一編訳『コミンテルン資料集』，第4巻， 115頁．

025) 前掲，ヴェ・イ・ク、、ルーニン論文（『コミンテルンと東方』， 247-248頁）．

026) 蒋介石は郁力子に，コミンテルンは共産党を媒介とせず直接に国民党を指導して

ほしいとスターリンに伝えるよう依頼した．しかし部力子は，国民党に対するコミン

テルンの指導を強化してほしいと伝えただけで、あり，スターリンは明確な回答をしな

かったという．部力子のモスクワ行きは 蒋介石により北伐開始直後に決定された

（部力子「出使蘇聯的回憶」，『人物』 1983年第 1期，人民出版社）．

(127) ヴォイチンスキーの妥協路線は， 1927年3月17日付で上海のコミンテルン遠東

局の 3名の代表者がコミンテルン中央執行委員会に送った報告「上海からの手紙」

( The Letter from Shanghai)に見られる．報告は， LeonTrotsky, Problems of the 
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注

(84) 「中共中央給専区信」（『中央政治通訊』〔11月14日〕，『広東区党…・ー』， 471-473

頁）．

(85) 李雲漢『従容共到清党』， 530-535頁．前掲，蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 30-

35頁．

(86) 李雲漢，向上， 530-531頁．蒋永敬，向上， 31頁．

(87) 毛忠誠第8編4，民国 15年9月9日条．蒋介石は電文の中で，まず語延闘が来

るのが一番ょいと述べている．

(88) 毛忠誠第8編4，民国 15年9月16日条，同 9月18日条．

(89) 漢口，漢陽，武昌の三市は， 1927年1月1日の国民政府決定により武漢と定め

られた．それ以前からも三市は武漢三鎮とも呼ばれており，引用文献の中で武漢と記

されているものは武漢と表記した．

(90) 毛忠誠第8編4，民国 15年9月18日条．原文に臨時政治会議とあるのは臨時政

務会議の誤り．

(91) 「中共広東区委政治報告」（二）（『中央政治通訊』〔12月9日〕，『広東区党……』，

478-479頁）．第二次「聯席会議録」（10月16日）．

(92) 毛思誠第8編5，民国 15年 10月22日条．

(93) 李雲漢『従容共到清党』， 532頁．蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 33頁．

(94) 前掲，「中共広東区委政治報告」（二），『広東区党・…・・』， 479頁．

(95) 劉紹唐主編『民国大事日誌』第 1冊，伝記文学出版社， 1973年，民国 15年 11

月5日条， 11月8日条．

(96) 『時報』「党政府委員赴武漢」(11月14日広州発）．記事の終わりで，国民党の党報

（民国日報か）が武漢への移転は未決定で、あると述べていることを伝える．さらに，こ

れは秘密を守るためで、あろうかというコメントが付されている．奉天派との関係から

国民党が武昌への移転にJ慎重になっていたことが判る．

(97) 毛思誠第8編6，民国 15年 11月14日条（古応芽は国民政府から派遣されて前線

将兵の慰問に訪れ蒋介石の謝辞は代読された）' 11月24日条， 11月26日条．

(98) 政治会議第二次臨時会議議事録（謄写版印刷，原件コピー）．

(99) 政治会議第四十七次，第四十八次会議議事録（謄写版印刷，原件コピー）．

(1加） Teruni’s report to Borodin on the situation at Wuhan(Wilbur and How, 

pp. 413-421).北京ソ連大使館押収文書の真偽を論じた，習五ー「蘇聯陰謀文詮《致

駐華武官訓令》排偽」（『歴史研究』， 1985年第2期）がある．それに基づけばテルニ一

報告は確かに存在したのであり，張作察側の偽造ではない．

(101) Wilbur and How, pp. 417-418. 

(102) Wilbur and How, p. 420. 

(103) Wilbur and How, p. 420. 

(104) 李雲漢『従容共到清党』， 531頁．蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 31-32頁．

(105) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年 11月 11日条．

(106) 郭廷以，向上， 1926年 11月16日条．

(107) 李雲漢『従容共到清党』， 532頁．蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』， 32頁．
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(65) 栄孟源（上冊）， 264-295頁．ただし同書は原史料所収の「擁護中央聯席会議宣伝

大綱」を収録しない．

(66) 『広東区党・…ー』， 462-469頁．

(67) 栄孟源（上冊）， 275頁．

(68) 語延闇「開幕詞」，栄孟源（上冊）， 264-266頁．

(69) 「本党最近政綱決議案」のうちの「関於農民者二二条」の第一条に，「佃農の田租

を百分の二十五軽減する」とある（栄孟源〔上冊〕， 286頁）．「聯席会議録」によれば，

10月25日の第九次会議で決議されている．

(70) 語延闇「開幕詞」（栄孟源〔上冊〕， 265頁）および「聯席会議書備之経過」（栄孟源

〔上冊〕， 274-275頁）．

(71) 前掲，鴻玉祥『我的生活』第34章「在莫斯科」（波文書局， 1974年），「中国国民

党中央執行委員会常務委員会第五十一次会議録」（『中国国民党第一次，二次……』，

649頁）．

(72) 「崖秋自由専回来報告」（1926年9月）（『広東区党・…・・』， 415-418頁）．しかし陳独

秀は崖秋白の報告に（ ）でコメントをつけl，顧孟儀らはもはや全くの右派だと述べて

いる．塵秋白の報告で、極左派と形容された甘乃光は国民党二全大会で、中央執行委員に

選出され，続く二期一中全会で青年部長にも選出されていた（栄孟源〔上冊〕， 173頁，

227頁）．しかし甘乃光は，南京国民政府樹立を決定した 27年4月 17日の国民党第

七十三次中央政治会議に出席する（李雲漢『従容共到清党』， 630-633頁）．『国間週

報』第4巻 18期（1927年5月 15日）の南京国民政府成立式典の記念写真（4月 18日）

では，甘乃光は最前列に写っている．以上の事実から 1926年当時の国民党左派の実

体が想像されるが， 9月20日の『中央政治通訊』の「中共中央致専区的信」は「も

し専区の同志が左派はし、ないというのなら，速やかに左派を作るべし」と述べている

（『広東区党……』， 425-426頁）．

(73）注（62).

(74) 「塵秋白由専回来報告」，『広東区党・…・・』， 417頁．

(75) 「中国共産党第二次中央拡大執行委員会議決案」所収の「中央政治報告」第4項
《国民党内部の分化》（注（27）参照）．

(76) 「国民政府発展決議案」，栄孟源（上冊）， 277頁．

(77) 語延闘「開幕調」，栄孟源（上冊）， 265頁．

(78) 『広東区党…・・・』， 465頁．

(79) 『広東区党……』， 466頁．

(80) 『広東区党…・・』， 466頁．第三次「聯席会議録」（10月 18日）の迎狂決議案には，

個人名義の署名はない．江蘇，安徽，斯江の省党部と上海特別市党部が提議し，山西

省党部など圏内の 14支部とフィリピン支部など海外の 8支部が連署している．

(81) 「請在精衛鋪候案」（栄孟源〔上冊〕， 277頁．第三次「聯席会議録J).

(82) 『広東区党……』， 466頁．「電慰蒋総司令決議案」（栄孟源〔上冊〕， 279頁．第三次

「聯席会議録」）．

(83) 『広東区党・…・・』， 465頁．
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注

670, 674頁）．

(46) 「中華民国国民政府公報」には各号の法令，命令の末尾に委員会議主席、圧兆銘（精

衛）の名前が政府委員会常務委員の筆頭に掲げられている．この記載は， 1925年7月

の国民政府成立から 26年 11月の遷都のための発行停止まで一貫している．

(47) 国民党中央執行委員会代理主席の張静江，同中央執行委員会秘書長の葉楚信，国

民党中央組織部（部長は蒋介石）秘書長の陳果夫らを指す．

(48) 第三章注（111).

(49) 『広東区党・…ー』， 413-415頁．

(50) 毛忠誠第8編3，民国 15年8月20日条．

(51) 黄捕軍官学校第四期の政治科大隊長（前掲，『黄塙軍校史料(1924-1927）』， 519

頁）で，北伐時は宣伝大隊長として総政治部に所属した（郭沫若「北伐の途上でJ，小

野忍，丸山昇訳『郭沫若自伝』第4巻，平凡社， 1971年， 55-57頁）．

(52) 1926年以後，ヴォイチンスキーを主任に上海に置かれていた（向青「関子上海共

産国際遠東局J，『革命史資料』 1986年第4期，上海人民出版社）．遠東局を日本語で

は極東ビューローと表記する場合がある．

(53) 第三章注(116).

(54) 蒋介石と共産党との交渉の経過は，「中央致里子区的信」と「中共中央給広東信

一一証蒋問題最後的決定」（『中央政治通訊』第4期〔9月20日〕 同第5期〔9月28日〕，

『広東区党…・・・』 422-426頁， 411-413頁）に基づいて構成した．蒋介石の提示した在

精衛復帰の反対理由は， 9月16日の共産党中央とコミンテルン遠東局との合同会議

で言及されている（423-424頁）．したがって，胡公晃の上海到着は9月16日以前で

ある．蒋介石が共産党の迎在政策を知ったのは8月20日である．この二つの期日と

当時の状況から，蒋介石の使者の上海到着は8月末から 9月初旬と判断される．蒋介

石への方針に関しヴォイチンスキーと共産党中央の協議が行われたことは，「中共中

央給広東信一一在蒋問題最後的決定」に「昨夜，中局と呉同志が会議を行い，より具

体的に圧蒋の聞について決定した」とある（412頁）．そしてこの時の決定は， 9月 16

日の共産党中央とコミンテルン遠東局との会議の決定よりも具体的になっている（呉

同志はヴォイチンスキー．伍同志とも書かれる.418頁脚注参照）．

(55) 毛思誠第8編4，民国 15年9月29日条．

(56) 毛思誠第8編5，民国 15年 10月3日条．

(57) 前掲，李雲漢『従容共到清党』， 525-528頁．

(58) 栄孟源主編『中国国民党歴次代表大会及中央全会資料』（上冊）（以下，栄孟源と略

記），光明日報出版社， 1984年， 274-275頁．

(59) 第十六次政治会議議事録（謄写版印刷，原件コピーに

(60) 栄孟源（上冊）， 26頁．

(61) 「崖秋白由専回来報告」，『広東区党……』， 415頁．

(62) K. M. Tは国民党の意．「中共中央致専区的信」，『広東区党……』， 424頁．

(63) 栄孟源（＿J:.冊）， 274頁．

(64) 『中国国民党第一，二次……』， 694頁．
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(30) 中央槍案館編『中共中央政治報告選輯（一九二二一一九二六）』，中共中央党校出

版社， 1980年， 51-60頁．

(31) 中央槍案館編『中共中央文件選集（一九二六）』第2冊，中共中央党校出版社，

1989年， 163-173頁．

(32) 活字版の「中国共産党中央拡大執行委員会決議案」には，第二次ではなく第三次

の字句が冠せられており，同ーの拡大執行委員会が第二次，第三次と異なってよばれ

ているのである．この異同に関して『中共中央文件選集（一九二六）』第2冊の注釈

(162頁）は，「第三次」は 1923年の共産党第3回大会以後の拡大会議の次数として数

え，「第二次」は 1925年の共産党第四回大会以後の拡大会議の次数として数えたもの

であるとし、う見解を示している．

(33) 「我何対於国民党的政策…・・・就是我伺要聯合左派並逼中派向反動的進攻同時防止

中派之発展迫其離右向左如果我伺聯合戦線的策略応用得好則民族革命的勝利是有把握

的」．

(34) 「我伺要聯合左派並中派，向反動的右派進攻，我伺只能扶助左派而不能代替左派，

只能聯合左派控制中派使之左傾，市不能希図消滅中派，猶之在社会勢力中我伺現在還

不能敵視資産階級，有時還需要扶助中派」．

(35) 陳独秀「論国民政府之北伐」，『轡導週報』第 161期， 1926年7月7日．

(36) 1926年8月から 9月の聞に発刊され， 12月の第 15期で休刊.27年8月に『中

央通訊』第1期として復刊され，『中央政治通訊』，『中央通訊』と名を改め前後 47期

が刊行された（『中共党史簡明詞典』下巻，解放軍出版社， 1987年， 942頁）．広東省

槍案館・中共広東省委党史研究委員会弁公室編『広東区党，団研究史料0921-1926）』

（広東人民出版社， 1983年．以後，『広東区党……』と略記）に一部が注を付して掲載

され，『中共中央文件選集』（中央槍案館編，中共中央党校出版社， 1989年）の，第2,

第3，第4の各冊に引用されている．

(37) 1926年 12月の中共「中央局報告」によれば，共産党の地方区は湘区，北方区，

専区，江漸区など 19あり，専区が最大で、党員数五千人を数えた（前掲，『中共中央政

治報告選輯（一九二二一一九二六）』， 117-118頁）．専区の書記は陳独秀の息子の陳延

年で，張太雷を編集長に機関誌『人民週刊』を発行していた．

(38) 「崖秋白由専回来報告」，『中央政治通訊』第3期（1926年9月15日）〔『広東区党

…』， 418頁〕．

(39) 〔張〕太雷「此次広東出師之意義」，『人民週刊』第四期， 1926年7月8日．

(40) 「塵秋白由専回来報告」，『広東区党……』， 418-419頁．

(41) 「塵秋白由卑回来報告」，『広東区党……』， 418頁．

(42）注(127).

(43) 前掲，李雲漢『従容共到清党』， 525-528頁．

(44) 『中国国民党第一，二次・…ー』， 599頁．

(45) 国民党の国内と国外の各支部からの、圧精衛復帰を求める電報や手紙は，国民党中

央執行委員会常務委員会第五十四次会議（26年9月4日）から第五十八次会議（9月

18日）までの会議録に頻繁に出現する（『中国国民党第一，二次……』， 657-658,662, 
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注

ら35年の聞に上海の海天出版社から出版され，やがて発禁となった. 1980年に香港

の波文書局から再版された．

(9) 部演達の政治主張を収録した『郵演達文集』（人民出版社， 1981年）がある．

(10) 前掲，『包恵僧回憶録』， 316頁， 322頁．

(11) 張光字，前掲書， 111-112頁．「第一期教職員名録」，「第四期教職員名録」，前掲

『黄捕軍校史料(1924-1927）』．

(12) 広東省政府財政庁編『広東省財政紀実・民国元年至二十二年』， 1934年．「中華

民国国民政府公報」民国 15年第 51号に， 1926年 11月の宋子文の簡単な財政報告が

ある．両資料の数字はおおむね一致する．

(13) 毛思誠第8編4，民国 15年9月 12日条， 9月 16日条， 9月20日条．第8編 7,

民国 15年 12月31日条．

(14) 毛思誠第8編3，民国 15年7月16日条．

(15) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年7月24日条．

(16) 可epenaHOB,C. 432-434, C. 455-457（中国語版， 413-417頁， 440-441頁）．

(17) 『李宗仁田憶録』，広西人民出版社， 1980年， 326頁．

(18) 毛忠誠第8編3，民国 15年7月 10日条， 7月29日条．第8編 4,8月14日条，

9月 15日条．第8編 5, 10月2日， 10月6日， 10月8日， 10月19日の各条．第8

編 6, 11月18日条．第8編 7,12月30日条．

(19) 「中華民国国民政府公報」，民国 15年第 39号．

(20) 郭廷以，第2冊， 1926年9月4日条．

(21) 毛思誠第8編3，民国 15年7月 19日条， 8月 17日条．『包恵僧回憶録』， 246頁．

(22) 『包恵僧回憶録』， 226頁， 244頁．

(23) 『包恵僧回憶録』， 233頁．

(24) 『包恵僧回憶録』， 247-248頁．

(25) 1929年 1月に蒋介石を委員長に軍隊の改編と解散を協議する国軍編遣会議が開

かれるが，改編の不公平を理由に新たな内戦を引き起こす．

(26) 代表例は華北剰匪総司令で北京（当時は北平）を防衛していた待作義への工作で、あ

り， 1949年2月の人民解放軍の北京無血開城が実現する．｛専作義の部隊は人民解放

軍に改編され，樽作義は中華人民共和国成立後は中央人民政府委員，政治協商会議副

主席，国防委員会副主席に就任する（王国栄「イ専作義」，『現代中国著名人物』，上海人

民出版社， 1987年）．樽作義の働きかけを受け綴遠省主席の董其武も人民解放軍に帰

順し，部隊は董を司令員とする人民解放軍に改編される（軍事科学院軍事歴史研究部

編著『中国人民解放軍戦史』第3巻，軍事科学出版社， 1987年， 367-368頁）．

(27) 「中国共産党第二次中央拡大執行委員会議決案」（日本国際問題研究所蔵）．この冊

子は日本国際問題研究所中国部会編『中国共産党史資料集』第2巻に資料46として

収録されるが，冒頭の大会秘書処の声明は何故か省略されている．

(28) 『蘇聯陰謀文詮葉編』，京師警察庁，北京， 1928年，《中国共産党類》・ 31-35頁．

(29) 『六大以前』，延安，中共中央書記処， 1942年初版．中共中央弁公庁， 1951年再

版．中共中央書記処， 1980年影印改訂版．
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(107) 『包恵僧回憶録』， 213-214頁．

(108) 李雲漢『従容共到清党』， 503頁．

(109) 毛忠誠第8編2，民国 15年5月27日条， 6月2日条．

010) 毛忠誠第8編2，民国 15年4月16日， 17日， 20日条， 5月7日条．

(111) 毛忠誠第8編2，民国 15年6月27日条．前掲，『黄捕軍校史料』， 381-390頁．

(112) 毛思誠第8編2，民国 15年5月12日， 13日条．

(113) 毛思誠第8編2，民国 15年5月14日条．

(114) 『中国国民党第一，二次…－一』， 520頁．

015) 毛思誠第8編2，民国 15年5月15日－22日条．

(116) 二期二中全会通過の共産党員の処遇をめぐる四案件は，まとめて「整理党務案」

と呼ばれた．『中国国民党第一，二次・…・・』にも，整理党務第一決議案，第二決議案，

第三決議案，第四決議案として収録されている（713-716頁）．

(117) 中国国民党中央執行委員会常務委員会第28次（5月25日），第29次（5月28日），

第30次（6月1日），第33次（6月 11日）「会議録」，『中国国民党第一，二次……』，

548-570頁．

018) 陳果夫「建軍史之ー頁J（前掲，『革命文献』第10集， 1955年）．

019) 毛忠誠第8編2，民国 15年5月27日条．演説のうち「 jで引用した部分は

『民国十五年以前之蒋介石先生』では，「……」と「伏せ字」にされている.1927年2

月の中央軍事政治学校政治部宣伝科刊行『蒋校長演講集』（存葦学社編『蒋総統言論葉

編』外録第2集， 1978年）で、補った．中央軍事政治学校は 1926年 1月に黄捕軍官学

校が他軍の軍官学校を吸収合併して成立していた．

020) 共産党「中央局報告（1926年9月20日）」は，蒋介石が北伐開始後に戦力を復活

させるため，第一軍への共産党員の復帰を打診してきたと述べる（『中共中央政治報告

選集（1922-1926）』，中共中央党校出版社， 1981年， 71頁）．

(121) 前掲，『周恩来年譜』， 1926年5月条．

022) 毛忠誠第8編2，民国 15年5月29日， 6月2日条．

023) 張光宇，前掲書， 56-57頁， 60-61頁．

(124) 毛忠誠第8編2，民国 15年6月3日， 4日， 5日条．

025) 毛忠誠第8編2，民国 15年6月5日条．

第四章

(1) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年7月1日条．

(2) 「中華民国国民政府公報」，民国 15年第38号．

(3) 序章注（7）参照．

(4) 『国父年譜』，民国 13年7月 11日条．

(5) 郭廷以，前掲書第2冊， 1926年4月16日条．

(6) 毛思誠第8編3，民国 13年7月5日条， 10日条， 13日条， 17日条．

(7) 張光宇，前掲書， 71-75頁， 236-238頁．

(8) 都翠芥「総政治部野史」，『現代史料』第2集．『現代史料』全4集は， 1933年か
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で苦肉の策として，「事件後」に謂延固と朱培徳がキサンカをたす。ねて蒋介石を批判

した事実を取り上げ，これを李と語が「事前」に蒋介石に反対した事実にすり替えて

いる．李軍長を根拠なしに李福林とするのも不自然である（李雲漢， 493頁）．

(86) トロッキー『中国革命論』（山西英一訳，現代思潮社， 1970年）．

(87) 『歴史研究』 1988年第2期．同論文は『東亜』 287,288号（1991年5月， 6月）に

石川禎浩訳により転載された．楊天石論文の見解を踏襲し，中国第二歴史檎案館所蔵

の中山艦事件関係の原史料を丹念に分析した釜山女子大学の蓑京漢氏の論稿がある

（表京漢『蒋介石研究』所収，一潮閣， 1995年）．蓑京漢氏は，中山艦の移動そのも

のは不良通信と不正確な伝達による偶発ではなかったかとし、う見解を示している．韓

国語の翻訳は立命館大学の李慈卿氏を煩わした．

(88) 蒋介石の『日記』とこれをもとに編纂された各種の史料に関しては，黄仁宇『従

大歴史的角度読蒋介石日記』（時報文化出版， 1994年．邦訳，北村稔他訳『蒋介石

マクロヒストリー史観から読む蒋介石日記』，東方書店， 1997年）に詳しい．

(89) 毛思誠第8編2，民国 15年4月20日条．

(90) 陳肇英『八十自述』（同注（81)).陳公博『苦笑録』（邦訳）， 62頁．

(91) 固有名詞の未表記や抽象表現とし、う筆削はあるが，『民国十五年以前之蒋介石先

生』と『蒋介石日記類抄』の当該日時の記述内容は同じである．『蒋介石年譜初稿』

と『蒋介石日記類抄』では，当該箇所の近似性はさらに大きい．

(92) 4epenauos, c. 368-369（中国語版， 350頁）．

(93) 陳公博『苦笑録』（邦訳）， 44-46頁．

(94) 毛思誠第8編 1，民国 15年3月21日条．

(95) 『包恵僧回憶録』， 211頁．

(96) 陳公博『苦笑録』（邦訳）， 59頁．

(97) 毛忠誠第8編 l，民国 15年3月22日条．

(98) 李雲漢『従容共到清党』， 492頁．毛思誠第8編1の民国 15年3月22日条にも

政治委員会開催の記述があるが，決議内容に若干の異同がある．

(99) 陳公博『苦笑録』（邦訳）， 49頁．

000) 毛忠誠第8編1 民国 15年3月26日条．

(101) T‘ang Leang-Li, p. 247. T‘ang Leang-Li（湯良礼）は， 1925年より国民党中

央執行委員会駐欧州代表を務めた．毛思誠第8編2の民国 15年5月11日条に「是日

在兆銘離専遊法」（在精衛が広東をはなれフランスに旅立つた）とある．郭廷以『中華

民国史事日誌』第2冊，中央研究院近代史研究所，台北， 1984年〔以下，郭廷以と略

記〕の 1926年11月20日条に，「在兆銘自法国到柏林」（在精衛がフランスからベルリ

ンに着いた）とあり，在精衛がフランスに去った傍証となる．

(102) 毛思誠第8編1，民国 15年3月29日， 30日条．第8編2,4月3日条．

(103) 4epenauos, c. 377（中国語版， 359頁）．

(104) 毛思誠第8編2，民国 15年4月5日条．

(105) 毛思誠第8編2，民国 15年4月3日条， 4月14日条．

006) 可epenauos,c.378-379（中国語版， 360-361頁）．

38 



参照）に詳しい．李之龍の弁明書の「李之龍関於中山艦案報告書二則」（前掲『黄捕軍
校史料』）がある．

(68) 馬文車「中山艦事件之内幕」．

(69) 李雲漢『従容共到清党』， 489頁．注記されないが，蒋介石『蘇俄在中国』，中央

文物供応社， 1956年， 40頁，に基づく．この主張は蒋介石と行動をともにした軍人
たちのあいだで事件当時から共有されていた（馬文車「中山艦事件之内幕J).

(70) 前掲，『国共両党関係通史』， 199-200頁．

(71) 可epenaHoB,c. 368-374（中国語版， 350-356頁）．チェレパーノフの広州帰着の日

時は，毛思誠第8編 1の民国 15年4月29日条に，ボロジンが同日に胡漢民とソ連か
ら広州に帰着したとあることより知れる．チェレパーノフらの一行には胡漢民も同行

していた．

(72) 「第二届中央，執行監察委員会職名録」，李雲漢主編『中国国民党職名録』，中国
国民党中央委員会党史委員会， 1994年．陳公博『苦笑録』（邦訳）， 52頁．

(73) 「第二届中央，執行監察委員会職名録」．張国憲，前掲書第2冊， 473頁．

(74) 毛思誠第8編 1，民国 15年3月8日条．

(75) 4epenaHos, c. 376（中国語版， 358頁）．

(76) 馬文車「中山艦事件之内幕」．

(77) 毛忠誠第8編 l，民国 15年3月19日条．

(78) 各軍の駐屯地域は，油頭に第一軍，西江一帯に第三軍，広東省南部に第四軍，広
州市および、隣接の珠江デルタに第五軍と蒋介石の率いる第二独立師（第一軍第二師），

広東省東部に第六軍であった（恥penaHoB,c. 383〔中国語版， 365頁〕）．第五軍も広州
市に，駐屯したというが，本拠地は珠江デ、ルタであった（c.39〔中国語版， 24頁〕）．第

二軍は北江一帯に駐屯し（陳公博『苦笑録』〔邦訳〕， 46頁），第一軍の軍長は26年 1

月から何応欽が務めた（張光宇，前掲書， 40頁）．第一軍第一師と第三師は第二次東

征で広州をはなれ（毛忠誠第7編7，民国 14年9月28日条），当時は占領地の油頭や
潮州にa駐屯した（毛，思誠第8編 1，民国 15年1月25日条）．

(79) 馬文車「中山艦事件之内幕J.

(80) 中国第二歴史檎案館『蒋介石年譜初稿』，楢案出版社， 1992年， 547頁脚注①．

脚注は蒋介石の筆削前の原文を示す．『蒋介石年譜初稿』は刊行前の原本であり，蒋
介石の筆削をへて毛，思誠『民国十五年以前之蒋介石先生』として公刊された．

(81) 陳肇英『八十自述』（中華民国史事紀要編輯委員会『中華民国史事紀要』民国 15

年3月20日条より転引用）．徐梓は第一軍経理処主任で，第一軍経理処は中山艦事件
で蒋介石の最初の司令部となる（馬文車「中山艦事件之内幕」）．欧陽格はかつて中山
艦艦長をつとめた（包恵僧， 198頁）．

(82) 『蒋介石年譜初稿』 542頁脚注①．

(83) 周恩来「関於中山艦事件」（『黄捕軍校史料』， 354頁）．

(84) 陳公博『苦笑録』（邦訳）， 44-45頁．

(85) 毛思誠第8編I，民国 15年3月22日条．共産党の陰謀と中山艦事件突発説を主
張する李雲漢は，毛思誠3月22日条の蒋介石の言葉の不都合に気づいている．そこ
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(54) 毛忠誠第7編7，民国 14年9月28日条．

(55) 前掲，『包恵僧回憶録』 195-196頁， 198頁．

(56) 毛忠誠第7編8，民国 15年12月15日条．

(57) 毛思誠第8編 1，民国 15年1月15日， 19日， 28日各条，同 2月7日， 11日各

条．

(58) BLUCHER’S“GRAND PLAN”OF 1926, The China Quarterly No. 35, 1968. 

ブリュッヘルが北伐の戦略を論じた文書．原文書はロシア語．冒頭のア・イ・カルト

ノーヴァの文書解題によれば， 1925年9月に作成された．

(59) 4epenattos, c. 328 329（中国語版， 308-309頁）．

(60) 李雲漢『従容共到清党』， 486頁．

(61) 毛忠誠第8編 l，民国 15年2月16日条， 2月26日条， 2月27日条．欠員とな

った第二師の師長には蒋介石の腹心の劉崎が就任する（張光宇， 40頁）．毛思誠第8

編 1，民国 15年3月10日条に「第二師師長布達式（公布任命式）」とし、う記事がある．

同日に劉時が任命されたと思われる．なお王懇功は失脚したわけで、はない．上海から

ソ連へ軍事留学に赴き， 1927年の冬には帰国した．広州、｜からは放逐したが，蒋介石

はその才能を見込んでいたので、あろう．王懇功はその後は国民党の軍人として順調な

道を歩み， 1961年に台湾で死去する（中国現代史辞典編輯委員会『中国現代史辞典

一一人物部分』台北， 1985年）．

(62) 『包恵僧回憶録』， 203頁．高語宰の発言は，毛忠誠第8編2，民国 15年4月20

日条の蒋介石の演説から確認できる．

(63) 『包恵僧回憶録』， 198頁．

(64) 毛思誠第8編 1，民国 15年3月18日条， 3月20日条， 3月23日条．馬文車

「中山艦事件之内幕」，中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研究委員会『文史資

料選輯』合訂本・第 16冊，中国文史出版社， 1986年．馬文車は第二次東征で東征軍

総司令部秘書長と軍法処長を務め，中山艦事件当時は広州の衛成司令部に滞在し蒋介

石から戒厳令布告に必要な衛成司令部の印章を持参せよとの命令を受けた．そして蒋

介石とその周辺の人物の言動をつぶさに目撃し，事件後は蒋介石の命令で李之龍を尋

問し事件の調査にたずさわった．その回想である「中山艦事件之内幕」は，共産党員

ではなく蒋介石の腹心でもない第三者的な国民党員の証言として，事件の内情を良く

伝える．馬文車とその証言の文書解題は，北村稔「中山艦事件の証人，馬文車の遺

稿」（『東亜』 No.283, 1991年）に詳しい．なお中山艦はもと永豊艦とよばれたが，孫

文の死後に彼を記念するため中山艦と改名されていた．中山は孫文の号である．中山

艦とその歴史については，海軍司令部《近代中国海軍》編輯部編著『近代中国海軍』，

海潮出版社， 1994年， 801-804頁や『国父年譜』，民国 11年6月， 7月の各条および

民国 14年4月16日条に詳しい．

(65) 前掲，陳公博『苦笑録』（邦訳）， 43頁．『包恵僧回憶録』， 199頁， 210頁．

(66) 致中「広州事変之研究」，『構導週報』第 148期， 1926年4月3日. Stepanov’s 

report（第二章注（89)).

(67) 捜査経過は馬文車「中山艦事件之内幕」および楊天石「中山艦事件之謎」（注87
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470頁）．共産党からは陳独秀が「給戴季陶的ー封信」を発表し，階級闘争を是認す

る立場から批判を加えた（『響導週報』第 129期， 1925年9月11日）．

(34) 李雲漢『従容共到清党』， 413-421頁．

(35) 「中国国民党第二次全国代表大会会議記録」（第8日第 16号）・《在精衛同志報告》，

『中国国民党第一，二次…・・・』， 285-286頁．

(36) 李雲漢『従容共到清党』， 421頁．

(37) 張国薫，前掲書第2冊， 463-464頁．

(38) 「中国国民党第二次全国代表大会会議記録」（第8日第 16号），同（第11日第21

号），『中国国民党第一，二次－…・・』， 283-294頁， 348-349頁．

(39) 李雲漢『従容共到清党』， 445-446頁．

(40) 西山会議派の活動に関して 26年6月から 7月の時点で，四川，斯江，上海，ハ

ワイ，フィリピン， 日本についての報告がある（『中国国民党第一，二次…・ー』， 594

頁〔四川〕， 626頁〔漸江〕， 653頁〔上海〕， 578頁〔ハワイ〕， 595頁〔フィリピン〕， 618

頁〔日本〕）．このあと西山会議派は， 27年6月に南京の国民党により党籍復活を承認

される（前掲，『中国国民党大事記』， 1927年6月10日条）．西山会議派の活動記録で

ある『清党実録』（1928年刊）がある．

(41) 李雲漢『従容共到清党』， 472-474頁．

(42) 張国霞，前掲書第2冊， 482-483頁．

(43) 「黄捕軍校大事記(1924-1927）」 1925年1月25日条， 4月24日条，前掲，『第一

次国共合作時期的黄捕軍校』．「中山主義学会宣言」 王逸常「周恩来与中国青年軍人

連合会」，前掲『黄捕軍校史料（1924-1927）』， 334-336,343-345頁．孫文主義学会は

各地に出現し反共を旗印に活動するが，李雲漢「孫文主義学会輿早期反共活動（一九

二五一一九二六）」（李雲漢編『中国国民党党史論文選集』第4冊，近代中国出版社，

1994年）に詳し＼，，.

(44) 王柏齢「孫文主義学会的成立」，『黄浦軍校史料（1924-1927）』， 336-338頁．

(45) 前掲，『摩仲憧年譜』， 1925年2月1日条．

(46) 恥 penaHoB,c.382（中国語版， 364頁）．

(47) 張国烹，前掲書第2冊， 470頁．

(48) 蒋介石は 1925年 12月の『黄捕軍校第三期間学録』序文（第二章、注（86））で三民主

義と共産主義に矛盾のないことを述べたあと，明らかに孫文主義学会と青年軍人連合

会の争いを調停する見地から，「もし少年の一時的な意気込みからつまらぬ争いをな

し，……修斉治平（修身，斉家，治国，平天下）とし、う重大な任務を忘れるならば，帝

国主義と軍閥の喜び笑う所となる」と戒めている．

( 49) 4epenaHOB, c. 381 （中国語版， 263頁）．

(50) 張光宇，前掲書， 75-77頁， 88頁．前掲，『周恩来年譜』， 1925年11月21日条．

(51) 毛忠誠第7編8，民国 14年 12月28日条．

(52）注（49).

(53) 毛忠誠第7編8，民国 14年 12月31日条．第8編 I，民国 15年1月22日条， 2

月1日条．
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たようだ」と述べている（毛思誠第7編6，民国 14年8月31日条）．

(12) 前掲，李雲漢『従容共到清党』， 382-392頁．三石善吉「屡案与飽羅廷的戦略」

は，特別委員会の設置はソ連の反革命鎮圧組織であった可eKaに相当するという

Jacobsの記述に基づき（DanN. Jacobs, Borodin, Stalin's Man仰 China,Harvard 

Univ. Press, 1981)，議論を展開している．

(13) 前掲，陳公博『苦笑録』（邦訳）， 32頁．

(14) 4epenaHOB, c. 283-284（中国語版， 263-264頁）．

(15) 李雲漢『従容共到清党』， 382-392頁.4epenaHoB, c. 283-284（中国語版， 263

264頁）．

(16) 毛思誠第7編6，民国 14年8月26日条．

(17) 李雲漢『従容共到清党』， 414-415頁， 434-438頁．

(18) 李雲漢『従容共到清党』， 391-392頁．

(19) 「広州国民政府委員部長表J，「孫中山逝去後元帥部長表」，「広東省軍政民政司法

職官年表」（民国 14年），前掲，劉寿林編『辛亥以後十七年職官年表』．

(20) 毛思誠第7編7，民国 14年9月 17日条に「許軍万五千人，前九十余万，各軍則

多告飢乏」，同 9月20日条に「軍政部長兼里子軍総司令並財政監督許崇智」とある．

(21) 4epenaHOB, c. 287（中国語版， 267頁）．

(22) 前掲，陳公博『苦笑録』（邦訳）， 32頁．

(23) 毛思誠第7編7，民国 14年9月20日条．共産党員で黄捕軍官学校政治部で活動

していた包恵僧によれば，蒋介石は許崇智を態敷に扱い，旅費として 2万元を支給し

広東平定後に呼び戻すことを約束したとし、う（『包恵僧回憶録』，人民出版社， 1983年，

186頁）．

(24) 4epenattos, c. 285, 289（中国語版， 265頁， 269頁）．

(25) 毛思誠第7編7，民国 14年9月28日条， 9月29日条， 10月1日条， 10月3日

条．産経新聞社『蒋介石秘録』 6, 1975年， 209頁．

(26) 4epenaHoB, c. 289（中国語版， 269頁）．ブリュッへルは 25年7月に健康を理由

に（ボロジンとの不和ともいう）広州を去り， 26年5月に再び広州に戻る（前掲，『中

国革命とソ連の顧問たち』， 62頁）．

(27) 毛思誠第7編7，民国 14年 10月 14日条， 10月28日条， 10月29日条， 11月6

日条．

(28) 毛思誠第7編7，民国 14年 11月1日条， 11月23日条， 12月21日条．

(29) 毛思誠第8編 l，民国 15年 1月26日条．第8編2，民国 15年6月1日条．

(30) 『国父年譜』，民国 13年1月31日条， 6月28日条．「黄捕軍校大事記(1924-

1927)J 5月 10日条（前掲，『第一次国共合作時期的黄塙軍校』）．

(31) 李雲漢『従容共到清党』， 364頁， 400頁．

(32) 戴季陶の活動状況は，「民生哲学系統表」と『孫文主義之哲学基礎』（『三民主義哲

学論文集』，中央文物供応社， 1978年）および『国民革命輿中国国民党』（上海，季陶

弁事処）の末尾の記述に基づく．

(33) ボロジンもこの事実を認め，反論をしかねていたという（張国需，前掲書第2冊，
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(115) 毛忠誠第7編5，民国 14年6月2日条．陶菊隠，前掲書， 158頁．

(116) 陶菊隠，前掲書， 159頁．毛忠誠第7編5，民国 14年6月 17日条．許崇智は油

頭を離れるに際し陳畑明と「税収分配条約」を結んだという（4epenauos, c. 285〔中
国語版， 265頁〕）．

(117) 毛思誠第7編5，民国 14年5月23日条， 24日条．

(118) 都中夏『中国職工運動簡史』，人民出版社， 1957年， 241頁．

第三章

(1) 陳公博『苦笑録』（邦訳，松本重治監修・岡田酉次訳『中国国民党秘史』，講談社，
1980年， 22-24頁）．

(2) 「中国国民党第二次全国代表大会会議記録」（第9日第 17号）・《陳公博同志報告彦

案検察経過》（『中国国民党第一，二次……』， 304-308頁）. T‘ang Leang-Li（湯良
礼）, The Inner His toηof The Chinese Revolution, London: George Routledge & 

Sons, 1930, p. 211.以下， T‘angLeang-Liと略記．

(3) 軍事委員会会議記録〔1925年〕7月5日条（国民党中央党史委員会蔵），毛思誠第7

編6〔軍事委員会の成立を 7月3日条に記す〕民国 14年7月7日条．軍事委員会会議
記録は毛筆の原件であり，散逸後の残存部分を 1970年に合訂本としたもの. 1925年

7-9月， 26年前半期を含むが，連続性はほとんどない．

(4) 4epenauos, c. 38. （中国語版， 23頁）．

(5) T‘ang Leang-Li, pp. 200-201. 
(6) 《陳公博同志報告摩案検察経過》.T‘angLeang Li, p. 213.三石善吉「摩案与飽

羅廷的戦略」（『摩仲憧研究』，広東人民出版社， 1989年）．

(7) 可epenauos,c. 281(中国語版， 261頁）．何香凝の談話の期日は不明であるが，事

件直後ではない．事件直後に呉鉄城に嫌疑がかかったことはない．チェレバーノフは
抗日戦争中の 1938年に再び、中国を訪れ呉鉄城に会ったことを記し，「自分はこのとき

まだ彼が屡仲憧暗殺の一味だとは知らなかった」と述べている（c.41-42. 〔中国語版，

26-27頁〕）．何香凝の談話はこれ以後のことであり，チェレバーノフは 1956年11月

の孫文生誕九十周年記念にも ソ連側代表団の一員として北京を訪れた（c.40〔中国語

版， 25頁〕）．

(8) 佐々木到ー『ある軍人の自伝』，普通社， 1963年， 89頁．佐々木到ーは 1922年8

月から 2年間，陸軍武官として広州に滞在した．国民党通として知られ，著作に『南

方革命勢力の実相と其の批判』（北京，極東新信社， 1927年）がある．

(9) 「中国国民党第二届中執会第三次全体会議速記録」(1927年3月17日），「中国国民

党中央執行委員会政治委員会第十一次会議速記録」（4月11日），「中国国民党中央執

行委員会政治委員会第十五次会議速記録」（4月25日），『中国国民党第一，二次…….J],

864, 1045-1047, 1081-1082頁．

(10) 「中国共産党為屡仲慢先生遇刺晴国民党」，『轡導週報』第 127期， 1925年8月31

日．注（6）三石論文は事件の背後に英国商人が介在したと述べる．

(11) 蒋介石は屡仲憧の葬儀で祭文を読み，「慈父を亡くしたあと盗人に長兄を殺され
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(94) 張光宇，前掲書， 30-32頁．三石善吉「ソ連軍事顧問団と黄捕軍校」，『筑波法

政』第9号， 1986年．

(95) 劉侃隆「軍事運動問題（討論）」，『中国青年』第60期，中華民国 14年1月3日．

輝代英「軍事運動問題一一答劉侃隆君J，『中国青年』第61期，同 1月10日．第54

期紙上の「軍事運動問題（通信）」で欣石とし、う人物が，軍事運動の時代が遠からず来

る，遊民，土匠，貧農出身の兵士も元は無産階級であり訓練すれば赤色の革命軍に組

織できると述べているが，その後の中国史の展開を予見しており甚だ興味深い．

(96) 〔察〕和森「広東反革命勢力的覆滅」，『轡導週報』第 106期， 1925年3月 10日．

(97) 陳以浦「黄捕軍校大事記（1924-1927）」，『第一次国共合作時期的黄捕軍校』，文史

資料出版社， 1984年．「第四期教職員名録」，前掲『黄捕軍校史料（1924-1927）』．

(98) 張国薫『我的回憶』第2冊，明報月刊， 1973年， 448-450頁．

(99) 張光宇，前掲書， 27頁．

(1叩） 「黄捕軍校大事記0924-1927）」， 1925年2月1日条， 4月24日条．

(101) 4epenauos, c.160-164（中国語版， 144-147頁）．

(102) 可epenauos,c. 166-168（中国語版， 148-151頁）．

003) 毛思誠第7編 4，民国 14年 1月1日条， 1月6日条．東征開始後の 2月に，戦闘

中に退却した教導第二団第七連連長の孫良が革命連座法で、死刑に処せられる（同第7

編 4，民国 14年2月16日条）．

004) 前掲，『広東農民運動報告』 125-126頁．

(105) 4epenauos, c.168, 174-182（中国語版， 150頁， 155-162頁）．黄捕軍官学校の学

生隊の参加は，三石善吉「ソ連軍事顧問団と黄塙軍校」，『筑波法政』第9号， 1986

年，に詳しい．

006) 第一次東征終了後，蒋介石は黄捕軍官学校の経費問題に言及し，「今回，潮油（潮

VHと油頭）が下せなかったならば，本校は維持していけなかった」と述べている（毛思

誠第7編 5，民国 14年4月7日条）．

(107) 蒋介石「軍校第一期同学序」，毛忠誠第7編 5，民国 14年4月23日条．

(108) 蒋介石は黄捕軍官学校での士官の夜遊び，外泊，遅刻，動作のたるみ，学生の喫

煙を批判し（毛思誠第7編5 民国 14年4月14日条） 教導団の下士官と兵士の反逆

や逃亡を叱責している（毛思誠第7編 5，民国 14年5月20日条）．

(109) 可epenauoB,c. 253（中国語版， 233-234頁）．

(110) 東征軍全体で各種のライフル銃 1万2000-1万3000，機関銃 110，旧式大砲30,

砲弾 1500，弾丸800万発等の歯獲品があり，このうち三分のーを教導が得た（可epena

HOB, C. 239〔中国語版， 220頁〕）．中国語版には，ライフル銃 1200-1300とあるが，

誤訳）．

(111) 陶菊隠『北洋軍閥統治時期史話』第7冊，三聯書店， 1959年， 154-157頁．文中

の黄紹雄は黄紹拡の別名．

(112) 4epenauos, c. 240-276. （中国語版， 221-256頁）．

(113) 陶菊隠，前掲書， 157頁．

(114) 毛思誠第7編5，民国 14年5月30日条．
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る毛思誠『民国十五年以前之蒋介石先生』の原本である．蒋介石が筆削したあと，
『民国十五年以前之蒋介石先生』として公刊された．両資料の内容は基本的に同じで
あるが，問題となる部分には検討を加えた．

(81) 竹内実「現代中国への視角一一黄捕軍官学校のこと一一」（上）・（下），『思想』
No. 635, No. 636，岩波書店， 1977年．三石善吉「黄捕軍校の成立過程とソ連」（『中
哲文学会報』第6号， 1981年），「黄捕軍校の創立」・「黄捕軍校の創立」（続）（『筑波法
政』第5号，第7号， 1984年），「ソ連軍事顧問団と黄浦軍校」（『筑波法政』第9号，
1986年）．狭間直樹「三大政策と黄捕軍校」，『東洋史研究』第46巻第2号， 1987年．
このほか，黄捕軍官学校に学んだ朝鮮人学生をとりあげた研究に，水野直樹「黄捕軍
官学校と朝鮮の民族解放運動」，『朝鮮民族運動史研究』第6号， 1989年，がある．

(82) 「同学名録」，広東革命史博物館編『黄捕軍校史料0924-1927）』，広東人民出版社，
1982年， 522-587頁．

(83) 毛思誠第7編2，民国 13年6月29日条．

(84) ジェローム・チェン（陳志譲），前掲書， 234-235頁．

(85) 毛思誠第7編4，民国 14年 1月6日条．

(86) 蒋介石は 1925年 12月の『黄捕軍校第三期間学録』序文で，三民主義のために死
ぬのか共産主義のために死ぬのかとし、う質問を想定し，答えをつぎのように述べてい
る．「自分は国民党内の共産と非共産の同志たちを青天白日旗のもとに率いる．一
自分は国民革命のために死ぬので、ある．自分は三民主義のために死ぬので、あり，また
共産主義のために死ぬので、ある．…一三民主義の成功と共産主義の発展は，実は互い
に作用しあうものであり互いに逆らうものではない……中国革命は世界革命の一部で
あることを承認しなければならず，三民主義の実行は共産主義をその内に含むのであ
る」（毛思誠第7編8，民国 15年 12月5日条）．

(87) 実証的記述を試みる『国共両党関係通史』も，この時期の蒋介石を「巧みに革命
を装う新右派」と記述する（188頁）．

(88) 党代表制度と共産党員の役割は，張光宇，前掲書に詳し＼，，.党軍が発展する国民
革命軍第一軍には250名以上の共産党員がし、た（同書， 88頁）．

(89) 蒋介石に対するソ連の判断と中山艦事件後の方針は，蒋介石の率いた国民革命軍
第一軍の軍事顧問であったステパーノフ報告に典型的にあらわれている.Stepanov’s 
report on the march twentieth coup d'etat(Wilbur and How, pp. 248-253). 

(90) 毛忠誠第7編2，民国 13年9月 18日条．第7編3，同 10月9日条．
(91) 毛思誠第7編2，民国 13年9月 12日条．

(92) 『響導週報』第2期（9月20日），第9期(11月8日）．二つの論文は22年8月の
孫文とマーリング、の会談で、国民党へのソ連の軍事援助が話し合われたことへの，共産
党員の反応であったとも考えられる．

(93) 前掲，ヴェ・イ・クールーニン論文，『コミンテルンと東方』， 224,229-230頁．
グルーニンの引用する 24年5月の中共中央委員会総会の「決議」は，前掲，『中共中
央文件選集』第1冊には収録されない．また同書によれば グルーニンのいう中共中
央委員会総会は，中共拡大執行委員会である（229-281頁）．
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楢案館編『鴻玉祥日記』第 1-5冊が出版されている．

(68) 『国父年譜』，民国 13年 10月25日条，同 11月1日， 4日， 10日， 13日条．

(69) 4epenauos, c.163（中国語版， 146頁）．

(70) 〔察〕和森「北京政変興国民党」，『轡導週報』第89期， 1924年 10月29日．

(71) 「中国共産党対於時局之主張」，『轡導週報』第92期， 1924年 11月19日．

(72) 「中国共産党対於時局之主張」，中央楢案館編『中共中央文件選集』第 1冊，中共

中央党校出版社， 1989年， 174-175頁．「国民会議」の系譜を丹念に分析した論考に，

菊池一隆「く国民会議〉を巡る政治力学一一一九二O年代から三O年代への連動」（狭間

直樹編『一九二0年代の中国』，汲古書院， 1995年）がある．

(73) 〔禁〕和森「商団撃敗後広州政府的地位」，『轡導週報』第88期， 1924年 10月22

日．

(74) 安井三吉「講演《大亜細亜問題》の成立とその構造」，陳徳仁・安井三吉編『孫

文・講演「大アジア主義」資料集』，法律文化社， 1989年．孫文の北上途中での日本

訪問を分析した論考に，彰沢周「中山先生的北上輿大亜洲主義」（『大陸雑誌』第66巻，

大陸雑誌社， 1983年）および劉蔓容「1924年孫中山北上与日本」（広東省孫中山研究会

編『孫中山与亜洲国際学術討論会論文集』，中山大学出版社， 1994年）がある．チェ

レパーノフは，孫文の北上に先立ち日本側から様々な密使が広州の国民党要人を訪れ

活動していたという．彼らは孫文の北上により北京に反目的政府が成立するのを懸念

し，広州への日本人軍事教官の派遣さえ話題にのぼっていたとし、う（可epenauos,

c.160〔中国語版， 144頁〕）．この状況は，孫文側からの接触に対する日本側当局者の

冷淡な対応と矛盾するが，チェレパーノフのいう日本側からの密使は，北京政変の発

動に重要な役割を演じた北京の日本軍関係者からの働きかけであったのかも知れない．

(75) 駐日英国大使エリオッ卜（CharlsEliot）は，孫文の来日が途中で立ち寄ったので、

はなく，不平等条約の破棄など、への日本側の同意を求め，あわよくば旧知の財界人か

ら財政援助を得るためで、あったと述べている．そして，日本の外務大臣（幣原喜重郎）

は孫文を変転極まりない人物と見なしており，政府としては相手にしないと述べてい

た，と本国に報告している（F.O.,371/10917, p.9.). 

(76) 『国父年譜』，民国 13年 11月24日， 28日条，同 12月4日， 31日条．同民国 14

年1月26日条．

(77) 李剣農，前掲書， 365-372頁．

(78) 『国父年譜』，民国 14年3月11日， 12日条．

(79) 郭廷以編著『中華民国史事日誌』第1冊，中央研究院近代史研究所， 1979年，

民国 14年3月21日条．前掲，李雲漢『従容共到清党』， 364-365頁．

(80) 『国父年譜』，民国 12年 11月26日条， 12月15日条，民国 13年1月24日条， 2

月21日条．陳福震，余炎光『摩仲憧年譜』 1924年2月23日条， 4月20日条， 5

月3日条， 5月9日条， 6月16日条．楊西厳の問題については，毛思誠『民国十五年

以前之蒋介石先生』第7編 1および中国第二歴史槍案館編『蒋介石年譜初稿』（槍案出

版社， 1992年）に収録される， 1924年3月， 4月の蒋介石と摩仲憧，孫文，胡漢民ら

との往復書簡や電文によりわかる．『蒋介石年譜初稿』は蒋介石関連の基本資料であ
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文は，この間の経緯を外務省『日本外交文書』大正 13年・第2冊所収の天羽総領事

報告により詳しく分析する．

(48) 『広東拍械潮』巻一事実「孫政府縦兵焚掠広州商場」．

(49) 貴島克己「孫文政府と商団軍との抗争J. 農団軍は第二期農民運動講習所の卒業

生で編成され（『広東農民運動報告』 55-56頁），工団軍も小規模であった．合計の人

数は 320名に過ぎない（4epenaHoB,c.146〔中国語版， 129頁〕）．

(50) 『広東農民運動報告』 56頁．

(51) 〔察〕和森「商団事件之教訓｜」，『潜導週報』第82期， 1924年9月10日．

(52) 貴島克己「孫文政府と商団軍との抗争J，『広東如械潮』巻一事実「沼摩之調停」．

(53) 『広東拘械潮』巻一事実「孫文之翻約J. 同，巻弐文件「陳廉伯通電」，「陳恭受通

電J，「省署取錯両陳通絹令」．同，巻一事実「第二次大罷市実現及工商団衝突」．

(54) 貴島克己「孫文政府の広東省城焼打」，『北京満鉄月報』第1年第7号．
(55) 前掲，毛思誠第7編3，民国 13年 10月9日条．

(56) 『広東拍械潮』巻一事実「第二次大罷市実現及工商団衝突」，毛思誠第7編3，民

国13年 10月 10日条．

(57) 『広東拍械潮』巻一事実「第二次大罷市実現及工商団衝突」．貴島克己「孫文政府

の広東省城焼打」．

(58) 〔禁〕和森「広州反革命之再起」，『欝導週報』第87期， 1924年 10月15日．

(59) 『広東相械潮』巻一事実「孫政府縦兵焚掠広州商場」，前掲『摩仲憧年譜』 1925

年 10月12日条，貴島克己「孫文政府の広東省城焼打」．

(60) 貴島克己「孫文政府の広東省城焼打」，『広東和械潮』巻一事実「孫政府縦兵焚掠

広州商場」．

(61) 毛忠誠第7編3，民国 13年 10月15日条．

(62) Borodin's Report on the Revolutionary Committee(C. Martin Wilbur and Julie 

Lien-ying How, Documents on Communism, Nationalism, and Soviet Advisers in 

China 1918-1927, Columbia University Press, 1956, p.171.以下， Wilburand 

How，と略記）．

(63) 可epenaHoB,c.146-147（中国語版， 129-130頁）．

(64) 『広東如械潮』は市民の人的被害に関し，公安局発表の数字とことわったうえで，

負傷者33名，死者 56名と述べている（巻一事実「孫政府縦兵焚掠広州商場」）．しか

し市民の被害が，死者一男 3900人，女500人，物的損害－1000万元から 5000万元

と伝えられたのも事実である（貴島克己「孫文政府の広東省城焼打」）．

(65) 李剣農『戊戊以後三十年中国政治史』，中華書局， 1980年， 363-365頁．

(66) この間の経緯は， JamesE. Sheridan, Chinese Warlord一一一TheCareer of Feng 

Yu hsiang, Stanford University Press, 1966，に詳しい．シェリダンは「聞き書

き」や多方面の資料を駆使し，鴻玉祥の行動の背景に存在した状況を克明に分析して

いる．

(67) 『鴻玉祥将軍自伝一一我的生活』，波文書局，復刻， 1974年， 519-530頁．

Sheridan, pp.164-165. 1992年には民国名人日記叢書のーっとして，中国第二歴史
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注

経費は予算どおりには出なかったらしい．在精衛と毛沢東の 26年当初の親密な関係

は，在精衛が26年2月5日の国民党中央執行委員会常務委員会第二次会議において，

自らが就任していた国民党宣伝部長の代理に，毛沢東を推薦した事実にあらわれてい

る（『中国国民党第一，二次…ー』， 471頁）．

(27) 第一章，注（74).

(28) 『国父年譜』，民国 13年6月1日条， 6月 18日条， 6月25日条．

(29) 『国父年譜』，民国 13年7月7日条， 8月 13日条， 19日条， 20日条， 21日条．

(30) 前掲，ヴェ・イ・グルーニン論文（『コミンテルンと東方』， 226-227頁）．ボロジ

ンの報告は注なしで引用されるが，報告書原文に基づくと考えられる．

(31) 前掲，『中国国民党大事記』， 1925年3月8日条．

(32) 中共中央文献研究室編『周恩来年譜 1898-1949』，人民出版社， 1989年， 1924

年9月条， 11月条．

(33) ヴェ・イ・グルーニン論文（『コミンテルンと東方』， 224-225頁）．

(34) 『国父年譜』，民国 13年9月3日， 4日， 5日， 12日条．

(35) 4epenaHOB, c.158-159（中国語版， 141-142頁）．

(36) 〔察〕和森「北伐児？ 抵抗英帝国主義及反革命児？J，『響導週報』第83期， 1924

年9月17日．

(37) 『広東拍械潮』巻一事実「全省商団連防成立之経過」，存華学社編『一九二四年

広州商団事件』（中国近代史資料分類葉編之七），崇文書店， 1974年．『広東拍械潮』

は商団事件直後の 1924年の冬に，香港の華字日報社から刊行された事件に関する商

団側からの克明な記録．貴島克己「商団軍の発達」，南満州鉄道株式会社北京公所

『北京満鉄月報』（龍渓書舎復刻， 1978年）第 1年第4号（1924年8月15日）．この論考

は商団事件に関する連続レポートの第1部である．

(38) 『東方雑誌』第21巻 12号（1924年6月25日），貴島克己「商団軍の発達」．この

聞の経緯は，第二章注（12）の横山論文と三石論文に詳しい．

(39) 『広東拍械潮』巻一事実「全省商団連防成立之経過J.

(40) 貴島克己「商団軍の発達」，同「孫文政府と商団軍との抗争」，『北京満鉄月報』

第1年第4号，第5号， 1924年．

(41) 『広東和械潮』巻一事実「全省商団連防成立之経過J，貴島克己「孫文政府と商団

軍との抗争」，『国父年譜』，民国 13年8月9日条， 8月 10日条．

(42) 孫文「為広州商団事件対外宣言」（民国 13年9月1日），『国父全集』第 1冊，

904-905頁．

(43) 陳存恭『列強対中国軍火的禁運（民国 8年一18年）』，中央研究院近代史研究所，

1983年．

(44) F. 0. （英国外務省文書）, 371/10237, p.108; F. 0., 371/10238, p.165, p. 203. 

(45) 『国父年譜』，民国 13年8月9日条．

(46) 『国父年譜』，民国 13年8月27日条， 9月1日条， 8月25日条．

(47) F. 0., 371/10297, p.167, p.168, p.155. 8月28日付の英国総領事の報告は摩

仲憧への警告の内容を示さず，「我々の決定を伝えた」とのみ記す．注(12）の三石論
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(13) 『国父年譜』，民国 12年 10月9日条．

(14) 『国父年譜』，民国 13年2月20日条，同 4月 12日条， 4epenaHoB,c. 138, 141 

（中国語版， 122頁， 124頁）．チェレパーノフによれば，この時の北伐計画では，湖

南省内で、越’匡↑易と戦っていた，かつて程潜の部下であった人物の率いるこ個師団およ

び湖南と湖北の省境にいた四つの独立旅団の参加が大きな比重を占めていた．パブロ

フはこれらの部隊の動静を確かめるため 軍事顧問の一人テレシャトフを漢口の国民

党機関に派遣した．

(15) 可epenaHoB,c.136-137, 141(中国語版， 120-121頁， 124-125頁）．

(16) 『国父年譜』，民国 12年2月3日条．毛思誠『民国十五年以前之蒋介石先生』（以

下，毛忠誠と略記），線装本，民国 25年 10月，第7編 2，民国 13年7月 11日条，

同7月 15日条．

(17) 〔彰〕述之「江湖戦争与国民党J，『響導週報』第84期， 1924年9月24日．

(18) 王永璽主編『中国工会史』，中共党史出版社， 1992年， 100-102頁， 123-125頁．

(19) 『中国工会史』， 124頁， 134頁．

(20) 陳福森，余炎光『摩仲憧年譜』，湖南出版社， 1991年， 1925年6月2日条．

(21) 省港ストライキは，広東省と香港の中国人労働者の反英ストライキ．香港の通商

機能を麻痔させ26年 10月まで続いた．国民党も共産党もストライキを支援した．ス

トライキと国民政府との関係は， DonaldA. Jordan, The Northern Expedition, Ha-

waii University Press, 1976，に詳しい．

(22) 以上の状況は，北村稔「第一次国共合作時期の広東省農民運動」（『史林』 58巻 6

号， 1975年）に詳しい．この論考は『広東農民運動報告』（1926年 10月刊）を基礎に書

かれた．『広東農民運動報告』はスタンフォード大学（Stanford University）のフーパ

ー研究所（Hoover Institute ）に， HaroldIssacs Collectionとして保管されていたも

の．東洋文庫近代中国研究委員会が 1967年にマイクロフィルムで、購入した「国共合

作清党運動及農民運動文妙」の中に収められていた．この文書は共産党の立場から書

かれた内部報告で、あり，広東省の農民運動の実態を知るために貴重なものである．ち

なみに広寧で、の事件については，『第一次国内革命戦争時期的農民運動』（人民出版社，

1953年）に収録された「広寧農民減租運動之経過」がある．これは国民党員としての

建前のもとに書かれた公式の報告書で、あり，『広東農民運動報告』所収の「広寧減租

運動経過（二）」と比較すると，農民運動をめぐる国民党と共産党の矛盾が浮かび上が

る．『広東農民運動報告』は，広東省槽案館・中共広東省委党史研究委員会弁公室編

『広東区党，団研究史料0921-1926）』（広東人民出版社， 1983年）に収録されているが，

抄録である．

(23) 農民運動組織化のため広東省内各地に派遣された特派員たちの「本部特派員大会

之決議案」（25年 10月）は，運動費の欠如や生活上の困窮を強く訴え改善を求めてい

る（中国国民党中央執行委員会農民部『中国農民』第1期，大安， 1964年，影印）．

(24) 『広東農民運動報告』， 125-126頁．

(25) 「農民部農民運動委員会第一次会議録」，『中国農民』第4期．
(26) 『広東農民運動報告』， 114頁．ただしこの直後に在精衛が中山艦事件で失脚し，
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注

56-78頁．対外綱領の修正過程は，注（51)の狭間論文参照．

(73) 李松林等編『中国国民党大事記』，解放軍出版社， 1988年， 129頁．『国父年譜』，

民国 13年1月31日条，同 2月6日条．

(74) 『国父年譜』，民国 13年1月31日条．語平山の党歴は，前掲，『国共両党関係通

史』， 16頁に詳しい．

(75) 『国父年譜』，民国 13年7月11日条．

(76) 『国共両党関係通史』， 126-127頁．

第二章

(1) 張光宇『第一次国共合作時期的国民革命軍』，武漢大学出版社， 1989年， 10-13頁．

4epenauos, c. 36-45（中国語版， 21-29頁）．軍隊の編成は改編を繰り返し，各軍の名

称も様々に変化した．しかし軍編成の基準は，指揮官や兵士の出身地である各省であ

り，それぞれの省の別称である漢字一字を冠して呼ばれていた．広東省出身者で組織

された李福林の軍隊が 個人の名をとり福軍と呼ばれたのは例外的で、ある．各軍の分

類は当時の通念に従った．

(2) 「広東大元帥府元帥部長表」，「広東省軍政民政司法職官年表」（民国 12年， 13年），

劉寿林編『辛亥以後十七年職官年表』，文海出版社， 1974年．

(3) 4epenauos, c.140（中国語版， 123頁）．

(4) 『革命人物誌』第2集，中国国民党党史史料編纂委員会， 1969年， 306-307頁．

(5) 『国父年譜』，民国 12年3月2日条．

(6) 4epenauos, c. 38（中国語版， 23-24頁）．

(7) 『国父年譜』，民国 13年12月23日条．

(8) チェレバーノフによる各軍の人数は，潰軍約二万，桂軍約五千，卑軍約二万，湘

軍約一万，議軍約五千，福軍約四千，警衛軍約二千，中央直轄軍約三千，である（恥

penauos, c. 36-43, c. 158〔中国語版， 21-28頁， 141頁〕）．

(9) チェレパーノフは各軍の毎月の収入を，潰軍319万元，桂軍 10万元，里子軍 106万

元，その他の各軍あわせて 100万元と述べる（4epenauos,c. 44〔中国語版， 29頁〕）．

一方，大元帥府の月収はボロジンによれば 30万元であった（Louis Fischer, The So・

viet in World Affairs, p. 636）.財源が各軍に聾断され大元帥府財政が困窮したこと

は，摩仲慢が 1924年9月17日に各軍の軍長に発した通電に明らかである．屡仲慢は

24年9月12日に孫文により大元帥府財政部長に任命されたが，各軍による財政機関

占拠を如何ともしがたく抗議の意思を明らかにして財政部長を辞任した（屡仲憧「辞

財政部長通電」，『彦仲憧集』，中華書局， 1961年）．

(10) 可epenauos,c. 140（中国語版， 124頁）．

(11) 『国父年譜』，民国 13年1月30日条．

(12) 前掲，『国共両党関係通史』， 143-146頁．『国父年譜』，民国 13年9月1日条．

大元帥府の財政状況と商団事件の経緯を論じた研究に 横山宏章「広東政権の財政逼

迫と孫文政治」（『社会経済史学』 42巻5号， 1977年），三石善吉「商団事件と黄捕軍

校一一黄塙軍校の発展その 1」（『筑波法政』第8号， 1985年）がある．
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二次・…・・』， 4-79頁．

(50) 「会議録J第2号，『中国国民党第一，二次……』， 8-17頁．

(51) 狭間直樹「中国国民党第一次全国代表大会宣言についての考察」，狭間直樹編

『中国国民革命の研究』，京都大学人文科学研究所， 1992年．狭間論文は大会宣言の

成立過程と，異なる版本に見られる内容と文言の異同を綿密に検討している．

(52) 可epenaHoB,c. 75-76（中国語版， 61-62頁）．

(53) YepenaHoB, c. 86（中国語版， 71頁）．中国語版では，この箇所は「大土地所有者

の土地を固有に帰する」と訳されるが誤り．大会宣言審査委員の黄季陸は，宣言原案

には民生主義に関して「土地農有」が規定されていたと述べる（黄季陸『劃時代的民

国十三年一一第一次全国代表大会的回憶』，国史館， 1974年， 9頁）．

(54) 「会議録」第2号，『中国国民党第一，二次…ー』， 13-17頁．

(55) 序章注(11).

(56) 「会議録」第4号，『中国国民党第一，二次……』， 19-23頁．

(57) 「中国国民党第一次全国代表大会宣言」，『国父全集』第1冊， 883頁．大会宣言

の文言に異同のあることは、注（51)に述べたが，狭間論文は民生主義中の農民と労働者

に対する政策に関しては，文言上の異同の存在を指摘していない．

(58) YepenaHoB, c. 86（中国語版， 71頁）．黄季陸は宣言原案の「土地農有」の部分を

改変し削除したのは自分で、あるという（黄季陸，前掲書， 9頁）．

(59) 「会議録」第5号，第6号，『中国国民党第一，二次…・・・』， 23-31頁．

(60) 「会議録」第8号，『中国国民党第一，二次……』， 33-36頁．

(61) 黄季陸，前掲書， 9頁．

(62) YepenaHOB, C. 85-90（中国語版， 70-74頁）．

(63) 黄季陸， 10-12頁．

(64) YepenaHoB, c. 85（中国語版， 70頁）．中国語版は「国民政府」と訳すべきロシア

語を「全国性政府」と訳すが，不適切な訳語である．

(65) YepenaHOB, C. 85（中国語版， 72-74頁）．注（48）参照．

(66) 『国父年譜』，民国 13年1月24日条，同 1月29日条．

(67) 「会議録」第 11号，『中国国民党第一，二次－…・・j], 43-50頁．

(68) 『国父年譜』，民国 12年 11月29日条．この事実は，都沢如らの孫文への「意見

書」の記述と，これに対する 12月3日付の孫文の手紙による回答からわかる．

(69) 国民党章程（総章）・第四章「総理J，鄭魯編著『中国国民党史稿』， 1冊，台湾商

務印書館， 1965年， 391頁．章程の「前言」に「総章程」の意である「総章」とし、ぅ

語が見られ，以後の文献では「総章」と呼ばれる．中国国民党党史史料編纂委員会

『革命文献』第8集， 1955年， 130-131頁，掲載の「総章」は，総理の全国代表大会

決定の差戻し権（有交覆議之権）を最終決定権（最後決定之権）と記すが，『国父年譜』

は「総章」の原史料を『中国国民党史稿』に依拠しており，本書もこれに従った．

(70) 黄季陸， 14-16頁．

(71) 「会議録」第 12号，第 13号，『中国国民党第一，二次……』， 50-56頁．

(72) 「会議録」第 14号，第 15号，第 16号，第 17号，『中国国民党第一，二次……』，
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注

(37) 『国父年譜』，民国 12年 10月28日条．

(38) 張心誠「中国国民党全国代表大会与中国革命運動」，『新民国』第1巻2期，新民

国雑誌社， 1923年12月20日．『新民国』は民国 12年（1923年)11月15日に北京で

創刊された国民党の月刊誌（『中共党史簡明詞典』，解放軍出版社， 1986年）．国民党

党史委員会蔵の「国民党臨時中央執行委員会第一次会議紀録」では，広州市内に 12

の支部が設置され党員の再登記は 10月30日から 11月8日の期間に行われることが

決定されており，張心誠の記述の信愚性を裏打ちする．なお張心誠は張国薫前掲書，

第1冊313頁の記述から張国薫かと推測されるが不詳．

(39) 4epenauos, c. 46-72（中国語版31-58頁）．

(40) 鈴江言ー『中国解放闘争史』，石崎書店， 1953年， 215,195頁．

(41) 前掲，李雲漢『従容共到清党』， 222頁．

(42) コミンテルンは 1923年5月に中国共産党第3回大会にあてた指令で，「孫逸仙軍

の占領地域では，貧民のための土地没収や，その他一連の革命的措置を実行させるた

めに努力する必要がある」と述べ，土地の再分配を示唆していた（村田陽一編訳『コ

ミンテルン資料集』第2巻， 397-398頁）．国共合作の開始後にはコミンテルンにも

中国の土地事情が理解され，急進的農民政策は当分のあいだ提起されなくなる．

(43) 孫文「耕者有其田」（『国父年譜』民国 13年8月21日条）．広州の農民運動講習所

において行ったもの．講演の全文は『国父全集』第2冊， 719-723頁．

(44) Louis Fischer, The Soviet in World Affairs, 2 vols., Jonathan Cape, 1930, 

pp. 636-638. 4epenauos, c. 54-66（中国語版39-51頁）．フィッシャーとチェレパーノ

フの記述内容で異なるのは次の 2点．フィッシャーは国民党がし、ったんは急進的宣言

を発表しながらも農民に対する宣言の実行を渋ったと述べるが，チェレパーノフは国

民党は急進的宣言の公布を約束したが結局は公布しなかったと述べる．さらにフィッ

シャーは孫文とボロジンの協議の結果，農民協会の樹立と実行されなかったが 25%

減租の妥協を見たと記すが，チェレパーノフは両者の協議が行われたことを記し妥協

が行われたことをほのめかすが具体的内容は記していない．当時の広州で，国民党が

労働者と農民に対し急進的宣言を行った事実は見いだせない．この点についてはチェ

レパーノフの記述が実情を伝えると思われる．一方，孫文とボロジンとの協議の結果，

何らかの妥協が行われたことは直前の状況から見て十分に想像できる．それゆえこの

点についてはフィッシャーの記述を提示した．

(45) 『国父年譜』，民国 12年 11月19日条．

(46) 『国父年譜』，民国 12年 11月22日条，同 11月29日条．

(47) 『国父年譜』，民国 12年 11月25日条．

(48) Martin Wilbur. Sun Yat-sen: Frustrated Patriot, pp.188-189. Wilburの記述

は，シューアマンの国務長官への報告（米国務省文書〔USDS〕）とニューヨーク・タイ

ムズの記事に基づいている．『国父年譜』の民国 13年1月6日条も孫文とシューアマ

ンの会見を記録するが，孫文がアメリカ主催の会議を依頼した事実は伏せている．し

かし新聞記者に語った事実は，同 1月12日条に記載されている．

(49) 「中国国民党第一次全国代表大会会議録」（以下，「会議録」），『中国国民党第一，
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(13) 前掲，『国共両党関係通史』， 77-78頁．

(14) 段雲章等，前掲書， 206-213頁．

(15) 張国需、『我的回憶』（第2版）第1冊，明報月刊， 1971年， 239頁．
(16) 前掲，『中共中央文件選集』第 1冊， 64-66頁．

(17) 前掲，『国共両党関係通史』， 79-80頁．

(18) 陳独秀「告全党同志書」，日本国際問題研究所中国部会編『中国共産党史資料集』

第4巻，動草書房， 1972年，資料39.

(19) 張国烹前掲書，第1冊， 245-247頁．

(20) 前掲，『国共両党関係通史』， 71,68頁．孫文は8月30日に蒋介石に手紙をだし，
ヨッフェに随行した軍事担当者の上海への派遣を要請したので、協議に加わるため上海

に来るよう求めている（前掲，『国父年譜』〔第4次増訂版〕，民国 11年〔1922年〕8月
30日条）．

(21) 『国共両党関係通史』， 68頁，張国薫前掲書，第1冊249頁．『中国共産党歴史』

上巻， 76頁．

(22) 『国父年譜』，民国 11年〔1922年〕9月6日条．

(23) 陳独秀「国民党是什慶」，『構導週報』第2期， 1922年9月20日．

(24) 『国父年譜』，民国 12年1月1日条，同 1月2日条．

(25) 前掲，ヴェ・イ・クソレーニン論文（『コミンテルンと東方』， 213頁）．村田陽一編

訳『コミンテルン資料集』第2巻， 373頁．

(26) Martin Wilbur, Sun Yat-sen: Frustrated Patriot., p.137. 
(27) Allen Whiting, Soviet Policies in China, 1917-1924. Columbia University 
Press, 1954, p. 204によれば，ロシアで公表された「孫・ヨッフェ共同宣言」の文言

からは，中国における共産主義とソヴィエト主義の不適合性を述べた部分が削除され

7こ．

(28) この事実は，このあと 1927年4月18日の蒋介石を中心とする南京国民政府の樹

立のさいの状況や（第五章参照）， 27年の 7月， 8月の武漢国民政府下の状況（第六章

参照）に如実に示されることになる．

(29) 前掲，『国共両党関係通史』， 71頁．摩仲憧とヨッフェの日本での行動は，山田

辰雄「摩仲憧の二度の訪日について一一1921・23年一一」（慶応大学『法学研究』第

60巻1号， 1987年）に詳しい．

(30) 前掲，ヴェ・イ・ク。ルーニン論文（『コミンテルンと東方』， 215-217頁）．

(31) George Sokolsky, The Kuomintang(China Year Book 1928, pp.1320-1321). 
(32) Martin Wilbur, Sun Yat-sen: Frustrated Pαtriot., pp.140-144. 
(33) 陳独秀「北京政変興国民党」，『構導週報』第31・32期合刊， 1923年7月 11日．
(34) 『国共両党関係通史』， 86-88頁．

(35) 『国父年譜』，民国 12年 10月6日条．孫文「過去党務失敗之原因」（10月11日），
孫文「党員不可存心倣官」（10月15日），中国国民党党史委員会編訂『国父全集』第2

冊， 1973年， 534-543頁．

(36) 『国父年譜』，民国 12年 10月25日条．
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注

第一章

(1) 中共中央党史研究室『中国共産党歴史』上巻，人民出版社， 1991年， 50頁．ヴォ

イチンスキーについては，毛里和子・本庄比佐子訳，前掲書に詳しい．

(2) 『中国共産党歴史』上巻， 56頁．

(3) 村田陽一編訳『コミンテルン資料集』第 1巻，大月書店， 1978年， 245-252頁．

(4) ア・イ・カルトゥノヴァ「コミンテルンと国民党改組問題」（前掲，『コミンテルン

と東方』， 254頁）．

(5) 王功安，毛蚕主編『国共両党関係通史』（5巻合訂本），武漢大学出版社， 1991年，

63-64頁．マーリングの中国での活動に関しては，中国社会科学院現代史研究室組織

選編『馬林在中国的有関資料』（人民出版社， 1980年）がある．

(6) マーリングは，「国民党の指導者たちは国民党内で、の共産主義の宣伝を許可すると

語った」としか述べていないが（『馬林在中国的有関資料』 21頁），『国共両党関係通

史』は国民党が共産党員の加入を求めた経緯を多方面の資料に依拠して確認、している．

(7) 呂芳上『革命之再起一一中国国民党改組前対新思潮的回応(1914～1924）』，中央研

究院近代史研究所専刊（57), 1989年．

(8）注（4). 

(9) 前掲，『国共両党関係通史』， 78-79頁．

(10) 陳独秀は 1922年4月6日付のヴォイチンスキーへの手紙で、国民党加入への反対

理由を列挙し，革命の理念と依拠する〔社会的な〕基礎が異なることを第ーにあげてい

る（中央楢案館編『中共中央文件選集』第1冊，中共中央党校出版社， 1989年， 31-

32頁）．

(11) 陳畑明は 1920年当時，開明的人物としてきわだっていた（段雲章等『陳畑明的ー

生』，河南人民出版社， 1989年， 142-152頁）．彼は 1920年 10月に広州を占領すると

上海の陳独秀に連絡し，広東省内の教育改革をゆだねた．陳独秀は21年の 1月に広

東省教育委員会委員長に就任し，春には広東省内に共産主義団体を組織して各種の社

会活動を展開し勢力基盤の拡大に努めた（唐宝林・林茂生『陳独秀年譜』，上海人民出

版社， 1988年， 139, 146-147頁）. 21年7月には，広東からの代表も交えて上海で

中国共産党が結成される．陳畑明は国民党員ではあったが孫文に一定の距離を保って

独自の政治見解を持ち，自らの指揮下に軍事力を育成して孫文に対抗する勢力を育ん

でし、た．共産党と陳畑明の接近は，孫文の率いる国民党への共産党員の接近を意味し

ない．

(12) 中国の内戦では，兵員輸送の主力は鉄道であった. 1922年5月に勃発した呉侃

宇と奉天派の戦争にさいし，京漢線の鉄道労働者たちは呉侃字を援助し勝利に貢献し

た．このあと共産党と呉侃字の関係はし、っそう緊密化する．当時，圏内の鉄道のほと

んどが奉天派と連合する梁土訟の率いる交通系に支配されていたが，戦争後も続く交

通系による鉄道支配を排除するため，京漢線だけでなく北方の主要幹線の密査員（秘

密調査員）に共産党員が任命され，鉄道労働者の組織化が推進された（中国現代史資料

叢刊・都中夏『中国職工運動簡史』く1919-1926），中国史学社， 1953年， 24-27頁）．
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年）がある．翻訳者により詳細な注と参考文献，著作目録が付加された．

(16) 『毛沢東選集』第2巻，人民出版社， 1952年．

(17) 孫文と三民主義に対する共産党の観点の変遷を論じた研究に，池田誠「第二次国

共合作と孫文理論の《復権》一一中国共産党における孫文理論の再評価」（『立命館法学』

111, 112, 1973年．池田誠『孫文と中国革命』，法律文化社， 1983年，に収録），藤

井昇三「一九三0年代の中国共産党と三民主義一一一九三七年まで」（藤井昇三編『一

九三0年代中国の研究』，アジア経済研究所， 1975年）がある．この問題をさらに論

じた研究に，安井三吉「毛沢東の孫文・三民主義観」（藤井昇三・横山宏章編『孫文と

毛沢東の遺産』，研文出版 1992年）がある．狭間直樹「“三大政策”と黄塙軍校」

（『東洋史研究』第46巻第2号， 1987年）は，三大政策という新しい名調が，第一次

国共合作中の黄捕軍官学校で、共産党員たちにより作られた事実経過とその政治的背景

を詳しく論じる．狭間論文は中国語に翻訳され『歴史研究』 1988年2期に転載．

(18) 蒋介石『中国之命運』，襖門華僑報， 1943年(1冊）．

(19) 代表的著作に李雲漢『従容共到清党』（1973年影印版，中国学術著作奨助委員会，

初版は 1966年）や，蒋永敬『飽羅廷輿武漢政権』（1972年再版，伝記文学出版社，初

版は 1963年）がある．筆者は両著作に，多大の学患を被っている．

(20) 1995年1月30日（旧暦の大晦日）に，中華人民共和国主席の江沢民は台湾との統

ーに関する 8項目の提案を行い，その第3項において交渉相手を国民党に絞った従来

の方針を転換し，台湾の各政治党派や団体も交渉に参加できるとした．多元化する台

湾の政治構造に対応したものである．公刊されている資料集で特筆すべきは，中国第

二歴史槽案館編『中国国民党第一，二次全国代表大会会議史料』（上）・（下），江蘇古

籍出版社， 1986年である（以下，『中国国民党第一，二次・…一』と略記）．多くの謄写

版印刷の原史料が活字化され厳密に整理されて研究に供された．ただ第六章注(163）に

述べるとおり，「政治的立場」から伏せられている部分がある．

(21) 『中国国民党党史論文選集』全5冊（近代中国出版社， 1994年．第4冊が第一次

国共合作時期を扱う）があり，個人の著作に李雲漢『中国国民党史述』全5編（中国国

民党中央委員会党史委員会， 1994年．第2編が第一次国共合作時期を扱っている）が

ある．孫文の年譜の『国父年譜』も，第4次増訂版（中国国民党中央委員会党史委員

会， 1994年）が出版された．

(22) 国民党の台湾化に対し，旧来の国民党の歴史認識を踏襲したのは 1993年8月に

出現した新党で、あった．新党は状況に不満な外省籍の国民党員を中心に国民党から分

離する形で、結成されたが，発起人の一人は著名な国民党の党史研究者であった蒋永敬

氏である．蒋永敬『百年老店国民党槍桑史』（伝記文学出版社， 1993年5月）に，新党

結成直前の 2月と 3月に執筆され従来の国民党史観から李登輝を批判する二つの文章

「李登輝興国民党」，「李登輝興証精衛的世代交替之比較」が見られる．しかしその後

は外省人中心の党である印象を拭う必要もあり，旧来の国民党の歴史認識に基づく新

党からの発言は見られない．
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注

由・平等・博愛の精神のもとに革命の責任を負うということであった．このあと

1922年9月に陳独秀が「造国論」（『轡導週報』第2期）で NationalRevolutionの訳

語として用い， 24年1月の国民党第一次全国代表大会宣言で改めて国民革命を目指

すことが鮮明にされた（江田憲治「第1次国共合作と国民革命」，堀川哲男編『アジア

と歴史と文化』⑤《中国史一近・現代》，同朋舎出版， 1995年， 148頁）．陳独秀の意

図は，階級未分化な中国はプロレタリア革命の時期に至らず，未成熟なブルジョアジ

ーと未成熟なプロレタリアートの両階級が連合する国民革命の時期が成熟している，

ということであった．

(10) 孫文は24年8月3日の広東大学での「民生主義」についての講演で，「社会が進

化するのは社会の大多数の経済利益が調和するからである．社会の大多数の経済利益

が衝突するからではない．・…一階級戦争は社会が進化するさいに発生する病気である．

…マルクスが社会問題を研究し得たものは，社会進化〔にともなう〕病気を見いだし

ただけで、社会進化の原理を見いだしていない．それゆえマルクスは社会病理家である

だけで，社会生理家とはし、えない」と述べている（『国父全集』第 1冊， 169頁）．

(11) 「国民政府建国大綱」（『国父全集』第2冊， 751-753頁）．

(12) 北村稔「第一次国共合作時期の広東省農民運動」，『史林』 58巻6号， 1975年．

(13) 北村稔「摩仲憧与第一次国共合作一一整軍，財政統一与摩仲憧的関係J，『摩仲憧

研究』，広東人民出版社， 1989年．

(14) ソ連解体後のロシアでは，党や国家機関が管理した公文書類が公開された．これ

に関し， 1994年にロシアの極東研究所教授ア・エム（アレキサンダー・ M）・グリゴ

リエフ氏が台湾の中央研究院近代史研究所で、報告を行った．報告は一部改定され，

『近代中国史研究通信』第 17期（中央研究院近代史研究所， 1994年）に掲載された．

報告の原稿は川島真氏の訳で『中国研究月報』 565号，中国研究所， 1995年3月，に

掲載された．

(15) 代表的研究論文に， 日本語に翻訳されたヴェ・イ・クソレーニン「コミンテルンと

中国における共産主義運動の生成（1920-1927年）J，ア・イ・カルトゥノヴァ「コミ

ンテルンと国民党改組問題」，ア・エム・グリゴリエフ「コミンテルンとソヴエトの

スローガンのもとにおこなわれた中国の革命運動（1928-1930年）」がある（国際関係

研究所訳『コミンテルンと東方』，協同産業出版部， 1971年，所収）．共産党中央が

保管した文書を駆使して執筆された回想録の白眉に， A.11.t』epenaHOB,3am1CKH BOeH 

oro COBeTHHKa a KHTae(HayKa, 1976, 113.n:aHHe-2）〔チェレパーノフ『中国における軍

事顧問の手記』（ナウカ， 1976，第2版）．以後， 4epenaHoBと略記〕がある．同書は，

著者が 1964年と 68年に刊行していた二つの回想録を合訂加筆して刊行された．抄訳

の英語版AsMilitary Adviser in China. (Moskow: Progress publisher, 1982）と，

全訳の中国語版『中国国民革命軍的北伐一一一個駐華軍事顧問的札記』（中国社会科学

院近代史研究所翻訳室，中国社会科学出版社， 1981年）がある．本書ではロシア語原

本に基づき注を付し，（ ）内に中国語版の該当頁を示した．中国語版に異動のあるば

あいは注記した．ロシア人顧問に関する概説書に，ソ連アカデミ一極東研究所編著，

毛里和子・本庄比佐子訳『中国革命とソ連の顧問たち』（日本国際問題研究所， 1977
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注

序章

(1) 中国同盟会は，広東出身者を核とする孫文の興中会，湖南出身者を核とする黄興

の華興会，漸江出身者を核とする察元培の光復会の三つの革命団体に，日本留学中の
中国人学生を加えて 1905年に東京で、成立した．北洋とは，奉天省，直隷省，山東省

を総称する地域名称．清末に外交通商事務の便宜上設けられていた．清朝は育成中の
西洋式軍隊を整頓すベく 1903年に練兵処を設け，このあと新軍の編成を定めて全国
に36鎮を建設しようとした．衰世凱は 1901年に北洋大臣に就任し軍隊の編成に努め

たが， 1905年に北洋軍として 6鎮を編成していた．清朝は立憲君主制を確立すベく
1909年に制限選挙で、選ばれた地方議会の諮議局を各省に， 1910年には国会のひな型

である資政院を北京に開設していた．清末に立憲君主制を求めた人々を「立憲派」と
総称する．

(2) 軍閥の出現と動向を政治学的および社会学的観点から分析した著作に，陳志譲
『軍紳政権』，香港，三聯書店， 1979年（ジェローム・チェン〔陳志譲〕『軍紳政権一一
軍閥支配下の中国』，北村稔・岩井茂樹・江田憲治訳，岩波書店， 1984年）がある．

(3) 政学系は 1916年に成立した政治団体の政学会に由来し， 1918年以後は軍政府に

参加していた．雲南系軍閥は雲南出身の唐継尭を指導者とし，広西系軍閥は広西出身

の陸栄廷を指導者とした．安徽派，直隷派，奉天派は，いずれも指導者の出身地や地
盤とする地域にちなむ名称．

(4) 都魯『中国国民党史稿』第1編・第5章《中国国民党》，台湾商務印書館， 1965年，
1冊， 321頁．

(5) 国民革命軍に関する著作に，張光宇『第一次国共合作時期的国民革命軍』，武漢大
学出版社， 1989年，がある．

(6) Hel色neCarr色red’Encause, Lenine: la Revolution et le Pouvoir, Paris, coll. 
《Champs》， Flammarion,1979（ダンコース『ソ連邦の歴史 I レーニン一一革命と権

力』，石崎晴己訳，新評論， 1985年）から多くの教示を得た．

(7) 「通告党員釈本党改組容共意義書」，「通告任職党員服従党義厳守規律文」，中国国

民党党史委員会編訂『国父全集』第1冊， 1973年， 887-891頁．これに関連する問題
に，孫文の「以党治国」（党を以て国を治む）論や「権と能の分離」（政治的主権と当事
者能力の分離）論がある．池田誠『孫文と中国革命』（法律文化社， 1983年）397-418頁
や，横山宏章「孫文の憲政論と国民党独裁」（藤井昇三・横山宏章編『孫文と毛沢東の
遺産』，研文出版， 1992年）を参照．

(8）注（2).

(9) 国民革命の語は，孫文らが 1906年の「中国同盟会革命方略」ではじめて用いた．

その意、は，今日の革命は「英雄革命」とは異なる「国民革命」であり一国の人民が自
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1937. 7. 7 日中両軍が虚溝橋で衝突．やがて日中全面戦争へと発展することになる．

8.22 紅軍が国民革命軍第八路軍に改編．国民政府により朱徳が総指揮に任命

（第二次国共合作の開始）．

10. 2 南部中国の共産党のゲリラ部隊が新編第四軍に改編．

12.13 日本軍が南京を占領（南京事件）．

1939. 9. 1 ドイツ軍がポーランドを攻撃（第二次大戦勃発）．

1940. 1. 6 新編第四軍（新四軍）が国民政府の部隊により攻撃される．

1941.12. 8 太平洋戦争勃発．

1945. 8.15 日本が無条件降伏．第二次世界大戦の終結．

1946. 6.26 国共全面内戦が再開される（一面では交渉が継続．交渉が決裂した 47年3

月に紅軍は人民解放軍と改称）．

1947. 2.28 台湾で国民政府の支配に抗議する民衆暴動が発生（二・二八事件）．

1949. 4.12 台湾で農地改革の第一段階である三七五減租が開始される．

10.10 北京を首都とする中華人民共和国が成立．

12. 8 国民政府が台湾への移転を決定．翌日より行政院が台北で機能を開始．

1953. 1. 1 台湾の第一次経済四カ年計画発足．

1. 26 台湾で農地改革の最終段階である自作農民創出（耕者有其田）政策が開始．

1971.10.25 中華人民共和国が国連に加盟．国民政府は国連を脱退．

1972. 6. 1 蒋経国，国民政府行政院長に就任．

1975. 4. 5 蒋介石逝去．

1976. 9. 9 毛沢東逝去．

1978. 3.21 蒋経国が国民政府総統に当選．

12.18 共産党中央執行委員会全体会議（十一期三中全会）が北京で開催（22日ま

で）．部小平体制の確立．

1981. 9. 30 葉剣英全国人民代表大会常務委員長が台湾に対し第三次国共合作を提案．

9.30 国民政府行政院が葉剣英の第三次国共合作を提案を拒否．

1986. 9.28 台湾で民主進歩党（民進党）結成．

1988. 1.13 蒋経国逝去．共産党は弔意を表す．副総統の李登輝が総統に就任．

7. 7 国民党第十三回大会で李登輝が党主席に選出．

1989. 6. 4 北京で民主化を要求する学生および民衆と人民解放軍が衝突（天安門事件）．

1991. 8.26 コ守ルパチョフソ連共産党書記長が共産党の解散を勧告し書記長辞任を表明．

12.21 ソ連が解体され独立国家共同体が成立．

18 



4. 6 共産党員の李大剣が北京で張作震により逮捕（28日に処刑）．
4.12 蒋介石が上海における共産党の武装力である労働者糾察隊の武装を解除．
4.17 武漢国民政府が「現金集中条例」を公布．

4.18 武漢国民政府に対立する国民政府が南京に成立．同日，武漢の国民党中央
執行委員会は蒋介石の罪状を告発する宣言と各党部への訓令を可決．

5.18 モスクワでコミンテルン第八回中央執行委員会全体会議開催（30日までに
5.28 日本政府が在留邦人保護を唱えて山東省に出兵．

5.21 武漢国民政府下の湖南省長沙で軍隊と農民協会が衝突（馬日事変）．
7.13 共産党がコミンテルンの指令に基づき武漢国民政府からの退出を宣言．
8. 1 南昌で国民革命軍中の共産党系部隊が武漢国民政府に反旗を掲げ，国民党

革命委員会を組織．共産党系部隊は，やがて紅軍に組織される．
8. 7 中国共産党が漢口で緊急会議を開催（八七緊急会議）．

8. 8 武漢の国民党は共産党員の国民党からの除名を決議．

9.20 武漢側と南京側が合流した国民政府が南京で再開．
1928. 2. 2 国民党中央執行委員会全体会議（二期四中全会）が南京で開催（7日までに

語延闘が国民政府主席に，蒋介石が国民政府軍事委員会主席に選出．
3. 7 国民党中央執行委員会が北伐宣言．総司令官は蒋介石．
5. 3 北伐軍が山東省の済南で日本軍と衝突．

5. 4 中国労農紅軍第四軍成立．軍長は朱徳，政治委員は毛沢東．
6. 8 国民革命軍が北京占領（北京退去の張作震は6月4日に日本軍により爆死）．
6.15 国民政府が統一完成の対外宣言を発表．

12. 7 自主関税規則の公布．

1930. 5. 1 蒋介石に対抗する鴻玉祥・閣錫山の戦争開始（中原大戦， 10月までに
7.27 紅軍が湖南省の長沙を占領(10日後には撃退された）．

12.ー 紅軍支配地域（ソヴィエト区）への国民政府の第一次攻撃開始（失敗）．
1931. 4.一 紅軍支配地域（ソヴィエト区）への国民政府の第二次攻撃開始（失敗）．

5.28 南京の国民政府に対抗し在精衛や孫科らが別の国民政府を広州に組織．
7.一 紅軍支配地域（ソヴィエト区）への国民政府の第三次攻撃開始（失敗）．
9.18 満州事変勃発．

11. 7 江西省瑞金で中華ソヴィエト共和国臨時政府の成立大会開催（20日までに
毛沢東が主席に選出．

1932. 1. 1 広州の国民政府解散．

1.28 上海事変勃発．

3. 9 満州国成立．

6.一 紅軍支配地域（ソヴィエト区）への国民政府の第四次攻撃開始（失敗）．
1933.10.一 紅軍支配地域（ソヴィエト区）への国民政府の第五次攻撃開始．
1934.10.10 紅軍が瑞金を放棄し包囲網の脱出を開始（し、わゆる長征の開始）．
1935.11. 3 法定紙幣（法幣）の制定．

1936.12.12 内戦停止と一致抗日を求める張学良と楊虎城が蒋介石を西安で監禁．

17 
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4. 3 

4.16 

4.20 

5. 9 

5.15 

6. 5 

7. 1 

9. 6 

10.15 

10.24 

11. 5 

11.16 

11.22 

12. 7 

12.13 

1927. 1. 1 

1. 3 

1. 3 

2.22 

3.10 

3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

3.26 

4. 1 

4. 3 

4. 5 

16 

蒋介石が通電を発し西山会議派の第二次全国代表大会を開催を非難．

中国青年軍人連合会が解散宣言を出す．

孫文主義学会が解散宣言を出す．

在精衛が広州を去り（5月11日説もある），やがてフランスに赴く．

広州で国民党二期二中全会（第二期第二次中央執行委員会全体会議）が開催

され（22日まで），蒋介石の主導権が確立される．

国民政府が香港に代表を派遣し香港封鎖解除の交渉を開始．

国民政府軍事委員会が北伐動員令をくだす．

国民革命軍が湖北省の漢陽を占領し翌日には漢口を占領．このあと 10月

10日には武昌を占領して武漢三鎮を制圧し，北伐の第一段階が完了する．

広州で国民党中央各省区聯席会議開催（28日までに

上海で国民党と共産党の組織した第一次武装暴動が敢行される（失敗）．

国民革命軍，江西省の九江を占領.8日には省都の南昌を占領する．

ボロジンと国民政府要人が，党と政府の武昌移転準備のため広州を出発．

モスクワでコミンテルン第七回中央執行委員会全体会議開催（12月16日

までに

広州を出発し武昌に向かっていたボロジンおよび国民政府要人と蒋介石の

協議が江西省の景勝地の鹿山で行われる（鹿山会議）．

武昌に到着したボロジンと国民政府要人が臨時聯席会議を組織し，武昌で

中央執行委員会が開催されるまでは国民党の最高機関とすることを決定．

武昌，漢口，漢陽が首都区域として武漢と定められ，武漢国民政府が成立．

臨時聯席会議が3月1日に武漢で中央執行委員会を開催すると決定．

蒋介石が南昌で政治会議を開催し国民党中央と国民政府は当面は南昌に置

くと決議. 1月7日には中央執行委員会は3月1日に南昌で開催すると決

議．

上海で、国民党と共産党の組織した第二次武装暴動が敢行される（失敗）．

国民党中央執行委員会（二期三中全会）が武漢で開催C17日までに

上海で国民党と共産党の組織した第三次武装暴動が敢行される

国民革命軍が上海を占領．共産党主導下の上海市民代表会議により上海市

政府委員が選出され，武漢国民政府の批准後に市政府を樹立することを決

定．

国民革命軍が南京を占領．

南京を占領した国民革命軍の一部が英国，アメリカ，日本の領事館を略奪

し南京在住の外国人を攻撃．英国とアメリカの軍艦が報復の砲撃を加える．

蒋介石が上海に入る．翌日には武漢から派遣された宋子文が上海に到着．

在精衛が海外から上海に帰国.4月3日には蒋介石ら国民党員と会談．

漢口で日本の海軍陸戦隊の兵士と民衆が衝突．

在精衛と陳独秀が国共合作を確認する宣言を上海で発表．直ちに武漢に去

る．



11.10 商団鎮圧後に広州に戻っていた孫文が，北京の新状況に対し国民会議の開

催による問題解決を宣言. 11月13日には広州を離れ北京への途上につく．
11.20 黄捕軍官学校の教職員と卒業生を中核に，国民党直属の戦闘部隊である教

導団が成立．

11.28 北京への途上，孫文は日本に立ち寄り神戸で「大アジア主義」の講演を行

う．

12.31 孫文，北京に入る．

1925. 2. 1 孫文の提唱する国民会議に対立する善後会議が段棋瑞の主導のもとに北京

で開催される（4月21日まで）．

2. 1 共産党員の軍人が指導する中国青年軍人連合会が黄捕軍官学校に成立．

2. 3 広東省東部（東江一帯）を占拠中の陳畑明に対し 大元帥府下の各軍が攻撃
を開始（第一次東征）．教導団も参加し 3月13日には東江一帯を占領．

3.12 孫文が北京で逝去．

4.14 教導団が党軍と改名．摩仲憧が国民党代表に就任．

4.24 国民党員の軍人が指導する中山主義学会（孫文主義学会）が黄捕軍官学校に

成立．中国青年軍人連合会と対立し，この対立が国共対立の火種となった．
5.30 上海の反日反英デモに対し英国租界警察が発砲し多数の死傷者がでる．全

国で大規模な反日反英の抗議行動が巻き起こる（五・三O運動）．

6.11 大元帥府下の各軍が大元帥府内の潰軍と桂軍の粛清を開始（翌日終了）．
6.19 広州で香港と広州、｜の労働者が反英ゼネストを開始. 6月23日にデモ隊に

広州、｜の英国租界警察が銃撃を加える．省港（広州・香港）ストライキ委員会

が成立し，国民政府も支持する香港封鎖の大規模な反英運動が展開される．
6.24 蒋介石が広州防衛司令官に就任．

7. 1 内部の敵を粛、清した大元帥府が廃止され，かわって中華民国国民政府が成

立．在精衛が 16名の政府委員の主席に就任．

7. 3 蒋介石を含む国民政府軍事委員会成立．在精衛が主席に就任．

8.20 摩仲憧が暗殺される．

8.26 国民革命軍成立．蒋介石が第一軍長（従来の党軍）．以下，第五軍まで．

9.14 狂精衛が摩仲憧にかわる第一軍と黄楠軍官学校の国民党代表に就任．

9.20 宋子文が屡仲憧にかわる国民政府財政部長に就任．

10. 1 陳畑明に対する攻撃開始（第二次東征）．蒋介石が東征軍総指揮．

11.16 蒋介石が陳畑明の本拠地の油頭に入城．

11. 23 孫文の枢が安置される北京の西山碧雲寺で国民党内の反共派が中央執行委
員会を開催．国民党内の共産党員の党籍取消などを決議（西山会議派の結
成）．

1926. 1. 1 広州において国民党第二次全国代表大会開催(1月19日までに
2. 1 蒋介石が国民革命軍総監に任命される．

3.20 中山艦事件が勃発．

3.29 西山会議派が上海で第二次全国代表大会を開催（4月10日までに
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8. 9 孫文，英国の砲艦に乗船し広州から香港に到着．蒋介石も同行．

8.12 ソ連政府代表ヨッフェ，北京に到着．

8.14 孫文，香港より上海に到着．

8.25 マーリング，上海のフランス租界で孫文と会見．

9. 6 孫文，共産党の陳独秀を含む9名を国民党改進方略起草委員に指名．

1923. 1. 1 国民党が改進の宣言を発表．

1.12 コミンテルン中央執行委員会，共産党員の国民党への加入を決議．

1. 26 孫文とヨッフェが上海で共同宣言を発表．

2. 7 直隷派の呉侃宇が，協力関係にあった共産党の組織した京漢鉄路の労働者

ストを武力弾圧．

3. 1 孫文が広州に復帰して陸海軍大元帥大本営（以下，大元帥府と記す）を設立

し，大元帥に就任．

6.12 上海で中国共産党第三回全国代表大会が開催され（20日まで），共産党員

の国民党への加入を決議．

7.14 中国共産党「時局に対する主張」．

8.16 蒋介石，沈定ーらの共産党員を含む孫逸仙博士代表団を率いて上海よりソ

連に出発(12月15日，上海に帰着）．

10. 5 直隷派の曹鋸が北京の国会で買収選挙により総統に選出される．

10. 6 ボロジンが広州に到着．

10. 9 孫文が曹鋸討伐と北京の国会議員の逮捕令を発す．

11.25 孫文が奉天に使者を派遣し，張作震と直隷派の打倒を協議．

1924. 1.12 孫文，アメリカ公使シューアマンと会見．
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1. 20 広州において中国国民党第一次全国代表大会開催(1月30日までに

2.20 孫文，北伐に向けての体制の建て直しを指示．

4.12 孫文，「国民政府建国大綱」を公布．

5. 3 蒋介石，陸軍軍官学校校長に任命される．

5. 9 屡仲憧，陸軍軍官学校の国民党代表に任命される．

6.16 陸軍軍官学校（黄捕軍官学校と通称された）開学．

7. 3 広州に国民党農民運動講習所開設（共産党員が指導）．

8. 2 孫文，中央銀行の設立を命令（銀行長は宋子文.8月15日開業）．

8. 3 孫文，広東大学での民生主義の講演で階級闘争に否定的見解を示す．

9. 1 安徽派と直隷派の戦争が上海・蘇州間で勃発．

9. 5 広州の大元帥府が北伐を決定（9月 12日には孫文が部隊の一部を率い広州

を出発）．

9.15 第二回目の奉天派と直隷派の戦争勃発．

10.10 広州で黄捕軍官学校生徒および労働者が商団と武力衝突．

10.15 大元帥府下の各軍が商聞を武力で攻撃し，広州市街に駆逐．

10.23 直隷派の鴻玉祥らが北京でクーデターを敢行し，呉侃字や曹鋸の下野と国

内各派の停戦を呼びかける通電（全国各地にあてた電報）を発す．



7.30 繋元洪，総統を辞任．副総統の鴻国嘩が代理総統に就任．

8.14 段棋瑞の政府， ドイツとオーストリアに宣戦布告．

8.18 広州に反段棋瑞の国会議員集結．

8.29 段棋瑞の政府，広州、｜の国会議員に逮捕令を発す．

9. 1 孫文，広州での国会の非常会議により中華民国軍政府陸海軍大元帥に選出．

9.29 北京の段棋瑞の政府，各省に参議院議員・の選出を命令．

10.- 北京側（北）と広州側（南）との軍事衝突の開始．

11. 7 ロシア十月革命勃発．

11.10 北京で臨時参議院開会．

1918. 5.20 中華民国軍政府改組．翌日，孫文は陸海軍大元帥を辞任．

8.12 段棋瑞の主導する新国会が北京で開幕．

11.11 第一次世界大戦終結．

1919. 1.18 ノリ講和会議開始（6月 18日までに

2.20 上海で北京側（北）と広州側（南）の南北和平会談開始（5月14日までに

3. 4 モスクワに共産主義インターナショナル（コミンテルン）成立．

5. 4 北京で五四運動勃発．

10.10 孫文，中華革命党を中国国民党へと改組．

1920. 4. コミンテルンがヴォイチンスキーを中国に派遣．共産党の組織化に着手．

7.14 安徽派と直隷派の戦争勃発．

7.19 直隷派の勝利．安徽派の指導者段棋瑞の辞職宣言．

11.29 孫文，広州の軍政府に復帰．

1921. 4. 7 広州の旧国会非常会議は中華民国政府組織大綱を決議し，孫文を大総統に

選出（5月5日就任．これにともない中華民国軍政府は廃止に

7.23 コミンテルン代表マーリングの出席下に上海で中国共産党第一回全国代表

大会開催．

12.23 コミンテルン代表マーリング，広西省の桂林で孫文と会談．

1922. 1. 21 コミンテルン モスクワで極東民族大会を開催（2月2日までに張国煮ら

の中国共産党代表とともに，国民党代表の張秋白が出席．

2. 3 孫文，北京の政府を打倒するため北伐の命令を発す．

2.12 奉天派の代表，桂林で孫文と会談．

4.20 陳畑明，広東省長と内政部長を辞任．

4.28 奉天派と直隷派の戦争勃発（5月3日，奉天派敗退）．

5. 5 広州、｜で中国社会主義青年団第一回会議開催(10日までに

6.16 陳畑明，孫文に対し反乱を起こす．

6.17 孫文，海軍の艦船を率いて陳畑明軍と交戦（8月9日までに

6.23 孫文，海軍の永豊艦に乗り移る（29日には孫文の危機を救うため斯江省か

ら駆けつけた蒋介石も乗船）．

7.16 上海で中国共産党第二回全国代表大会開催（23日までに大会決議は，国

共合作を示唆．
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第一次国共合作関係年表

12.28 修正された「大総統選挙法」が公布される．任期 10年，再選を可とした．

1915. 1.18 日本政府が中華民国政府に対し，山東半島のドイツ権益の日本への引き継

ぎを含む，いわゆる二十一カ条要求を提示．

5. 9 中華民国政府，日本の二十一カ条要求を修正して受諾.5月25日調印．

8. 3 中華民国政府法律顧問のグッドナウが「共和と君主論」を発表し，政治的

安定を必要とする中国の実情にとり，君主立憲政治が望ましいと述べる．

8.14 楊度らが響安会を組織する．共和政治の危険を唱えて君主立憲政治を主張

し嚢世凱の帝政への道を開く．

12.11 参政院が衰世凱を皇帝に推戴．衰世凱は翌日これを受諾．

12.23 雲南の唐継莞ら衰世凱に対し共和制擁護の電報を打ち，楊度らの処罰を要

求．

12.25 唐継莞ら雲南の独立を宣言し，反衰世凱の「護国軍」を組織．

12.31 衰世凱，翌年より民国の年号を廃し洪憲と改めることを命令．

1916. 1. 1 衰世凱，洪憲元年度の予算を公布し，総統府を新華宮と改称．

1. 27 貴州の劉顕世が反衰世凱を唱えて独立宣言．

3.15 広西の陸栄廷らが雲南貴州と連合することを宣言．

3.22 衰世凱，帝政廃止を宣言．翌 23日には洪憲を廃し民国の年号を回復．

5. 8 広東省の肇慶に反衰世凱連合の護国軍「軍務院」が成立し，副総統に選出

されていた繋元洪の大総統就任を主張．

6. 6 衰世凱死去．翌7日には繋元洪が大総統に就任．

6.29 禦元洪が臨時約法の遵守および国会と国務院の回復を宣言し，段棋瑞を国

務総理に任命．

7.14 広東省肇慶の護国軍「軍務院」解散．

8. 1 国会再開．

10.10 孫文らに対する叙勲．革命を記念する国慶式典の挙行．

10.30 鴻国嘩が副総統に選出される．

1917. 3. 4 段棋瑞らが総統府において禦元洪に対独国交断絶の条件を関係各国との間

で協議するよう要請．察元洪は対独国交断絶の国会承認の必要を主張．こ

れに不満な段棋瑞は辞職を楯に天津に退く．
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3.12 ロシア二月革命勃発．

5.23 繋元洪が段棋瑞を罷免．

6. 8 安徽督軍の張勲が兵を率いて天津に至り番号元洪に国会の解散を要求．翌9

日には兵を率いて北京に向かう．

6.13 繋元洪，国会解散を命令．

7. 1 張勲ら薄儀を擁立し清朝を復活．繋元洪は日本公使館に避難．

7. 2 繋元洪，段棋瑞を国務総理に任命．段棋瑞は翌3日に張勲の討伐を宣言．

7.12 張勲討伐軍が北京に入り，張勲はオランダ公使館に逃亡．翌日日，薄儀

は皇帝退位を宣言．

7.14 段棋瑞，北京に入る．



第一次国共合作関係年表

1911.10.10 新軍の武昌蜂起，辛亥革命勃発．

12.25 孫文，海外より上海に帰国．

12.29 各省代表，南京において孫文を中華民国臨時大総統に選出．

1912. 1. 1 孫文，南京において臨時大総統に就任．中華民国の成立．

1. 3 南京に中華民国臨時政府成立．

1. 28 南京に臨時参議院成立．

2.12 宣統帝薄儀退位し，清朝滅亡．薄儀が衰世凱に南京臨時政府側との協議に

よる共和政府の組織を命じる．

2.13 孫文，臨時参議院に臨時大総統からの辞任を申請し，嚢世凱を臨時大総統

に推挙．

2.15 臨時参議院，衰世凱を臨時大総統に選出．

3. 8 臨時参議院，臨時約法を採択．

3.10 裳世凱，北京において臨時大総統に就任．

3.13 蓑世凱，臨時参議院の同意、を得て唐紹儀を国務総理に任命．

4. 1 孫文，臨時大総統を辞任．

4. 2 臨時参議院，臨時政府の北京移転を議決．

11. 1 参議院の選挙開始．

1913. 2. - 参議院と衆議院の選挙結果が判明．国民党が議会の第一党となる．

3.20 国民党代理理事長宋教仁が上海駅頭で狙撃され， 2日後に死去．

4. 6 臨時参議院解散．

4. 8 国会開幕．

5.- 外国からの借款や地方長官の任免をめぐり，国民党と嚢世凱の対立激化．

6.- 衰世凱による国民党系地方長官の罷免．

7.一 江西省，広東省，上海，福建省，重慶など，各地での衰世凱に反対する武

装蜂起の勃発．

8.一 各地の武装蜂起の失敗．国会による憲法制定と大総統選出をめぐる国民党

と蓑世凱の対立（～10月）．

10. 6 嚢世凱が国会に迫り大総統に選出される．翌日には察元洪が副総統に選出．

11. 4 衰世凱，国民党各機関の解散を命令．

1914. 1.10 衰世凱，国会の解散を命令．

5. 1 衰世凱，臨時約法を廃止し新たに中華民国約法を公布．国務院を廃止．

5.26 参政院成立．

7. 8 東京において孫文を総理とする中華革命党が結成される．

7.28 第一次世界大戦勃発．中華民国政府は8月6日に局外中立を宣言．

12.23 裳世凱が天壇で祭天の儀式を行う．
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事項索引

平均地権 200 

北京政府 20-21,24,51, 70 

北京政変 51-54,59 

法定紙幣 220 

奉天軍 206 

奉天派 2,20,24,28,38-39,45,51,120, 

146-147,149,153,166-168 

北上宣言 52-53 

北伐 2, 5, 11, 14, 21, 24, 28, 36-41, 43, 

45,50,52-54,57,59, 79-80,90,92,94, 

98-99, 103-109, 111,115,117,127, 

135-136,141,143,145,153,155-160, 

166,171, 181-182, 191,193, 196-198, 

206 213 

ボルシェヴィキ 3,8,173 

ボルシェヴイズム 6-8, 9-10, 15, 25, 

56 219-220 224-225 

ま 行

マルクス主義 vi, 7, 9-10, 15-17, 19-

20,30,39,129 

満州事変 221 

民権主義 10 

民主進歩党 18,222-223 

民主的連合戦線に関する決議 21 

民食問題決議案 196 

民進党 →民主進歩党

民生主義 10-13,27,29-31,39,41,72-

73 

民族および植民地問題についてのテーゼ

10 

15,19 

民族主義 10 

民団 40-41,183,200 

民団統率所 41 

や行

諜軍 35-37,45 

四つの基本原則 224-225 

ら行

厘金 188,220 

陸海軍大元帥大本営 →大元帥府

摩仲憧の暗殺 65-67,68-70 

臨時約法 f v,2,20,29 

連省自治運動 154 

聯席会議 →国民党聯席会議，国民政

府聯席会議

聯席談話会 176 

連ソ・容共・扶助農工 →三大政策

労働者糾察隊 14,81,144-146,150-

152,157,159,160-165,167,175,190-

191,195 

塵山会議 119, 131-135 

ロシア革命 15-16,25,55 

ロシア共産党 vi, 3, 6-8, 55, 210 

ロシア連邦 17 

わ行

ワシントン会議 20 



第三次国共合作 18 

大万隊 156,165 

第二次国共合作 v,16,18 

第二次上海暴動 151-152,154-158 

第二次東征 70,71-72,78-80,85 

第二次奉直戦争 45,51 

中央政治通訊 108, 110-111, 113-114, 

116-117, 119-123, 127 

中華革命党 1-3 

中華共進会 161 

中華人民共和国 vi, 6, 15-18, 106, 222-

223 

中華ソヴィエト共和国臨時政府 6, 

219,224 

中華民国 v,1-2 

中華民国（台湾） 18,125-126,223 

中華民国国民政府 →国民政府（台湾

中国共産党中央委員会対政局宣言 208 

中国国民党臨時行動委員会 →国民党

臨時行動委員会

中国情勢の問題についての決議 129 

中国青年 58 

中国青年軍人連合会 58,77-78,92-93 

中国の特色をもっ社会主義 225 

中国の命運 17 

中国労農紅軍 6,218,219 

中山艦 47 

中山艦事件 14,42-43,57,80,81-90, 

91, 93-94, 96-97, 102,109,116,118, 

128,130,134-137,144 

中山主義学会 →孫文主義学会

中ソ関係 215 

中ソ対立 15, 17 

中ソ不可侵条約 87 

中ソ友好同盟条約 87 

中東鉄路 23 

懲治土豪劣紳条例 204-205 

懲治貧官汚吏条例 204-205 

直隷派 2,20,24,28,38-39,45,52-53, 

59,148-149,166 

陳畑明のクーデター 21-22,47 

青帯 147,150-151,159-161,164 

テルニ一報告 123-126 

天安門事件 224 

濃軍 35-37,46,48-49,59,61-62,66,89 

党軍 4,9,58 

東清鉄道 →中東鉄路

同盟会 1,36,39,51,109,145 

土豪劣紳 182-184,184-188,190,193, 

195,202,205-206 

トロッキ一派 15,86,130,201 

貧官汚吏 204-205 

な行

南京事件 161,175 

南昌暴動 212,213-218 

日中戦争 86,221-222,222-223 

二・二八事件 222 

農民運動講習所 40-41 

農民糾察隊 191 

農民協会 40-41,179-186,188,191-

197,199-200,202-204 

農民自衛軍 40,190 

は行

買弁 46-47,148 

馬日事変 188-189, 190-191, 191-195, 

199-202,207 

Harvard号 46-47

Hav号→Harvard号

パリ・コミューン 152 

反革命罪条例 186 

武漢保安委員会 186 

武漢保安条例 186 

福軍 35-37,69 

文化大革命 205 

文華堂 65-66,68-69 
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事項索引

コミンテルン 3-4,8,10,13,15-16,19-

23, 31, 42-44, 82-83, 90, 95,108, 111, 

128-130,143,163,166,169,201-202, 

207-208,211-212,214-218,219,221 

さ 行

査封（差押え）逆産弁法 →逆産差押え

規則

参議院 V, 1 

暫行新刑律 25 

鐘除貧官汚吏土豪劣紳決議 182-183 

三大政策 16,55,208-209 

三民主義 10,16-17,27,52,56,95,216 

四月十二日事件 14,164-166 

七月十五日反革命政変説 212-213 

実事求是 224 

社会主義市場経済 225 

社会主義青年団 42,58,210 

上海学生連合会 154 

上海区委 145-159,162-164,166 

上海工界連合総会 161 

上海市政府 159,161,165 

上海自治運動 148,153-154 

上海市民代表会議 158-159 

上海市民臨時革命委員会 157 

上海総工会 147-148,154,156-157, 

159,161,164-165 

上海総商会 148,154 

上海臨時市政府委員会 144 

上海和平維持会 147,149 

衆議院 v, 1 

秋収暴動 214 

湘軍 35-36,45,49,69 

省港ストライキ 40, 63, 67, 81, 93, 99, 

144,187 

商団 43,57 

商団事件 35, 37-38, 40-41, 45-51, 52-

53,59,67 

商団総部 46-48 
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食米購入委員会 197 

辛亥革命 V, 7-8,50,115,126,145,171 

新軍 1,50 

清朝 v-vi, 1-2, 192 

審判土豪劣紳委員会 186,205 

審判土豪劣紳条例 186 

人民解放軍 →中国労農紅軍

新民主主義革命期 16 

新民主主義論 16-17,55, 73 

人民民主独裁 223 

政学系 2 

西山会議派 28-29,72-75,75-77,78, 

87,98,165 

政治委員会 →国民党政治委員会

政治会議 →国民党政治会議

青年軍人連合会 →中国青年軍人連合
t』
Z三

整理党務案 96-97,111 

善後会議 53 

戦略的退却政策 174-176,176-178, 

179 188 

蘇漸院三省連合会 154 

ソ連遠東銀行 173 

ソ連共産党 15,17,22 

ソ連軍事顧問団 35,38,56,58-60,71, 

77-82,90-92,123,127,166,214-215 

ソ連赤軍 4,54-55,82 

孫文主義 72-75 

孫文主義学会 58,77-78,79,87,92-93 

孫・ヨッフェ共同宣言 22-23 

た行

大アジア主義 53 

第一次上海暴動 143-151 

第一次東征 9,41,58,59-60,61,63,66, 

71 

退却政策 →戦略的退却政策

大元帥府 4,24,35-41,46-51,54,59, 

61-63 77 



105,109,119,123,127,131,136,140-

141,143-146,150-158,161-166,170-

171,182,188-189,199,206,213,215-

216 

一一総司令条例 139-140 

一一総司令部組織大綱 101 

国民軍 57,115 

国民政府 11, 29,118, 119-123, 131, 

133,135-136,140 

一一軍事委員会 38, 66, 69, 71, 79, 

81, 91, 99,101,104,116,118,178,187, 

191-192,195,197,203,220 

一一建国大綱 11,29,31,38,65 

一一戦時経済委員会 173 

一ーのための綱領 31 

一一聯席会議 135-136,162,185 

広東一一 2,4-5,14,36,38,40,54, 

60-63,65-66,68-72,80,90-92,99, 

101,104,109,116,120,127,143,146, 

153 

台湾－－ vi, 6, 18, 222 

南京一一 v, 5-6, 14,103,106,166, 

168-169,171-173,175-176,189,204, 

206,214,217,220-221 

武漢一一 5, 14, 115, 120, 123, 125-

126,131,135,153,155,159,166-168, 

169-171,171-181,181-188,189-191, 

196-200,201,204-217 

国民党

一一一一全大会 →国民党第一次全国

代表大会

一一一期三中全会 53 

一一改進の宣言 22 

一一革命委員会 216 

一一右派 30,42-43,49,93,107,110, 

115,118,130,137-138,155-156,170 

一一左派 42-44, 77, 98, 107-115, 

117-118, 129-130, 132, 136-139, 155, 

158,162-163,170,210,217 

一一上海臨時政治委員会 158 

一一政治委員会 43, 70,91,102,116, 

118,120,127,133,167,171,174, 177:-

178,180,185,187-189,191-194,196-

199,202-204,207-212,217 

一一政治会議 102, 112-114, 116, 

121-123,126,134-136,139,168 

一一第一次全国代表大会 11, 25, 27, 

28-33,37-39,54,65,71-73,76 

一一太子派 67,92,115 

一一第二次全国代表大会 75-77, 79-

80,94 

一一中央執行委員会軍事委員会

139-140,191 

一一中央執行委員会軍事委員会組織大

綱 139

一一中間派 42, 107-110, 115,118, 

129-130 

一一党史委員会 18,121,131 

一一同志クラブ 43, 74 

一一二期三中全会 67,134-136,139-

141,155,158,162,184 

一一二期二中全会 94-97,102,140 

一一二期四中全会 167-168 

一一二全大会 →国民党第二次全国

代表大会

一一臨時行動委員会 103 

一一聯席会議 110, 112-116, 117-

120,123,133 

国務総理 v,2 

五・三O運動 148 

五四運動 9,16 

国共内戦 5-6,16,221-222,223 

国共聯席会議 97,140,193 

湖南省総工会 192,196 

湖南省懲治土豪劣紳暫行条例 183 

湖南農民運動 182-184,193 

湖南農民運動考察報告 185,192,205 

湖北省総工会 174-175,202-203,206 
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事項索引

共産党（中国共産党），国民党（中国国民党），第一次国共合作は省略．

太字で示した頁数は，その事項が節および節内の小項目の見出しとなっていることを示

す．

あ行

安徽派 2,24,38-39,45,148 

安国軍 132,153 

ヴェルサイユ講和会議 8 

永豊艦 →中山艦

専軍 35-37,59,61-62,66,68-70,89 

か行

革命軍事裁判所 186-187 

革命軍人土地保障法条例 193 

革命連座法 56,59 

夏斗寅の反乱 189-190,192 

寄老会 192-193,200 

漢口事件 176 

関税自主権 220 

逆産差押え規則 183 

逆産処分条例 179-180 

逆産没収 178-181,184,188 

欝導週報 22-23,202 

共産主義青年団 58,184,212 

共産党上海区委員会 →上海区委

共産党

一一第一次全国代表大会 19 

一一第三次全国代表大会 24 

一一第二次全国代表大会 21 

教導団 58,60-62,69, 71 

軍事委員会 →国民政府軍事委員会

訓政時期 11 

軍政時期 11 

軍用米 180,192-195,196-200 

6 

京漢鉄路 21,23,25 

桂軍 35,37,49,59,62,66,89 

現金集中条例 172-174,176-177 

建国大綱 →国民政府建国大綱

憲政時期 11 

元老派 67 

高級訓練班 98-99 

紅軍 →中国労農紅軍

洪憲 2 

耕者有其田 26 

広州コミューン 214 

江漸戦争 39,45 

耕地農有 26-27 

興中会 18 

抗日民族統一戦線 6,221 

黄捕学生軍 50-51,57 

黄捕軍官学校 4,8-9,13,36,39,44,51, 

54-57,57-59,60,62,66,68-69,73,75, 

77-78,80,84-85,93,98-99,103-104, 

110,130-131,220 

黄捕同学会 94, 110-111 

国際連合 222 

国父年譜 32 

国民会議 45,51-54,143-144 

国民革命 4-5, 9-10, 12-14, 17-18, 35-

36,57,60,72-73,75,78,90,96,98, 

129,135,137,144,161,169-170,181-

183,186,199-201,210-211,213,216-

218 

国民革命軍 4-5,14,58,69-70,78-79, 

82,84,86,89-92,98-99,101-103,104-



李福林 35-36,41,48-50,61-62,69-70, 46-50,54-55,58,61-62,65-67,68-70, 

82,86,107 77-78 

李宝章 157-158 林虎 59 

李立三 156,166,208,213 林森 29-30,32, 70,74-76 

李烈鈎 53 林祖泊 33,70,76,91,95,98,187,197 

劉継増 169 林直勉 69 

劉峠 83,155,162 レーニン 3,7-8,32,151 

劉少奇 174 察元洪 2 

劉震嚢 37,40,60-62,65 ロイ 176,200-201,207-209 

劉侃隆 58 ロガチョフ 90-91 

梁鴻糖 68-70 ロミナッゼ 214-217 

屡行超 48 魯糠平 199 

屡仲憧 13,23,25,28-29,32-33,38-43, 直永祥 45 
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人名索引

沼石生 37,48-50,59,61 

奨鍾秀 36 

潜文治 85 

坂野良吉 170,173,176,180 

畢庶澄 158-159 

関斗基 xiii 

ブィッシャ－ 27 

ブハーリン 215 

ブブノフ 80,82 

ブラゴダートフ 166 

ブリュッヘル 56,59,61,71,80,94,99, 

104-105,166,215 

薄儀 xi,2 

鴻菊披 33 

鴻玉祥 51-52, 99,104, 114-115, 166, 

170,206,211-212,214 

鴻国嘩 2 

鴻自由 74,107 

ベルシイ陳 211 

ボロジン 8,22,24-28,29-32,42-44, 

51,56-58,68-70,75,77,80,82,92-94, 

96, 108-110, 113-114, 119-128, 131-

132,134-135,138,153,161,173-176, 

179,191,200-202,206-207,210-212, 

214 

方瑞麟 32 

方鼎英 110 

方本仁 59 

包恵僧 81,103,105,130,189 

彰端初 191-194 

童手済 33,40 

茅祖権 29 

ま行
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毛忠誠 85,87,96-97,134 

毛沢東 6,16,19,30,41,55,73,76,97, 

183,185,191-193,195,199,202,205, 

207,223-224 

や行

山田辰雄 xiii 

食飛鵬 104 

熊亨翰 188,197-198,203 

熊克武 71 

ヨッフェ 21-24 

葉開轟 183 

葉剣英 18 

葉楚信 29,32,74-75,98,110,132 

葉挺 99,216 

楊希閲 35,37,40,50-51,54,59-62,65-

66, 71 

楊杏仏 159,161 

楊虎 161,166 

楊樹庄 157 

楊西厳 55 

楊天石 87-89,212 

楊鞄安 33 

横山宏章 xiii 

ら行

李維漢 208 

李雲漢 73-75, 93,109,112,120,122, 

123-125,131,189-190 

李鴻基 70 

李済深 69-71,82,86,92,104,114-115, 

136-137,161 

李之龍 81-82,84-85,88,91 

李章達 93 

李石曾 112,117 

李宗仁 61,72,99,105,159,217 

李大剣 19-20,22,24-25,29-30,32,75 

李登輝 18,223 

李品仙 206 



た行

戴季陶 20,29,33,72-75,76-77,107 

竹内実 55 

語延闇 36,45,52,62,69, 72,83,86,91-

92, 95-97, 102,112, 114-116, 120-122, 

126-127,132,134-136,139,170,173, 

190-191,197,199,209,211 

語曙卿 70-71 

語平山 25,28,33,42,44, 70, 76,80,95-

98,129,169,181,187,191,209,216 

段棋瑞 2,52-53,61 62,71,80,148 

段錫朋 137,160 

チェレパーノフ 27, 29, 35-36, 38, 51, 

60-61,67,77,80,82-84,86-87,90 

チェンパレン 175 

釦永建 105,145-147,149-154,157-161 

張学良 5 

張群 105 

張継 19,42,75-76 

張国薫 75, 78,208,213-217 

張作霧 2,28,52,104-105,133,153,191 

張静江 94, 97-98, 102,110, 112-118, 

120-122,133-134,136,149,167 

張宗昌 146-147,149,153-154,158 

張太雷 208 

張肇元 172,177,203 

張発歪 213,215-216 

張翼鵬 194-195 

越世炎 156 

越恒’陽 59,126,179 

越志劃 26 

陳延年 78,166 

陳果夫 98,136,139 

陳儀 152,154-155 

陳其瑳 67 

陳其美 98 

陳畑明 9,20-22,24,26-27,35-39,41, 

47,54,58-60,63,70-72 

陳公博 81,86,91,95-96,99,132,187, 

191,196-198 

陳秋震 66 

陳肇英 86,88-89,92-93 

陳調元 154 

陳独秀 19-22,24,44,57,75,107,109, 

111,118, 137-139, 153,156, 162-163, 

166,176,200-201,207,217 

陳銘枢 69-71 

陳友仁 99,120,123,131,175,209-211 

陳立夫 88,98 

陳廉伯 46-47,49 

テルニー 123-126 

程潜 36,71,126,191,199 

トロッキー 15,130,201 

杜月筆 159-161,164 

唐継莞 61 

唐生智 99,105,112, 119-120, 123-125, 

126-128, 171, 181, 183-184, 189-194, 

197-199,204,206-207,213-214 

部演達 103,122, 132, 162,189,210, 

216-217 

郵小平 224-225 

郵択生 →郵演達

都沢如 28,30,32,42,69 

部本殿 36,71-72 

な行

野沢豊 xiii, 220 

は行

パブロフ 38,45,56 

波多野善大 xiii 

馬素 107 

馬文車 84 

蓑京漢 xiii 

白堅武 20 

白崇梧 72,155,158-160,163-165 

狭間直樹 55 
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人名索引

呉稚障 74-75, 94, 97, 145-147, 149, I 蒋永敬 120,122-125,131,169-170, 

157-158,161,165 

呉鉄城 35-36,45,62,67,71,83-86,92-

93 

呉侃字 2,20,23-25,36,39,51-52,99, 

104,127,143,179,183 

孔庚 206,212 

孔祥照 168 

高語宰 80 

高承元 123 

黄季陸 29,31-32,70 

黄金栄 159,161 

黄紹紘 61,72,161-162,217 

黄字E 52 

さ行

禁元培 94,161,165 

禁和森 44,75 

シューアマン 28,31 

司馬蹄 xii 

施卜 50 

謝持 32,42-43,69, 74-76 

朱卓文 68-69 

朱徳 216 

朱培徳 35-36,45,61-62, 70,72,82-83, 

86,91-93,171,204 

朱帝 104 

周恩来 44,55-56,58-59,78,86,99, 

162,166,201,208,216-217 

周仲喧 179 

周文軒 179 

周鳳岐 152,155,163-165 

周欄 191 

徐謙 113-115, 117,120,123,127,131, 

139,170, 186-187, 189,193,196,198, 

204-205 

徐梓 85,92-93 

部元沖 74-75,98 

部力子 128-130 

2 

176,178-181,185,189,193 

蒋介石 4-5,8,13-14,16-17,24,38,50-

51,54-57,58,61-63,66,68-72,75,78-

80,81-87,88-89,90,91-99,101-112, 

114-115, 116-119, 120-122, 126-127, 

128-131,132-141,145,149,151,153-

159,160-162, 163-168, 170-171,173, 

191,206,213-214,220-223 

蒋経国 222-223 

蒋作賓 105 

蒋先雲 99,130-131 

粛光球 202-203 

沈鈎儒 154 

スターリン 130,201,214-215 

都魯 69-70,74-76 

斉捜元 45 

醇岳 155,160,162 

倉大悲 177,203 

銭大鈎 217 

ソコルスキー 24 

蘇兆徴 169,173,177,196,198,202,209 

宋教仁 1 

宋慶齢 114,131,209-210,216-217 

宋子文 63, 70,91-93,95,99,104,120, 

131,162,171,173,211 

曹銀 2,38,51 

孫逸仙 →孫文

孫科 42,48,67,69,75,92,95,107,113-

115,120,127,131,135,140,170,173, 

188,196-197,199,202-203,211,216 

孫岳 51 

孫鐸 57 

孫伝芳 104-105,133,137,143,145-

158,160,165 

孫文 xi,1-5,8-13,16-18,19-33,35-

39,41,43,45-50,52-55,57,59,63,65, 

67-68,72-74,96-97,102,115,169, 

200,208-210 



人名索引

人名の配列は，カタカナ表記の人名を最初に掲げ，漢字表記の場合は姓を日本語読みし

たときの五十音順．姓が同音の場合には筆画数順で，濁音は後置．

太字で、示した頁数は，その人名が章節内の小項目の見出しとなっていることを示す．

あ 行

石川忠雄 xii 

ウィノレノミ－ xii, 124 

ヴォイチンスキー 19, 44, 108-109, 

112,129-130 

子樹徳 29-30,190,206 

子右任 109,211 

衛藤藩吉 xii 

衰世凱 1-2 

閣錫山 206 

王雅之 147 

王恒 29 

王承斌 51 

王柏齢 55,77,91-93 

王法勤 131,210 

在寿華 157,159-160,164 

在精衛 13-14, 25, 29, 32, 41, 43, 61-62, 

65-68, 70, 72, 74-79,83-86,88,91-92, 

97,102,107, 109-112, 113-119, 127, 

133-134,139,162-163,167,169,173, 

176,185,187-193,201,203,206,210-

214,216 

在兆銘 →在精衛

狂態功 79-80,89 

欧陽格 85,92-93 

恩克巴図 29 

か行

カラハン 32,90 

ガレン 216 

何応欽 55,105,155 

何鍵 190,195,199,206-207,212 

何香凝 66-67, 110-111, 117 

何成凌 105 

夏犠 183 

夏超 145-147,150 

夏斗寅 189-190,192 

賀龍 213,216 

郭沫若 162,167 

甘乃光 91,95,98,107,114-115 

閑道職 70 

キサンカ 79-80,90-91 

俸代英 58,216 

居正 75 

許克祥 190-192,201-202 

許崇智 36, 59-61, 63, 65, 68-71, 79 

崖秋白 44,108,110-111,113,156-157 

虞沿卿 148-150,151-153,157-158,161 

ケマル・アタチュルク 128,166 

古応芽 83,86,93,107 

胡漢民 29,32,43,48-50,52,59,62,65, 

68-70,91,97,168 

胡毅生 65-66,68-69 

胡景翼 51 

胡公晃 111 

顧順章 164,166 

顧孟儀 97-98,110,114-115 

伍朝枢 83, 86, 91, 93, 95-96 

呉玉章 114,187,202-203 

呉敬恒 →呉稚障

呉之椿 211 
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